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凡例 

 

 

1  たとえば、DN: I. 188［I. 205］という表記の場合、ローマ数字は巻数を示し、アラビ

ヤ数字はページ数を示す。そして［ ］は、Re （ロンドン・PTS 版）の巻数とページ

数（I. 205）になり、それ以外は、Be（ビルマ第六結集版）の巻数とページ数（I. 188）

になる。なお巻数が Be と同じ場合は、Reの方は省略する。 

 

2  パーリ原典の底本は、Beによる。 

 

3  引用文における太字の部分は、註釈している部分（語句・文章）、あるいは Be におい

て強調している部分（語句・文章）を示す。 

 

4 和書でない書名や略号などについては煩雑を避けるため、斜体にしない。 
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『長部註』（sumaGgalavilAsinI）における源泉資料の研究 

 

研究篇 

 

序論 

 

0. 1. 本論文の目的 

 

『長部』（dIghanikAya, DN）に対する註釈書（アッタカター文献）である『長部註』

（sumaGgalavilAsinI, DA）は、南方上座部大寺派1における註釈家の泰斗ブッダゴーサ

（Buddhaghosa）2が 431~434 年頃3に編纂したものである。この『長部註』に対する復註釈

                                                   

1 上座部（thera-vAda, thera-vAdin）は、ブッダゴーサ当時のインド本土とスリランカとに勢

力を有していた部派の一つである。Bareau, A［1955: 167-180, 205-240］、Prasad, C. S

［1972］、静谷正雄［1978: 234-249］、塚本啓祥［1990］、Cousins, L. S［2001］などを参

照してまとめると、インド本土における上座部の名称は確定したものがなく、“vibhajja-

vAdin” （Skt. vibhajya-vAdin）, “vibhajja-vAda”, “sthavira”, “theriya”, “thavira”, 

“thaviriya”などと言われていた。主としては「分別説部」（vibhajja-vAdin）として認識さ

れていたという。 

その上座部の内部には大寺派（mahAvihAra（-vAsin）, マハーヴィハーラ派）、無畏山寺派

（abhayagiri（ka）, アバヤギリ派＝dhammaruci, 法喜部）、祇多林寺派（jetavana, ジェータ

ヴァナ派〔dakkhiNavihAraka〕＝sAgaliya, 海部）という三つの派が存在していた。 

スリランカの上座部の歴史、および三つの派の総称であるサンガから見た上座部の歴史

は藪内聡子［2009: 125-180］、遠藤敏一［2011］、森祖道［2011a］が詳しい。 

森祖道［1989a, 2006, 2008, 2015］と Mori, S［1999］によれば、大寺派に対して無畏山

寺派と祇多林寺派は、積極的に大乗仏教を容認していった事実が文献研究、碑文・写本研究、

仏像などの美術・彫刻・建築研究、密教研究などの多方面から確認できるという。 

斎藤明［2011: 5-15］は、法顕・玄奘・義浄（五世紀初頭、七世紀前半・後半）の時代、

上座部をふくむ小乗と大乗とは兼学され、ともに四聖諦を修習していたことを明らかにし

ている。 

本論文で「南方上座部」という名称を使用する理由は、森祖道［2011: 64-67］がスリラ

ンカと東南アジアとの仏教の名称を整理し、「地球上に現存する二つの仏教を南と北という

地理的区分によって呼ぶことは、価値中立的な表現として好都合」とし、「名称を二つ組み

合わせた複合名称も造られ、これは言葉を重ねているだけに理解が容易となる面がある」と

述べていることから判断した。 

以上を総合して、本論文では「南方上座部大寺派」という名称を使用するに至ったのであ

る。 
2 ブッダゴーサについては、森祖道［1984: 469-529］を参照。漢訳語で「仏音」「覚音」、南

インド出身とされている。 
3 森祖道［1984: 552］を参照。この年代について馬場紀寿［2008: 14-15, 22-23. n9-14］に

よれば、従来、ブッダゴーサの真作として『清浄道論』（Visuddhimagga, Vis）、『律註』

（samantapAsAdikA, Smp）、『波羅提木叉註』（kaGkhAvitAraNI, KGkh）、四部註という七書を挙

げていたが、v. Hinüber, O［1996: §209, 211］が『律註』『波羅提木叉註』に疑義を提示

したために、真作は『清浄道論』と四部註のみとなった。この『清浄道論』以下、『増支部

註』までの作成順は引用関係によって知られ、『清浄道論』は 429 年までに制作、『律註』は
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書（ティーカー文献）である『長部復註』（dIghaTThakathATIkA, DAT）4は、5~6 世紀頃のダン

マパーラ（dhammapAla）5が編纂したものである。 

 これらのアッタカター文献やティーカー文献の研究状況については森祖道［1995, 2006a, 

2007］と Mori, S［2007］とが要領よくまとめている6。それらによれば、概して『小部』

（KhuddakanikAya, KhdN）とアビダンマ（論, abhidhamma）とに関連した資料の翻訳的研究

が盛んである7。 

                                                   

429~430 年に制作、『義釈註』（niddesaTThakathA, NdA）は 435 年に制作されたことから判断

して、四部註の作成年代は 431~434 年頃になると述べて、その年代を支持している。 
4 これらの名称と略号について、Rhys Davidsの辞書（以下、PTSDとする）、森祖道［1984］、

Cone の辞書（以下、DP とする）などを参照すると、『長部』は、パーリ語で“dIghanikAya”

という名称であり、略号は D, DN となる。 

『長部註』は、パーリ語で“dIghaTThakathA”, “dIghanikAya-aTThakathA”, “sumaGgalavilAsinI”

などの名称があり、略号は DA, Sv などとなる。 

『長部復註』は、パーリ語で“dIghaTThakathATIkA” , “dIghanikAyaTThakathATIkA” , 

“lInatthavaNNanA”などの名称があり、略号は DAT , Sv-pT などとなる。 

本論文では、これらの名称と略号に統一性を持たせるために漢訳語で『長部』『長部註』

『長部復註』とし、略号は D-（dIgha-）との一貫性をもつ DN, DA, DAT を使用するが、『長

部註』の名称は、“sumaGgalavilAsinI”を採用する。 

その理由は、森祖道［1984: 185-186］によれば、“dIghaTThakathA”は『長部註』のソース

となる「古資料」の一つ、“siMhala dIghaTThakathA”（以下、SDA とする）の名称として使用

されている。この SDA となる“dIghaTThakathA”の名称との混同を避けるために別称となる

“sumaGgalavilAsinI”の名称を本論文では使用する。 

5 DAT: I. XLI-LV、森祖道［1984: 530-539］、v. Hinüber, O［1996: 167-170］を参照。漢

訳語で「仏護」、インド本土出身とされている。とくに森祖道が、ダンマパーラの著述場所

はスリランカではなくインド本土であった可能性を指摘しているのは注目すべきである。

ダンマパーラの著作に大乗仏教的要素が多く確認できることと関係があるかもしれない。

ダンマパーラの年代については、いずれも推定の域を出ていないが、ブッダゴーサより後代

であることは確実である。ダンマパーラの著作の詳細については、清水俊史［2015］を参

照。 
6 （1）翻訳的研究、（2）教理思想（史）研究、（3）源泉資料（ソース）の研究、（4）著作

真偽問題、（5）北伝部派文献との比較、（6）大乗文献との比較とスリランカ大乗仏教史研究、

という六つの方面から各研究状況が検討されている。本論文の研究立場を当てはめるとは、

（3）（5）になる。 

7 佐々木現順［1960］の『法集論註』（dhammasaGganI-aTThakathA, DhsA）の和訳、ウ・ウェ

ープッラ, 戸田忠［1980］の『アビダンマッタサンガハ』（abhidhammatthasaGgaha, Abhs）

の和訳、佐藤密雄［1991］の『論事註』（KathAvatthu-aTThakathA, KvA）の和訳、村上真完, 及

川真介［1986, 1986a, 1988, 1989］の『第一義解明』（paramatthajotikA, Pj）の和訳、浪花宣

明［2004］の『分別論註』（vibhaGgaTThakathA, VibhA）と vibhaGga-mUlaTIkA（vibhaGga-mUlaTIkA, 

VibhMT）との和訳、浪花宣明［2008: 361-588］の abhidhammatthavibhAvinI（Abhv）の和

訳、藤本晃［2006］の『餓鬼事註』（Petavatthu-aTThakathA, PvA）の和訳、勝本華蓮［2007］

の『所行蔵註』（cariyApiTakaTThakathA, CpA）の和訳、大森一樹［2013］の『相応部註』

（saMyuttaTThakathA, SA）「因縁相応」の和訳、村上真完, 及川真介［2013, 2014］の『長老
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その理由は、これらの翻訳的研究によって得られる特定のテーマが部派仏教や大乗仏教

の特定のテーマと共通する。それらのテーマは、その比較研究や教理・思想研究に展開しう

るからである8。 

 このような翻訳的研究の著しい成果に対し、四部註9や四部復註10の翻訳的研究は停滞し

ている。平川彰［1974: 100］は、 

 

「パーリ五ニカーヤには、ブッダゴーサの註釈、sumaGgalavilAsinI以下があり、共にPTS. 

より出版されている。これらは阿含経研究の必読の参考書である」 

 

と述べているように、アッタカター文献はニカーヤに対する参考書程度とする立場が未だ

に根強い11。この立場は、パーリ三蔵に偏重することでもたらされるものである。当然なが

                                                   

偈註』（theragAthA-aTThakathA, ThagA）の和訳などが代表的なものとして挙げられる。 

最新の外国語訳（英訳）については PTS のホームページ〈http://www.palitext.com/〉で

紹介されている。 
8 代表的なものを紹介すると、藤本晃［2006］は、『餓鬼事』と『餓鬼事註』とを中心にし

て廻向思想を詳論し、北伝仏教における展開との相違とを指摘している。 

勝本華蓮［2006］は、『所行蔵』（cariyApiTaka, Cp）、『所行蔵註』、『仏種性』（BuddhavaMsa, 

Bv）、『仏種性註』（BuddhavaMsaTThakathA, BvA）、『本生』（jAtaka, J）、『本生註』（jAtakaTTHakathA, 

JA）などにおける大乗思想的要素と大乗文献との関係性、およびダンマパーラと大乗仏教

との関係性を研究している。勝本華蓮［2005, 2006a, 2011, 2012］の一連の研究も、『小部』

の註釈書における菩薩と大乗仏教の菩薩とを比較研究したものである。 

浪花宣明［2008］は、Abhv の和訳にもとづき、パーリ註釈文献から無我を中心とした心・

心所・色法・縁起・業論などのアビダンマの主要テーマを部派仏教のアビダルマと比較し、

その展開や意義を明らかしている。 

9 『長部註』、『中部註』（majjhimaTThakathA , MA）、『相応部註』、『増支部註』（aGguttaraTThakathA, 

AA）のこと。 

10 『長部復註』、『中部復註』（majjhimaTThakathATIkA, MAT）、『相応部註』（saMyuttaTThakathATIkA, 

SAT）、『増支部註』（aGguttaraTThakathATIkA, AAT）のこと。 

Primoz, P［2002, 2009］は、saddhammasaGgaha（以下、Sads とする）、gandhavaMsa（以

下、Gv とする）、sAsanavaMsa（以下、SAs とする）などの資料を読解し、四部復註に古復註

（lInatthapakAsinI: purANaTIkA, ダンマパーラ編纂）と復註（sAratthamaJjUsA: TIkA, 12 世紀のサ

ーリプッタ編纂）との八つが存在していた可能性を指摘している。 

ロンドン・PTS 版（以下、Reとする）の『長部復註』『中部復註』『相応部復註』は古復

註に属し、『増支部復註』は両方が出版されている（1996, 1997, 1999 年出版は復註。2012

年出版は古復註）。八つのうちの五つの存在は知られたことになる。 

今後、四部註の復註すべてが出版されたならば、ティーカー文献の精密な歴史的研究、教

理的研究なども進展していくことになろう。 

なお、これらのアッタカター文献とティーカー文献との資料的価値の高さは、森祖道

［1990］が指摘しているとおりである。 
11 このパーリ註釈文献を原始仏教の理解のために必要な参考書程度とする立場の研究の一

つを紹介すると、清水谷善曉［2013: 24］は、以下のように述べている。 

 

「なお、論書及び経と律に付随する註釈書類は、本研究では基本的に考察の範囲外とし

た。このように資料を限定したのは、論書や註釈書類は多くの場合、詳細な情報により

経を理解するための一助となるものであるが、時に経典成立時の文脈とはかけ離れ、解
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らこの場合、アッタカター文献やティーカー文献などは一部の註釈箇所のみが参照され、全

体的な研究にまでは及ばない。『長部註』は四部註のなかで一番目に位置し、『小部』やアビ

ダンマの註釈書に先立つ重要な資料であるので、その翻訳的研究はまさに急務の課題であ

る。四部註に関する総合的な翻訳的研究のスタート地点を確立すべく、『長部註』を全訳す

ることが本論文の第一の目的である。 

この『長部註』にはブッダゴーサがソースとした「古資料」が存在する。それらは今では

現存しないインドやスリランカを起源12とするもので、前 3 世紀から紀元後 4 世紀冒頭13に

わたって成立してきた。その「古資料」については森祖道［1984, 1989］と Mori, S［1987］

とがアッタカター文献全体で計四十種あることを解明した14。これらの研究成果にもとづき、

そのなかで実際に『長部註』のソースとなる「古資料」の名称は、mahA-aTThakathA, 

dIghaTThakathA, 単 数 形と 複 数 形 との aTThakathA, PorANA, PorANakattherA, BhANakA 15 , 

                                                   

釈の内容が後代の教学における問題意識に影響されることも少なくないためである。

本研究は、原始仏教の社会的背景という視点も加えているので、可能な限り先入観を排

除し経典そのものの文脈に沿った内容の把握に努めることで、原始仏教の理解により

近づくことを目指した。よって、これらの資料に依拠しないこととしたのである。ただ

し、あまりに解釈が困難な場合には、必要に応じて註釈書なども参照した」 

 

しかし、森祖道［1984: 52-53］が指摘しているとおり、アッタカター文献が「インド的

原始仏教的古層」を有していることを忘れてはならない。 
12 馬場紀寿［2011a: 155］は、 

 

「インド東岸、クリシュナ川沿いにあるナーガールジュナコンダには、スリランカの上

座部または上座部大寺派に属する存在を示す三、四世紀の碑文があるから、この時期に

は、スリランカの上座部がインド本土に進出していた」 

 

と述べて、碑文からインド本土における南方上座部大寺派の存在を報告している。 

南方上座部大寺派における「古資料」にインドとスリランカとを起源とするものがあった

ということは、インド本土とスリランカとの交流があったことを示している。その交流の実

態について、森祖道［2010: 290-291］は、以下のように問題点を提起している。 

 

「インド本土での諸部派間の相互の交流の実態、さらにはスリランカ上座部のインド

本土での諸部派間との人的教団的交流の実態はほとんど何も分かっていないのが現状

だからである。ただ諸部派教団の間の人的交流往来がなかったならば、文献自身が、そ

れが口伝であれ写本であれ、勝手に独り歩きをして移動伝播することは絶対にあり得

なかった点は確かである」 
13 森祖道［1984: 465-466］を参照。この「紀元後 4 世紀冒頭」というのは、具体的には

mahAsena 王（A.D. 276-303）までとなる。 
14 これらのパーリ三蔵、準正典、「古資料」などをブッダゴーサがどのように学習したのか

について、遠藤敏一［2011: 130］は、以下のように述べている。 

 

「アバヤギリ寺派の教義等に精通していたことを理由に、来島後アバヤギリ寺に直行

し、情報収集したのでは、という説が成り立つが、この説は受け入れられていない。理

由は、マハーヴィハーラ寺の図書館には多くの資料が残され、アバヤギリ寺派の教義等

もここで勉強したのでは、というのが今は一般的になっている」 

15 森祖道［1984: 274］によれば、dIghabhANakA, majjhimabhANakA が用例として挙げられて

いる。 
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aTThakathAcariyA, AcariyavAda, therasallApa, ariyavaMsa 16 , sIhaLaTThakathA, porANaTThakathA, 

mUlaTThakathA（ビルマ第六結集版（以下、Beとする）による表記: mUlakaTThakathA）17という

計十四種がある18。 

これらの「古資料」の内容は、森祖道［2006a: (166)］が、「この様にアッタカターのソー

スに関する研究は、ようやく個々のソースをより詳しく研究する各論段階に入ったが、その

全体像の解明は未だしである」と述べているように、不明な点が多い。しかしながら、Endo, 

T［1999, 2003, 2005, 2013］と遠藤敏一［2005］、林隆嗣［1997, 2005, 2011, 2012, 2012a］

は、個々のアッタカター文献のソースとなる「古資料」について論究し、その解明を試みて

いる。しかし、『長部註』のソースとなる計十四種の「古資料」の内容について論じたもの

は見当たらない。そこで、この『長部註』のソースである「古資料」の内容を解明すること

が本論文の第二の目的となる。 

 本論文では、論題における「源泉資料」の内容の解明にあたり、『長部』、パーリ三蔵19、

古資料という三つの資料的側面から問題意識を設定する。 

第一は、『長部註』によって『長部』は、どのように規定されたのか。 

第二は、『長部註』によってパーリ三蔵は、どのように規定されたのか。 

第三は、『長部註』における古資料は、どのような内容であったのか。 

 この「源泉資料」は、馬場紀寿［2008］を書評する森祖道［2009: 237-238］が以下のよ

うに述べている。本論文は、以下に示された 6 種類の分類を「源泉資料」として適用した。 

 

  「パーリ註釈文献20の引用言及先行資料つまりソースについて全体的に検討して、これ

を次の 6 種類に分類した。（1）パーリ三蔵、（2）蔵外の三書（準三蔵21: nettipakaraNa , 

                                                   

16 森祖道［1989: (239)］によれば、この ariyavaMsa が重視され増広された結果、ariyavaMsa-

sutta や mahA-ariyavaMsa-sutta という独立した経典にまで発展したことが指摘されている。 
17 「古資料」の名称と具体的な内容については森祖道［1984: 152, 158-160, 185-186, 196-

203, 208, 223, 241-242, 271, 274, 286, 298, 300］を参照。 

それらの名称は、DA: III. 250 と DAT: I. 16［20］, 52-53［67］, II. 136［176］, III. 63

［79］, 291［372］とで確認した。 
18 森祖道［1980: 164-176］を参照。 
19 概説は森祖道［1984: 78-85］を参照。言うまでもなく、『長部』はパーリ三蔵に包括され

る概念であるが、『長部註』の根幹（底本）的な被註釈資料であるので、パーリ三蔵とは別

に扱う次第である。 
20 この「パーリ註釈文献」の定義について森祖道［1984: 4］は、「（1）パーリ三蔵の基本的

註釈書及び visuddhimagga、（2）その他の第一次註釈書、（3）歴史書及び歴史資料的説話集、

（4）その他（ティーカーを有する文献）」という四つの分類で説明する。これらの個々の内

容説明については、森祖道［1984: 3-15］を参照。 

本論文で「パーリ註釈文献」という言葉を使用するときは、上記の四つの分類をふくんだ

ものとする。 
21 よく使われる用例として「蔵外」があるが、たとえば、現存の Beはこの三書をパーリ三

蔵中に組み入れており、「蔵外: 三蔵外」という言葉は当てはまらないので、注意を要する。 

v. Hinüber, O［1996: §156-180］が「準正典」（Paracanonical text）と定義しているの

に従い、本論文では「準正典」という言葉を使用する。 

概説は森祖道［1984: 86-91］を参照。古山健一［1999, 1999a, 2000, 2000a, 2001, 2004, 

2005, 2005a, 2006, 2006a, 2007, 2009］の一連の研究論文は、主としてパーリ仏教におけ

る『指導論』の受容と展開とを論じ、nettipakaraNa （以下、Net とする）の全訳もしている。 



8 

 

  peTakopadesa , milindapaJhA）、（3）他のパーリ・アッタカター22、（4）所謂シーハラ・ア

ッタカター23、（5）他派説の引用（「或る人々」の説、「詭弁論者」の説）24、（6）その

他（dIpavaMsa,  kaccAnappakaraNa, mahAniruttippakaraNa）25」 

 

  「拙書（森祖道）の（1）パーリ三蔵と（2）蔵外の三書とが本書（馬場紀寿）の「註釈

以前26」に、（4）所謂シーハラ・アッタカター、（5）他派説の引用、（6）その他、とが

本書の「註釈古層27」に、そして（3）他のパーリ・アッタカターが本書の「註釈新層
28」にそれぞれ基本的に一致対応するであろう」 

  ※引用中における脚注と（ ）内の名前とは、理解に資するために筆者が適宜ふした。 

 

『長部註』でも、これらの 6 種類のソースが重要な役割を果たしている。「研究篇」では、

それらのなかで（1）（4）に注目する。『長部註』による（1）パーリ三蔵と『長部』との規

定の解明は、南方上座部大寺派における正典観の解明に資し、インド本土における部派仏教

や大乗仏教の正典観との比較研究に展開することが期待できる。（4）は、本論文で使用する

「古資料」と同義である。『長部註』における（4）「古資料」の内容の解明は、森祖道［1984: 

52-53］が指摘する「インド的原始仏教的古層」と「スリランカ的上座仏教的新層」という

アッタカターの二層のうちの前者の解明に資する。このアッタカターの二層が明らかにな

らなければ、アッタカター文献の正確な理解にはつながらない。以上を総合して、本論文で

は論題を「『長部註』（sumaGgalavilAsinI）における源泉資料の研究」としたのである。 

 
 

0. 2. 使用するテキスト 
 

 本論文で使用する南方上座部大寺派のテキストは、基本的にビルマ第六結集版（Be）を底

本として使用し、適宜にロンドン・PTS 版（Re）を参照することにする29。 

                                                   
22 森祖道［1984: 92-104］を参照。パーリ・アッタカター相互の引用状況を示したものであ

る。 
23 森祖道［1984: 105-110］を参照。 
24 森祖道［1984: 111-139］を参照。 
25 森祖道［1984: 140-146］を参照。 
26 馬場紀寿［2008: 12］によれば、「先行資料の前提となっている律・経の伝承」としてい

る。 
27 馬場紀寿［2008: 10-12］によれば、 

 

「ブッダゴーサ以前の大寺派文献やブッダゴーサが執筆に利用した作品とブッダゴー

サ作品とを比較し、両者の共通要素を明らかにすることによって、先行資料を引用した

部分を特定する」 

「ブッダゴーサ以前に成立した他系統の北伝資料（サンスクリット資料、漢訳文献、チ

ベット訳文献）とブッダゴーサ作品とを比較して、先行資料からの引用部分を特定する」 

「古資料の名称が明記されている引用文がある」 

 

という三つの論証方法からなり、「先行資料からのブッダゴーサの引用」とするものを「註

釈古層」としている。 
28 馬場紀寿［2008: 12］によれば、「ブッダゴーサの編集作業（先行資料の削除・付加・改

変）」としている。 
29 たとえば、『中部復註』『相応部復註』の原典は、Reの方は出版されていないが、Beの方

は出版されている。Be の方がある程度まとまって出版されている状況であるので、このよ
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 『長部』の翻訳は内外問わず古くよりなされ、関心が高く重要視されてきた30。すでに勝

れた翻訳が多数あるので、本論文では、その全訳を提示することは控える。 

『長部註』31の全体を翻訳したものは存在していない。部分的に「梵網経註32」「沙門果経

註」「大因縁経註」「大般涅槃経註」の翻訳だけがある33。したがって、この『長部註』の全

訳は「和訳篇」として提示した。 

 『長部復註』の翻訳については、現状でほとんど研究成果がない。そこで、この『長部復

註』の全訳を「資料篇」として提示しておく34。 

 本論文は、これらの『長部』『長部註』『長部復註』を使用するテキストの中心とするが、

その他も見る。参照する範囲は、「パーリ語文献資料35」となる。この「パーリ語文献資料」

                                                   

うな状況を考慮して Beを底本とした。 

『長部』『長部註』の Re の出版年代に対しては Be の出版年代の方が新しいが、『長部復

註』の Reの出版年代に対しては Beの出版年代の方が古い。 

daT: I. XXV-XXVIII は、Beがカンボジアとビルマ系統の写本しか扱っていないことを指

摘し、Reはシンハラ系統の写本なども使用して校訂したと述べている。 

その点では、『長部復註』については Reを底本とすべきという意見もあると思うが、本論

文での議論の中心は『長部註』（最新は Be）となる。したがって、この最新版の Be の『長

部註』と整合性を取るために、『長部復註』についても Beを底本とした。その不備を補うた

めに「和訳篇」と「資料篇」とにおいて Reとの語句や文章の相違を適宜に註にふしておい

た。 
30 『長部』の翻訳状況を要領よくまとめたものとして丘山新・他（訳注）［1995: 27-30］と

中村元・他（訳）［2003: 59-60］とを参照。 

 最新の和訳と概要（梗概）と先行研究については片山一良［2003, 2003a, 2004, 2004a, 

2005, 2006］と中村元・他（訳）［2003, 2003a, 2004］とを参照。 

 最新の『長部』「戒蘊篇」の原典として dhammachai tipiTaka series: suttantapiTaka dIghAnikAya 

Volime1 sIlakkhandhavagga, dhammachai institute dhammakAya foundation, thailand, 2013. が

ある。今後、「大篇」「パーティカ篇」の原典出版も望む次第である。 
31 『長部註』の Reを基準にし、それと Be、スリランカ・ブッダジャヤンティ版（以下、Ce

とする）、タイ王室版（以下、Se とする）、インド・ナーランダー版（以下、De とする）と

の対応ページ数を示したものとして Mori, S. et al［1994: 27-37］がある。 
32 たとえば、「梵網経註」という場合の「-註」はアッタカター（aTThakathA）のことを、「-復

註」はティーカー（TIkA）のことを示す。以下もすべて同様。 
33 Bodhi, B［1978, 1989, 1995］と An, Y［2003］とを参照。片山一良［2003, 2003a, 2004, 

2004a, 2005, 2006］でも部分的に訳註が付されている。本論文では、適宜にこれらを参照

して和訳の一助とした。 
34 この「和訳篇」と「資料篇」との相違についてであるが、『長部註』は本研究の中心資料

となるので、「研究篇」（本論文）の一部となる「和訳篇」と位置づけた。 

 『長部復註』については、daT: I. XXXIX-XL において、『長部復註』の内容がナーガルジ

ュナ、ディグナーガなどの思想を連想させる要素があると述べているように、その内容（翻

訳）は非常に難解である。誤訳や誤釈も多くあると思うので、付録的な資料の位置づけとし

て「資料篇」とした。 

35 森祖道［2015: 20-25］は、「パーリ語文献資料」全体を「基本的文献体系」と「体系外文

献」とに分かって個々の内容も解説しているので、それらの詳説は譲る。前者は（1）「パー

リ三蔵」（聖典）、（2）「蔵外の三書」（準聖典）、（3）三蔵に対する直接の註釈文献としての

アッタカター、（4）アッタカターの註釈となるティーカー、（5）ティーカーの註釈となるア

ヌティーカー、という五つの分類からなる。 

後者は（1）「清浄道論」、（2）歴史書、（3）説話集、（4）教理綱要書、（5）抄録集、（6）
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を「北伝資料」と比較検討していく。北伝資料とは、漢訳資料・サンスクリット語資料・チ

ベット語資料のことである。 

それらのなかで中心となる北伝資料は、法蔵部所属の『長阿含経』（訳出年代は 412~413

年頃。訳者は後秦の仏陀耶舎・竺仏念）36である。訳出年代の下限からブッダゴーサ以前の

資料であることは確実である。この『長阿含経』を「パーリ語文献資料」と比較検討に用い

る利点は、南方上座部大寺派と法蔵部との比較研究が可能になることである。 

 説一切有部の阿含資料については Hartmann, J.-U［2004］と松田和信［2010: 155-156, 

2011: 181. n4］によって報告された（根本）説一切有部の“dIrghAgama”の発見がある37。

八世紀前半に書写された写本で、目次（ウッダーナ）から第一篇「六経品」（SaTsUtrakanipAta）

全六経、第二篇「双品」（yuganipAta）全十八経、第三篇「戒蘊品」（CIlaskandha）全二十

三経の三品四十七経から構成されていることが明かされた。 

以上の研究成果から南方上座部大寺派所属の『長部』（全三十四経）、法蔵部所属の『長

阿含経』（全三十経）、説一切有部所属の“dIrghAgama”（全四十七経）という三つの部派

における経の構成や順番が知られるようになったので、これらの情報も適宜活用する。 

シャマタデーヴァ（Camathadeva）38によって編纂された『倶舎論註ウパーイカー』（以下、

『ウパーイカー』とする）39について本庄良文［2014: 15］は、以下のように解説している。 

 

  「チベット訳によってのみ伝えられるシャマタデーヴァ著『倶舎論註ウパーイカー』

（abhidharmakoCopAyikA nAma TIkA, Otani No. 5595; Tohoku No. 4094）は、『倶舎論』

に引用される阿含経典の断片について、その本文の全体または一部を挙げ、また時とし

て本文中の重要語について参考になる用例がある場合にはそれをも示す、という仕方

を繰り返すものであり、その重要性は、『倶舎論』の本文理解に資するという以上に、

豊かな有部系阿含資料を提供する点にある」 

                                                   

宇宙論、（7）詩論、（8）法書、（9）その他もろもろ、という九つの分類からなる。 

本論文でもこの「パーリ語文献資料」の定義にしたがう。 
36 辛嶋静志［1994: 51-52］は、『長阿含経』の言語について以下のように述べている。 

 

「以上見てきたように、『長阿含経』の原語はガンダーラ語であったと片付けられるも

のではなく、子細に見れば、西北インド方言の特徴以外にも梵語化・プラークリット・

地域の方言の要素が混然とした複雑な様相が見えて来るのである。この言語も広い意

味でガンダーラ語と名付けることができるかも知れないが、西北インドの碑文に見ら

れるガンダーラ語とはかなり異なるものであったという但し書きが必要であろう」 

 

 最新の和訳（書き下し）と概要（梗概）と先行研究とについては丘山新・他（訳注）［1995, 

1997, 2000, 2001, 2002, 2005］、三枝充悳・他（校註）［1993］、菅野博史（校註）［1994］、

金子芳夫・他（校註）［1995］を参照。 

37 この“dIrghAgama”に関連する研究は、松田和信［2006］や Choi, J. K［2012, 2012a］

などがある。 

 なお、この発見以前における説一切有部の“dIrghAgama”に関する研究状況は、岩松浅夫

［1990, 1991］が『十誦律』（所属は説一切有部、訳出年代は 404～409 年、訳者は弗若多

羅と鳩摩羅什）「多識多知諸大経」から“dIrghAgama”に所属する十八の単経を解明してい

る。 
38 本庄良文［1984: 103-105］は、シャマタデーヴァはネパール出身で瑜伽行唯識派に属し

ていたと述べている。 
39 この蔵文『ウパーイカー』の和訳については本庄良文［2014, 2014a］を適宜参照した。 
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説一切有部が依拠した阿含資料の文章を多く伝える『ウパーイカー』をパーリ語文献資料

と比較検討することによって、南方上座部大寺派と説一切有部との比較研究が可能になる。 

その他、パーリ語に還元しやすいサンスクリット語資料やチベット語資料、および筆者が

重要と判断したテーマをもつ資料についてはブッダゴーサ以前以後を問わずに扱い、それ

らの書誌情報は適時紹介する。 

 

 

0. 3. 研究方法 

 

 『長部註』における「源泉資料」を解明するための研究方法についてであるが、馬場紀寿

［2003, 2004, 2004a, 2005, 2008, 2011］の一連の研究は、アッタカター文献と北伝資料と

を比較して、縁起・空・智慧などの思想的なテーマがどのようなものであったのかを調査し

たものである40。 

 この調査による研究成果は二点にまとめられる。第一は、馬場紀寿［2008: 11］がブッダ

ゴーサ以前に成立した他系統の北伝資料とブッダゴーサ作品とを比較し、それらの内容が

一致した場合について以下のように指摘している。 

 

「その場合、ブッダゴーサが北伝資料から引用したか、北伝資料と同一起源の伝承をブ

ッダゴーサが用いていたか、そのどちらかの可能性に絞られる。いずれにしても、ブッ

ダゴーサが独自に著した文章ではないのだから、口頭伝承にせよ、文献にせよ、何らか

の先行資料を踏まえて書いたものであることが判明する」 

 

続けて馬場紀寿［2008: 247. n144］は、 

 

  「北伝阿含と対応するパーリ註釈文献の伝承は、インド起源の内容なのだから、パーリ

註釈文献の中でも古資料に由来する要素であることが判明する。したがって、北伝阿含

とパーリ註釈文献の比較研究は、パーリ註釈文献の新古層分析にも有効である」 

 

と指摘している。これらの指摘をまとめると、パーリ註釈文献と北伝資料・北伝阿含とを比

較して一致する内容や伝承は、註釈以前と註釈古層とに当てはまるとしている。 

 第二は、馬場紀寿［2008: 197］によると、「物語的一致は扱わず、教理や信仰に関わる語

彙に絞って顕著な一例を挙げていく」と前置きしている。そして、馬場紀寿［2008: 196-203］

は、パーリ文献（後期正典、準正典、註釈文献）と四阿含（『長阿含経』『中阿含経』『雑阿

含経』『増一阿含経』）41とに共通する伝承の存在を明らかにした。それは、「北伝四阿含の改

編」の結果であると結論している。 

 馬場紀寿［2008: 203］は、その改編の意義を以下のように述べている。 

                                                   
40 このアッタカター文献と北伝資料との内容の一致に関する先行研究については馬場紀寿

［2008: 197, 240-241. n108-109］を参照。 

 アッタカター文献と大乗仏教との内容の一致に関する研究として森祖道［1993, 2015: 

352-365］は、アッタカターで批判された大乗唯識派の所説を『唯識二十論』などと比較し、

その共通関係を示している。 

筆者もこれらの研究に示唆を受け、『長部註』『長部復註』と北伝資料とに共通する伝承の

存在を調査した。越後屋正行［2006, 2007, 2009, 2009a, 2009b, 2011, 2011a］を参照。 
41 『長阿含経』は法蔵部所属、『中阿含経』は説一切有部所属、『雑阿含経』は説一切有部所

属である。『増一阿含経』のみは所属部派が不明である。四阿含の成立状況、所属部派、訳

出状況などについては榎本文雄［1984, 1988, 2001］、向井亮［1985］、Hiraoka, S［2000］

を参照。 
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「伝承経路としてはいくつかの可能性が想定できる。第一には、四阿含の情報がパーリ

文献（後期正典、準正典、註釈文献）に伝わった可能性。第二には、その逆に、パーリ

文献の情報が四阿含に伝わった可能性。第三には、特定の新たな伝承が両系統に伝播し

た可能性。どの可能性が正しいのか現段階で確証はないが、相互に、かつ微妙に伝承が

食い違っている例が多いことから、第三の可能性が最も妥当だという印象を受ける」 

 

このような三つの可能性を提示したうえで馬場紀寿は、第三の可能性を最も妥当として

いる。森祖道［2010: 290］の書評は、「そして実際に、これら三つの可能性のいずれの場合

もあり得たと評者も考えるが、しかしどの場合が最多であったのかは現在のところは不明

である」と述べている。 

この第二の研究成果については本論文の結論とも関わる部分であるので、後に検討する。

馬場紀寿の第一の研究成果であるパーリ註釈文献と北伝資料との比較が註釈以前と註釈古

層の解明に資するという研究方法を本論文は用いる。本論文では、馬場紀寿が注目していな

い物語的一致などのあらゆる伝承にも焦点を当てて、『長部註』と、主としてブッダゴーサ

以前の北伝資料との比較を行なう。その理由は、あらゆる伝承を比較していくことで新たな

結論が生まれるからである。 

文字・言葉・単語・語句・語彙・文章などの総括となる伝承42は重要である。この伝承の

集大成が『長部註』や北伝資料を形成している。本論文では、ブッダゴーサ以前の北伝資料

と『長部註』とを比較検討して、それらに共通する伝承を抽出していく。その共通する伝承

が『長部註』に確認できたならば、それは『長部註』のソースとなる「古資料」の伝承にな

ると想定できる。伝承の比較研究によって、この共通する伝承が『長部註』による『長部』

の規定と、パーリ三蔵の規定とにどのような意義があるのか。その意義が南方上座部大寺派

にどのように展開したのかを解明していく。 

この「古資料」は、上記した森祖道［1984: 52-53］によると、「インド的原始仏教的古層」

と「スリランカ的上座仏教的新層」というアッタカターの二層から構成されている。本論文

では、このアッタカターの二層の構造を前提として、これらを簡略に示すために前者は「古

資料の古層」と表記し、後者は「古資料の新層」と表記する。本論文における「古資料」の

表記は、このアッタカターの二層をふくんだものとする。伝承の比較研究によって、この「古

資料の古層」の伝承が果たしてブッダゴーサ以前のインドに由来する伝承と一致するのか

を解明していく。 

 この「古資料」は現存していない以上、その内容を解明するには、その「古資料」をソー

スとした『長部註』の伝承を紐解くしかない。ブッダゴーサが「古資料」を扱って註釈して

いくさいの何らかの方針などが明らかになれば、「古資料」の内容の一端も解明できる。本

論文では、パーリ語文献資料を参照しながら『長部註』を精読していく。 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   
42 この伝承の定義を下田正弘［2009: 23］は、以下のように述べている。 

 

「伝承とは、「伝えること」と「受けとること」、この二つの行為によって「やり取りさ

れるものやこと」、これら三つの要素から成り立ついとなみの総体と考えておきたいと

思います。前の世代から受け継がれてきた具体的な事物や抽象的な理念、思想などを自

分が受けとり、つぎの世代にそれを引き渡してゆくこと、このやりとりが成り立つとこ

ろに伝承があります」 
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本論 

 

1. 『長部註』による『長部』の規定43 
 

1. 0. 序 

 

前田惠學［1964: 674］は、ニカーヤと阿含とを詳細に比較した結果、以下のようにその

内容をまとめている。 

 

「長部長阿含の原形は、他の三部三阿含の諸経より量的に長い経典を集め、さらに（1）

外道に対する仏教の優越性、（2）仏教教理の大綱、（3）仏陀の超人性、といった三類の

内容基準に照らして、三編二〇数経から成っていた」 

 

 岩松浅夫［2001a: (321)-(338)］は、パーリ上座部と法蔵部と説一切有部との『長部』『長

阿含』「戒蘊篇」を比較した結果、「戒蘊篇」は成立的に古く、最根幹部分と考えられていた

ために違いこそあるが、基本的な枠組みそのものは変えられなかったと指摘している。 

これらの内容は、『長部』と『長阿含経』との構成と内容を示したものである。現在ある

仏教関係の辞書類でも、ほぼこの内容が踏襲されている。これらは、文献を比較することで

引き出された結論である。しかしながら、南方上座部大寺派が『長部』をどのように見てい

たのかという視点は、これらの研究では欠いている。この視点を解明するには、その註釈書

である『長部註』を紐解く必要がある。いわば、『長部註』による『長部』の規定という視

点である。こうすることで、南方上座部大寺派から見た『長部』の構成と内容に関する規定

の視点が明らかになるであろう。これらの研究でなされていない南方上座部大寺派の『長部』

に対する規定の視点の解明を試みる。この解明は、南方上座部大寺派における正典観の解明

の一端にも資することが期待できるであろう。 

 以下は、その研究方法である。『長部註』によって『長部』は、どのように規定されたの

か。一方、主としてブッダゴーサ以前の北伝資料によって『長阿含』44は、どのように規定

されたのか。この両者を比較検討して、それらに共通する規定は、ブッダゴーサ以前のイン

ドに由来する伝承となる。その伝承が『長部註』に確認できたならば、インド起源のソース

となる「古資料の古層」の伝承になると考える。 

                                                   
43 ここでは全体的に越後屋正行［2003, 2004, 2004a, 2006a, 2007a, 2007b, 2008a, 2010］

を適宜参照し、加筆修正して本論文の一助とした。 

これらの旧稿ではアッタカター文献とティーカー文献との区別も厳密にせず、それらの

文献のフィルターを通してニカーヤ文献を解釈していた。比較対象となる北伝資料は解釈

のための補足資料や添え物程度として扱っていた。したがって、結論ありきの「南方上座部

大寺派宗学」とでも言うべき内容であった。馬場紀寿［2008: 9］が、 

 

  「古資料と編纂者の文章を区別せずに漫然と註釈を読んでいる限りは、註釈書を織り成

す構造を見抜くことはできない。註釈書の構造を把握できなければ、その思想史的理解

はおぼつかない」 

 

と述べている批判をそのまま実行しているような論文であった。今では落第点であると断

じざるを得ない。全体を読み返してみると我ながら恥ずかしく落胆するばかりである。しか

しながら、少しでも成長した姿にすべく本論文で活用できるところは活用した次第である。 
44 ここで扱う北伝資料の範囲から、この『長阿含』の定義は、すでに指摘した法蔵部所属の

『長阿含経』や説一切有部所属の“dIrghAgama”よりも広範囲な一般的概念の dIrghAgama

（『長阿含経』）とした。以下、『中阿含』『雑阿含』『増一阿含』の定義についても一般的

概念のものとする。 
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 ここでは、『長部註』のソースとなる「古資料の古層」が『長部』をどのように規定した

のか。その規定の意義は何かを解明することを、本編の目的とする。 

 このことが解明できれば、「古資料の古層」の内容の一端が明らかになることも期待でき

よう。 

 

 

1. 1. 数量による規定 

 

 『長部註』『長部復註』は、『長部』に対して具体的な数字や長短などの量を提示して規定

していく事例が確認できる。ここでは、これらの数字や量によって規定することを「数量に

よる規定」と定義する。『長部註』『長部復註』が『長部』に対して、どのような数量による

規定を用いたのかを確認していく。 

 一方、主としてブッダゴーサ以前の北伝資料も、この数量による規定を用いて『長阿含』

を定めている。この『長部註』『長部復註』と北伝資料とに共通する数量による規定が明ら

かになれば、『長部註』のソースとなる「古資料の古層」の内容の一端を解明することがで

きるであろう。ここでは、このような作業をとおして、これらの数量による規定の意義を分

析することを目的とする。 

 

 

1. 1. 1. 『長部註』と北伝資料とにおける事例 

 

 『長部註』は、「数量による規定」を用いて、『長部』を以下のように定めている。 

 

「そのうち、『長阿含』（dIghAgama）とは、戒蘊篇（sIlakkhandhavagga）、大篇（mahAvagga）、

パーティカ篇（pAthikavagga）という篇から三つの篇があり、経から三十四の経の集成

がある。それの諸篇のうち、「戒蘊篇」が初めである。諸経のうち、「梵網」（BrahmajAla）

が〔初め〕である。「梵網」にも、『このように私は聞いた』云々ということが、尊者ア

ーナンダ（Ananda）によって第一大結集の時に因縁を初めとして説かれた45」（DA: I. 2-

3［2］） 

 

 上記の下線部から、『長阿含』が三篇・三十四経という数量で構成されていることが確認

でき、現存する『長部』と変わりない。一般的に南方上座部大寺派で『長部』とされるもの

が、ここで『長阿含』と言われている。しかし、これらの両者の用例は同義と見てまったく

問題ない46。 

『長部註』では、「第一結集」（paThama-saGgIti）に関する伝承のなかで以下のような一文

を記載している。 

 

 「そこで尊者マハーカッサパ（mahAkassapa）は、比丘たちに、『友らよ、私たちはどの

                                                   

45 tattha dIghAgamo nAma sIlakkhandhavaggo, mahAvaggo, pAthikavaggoti vaggato tivaggo hoti. 

suttato catuttiMsasuttasaGgaho. tassa vaggesu sIlakkhandhavaggo Adi, suttesu BrahmajAlaM. 

BrahmajAlassApi “evaM me sutan”tiAdikaM AyasmatA Anandena paThamamahAsaGgItikAle vuttaM 

nidAnamAdi. 
46 馬場紀寿［2008: 179-184］は、「四部」「四阿含」「五部」の成立過程を論じている。馬場

紀寿［2010: 83］は、パーリ文献では「阿含」（Agama）と「部」（nikAya）という両方の用例

があり、もともと「阿含」と呼ばれていたものが「部」と言い換えられるようになったので

あろうと述べている。 
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蔵（piTaka）を最初に結集しましょうか』と尋ねた。 

『尊者よ、経蔵（suttantapiTaka）です』と。 

『経蔵には四つの結集があります。それらのうち、最初にどれを結集しましょうか』と。 

『尊者よ、長いものの結集（dIghasaGgIti）です』と。 

『長いものの結集には三十四の経、三つの篇があります。それらのうち、最初をどの篇

にしましょうか』と。 

『尊者よ、「戒蘊篇」です』と47」（DA: I. 14） 

 

 この下線部から判明することは、三篇・三十四経という数量で構成されたものが「長いも

のの結集」（『長部』『長阿含』）になるということである。この「長いもの」は「長い経」

（dIghasutta, dIghasuttanta）48、「結集」は「部・阿含」49に相当するであろう。 

                                                   

47 atha kho AyasmA mahAkassapo bhikkhU pucchi, “kataraM, Avuso, piTakaM paThamaM saGgAyAmA”
ti? 

“suttantapiTakaM, bhante”ti. 

“suttantapiTake catasso saGgItiyo, tAsu paThamaM kataraM saGgItin”ti? 

“dIghasaGgItiM, bhante”ti. 

“dIghasaGgItiyaM catutiMsa suttAni, tayo vaggA, tesu paThamaM kataraM vaggan”ti? 

“sIlakkhandhavaggaM, bhante”ti. 
48 この sutta と suttanta との相違についてであるが、『長部註』では、『中部』における百五

十経を suttanta、残りの二経を sutta とし、『相応部』における六十二経を suttanta、残りの経

を sutta としている（DA: I. 24［23］）。 

 一方、『中部註』では、『中部』における百五十経を sutta、残りの二経を suttanta としてい

る（MA: I. 2）。『相応部註』では、『相応部』におけるすべての 7,762 経を sutta としている

（SA: I. 3［2］）。 

四部註では、『長部』における三十四経すべてを suttanta としている点に一貫性が見られ

る。 

この sutta については『長部註』を参照すると、(1)もろもろの利益（attha）を示すこと

（sUcana）、(2)よく説かれたこと（suvutta）、(3)生じたこと（savana）、(4)生じさせること

（sUdana）、(5)よき救護（suttANa）、(6) 糸（sutta）の同分という六つの語義釈がある（DA: I. 

18［17-18］）。 

anta については『長部註』「梵網経註」を参照すると、①腸（anta）、②内（abbhantara）、

③端（mariyAda）、④劣悪（lAmaka）、⑤後の部分（parabhAga）、⑥部分（koTThAsa）という六

つの意味がある（DA: I. 96［103］）。さらに『長部復註』「梵網経復註」では、この anta に

ついて⑦語句を満たすこと（padapUraNa）、⑧近隣（samIpa）、⑨邪道（ummagga）（DAT: I. 

140-141［182］）という三つの意味を補足説明している。 

片山一良［1989: (4)-(5)］や Gombrich, R. F［1998: 32］などによれば、anta を⑤後の部

分、究極（koTi）の意味で解釈し、一般的に suttanta は最高の経、最上の経という意味で解

釈している。 

49 池田練太郎［2010: 133-134］は、『サンギーティ・スッタンタ』（saGgIti-suttanta）でサー

リプッタがブッダに代わって説法するエピソードと、経典の名称にサンギーティ（saGgIti, 

結集）という言葉が使われていることに注目したうえで、 

 

「ブッダ入滅後にマハーカッサパの提案で行われたとされる、いわゆる第一結集に対

抗して、サーリプッタの系譜に属する人びとが、自らの系統が正統な後継者であること

を示そうとした表れとみることもできる」 

 

と述べている。そして、その背景には、直弟子たちから強い影響を受けた派閥的グループが
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続けて『長部註』では、「第一結集」に関する伝承のなかで以下のような解説がある。 

 

「このように「梵網」を結集して、その後に『友アーナンダよ、「沙門果」（sAmaJJaphala）

はどこで語られたのですか』云々という仕方により、問答の次第によって「梵網」とと

もにすべての十三の経を結集した。そして、『これが「戒蘊篇」と言われる』と名づけ

て、配置した。 

その直後に「大篇」、その直後に「パーティカ篇」と、このように三つの篇の結集をも

ち、三十四の経で飾られ、六十四誦分（bhANavAra）の量の経典を結集した。そして、『こ

れが『長部』と言われる』と言った。そして尊者アーナンダに、『友よ、これをあなた

の依止者たちに教えなさい』と受け取らせた50」（DA: I. 15［14-15］） 

 

以上の下線部から判断すると、『長部註』によって『長部』は、三篇・三十四経・六十四

誦分という数量からなる構成であると規定されている。 

『長部註』によって規定された『長部』に対する「数量による規定」は、北伝資料51でも

確認できる。『仏般泥洹経』（所属は不明、訳出年代は西晋代、訳者は白法祖）では、「一つ

の阿含は、六十の疋の素となる52」（T1. 175c）と述べている。『般泥洹経』（所属は不明、訳

出年代は西晋代（もしくはそれ以前?）、訳者は支謙か竺法護か）でも、「四つの阿含の文は、

各々六十の疋の素となる53」（T1. 191a）と説いている。 

岩松浅夫［2001: 22-23］は、この両経を「古訳〈涅槃経〉」と名づけ、説一切有部か根本

説一切有部の伝承（〈涅槃経〉）をベースに法蔵部的な要素などを加味して編集されたもので

はないかと述べている。本論文でも、この両経については「古訳〈涅槃経〉」と名づける。 

この「古訳〈涅槃経〉」の訳出年代は、「古資料」が制作されていた時代（前 3 世紀から紀

元後 4 世紀冒頭）と重なる。したがって、上述した『長部註』における「数量による規定」

は、インド起源のソースとなる「古資料の古層」によるものとなろう。 

上記の下線部に注目すると、一つの阿含に対して「六十の疋の素」という具体的な数量を

示している。岩松浅夫［2001: 25-31］は、「六十の疋の素」の字数は 80 万～100 万字程度

ではないかと指摘している。これによれば、四阿含は総計 360 万～400 万字程度となる。 

 『長部註』では、『長部』を六十四誦分、『中部』を八十誦分、『相応部』を百誦分、『増支

部』を百二十誦分のものとして説明している（DA: I. 15）。 

『中部註』においては、『中部』を「経からは 152 経になる。句（pada）からは 80,523 句

になる……字（akkhara）からは 740,053 字になる54」と説明している（MA: I. 2-3［2］）。 

                                                   

存在していたことを指摘している。 

 この指摘から解釈すると、パーリ語文献資料にその派閥的グループによるさまざまな意

見や呼称が入りこんだ結果、「部」と「阿含」と「結集」という名称が同義にされたという

推測が可能となる。 

50 evaM BrahmajAlaM saGgAyitvA tato paraM, “sAmaJJaphalaM, panAvuso Ananda, kattha bhAsitan”
tiAdinA nayena pucchAvissajjanAnukkamena saddhiM BrahmajAlena sabbepi terasa suttante saGgAyitvA, 

“ayaM sIlakkhandhavaggo nAmA”ti kittetvA ṭhapesuM.  

tadanantaraM mahAvaggaM, tadanantaraM pAthikavagganti, evaM tivaggasaGgahaM 

catutiMsasuttapaTimaNDitaM catusaTThibhANavAraparimANaM tantiM saGgAyitvA, “ayaM dIghanikAyo 

nAmA”ti vatvA AyasmantaM AnandaM paTicchApesuM, “Avuso, imaM tuyhaM nissitake vAcehI”ti. 
51 今回多く使用した第一結集に関する伝承を述べた北伝資料の範囲については塚本啓祥

［1980: 4-10, 182-189］を参照。 
52 一阿含者、六十疋素。 
53 四阿含文、各六十疋素。 
54 suttato diyaDDhasuttasataM dve ca suttantA. padato tevIsuttarapaJcasatAdhikAni asItipadasahassAni. 
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以上の説明をまとめて、『中部』の字数を誦分数でわっていくと、『中部』の一誦分は 9,250

字程度（740,053÷80=9,250.6,625）となる。この字数にもとづいて各部に誦分数をかけて

いくと、『長部』は 592,000 字程度（9,250×64）、『中部』は 740,000 字程度（9,250×80）、

『相応部』は 925,000 字程度（9,250×100）、『増支部』は 1,110,000 字程度（9,250×120）

となる。これらによれば、南方上座部大寺派における四部の総字数は 3,367,514 字程度にな

る。 

岩松浅夫［2001: 43-44］は、PTS のテキストから字数を計算した結果、『長部』は 514,000

字、『中部』は 722,000 字、『相応部』は 881,000 字、『増支部』は 947,000 字となり、計

3,064,000 字になると述べている55。 

「古訳〈涅槃経〉」は各阿含の字数を同じ量とし、『長部註』は各部の字数を別々の量とす

る。しかしながら、四部と四阿含との総字数については 300 万字～400 万字と、比較的近似

している。 

『長部註』では、『長部』が 34 経、『中部』が 152 経、『相応部』が 7,762 経、『増支部』

が 9,557 経になると解説している（DA: I. 17）。上記の字数をこの経数でわっていき、四部

における各経の平均的な字数を計算すると、『長部』が 17,400 字程度（592,000÷

34=17,411.76,470）、『中部』が 4,860 字程度（740,000÷152=4,868.421,052）、『相応部』

が 119 字程度（925,000÷7,762=119.1,703,169）、『増支部』が 116 字程度（1,110,000÷

9,557=116.1,452,338）となる。ここから、『長部』の平均的な字数が四部のなかで一番多い

ことが確認できる。『長部』は字数が多く長い（dIgha）経と言われる所以がここにある。 

『長部註』によって規定された『長部』を字数が多く長い経とする事例は、北伝資料によ

って規定された『長阿含』にも見られる。『五分律』（所属は化地部、訳出年代は南北朝時代、

訳者は仏陀什と道生）では、 

 

  「迦葉は、阿難に質問して、『仏はどこにおられて、「増一経」を説かれたのか。どこに

おられて、「増十経」、「大因縁経」、「僧祇陀経」、「沙門果経」、「梵動経」を説かれたの

か』と言った。……（迦葉は）僧団のなかで唱えて、『それなるこれは長い経典である。

今は集めて一つの部とします。「長阿含」と名づけます』と言った56」（T22. 191a） 

 

と記載している。『四分律』（所属は法蔵部、訳出年代は姚秦代、訳者は仏陀耶舎と竺仏念）

では、 

 

  「大迦葉は、阿難に質問して、『「梵動経」はどこで説かれたのですか。「増一〔経〕」は

どこで説かれたのですか。「増十〔経〕」はどこで説かれたのですか。「世界成敗経」は

                                                   

…… akkharato satta akkharasatasahassAni cattAlIsaJca sahassAni tepaJJAsaJca akkharAni. 

南方上座部大寺派における「句」（pada）や「字」（akkhara）などの表現法（表記の区分）

については片山一良［1976: (48)-(49)］を参照。 
55 岩松浅夫［2001: 43-44］は、漢訳四阿含の分量は、『大正蔵』の段数から『長阿含』が 446

段、『中阿含』が 1,165 段、『雑阿含』が 1,118 段、『増一阿含』が 838 段になる。パーリ四

部の分量は、PTS のテキストのページ数から『長部』が 904 ページ、『中部』が 1,092 ペー

ジ、『相応部』が 1,686 ページ、『増支部』が 1,840 ページになると指摘している。 

しかし Reは、場所によってページの本文が少ない・脚注の表記が多いなどのばらつきが

見える。しかし Beのページ数は、本文と脚注との均整（ほとんどが本文）がとれている。

それによれば、『長部』が 779 ページ、『中部』が 1,206 ページ、『相応部』が 1,931 ページ、

『増支部』が 3,672 ページとなる。 

いずれにしても、『長部』の総字数や総ページ数がもっとも少ないことが確認できる。 
56 迦葉即問阿難言、「仏在何処、説増一経。在何処説、増十経・大因縁経・僧祇陀経・沙門

果経・梵動経」……僧中唱言、「此是長経、今集為一部、名長阿含」。 
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どこで説かれたのですか。「僧祗陀経」はどこで説かれたのですか。「大因縁経」はどこ

で説かれたのですか。「天帝釈問経」はどこで説かれたのですか』と言った。 

阿難は、『長いものの阿含を説くように、これはすべての長い経典を集めて、『長阿含』

とします』とすべて答えた57」（T22. 968b） 

 

と記述している。さらに『摩訶僧祗律』（所属は大衆部、訳出年代は東晋代、訳者は法顕と

仏陀跋陀羅）は、「文句の長いものを集めて、『長阿含』とします58」（T22. 491c）と述べて

いる。 

『根本説一切有部毘奈耶雑事』（所属は説一切有部59、訳出年代は唐代（710 年）、訳者は

義浄）では、「もし経典が長く、長く説いているならば、これは、すなわち名づけて『長阿

笈摩』とします60」（T24. 407b）と説いている。 

『毘尼母経』（所属・訳出年代・訳者のすべてが不明）では、「もろもろの経典のなかの所

説で、長いものの阿含と合致するものは、すべて『長阿含』とします61」（T24. 818a）と記

している。 

上述の下線部を総括すると、化地部・法蔵部・大衆部・根本説一切有部などの所属となる

北伝資料においては、「長い教え、文句、経典」の集成を『長阿含』としている。これは『長

部註』とも共通している。したがって、インド起源のソースとなる「古資料の古層」による

ものと考えられる。 
 

 

1. 1. 3. 『長部復註』における事例 

 

 『長部復註』は、「数量による規定」を用いて、『長部』を以下のように定めている。この

作業にあたっての注意点であるが、ティーカー文献における伝承が独自の伝承ではなく、ア

ッタカター文献などから転用したに過ぎない場合が多々ある。したがって、その伝承が

chaTThasaGgAyana tipiTaka 4（CST4）による検索でパーリ註釈文献における独自の新しい伝

承かどうかに細心の注意を払い、引用して検討する。 

 

「少ない経の集成としては、少量のもの（appapariNAma）としては、把捉・憶持などを

楽にするものとしては、どのようなものか。 

すなわち、これは三十四の経の集成であり、六十四の誦分の量であるからである62」

（DAT: I. 19［23］） 

 

 「少ない経」は四部と比べた場合の経数、「少量のもの」は四部と比べた場合の誦分数を

意味している。この問答の意味するところは、『長部』が四部のなかでもっとも数量が多く

長いものとする誤解を解くことにある。実際のところ、『長部復註』によって『長部』は少

ない経数、少量の誦分数であり、四部のなかで一番短いために経の記憶も楽で容易なものと

規定されている。 

                                                   
57 大迦葉即問阿難言、「梵動経在何処説。増一在何処説。増十在何処説。世界成敗経在何処

説。僧祇陀経在何処説。大因縁経在何処説。天帝釈問経在何処説」。阿難皆答、「如長阿含説、

彼即集一切長経、為長阿含」。 
58 文句長者集、為長阿含。 
59 榎本文雄［1998: (117)］は、「説一切有部」と「根本説一切有部」とは同一のものである

と指摘している。 
60 若経長長説者、此即名為長阿笈摩。 
61 諸経中所説、与長阿含相応者、総為長阿含。 
62  kiJca katipayasuttasaGgahato, appaparimANato ca gahaNadhAraNAdisukhato. tathAhesa 

catuttiMsasuttasaGgaho catusaTThibhANavAraparimANo ca. 
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 『長部復註』によって『長部』に新たに加えられた規定は、経の記憶が容易なものという

一点である。 

 

 

1. 1. 3. 小結 

 

 南方上座部大寺派の資料では、各部の誦分数と文字数がそれぞれ相違するものとして規

定している。一方で「古訳〈涅槃経〉」では、各四阿含の文字数は同一のものとして規定し

ている。しかしながら、これらの総文字数は 300 万字～400 万字と近似している。 

 南方上座部大寺派の資料と北伝資料とにおいては、「長い教え、文句、経典」の集成が『長

部』と『長阿含』になると規定している点が共通している。この共通する規定は、インド起

源のソースとなる「古資料の古層」によるものと見られる。 

 『長部復註』によって『長部』は少ない経、少量の誦分であり、経の記憶が容易であると

いう規定が新たに加えられている。『長部註』による「数量による規定」との大きな相違点

は存在しない。 

 南方上座部大寺派の資料と北伝資料とにおいて共通する「数量による規定」の意義は、『長

部』と『長阿含』とを「数量による規定」から定めていくことである。 

 

 

1. 2. 概略による規定 

 

『長部註』『長部復註』は、『長部』に対して内容をまとめて簡略に規定していく事例が確

認できる。ここでは、この内容をまとめて簡略に規定することを「概略による規定」と定義

する。この『長部註』『長部復註』が『長部』に対して、どのような概略による規定を用い

たのかを確認していく。 

一方、主としてブッダゴーサ以前の北伝資料も、この概略による規定を用いて『長阿含』

を定めている。この『長部註』『長部復註』と北伝資料とに共通する概略による規定が明ら

かになれば、『長部註』のソースとなる「古資料の古層」の内容の一端を解明することがで

きるであろう。ここでは、このような作業をとおして、これらの概略による規定の意義を分

析することを目的とする。 
 

 

1. 2. 1. 『長部註』における事例 

 

 『長部註』は、「概略による規定」を用いて、『長部』「梵網経」（BrahmajAla-sutta）を以下

のように定めている。下記の引用部分は、「第一結集」に関する伝承であり、前者マハーカ

ッサパと後者アーナンダとの対話からなっている。 

 

「『「戒蘊篇」には十三の経があります。それらのうち、最初をどの経にしましょうか』

と。 

『尊者よ、「梵網経」とは、三種の戒で荘厳され、種々の類の邪命・詐欺・饒舌などを

砕破し、六十二見の網を解き、一万の世界の震動があるものです。私たちは、それを最

初に結集しましょう』と63」（DA: I. 14） 

 

                                                   
63 “sIlakkhandhavagge terasa suttantA, tesu paThamaM kataraM suttan”ti? 

“ BrahmajAlasuttaM nAma bhante, tividhasIlAlaGkataM, 

nAnAvidhamicchAjIvakuhalapanAdividdhaMsanaM, dvAsaTThidiTThijAlaviniveThanaM, 

dasasahassilokadhAtukampanaM, taM paThamaM saGgAyAmA”ti. 
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 この下線部によれば、『長部註』によって『長部』「梵網経」は、「小戒・中戒・大戒とい

う三種の戒64で荘厳されているもの」、「種々の類の邪命・詐欺・饒舌などを砕破するもの」、

「六十二見の網を解くもの」、「一万の世界の震動があるもの」という四つの概略で規定され

ている。 

 『長部註』「大念処経註」は、以下のように説明している。 

 

  「なぜなら多聞（bAhussacca）によって一、あるいは二、あるいは三、あるいは四、あ

るいは五ニカーヤ（nikAya）をパーリ（pALi）によって、意味（attha）によって習得して

いる者にも掉挙・悪作（uddhaccakukkucca）が捨断されるからである65」（DA: II. 371［III. 

781］） 

 

  「なぜなら多聞によって一……五ニカーヤをパーリによって、意味によって習得してい

る者にも疑い（vicikicchA）が捨断されるからである66」（DA: II. 372［III. 782］） 

 

この説明では、どのニカーヤでも多く聞いて学習しているならば、掉挙と悪作と疑いとが

捨てられるという「概略による規定」が『長部』にも定められている。 

『長部註』によって『長部』と『長部』「梵網経」とに「概略による規定」が定められた

のである。このような「概略による規定」が北伝資料にも確認できるのかを以下に見ていく。 

 

 

1. 2. 2. 北伝資料における事例 
 

 主としてブッダゴーサ以前の北伝資料における事例のうち、『仏般泥洹経』は、以下のよ

うに記載している。 

 

  「仏は、衆生が婬欲をもって解脱することがないことによって一つの阿含を作りました。

〔衆生が〕凶悪でそむいているために一つの阿含を作りました。〔衆生が〕愚かで見え

てなく、正しさを遠ざけるために一つの阿含を作りました。〔衆生が〕両親に孝行せず、

賢者を遠ざけ、仏の恩を受けることを旨とせず、目上の人の報いを顧みないために一つ

の阿含を作りました67」（T1. 175b） 

 

 この記載からは、四つの阿含がどの阿含に対応するかが判然としない。ここで「古訳〈涅

槃経〉」として対応する『般泥洹経』を確認すると、以下のように記述されている。ここか

ら下線部の内容が『長阿含経』の内容となる。 

 

  「阿難より四阿含を受け取りました。第一は『中阿含』、第二は『長阿含』、第三は『増

一阿含』、第四は『雑阿含』です。この四つの文は、第一が貪欲のもののために作り、

第二が喜びと怒りをなすもののために作り、第三が愚痴のもののために作り、第四が孝

行せず、師に仕えないもののために作りました68」（T1. 191a） 

                                                   
64 片山一良［1989: (4)-(5)］によれば、三戒は戒律制定以前の沙門、または仏の戒一般を示

すものと述べている。 
65 bAhussaccenapi hi ekaM vA dve vA tayo vA cattAro vA paJca vA nikAye pALivasena atthavasena ca 

uggaNhantassApi uddhaccakukkuccaM pahIyati. 
66 bAhussaccenapi hi ekaM vA pe paJca vA nikAye PALivasena ca atthavasena ca uggaNhantassApi 

vicikicchA pahIyati. 

67 仏以衆生、婬泆無度、作一阿含。凶怒悖逆、作一阿含。愚冥遠正、作一阿含。不孝二親、

遠賢不宗受仏恩、不惟上報、作一阿含。 
68 従阿難受得四阿含、一中阿含、二長阿含、三増一阿含、四雑阿含。此四文者、一為貪婬

作、二為喜怒作、三為愚癡作、四為不孝不師作。 
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 上記の下線部は、凶悪や凶暴な衆生のために、喜怒哀楽の感情が激しいものたちのために

『長阿含』が制作されたということを伝えている。 

 岩松浅夫［2001: 36］は、「古訳〈涅槃経〉」では、仏の説法として中阿含・長阿含・増一

阿含・雑阿含という順序が貪・瞋・癡の三毒などの対治に対応していると述べている。これ

によれば、「古訳〈涅槃経〉」によって『長阿含』に「瞋の対治」という概略が定められたこ

とになる。 

 上記の『長部註』では、『長部』と「梵網経」とに対して「邪命・詐欺・饒舌・掉挙・悪

作・疑いなどを砕破するもの」という規定を定めている。これらの規定の内容は、この「古

訳〈涅槃経〉」における内容と、「煩悩類を消すためのもの」という点で共通していると考え

る。この「古訳〈涅槃経〉」の訳出年代は、「古資料」が制作されていた時代（前 3 世紀から

紀元後 4 世紀冒頭）と重なる。したがって、上述した『長部註』における「概略による規定」

は、インド起源のソースとなる「古資料の古層」によるものとなろう。 

 『薩婆多毘尼毘婆沙』（所属は説一切有部、訳出年代・訳者は不明）69には、以下のような

解説がある。 

 

  「神々と世界の人々のために、適時に説法したものを集めたものが『増一〔阿含〕』と

なります。これは教えを説く人々の習うところです。 

利根の衆生たちのために、もろもろの深い意義を説いたものを『中阿含』と名づけます。

これは学問する者たちの習うところです。 

さまざまな禅にもとづく法を説くというこれが『雑阿含』となります。これは坐禅をす

る人たちの習うところです。 

もろもろの外道を破るというこれが『長阿含』となります70」（T23. 503c-504a） 

 

この下線部から、説一切有部では『長阿含』を「外道を破るもの」という概略によって規

定していることがわかる。その「概略による規定」を、『長部註』は『長部』「梵網経」のみ

に定め、説一切有部は『長阿含』全体に定めている点は相違する。しかし、これらの概略の

内容はおおよそ一致している。 

『分別功徳論』（訳出年代は後漢代、所属・訳者は不明）は、以下のように説明する。 

 

「『長〔阿含〕』とは、久遠の事柄を説き、劫を経ても本末を絶えることなく、由来の事

柄は七仏を経由しています。〔転輪〕聖王の七宝があります。それゆえに『長〔阿含〕』

                                                   
69 船山徹［1998:280］は、 

 

「概していえば、失訳『薩婆多毘尼毘婆沙』はインド正統有部の戒律情報を伝える文献

といえよう。しかし一方で、少なからざる箇所において純粋の翻訳文献にはある筈のな

い「中国固有の情報」が混入していることも見逃せない」 

 

と述べている。続けて船山徹［1998:281］は、以下のように推論している。 

 

  「インド人律師が何らかの胡本を中国の秦の領域にもたらした。彼はあるとき講義の如

き場で、そこに書かれた伝統的解釈を漢人僧に教示した。そして胡本の内容が、律師の

個人的見解や、参加者の討議等とともに記録された。それが『薩婆多毘尼毘婆沙』では

あるまいか」 

70 為諸天世人、随時説法、集為増一。是勧化人所習。 

為利根衆生、説諸深義、名中阿含。是学問者所習。 

説種種随禅法、是雑阿含。是坐禅人所習。 

破諸外道、是長阿含。 
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と言います71」（T25. 32a-b） 

 

この下線部における「七仏」という概略は、『長部』「大譬喩経」と『長阿含経』「大本経」

との概略に対応する。「転輪聖王の七宝」という概略は、『長部』「転輪王経」と『長阿含経』

「転輪聖王修行経」との概略に対応する。 

 さらに『撰集三蔵及雑蔵伝』（訳出年代は東晋代、所属・訳者は不明）では、偈によって

以下のように述べている。 

 

  「長いものを説いたことにおいて過去の世界に及び、永劫に世界で流通します。このこ

とによって『長〔阿含〕』と言われます。 

もろもろの〔欲望〕を止めることをはかり、天界の快楽があることを聞いた者たちは歓

喜します。このことによって『長〔阿含〕』と言われます。 

①七世の過去の仏は、大きな乗り物72をとるに及び、②仏の涅槃に行きます。このこと

によって『長〔阿含〕』と言われます。 

③もろもろの宝の数をかぞえ、多くの転輪の王たちは聞き、喜びます。このことによっ

て『長〔阿含〕』と言われます73」（T49. 3b） 

 

 この波線部における前文は、『長阿含』が過去から未来にわたって流通するという「経の

永続性」のようなものを示したものである74。後文は、修行による「生天」のようなものを

示している。 

 下線部における①「七世の過去の仏」という概略は、『長部』「大譬喩経」と『長阿含経』

「大本経」との概略に相当する。②「仏の涅槃」という概略は、『長部』「遊行経」と『長阿

含経』「遊行経」との概略に相当する。③「宝の数と転輪王」という概略は、『長部』「転輪

王経」と『長阿含経』「転輪聖王修行経」との概略に相当する。 

これらの『分別功徳論』『撰集三蔵及雑蔵伝』における伝承は、『長阿含』に所属する数経

を概略によって規定している。このような規定が『長部註』にも見られるのかを以下に確認

する。 

 

 

1. 2. 3. 『長部復註』における事例 

 

 『長部復註』は、「概略による規定」を用いて、『長部』を以下のように定めている。 

 

  「なぜなら、この〔長〕阿含は「梵網」などで戒・見解などの完全な説明をすることな

どによって、「大譬喩」（mahApadAna）などで過去の仏たちの徳を説明することなどによ

って、「パーティカ経」（PAthikasutta）などで外道たちを砕破し、反転すべきことがない

獅子吼をすることなどによって、「無上経」（anuttariyasutta）などで個別的には、仏の徳

を説明することによって、三宝（ratanattaya）に対して特に勝れた信仰（sAtisayappasAda）

                                                   
71 長者、説久遠事、歴劫不絶本末、源由事経七仏。聖王七宝。故曰長也。 
72 この場合の「大乗」は、いわゆる大乗仏教のような大乗ではなく、「仏の涅槃」にかかる

「大きな乗り物」と解釈した。 
73 於中長説、并及先世、劫世流転、是故曰長。 

計於諸止、天上快楽、聞者歓喜、故名曰長。 

七世過仏、及攬大乗、仏之涅槃、是故曰長。 

諸宝計数、多有転輪、諸王喜聞、故名曰長。 
74 岩松浅夫［2001: 33］は、「古訳〈涅槃経〉」では「経典書写」の重みを説いていると指摘

している。「経典書写」と「経の永続性」とは関係があるのかもしれない。 
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をもたらすからである75」（DAT: I. 15［19］） 

 

 ここでは、『長部復註』によって『長部』「梵網経」は「戒・見解などの完全な説明をする

もの」、『長部』「大譬喩経」は「過去の仏たちの徳の説明をするもの」、『長部』「パーティカ

経」は「外道たちを砕破し、獅子吼をするもの」という概略で規定されている。『長部』「パ

ーティカ経」に対する概略の内容は、上述した説一切有部の「外道を破るもの」という概略

の内容とも共通している。 

 この「無上経」は、『増支部』（6・1）（AN: II. 250［III. 283］）に該当する。その内容は、

世尊がサーヴァッティ（sAvatthI）に近いジェータ林（jetavana）におけるアナータピンディ

カ（anAthapiNDika）の園林で、比丘たちに見の無上、聞の無上、獲得の無上、学の無上、奉

仕の無上、随念の無上からなる六つの無上76を説き、それを聞いた比丘たちが歓喜したとい

うものである。この「無上経」は、『長部』に所属しない経である。 

 この「六つの無上」に注目すると、『長部』「結集経」（DN: III. 207［250］）では、仏の代

理としてサーリプッタ（sAriputta）がその「六つの無上」を説法している。これによれば、

この「無上経」は『長部』「結集経」を意味しているのかもしれない。とにかく、ここで「無

上経」が「仏の徳を説明するもの」という概略で規定された内容は、『長部』「大譬喩経」の

概略にふくまれたものと解釈する。 

 上述の下線部における「など」の用例は、『長部』に所属する三十四経の一々に「概略に

よる規定」で定めていたと想定できる。しかしながら、その全貌は不明である。一方、『長

部』全体は「三宝に対して勝れた信仰をもたらすもの」という概略によって規定されている
77。 

このような規定は、たとえば、『阿毘達磨大毘婆沙論』（所属は説一切有部、訳出年代は唐

代、訳者は玄奘。以下、『大毘婆沙論』とする）では、第三の論者の第五説として、「またつ

ぎに〔三蔵には〕進趣にも差別がある。いわく、未だ正法に入信していないものを正法に入

信させるために経蔵を説く78」（T27. 2a）と伝えている。ここでは経蔵が正法に入信させる

ことに資するものとしている。この『大毘婆沙論』は、唐の玄奘の翻訳によるものであるが、

                                                   

75  ayaJhi Agamo BrahmajAlAdIsu sIladiTThAdInaM anavasesaniddesAdivasena, mahApadAnAdIsu 

purimabuddhAnampi guNaniddesAdivasena, PAthikasuttAdIsu titthiye nimadditvA 

appaTivattiyasIhanAdanadanAdivasena, anuttariyasuttAdIsu ca visesato buddhaguNavibhAvanena 

ratanattaye sAtisayappasAdaM Avahati. 
76 ①見ることの無上（dassanAnuttariya）、②聞くことの無上（savanAnuttariya）、③得ることの

無上（ lAbhAnuttariya）、④学ぶことの無上（ sikkhAnuttariya）、⑤奉仕することの無上

（pAricariyAnuttariya）、⑥随念することの無上（anussatAnuttariya）のこと。 
77 この規定は、たとえば『阿毘達磨大毘婆沙論』（以下、『大毘婆沙論』）では第三の論者の

第五説として、 

 

  復次進趣亦有差別。謂未入正法令入正法故説素怛纜。 

  「またつぎに〔三蔵には〕進趣にも差別がある。いわく、未だ正法に入信していないも

のを正法に入信させるために経蔵を説く」（T27. 2a） 

 

と伝えており、経や経蔵は仏教（三宝・正法）に対する信仰に関連したものであることが共

通しているので、ダンマパーラの独自の伝承とはならない。 

 この『大毘婆沙論』は唐の玄奘の翻訳によるものであるが、その内容は種々の毘婆沙師に

よって著されたものが三世紀ごろにまとめられたものであるので、ブッダゴーサやダンマ

パーラ以前の資料となる。 
78 復次進趣亦有差別。謂未入正法令入正法故説素怛纜。 
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その内容は種々の毘婆沙師によって著されたものが三世紀ごろにまとめられたものである。

したがって、ダンマパーラ以前の伝承を説いている資料となる。この『長部復註』における

「三宝に対して勝れた信仰をもたらすもの」という概略は、ダンマパーラの独自のものでは

ない。 

 北伝資料は、「経の永続性」に主眼を置く立場が見受けられた。これは、経である法の重

要視であろう。『長部復註』では、『長部』に対して「三宝に対する勝れた信仰」という概略

を定めたことで、法に傾きすぎない立場を維持したと考える。 

 このような南方上座部大寺派の立場は、以下の『長部復註』の伝承からも明確である。 

 

「しかしなぜ、四阿含のうち、『長阿含』が最初に結集されたのか。そのうち、「戒蘊篇」

が初めとして配置されたのか（nikkhitta）。それのうち、「梵網」であるのか？ 

この詰問（anuyoga）は、いかなる場合にも起こらないことはない。信をもたらす徳か

ら、『長部』が最初に結集された。なぜなら、信（saddhA）はもろもろの善法の種子であ

るからである。たとえば、『信は種子であり、苦行は雨である79』と言っているようなも

のである。それには信をもたらす徳の状態が示された80」（DAT: I. 19［23］） 
 

「戒の話（sIlakathA）が多いことから、「戒蘊篇」が最初に配置された。なぜなら、すべ

ての徳（guNa）が戒を確立することから、戒は教え（sAsana）の初めである。それゆえ

に、『比丘よ、それゆえに、あなたはもろもろの善法のうち、初めを清浄にしなさい。

もろもろの善法の初めとは、何でしょうか？きわめて清浄な戒です81』云々と言った。

これによって、その篇には適切な自制（anvatthasaJJatA）が説かれた。 

邪見を離脱する話（diTThiviniveThanakathA）であることから、経蔵には完全に見解を分別

する「梵網」が最初に配置されたと見られるべきである。なぜなら、三蔵よりなる仏の

言葉において、「梵網」のようにもろもろの悪しき見解を清浄にし、縛りないものにし

て解説された経はないからである、と82」（DAT: I. 19［23］） 

 

 この詰問は、南方上座部大寺派では『長部』と「戒蘊篇」と「梵網経」とがなぜ、一番目

                                                   
79 引用文の出典は『相応部』（7・11）（SN: I. 175［I. 172］）となる。対応する『雑阿含経』

巻 4（98）（所属は説一切有部、訳出年代は宋代、訳者は求那跋陀羅）は以下のとおりであ

る。 

 

信心為種子、苦行為時雨。 

「信心は種子となり、苦行は時雨となります」（T2. 27a） 

80 kasmA pana catUsu Agamesu dIghAgamo paThamaM saGgIto, tattha ca sIlakkhandhavaggo Adito 

nikkhitto, tasmiJca Brahmajālanti? 

nāyamanuyogo katthacipi na pavattati, api ca saddhAvahaguNato dIghanikAyo paThamaM saGgIto. 

saddhA hi kusaladhammAnaM bIjaM yathAha, “saddhA bIjaM tapo vuTThI”ti, saddhAvahaguNatA cassa 

dassitAyeva. 
81 引用文の出典は『相応部』（47・4）（SN: III. 124［V. 143］）となる。とくに対応する漢

訳などがない場合には何も記さない。以下すべて同様とする。 

82  sIlakathAbAhullato pana sIlakkhandhavaggo paThamaM nikkhitto. sIlaJhi sAsanassa Adi, 

sIlapatiTThAnattA sabbaguNAnaM. tenevAha, “tasmAtiha, tvaM bhikkhu, Adimeva visodhehi kusalesu 

dhammesu. ko cAdi kusalAnaM dhammAnaM? sIlaJca suvisuddhan” tiAdi. etena cassa vaggassa 

anvatthasaJJatA vuttA hoti. 

diTThiviniveThanakathAbhAvato pana suttantapiṭakassa niravasesadiTThivibhajanaM BrahmajAlaM 

paThamaM nikkhittanti daTThabbaM. tepiTake hi buddhavacane BrahmajAlasadisaM diTThigatAni 

niggumbaM nijjaṭaM katvA vibhattasuttaM natthIti. 
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に配置されているのかというものである。上述した「古訳〈涅槃経〉」では『中阿含』を、

“dIrghAgama”では「六経品」と“daCottara”（十上経）を、『長阿含経』では「大本経」

を一番目に配置している。 

説一切有部の“dIrghAgama”が“daCottara”を一番目に配置しているのは、アビダルマと

しての法の分析を重要視した結果によるものと考えられる。 

法蔵部の『長阿含経』が「大本経」を一番目に配置したのは、たとえば、『異部宗輪論』

（所属は説一切有部、訳出年代は 662 年、訳者は玄奘。その内容は 1-2 世紀ごろの世友

（Vasumitra）が著したものとされている）では、法蔵部の主張を、「言わく、仏は僧団の中

におられるとしても、別に仏に施したならば、果は大きいものとなるが、僧団〔に施しても

果〕は〔大きく〕ない）83」（T49. 17a）と伝えている。これによれば、法蔵部では仏を中

心にすえて重要視した結果によるものと考えられる84。 

 以上のように一番目に配置された経は、各部派にとっての象徴的存在であったと判断で

きる。当然、この詰問は起こりうるものであろう。 

 この詰問に対する『長部復註』の解答を下線部によって見ていくと、『長部』が「信をも

たらす徳」、「信＝善法の種子」、「戒蘊篇」が「戒の話の多さ」、「徳→戒（教えの初め）」、「適

切な自制」、「梵網経」が「邪見を離脱する話」、「完全な見解の分別」、「悪しき見解をなくす

もの」という概略で規定されている。この「概略による規定」によって『長部』と「戒蘊篇」

と「梵網経」とが一番目に配置された意義を主張している。 

 ここで重要な点は、これらの「概略による規定」が一種の教理体系や修行体系のような形

になっていることである。 

 『長部復註』は、『長部註』における『長部』とそれに所属する篇・経とに対する「概略

による規定」よりも、一層発展した内容を付加していったのである。 

 

 

1. 2. 4. 小結 

 

 『長部註』によって『長部』は「掉挙・悪作・疑いを捨断するもの」、『長部』「梵網経」

は「三種の戒」、「邪命や外道などを砕破するもの」、「一万の世界の震動」という概略で規定

されている。 

「古訳〈涅槃経〉」は、『長阿含』を「瞋の対治」という概略で規定している。『薩婆多毘

尼毘婆沙』（説一切有部）は、『長阿含』を「外道を破るもの」という概略で規定している。 

『分別功徳論』『撰集三蔵及雑蔵伝』は、『長阿含』に所属する数経を七仏・涅槃・七宝な

どという概略で規定している。そして、「経の永続性」も重要視している。 

『長部復註』は、『長部』「梵網経」「大譬喩経」「パーティカ経」に対して「概略による規

定」を定めている。その一方で、三十四経の一々に「概略による規定」を定めていた可能性

も指摘した。『長部』全体には、「三宝に対して勝れた信仰をもたらすもの」という概略が規

定されている。さらには、「徳→信・善法の種子・戒→適切な自制・悪しき見解の分別と離

脱」という一種の教理体系や修行体系が『長部』全体に対して構築された。 

南方上座部大寺派の資料と北伝資料とにおいて共通する「概略による規定」の意義は、『長

部』と『長阿含』とを「概略による規定」から定めていくことである。 

 

 

1. 3. 内容による規定 

 

 南方上座部大寺派の資料と北伝資料とにおいては、『長部』と『長阿含』とを「数量」と

                                                   
83 謂仏雖在僧中所摂、然別施仏果大非僧。 
84 静谷正雄［1978: 173-200］を参照。 
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「概略」による規定から定めていくことが共通している。ここでは、経の内容をまとめて規

定することを便宜上、「内容による規定」と定義する。この「内容」は、「概略」と実質的に

変わるところはない。なぜなら、この「内容」と「概略」とは経の伝承を定めて、まとめて

いくことで完全に一致しているからである。 

以下、『長部註』によって定められた『長部』の各篇と各経とに対する「内容による規定」

を、『長部復註』も適宜参照しながら、その規定の根幹に関わる内容に限って引用検討し、

その規定の意義を分析する。 
 

 

1. 3. 1. 1. 「梵網経」と「沙門果経」との事例 

 

 『長部』「梵網経」（BrahmajAla-sutta）は、仏がラージャガハ（rAjagaha）とナーランダー

（nALandA）との間にあるアンバラッティカー（ambalaTThikA）における王宮で、比丘たちに

説法されたものである。その内容は三種の戒、六十二見、縁起について詳説されたものであ

る。その内容について『長部註』「梵網経註」は、以下のようにまとめて解説している。 

 

  「このようにブラフマダッタ（brahmadatta）が説いた称賛の結論（anusandhi）によって

三種の戒を詳細にし、今や比丘僧団が説いた称賛の結論によって、『比丘たちよ、他の

深く、見難い諸法があります』云々という仕方で空性（suJJatA）の説明を開始した85」

（DA: I. 92［98-99］） 

 

  「これだけですべての六十二見が語られた。七は断滅の見解（ucchedadiTThi）であり、

残りのものは常住の見解（sassatadiTThi）である86」（DA: I. 112［122］） 

 

  「この「梵網」でも、先に見解（diTThi）によって教説が起立し、後に空性の説明が述べ

られた87」（DA: I. 113［123］） 

 

  「このように、この六十二見（dvAsaTThi-diTThi）によってすべての見解が摂取されたから、

すべての悪しき見解をもつ者たちがこの教説の網（desanAjAla）に含まれた状態を示し、

今や自分がどこにも含まれていない状態を示しながら、『比丘たちよ、如来の身体は、

有に導くものが切断されて』云々と言った88」（DA: I. 117［127］） 

 

これらの解説は、『長部』「梵網経」の根幹的なストーリーを概略したものである。下線部

に注目すると、『長部註』は、三種の戒と見解とを空性によって関連させたことで、「戒蘊篇」

の由来ともなる「三種の戒の集まり（蘊）」を「空性」という内容で『長部』「梵網経」を規

定している。 

一方の波線部は、南北両伝を問わずに有名な「六十二見」89を「五十五の常住の見解、七

                                                   
85  evaM Brahmadattena vuttavaNNassa anusandhivasena tividhaM sIlaM vitthAretvA idAni 

bhikkhusaGghena vuttavaNNassa anusandhivasena, “atthi, bhikkhave, aJJeva dhammA gambhIrA 

duddasA”tiAdinA nayena suJJatApakAsanaM Arabhi. 
86  ettAvatA sabbApi dvAsaTThidiTThiyo kathitA honti. yAsaM satteva ucchedadiTThiyo, sesA 

sassatadiTThiyo. 
87 imasmimpi BrahmajAle heTThA diTThivasena desanA uTThitA, upari suJJatApakAsanaM AgataM. 

88 evaM imAhi dvAsaTThiyA diTThIhi sabbadiTThInaM saGgahitattA sabbesaM diTThigatikAnaM etasmiM 

desanAjAle pariyApannabhAvaM dassetvA idAni attano katthaci apariyApannabhAvaM dassento, 

“ucchinnabhavanettiko, bhikkhave, tathAgatassa kAyo”tiAdimAha. 

89 この「六十二見」と「梵網経」との関連性は、たとえば、『相応部』（41・3）では、「こ

れらの六十二見は梵網で読誦された（bhANita）」（SN: II. 477［IV. 286］）と説かれている。
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の断滅の見解」に分類している。この「六十二見」は、①常住論（4）、②一部常住論（4）、

③有辺・無辺論（4）、④詭弁論（4）、⑤無因生起論（2）、⑥有想論（16）、⑦無想論（8）、

⑧非有想非無想論（8）、⑨断滅論（7）、⑩現法涅槃論（5）から構成され、すべての悪しき

見解をふくんだものとされている。五十五の常住の見解は①②③④⑤⑥⑦⑧⑩になり、七の

断滅の見解は⑨になる。 

『長部』「梵網経」では、①～⑤までを「前辺（pubbanta）」（DN: I. 12［12-13］）、⑥～⑩

までを「後辺（aparanta）」（DN: I. 28［30］）に分類している。 

たとえば、『相応部』（12・15）において、 

 

「カッチャーナよ､『すべてがある』（常住の見解）というこれは第一の極端です｡『す

べてがない』（断滅の見解）というこれは第二の極端です｡カッチャーナよ､それなるこ

の二辺に近づかず､中〔道〕によって如来は法を教示します90」（SN: I. 258［II. 17］） 

 

と説かれている。「六十二見」を常住と断滅とに分類することは、中道の立場からすべての

悪しき見解を拒否するという意図が働いている。同様に『中部』「賢善一喜経」（Bhaddekaratta-

sutta）では、 

 

  「過去〔の五蘊〕を追うことなかれ、未来を願うことなかれ。過去であるそれは捨てら

れたもの、未来は未だ得られていないものである。現存した法を、それぞれの場所で観

察し、揺らがず、動じず、知者はそれを修習すべきである91」（MN: III. 226［187］） 

 

と述べられている。「六十二見」を前辺（過去）と後辺（未来）とに分類することは、この

ような伝承によってすべての悪しき見解を拒絶するという意図が働いている。このように

『長部註』において異教を分類することは、すべての悪しき見解をふくむ六十二見を一網打

尽にするという意図が働いたものである。 

『長部』「沙門果経」（sAmaJJaphala-sutta）は、仏がラージャガハに近いジーヴァカ・コー

マーラバッチャ（jIvaka-komArabhacca）のマンゴー林で、マガダ国（magadha）の王アジャ

ータサットゥ（ajAtasatthu）に説法されたものである。その内容は仏とアジャータサットゥ

王との対話のなかで六師外道の話題が出てくる。そして、沙門の果報についての内容が詳説

される。その「六師外道」（DN: I. 48-55［52-59］）について『長部註』「沙門果経註」は、

以下のように分類している。 

                                                   

『分別論』では、「六十二見は梵網における解答（veyyAkaraNa）で、世尊によって説かれた」

（Vibh. 362［349］）と説かれている。このように南方上座部大寺派においては、パーリ三

蔵の段階からすでに認知されていた。 

 一方の『大智度論』（所属は大乗仏教系、訳出時代は 402~405 年、訳者は鳩摩羅什）には、 
 

  復次依過去・未来世生六十二邪見網……是中梵網経応広説。 

  「またつぎに過去・未来世によって六十二種の邪見の網が生じ……この中身は、「梵網

経」で広く説かれるべきものである」（T25. 99a） 

 

とあるように、ブッダゴーサ以前の北伝資料で、すでにその関係性は認知されていたことが

わかる。 
90 “sabbaM atthI”ti kho, Kaccāna, ayameko anto. “sabbaM natthI”ti ayaM dutiyo anto. ete te, 

Kaccāna, ubho ante anupagamma majjhena tathAgato dhammaM deseti. 
91 atItaM nAnvAgameyya, nappaTikaGkhe anAgataM. yadatItaM pahInaM taM, appattaJca anAgataM. 

paccuppannaJca yo dhammaM, tattha tattha vipassati. asaMhIraM asaMkuppaM, taM vidvA 

manubrUhaye. 
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  「そのうち、【1】プーラナ〔・カッサパ〕（pUraNa kassapa）は『行為している者に悪は

作られない』と説きながら、業を拒止する。【2】アジタ〔・ケーサカンバラ〕（ajita 

kesakambala）は『身体が破壊すると、断滅し』と説きながら、異熟を拒止する。【3】

マッカリ〔・ゴーサーラ〕（makkhali gosAla）は『因もなく』と説きながら、両者を拒

止する。そのうち、業を拒止していることでも異熟が拒止されたものになる。異熟を拒

止していることでも業が拒止されたものになる。以上のようにこのすべてのものは、意

味からは両者を拒止するものであり、（2）無因の説（ahetukavAda）と（1）非業の説

（akiriyavAda）と（3）虚無の説（natthikavAda）になる92」（DA: I. 150［166］） 

 

 解説すると、【1】はプーラナ・カッサパの説、【2】はアジタ・ケーサカンバラの説、【3】

はマッカリ・ゴーサーラの説であり、六師外道に所属する。（1）～（3）は当時のインドに

流布していた諸説である。これらの対応関係は、【1】＝（1）、【2】＝（2）、【3】＝（3）と

なる。 

 『長部復註』「梵網経復註」（DAT: I. 178-179［232-234］）は、この「六十二見」をすべ

ての悪しき見解と関連させるべく、以下のようにまとめている。 

 

「まず（1）非業の説（akiriyavAda）は、『不毛、不動であり』云々とによって動作がな

いことを説明するから、①常住論（sassatavAda）における内に入り込んだものとなる。

同様に『この七身』云々という仕方の起こされたものが【4】パクダ〔・カッチャーヤ

ナ〕（pakudha kaccAyana）の説である。『有情たちには汚れの因もなく、縁もない』云々

という言葉から、（2）無因の説（ahetukavAda）が⑤無因生起論（adhiccasamuppannikavAda）

における内に入り込んだものとなる。『他の世界はない』云々という言葉から、（3）虚

無の説（natthikavAda）が⑨断滅論（ucchedavAda）における内に入り込んだものとなる。

すなわち、そこでは、『身体が破壊すると、断滅し』云々と説かれたからである。第一

のなど（Adi）の語によって【5】ニガンタ〔・ナータプッタ〕（nigaNTha nATaputta）の説

などが含まれた。 

もしもパーリにおけるナータプッタの説であることによって、四種の禁戒からなる防

護（cAtuyAmasaMvaro）が述べられたならば、そのように有情の禁戒を犯すことによって

散乱が説かれたことで、ナータプッタの説も【6】サンチャヤ〔・ベーラッタプッタ〕

（saJcaya belaTTHaputta）の説のように、④諸詭弁論（amarAvikkhepavAda）における内に

入り込んだものとなる。『≪1≫霊魂と身体は同一であるのか。≪2≫霊魂と身体は異な

るのか』というこのような種類の説は、⑥⑦⑧『我は無病であり、死後、有色である』

云々という諸論を摂取することに至る。≪3≫『タターガタは死後に生じるのか』、≪4

≫『化生の有情は存在するのか』というこのような種類は、①常住論における〔内に入

り込んだものとなる〕。≪5≫『タターガタは死後に生じないのか』、≪6≫『化生の有情

は存在しないのか』というこのような種類は、⑨断滅論に含まれた。≪7≫『タターガ

タは死後に生じ、生じないのか』、≪8≫『化生の有情は存在し、存在しないのか』とい

うこのような種類は、②一部常住論（ekaccasassatavAda）における内に入り込んだもの

となる。≪9≫『タターガタは死後に生じることもなく、生じないこともないのか』、≪

10≫『化生の有情は存在することもなく、存在しないこともないのか』というこのよう

                                                   

92 tattha PUraNo, “karoto na karIyati pApan”ti vadanto kammaM paTibAhati. ajito, “kAyassa bhedA 

ucchijjatI”ti vadanto vipAkaM paTibAhati. makkhali, “natthi hetU”ti vadanto ubhayaM paTibAhati. 

tattha kammaM paTibAhantenApi vipAko paTibAhito hoti, vipAkaM paTibAhantenApi kammaM 

paTibAhitaM hoti. iti sabbepete atthato ubhayappaTibAhakA ahetukavAdA ceva akiriyavAdA ca 

natthikavAdA ca honti. 
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な種類は、④詭弁論における内に入り込んだものとなる。（4）自在者（issara）・（5）造

物主（pajApati）・（6）神我（purisa）・（7）時の説（kAlavAdA）は、②一部常住論における

内に入り込んだものとなる。＜1＞カナーダ（KaNAda, 後世のヴァィシェーシカ派と関

係するカナーダ派の開祖）の説も同様である。（8）自性（sabhAva）・（9）運命（niyati）・

（10）偶然の説（yadicchAvAdA）は、⑤無因生起論に含まれた。この仕方によって、他

の諸経と外で示されているもろもろの悪しき見解がこの六十二見における内に入り込

んだ状態が知られるべきである93」（DAT: I. 178-179［232-234］） 

 

 解説すると、【4】はパクダ・カッチャーヤナの説、【5】はニガンタ・ナータプッタのジャ

イナ教の説、【6】はサンチャヤ・ベーラッタプッタの懐疑論の説であり、六師外道に所属す

る。（1）～（10）と＜1＞は当時のインドに流布していたさまざまな説を包括したものであ

る。≪1≫～≪10≫は、十や十四からなる「無記」（avyAkata）に関連した説94である。 

上記の『長部註』「沙門果経註」における用例を加味して、以下にそれらの分類を示す。 

 

  ①……（1）【1, 2, 3, 4】≪3, 4≫ 

  ②……≪7, 8≫（4, 5, 6, 7）＜1＞ 

  ④……【5, 6】≪9, 10≫ 

                                                   
93 akiriyavAdo tAva, “vaJjho kUTaTTho”tiAdinA kiriyAbhAvadIpanato sassatavAde antogadho, tathA, 

“sattime kAyA”tiAdi nayappavatto PakudhavAdo, “natthi hetu natthi paccayo sattAnaM saMkilesAyA”

tiAdi vacanato ahetukavAdo adhiccasamuppannikavAde antogadho. “natthi paro loko”tiAdi vacanato 

natthikavAdo ucchedavAde antogadho. tathA hi tattha, “ kAyassa bhedA ucchijjatI ” tiAdi vuttaM. 

paThamena Adi-saddena nigaNThavAdAdayo saGgahitA. 

yadipi PALiyaM nATaputtavAdabhAvena cAtuyAmasaMvaro Agato, tathApi sattavatAtikkamena 

vikkhepavAditAya nATaputtavAdopi saJcayavAdo viya amarAvikkhepavAdesu antogadho. “taM jIvaM 

taM sarIraM, aJJaM jIvaM aJJaM sarIran”ti evaM pakArA vAdA, “rUpI attA hoti arogo paraM maraNA”

tiAdivAdesu saGgahaM gacchanti, “hoti tathAgato paraM maraNA, atthi sattA opapAtikA”ti evaM pakArA 

sassatavAde. “na hoti tathAgato paraM maraNA, natthi sattA opapAtikA”ti evaM pakArA ucchedavAdena 

saGgahitA. “hoti ca na hoti ca tathAgato paraM maraNA, atthi ca natthi ca sattA opapAtikA”ti evaM 

pakArA ekaccasassatavAde antogadhA. “neva hoti na na hoti tathAgato paraM maraNA, nevatthi na 

natthi sattA opapAtikA”ti ca evaM pakArA amarAvikkhepavAde antogadhA. issarapajApatipurisakAlavAdA 

ekaccasassatavAde antogadhA, tathA KaNAdavAdo. sabhAvaniyatiyadicchAvAdA 

adhiccasamuppannikavAdena saGgahitA. iminA nayena suttantaresu, bahiddhA ca dissamAnAnaM 

diTThigatAnaM imAsu dvAsaTThiyA diTThIsu antogadhatA veditabbA. 
94 十の無記は、「世界は常住ですか」、「世界は無常ですか」、「世間は有限ですか」、「世間は

無限ですか」、「霊魂と身体は同一ですか」、「霊魂と身体は異なりますか」、「タターガタは死

後に生じますか」、「タターガタは死後に生じませんか」、「タターガタは死後に生じ、生じま

せんか」、「タターガタは死後に生じることもなく、生じないこともないのですか」という質

問に対して解答しないこと。 

十四の無記は、「他の世界はないのか」、「他の世界はあり、ないのか」、「他の世界はある

こともなく、ないこともないのか」、「化生の有情は存在するのか」、「化生の有情は存在しな

いのか」、「化生の有情は存在し、存在しないのか」、「化生の有情は存在することもなく、存

在しないこともないのか」、「善行・悪行の業の結果、異熟はあるのか」、「善行・悪行の業の

結果、異熟はないのか」、「善行・悪行の業の結果、異熟はあり、ないのか」、「善行・悪行の

業の結果、異熟はあることもなく、ないこともないのか」、「タターガタは死後に生じるの

か」、「タターガタは死後に生じないのか」、「タターガタは死後に生じ、生じないのか」、「タ

ターガタは死後に生じることもなく、生じないこともないのか」という質問に対して解答し

ないこと。 
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  ⑤……【1, 2, 3】（2, 8, 9, 10） 

  ⑥……≪1, 2≫ 

  ⑦……≪1, 2≫ 

  ⑧……≪1, 2≫ 

  ⑨……（3）【1, 2, 3】≪5, 6≫ 

 

明確に言えることは、『長部復註』「梵網経復註」において「六十二見」を分類することは、

『長部註』「梵網経註」「沙門果経註」のその分類よりもはるかに進展したものということで

ある。 

 以上の内容による規定を総括すると、『長部復註』「梵網経復註」と『長部註』「梵網経註」

「沙門果経註」とによって、すべての悪しき見解をふくんだ代表的な六十二見は、三種の戒

と関連することで空性になる。そして、実体がなくなり、執着すべきでもなくなる。それゆ

えに一網打尽に拒絶されるべきものと解釈されているのである。 

 

 

1. 3. 1. 2. 「アンバッタ経」の事例 

 

 『長部』「アンバッタ経」（ambaTTha-sutta）は、仏がコーサラ国（Kosala）におけるイッチ

ャーナンガラ（icchAnaGgala）に近いイッチャーナンガラ密林で、師弟関係にあるポッカラ

サーティ・バラモン（pokkharasAti-brAhmaNa）とアンバッタ青年（ambaTTha-mANava）とに説

法されたものである。その内容は姓（gotta）や四姓制度（カースト）について対話する。そ

の対話の結論として、仏が「明行足（vijjAcaraNa-sampanna）が最上である」と示され、明・

行とその失敗の門とが詳説される。そのなかでアンバッタ青年が仏に、「友ゴータマよ、そ

の行（caraNa）とは何でしょうか。その明（vijjA）とは何でしょうか95」（DN: I. 93［100］）

（Beの 279 節）と質問している。 

 その Be の 279 節に対応する『長部註』「アンバッタ経註」には、以下のような解説があ

る。 
 

  「ここで世尊は行に含まれた三種の戒を分別しながら、『彼（比丘）の行には、これが

あります』と受け取らせず、『彼（比丘）の戒には、これがあります』という戒によっ

て受け取らせる。なぜか？ 

なぜなら、彼（アンバッタ青年）にもそれぞれ何らかの戒があるからである。それゆえ

に行によって受け取らせているならば、『私たちも行をそなえた者である』と、それぞ

れの場所で固着するであろう。彼は夢でもかつて見たことがないという、そのことによ

って受け取らせながら、『第一禅に到達して住みます。彼（比丘）の行には、これがあ

ります……第四禅に到達して住みます。彼（比丘）の行には、これがあります』云々と

言った。これだけで八の等至（aTTha-samApatti）も行であると受け取らせた。観の智

（vipassanA-JANa）以後、八種の慧（paJJA）が明であると受け取らせた96」（DA: I. 240

［268］） 

                                                   

95 “katamaM pana taM, bho gotama, caraNaM, katamA ca sA vijjA”ti? 

96 ettha ca bhagavA caraNapariyApannampi tividhaM sIlaM vibhajanto, “idamassa hoti caraNasmin”

ti aniyyAtetvA, “idampissa hoti sIlasmin”ti sIlavaseneva niyyAtesi. kasmA? 

tassapi hi kiJci kiJci sIlaM atthi, tasmA caraNavasena niyyAtiyamAne, “mayampi caraNasampannA”
ti tattha tattheva laggeyya. yaM pana tena supinepi na diTThapubbaM, tasseva vasena niyyAtento 

paThamaM jhAnaM upasampajja viharati. idampissa hoti caraNasmiM pe catutthaM jhAnaM 

upasampajja viharati, idampissa hoti caraNasmintiAdimAha. ettAvatA aTThapi samApattiyo caraNanti 

niyyAtitA honti, vipassanA JANato pana paTThAya aTThavidhApi paJJA vijjAti niyyAtitA. 
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 ここでは、『長部』「沙門果経」（DN: I. 59-80［63-85］）で説かれた「沙門の果報」

（sAmaJJaphala）で三学にも分類される十九の様相が前提となっている。十九の様相とは、

（1）小戒、（2）中戒、（3）大戒、（4）根の防護（indriyasaMvara）、（5）正念と正知（satisampajaJJa）、

（6）満足（santosa）、（7）蓋を捨てること（nIvaraNappahAna）、（8）第一禅（paTHamajjhAna）、

（9）第二禅（dutiyajjhAna）、（10）第三禅（tatiyajjhAna）、（11）第四禅（catutthajjhAna）、（12）

観の智、（13）意からなる神変の智（manomayiddhiJANa）、（14）種々の神変の智（iddhividha-

JANa）、（15）天耳の智（dibbasota-JANa）、（16）他心智（cetopatiyaJANa）、（17）宿住随念智

（pubbenivAsAnussati-JANa）、（18）天眼の智（dibbacakkhu-JANa）、（19）漏尽智（Asavakkhaya-

JANa）のことである97。 

 上記の下線部は、「行」には「八の等至」がふくまれるとしている。これによれば、（11）

に四無色禅がふくまれた構図になる。この構図を便宜上、（11＋）とする。これらをまとめ

ると、『長部註』「アンバッタ経註」は、（1, 2, 3, 8, 9, 10, 11＋）が行、（12）～（19）が明

に相当すると示している。 

『長部註』「アンバッタ経註」（DA: I. 239［267］）によれば、アンバッタ青年はもともと

「明」を「三ヴェーダ」（tayo vedA）のこと、「行」を「五戒」（paJca-sIla）のことであると

誤解していた。その誤解を仏が正していったという内容になる。この『長部註』「アンバッ

タ経註」における内容が意図するところは、異教であるバラモンの「明・行」という伝承を

南方上座部大寺派の立場から再解釈して、その内容をより勝れたもの、異教を超越したもの

として規定しなおしたのである。 

 

 

1. 3. 1. 3. 「ソーナダンダ経」の事例 

 

 『長部』「ソーナダンダ経」（soNadaNDa-sutta）は、仏がアンガ国の首都チャンパー（caGpA）

に近いガッガラー蓮池（gaggarA-pokkharaNI）の岸で、ソーナダンダ・バラモン（soNadaNDa-

brAhmaNa）に説法されたものである。その内容は仏の徳、バラモンであることの五つの条件
98、戒と慧について詳説されたものである。そのなかで仏がソーナダンダ・バラモンに、「バ

ラモンよ、その戒とは何でしょうか。その慧とは何でしょうか99」（DN: I. 117［124］）（Be

の 318 節）と質問している。 

 その Be の 318 節に対応する『長部註』「ソーナダンダ経註」には、以下のような記述が

ある。 

 

  「伝え聞くところでは、世尊は『バラモンたちは、「バラモンの宗義では五戒が戒であ

る」と主張する。「三ヴェーダを習得する慧が慧である」と〔主張する〕。彼らは上位の

殊勝を知らない。私はバラモンに上位の殊勝となる道の戒（maggasIla）、果の戒

（phalasIla）、道の慧（maggapaJJA）、果の慧（phalapaJJA）を示し、阿羅漢果の頂点

（arahattanikUTa）によって教説を完成させてはどうか』と考えられた100」（DA: I. 260

                                                   

97 『長部』「アンバッタ経」（DN: I. 94［100］）では、（1）～（11）が行、（12）～（19）

が明としている。 

 『長部』「スバ経」（DN: I. 190-203［206-209］）では、（1）～（3）が聖なる戒蘊（ariya-

sIlakkhandha）、（4）～（11）が聖なる定蘊（ariya-samAdhikhandha）、（12）～（19）が聖なる

慧蘊（ariya-paJJAkkhandha）としている。 
98 生まれ、聖典の知識、容色、戒、智慧のこと。 
99 “katamaM pana taM, brAhmaNa, sIlaM? katamA sA paJJA”ti? 

100  bhagavA kira cintesi, “ brAhmaNA brAhmaNasamaye paJcasIlAni sIlanti paJJApenti, 
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［291-292］） 

 

  「この区別（visesa）がある。ここでは三種の戒を、『彼（比丘）の戒には、これがあり

ます』と、このように戒であると受け取らせた。第一禅などの四禅は、意味からは慧の

成就である。しかしこのような慧によって受け取らせず、観の慧の足場（padaTThAna）

であることだけによって示し、観の慧以後、慧として受け取らせた、と101」（DA: I. 261

［292］） 

 

ここでは、異教であるバラモンの「戒・慧」という伝承を南方上座部大寺派の立場から再

解釈して、その内容を規定しなおしている。上記の十九の様相との対応関係102は、（1, 2, 3）

が戒、（12）～（19）が慧に相当する。「道の戒」、「果の戒」、「道の慧」、「果の慧」が十九の

様相とどのように対応するのかは不明である103。 

 

 

1. 3. 1. 4. 「クータダンタ経」の事例 

 

 『長部』「クータダンタ経」（kUTadanta-sutta）は、仏がマガダ国におけるカーヌマタ

（khANumata）というバラモン村に近いアンバラッティカーで、クータダンタ・バラモン

（kUTadanta-brAhmaNa）に説法されたものである。その内容は三種の様式（vidhA）と十六種

の資糧（parikkhAra）104とをもつ供犠（yaJJa, 犠牲祭）の完成について対話したものである。

そして、布施、三帰依、五戒、三学といった内容が説かれている。そのなかでクータダンタ・

バラモンが仏に、「他の煩いが少なく、労力が少なく、大きな果報、大きな功徳のある供犠

（yaJJa）はありますか105」（DN: I. 139［146］）（Beの 353 節）と質問している。 

 その Be の 353 節に対応する『長部註』「クータダンタ経註」では、以下のように詳説し

ている。 

 

  「そこで世尊は、彼（クータダンタ・バラモン）が三種の戒の円満にとどまったので、

第一禅などの供犠がより煩いが少なく、より大きな果報であることを示そうと望まれ

た106」（DA: I. 274［306］） 

                                                   
vedattayauggahaNapaJJA paJJAti. uparivisesaM na jAnanti. yaMnUnAhaM brAhmaNassa 

uttarivisesabhUtaM maggasIlaM, phalasIlaM, maggapaJJaM, phalapaJJaJca dassetvA 

arahattanikUTena desanaM niTThapeyyan”ti. 
101  ayaM pana viseso, idha tividhampi sIlaM, “ idampissa hoti sIlasmin” ti evaM sIlamicceva 

niyyAtitaM paThamajjhAnAdIni cattAri jhAnAni atthato paJJAsampadA. evaM paJJAvasena pana 

aniyyAtetvA vipassanApaJJAya padaTThAnabhAvamattena dassetvA vipassanApaJJAto paTThAya paJJA 

niyyAtitAti. 

102 『長部』「ソーナダンダ経」（DN: I. 117［124］）では、（1）～（11）が戒、（12）～（19）

が慧としている。 

103 『長部註』「沙門果経註」（DA: I. 203［227］）によれば、「阿羅漢果の頂点」は（19）「漏

尽智」に相当する。 
104 三種の様式とは、供犠の前、供犠の最中、供犠の後に後悔すべきでない心得のこと。 

 十六の資糧（要件）とは、（1）王族、（2）大臣・侍臣、（3）バラモン、（4）居士・富豪か

らの許可、（5）生まれ・血統、（6）端正、（7）大富豪、（8）四軍、（9）布施の福徳、（10）

博識、（11）意味の理解、（12）聡明という王にあるべき八つの条件、（13）生まれ・血統、

（14）聖典の保持、（15）戒、（16）智慧という司祭バラモンにあるべき八つの条件のこと。 
105 “aJJo yaJJo……appaTThataro ca appasamArambhataro ca mahapphalataro ca mahAnisaMsataro 

cA”ti? 

106 athassa bhagavA tividhasIlapAripUriyaM Thitassa paThamajjhAnAdInaM yaJJAnaM appaTThataraJca 
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  「この場合、第一禅は梵天界（brahmaloka）における寿命（Ayu）として一劫を与える。

第二〔禅〕は八劫を、第三〔禅〕は六十四劫を、第四〔禅〕は五百劫を〔与える〕。そ

れは空無辺処（AkAsAnaJcAyatana）などの等至によって修習されたならば、寿命として二

万劫、四万劫、六万劫、八万四千劫を与えるから、それゆえにより大きな果報、より大

きな功徳である。蓋などの障碍の法が遍捨されたから、それは供犠であると知られるべ

きである107」（DA: I. 274［306-307］） 

 

この下線部の「など」の用例は、実質的には「八の等至」となる。上記の十九の様相との

対応関係は、（8）～（11＋）が「供犠」に相当する。そして、この「八の等至」からなる「供

犠」には、長い寿命などの大きな功徳や果報があることも述べている。 

 

  「〔観の智は〕観の楽に等しい安楽がないから大きな果報である。敵対する煩悩を遍捨

するから供犠である、と108」（DA: I. 274［307］） 

 

  「〔意からなる神変は〕自分に同じ色を創造することができる状態から大きな果報であ

る。自分に敵対する煩悩を遍捨するから供犠である109」（DA: I. 274［307］） 

 

  「〔神変の智などは〕各自に敵対する煩悩を捨断するから供犠である110」（DA: I. 274

［307］） 

 

  「種々の神変もここでは種々の類の変化を示すことができる状態から〔大きな果報であ

る〕。天耳は天・人たちの声を聞くことができる状態から〔大きな果報である〕。他心智

は他者たちの十六種の心を知ることができる状態から〔大きな果報である〕。宿住随念

智はそれぞれが望んだ場所の随念ができる状態から〔大きな果報である〕。天眼はそれ

ぞれが望んだ色を見ることができる状態から〔大きな果報である〕。漏尽智はきわめて

勝れた出世間の道と楽が完成のできる状態から、大きな果報であると知られるべきで

ある111」（DA: I. 274［307］） 

 

ここでは、（12）～（19）が「供犠」に相当する。上記と同様に、大きな功徳や果報があ

ることも伝えられている。これらの意図するところは、異教であるバラモンの「供犠」とい

う伝承を南方上座部大寺派の立場から再解釈して、その異教を超越する功徳や果報をも示

しながら、その内容を規定しなおしたのである。 

 

 

                                                   
mahapphalataraJca dassetukAmo. 

107  yasmA panettha paThamajjhAnaM ekaM kappaM brahmaloke AyuM deti. dutiyaM aTThakappe. 

tatiyaM catusaTThikappe. catutthaM paJcakappasatAni. tadeva AkAsAnaJcAyatanAdisamApattivasena 

bhAvitaM vIsati, cattAlIsaM, saTThi, caturAsIti ca kappasahassAni AyuM deti. tasmA mahapphalataraJca 

mahAnisaMsataraJca. nIvaraNAdInaM pana paccanIkAnaM dhammAnaM pariccattattA taM yaJJanti 

veditabbaM. 

108  vipassanAsukhasadisassa pana sukhassa abhAvA mahapphalaM. paccanIkakilesapariccAgato 

yaJJoti. 

109 attano sadisarUpanimmAnasamatthatAya mahapphalA. attano paccanIkakilesapariccAgato yaJJo. 

110 attano attano paccanIkakilesappahAnato yaJJo. 

111 iddhividhaM panettha nAnAvidhavikubbanadassanasamatthatAya. dibbasotaM devamanussAnaM 

saddasavanasamatthatAya. cetopariyaJANaM paresaM soLasavidhacittajAnanasamatthatAya. 

pubbenivAsAnussatiJANaM icchiticchitaTThAnasamanussaraNasamatthatAya. dibbacakkhu 

icchiticchitarUpadassanasamatthatAya. AsavakkhayaJANaM atipaNItalokuttaramaggasukha-

nipphAdanasamatthatAya mahapphalanti veditabbaM. 



34 

 

1. 3. 1. 5. 「大獅子吼経」の事例 

 

 『長部』「大獅子吼経」（mahAsIhanAda-sutta）は、仏がウルンニャー（uruJJA）に近いカン

ナカッタラ（kaNNakatthala）における鹿野苑（migadAya）で、裸行者カッサパ（acela-Kassapa）

に説法されたものである。その内容はさまざまな苦行者について討論していく。そして、聖

八支道、苦行に着手することの無意味さ、戒・定・慧の成就、獅子吼といった内容が説かれ

ている。その獅子吼の内容（DN: I. 164-165［175］）（Beの 403 節）について『長部註』「大

獅子吼経註」は、以下のように説明している。 

 

  「この場所に置き、獅子吼（sIhanAda）が連結されるべきである。 

  （1）『ある苦行者が地獄に生まれたのを見ます』という世尊の一の獅子吼がある。（2）

『他者が天国に生まれたのを見ます』という一〔の獅子吼〕がある。（3）『不善の法の

捨断について、私は最勝の者です』という一〔の獅子吼〕がある。（4）『善法の受持に

ついても、私は最勝の者です』という一〔の獅子吼〕がある。（5）『不善の法の捨断に

ついて、私の弟子僧団は最勝です』という一〔の獅子吼〕がある。（6）『善法の受持に

ついても、私の弟子僧団は最勝です』という一〔の獅子吼〕がある。（7）『戒によって

私に等しい者はいません』という一〔の獅子吼〕がある。（8）『精進によって私に等し

い者はいません』という一〔の獅子吼〕がある。（9）『慧によって〔私に等しい者はい

ません』という一の獅子吼がある〕、（10）『解脱によって〔私に等しい者はいません』

という一の獅子吼がある〕、（11）『獅子吼をしているとき、会衆の中央に坐り、吼えま

す』という一〔の獅子吼〕がある。（12）『無畏となり、吼えます』という一〔の獅子吼〕

がある。（13）『彼らは質問を私に尋ねます』という一〔の獅子吼〕がある。（14）『私は

質問を尋ねられると、解答します』という一〔の獅子吼〕がある。（15）『解答によって

他者の心を喜ばせます』という一〔の獅子吼〕がある。（16）『聞き、聞くべきものであ

ると考えます』という一〔の獅子吼〕がある。（17）『聞き、私を信じます』という一〔の

獅子吼〕がある。（18）『彼らは浄信した様相を作ります』という一〔の獅子吼〕がある。

（19）『行道を教示するならば、如実に行道しています』という一〔の獅子吼〕がある。

（20）『行道して、彼らは私を喜ばせます』という一〔の獅子吼〕がある 

以上のように前の十（1-10）に対して、各自のものに（11-20）『会衆のうちでしている』

などという十ずつが従うことになる。このようにその十は、前の十の従うことによる百

と前の十（1-10）もあるから、十を加えた百の獅子吼がある。これ以外の経で、これだ

けの獅子吼は得難いものである。それゆえに、この経は『大獅子吼』（mahAsIhanAda）と

説かれる112」（DA: I. 297［II. 361］） 

 

 この（1-20）の内容は、すべてが『長部』「大獅子吼経」の伝承を引用したものである。

                                                   
112 imasmiM panokAse ThatvA sIhanAdA samodhAnetabbA.  

ekaccaM tapassiM niraye nibbattaM passAmIti hi bhagavato eko sIhanAdo. aparaM sagge nibbattaM 

passAmIti eko. akusaladhammappahAne ahameva seTThoti eko. kusaladhammasamAdAnepi ahameva 

seTThoti eko. akusaladhammappahAne mayhameva sAvakasaGgho seTThoti eko. 

kusaladhammasamAdAnepi mayhaMyeva sAvakasaGgho seTThoti eko. sIlena mayhaM sadiso natthIti 

eko. vIriyena mayhaM sadiso natthIti eko. PaJJAya pe vimuttiyA pe  sIhanAdaM nadanto parisamajjhe 

nisIditvA nadAmIti eko. visArado hutvA nadAmIti eko. paJhaM maM pucchantIti eko. paJhaM puTTho 

vissajjemIti eko. vissajjanena parassa cittaM ArAdhemIti eko. sutvA sotabbaM maJJantIti eko. sutvA 

me pasIdantIti eko. pasannAkAraM karontIti eko. yaM paTipattiM desemi, tathattAya paTipajjantIti eko. 

paTipannA ca maM ArAdhentIti eko. 

iti purimAnaM dasannaM ekekassa, “parisAsu ca nadatI”ti Adayo dasa dasa parivArA. evaM te dasa 

purimAnaM dasannaM parivAravasena sataM purimA ca dasAti dasAdhikaM sIhanAdasataM hoti. ito 

aJJasmiM pana sutte ettakA sIhanAdA dullabhA, tenidaM suttaM mahAsIhanAdanti vuccati. 
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『長部註』「大獅子吼経註」では、10（1-10）×10（11-20）＝100 に独立した 10（1-10）

を足した 110 の獅子吼からなる内容が「大いなる、偉大なる獅子吼の経」の由来であると規

定したのである。 

 この規定の意図するところは、経の内容の根幹となる経題を定めたことにある。『長部』

「大獅子吼経」は、異教である裸行者の教えを超越した内容をもつ経として規定されたので

ある。 

 

 

1. 3. 1. 6. 「戒蘊篇」に対する内容による規定 
 

 以上、『長部』「戒蘊篇」（sIlakkhandhavagga）に所属する全 13 経のうち、「梵網経」「沙門

果経」「アンバッタ経」「ソーナダンダ経」「クータダンタ経」「大獅子吼経」という 6 経に対

する「内容による規定」を確認してきた。これらの経に対する「内容による規定」から「戒

蘊篇」に対する「内容による規定」を推測すると、（1）異教の伝承を分類し、中道などで一

網打尽に拒絶して、仏の教えの超越性を示す。（2）異教の伝承を南方上座部大寺派の立場か

ら再解釈し、仏の教えに置きかえて規定しなおし、仏の教えの優位性を示すという二点でま

とめられている。 

 （1）は、『長部復註』「戒蘊篇」において異教を分類することを『長部註』「戒蘊篇」のそ

の分類と比べると、はるかに発展したものとなる。『長部註』「戒蘊篇」のその分類は簡素で

ある。 

 （2）は、『長部註』「アンバッタ経註」「ソーナダンダ経註」「クータダンタ経註」におい

て異教の伝承を上記の十九の様相と相応させていくさいに、その相応する範囲が異なって

いる。 

 『長部註』によって定められた「戒蘊篇」に対する「内容による規定」は、全体的な傾向

として異教を分類しながら、仏の教えの超越性や優位性を示したものとなる。 

 

 

1. 3. 1. 7. 小結 
 

 『長部註』「戒蘊篇」は、『長部』「戒蘊篇」とその各経の内容を、異教の伝承を分類し、

中道などで一網打尽に拒絶して、仏の教えの超越性を示すものとして定めている。そして、

異教の伝承を南方上座部大寺派の立場から再解釈し、仏の教えに置きかえて規定しなおし、

仏の教えの優位性を示すものとしても定めている。 

 

 

1. 3. 2. 1. 「大譬喩経」の事例 

 

 『長部』「大譬喩経」（mahApadAna-sutta）は、仏がサーヴァッティに近いジェータ林にお

けるアナータピィンディカの園林のうちのカレーリ小舎（Kareri-kuTikA）で、比丘たちに説

法されたものである。その内容は過去七仏113の事績を開示したものである。具体的には、菩

薩の法性（dhammatA, 法則）、三十二種の大人相（mahApurisa-lakkhaNa）、四門出遊、成道、

梵天勧請、初転法輪、出家・入団・遊行の許可、七仏通誡偈といった内容が説かれている。

五浄居天は、その過去七仏の事績の証言者になっている。その経の終盤（DN: II. 42-44［50-

52］）（Beの 91 節）に対応する『長部註』「大譬喩経註」には、以下のような説明がある。 

                                                   

113  ヴィパッシー（vipassI）、シキー（sikI）、ヴェッサブー（vessabhU）、カクサンダ

（Kakusandha）、コーナーガマナ（koNAgamana）、カッサパ（Kassapa）、ゴータマ（gotama）

のこと。 
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  「ここに置き、誦分は連結すべきものである。なぜならこの経では、ヴィパッシー

（vipassI）世尊の譬喩（apadAna）によって三の誦分が説かれたからである。たとえばヴ

ィパッシーのように、このようにシキー（sikhI）などの譬喩によっても説かれた。しか

しパーリ（PALi）は簡略なものである。以上のように七人の仏によって、私たちの世尊

によって二十一の誦分が語られた。無煩天（aviha）によっても同様である。無熱天

（atappa）によっても同様である。善見天（sudassa）によっても同様である。善現天

（sudassI）によっても同様である。色究竟天（akaniTTha）によっても同様であるから、

すべてが百二十六の誦分となる。三蔵よりなる仏の言葉のうち、他の百二十六の誦分の

量の経はない。この経（suttanta）は『経王（suttantarAjA）』と言われると知られるべき

である114」（DA: II. 71［480］） 

 

 この説明は、経の内容の根幹となる経題を規定したものである。『長部註』「大譬喩経註」

では、ヴィパッシー仏の事績 3 誦分×7（過去七仏の事績）＝21 誦分が仏と五浄居天（6）

とによって説かれている。したがって、『長部』「大譬喩経」の本来の長さは、21×6＝126

誦分の数量になると規定されている。これは上で述べた「数量による規定」にも当てはまる。

その数量は、四部のうちで一番長い『増支部』の 120 誦分をたった一経で超えるほどのも

のである。 

 この「数量による規定」および「内容による規定」が意図するところは、長大な経である

ことと、経のなかの王であることとを『長部』「大譬喩経」に定めたものとなる。 

 

 

1. 3. 2. 2. 「大因縁経」の事例 

 

 『長部』「大因縁経」（mahAnidAna-sutta）は、仏がカンマーサダンマ（kammAsadhamma）

というクル国（Kuru）の町で、アーナンダに説法されたものである。その内容はアーナンダ

が仏に縁起（paTiccasamuppAda）が明瞭に見えることを報告した。すると仏はアーナンダに

九支縁起、我に関すること、九有情居、八解脱などを説かれたというものである。そのなか

で九支縁起の部分（DN: II. 47-48［55-56］）（Beの 96 節）と対応する『長部註』「大因縁経

註」は、縁起の内容を詳解したあとに、以下のような解説を述べている 

 

「この節によって世尊が何を語られたのか、と。諸縁（paccaya）の因縁（nidAna）が語

られた。この経は諸縁を縛りのないもの、群のないものにして語られたことから、大因

縁（mahAnidAnaM）と説かれる115」（DA: II. 87［497］） 

 

 ここでは、経の内容の根幹となる経題を規定している。その規定の意図するところは、混

乱のない偉大（mahA）な因縁（nidAna）を『長部』「大因縁経」が説いたと定めることにあ

る。 

 

                                                   
114 idha ThatvA bhANavArA samodhAnetabbA. imasmiJhi sutte Vipassissa bhagavato apadAnavasena 

tayo bhANavArA vuttA. yathA ca Vipassissa, evaN sikhIAdInampi apadAnavasena vuttAva. PALi pana 

saGkhittA. iti sattannaM buddhAnaM vasena amhAkaM bhagavatA ekavIsati bhANavArA kathitA. tathA 

avihehi. tathA atappehi. tathA sudassehi. tathA sudassIhi. tathA akaniTThehIti sabbampi 

chabbIsatibhANavArasataM hoti. tepiTake buddhavacane aJJaM suttaM 

chabbIsatibhANavArasataparimANaM nAma natthi, suttantarAjA nAma ayaM suttantoti veditabbo. 

115  iminA pana vArena bhagavatA kiM kathitanti? paccayAnaM nidAnaM kathitaM. idaJhi suttaM 

paccaye nijjaTe niggumbe katvA kathitattA mahAnidAnanti vuccati. 
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1. 3. 2. 3. 「大般涅槃経」の事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」（mahAparinibbAna-sutta）は、仏が入滅の地クシナーラー（kusinArA）

に向かって進まれる旅の記録であり、仏の伝記でもある。その内容は比丘などに三学・解脱・

四聖諦・三十七菩提分法などを説法していく。そして、法鏡（dhammAdAsa）、四大教法、遺

言、入滅、舎利分配の話などといった内容が説かれている。そのなかで入滅間近のときに仏

の身体がきわめて浄まり、皮膚の色が浄化した場面がある（DN: II. 111［133-134］）（Beの

195 節）。 

 その Be の 195 節に対応する『長部註』「大般涅槃経註」は、その理由を以下のように記

述している。 

 

「般涅槃（parinibbAna）の日にも『今日、今や私は数十万の仏が入られた不死の大涅槃

（amatamahAnibbAnaM）という都市（nagara）に入るであろう』と〔仏が〕傾心している

ときに強い喜悦が生じる。心が浄信する。心が浄信したとき、血が明浄になる。血が明

浄になったとき、意を第六とする諸根がきわめて輝く116」（DA: II. 161［570-571］） 

 

 ここでは、経の内容の根幹となる経題を規定している。その規定の意図するところは、「数

十万の仏」といった多くの過去仏が大涅槃していた事績を『長部』「大般涅槃経」に定めた

ものとなる。 

 『長部復註』「大般涅槃経復註」は、この経題を以下のように詳解している。 

 

  「供養されるべき状態から、仏の成就（buddhasampadA）を捨てて起こされたことから、

その般涅槃は偉大なもの（mahatA）であるとして大般涅槃（mahAparinibbAnaM）である。

熏習のあるものの捨断から、煩悩の滅尽に依止し、起こされた般涅槃は偉大なものであ

るとしても大般涅槃（mahAparinibbAnaM）である。偉大な時によって、あるいは偉大な

徳の集まり（mahat-guNarAsi）によって成就された般涅槃であるとしても大般涅槃

（mahAparinibbAnaM）である。偉大な状態、諸界が多い状態によって般涅槃であるとし

ても大般涅槃（mahAparinibbAnaM）である。偉大な者が世界から出離し、般涅槃すると

しても大般涅槃（mahAparinibbAnaM）である。諸仏の戒などの徳によって、すべての世

間と共通しないことから、偉大な仏、世尊の般涅槃であるとしても大般涅槃

（mahAparinibbAnaM）である。偉大な教え（mahat-sAsana）が確立したとき、般涅槃があ

るとしても大般涅槃（mahAparinibbAnaM）であるから、仏、世尊の般涅槃が説かれる。

それに関係した経が「大般涅槃経」（mahAparinibbAnasuttaM）である117」（DAT: II. 122

［158］） 

 

この“mahA”は、おおよそ二通りに解釈されている。第一は般涅槃にかかる形容詞となり、

                                                   
116  parinibbAnadivasepi, “ ajja, dAnAhaM, anekehi buddhasatasahassehi paviTThaM 

amatamahAnibbAnaM nAma nagaraM pavisissAmI”ti Avajjantassa balavasomanassaM uppajjati, cittaM 

pasIdati, citte pasanne lohitaM pasIdati, lohite pasanne manacchaTThAni indriyAni ativiya virocanti. 

117  pUjanIyabhAvato, buddhasampadaJca pahAya pavattatA mahantaJca taM parinibbAnaJcAti 

mahAparinibbAnaM. savAsanappahAnato mahantaM kilesakkhayaM nissAya pavattaM parinibbAnantipi 

mahAparinibbAnaM. mahatA kAlena mahatA vA guNarAsinA sAdhitaM parinibbAnantipi 

mahAparinibbAnaM. mahantabhAvAya, dhAtUnaM bahubhAvAya parinibbAnantipi mahAparinibbānaM. 

mahato lokato nissaTaM parinibbAnantipi mahAparinibbAnaM. sabbalokAsAdhAraNattA buddhAnaM 

sIlAdiguNehi mahato buddhassa bhagavato parinibbAnantipi mahAparinibbAnaM. mahati sAsane 

patiTThite parinibbAnantipi mahAparinibbAnanti buddhassa bhagavato parinibbAnaM vuccati, 

tappaTisaMyuttaM suttaM mahAparinibbAnasuttaM. 
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「大いなる、偉大なる般涅槃」という意味である。第二は名詞となり、「偉大な仏や教えの

般涅槃」という意味である。『長部復註』「大般涅槃経復註」における「内容による規定」は、

『長部註』「大般涅槃経註」のその規定よりもかなり発展している。しかしながら、『長部註』

の場合でも、この二通りの解釈のどちらでも理解することができる。 

 
 

1. 3. 2. 4. 「大集会経」の事例 

 

 『長部』「大集会経」（mahAsamaya-sutta）は、仏がサッカ国（sakka）におけるカピラヴァ

ットゥ（Kapilavatthu）に近い大林（mahAbana）で、すべてが阿羅漢である五百人の比丘に

説法されたものである。その内容は多くの神々が仏に偈で話しかけた。そして、仏は比丘た

ちに、その多くの神々の名前とその特徴とを偈で説かれたというものである。その経の終わ

り（DN: II. 210［262］）（Beの 343 節）に対応する『長部註』「大集会経註」は、以下のよ

うな伝承を述べている。 

 

「この『大集会経』（mahAsamayasutta）は神々に愛され（piya）、適意なもの（manApa）

である。それゆえに吉祥（maGgala）を語っているとき、新しい場所ではこの経が説か

れるべきである。伝え聞くところでは、神々は『私たちはこの経を聞こう』と傾聴して

行動する。教説の終わりには十万億の神々が阿羅漢果（arahatta）を得た。預流者

（sotApanna）などには数がない118」（DA: II. 287-288［694-695］） 

 

 この伝承は、神々に愛され、適意になる『長部』「大集会経」を神々が聞いた結果、十万

億の神々が阿羅漢果を、無数の神々が預流果を得たということを述べている。『長部註』「大

集会経註」では、それらの功徳を得た神々の数は多く、無数にもなるという内容を、経の内

容の根幹となる経題における「大」に定めたと判断できる。 

 

 

1. 3. 2. 5. 「帝釈天問経」の事例 

 

 『長部』「帝釈天問経」（sakkapaJha-sutta）は、仏がマガダ国に近いラージャガハの東にあ

るアンバサンダー（ambasaNDA）というバラモン村の北にあるヴェーディヤカ山（Vediyaka-

pabbata）におけるインダサーラ窟（indasAla-guhA）で、神々の主サッカ（帝釈）に説法され

たものである。その内容は仏とガンダッバ（gandhabba）天子パンチャシカ（paJcasikha）と

が、仏・法・僧・阿羅漢・愛に関係した対話をする。そして、サッカと仏とが、煩悩とその

滅尽（受の業処、別解脱律儀、根の防護、喜びの獲得など）に関係した問答を進めていくと

いうものである。その経の終盤（DN: II. 227-228［285-287］）（Beの 369 節）に対応する

『長部註』「帝釈天問経註」は、以下のような伝承を述べている。 

 

  「伝え聞くところでは、この者（サッカ）は無煩天において千劫の間、住むであろう。

無熱天において二千劫の間、善見天において四千劫の間、善現天において八〔千劫の〕

間、色究竟天において一万六千〔劫〕の間、〔住むであろう〕として三万一千劫の間、

梵天の寿命（brahma-Ayu）を受用するであろう。なぜならサッカ天王、アナータピンデ

ィカ居士、ヴィサーカー（VisAkhA）大信女というこの三人は同一の量の寿命であるか

                                                   

118 idaM pana mahAsamayasuttaM nAma devatAnaM piyaM manApaM, tasmA maGgalaM vadantena 

abhinavaTThAnesu idameva suttaM vattabbaM. devatA kira “imaM suttaM suNissAmA”ti ohitasotA 

vicaranti. desanApariyosAne panassa koTisatasahassadevatA arahattaM pattA, sotApannAdInaM gaNanA 

natthi. 
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ら、輪転を大いに楽しむ有情たち（vaTTAbhiratasatta）として彼らと同じ安楽の分有

（sukhabhAgin）はない119」（DA: II. 332［III. 740］） 

 

 この伝承は、経の内容の根幹となる経題における主役サッカが輪転を楽しむ有情である

と定めている。そして、このサッカの輪転における寿命と安楽とは頂点であると、『長部註』

「帝釈天問経註」では規定している。この規定の意義は、輪転における寿命と安楽とが大き

いというものである。 

 

 

1. 3. 2. 6. 「大念処経」の事例 

 

 『長部』「大念処経」（mahAsatipaTThAna-sutta）は、仏がカンマーサダンマというクル国の

町で、比丘たちに説法されたものである。その内容は身・受・心・法からなる四念処の実践

と四諦の説明とが中心になっている。その経の冒頭（DN: II. 231［290］）（Beの 373 節）

と対応する『長部註』「大念処経註」は、以下のように説明している。 

 

  「クル国に住む者たちが深遠な教説（gambhIradesanA）を理解することができる状態か

らである。伝え聞くところでは、クル国に住む比丘、比丘尼、男性信者、女性信者は時

節（utu）と資具（paccaya）などをそなえたことから、その王国に適当な時節と資具に

親近することによって常に適当な身体、適当な心になった。彼らは心身が適当であるこ

とによって慧の力を摂取し、深遠な話（gambhIrakathA）を理解することができた。それ

ゆえに彼らのために世尊は、この深遠な教説を理解することができる状態を見ながら、

二十一の根拠120における業処（kammaTThAna）を阿羅漢果に含め、この深遠な意味

（gambhIrattha）をもつ『大念処経』を語られた。たとえば人が黄金の箱を得て、そこに

種々の花を含め、あるいは黄金の宝函を得て、七宝を含めるように、このように世尊は

クル国に住む会衆を得て、深遠な教説を教示された121」（DA: II. 334［III. 741］） 

 

 この説明によれば、クル国に住む四衆は三宝のうちの僧に対応する。『長部註』「大念処経

註」では、この四衆は心・身・慧が適当で勝れているので、深遠な教説・話・意味をも理解

することができると規定している。その規定の意図するところは、経の内容の根幹となる経

題における「大」に、大いに深く難解な教説・話・意味をふくんだ内容の伝承であるという

規定を定めたのである。 

 

 

                                                   

119  esa kira avihesu kappasahassaM vasissati, atappesu dve kappasahassAni, sudassesu cattAri 

kappasahassAni, sudassIsu aTTha, akaniTThesu soLasAti ekatiMsa kappasahassAni brahmaAyuM 

anubhavissati. sakko devarArA anAthapiNDiko gahapati VisAkhA mahAupAsikAti tayopi hi ime 

ekappamANaAyukA eva, vaTTAbhiratasattA nAma etehi sadisA sukhabhAgino nAma natthi. 

120 身随観による十四の根拠（出入息の部・威儀路の部・正知の部・厭逆思惟の部・界思惟

の部・九墓地の部）、受随観による一の根拠、心随観による一の根拠、法随観による五の根

拠（蓋の部・蘊の部・処の部・覚支の部・諦の部）のこと。 
121  KururaTThavAsInaM gambhIradesanApaTiggahaNasamatthatAya. KururaTThavAsino kira bhikkhU 

bhikkhuniyo upAsakA upAsikAyo utupaccayAdisampannattA tassa raTThassa 

sappAyautupaccayasevanena niccaM kallasarIrA kallacittA ca honti. te cittasarIrakallatAya 

anuggahitapaJJAbalA gambhIrakathaM paTiggahetuM samatthA honti. tena nesaM bhagavA imaM 

gambhIradesanApaTiggahaNasamatthataM sampassanto ekavIsatiyA ThAnesu kammaTThAnaM arahatte 

pakkhipitvA idaM gambhIratthaM mahAsatipaTThAnasuttaM abhAsi. yathA hi puriso 

suvaNNacaGkoTakaM labhitvA tattha nAnApupphAni pakkhipeyya, suvaNNamaJjUsaM vA pana labhitvA 

sattaratanAni pakkhipeyya, evaM bhagavA KururaTThavAsiparisaM labhitvA gambhIradesanaM desesi. 
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1. 3. 2. 7. 「大篇」に対する内容による規定 

 

 以上、『長部』「大篇」（mahAvagga）に所属する全 10 経のうち、「大譬喩経」「大因縁経」

「大般涅槃経」「大集会経」「帝釈天問経」「大念処経」という 6 経に対する「内容による規

定」を確認してきた。これらの経に対する「内容による規定」から「大篇」に対する「内容

による規定」を推測すると、概して経題における“mahA”を中心とし、“mahAvagga”のうち

の“mahA”の内容に相当するものとしてまとめている。 

その“mahA”の内容は、数量の長さ、縁起・念処などの偉大で深遠な教えや意味、偉大な

涅槃、偉大な仏、多くの神々が偉大な阿羅漢果を得たこと、神々に偉大な功徳・寿命・安楽

があることなどである。要約すると、『長部註』「大篇」では、仏と教え（法）、およびこの

仏・法に関わった神々や四衆（僧）といった三宝が大きく、偉大であるという「内容による

規定」を、『長部』「大篇」に定めたのであろう。 

『長部復註』「大篇」における「内容による規定」は、『長部註』「大篇」のその規定より

もかなり発展している。『長部註』「大篇」のその規定は簡素である。 

 

 

1. 3. 2. 8. 小結 

 

 『長部註』「大篇」は、『長部』「大篇」とその各経の内容を、“mahA” （偉大）と関連さ

せて、仏・法・僧という三宝の偉大さを示すものとして定めている。この三宝の“mahA”が

意図するところは、仏教教団の偉大さを示し、異教に対する優越性を示したものと理解でき

る。 
 

 

1. 3. 3. 1. 「相経」の事例 

 

 『長部』「相経」（lakkhaNa-sutta）は、仏がサーヴァッティに近いジェータ林におけるアナ

ータピンディカの園林で、比丘たちに説法されたものである。その内容は三十二種の大人相

が善業によって作られたものであることを詳説したものである。その大人相の一々につい

て『長部註』「相経註」は、以下のような説明を記している。 

 

（1）安定した足（この（ ）内は大人相の順番） 

  「これだけで世尊の業と業の類似と相と相の功徳が説かれた。業（kammaM）とは、四

阿僧祗十万劫の間、堅固な精進（daLhavIriya）によるものとなり、業が作られた。業の

類似（kammasarikkhakaM）とは、堅固によるものとなり、作られた状態を天をふくむ世

界は知りなさいとして、よく安定した足の大人相（suppatiTThitapAdamahApurisalakkhaNa）

がある。相（ lakkhaNaM）とは、よく安定した足であることである。相の功徳

（lakkhaNAnisaMso）とは、敵によって硬直しないことである122」（DA: III. 105［922］） 

 

 このように『長部註』「相経註」では、①業と②業の類似と③相と④相の功徳という四つ

の側面から大人相を定型的に説明している。以下は簡略に示す。 

 

（2）足の裏の輪 

                                                   
122 ettAvatA bhagavatA kammaJca kammasarikkhakaJca lakkhaNaJca lakkhaNAnisaMso ca vutto hoti. 

kammaM nAma satasahassakappAdhikAni cattAri asaGkhyeyyAni daLhavIriyena hutvA kataM kammaM. 

kammasarikkhakaM nAma daLhena hutvA katabhAvaM sadevako loko jAnAtUti 

suppatiTThitapAdamahApurisalakkhaNaM. lakkhaNaM nAma suppatiTThitapAdatA. lakkhaNAnisaMso 

nAma paccatthikehi avikkhambhanIyatA. 
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①付属品のある布施、②布施を施して生じた輪の相、③輪の相、④大きな付属123 
 

（3, 4, 15）広長な踝・長い指・梵天のように真直ぐな肢体 

①殺生より離れること、②他者に如来が殺されない、③（3, 4, 15）の相、④長い寿命124 

 

（16）七つの隆起 

①②勝れた食べ物の布施、③七つの隆起の相、④勝れたものを得る125 

 

（5, 6）柔軟な手足・網目の列 

①②長時にわたる布施などの愛護の業、③（5, 6）の相、④よく愛護された従者126 

                                                   
123 idha kammaM nAma saparivAraM dAnaM. kammasarikkhakaM nAma saparivAraM katvA dAnaM 

adAsIti iminA kAraNena sadevako loko jAnAtUti nibbattaM cakkalakkhaNaM. lakkhaNaM nAma tadeva 

cakkalakkhaNaM. AnisaMso mahAparivAratA. 

「ここで業（kammaM）とは、付属品のある布施（dAna）である。業の類似（kammasarikkhakaM）

とは、付属のあるものにして布施を施したという、この根拠によって天をふくむ世界は知り

なさいとして生じた輪の相である。相（lakkhaNaM）とは、その輪の相である。功徳（AnisaMso）

とは、大きな付属であることである」（DA: III. 107［925］） 
124  idha kammaM nAma pANAtipAtA virati…… aggapAdehi gantvA parassa amAritabhAvaM pana 

tathAgatassa sadevako loko iminA kAraNena jAnAtUti AyatapaNhi mahApurisalakkhaNaM nibbattati……
tathAgatassa pana evaM gantvA paresaM aghAtitabhAvaM iminA kAraNena sadevako loko jAnAtUti 

brahmujugattamahApurisalakkhaNaM nibbattati……tathAgatassa pana evaM paresaM aghAtitabhAvaM 

sadevako loko iminA kAraNena jAnAtUti dIghaGgulimahApurisalakkhaNaM nibbattati. idamettha 

kammasarikkhakaM. idameva pana lakkhaNattayaM lakkhaNaM nAma. dIghAyukabhAvo 

lakkhaNAnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、殺生より離れることである……第一歩で行き、他者に如来が

殺されない状態を天をふくむ世界はこの根拠によって知りなさいとして、広長な踝

（AyatapaNhi）という大人相が生じる……如来がこのように行き、他者たちに殺害されない

状態をこの根拠によって天をふくむ世界は知りなさいとして、梵天のように真直ぐな肢体

（brahmujugatta）という大人相が生じる……このように他者たちに如来が殺害されない状態

を天をふくむ世界はこの根拠によって知りなさいとして、長い指（dIghaGguli）という大人

相が生じる。ここでこれが業の類似（kammasarikkhakaM）である。この三の相が相（lakkhaNaM）

と言われる。長い寿命であることが相の功徳（lakkhaNAnisaMso）である」（DA: III. 107-108

［925-926］） 

125  idha kammaM nAma kappasatasahassAdhikAni cattAri asaGkhyeyyAni dinnaM idaM 

paNItabhojanadAnaM. kammasarikkhakaM nAma … … tasmA tathAgatassa dIgharattaM 

paNItabhojanadAyakattaM sadevako loko iminA kAraNena jAnAtUti sattussadamahāpurisalakkhaNaM 

nibbattati. lakkhaNaM nāma sattussadalakkhaNameva. PaNItalAbhitA AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、四阿僧祗十万劫の間、施したこの勝れた食べ物の布施である。

業の類似（kammasarikkhakaM）とは……それゆえに長時に、如来が勝れた食べ物を施与する

状態を天をふくむ世界は、この根拠によって知りなさいとして七つの隆起という大人相が

生じる。相（lakkhaNaM）とは、七つの隆起の相である。勝れたものを得る状態が功徳（AnisaMso）

である」（DA: III. 109［927］） 
126 idha kammaM nAma dIgharattaM kataM dAnAdisaGgahakammaM. kammasarikkhakaM nAma……
tathAgatassa pana dIgharattaM saGgAhakabhAvaM sadevako loko iminA kAraNena jAnAtUti imAni dve 

lakkhaNAni nibbattanti. lakkhaNaM nAma idameva lakkhaNadvayaM. susaGgahitaparijanatA AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、長時にわたって行なわれた布施などの愛護の業である。業の

類似（kammasarikkhakaM）とは……長時にわたって如来が愛護する状態を天をふくむ世界は、

この根拠によって知りなさいとして、この二の相が生じる。相（lakkhaNaM）とは、この二

の相である。よく愛護された従者であることが功徳（AnisaMso）である」（DA: III. 111［928-
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（7, 14）踝の高い足・上向きの毛 

①②長時にわたって語られた有益な言葉、③（7, 14）の相、④最上の状態127 

 

（8）鹿のような脛 

①②長時にわたって恭しく技術などを教えること、③鹿のような脛の相、④適当に獲得する
128 

 

（12）繊細な皮膚 

①②③④はない 

 

（11）黄金色 

①長時にわたって忿怒がなく、柔軟な敷物などの布施、②財の布施・衣の布施・掃除・忿怒

がない状態をした、③黄金色の相、④柔軟な敷物などを獲得する129 

 

（10）体内に隠れた陰部 

①長時にわたって親戚をそなえる、②親戚を愛護し、その罪を覆う業を作った、③体内に隠

                                                   

929］） 
127  idha kammaM nAma dIgharattaM bhAsitA uddhaGgamanIyA atthUpasaMhitA vAcA. 

kammasarikkhakaM nAma … … tathAgatassa pana dIgharattaM evarUpAya uggatavAcAya 

bhAsitabhAvaM sadevako loko iminA kAraNena jAnAtUti ussaGkhapAdalakkhaNaJca 

uddhaggalomalakkhaNaJca nibbattati. lakkhaNaM nAma idameva lakkhaNadvayaM. uttamabhAvo 

AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、長時にわたって語られた上方に行くべき、意義をともなった

言葉である。業の類似（kammasarikkhakaM）とは……長時にわたってこのように起こされた

言葉を如来が語った状態を、天をふくむ世界はこの根拠によって知りなさいとして踝の高

い足の相と、上向きの毛の相（ussaGkhapAdalakkhaNaJca uddhaggalomalakkhaNaJca）が生じる。

相（lakkhaNaM）とは、この二の相である。最上の状態が功徳（AnisaMso）である」（DA: III. 

112［929］） 
128 idha pana kammaM nAma dIgharattaM sakkaccaM sippAdivAcanaM. kammasarikkhakaM nAma…

… tathAgatassa pana sakkaccaM vAcitabhAvaM sadevako loko iminA kAraNena jAnAtUti 

anupubbauggatavaTTitaM eNijaGghalakkhaNaM nibbattati. lakkhaNaM nAma idameva lakkhaNaM. 

anucchavikalAbhitA AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、長時にわたって恭しく技術などを教えることである。業の類

似（kammasarikkhakaM）とは……恭しく如来が教えた状態を天をふくむ世界は、この根拠に

よって知りなさいとして順次に上がって転じた鹿のような脛の相（eNijaGghalakkhaNaM）が

生じる。相（lakkhaNaM）とは、この相である。適当に獲得する状態が功徳（AnisaMso）であ

る」（DA: III. 113［930-931］） 
129  idha kammaM nAma dIgharattaM akkodhanatA ceva sukhumattharaNAdidAnaJca. 

kammasarikkhakaM nAma……tenassa imesaM katabhAvaM sadevako loko iminA kAraNena jAnAtUti 

suvaNNavaNNaM mahApurisalakkhaNaM nibbattati. lakkhaNaM nAma idameva lakkhaNaM. 

sukhumattharaNAdilAbhitA AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、長時にわたって忿怒がない状態と柔軟な敷物などの布施であ

る。業の類似（kammasarikkhakaM）とは……それゆえにかのお方がこれらのこと（財の布施、

衣の布施、掃除、忿怒がない状態という四の根拠）をした状態を天をふくむ世界は、この根

拠によって知りなさいとして、黄金色という大人相が生じる。相（lakkhaNaM）とは、この

相である。柔軟な敷物などを獲得する状態が功徳（AnisaMso）である」（DA: III. 116［933-

934］） 
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れた陰部の相、④多くの子130 

 

（19, 9）完全・立ったまま、曲げることなく両掌で膝をつかみ、触れる 

①②長時にわたって人の特質を知り、作られた平等な愛護の業、③（19, 9）の相、④財の成

就131 

 

（17, 18, 20）獅子のような上半身・肩の窪みがない・等しく丸い肩 

①多くの人々の利益を求める、②繁栄を期待する、③（17, 18, 20）の相、④財・信などに

よって衰退しない132 

 

（21）最上の味感の状態 

①困惑のない業、②無病になる業、③最上の味感の相、④無病であること133 

 

（29, 30）紺碧の眼・雄牛のような睫毛 

①②長時にわたって多くの人々を愛眼によって見る（観察する）業、③（29, 30）の相、④

愛して見る状態134 

                                                   
130 idha kammaM nAma dIgharattaM JAtInaM samaGgibhAvakaraNaM. kammasarikkhakaM nAma……
athassa sadevako loko iminA kAraNena evarUpassa kammassa katabhAvaM jAnAtUti 

kosohitavatthaguyhalakkhaNaM nibbattati. lakkhaNaM nAma idameva lakkhaNaM. pahUtaputtatA 

AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、長時にわたって親戚をそなえる状態にするものである。業の

類似（kammasarikkhakaM）とは……そこで天をふくむ世界は、この根拠によって彼がこのよ

うな業（親戚を愛護し、その罪を覆った）を作った状態を知りなさいとして体内に隠れた陰

部の相が生じる。相（lakkhaNaM）とは、この相である。多くの子であることが功徳（AnisaMso）

である」（DA: III. 117［934-935］） 
131  idha kammaM nAma dIgharattaM purisavisesaM JatvA kataM samasaGgahakammaM. 

kammasarikkhakaM nAma tadassa kammaM sadevako loko iminA kAraNena jAnAtUti imAni dve 

lakkhaNAni nibbattanti. lakkhaNaM nAma idameva lakkhaNadvayaM. dhanasampatti AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、長時にわたって人の特質を知り、作られた平等な愛護の業で

ある。業の類似（kammasarikkhakaM）とは、彼のその業を天をふくむ世界は、この根拠によ

って知りなさいとして、この二の相が生じる。相（lakkhaNaM）とは、この二の相である。

財の成就が功徳（AnisaMso）である」（DA: III. 118［935］） 
132  idha kammaM nAma mahAjanassa atthakAmatA. kammasarikkhakaM nAma taM mahAjanassa 

atthakAmatAya vaDDhimeva paccAsIsitabhAvaM sadevako loko iminA kAraNena jAnAtUti imAni 

samantaparipUrAni aparihInAni tINi lakkhaNAni nibbattanti. lakkhaNaM nAma idameva lakkhaNattayaM. 

dhanAdIhi ceva saddhAdIhi ca aparihAni AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、多くの人々の利益を求める状態である。業の類似

（kammasarikkhakaM）とは、多くの人々の利益を求める状態によってその繁栄を期待する状

態を天をふくむ世界は、この根拠によって知りなさいとして、この完全で円満な不衰退の三

の相が生じる。相（lakkhaNaM）とは、この三の相である。財などと信などによって衰退し

ないことが功徳（AnisaMso）である」（DA: III. 118［936］） 
133 idha kammaM nAma aviheThanakammaM. kammasarikkhakaM nAma……tadassa sadevako loko 

iminA kAraNena jAnAtUti ArogyakaraM rasaggasaggilakkhaNaM nibbattati. lakkhaNaM nAma idameva 

lakkhaNaM. appAbAdhatA AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、困惑のない業である。業の類似（kammasarikkhakaM）とは…

…彼のこのことを天をふくむ世界は、この根拠によって知りなさいとして無病になる〔業か

らなる〕最上の味感の相が生じる。相（lakkhaNaM）とは、この相である。無病であること

が功徳（AnisaMso）である」（DA: III. 119［936］） 
134  idha kammaM nAma dIgharattaM mahAjanassa piyacakkhunA olokanakammaM. 
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（32）頭上の肉髻 

①上首であること、②上首となる布施などの善業、③頭上の肉髻の相、④多くの人々が随順

する135 

 

（13, 31）一本ずつの毛・白毫 

①長時にわたる真実の説話、②長時にわたって確かな話、清浄な話を語った、③（13, 31）

の相、④従順な状態136 

 

（23, 25）四十本の歯・薄くない歯 

①②長時にわたって離間しない語の説話、③（23, 25）の相、④会衆が分裂しない137 

 

（27, 28）広長な舌・梵天のような美音 

①長時にわたって麁悪でない語、②声の破壊を作る麁悪語を語っていない、③（27, 28）の

相、④歓迎すべき言葉138 

                                                   

kammasarikkhakaM nAma……athassa taM dIgharattaM piyacakkhunA olokitabhAvaM sadevako loko 

iminA kAraNena jAnAtUti imAni nettasampattikarAni dve mahApurisalakkhaNAni nibbattanti. lakkhaNaM 

nAma idameva lakkhaNadvayaM. piyadassanatA AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、長時にわたって多くの人々を愛眼によって見る業である。業

の類似（kammasarikkhakaM）とは……そこで長時にわたって愛眼によって彼がその観察した

状態を天をふくむ世界は、この根拠によって知りなさいとしてこの眼の成就にする二の大

人相が生じる。相（lakkhaNaM）とは、この二種の相である。愛して見る状態が功徳（AnisaMso）

である」（DA: III. 119-120［937］） 
135 idha kammaM nAma pubbaGgamatA. kammasarikkhakaM nAma……athassa sadevako loko iminA 

kAraNena idaM pubbaGgamakammaM jAnAtUti uNhIsasIsalakkhaNaM nibbattati. lakkhaNaM nAma 

idameva lakkhaNaM. mahAjanAnuvattanatA AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、上首であることである。業の類似（kammasarikkhakaM）とは

……そこで天をふくむ世界は、この根拠によって彼のこの上首〔となり、布施などの善〕業

を知りなさいとして、頭上の肉髻の相が生じる。相（lakkhaNaM）とは、この相である。多

くの人々が随順する状態が功徳（AnisaMso）である」（DA: III. 120［937］） 
136  idha kammaM nAma dIgharattaM saccakathanaM. kammasarikkhakaM nAma dIgharattaM 

advejjhakathAya parisuddhakathAya kathitabhAvamassa sadevako loko iminA kAraNena jAnAtUti 

ekekalomalakkhaNaJca uNNAlakkhaNaJca nibbattati. lakkhaNaM nAma idameva lakkhaNadvayaM. 

mahAjanassa ajjhAsayAnukUlena anuvattanatA AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、長時にわたる真実の説話である。業の類似（kammasarikkhakaM）

とは、長時にわたって彼が確かな話、清浄な話を語った状態を天をふくむ世界は、この根拠

によって知りなさいとして一本ずつの毛の相、白毫の相が生じる。相（lakkhaNaM）とは、

この二の相である。多くの人々の意向に随順することで従順な状態が功徳（AnisaMso）であ

る」（DA: III. 121［938］） 
137  idha kammaM nAma dIgharattaM apisuNavAcAya kathanaM. kammasarikkhakaM nAma……
tathAgatassa pana dIgharattaM apisuNavAcataM sadevako loko iminA kAraNena jAnAtUti idaM 

lakkhaNadvayaM nibbattati. lakkhaNaM nAma idameva lakkhaNadvayaM. 

「ここで業（kammaM）とは、長時にわたって離間しない語の説話である。業の類似

（kammasarikkhakaM）とは……長時にわたって如来が離間しない語であることを天をふく

む世界は、この根拠によって知りなさいとしてこの二の相が生じる。相（lakkhaNaM）とは、

この二の相である。会衆が分裂しない状態が功徳（AnisaMso）である」（DA: III. 121［938］） 
138  idha kammaM nAma dIgharattaM apharusavAditA. kammasarikkhakaM nAma … … tasmA 

tathAgatassa dIgharattaM jivhaM parivattetvA pharusAya vAcAya akathitabhAvaM sadevako loko iminA 

kAraNena jAnAtUti pahUtajivhAlakkhaNaM nibbattati … … tasmA tathAgatassa dIgharattaM 
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（22）獅子のような顎 

①談論によって語らない、②顎をつぎつぎと動かし、長時にわたって談論を語らない、③獅

子のような頬の相、④破られない状態139 

 

（24, 26）均整な歯・きわめて白い歯牙 

①正命であること、②平等に清浄な生活によって暮らしをした、③（24, 26）の相、④清浄

な眷属であること140 

 

 以上が三十二種の大人相の一々の説明となる。（12）繊細な皮膚に①②③④の説明は存在

しない。 

 ①②は、仏の前世における身口意といった三業などによる善業の実践を示したものであ

る。③④は、それらの実践からなる大人相とその効能を示したものである。それらの内容は、

歴然とした因→果の道理を四つの側面から簡潔に規定したものとなる。 

 その規定の意図は、経の内容の根幹となる経題における「相」について、この大人相は超

人的で神格的な所産であるといった一般的に言われている世間の誤解を解くために、四つ

の側面からまとめて定めたものである。 

 

 

1. 3. 3. 2. 「シンガーラ経」の事例 

 

 『長部』「シンガーラ経」（siGgAla-sutta）は、仏がラージャガハに近い竹林（veLuvana）に

                                                   
sarabhedakarAya pharusavAcAya akathitabhAvaM sadevako loko iminA kAraNena jAnAtUti 

brahmassaralakkhaNaM nibbattati. lakkhaNaM nAma idameva lakkhaNadvayaM. AdeyyavacanatA 

AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、長時にわたって麁悪でないことが語られた。業の類似

（kammasarikkhakaM）とは……それゆえに長時にわたって如来が舌を転変させて、麁悪語を

語っていない状態を天をふくむ世界は、この根拠によって知りなさいとして広長な舌の相

が起こる……それゆえに長時にわたって声の破壊を作る麁悪語を如来が語っていない状態

を天をふくむ世界は、この根拠によって知りなさいとして、梵天のような美音の相が生じる。

相（lakkhaNaM）とは、この二の相である。歓迎すべき言葉であることが功徳（AnisaMso）で

ある」（DA: III. 121［938-939］） 
139 idha kammaM nAma palApakathAya akathanaM. kammasarikkhakaM nAma……tenassa hanukaM 

cAletvA cAletvA dIgharattaM palApakathAya akathitabhAvaM sadevako loko iminA kAraNena jAnAtUti 

sIhahanulakkhaNaM nibbattati. lakkhaNaM nAma idameva lakkhaNaM. appadhaMsikatA AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、談論によって語ることがない。業の類似（kammasarikkhakaM）

とは……それゆえに彼が顎をつぎつぎと動かし、長時にわたって談論を語らなかった状態

を天をふくむ世界は、この根拠によって知りなさいとして獅子のような頬の相が生じる。相

（lakkhaNaM）とは、この相である。破られない状態が功徳（AnisaMso）である」（DA: III. 

122［939］） 
140  idha kammaM nAma sammAjIvatA. kammasarikkhakaM nAma…… tathAgatassa pana samena 

suddhAjIvena jIvitaM kappitabhAvaM sadevako loko iminA kAraNena jAnAtUti samadantalakkhaNaJca 

susukkadAThAlakkhaNaJca nibbattati. lakkhaNaM nAma idameva lakkhaNadvayaM. suciparivAratA 

AnisaMso. 

「ここで業（kammaM）とは、正命であることである。業の類似（kammasarikkhakaM）とは

……如来が平等に清浄な生活によって暮らしをした状態を天をふくむ世界は、この根拠に

よって知りなさいとして均整な歯の相ときわめて白い歯牙の相が生じる。相（lakkhaNaM）

とは、この二の相である。清浄な眷属であることが功徳（AnisaMso）である」（DA: III. 122

［940］） 
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おけるカランダカ・ニヴァーパ（Kalandaka-nivApa）で、居士の子シンガーラカ（siGgAlaka）

に説法されたものである。その内容はシンガーラカが父の遺言で六方（東方、南方、西方、

北方、下方、上方）を礼拝しているのを仏が見た。そして、仏は仏教的な解釈を通して、そ

の礼拝の真の意味を懇切丁寧に教えたというものである。その経の終わり（DN: III. 157

［193］）（Beの 274 節）に対応する『長部註』「シンガーラ経註」には、以下のような伝承

がある。 

 

  「以上のように世尊は諸方に関して、『居士の子よ、あなたの父が「諸方を礼拝すべき

です」と言ったという、これらがその六方（cha disA）です。もしあなたが父の言葉を行

なうならば、これらの方角を礼拝しなさい』と示しながら、シンガーラカの質問にとど

まり、教説に頂点を得させてラージャガハに托鉢のために入られた。シンガーラカも諸

帰依を確立し、四億の財を仏の教えに散りばめて福徳の業（puJJa-kamma）を作り、天

を拠り所とした。この経において在家者たちによってなされるべき仕事は、その語られ

ていないものがない。在家者の律とは、この経である（gihivinayo nAmAyaM suttanto）。

それゆえにこれを聞き、教誡（anusiTTha）に従って行道しているならば、繁栄（vuddhi）

のみが期待されて衰退（parihAni）はない、と141」（DA: III. 141［958-959］） 

 

『長部註』「シンガーラ経註」では、経の内容の根幹となる経題「シンガーラ経」を「在

家者の律」と置きかえて規定している。その規定の意図するところは、在家者のための入門

書、および在家生活の繁栄のための教訓書、教科書として定めたことにある。 

 

 

1. 3. 3. 3. 「アーターナーティヤ経」の事例 

 

 『長部』「アーターナーティヤ経」（ATAnATiya-sutta）は、仏がラージャガハに近い鷲峰山

（gijjhakUTa）で、ウェッサヴァナ（VessavaNa）大王が語った「アーターナーターの守護」

を受けたのちに比丘たちに説法されたものである。その守護の内容は過去七仏に帰命する

こと、四大王が仏に帰命することなどを偈で示している。そして、その守護は四衆のすべて

の守護に資するものとしている。その経の中盤（DN: III. 164-166［203-205］）（Beの 282

節）に対応する『長部註』「シンガーラ経註」は、以下のような解説を伝える。 

 

「ここで置き、護呪（paritta）の準備（parikamma）が語られるべきである。最初に『ア

ーターナーティヤ経』は唱えるべきではない。『慈経』（metta-sutta）、『旗先経』（dhajagga-

sutta）、『宝経』（ratana-sutta）というこれらが七日間、唱えるべきである。もし離れる

ならば、正しい。もし〔非人たちが〕離れないならば、「アーターナーティヤ経」は唱

えるべきものとなる。それを唱えている比丘によって粉、あるいは肉は食べるべきでは

ない。墓地に住むべきではない。なぜか？ 

非人たちが機会を得る。護呪をする場所は緑（牛糞, harita）を塗ったものにさせて、そ

こで清浄な座席を用意させ、坐るべきである…… 

まずはこのことが在家者たちの準備である。もし比丘が非人に捕まったならば、坐具を

洗浄し、すべての集合に告げさせ、香料・花飾りなどにおける利得を与え、護呪が唱え

                                                   
141 iti bhagavA yA disA sandhAya te gahapatiputta pitA Aha, “disA namasseyyAsI”ti, imA tA cha disA. 

yadi tvaM pitu vacanaM karosi, imA disA namassAti dassento siGgAlakassa pucchAya ThatvA desanaM 

matthakaM pApetvA rAjagahaM piNDAya pAvisi. siGgAlakopi saraNesu patiTThAya cattAlIsakoTidhanaM 

buddhasAsane vikiritvA puJJakammaM katvA saggaparAyaNo ahosi. imasmiJca pana sutte yaM gihIhi 

kattabbaM kammaM nAma, taM akathitaM natthi, gihivinayo nAmAyaM suttanto. tasmA imaM sutvA 

yathAnusiTThaM paTipajjamAnassa vuddhiyeva pATikaGkhA, no parihAnIti. 
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るべきものになる。このことが比丘たちの準備である142」（DA: III. 150-151［969-970］） 

 

 この解説は、在家者や比丘が非人に憑りつかれた場合の対処法として実践すべき護呪の

内容を懇切丁寧に説いたものである。その意図するところは、護呪の根幹となる経自体を保

持して唱えることにある。これは、既存の在家者がいる場所、未開の地の教化などの実際の

場で起こりえるトラブルに対処するための「内容による規定」と言える。 

 

 

1. 3. 3. 4. 「結集経」の事例 

 

 『長部』「結集経」（saGgIti-sutta）は、マッラ国（malla）の都市パーヴァー（pAvA）にお

ける鍛冶屋の子チュンダ（cunda）のマンゴー林で、仏の代理としてサーリプッタが比丘た

ちに説法し、最後に仏が承認されたものである143。その内容は一法～十法までの法数による

法の説明である。その経の終わり（DN: III. 226［271］）（Beの 349 節）に対応する『長部

註』「結集経註」は、以下のように説明している。 

 

  「ここに置き、質問（paJha）が合一されるべきである。 

  なぜならこの経における一法によって二の質問が語られたからである。二法によって

七十、三法によって百八十、四法によって二百、五法によって百三十、六法によって百

三十二、七法によって九十八、八法によって八十八、九法によって五十四、十法によっ

てちょうど六十と、このように千十四の質問が語られた。 

  なぜならこの経を除き、仏の言葉（buddhavacana）である三蔵（tepiTaka）について他の

経は、このように多くの質問で飾られたものではないからである。世尊はこの経を初め

より後、全体を聞き、『法将軍であるサーリプッタは仏の力を説明し、反転すべきこと

がない獅子吼をした。「弟子に語られたものである」と言われたとき、信頼（okappanA）

が生じない。「勝者（仏, jina）によって語られたものである」と言われたとき、〔信頼が〕

生じる。それゆえに勝者に語られたものとして天・人たちに、この経における信頼を起

こさせよう』と考えられた。そこより起き上がり、承認を与えられた144」（DA: III. 235-

236［1052］） 

                                                   

142  idha pana ThatvA parittassa parikammaM kathetabbaM. paThamameva hi ATAnATiyasuttaM na 

bhaNitabbaM, mettasuttaM dhajaggasuttaM ratanasuttanti imAni sattAhaM bhaNitabbAni. sace 

muJcati, sundaraM. no ce muJcati, ATAnATiyasuttaM bhaNitabbaM, taM bhaNantena bhikkhunA piTThaM 

vA maMsaM vA na khAditabbaM, susAne na vasitabbaM. kasmA? 

amanussA okAsaM labhanti. parittakaraNaTThAnaM haritupalittaM kAretvA tattha parisuddhaM AsanaM 

paJJapetvA nisIditabbaM…… 

etaM tAva gihInaM parikammaM. sace pana bhikkhu amanussena gahito hoti, AsanAni dhovitvA 

sabbasannipAtaM ghosApetvA gandhamAlAdIsu pattiM datvA parittaM bhaNitabbaM. idaM bhikkhUnaM 

parikammaM. 
143 このような声聞（弟子）の所説の権威については、清水俊史［2015a］を参照。 
144 idha pana ThatvA paJhA samodhAnetabbA. 

imasmiJhi sutte ekakavasena dve paJhA kathitA. dukavasena sattati. tikavasena asItisataM. 

catukkavasena dvesatAni. paJcakavasena tiMsasataM. chakkavasena bAttiMsasataM. sattakavasena 

aTThanavuti. aTThakavasena aTThAsIti. navakavasena catupaNNAsa. dasakavasena samasaTThIti evaM 

sahassaM cuddasa paJhA kathitA. 

imaJhi suttantaM ThapetvA tepiTake buddhavacane aJJo suttanto evaM bahupaJhapaTimaNDito natthi. 

bhagavA imaM suttantaM Adito paTThAya sakalaM sutvA cintesi, “ dhammasenApati sAriputto 

buddhabalaM dIpetvA appaTivattiyaM sIhanAdaM nadati. sAvakabhAsitoti vutte okappanA na hoti, 

jinabhAsitoti vutte hoti, tasmA jinabhAsitaM katvA devamanussAnaM okappanaM imasmiM suttante 

uppAdessAmI”ti. tato vuTThAya sAdhukAraM adAsi. 
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この説明は、『長部』「結集経」の構成上において根幹的な役割を果たす千十四の質問数が

最大であることを示している。そして、経の内容のほぼ全体を構成する弟子の言葉が仏の言

葉になりえることも規定している。その意図は、最大の質問数からなる弟子の言葉を、信頼

と承認とをもつ仏の言葉に転換して承認することにある。南方上座部大寺派における経蔵

の制作の場でも活かされたと想定できよう。 

 

 

1. 3. 3. 5. 「パーティカ篇」に対する内容による規定 

 

 以上、『長部』「パーティカ篇」（pAthikavagga）に所属する全 11 経のうち、「相経」「シンガ

ーラ経」「アーターナーティヤ経」「結集経」という 4 経に対する「内容による規定」を確認

してきた。これらの経に対する「内容による規定」から「パーティカ篇」に対する「内容に

よる規定」を推測すると、たとえば、「戒蘊篇」は戒・三学・異教などを中心にまとめて規

定している。「大篇」は“mahA”（偉大）などを中心にまとめて規定している。しかし、その

ような規定の一貫性は見当たらない。 

 この「パーティカ篇」の構成は、“dIrghAgama”における第二篇「双品」（yuganipAta）

の構成に近いと考える。この「双品」は、連続する二経ずつが関連した内容のものとされて

いる。「パーティカ篇」に所属する各経の内容を確認すると、（24, 25）「パーティカ経」「ウ

ドゥンバリカ経」は異教徒に対する説法、（26, 27）「転輪王経」「世起経」は業からなる世

界の構成、（28, 29）「歓喜経」「浄信経」は法の分析からなる喜び・信仰（経名も類似してい

る）、（31, 32）「シンガーラ経」「アーターナーティヤ経」は在家者向きの説法、（33, 34）「結

集経」「十増経」は法の分類（法数）という点である程度、連続する二経ずつの内容が関連

している。（30）「相経」は、（26, 30）転輪王の特徴（大人相）と解釈することで、それら

に関連させることができよう。 

 このような推測が成りたてば、「パーティカ篇」に対する「内容による規定」は、“dIrghAgama”

における第二篇「双品」に近いものであったという仮説も可能であろう。しかし実際のとこ

ろ、『長部註』においては、その「内容による規定」を『長部』「パーティカ篇」に明確に定

めていないとするのが妥当である。 

 
 

1. 3. 3. 6. 小結 

 

 『長部註』「パーティカ篇」は、『長部』「パーティカ篇」とその各経の内容を、何らかの一

貫的な規定をもって定めてはいない。このように規定しないことはダンマパーラに至って

も同様である。これらによれば、『長部』「パーティカ篇」は雑多な内容のものとなる。その

一方で、“dIrghAgama”における第二篇「双品」のようにある程度、連続する二経ずつの内

容が関連した構成になっていたと考えられる。 

 

 

1. 4. 結 

 

南方上座部大寺派の資料と北伝資料とにおいては、『長部』や『長阿含』を「数量」「概略」

「内容」による規定から定めて、まとめていくことが共通している。「古資料」が制作され

ていた時代（前 3 世紀から紀元後 4 世紀冒頭）と重なる「古訳〈涅槃経〉」に、それらの規

定の一端が垣間見えるので、ブッダゴーサ以前のインドに由来する伝承となる。この伝承が

インド起源のソースとなる「古資料の古層」の伝承になると考えたのである。その「古資料

の古層」の伝承では、『長部』に対して長大な数量の経の集成からなるものとして規定して

いる。『長部』と「梵網経」とに対しては、概して「煩悩類を消すためのもの」という内容
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で規定している。 

このような「古資料の古層」における規定にもとづき、『長部註』は以下のように規定し

ていった。 

『長部註』では、『長部』に所属する数経に対して異教を中道などで一網打尽にする。戒

を根幹とする三学の優越性を示す。三宝などを“mahA”（大・偉大）とするものとして規定

している。 

 『長部註』では、『長部』「戒蘊篇」に対して異教を分類して仏の教えの優越性を示すもの

として規定している。「大篇」に対しては、“mahA”と関連させて内容を示すものとして規定

している。「パーティカ篇」に対しては、明確化できる「内容による規定」はない。推測と

して示すならば、“dIrghAgama”における第二篇「双品」の構成に近く、ある程度、連続す

る二経ずつの内容が関連したものと言える。 

 『長部註』では、「概略」「内容」による規定から『長部』をまとめていこうとする傾向は

ほとんどない。「数量」による規定からは、三篇と三十四経からなる大きな長い経の集成が

『長部』であると定められるだけである。 

 『長部復註』に至ると、これは『長部』全体に対して、新たに「数量」「概略」「内容」に

よる規定から定めて、まとめていく傾向が見受けられる。その新たな規定の内容は、信仰の

重要性、教理体系や修行体系の構築などである。そして、『長部復註』には、六十二見や六

師外道などの異教に対して対抗し、一網打尽にしようとする内容もある。『長部復註』にお

いて、それらの新たな規定を加えることは、『長部』全体に対して波及していったのである。 

 南方上座部大寺派におけるこれらの規定の意義は、「古資料の古層」における規定を土台

とし、『長部註』において三篇と三十四経とからなる『長部』の構成に対して、「数量」「概

略」「内容」による規定から定めて、まとめていくことにある。こうすることによって、『長

部』全体の構成や内容をわかりやすく、南方上座部大寺派の正典の立場を本質的に提示でき

ることになるからである。 
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2. 『長部註』によるパーリ三蔵の規定 
 

2. 0. 序 

 

馬場紀寿［2008: 193-195］によれば、ブッダゴーサが古資料で解釈されていた「旧三蔵」

（四部構成の経蔵）の構成を、「全てのブッダの言葉」としての「新三蔵」（五部構成の経蔵）

に再編したと述べている。続けて馬場紀寿［2008: 195］は、以下のように述べている。 

 

「『長部註』冒頭における「全てのブッダの言葉」の定義は、パーリ正典史上、決定的

な役割を果たしたことが分かる。これによって、旧三蔵成立後も増え続けた「ブッダの

言葉」は、その範囲が排他的に定められ、その後、上座部大寺派の三蔵は固定された」 

 

 ここで重要な点は二つある。第一は、「全てのブッダの言葉」として三蔵が固定されたこ

とを示している。これによって、「仏の言葉」（buddha-vacana, 仏説・仏語）145と三蔵（te-piTaka）

との関連が非常に重要視されていることである。 

第二は、重要視されたこの「仏の言葉」と「三蔵」のうち、「三蔵」に焦点を当てて、「旧

三蔵」から「新三蔵」といった三蔵の構成過程を述べていることである。 

この研究成果から解明された二点のうち、「仏の言葉」については詳論されていないので、

本論文ではこの点に着眼する。 

その理由は、馬場紀寿［2008: 204-219］が標題とする「ブッダゴーサの仏説論」は「ブ

ッダの言葉」（buddha-vacana）が議論の中心になっている。しかし、この「ブッダの言葉」

だけが「仏説」を指し示す内容であったのか。『長部註』では、他の表現でも示されている

のではないか。このことが解明されなければ、真の意味での仏説論の理解はおぼつなかいで

あろう。 

本編では、この仏説論の解明を第一の目的とする。以下、この「仏説」は広義である。こ

の「仏の言葉」は、「仏説」の狭義となる。そのために作業として、『長部註』における「仏

の言葉」に類似した概念を『長部註』全体にわたって調査していく。 

第二の目的は、この「仏の言葉」に類似した概念にもとづき、『長部註』において「仏の

言葉」とパーリ三蔵とがどのように規定されたのか。その規定の意義は何かを解明する。 

 これらのことが解明できれば、「古資料の古層」の内容の一端が明らかになることも期待

できよう。 
 

 

2. 1. 「仏の言葉」に類似した概念 

 

 ここでは、この「仏の言葉」に類似した概念の調査にあたり、その事例の内容を以下の四

つに分類した。その理由は、「仏の言葉」に類似した概念が表面的理解と内面的理解から解

釈されていたことを明らかにするためである。 

 「表面的内容の事例」は、「仏の言葉」に類似した概念がアジャータサットゥ王（在家者）

によってどのように理解されたのか。その理解の内容が上辺の表面的な理解によるものに

過ぎないことを明かす事例となる。 

「教理的内容の事例」は、「仏の言葉」に類似した概念が内面から本質的に理解された結

果、四諦や三相などの教理的な内容として示されていることを明かす事例となる。 

 「実践的内容の事例」は、「仏の言葉」に類似した概念が内面から本質的に理解された結

果、戒の防護や止観などの実践的な内容として示されていることを明かす事例となる。 

 「体系的内容の事例」は、「仏の言葉」に類似した概念が内面から本質的に理解された結

                                                   
145 一般的には仏（buddha, √budh） の説かれた言葉（vacana, √vac）、教示（desanA, √diC）、

教え（sAsanA, √CAs）と解釈されている。 
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果、世俗と勝義や四つの経の配置などの分類方法によって体系的にが示されていることを

明かす事例となる。 

 

 

2. 1. 1. 1. 表面的内容の事例 

 

 『長部』「沙門果経」では、アジャータサットゥ王が仏に、三宝に帰依することを宣言し

たさいに称賛を語った場面がある（DN: I. 80［85］）（Beの 250 節）。それに対応する『長

部註』「沙門果経註」は、以下のように解説している。（A）buddha と vacana とに類似した

概念には下線部を、（B）その類似した概念が指し示す内容には波線部を引いた。 

 

  「あるいは世尊の（bhagavato）言葉を（vacanaM）二つずつの意味で結んで〔アジャー

タサットゥ王が〕称賛する。『世尊の言葉は、過失を滅亡するからすばらしいことです。

徳（guNa）を証得させるからすばらしいことです。同様に信（saddhA）を生じさせるこ

とから、慧（paJJA）を生じさせることから、有意義から、字句のあることから、明瞭

な語句から、深遠な意味から、耳に安楽であるから、愉快なことから、自分を誇らない

ことから、他者を軽蔑しないことから、悲の清涼（karuNAsItala）から、慧の清浄

（paJJAvadAta）から、領域が喜ばしいことから、破壊に耐えることから、聞かれている

ことが安楽であるから、思察されていることが利益となるから〔すばらしいことです〕』

云々146とによって、このように結合させるべきである147」（DA: I. 204［228］） 
 

 ここで、（A, 下線部）buddha に類似した概念は世尊（単数形）となる。vacana に類似した

概念は言葉（単数形）となる。（B, 波線部）類似した概念が指し示す内容はアジャータサッ

トゥ王による美辞麗句であり、表面的な理解にもとづいた表記となる。この表面的内容では、

とくに注目すべき点はない。 

 

 

                                                   
146 『長部復註』「沙門果復註」では、この「云々」を註釈するかたちで以下のように補足説

明している。 

 
evamAdIhIti Adi-saddena saMsAracakkanivattanato saddhammacakkappavattanato, micchAvAda-

viddhaMsanato sammAvAdapatiTThApanato, akusalamUlasamuddharaNato 

kusalamUlasaMropanato, apAyadvArapidhAnato saggamaggadvAravivaraNato, 

pariyuTThAnavUpasamanato anusayasamugghATanatoti evamAdInaM saGgaho daTThabbo. 

「云々とによって、このようにという云々の語によって、『輪廻の輪を消失するから、

正法の輪を転起するから、邪まな説を砕破するから、正しい説に確立させることから、

不善の根本より救助するから、善の根本を生長するから、苦界の門を閉じることから、

天道の門を開くことから、纏の寂止から、随眠の根絶から〔すばらしいことです〕』云々

というこのようなものの摂取が見られるべきである」（DAT: I. 274［356］） 

 

このように『長部復註』「沙門果復註」に至っても、さらに下線部における「云々」の語

句があるということは、アジャータサットゥ王に負託された称賛がさらに続くことを意味

している。このアジャータサットゥ王はマガダ国王であり、世俗の代表者で教養も充分にそ

なえていたことに基因するのであろう。 
147 bhagavatoyeva vA vacanaM dve dve atthe sandhAya thometi. bhagavato vacanaM abhikkantaM 

dosanAsanato, abhikkantaM guNAdhigamanato. tathA saddhAjananato, paJJAjananato, sAtthato, 

sabyaJjanato, uttAnapadato, gambhIratthato, kaNNasukhato, hadayaGgamato, anattukkaMsanato, 

aparavambhanato, karuNAsItalato, paJJAvadAtato, ApAtharamaNIyato, vimaddakkhamato, 

suyyamAnasukhato, vImaMsiyamAnahitatoti evamAdIhi yojetabbaM. 
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2. 1. 1. 2. 教理的内容の事例 

 

 『長部』「梵網経」では、仏が比丘たちに、「六十二見」について話しはじめる場面がある

（DN: I. 12［12-13］）（Beの 29 節）。それに対応する『長部註』「梵網経註」は、以下のよ

うに説明している。 

 

「なぜなら諸仏が（buddhAnaM）四の根拠148を得て、雷鳴が偉大なものになり、智に従

って入り、仏の智（buddhaJANa）が偉大であることが知られ、教説は（desanA）深いも

のとなり、三相（tilakkhaNa）に打たれ、空性（suJJatA）に関係したものになるからであ

る149」（DA: I. 94［100］） 

 

 『長部』「大譬喩経」では、仏が比丘たちに菩薩の法性について話しはじめる場面がある

（DN: II. 10［12］）（Be の 17 節）。それに対応する『長部註』「大譬喩経註」は、「諸仏の

（buddhAnaM）法説は（dhammadesanA）三相（tilakkhaNa）を離れたものがない150」（DA: II. 

22［429］）と記述している。 

 ここで（A）buddha に類似した概念は諸仏（複数形）となる。vacana に類似した概念は教

説、法説（単数形）となる。（B）類似した概念が指し示す内容は無常・苦・無我からなる三

相、空性となる。この内容は、諸仏（複数形）の教説・法説（単数形）の内容が三相、空性

であったということになる。この諸仏は、一般的に考えると過去七仏になるであろう。 

 『長部』「大獅子吼経」では、仏が裸行者カッサパに三学の成就を説法し終えた場面があ

る（DN: I. 162-163［171-174］）（Beの 401 節）。それに対応する『長部註』「大獅子吼経註」

は、「阿羅漢果（arahattaphala）を終わりとする世尊の（bhagavato）教え（sAsana）がある。

それゆえに、『阿羅漢果に相応した戒・心・慧の成就より優り、勝れた他の戒などの成就は

ない』と言った151」（DA: I. 295［II. 358-359］）と記載している。 

 ここで（A）buddha に類似した概念は世尊（単数形）となる。vacana に類似した概念は教

え（単数形）となる。（B）類似した概念が指し示す内容は阿羅漢果に相応した三学となる。 

 『長部』「ポッタパーダ経」（poTThapAda-sutta）では、仏がサーヴァッティに近いジェータ

林におけるアナータピンディカの園林で、ポッタパーダ（poTThapAda）遊行者に説法されて

いる。その説法の内容は、仏とポッタパーダ遊行者とが「想の滅」（abhisaJJA-nirodha）や「十

無記」について議論したものである。そして、四諦や我の獲得が詳説されている。そのなか

で「想の滅」の議論が終わる場面がある（DN: I. 175［189-190］）（Beの 421 節）。それに

対応する『長部註』「ポッタパーダ経註」は、「なぜなら諸仏には（buddhAnaM）四諦（catusacca）

より離れた論議は（kathA）ないから、それゆえに、それはこのようなものである152」（DA: 

I. 312［378］）と述べている。 

 ここで（A）buddha に類似した概念は諸仏（複数形）となる。vacana に類似した概念は論

議（単数形）となる。（B）類似した概念が指し示す内容は四諦となる。この内容は、諸仏

（複数形）の論議（単数形）の内容が四諦であったということになる。 

 『長部註』「大因縁経註」（Beの 95 節）では、仏がアーナンダに話しかけた内容を以下の

ように伝えている。 

                                                   
148 四の根拠（ThAna）とは、律の制定（vinayapaJJatti）、地の相違（bhUmantara）、縁の相

（paccayAkAra）、教義の相違（samayantara）のこと。 
149 buddhAnaJhi cattAri ThAnAni patvA gajjitaM mahantaM hoti, JANaM anupavisati, buddhaJANassa 

mahantabhAvo paJJAyati, desanA gambhIrA hoti, tilakkhaNahatA, suJJatApaTisaMyuttA. 
150 buddhAnaJca dhammadesanA nAma tilakkhaNamuttA natthi. 
151  arahattaphalapariyosAnaJhi bhagavato sAsanaM. tasmA arahattaphalasampayuttAhi 

sIlacittapaJJAsampadAhi aJJA uttaritarA vA paNItatarA vA sIlAdisampadA natthIti Aha. 

152 buddhAnaJhi catusaccavinimuttA kathA nAma natthi. tasmA sA edisA hoti. 
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  「あなた（アーナンダ）は限定の智（padesaJANa）に置かれた声聞（sAvaka）であり、き

わめて深遠である縁の相（paccayAkAra）を『私には明瞭なものとして現われます』と説

きますが、それなるあなたのこの言葉は諸仏の（buddhAnaM）話（kathA）と反対のもの

です。あなたのような比丘は、諸仏の話と反対のものを語るべきではありませんという

このことがふさわしいのです153」（DA: II. 85［494］） 

 

ここで（A）buddha に類似した概念は諸仏（複数形）となる。vacana に類似した概念は話

（単数形）となる。（B）類似した概念が指し示す内容は縁の相（縁起）となる。この内容は、

諸仏（複数形）の話（単数形）の内容が縁の相であったということになる。 

 以上の事例は、教理（三相、空性、三学、四諦、縁起）によって「仏の言葉」に類似した

概念を解説したものとなる。 

 

 

2. 1. 1. 3. 実践的内容の事例 

 

 『長部』「大譬喩経」では、仏が比丘たちに、ヴィパッシー仏が比丘僧団に説かれた「七

仏通誡偈」について説法した場面がある。そして、そのことを神々が報告する場面がある

（DN: II. 42-44［49-52］）（Beの 90, 91 節）。それに対応する『長部註』「大譬喩経註」に

は、以下の解説がある。 

 

  「以上のように戒の防護によって（sIlasaMvarena）すべての悪を捨て、止観によって

（samathavipassanAhi）善を完成し、阿羅漢果によって（arahattaphalena）心を浄化させる

べきである（cittaM pariyodApetabbaM）というこれが諸仏（buddhAnaM）の教え（sAsana）、

教誡（ovAda）、訓戒（anusiTThi）である、と154」（DA: II. 69［479］） 

 

  「これが諸仏の教え（etaM buddhAna sAsanaM）とは、この他者を非難しないこと（parassa 

anupavadanaM）、困惑しないこと（anupaghAtanaM）、別解脱律儀（pAtimokkhasaMvaro）、

領取・受用における適量を知ること（mattaJJutA）、八の等至（aTThasamApatti）に自在と

なるために遠離した臥具（vivittasenAsana）に親近することが諸仏の教え、教誡、訓戒で

ある。これらがすべての諸仏の（ sabbabuddhAnaM）パーティモッカの説戒

（pAtimokkhuddesa）の偈であると知られるべきである155」（DA: II. 70［479］） 

 

  「たとえばヴィパッシー〔仏〕のように、このように残りの諸仏の（buddhAnaM）教え

（sAsana）で過ごされた梵行（brahmacariya）を神々が告げた156」（DA: II. 70［479］） 

 

ここで（A）buddha に類似した概念は諸仏、すべての諸仏（複数形）となる。vacana に類

似した概念は教え、教誡、訓戒、パーティモッカの説戒（単数形）となる。（B）類似した概

念が指し示す内容は戒の防護、止観、阿羅漢果、心の浄化、他者を非難しないこと、困惑し

ないこと、別解脱律儀、適量を知ること、八の等至のための遠離した臥具、梵行となる。こ

                                                   
153 tvaM nAma sAvako padesaJANe Thito atigambhIraM paccayAkAraM, “uttAnako me upaTThAtI”ti 

vadasi, tassa te idaM vacanaM buddhAnaM kathAya paccanIkaM hoti, na tAdisena nAma bhikkhunA 

buddhAnaM kathAya paccanIkaM kathetabbanti yuttametaM. 

154 iti sIlasaMvarena sabbapApaM pahAya samathavipassanAhi kusalaM sampAdetvA arahattaphalena 

cittaM pariyodApetabbanti etaM buddhAnaM sAsanaM ovAdo anusiTThIti. 

155  etaM buddhAna sAsananti etaM parassa anupavadanaM anupaghAtanaM pAtimokkhasaMvaro 

paTiggahaNaparibhogesu mattaJJutA aTThasamApattivasibhAvAya vivittasenAsanasevanaJca 

buddhAnaM sAsanaM ovAdo anusiTThIti. imA pana sabbabuddhAnaM pAtimokkhuddesagAthA hontIti 

veditabbA. 

156 yathA ca Vipassissa, evaM sesabuddhAnampi sAsane vutthabrahmacariyA devatA ArocayiMsu. 
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の内容は、諸仏とすべての諸仏（複数形）の教え、教誡、訓戒、パーティモッカの説戒（単

数形）の内容が戒の防護、止観、阿羅漢果、心の浄化、他者を非難しないこと、困惑しない

こと、別解脱律儀、適量を知ること、八の等至のための遠離した臥具、梵行であったという

ことになる。 

 『長部』「大般涅槃経」では、仏が比丘たちに最後の言葉（pacchimA vAcA）である「諸行

は衰滅する性質です。不放逸をもって努めなさい157」と説法された場面がある（DN: II. 128

［155-156］）（Beの 218 節）。それに対応する『長部註』「大般涅槃経註」は、以下のように

伝えている。 

 

  「以上のように世尊は（bhagavA）、般涅槃の床において臥し、四十五年間にわたって与

えられた教誡のすべてを（ovAdaM sabbaM）この不放逸（appamAda）の語句に含め、与

えられた158」（DA: II. 185［593］） 

 

 ここで（A）buddha に類似した概念は世尊（単数形）となる。vacana に類似した概念は教

誡（単数形）となる。（B）類似した概念が指し示す内容は不放逸となる。 

 以上の事例は、実践（戒の防護、止観、梵行、不放逸など）によって「仏の言葉」に類似

した概念を解説したものとなる。 

 

 

2. 1. 1. 4. 体系的内容の事例 

 

 『長部』「梵網経」では、仏が比丘たちに誹謗された場合の対処法を説かれた場面がある

（DN: I. 3［2-3］）（Beの 5 節）。それに対応する『長部註』「梵網経註」には、以下のよう

な伝承がある。 

 

  「世尊によって（bhagavatA）配置された経に（suttassa）註釈の機会が得られた。それな

るこの経の註釈（suttavaNNanA）は経の配置を（suttanikkhepaM）考察し、説かれている

ことが明らかなものになるから、それゆえに、まずは経の配置を考察しよう。自分の意

向（attajjhAsaya）、他者の意向（parajjhAsaya）、質問の支配（pucchAvasika）、意義の生起

（aTThupputtika）という、四つの経の配置（suttanikkhepA）がある、と159」（DA: I. 50） 

                                                   
157 vayadhammA saGkhArA appamAdena sampAdetha. 

 

 対応する『長阿含経』「遊行経」は、以下のとおりである。 

 

  去来行無常 現滅無放逸 

  「去り来る行は無常です。滅することが現れます。放逸することがないように」（T1. 26b） 
158 iti bhagavA parinibbAnamaJce nipanno paJcacattAlIsa-vassAni dinnaM ovAdaM sabbaM ekasmiM 

appamAdapadeyeva pakkhipitvA adAsi. 

159  bhagavatA nikkhittassa suttassa vaNNanAya okAso anuppatto. sA panesA suttavaNNanA. yasmA 

suttanikkhepaM vicAretvA vuccamAnA pAkaTA hoti, tasmA suttanikkhepaM tAva vicArayissAma. cattAro 

hi suttanikkhepA, attajjhAsayo, parajjhAsayo, pucchAvasiko, aTThuppattikoti.  

 

ちなみにこの四つの経の配置について下田正弘［2000: 327-330］は、『大乗涅槃経』の新

層部分（註釈層）で説く「四種の説法形式」（四法品）と、アッタカターで説かれた「経典

が説き置かれる形式 suttanikkhepa」とが対応していることを指摘している。続けて下田正弘

［2000: 335］は、 

 

「ブッダゴーサの理解した経典の分類と〈大乗涅槃経〉の説明形態とが一致しているこ

とを知るなら、経典の制作形態については幅広い場で共通の認識があった可能性があ
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同じく『長部』「梵網経」では、仏が比丘たちに「六十二見」を説き終えた場面がある（DN: 

I. 35-36［38-39］）（Beの 100-104 節）。それに対応する『長部註』「梵網経註」は、以下の

ように記載している。 
 

  「経には（suttassa）三つの結論（anusandhI）がある。質問の結論（pucchAnusandhi）、意

向の結論（ajjhAsayAnusandhi）、相応の結論（yathAnusandhi）である、と160」（DA: I. 112

［122］） 

 

ここで（A）buddha に類似した概念は世尊（単数形）となる。vacana に類似した概念は経

（単数形）となる。（B）類似した概念が指し示す内容は自分の意向・他者の意向・質問の支

配・意義の生起からなる四つの経の配置と、質問の結論・意向の結論・相応の結論からなる

三つの結論となる。 

『長部』「ポッタパーダ経」では、仏がチッタ（citta）に我の獲得について説法し終った

場面がある（DN: I. 186［201-202］）（Beの 440 節）。それに対応する『長部註』「ポッタパ

ーダ経註」には、以下の解説がある。 
 

  「諸仏には（buddhAnaM）世俗の話（sammutikathA）、勝義の話（paramatthakathA）とい

う二つの話（kathA）がある。そのうち、有情、人、神、梵天などというものが世俗の話

と言われる。無常、苦、無我、諸蘊、諸界、諸処、諸念処、諸正勤などというものが勝

義の話と言われる161」（DA: I. 316［383］） 

 

  「同様に世俗の話によって覚る有情に対しては、最初に勝義の話を語ることがない。世

俗の話によって覚らせ、後に勝義の話を語る。勝義の話によって覚る有情に対しては、

最初に世俗の話を語ることがない。勝義の話によって覚らせ、後に世俗の話を語る。し

かし自然に、最初に勝義の話を語っているならば、教説は粗い様相になる。それゆえに

諸仏は、最初に世俗の話を語り、後に勝義の話を語られる。世俗の話を語りながらも真

実、自性、不妄として語られる。勝義の話を語りながらも真実、自性、不妄として語ら

れる162」（DA: I. 316［383］） 

 

 ここで（A）buddha に類似した概念は諸仏（複数形）となる。vacana に類似した概念は話

（複数形）となる。（B）類似した概念が指し示す内容は世俗の話、勝義の話となる。 

 以上の事例は、分類（勝義と世俗、経の配置、結論）によって「仏の言葉」に類似した概

                                                   

る」 

 

と述べている。この研究によれば、「四つの経の配置」は、すでに東晋の法顕や北涼（421 年）

の曇無讖の翻訳に確認できるので、ブッダゴーサ以前に存在していた概念となる。ブッダゴ

ーサ独自の見解とはなりえない。したがって、「古資料の古層」における概念となろう。 
160 tayo hi suttassa anusandhI, pucchAnusandhi, ajjhAsayAnusandhi, yathAnusandhIti. 

161 buddhAnaM pana dve kathA sammutikathA ca paramatthakathA ca. tattha “satto poso devo brahma”

tiādikā “sammutikathA” nAma. “aniccaM dukkhamanattA khandhA dhAtuyo AyatanAni satipaTThAnA 

sammappadhAnA”tiAdikA paramatthakathA nAma. 

162  tathA sammutikathAya bujjhanakasattassApi na paThamaM paramatthakathaM katheti. 

sammutikathAya pana bodhetvA pacchA paramatthakathaM katheti. paramatthakathAya 

bujjhanakasattassApi na paThamaM sammutikathaM katheti. paramatthakathAya pana bodhetvA pacchA 

sammutikathaM katheti. pakatiyA pana paThamameva paramatthakathaM kathentassa desanA 

lUkhAkArA hoti, tasmA buddhA paThamaM sammutikathaM kathetvA pacchA paramatthakathaM kathenti. 

SammutikathaM kathentApi saccameva sabhAvameva amusAva kathenti. paramatthakathaM kathentApi 

saccameva sabhAvameva amusAva kathenti. 
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念を体系化して解説したものとなる。 

 なお（A）のみに焦点を当てると、他に注目すべき buddha と vacana とに類似した概念は

正等覚者（sammAsambuddha）と教語（pAvacana）163、師（satthar）と法話（dhammakathA）
164、仏の真言（buddhamanta）165などがある。これらの（A）buddha に類似した概念は仏（単

数形）となる。 

 

 

2. 1. 1. 5. 事例の分析: 諸仏の説 

 

 上記の表面的内容・教理的内容・実践的内容・体系的内容といった四つの事例は、buddha

と vacana とに類似した概念と、その類似した概念が指し示す内容とが多様なものであった

ということを示している。 

 これらのなかで注目すべきものは、諸仏、すべての諸仏（複数形）と、教説、法説、論議、

話、教え、教誡、訓戒、パーティモッカの説戒（単数形）とが関連した事例である。その関

連から指し示された内容は、三相、空性、四諦、縁の相、戒の防護、止観、阿羅漢果、心の

浄化、他者を非難しないこと、困惑しないこと、別解脱律儀、適量を知ること、八の等至の

ための遠離した臥具、梵行となる。 

これらの内容は、すべて教理的内容と実践的内容からなるものである。このような内容が

あることを踏まえて、ブッダゴーサは、とくに「パーリ三蔵」を「仏の言葉」と一致させた

ことになる。もし、ブッダゴーサが「仏説」として「仏の言葉」のみを重要視していたなら

ば、この vacana に類似した概念はすべて vacana に書き換えられていてもおかしくない。し

かし、あえてそうしていないのは、「仏の言葉」に類似した多様な概念と、その類似した概

念が指し示す多様な内容とをブッダゴーサは認めていたのである。逆に言えば、多様に存在

した「仏の言葉」に類似した概念と、その類似した概念が指し示す内容とのなかから、この

「パーリ三蔵」と「仏の言葉」とが一致させられたことになる。この点にもブッダゴーサが

「註釈新層」として意図的に「すべての仏の言葉」を編纂していった過程の一環が表れてい

ると考える。 

このように「仏の言葉」に関連した多様な概念とその内容は、過去七仏によって説かれて

いたものをふくんでいる。当然ながら、これらは「仏（単数形）の説（単数形）」に限定す

                                                   
163 『長部註』「アンバッタ経註」は、以下のように説明している。 

 
te kira dibbena cakkhunA oloketvA parUpaghAtaM akatvA     
KassapasammAsambuddhassa bhagavato pAvacanena saha saMsanditvA mante ganthiMsu. 

「伝え聞くところでは、彼ら（アッタカなどのバラモン）は天眼によって観察して他者

を困惑することなく、カッサパ正等覚者（KassapasammAsambuddhassa）、世尊の

（bhagavato）教語と（pAvacanena）結合し、聖典を編集した」（DA: I. 244［273］） 
164 『長部註』「浄信経註」には、このような伝承がある。 

 
te mamaccayena aJJamaJJaM vivadissanti, satthA taM vivAdaM paTicca ekaM dhammakathaM 

kathessati. 

「彼ら（二人のジャイナ教徒）は私の死後、相互に争論するであろう。師は（satthA）

はその争論に対して一つの法話を（dhammakathaM）語るであろう」（DA: III. 90［906］） 
165 『長部註』「アンバッタ経註」は、以下のような伝承を述べている。 

 
  tathAgato kira uppajjissatIti paTikacceva suddhAvAsA devA vedesu lakkhaNAni pakkhipitvA 

buddhamantA nAmeteti brAhmaNaveseneva vede vAcenti. 

  「伝え聞くところでは、『如来がお生まれになるであろう』と、あらかじめ浄居天の神々

が諸ヴェーダに（vedesu）諸相を含め、『これらは仏の真言（buddhamantA）と言われる』

と、バラモンの装いによって諸ヴェーダを教えていた」（DA: I. 221［249］） 
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べきものではない。ここから「仏説」は、まさしく「諸仏の説」からなる内容のものとなる。

馬場紀寿［2008: 213］は、「この場合、「ブッダの言葉」はすべて三蔵に収録されており、

三蔵以外にブッダの言葉は存在しないことになるからである」と述べている。これによれば、

パーリ三蔵では過去七仏が説いた内容も収録されていることになり、「諸仏の説」を収録し

たものがパーリ三蔵となる。この点から、以下に見ていく「三蔵よりなる仏の言葉」という

表記は、「三蔵よりなる諸仏の言葉」になるのである。 

 
 

2. 1. 2. 「仏の言葉」の規定と「パーリ三蔵」の重要視 

 

 『長部註』では、「第一結集」に関する伝承のなかで「仏の言葉」の規定を以下のように

述べる。 

 

  「このようにこのすべての仏の言葉は、〔解脱の〕味として一種である。法と律として

二種である。初・中・後として三種である。蔵として同様（三蔵）である。部として五

種（五部）である。支として九種（九分教）である。法蘊として八万四千種であると知

られるべきである166」（DA: I. 16［15］） 

 

 ここでは、このように数種類の法数によって「仏の言葉」そのものを体系化し、規定され

ていった167。ブッダゴーサは、そのなかで「仏の言葉」と「パーリ三蔵」とを一致させて、

tepiTaka buddhavacana（三蔵よりなる仏の言葉）という順番かつ同格で表記している。一例を

挙げると、『長部註』「大譬喩経註」における、「比丘たちにとって、慈の心による行の制定・

学処の告知、業処の説話・説法、三蔵よりなる仏の言葉が（tepiTakampi buddhavacanaM）慈

口業と言われる168」（DA: II. 121［531］）といったものである。このように表記する用例は

枚挙にいとまがない169。ブッダゴーサ以外の註釈家たちもこのような表記を使用している。

しかし、そのなかで例外が三つほどある。 

                                                   
166 evametaM sabbampi buddhavacanaM rasavasena ekavidhaM, dhammavinayavasena duvidhaM, 

paThamamajjhimapacchimavasena tividhaM. tathā piTakavasena. nikAyavasena paJcavidhaM, 

aGgavasena navavidhaM, dhammakkhandhavasena caturAsItisahassavidhanti veditabbaM. 

 

以下、この「仏の言葉」について長い説明が続く（DA: I. 16-25［15-24］）。この意図に

ついて馬場紀寿［2008: 187］は、「そこで、ブッダゴーサは第一結集の物語を中断して、「全

てのブッダの言葉」を解説し始める」とし、「古資料と批判的に対決し、「全てのブッダの言

葉」として、新三蔵を示している点にこそ、ブッダゴーサの編集作業がはっきりと表れてい

る」と述べている。 

167 一方のインド本土における「仏の言葉」の展開は、広瀬智一［1974］、中村隆敏［1978］、

袴谷憲昭［2006］によれば、主流となるのは言語論、言語哲学的視点にもとづいた内容とな

る。 

 広瀬智一［1974: 64-65］によれば、南方上座部大寺派の buddhavacana の定義は、『発智

論』のものと近いことが指摘されている。森祖道［2015: 180-187］によれば、この

buddhavacana は南方上座部大寺派では、別に展開して「非仏説」（abuddhavacana）となった。

そして、異端説の書と判断された多くの仏典がリストアップされるに至ったと述べている。 
168  bhikkhUnaM mettacittena AcArapaJJattisikkhApadapaJJApanaM, kammaTThAnakathanaM, 

dhammadesanA, tepiTakampi buddhavacanaM mettaM vacIkammaM nAma. 
169 DA: II. 121［531］, MA: II. 194［293］, SA: II. 187［203］, AA: I. 22［29］, DhpA: 

I. 5［7］, UdA. 136［153］, ItA. 76［I. 80］, ThagA: I. 21［22］, ApA: I. 231［208］, CpA. 

325［334］, MNdA. 232［II. 269］, PTsA: I. 4, Vin-paciA.144［IV. 874］, DhsA.11, VibhA. 

283［297］など、他多数。 
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 『中部註』「正見経註」は、以下のように記している。 

 

「以上のように全体の五大部（paJca-mahAnikAya）をふくんだ仏の言葉（buddhavacana）

においても、この「正見経」（sammAdiTThisutta）を除いて三十二回も四諦を、三十二回

も阿羅漢果を明かしたという、その経（正見経）はない170」（MA: I. 229［224］） 

 

 つぎに『無碍解道註』（編纂者はマハーナーマ（mahAnAma）、時代は 5 世紀後半～6 世紀

前半）171は、「仏の言葉である阿含（buddhavacanAgama）」（PTsA: II. 50［445］）と記載して

いる。 

 最後に『如是語註』（編纂者はダンマパーラ）と『仏種性註』（編纂者はブッダダッタ

（Buddhadatta）、時代は 5 世紀）172と『譬喩註』（編纂者は不明。時代はブッダゴーサ、ダ

ンマパーラ、ブッダダッタより後代）173は、「仏の言葉である九支（navaGga buddhavacana）」

（ItA. 29, 350［I. 32, II. 190］, ApA: I. 322［286］, BvA. 185［154］）174と記述している。 

これらの「大部」「阿含」「九支（九分教）175」といった事例は、いずれも「仏の言葉」の

規定として正当性を得たものである。しかしながら、なぜ、tepiTaka buddhavacana の表記を

外して示されたのか。 

おそらくは編纂者によるところが大きいのであろう176。南方上座部大寺派における一枚

                                                   
170  iti sakalepi paJcamahAnikAyasaGgahite buddhavacane natthi taM suttaM, yattha 

dvattiMsakkhattuM cattAri saccAni dvattiMsakkhattuJca arahattaM pakAsitaM aJJatra imamhA 

sammAdiTThisuttāti. 
171 マハーナーマについては森祖道［1984: 554-558］に詳しい。 
172 ブッダダッタについては森祖道［1984: 540-548］に詳しい。 
173 Apa introd. p. XVII を参照。 
174 『如是語註』（ItA. 76［I. 80］）と『譬喩註』（ApA: I. 231［208］）には、「三蔵よりなる

仏の言葉」という表記も見られる。ここから、仏の言葉である「三蔵」と「九支」という表

記が併存していることになる。 
175 この「九分教」について『長部註』では、以下のように伝えている。 

 
thero pana sakalanavaGgasatthusAsanapariyattidhare puthujjanasotApannasakadAgAmianAgAmi 

sukkhavipassaka khINAsavabhikkhU anekasate, anekasahasse ca vajjetvA 

tipiTakasabbapariyattippabhedadhare paTisambhidAppatte mahAnubhAve yebhuyyena bhagavato 

etadaggaM Aropite tevijjAdibhede khINAsavabhikkhUyeva ekUnapaJcasate pariggahesi. 

「〔マハーカッサパ〕長老は数百人、数千人という、師の教えである九支の教法全体を

保持する凡夫・預流者・一来者・不還者・乾観者・漏尽の比丘たちを避けた。そして三

蔵というすべての教法の区分を保持し、無碍解を得て、大きな神力をもち、ほとんどが

世尊によってこの第一の者に挙げられ、三明者などの区分のある漏尽の比丘、四百九十

九人（アーナンダを除く）を探した」（DA: I. 4-5［4］） 

 

 ここでは、パーリ三蔵を結集するにあたり、パーリ三蔵に通達した者たちの存在を示せば

済むはずである。しかしながら、下線部でわざわざ「九分教」を保持する数千人の者たちを

選ばなかったことを述べている点は、南方上座部大寺派が tepiTaka buddhavacana という表記

を重要視したからであると読み取れはしないであろうか。 

 松島央龍［2013: 233］によれば、説一切有部の『阿毘達磨順正理論』（T29. 595b）は、

アビダルマと十二分教と三蔵との関連性を強化していると述べている。このような説一切

有部の三蔵と十二分教（九分教）との関連性を強化している立場を比較したとき、南方上座

部大寺派がパーリ三蔵を重要視する立場は、より際立つものとなる。 
176 このように考える理由は、上記に引用した『無碍解道註』に関する林隆嗣［2012a: (242)］

の以下の指摘によってである。 
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岩でない側面であると推察する。とにかく、ブッダゴーサによって tepiTaka buddhavacana の

表記が重要視されたのである。 

 

 

2. 1. 3.「パーリ三蔵」の規定 

 

 この「パーリ三蔵」は、『長部註』では、どのように規定されたのか。この規定が「仏の

言葉」と関連するのかを、『大毘婆沙論』と比較検討しながら考察する177。上記したように、

この『大毘婆沙論』の内容は三世紀ごろにまとめられたものであるので、「古資料」が制作

されていた時代（前 3 世紀から紀元後 4 世紀冒頭）と重なる。したがって、『長部註』のソ

ースとなる「古資料の古層」の解明に資するのである。 

 『大毘婆沙論』では、第一の論者の説として以下のように伝えている。 

 

  「ある論者がいる。『〔三蔵に〕差別はない。どうしてか。すべての仏の教えは、一つの

智の海より生まれたものであるから、一つの覚りの池より出てきたものであるから、等

しい力と無畏とが受けとるものであるから、同じ一つの大悲より起こったものである

からである』と178」（T27. 1b） 

 

 松島央龍［2013: 234］は、「この説は、パーリに残る“ekarasa／一味”や大衆部説に通じ

るものであろう」と指摘している。このような差別のない一の概念は、『長部註』における

「すべての仏の言葉」の規定のうちの「解脱の味」と対応する。ここでは、このように三蔵

に区別がないことを「三蔵の同一性」と定義する。この定義によって「仏の言葉」が規定さ

れている。 

『大毘婆沙論』では、第二の論者の説として以下のように説いている。 

 

「またある論者がいる。『〔三蔵に〕差別はある。まずは名称が異なる。あるものは経と

名づけ、あるものは律と名づけ、あるものは論と名づける。 

                                                   

 

  「こうした状況を総合すると、上座部では元から s-paTis-a（『無碍解道』の古註釈＝

sIhaLa-paTisambhidAmagga-aTThakathA）が存在せず、マハーナーマは paTis（『無碍解道』）

を註釈するにあたって、古註釈を参照するよりも当時普及していたパーリ註釈を専ら

利用していたと考えた方が理解しやすい。むしろ、マハーナーマの時代にはシーハラ・

アッタカターが全体的に消滅していたのではないかと思われるほど痕跡が見当たらな

い」 

  ※（ ）は筆者が補足。 

 

この指摘によれば、マハーナーマの時代に近い、もしくは後代の編纂者のときには当時普

及していたパーリ註釈を専ら利用する傾向であった。よってマハーナーマやダンマパーラ

やブッダダッタが古註釈を参照していた可能性が低くなるからである。 

ところで林隆嗣は、マハーナーマの時代にシーハラ・アッタカターが消滅していた可能性

を指摘している。しかし別の可能性もあるのではなかろうか。すなわち、マハーナーマの時

代においてもシーハラ・アッタカターは現存していたが、何らかの理由でシーハラ・アッタ

カターを参照や利用することができなかった、もしくは（あえて）しなかったという可能性

も考慮すべきであろう。 

177 この『大毘婆沙論』および説一切有部における三蔵については、全面的に松島央龍［2013: 

233-239］を参照した。 
178 或有説者。無有差別、所以者何。一切仏教、従一智海之所生故、隨一覚池之所出故、等

力無畏所摂受故、同一大悲所等起故。 
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またつぎに依りどころに差別がある。すなわち増上心にもとづく論道が経蔵であり、増

上戒にもとづく論道が律蔵であり、増上慧にもとづく論道が論蔵である』と。 

問う。『それでは、すべて〔の蔵〕において〔三蔵〕すべてがあり得るではないか。い

わゆる経蔵のなかにも増上戒・増上慧にもとづく論道があり、律蔵のなかにも増上心・

増上慧にもとづく論道があり、論蔵のなかにも増上心・増上戒にもとづく論道がある。

こうであるならば、三蔵に差別がないはずである』と。 

答えよう。『増勝の説によってである。いわゆる経蔵のなかには増上心にもとづく論道

が最も多く、律蔵のなかには増上戒にもとづく論道が最も多く、論蔵のなかには増上慧

にもとづく論道が最も多いのである』と179」（T27. 1b-1c） 

 

 続けて『大毘婆沙論』は、第三の論者の第一説を以下のように記している。 

 

  「ある者はこのような説を述べている。『経蔵のなかで増上心にもとづく論道は経蔵で

あり、増上戒にもとづく論道は律蔵であり、増上慧にもとづく論道は論蔵である。律蔵

のなかで増上心にもとづく論道は経蔵であり、増上戒にもとづく論道は律蔵であり、増

上慧にもとづく論道は論蔵である。論蔵のなかで増上心にもとづく論道は経蔵であり、

増上戒にもとづく論道は律蔵であり、増上慧にもとづく論道は論蔵である。このことに

よって依りどころに差別があるのである』と180」（T27. 1c） 

 

これらの要点をまとめると、経蔵は「増上心にもとづく論道」、律蔵は「増上戒にもとづ

く論道」、論蔵は「増上慧にもとづく論道」となる。各蔵で最も多い要素を代表させて分類

する「増勝の説」で、三蔵を区別している。 

 『長部註』では、「第一結集」に関する伝承のなかに以下の解説がある。 

 

  「すなわち律蔵においては、区別して（visesena）増上戒学（adhisIlasikkhA）が説かれ、

経蔵においては増上心学（adhicittasikkhA）が〔説かれ〕、論蔵においては増上慧学

（adhipaJJAsikkhA）が〔説かれた〕からである181」（DA: I. 20［19］） 
 

 この解説から、「増上戒〔学〕」「増上心〔学〕」「増上慧〔学〕」といった三学より三蔵を区

別していることがわかる。この区別の内容は、上記の「三学の増勝の説」の内容に相応する。

ここでは、このように三蔵に区別があることを「三蔵の多様性」と定義する。この「三蔵の

多様性」は、「すべての仏の言葉」の規定のうちの法と律、初・中・後、三蔵、五部、九分

教、八万四千種の法蘊と対応する。このような定義によって「仏の言葉」が規定されている。 

 『大毘婆沙論』では、第三の論者の第二説を以下のように示している。 

 

                                                   
179 復有説者。 亦有差別。且名即差別。謂此名素怛纜。此名毘㮈耶。此名阿毘達磨。 

復次依処亦有差別。謂若依増上心論道、是素怛纜。若依増上戒 論道、是毘㮈耶。若依増上慧

論道、是阿毘達磨。 

問於一切中一切可得。謂素怛纜中亦有依増上戒・増上慧・論道。毘㮈耶中亦有依増上心・増

上慧論道。阿毘達磨中亦有依増上心・増上戒論道。如是三蔵応無差別。 

答依増勝説。謂素怛纜中依増上心論道増勝。毘㮈耶中依増上戒論道増勝。阿毘達磨中依増上

慧論道増勝。 
180 有作是説。素怛纜中、依増上心論道是素怛纜、依増上戒論道即毘㮈耶、依増上慧論道即

阿毘達磨。毘㮈耶中、依増上戒論道是毘㮈耶、依増上心論道即素怛纜、依増上慧論道即阿毘

達磨。阿毘達磨中、依増上慧論道是阿毘達磨、依増上心論道即素怛纜、依増上戒論道即毘㮈

耶。故由依処亦有差別。 

181  tathA hi VinayapiTake visesena adhisIlasikkhA vuttA, suttantapiTake adhicittasikkhA, 

abhidhammapiTake adhipaJJAsikkhA. 
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  「また明らかにするものにも差別がある。経蔵は次第を明らかにするものである。いわ

ば経蔵では次第を理解すべきである。『なぜ世尊は、この章の直後にあの章を説かれた

のか』というようにである。律蔵は事の起こりを明らかにするものである。いわば律蔵

では事の起こりを理解すべきである。『世尊は、どのような事の起こりでそれぞれの学

処を制定されたのか』というようにある。論蔵は本質と定義とを明らかにするものであ

る。いわば論蔵では諸法の真実の本質と定義とを理解すべきであり、次第や事の起こり

を理解すべきではない。〔法を説く次第が〕先であれ後であれ、その事の起こりがなく

ても過失はない182」（T27. 1c） 

 

『長部註』では、「第一結集」に関する伝承のなかで以下のように説明している。 

 

「同様に第一（律蔵）は、『その種々の罪過をもつ有情であるという、彼らはここで罪

過に従って教えられた』として罪過に従った教え（yathAparAdhasAsanaM）である。第二

（経蔵）は、『多くの意向・随眠・所行・信解をもつ有情たちが、ここで随順のままに

教えられた』として随順のままの教え（yathAnulomasAsanaM）である。第三（論蔵）は、

『法の集積だけのものについて「私、私のもの」という想いのある有情たちは、ここで

如法に教えられた』として如法の教え（yathAdhammasAsanaM）と説かれる183」（DA: I. 

20［19］） 

 

 これらの下線部を見ていくと、律蔵に関する「事の起こり」と「罪過」、経蔵に関する「次

第」と「随順」、論蔵に関する「法の本質と定義」と「如法」とがおおよそ対応しているで

あろう。このような「三蔵の多様性」という定義によって「仏の言葉」が規定されている。 

 『長部註』では、パーリ三蔵に対して以上のような「同一性」と「多様性」とによって「仏

の言葉」と関連させていったのである。 

 

 

2. 1. 4.「仏の言葉」と「パーリ三蔵」との関連 

 

この「仏の言葉」と「パーリ三蔵」とが関連した理由の一つは、過去七仏によって説かれ

た内容を収録したもの、「仏の言葉」によって体系化し、規定されたものとしてのパーリ三

蔵が重要視されたからである。『長部註』「第一結集の話」では、仏滅後に仏弟子たちによっ

てパーリ三蔵が形成されたという歴史的事実を記載している（DA: I. 3-26［2-25］）。インド

を舞台とした「第一結集」の歴史的事実を記載した伝承は、ブッダゴーサ以前のインドに由

来する伝承となる。この伝承は、インドを起源とする「古資料の古層」になると考える。こ

のようにパーリ三蔵についての歴史的な部分などをあらわした現実的な側面を「現実態184

                                                   
182 復次所顕亦有差別。謂素怛纜次第所顕。謂素怛纜中應求次第。何故世尊此品無間宣説彼

品。若毘㮈耶縁起所顕。謂毘㮈耶中、応求縁起。世尊依何縁起制立彼彼学処。阿毘達磨性相

所顕。謂阿毘達磨中応求諸法真実性相。不応求彼次第縁起。或前或後或無縁起倶無過失。 
183  tathA paThamaM, “ ye te pacurAparAdhA sattA, te yathAparAdhaM ettha sAsitA ” ti 

yathAparAdhasAsanaM, dutiyaM, “anekajjhAsayAnusayacariyAdhimuttikA sattA yathAnulomaM ettha 

sAsitA”ti yathAnulomasAsanaM, tatiyaM, “dhammapuJjamatte, “ahaM mama”ti saJJino sattA 

yathAdhammaM ettha sAsitA“ti yathAdhammasAsananti vuccati. 
184 この「現実態」については、廣松渉・他［1998: 455-456］が以下のように述べている。 

 

  「アリストテレス哲学の中心をなす概念。エネルゲイアは、文脈によって「現実態」と

も「活動」とも訳されるが、アリストテレスは文脈による意味を二つに分けてはいない。

デュナミスが「可能態・能力」を意味するのに対して、デュナミスが発揮され、発現し

ている状態がエネルゲイアである。もともとは「はたらきのうちにあること」を意味す



62 

 

としてのパーリ三蔵」の役割とする185。 

つぎに『長部註』「世起経註」では、「法身」（dhammakAya）について、以下のように説明

している。 

 

「そのうち、『法身とも』という『法身』と、なぜ、如来は説かれたのか。 

なぜなら如来（tathAgata）は、三蔵である仏の言葉（buddhavacana）を心（hadaya）によ

って考え、言葉（vAcA）を取りだしたからである。それゆえに、かのお方の身体は法よ

りなることから、法である。以上のように法がかのお方の身体であるから、法身である
186」（DA: III. 49［865］） 

 

Harrison, P［1992: 44-94］は、原始仏教や初期大乗仏教（とくに後漢の支婁迦讖

（lokakSema））における「法身」（dharmakAya）の用例を調査した結果、「法身」は「法を身

体とする」といった所有複合語（bahuvrIhi）であったと結論する。この「法」が「三蔵」と

関連することは、たとえば、『大智度論』（所属は大乗仏教系、訳出時代は 402~405 年、訳

者は鳩摩羅什）における「声聞法三蔵（声聞の法である三蔵）」（T25. 92a）などの用例から

も明白である。 

                                                   

る」 
185 この「現実態としての三蔵」に関する『長部註』の記事の一例を紹介すると、たとえば、

『長部註』「大般涅槃経註」における「彼（スバッダ）は、世尊の最後の直弟子になった（『長

部』「大般涅槃経」の経文）とは、結集の作者たちの言葉である（saGgItikArakAnaM vacanaM）」

（DA: II. 182［590］）という表記は、まさに仏滅後に形成された現実態としての三蔵を意

味する。 

 また『長部註』「第一結集の話」における、 

 
buddhassa hi bhagavato bhAsite apanetabbaM nAma natthi. na hi tathAgatA ekabyaJjanampi 

niratthakaM vadanti. sAvakAnaM pana devatAnaM vA bhAsite apanetabbampi hoti, taM 

dhammasaGgAhakattherA apanayiMsu. pakkhipitabbaM pana sabbatthApi atthi, tasmA yaM yattha 

pakkhipituM yuttaM, taM pakkhipiMsuyeva. kiM pana tanti? 

“tena samayenA”ti vA, “tena kho pana samayenA”ti vA, “atha khoti vA”, “evaM vutteti” 

vA, “etadavocA“ti vA, evamAdikaM sambandhavacanamattaM. 

  「なぜなら仏、世尊に語られたものには、除去すべきものがないからである。如来たち

は、一の字句も無意味なものを説かれていない。しかし弟子たち、あるいは神々に語ら

れたものには、除去すべきものがある。法を結集する長老たちは、それを除去した。し

かし含むべきものは、すべてのところにもあった。それゆえに含むことがふさわしい場

合、それを含んだ。それはどのようなものか、と。 

  『そのとき（tena samayena）』と、あるいは、『ちょうどそのとき（tena kho pana samayena）』

と、あるいは、『そこで（atha kho）』と、あるいは、『このように説かれたとき（evaM 

vutte）』と、あるいは、『このことを言った（etadavoca）』などという、このような連結

の言葉だけがある」（DA: I. 12-13［13］） 

 

という記載は、第一結集の作者たちによって三蔵に手が加わっていたという現実性を表し

ている。 

 この「現実態としてのパーリ三蔵」が重要視されたことで、「すべての仏の言葉」のうち

の解脱、法と律、初・中・後、五部、九分教、八万四千の法蘊といった法数が、仏の言葉と

して、tepiTaka buddhavacana の表記のように重要視されるに至らなかった要因の一つと考え

ている。 
186 tattha “dhammakAyo itipI”ti kasmA tathAgato “dhammakAyo”ti vutto? tathAgato hi tepiTakaM 

buddhavacanaM hadayena cintetvA vAcAya abhinIhari. tenassa kAyo dhammamayattA dhammova. iti 

dhammo kAyo assAti dhammakAyo. 
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以上をまとめると、法である三蔵を身体とする如来・仏の存在を想定する素地は、すでに

ブッダゴーサ以前のインドに由来する概念として認められる。したがって、ブッダゴーサ独

自の見解とはならない。『長部註』のソースとなる「古資料の古層」における概念になるの

であろう。 

この『長部註』「世起経註」における説明は、パーリ三蔵ありきの如来・仏の存在を意味

する。いわば仏滅後に形成された「現実態としてのパーリ三蔵」を、仏の心にフィードバッ

クしたものと考える187。このように可能的存在の仏の心から三蔵が形成されるに至った側

面を「可能態188としてのパーリ三蔵」の役割とする。 

 南方上座部大寺派では、「仏の言葉」が「諸仏の言葉」となりえる。そして、その言葉に

現実態・可能態としてのパーリ三蔵を関連させていったのである。 

 

 

2. 1. 5. 小結 

 

 『長部註』では、buddha と vacana とに類似した概念と、その類似した概念が指し示す内

容とが多様に説かれていた。これらは「仏説」を意図した内容である。この「仏説」は、四

諦や三相などの教理的な内容と、戒の防護や止観などの実践的な内容からなるものである。

この「仏」は「過去七仏」が意図され、「諸仏の説」、「諸仏の言葉」となりえるものであ

った。 

さらに仏滅後に形成された「仏の言葉」を収録しうる「現実態としてのパーリ三蔵」と、

仏の心にもとづいた「可能態としてのパーリ三蔵」とが関連したことで、「三蔵よりなる仏

の言葉」（tepiTaka buddhavacana）は、まさしく「三蔵よりなる諸仏の言葉」に展開しえるの

である。 

 

 

2. 2. 「三蔵よりなる仏の言葉」の規定に至った一因 

 

 以上の分析は、「仏の言葉」（buddha-vacana）に類似した概念と、その類似した概念が指し

示す内容とを考察したものである。馬場紀寿［2008: 218］によれば、ブッダゴーサ作品に

は「ブッダの言葉」を拡大する流れと停止する視点といった両義的な位置があることを指摘

                                                   
187 これらの方法論や手法は平岡聡［2010］を参照した。平岡聡の「歴史を作ったブッダ」

と「歴史が作ったブッダ」という言葉を借りるならば、「歴史を作った三蔵」（可能態）と「歴

史が作った三蔵」（現実態）となる。 
188 この「可能態」（dynamics; potentiality）については、廣松渉・他［1998: 456］が以下

のように述べている。 

 

  「デュナミスが「可能態・能力」を意味する……また、実体の生成という時間軸を含む

自然学的な文脈では、生成の出発点にある質量をデュナミス、生成の完成時の形相と質

量の結合体をエネルゲイアと呼んだ」 

 

この「現実態・可能態」という視点を考察するにあたり、東西の研究史をふまえて経典を

伝承との関連性で精査し、経典創出運動などの示唆的な観点を提供してくれた論文が下田

正弘［2011, 2011a］である。 

南方上座部大寺派における経典創出の場で「仏の言葉」「過去七仏」「現実態としての三蔵」

「可能態としての三蔵」といった概念が活かされた側面を考慮したとき、経典たる三蔵に権

威や保証性を与える役割の一端を担ったと解釈すべきであろう。その役割は、南方上座部大

寺派が後代に三蔵の正典化に進んでいくための素地にもなったのではなかろうか。 
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している。ここでは、この両義について注目しながら、「三蔵よりなる仏の言葉」の規定に

至った一因を分析する。 

 

 

2. 2. 1. 「口承」の事例 

 

 『長部註』では、「口承」（口から口への伝承）であった時代の側面を随所に伝えている。

『長部註』「大譬喩経註」では、「比丘たちにとって、慈の心による行の制定・学処の告知、

業処の説話・説法、三蔵よりなる仏の言葉が慈口業と言われる189」（DA: II. 121［531］）と

記載している。 

『長部註』「結集経註」では、以下のような説明がある。 

 

「聞の武器とは、聞いたことが武器である。それ（聞の武器）は、意味からは三蔵より

なる仏の言葉である。なぜならそれ（聞の武器）に依止して、比丘は慧の武器に依止し

て勇敢な戦士となって動揺しないまま、大きな難路のような輪廻の難路を打たれるこ

とがないまま、超え過ぎるからである190」（DA: III. 184［1002］） 

 

これらの下線部から、「三蔵よりなる仏の言葉」を口の声と聴聞とによる伝達手段（口承）

で認識すべきとしていることがわかる。この「口承」とパーリ三蔵とが結びついた伝承とし

て『長部註』の序文の偈は、以下のように記述している。 

 

  「長く、長い経を標識とし、微妙で、仏と従って覚った者（声聞）が註解し、信をもた

らす徳をもつ最上の阿含の意味を明らかにするために、アッタカターは初め（第一結

集）から五百人の自在者によって結集された。後（第二・第三結集）にもくり返し結集

された。ときに自在者であるマハーマヒンダ（mahAmahinda）によって、シーハラ島

（sIhaLa-dIpa）に将来された。島に住む者たちのために、シーハラ語（sIhaLa-bhAsA）で

置かれた191」（DA: I. 1） 

 

 マヒンダ長老（紀元前 3 世紀後半ごろ）の時代であるので、当然、「口承」となる。この

伝承によれば、マヒンダ長老の来島時にアッタカターも将来されたことになる。ニカーヤの

意味を明かすのがアッタカターである。このニカーヤとアッタカターとがマヒンダ長老に

よって一挙にもたらされたことということになる。しかし、この説は受け入れられていない
192。時代を経て、徐々にパーリ三蔵やアッタカターは「口承」で将来されてきたのであろう。

                                                   
189  bhikkhUnaM mettacittena AcArapaJJattisikkhApadapaJJApanaM, kammaTThAnakathanaM, 

dhammadesanA, tepiTakampi buddhavacanaM mettaM vacIkammaM nAma. 
190 SutAvudhanti sutameva AvudhaM. taM atthato tepiTakaM buddhavacanaM. taJhi nissAya bhikkhu 

paJJAvudhaM nissAya sUro yodho avikampamAno mahAkantAraM viya saMsArakantAraM atikkamati 

avihaJJamAno. 

191 dIghassa dIghasuttaGkitassa, nipuNassa Agamavarassa, 

buddhAnubuddhasaMvaNNitassa, saddhAvahaguNassa. 

atthappakAsanatthaM, aTThakathA Adito vasisatehi, 

paJcahi yA saGgItA, anusaGgItA ca pacchApi. 

sIhaLadIpaM pana AbhatAtha, vasinA mahAmahindena, 

ThapitA sIhaLabhAsAya, dIpavAsInamatthAya. 

192 森祖道・山川一成（訳）［2005: 257］は、以下のように述べている。 

 

  「よって、マヒンダとその少人数の一行が、全聖典とその注釈書とを持って来たとする

説は、ほとんどあり得なかったとわれわれは推察する。諸聖典は何人かの頭の中に収め

られ、はるかに少しずつもたらされたに違いない」 
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この「口承」は、森祖道［1984: 274-276］によれば“BhANakA”（誦出者, 複数形）と深い関

係があり、BhANakA はパーリ三蔵を暗誦伝持することに務めていたと指摘している。言い換

えれば、「口承」を成立させるための絶対的要件は記憶力ということになる。『長部註』「大

般涅槃経註」には、以下のような三つの伝承がある。 

 

  「念を現前するとは、マハーガティンバヤ・アバヤ長老（mahAgatimbaya-abhayatthera）、

長部誦者アバヤ長老（dIghabhANaka-abhayatthera）、三蔵〔師〕チューラ・アバヤ長老

（tipiTaka-cULAbhayatthera）のように久しく行ったことなどを億念し、随念した者であ

る。伝え聞くところでは、マハーガティンバヤ・アバヤ長老が生まれて、第五日目にお

ける祝祭の粥のうちに嘴を伸ばしている鳥を見て、『フン、フン』という声を発した。

そこで彼は長老になる時に、『尊者よ、いつ以来、億念していますか』と、比丘たちに

よって尋ねられると、『友らよ、生まれて第五日目に声を発した以後です』と言った193」

（DA: II. 120［530］） 

 

 このマハーガティンバヤ・アバヤ長老は、森祖道［1984: 420-421］によると紀元前 2 世

紀末ごろの人物と推定されている。 

 

  「長部誦者アバヤ長老が生まれて、第九日目に母が接吻しようと屈んだとき、彼女の結

髪が解けた。そこからトゥンバ（tumba, 升目の単位）の量のスマナ花（sumanapuppha）

が幼児（アバヤ長老）の胸に落ち、苦が生じた。彼は長老になる時に、『尊者よ、いつ

以来、億念していますか』と尋ねられると、『友らよ、生まれて第九日目以後です』と

言った194」（DA: II. 120［530］） 

 

この長部誦者アバヤ長老について森祖道［1984: 382］は、紀元前 2 世紀末から紀元前 1

世紀前半ごろの人物としている。 

 

  「三蔵〔師〕チューラ・アバヤ長老は、『アヌラーダプラ（anurAdha-pura）における三

つの門を閉じさせ、人々を一つの門より出ることにして、「あなたの名前は何ですか。

あなたの名前は何ですか」と尋ねたならば、友らよ、夕方に再び尋ねなくても、彼らの

名前を受け取ることができます』と言った。このような比丘たちに関して、『念を現前

する』と説かれた195」（DA: II. 120［530］） 

                                                   

 

遠藤敏一［2011: 113-117］が、このスリランカへの仏教伝来時の事情を解説しているの

で、要点を示すと、マヒンダ長老の布教活動で説かれた経典は『小象跡喩経』『餓鬼事』『天

宮事』などの因果応報の理を説いたものであり、マヒンダ長老以前にも仏教徒が往来してい

た可能性、政治的動向からマヒンダ長老の来島は外交上の形式であった可能性などを指摘

している。 

193  upaTThitassatIti cirakatAdInaM saritA anussaritA mahAgatimbaya-abhayatthera-dIghabhANa-

abhayatthera-tipiTaka-cULAbhayattherA viya. mahAgatimbaya-abhayatthero kira jAtapaJcamadivase 

maGgalapAyAse tuNDaM pasArentaM vAyasaM disvA huM hunti saddamakAsi. atha so therakAle, “kadA 

paTThAya, bhante, sarathA”ti bhikkhUhi pucchito, “jAtapaJcamadivase katasaddato paTThAya Avuso” 

Aha. 

194 dIghabhANaka-abhayattherassa jAtanavamadivase mAtA cumbissAmIti onatA tassA moLi muccittha. 

tato tumbamattAni sumanapupphAni dArakassa ure patitvA dukkhaM janayiMsu. so therakAle, “kadA 

paTThAya, bhante, sarathA”ti pucchito, “jAtanavamadivasato paTThAyA”ti Aha. 

195 tipiTakacULAbhayatthero, “anurAdhapure tINi dvArAni pidahApetvA manussAnaM ekena dvArena 
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この三蔵〔師〕チューラ・アバヤ長老は、森祖道［1984: 395］が紀元前 1 世紀中葉から

後半の人物であると結論している。 

以上の三つの伝承は、ブッダゴーサ以前の人物に関した伝承となる。この人々の記憶力で

ある念は絶大なるものがあった。それは、まさしく経典やパーリ三蔵を身体化する「歩く三

蔵」とも言うべき存在である196。ただし、この記憶力である念をともなった「口承」に、絶

対に間違えが入らないとは、常識的には考えられないであろう。 

 

 

2. 2. 2. 「書承」の事例 

 

『長部註』では、「口承」のみならず「書承」（書を媒体とした伝承）になった時代の側面

も伝えている。この「書承」は、榎本文雄［2010: 116］によれば、インドにおいて口承か

ら書承に転換した契機は飢饉であり、書写の開始は紀元前後頃のことであったと指摘して

いる。遠藤敏一［2011: 121］は、 

 

「スリランカ仏教史上画期的な事業といえば、前一世紀ヴァッダガーマニー・アバヤ王

の時代に行われた「仏典書写」事業であろう。それまで暗誦で伝えられてきた仏陀の教

えを文字に書写したのである」 

 

と述べている197。これらによれば、書写の開始は紀元前一世紀～紀元前後ごろに始まったと

されている。『長部註』「マハーゴーヴィンダ経註」では、スダンマー天（sudhammA）にお

ける出来事として以下の伝承を記している。 

 

  「〔神々が〕黄金の美しい布（suvaNNapaṭṭa）と天然の朱（jAtihiGgulaka）を持ち、村、町、

王都に従い歩く。彼ら（神々）は『これこれの女性、あるいは男性は仏に帰依している。

法に帰依している。僧に帰依している。五戒を守っている……十善業道

（dasakusalakammapathe）を受持し、転起している』と、黄金の美しい布に天然の朱で

書き（likhitvA）、運び（AharitvA）、パンチャシカの手に渡す（denti）。パンチャシカはマ

ータリ（matAli）の手に渡す。マータリは受け取る者となり、神々の主サッカに渡す。 

                                                   

nikkhamanaM katvA, “tvaM kinnAmo, tvaM kinnAmo”ti pucchitvA sAyaM puna apucchitvAva tesaM 

nAmAni sampaTicchApetuM, “sakkA Avuso”ti Aha. evarUpe bhikkhU sandhAya, “upaTThitassatI”ti 

vuttaM. 

196 林行夫［2011: 43-49］を参照。 
197 遠藤敏一［2011: 122-123］は、古代シンハラ文字（ブラフミー文字）を用いて、現在の

マータレー郡アルヴィハーラという場所にある窟院で「仏典書写」することに迫られたこと

の理由を、以下のように述べている。 

 

・スリランカの歴史上、とくに南インドから侵略を受けてきたために仏教の衰退および仏

典を暗誦保持する比丘が少なくなる。 

・十二年間続いた飢饉による比丘の減少および私利私欲による出家で比丘教団が堕落し

た。 

・ライバルとなるアバヤギリ寺の建立およびマハーヴィハーラ寺のみをシンハラ王がサ

ポートするとは限らない政治的な要素。 

・マハーヴィハーラ寺派内部での意見の相違。 

・書写に必要なパームの樹（貝葉）が豊富であった。保存が良くても通常 200～300 年程

度の寿命。 
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  福業を行なう者が多くならず、書物（potthaka）が少なくなるという、そのことを見て、

神々は……不快になる。もし書物が多くなるならば、そのことを見て、神々は……適意

になる。その書物を持ち、神々の主サッカは告げる198」（DA: II. 243-244［650］） 

 

この伝承では、布に朱で書いた書物を手渡ししていくことを伝達手段とした「書承」が具

体的に述べられている。 

この「書承」については、『増支部註』における以下の伝承によって、「三蔵よりなる仏の

言葉」が書承されていた事実を窺うことができる。 

 

「このように法輪を転じている長老によって法が教示され（desito）、明らかにされて

（pakAsito）も、師によって教示され、明らかにされたものとなる。いかなる比丘、あ

るいは比丘尼、あるいは男性信者、あるいは女性信者、あるいは神、あるいは悪魔、あ

るいは梵天が法を教示し、明らかにしたとしても、そのすべては師によって教示され、

明らかにされたものと言われる。残りの人々は、文書（lekhA）を伝達する人の側にとど

まった。どのようにか？ 

たとえば王によって与えられた手紙（paNNa）を教えて、それぞれが仕事をするという、

その仕事はいかなる者によってなされ、行なわれたとしても、王によって行なわれたと

言われるようなものである。正等覚者は、大王のようなものである。三蔵よりなる仏の

言葉は、王の手紙（rAjapaNNa）のようなものである。三蔵における方針（naya）の入口

を与える手紙を教えるのは、手紙を与えるようなものである。四衆の自らの力によって

仏の言葉を学んで、他者たちに教示すること、明らかにすることは、それぞれの仕事を

するようなものである199」（AA: I. 95［122］） 
 

 ここでは文書や王の手紙が「書承」に関した伝達手段となっている。さらに『長部復註』

「相経復註」になると、以下のように伝えられている。 

 

  「パーリ（PALi）とアッタカター（aTThakathA）を書物（potthaka）で示すことによって

大長老たちが来集した。アッタカターとともに三蔵という書物を著したものにして正

法を長時のものにし、久住のものにした200」（DAT: III. 106［135］） 

                                                   
198 suvaNNapaṭṭaJca jAtihiGgulakaJca gaNhitvA gAmanigamarAjadhAniyo anuvicaranti. te, “asukA 

nAma itthI vA puriso vA buddhaM saraNaM gato, dhammaM saraNaM gato. SaGghaM saraNaM gato. 

paJcasIlAni rakkhati……dasakusalakammapathe samAdAya vattatI”ti suvaNNapaTTe jAtihiGgulakena 

likhitvA AharitvA PaJcasikhassa hatthe denti. PaJcasikho mAtalissa hatthe deti. mAtali saGgAhako 

sakkassa devaraJJo deti. 

yadA puJJakammakArakA bahU na honti, potthako khuddako hoti, taM disvAva devA……anattamanA 

honti. sace pana potthako mahA hoti, taM disvAva devA……attamanA honti. taM potthakaM gahetvA 

sakko devarAjA vAceti. 

199 evaM dhammacakkaM anuppavattentena pana therena dhammo desitopi pakAsitopi satthArAva 

desito pakAsito hoti. yo hi koci bhikkhu vA bhikkhunI vA upAsako vA upAsikA vA devo vA sakko vA 

mAro vā BrahmA vA dhammaM desetu pakAsetu, sabbo so satthArA desito pakAsitova nAma hoti, 

sesajano pana lekhahArakapakkhe Thitova nAma hoti. kathaM? 

yathA hi raJJA dinnaM paNNaM vAcetvA yaM yaM kammaM karonti, taM taM kammaM yena kenaci 

katampi kAritampi raJJA kAritanteva vuccati. mahArAjA viya hi sammAsambuddho. RAjapaNNaM viya 

tepiTakaM buddhavacanaM. paNNadAnaM viya tepiTake nayamukhadAnaM paNNaM vAcetvA 

taMtaMkammAnaM karaNaM viya catunnaM parisAnaM attano balena buddhavacanaM uggaNhitvA 

paresaM desanA pakAsanA. 

200 PALiM, aTThakathaJca potthakAropanavasena samAgatA mahAtherA, ye sATThakathaM piTakattayaM 

potthakAruLhaM katvA saddhammaM addhaniyaciraTThitikaM akaMsu. 
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ここでは、パーリ三蔵とアッタカター文献とが書承されていたことが周知の事実となっ

ている。 

 これらの伝承から見えてくることは、パーリ三蔵が「書承」によって伝達されていたとい

う事実である。 

 『長部』「大般涅槃経」では、仏が比丘たちに「四大教法」（catu-mahApadesa）を説法する

場面がある（DN: II. 103-105［124-126］）（Beの 188 節）。それに対応する『長部註』「大

般涅槃経註」は、この「書承」に危険があることを以下のように説明している。 

 

  「経で説明がなくとは、経の次第（suttapaTipATi）におけるどこでも述べられず、木の皮

をめくり上げ（challiM uTThapetvA）、「秘密のヴェッサンタラ（guLhavessantara）」「秘密の

傍道（guLhaummagga）」「秘密の律（guLhavinaya）」「有明蔵（VedallapiTaka）」のうち、

あるものから述べられたことが知られるという意味である。なぜなら、このように述べ

られたものが、貪などの調伏において知られていないならば、捨てられるべきものにな

るからである201」（DA: II. 157［566］） 

 

 この下線部から判断すると、「秘密のヴェッサンタラ」などの四つの作品群202が木の皮を

めくり上げたら、出てきたものとされている。これらの作品群は、明らかに「書承」による

産物の偽作とされており、南方上座部大寺派では当然、否定されるべきものである。このよ

うに「書承」による産物の偽作は認めないという認識をブッダゴーサは有していたと言える。 

 しかしながら、記憶力である念をともなった「口承」も、このような間違いが絶対に入ら

ないということはあり得ないことは、上述したとおりである。 

 以上のことから判明したことは、「口承」であれ、「書承」であれ、間違いや偽作が生まれ

てしまう危険があるということを、ブッダゴーサは認知していたということである。 

 

 

2. 2. 3. 「仏の言葉」の拡大 

 

 「仏の言葉」に拡大する流れがあったことについて、『長部註』「梵網経註」では、前文に

おける「世俗的な話」を後文で「勝義的の話」に転換する構造の伝承が存在する。以下のよ

うなものである。 

 

「それらのうち、『これこれの王は端正で、美しい』云々という仕方による在家的の話

は無益な話（tiracchAnakathA）である。『彼はこのような大きな威力があっても、滅尽に

至った（khayaM gato）』と、このように転回されたならば（pavattA）、業処（kammaTThAna）

の状態にとどまる203」（DA: I. 85［89］） 

 

 この下線部では、王のすばらしい容姿に関する話は、世間における「無益な話」となる。

そして、この話を、このような王でも最後には滅んでしまうといった話に転換すべきとして

いる。このような転換は、業処といった瞑想の対象になりえるとしている。以下も同様な構

                                                   

201 na ceva sutte osarantIti suttapaTipATiyA katthaci anAgantvA challiM uTThapetvA guLhavessantara-

guLhaummagga-guLhavinaya-VedallapiTakAnaM aJJatarato AgatAni paJJAyantIti attho. evaM AgatAni 

hi rAgAdivinaye ca na paJJAyamAnAni chaDDetabbAni honti. 

202 森祖道［2015: 180-187］によると、“VedallapiTaka”は大乗仏典の総称とされるが、残り

の三つは同定不能のテキストとされている。 
203 tesu asuko rAjA abhirUpo dassanIyotiAdinA nayena gehassitakathAva tiracchAnakathA hoti. sopi 

nAma evaM mahAnubhAvo khayaM gatoti evaM pavattA pana kammaTThAnabhAve tiTThati. 
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造である。 

 

「戦争に関しても、『バーラタ戦争（BhAratayuddha）などでは、これこれの者がこれこ

れの者をこのように殺した。このように貫いた』と、欲楽による話は無益な話である。

『彼らも滅尽に至った』と、このように転回されたならば、すべての場所で業処が生じ

る204」（DA: I. 85［89］） 

 

 これらの下線部は、ブッダゴーサ以前のインド本土で人口に膾炙していた「バーラタ戦

争」、いわゆる『マハーバーラタ』のような無益な伝承（物語）も、「滅尽に至った」という

業処に転換すべきとしている。 

 

  「さらにまた食べ物などに関して、『このように色のある、香りのある、味のある、感

触をそなえたものを食べた、受用した』と、欲楽によって語るのはふさわしくない。意

義のあるもの（sAtthaka）にして、『以前にこのような色などをそなえた食べ物、飲み物、

衣服、寝台、花飾り、香水を、戒をそなえた者たちに施した（adamha）』『塔で供養をし

た（cetiye pUjaM karimha）』と語るのはふさわしい（vaTTati）205」（DA: I. 85［89-90］） 

 

 この下線部においては、供物を自分で受用するといった欲楽の話を僧団や仏塔に供養す

べき話に転換することを勧めている。 

 

  「親族の話などに関して、『私たちの親族たちは勇敢で、強力である』と、あるいは『以

前に私たちは、このように彩色のある乗り物で行動した』という楽味によって語るのは

ふさわしくない。意義のあるものにして、『彼らも、私たちの親族たちも滅尽に至った』

と、あるいは『以前に私たちは、このような履物を僧団に施した』と語るのはふさわし

い。村の話も、『よく住んでいる。悪く住んでいる。よい施食がある。悪い施食がある』

云々とによって、あるいは『これこれの村に住む者たちは勇敢で、強力である』と、こ

のような楽味によるのでふさわしくない。意義のあるものにして、『信がある。浄信が

ある（saddhA pasannA）』と、あるいは『滅尽・衰滅（vaya）に至った』と語るのはふさ

わしい206」（DA: I. 85-86［90］） 

 

この下線部では、さまざまな無益な話を無常の話、仏教への供養・信・浄信に転換すべき

ことを勧めている。以下の伝承も、これまでの伝承の内容と軌を一にしている。 

 

  「女性の話も色・形などによる、楽味によるのでふさわしくない。『信がある。浄信が

ある。滅尽・衰滅に至った』というこのようなことはふさわしい。英雄の話も、『ナン

ディミッタ（nandimitta）という戦士、英雄がいた』という楽味によるのはふさわしく

ない。『信があった。滅尽に至った』というこのようなことはふさわしい。道路の話も、

                                                   
204 yuddhepi BhAratayuddhAdIsu asukena asuko evaM mArito, evaM viddhoti kAmassAdavaseneva 

kathA tiracchAnakathA. tepi nAma khayaM gatAti evaM pavattA pana sabbattha kammaTThAnameva hoti. 

205  api ca annAdIsu evaM vaNNavantaM gandhavantaM rasavantaM phassasampannaM khAdimha 

bhuJjimhAti kAmassAdavasena kathetuM na vaTTati. sAtthakaM pana katvA pubbe evaM 

vaNNAdisampannaM annaM pAnaM vatthaM sayanaM mAlaM gandhaM sIlavantAnaM adamha, cetiye 

pUjaM karimhAti kathetuM vaTTati. 
206 JAtikathAdIsu pana, “amhAkaM JAtakA sUrA samatthA”ti vA, “pubbe mayaM evaM vicitrehi 

yAnehi vicarimhA”ti vA assAdavasena vattuM na vaTTati. sAtthakaM pana katvA, “tepi no JAtakA 

khayaM gatA”ti vA, “pubbe mayaM evarUpA upAhanA saGghassa adamhA”ti vA kathetuM vaTTati. 

gAmakathApi suniviTThadunniviTThasubhikkha-dubbhikkhAdivasena vA, “ asukagAmavAsino sUrA 

samatthA”ti vA evaM assAdavasena na vaTTati. sAtthakaM pana katvA, “saddhA pasannA”ti vA, 

“khayavayaM gatA”ti vA vattuM vaTTati. 
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『これこれの道路は、よく位置している。悪く位置している。壮大で、適切である』と

いう楽味によるのはふさわしくない。『信がある。浄信がある。滅尽・衰滅に至った』

というこのようなことはふさわしい207」（DA: I. 86［90］） 

 

  「そのこと（井戸端の話）も、『端正な者は踊るのも、歌うのも巧みである』という楽

味によるのはふさわしくない。『信がある。浄信がある』云々という仕方によるのはふ

さわしい208」（DA: I. 86［90］） 

 

 以上の下線部を総括すると、多様な無益の話を「業処」や「無常」や「信・浄信」などと

いった仏教的に意義のあるものに転換すべきことを勧めた内容となる。 

 このように転換を勧める内容は、『長部註』「アンバッタ経註」が以下のように説いている。 

 

  「伝え聞くところでは、『如来がお生まれになるであろう』と、あらかじめ浄居天の神々

が諸ヴェーダ（Veda）に諸相（大人相）を含め、『これらは仏の真言（buddhamantA）で

ある』と、バラモンの装い（brAhmaNavesa）によって諸ヴェーダを教え、それに随従す

ることによって大きな威力をもつ有情たちは如来を知るであろう。それゆえに、以前に

は諸ヴェーダに大人相が述べられていた。しかし如来が般涅槃されると、次第に隠没し

た。それゆえに今はない、と209」（DA: I. 221-222［249］） 

 

ここでは、浄居天の神々が将来の如来誕生にそなえて、諸ヴェーダに「仏の真言」や「大

人相」といった「仏説」をふくめていた。しかし、如来が誕生して般涅槃すると、その「仏

説」が諸ヴェーダから消えていったという伝承である。仏教と諸ヴェーダとが共通して「仏

の真言」や「大人相」を伝えていてことは、「仏説」が諸ヴェーダにもふくまれていたとい

うことになる。 

続けて『長部註』「アンバッタ経註」は、以下のようにも伝えている。 

 

  「伝え聞くところでは、彼ら（アッタカなどのバラモン）は天眼（dibba-cakkhu）によ

って観察して他者を困惑することなく、カッサパ正等覚者（Kassapa-sammAsambuddha）、

世尊の教語（pAvacana）と結合し、聖典を編集した（mante ganthiMsu）。しかし後々のバ

ラモンたちは殺生などを含め、三ヴェーダを（tayo Vede）破壊し、仏の言葉（buddhavacana）

と相違したものにした210」（DA: I. 244［273］） 

 

往古のバラモンたちは天眼もそなえ、「仏の教語」や「仏の言葉」と合致していた聖典を

有していた。しかし後代になると、その聖典である三ヴェーダが改悪されていったという伝

承である。 

『長部註』「浄信経註」では、ジャイナ教に対して以下のような伝承を説いている。 

                                                   
207  itthikathApi vaNNasaNThAnAdIni paTicca assAdavasena na vaTTati, saddhA pasannA khayavayaM 

gatAti evameva vaTTati. sUrakathApi, “nandimitto nAma yodho sUro ahosI”ti assAdavasena na vaTTati. 

saddho ahosi khayaM gatoti evameva vaTTati. visikhAkathApi, “asukA visikhA suniviTThA dunniviTThA 

sUrA samatthA”ti assAdavasena na vaTTati. saddhA pasannA khayavayaM gatAti evameva vaTTati. 

208 sApi, “pAsAdikA naccituM gAyituM chekA”ti assAdavasena na vaTTati, saddhA pasannAtiAdinA 

nayeneva vaTTati. 

209  tathAgato kira uppajjissatIti paTikacceva suddhAvAsA devA Vedesu lakkhaNAni pakkhipitvA 

buddhamantA nAmeteti brAhmaNaveseneva Vede vAcenti. tadanusArena mahesakkhA sattA tathAgataM 

jAnissantIti. tena pubbe Vedesu mahApurisalakkhaNAni Agacchanti. parinibbute pana tathAgate 

anukkamena antaradhAyanti. tenetarahi natthIti. 

210 te kira dibbena cakkhunA oloketvA parUpaghAtaM akatvA KassapasammAsambuddhassa bhagavato 

pAvacanena saha saMsanditvA mante ganthiMsu. aparApare pana brAhmaNA pANAtipAtAdIni pakkhipitvA 

tayo Vede bhinditvA buddhavacanena saddhiM viruddhe akaMsu. 
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  「〔ニガンタ・ナータプッタがパーヴァーで〕死去しつつあるとき、『私（ニガンタ自身）

の主張（laddhi）は解脱に資することがなく、核心（sAra）がない。まず私たち（ジャイ

ナ教）が破滅している。残りの人々が苦界（apAya）を満たすものとなってはいけない。

もし私が「私の教え（sAsana）は解脱に資することがない」と言うならば、彼ら（ジャ

イナ教徒）は信じないであろう。私は二人の人々（ジャイナ教徒）を一つの方法で学ば

せないようにしてはどうであろうか。彼ら（二人のジャイナ教徒）は私の死後、相互に

争論するであろう。師（satthA，仏）はその争論に対して一つの法話（dhammakathA）を

語るであろう。それより彼らは教えが偉大であることを知るであろう』と考えた211」

（DA: III. 89-90［906］） 

 

この伝承は、ジャイナ教の開祖ニガンタ・ナータプッタの死を利用して、「仏の教えは偉

大である」という事実をニガンタに言わせている。そして、わざとジャイナ教徒を争論させ

ることで、結果的に仏の教えに導かれるという構造である。このニガンタの死がなければ、

法話である『長部』「浄信経」が仏によって語られなかったことになるので、ジャイナ教を

踏み台にした意図も見える。 

さらに『長部註』「結集経註」では、ジャイナ教の教理に対して以下のように解説してい

る。 

 

  「伝え聞くところでは、この（アーナンダの）質問は外道の宗義（titthiyasamay）にお

いて生じたということである。なぜなら外道たちは、十年（歳）の時に死んだニガンタ

（ジャイナ教徒）を『非十（niddasa）である』と言うからである。彼は再び、十年とな

らない。単に十年だけではない。九年ともならない……一年ともならない。この仕方に

よって二十年（歳）などの時において死んだ〔ニガンタ〕も「非二十（nibbIsa）、非三

十（nittiMsa）、非四十（niccattAlIsa）、非五十（nippaJJAsa）である」と説く。尊者アーナ

ンダが村で行動しているとき、その話を聞いて精舎に行き、世尊に告げた。世尊は言わ

れた。 

  『アーナンダよ、これは外道たちの同義語ではなく、これは私の（mama）教え（sAsana）

における漏尽者（khINAsava）の同義語（adhivacana）です。なぜなら漏尽者が十年（歳）

の時に般涅槃したならば（parinibbuto）、再び十年となることはありません…… 

なぜでしょうか？再び結生（paTisandhi）がないからです212」（DA: III. 222［1039-1040］） 

 

ここでは、ジャイナ教徒が十歳で死んだならば、「非十である（再び十歳とならない）」、

二十歳で死んだならば「非二十である（再び二十歳とならない）」と外道たちが語っている

話をアーナンダが聞いて、仏に報告した。仏は、この話が仏の教えにおける漏尽者と同義で

あることを明かされた。その意味は、般涅槃によって再び結生することなく、時間（年数）

にとらわれない者が漏尽者であるという解説でなる。言い換えれば、仏教とジャイナ教・外

                                                   
211  kAlaM kurumAno ca cintesi, “mama laddhi aniyyAnikA sAravirahitA, mayaM tAva naTThA, 

avasesajanopi mA apAyapUrako ahosi, sace panAhaM, “mama sAsanaM aniyyAnikan”ti vakkhAmi, na 

saddahissanti, yaMnUnAhaM dvepi jane na ekanIhArena uggaNhApeyyaM, te mamaccayena 

aJJamaJJaM vivadissanti, satthA taM vivAdaM paTicca ekaM dhammakathaM kathessati, tato te 

sAsanassa mahantabhAvaM jAnissantI”ti. 

212 ayaM kira paJho titthiyasamaye uppanno. titthiyA hi dasavassakAle mataM nigaNThaM niddasoti 

vadanti. so kira puna dasavasso na hoti. na kevalaJca dasavassova. navavassopi pe ekavassopi na hoti. 

eteneva nayena vIsativassAdikAlepi mataM nibbIso, nittiMso, niccattAlIso, nippaJJAsoti vadanti. 

AyasmA Anando gAme vicaranto taM kathaM sutvA vihAraM gantvA bhagavato Arocesi. bhagavA Aha, 

“ na idaM, Ananda, titthiyAnaM adhivacanaM mama sAsane khINAsavassetaM adhivacanaM. 

khINAsavo hi dasavassakAle parinibbuto puna dasavasso na hoti……kasmA? puna paTisandhiyA abhAvA. 
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道とで共通していた教理である「非十」の内容は、仏教以外では誤解されていたという事実

を明かしている。 

 以上の事例を総括すると、多様な無益の話と異教に関連した話という二つの話に大きく

分類できる。これらの話は、業処や無常や大人相や漏尽者などといった「仏説」と関連させ

られることで、「仏説」にふさわしいものとして転換するという構造である。 

 この構造は、「口承」や「書承」によって、意図的に「仏説」に転換されてしまうという

危険が起きる。この構造は「仏説」への換骨奪胎となり、「仏説」の際限なき拡大を招いて

しまうであろう。一方で、「仏説」を正しく示しえるという利点もある。これらの上記の事

例は、「仏の言葉」に拡大する流れがあったことの一端を示したものと考える。 

 ブッダゴーサは、このように意図的な「口承」と「書承」を用いたならば、「仏の言葉」

に拡大する流れが起きることを認知していた。したがって、ブッダゴーサはその危険を停止

する視点に立ち、「三蔵よりなる仏の言葉」を規定するに至ったと考える次第である。 

 

 

2. 2. 4. 小結 

 

 「三蔵よりなる仏の言葉」の規定に至った一因を分析した結果、以下の理由が挙げられる。 

 この「パーリ三蔵」は、「口承」と「書承」とによって伝持されてきた。「口承」は、記憶

力である念をともなった限りにおいて、伝持の手段としては最適であった。「書承」は、安

易な偽作が制作されかねないという危険があった。しかしながら、「口承」でも、「書承」で

も、間違えや偽作は起こりえるものである。 

 この「口承」と「書承」が意図的に、世間における無益な話や異教に関連した話に対して

「仏説」に転換するために用いられたとき、無造作に「仏の言葉」が拡大する危険と、「仏

説」を正しく示す利点といった両者が起こることになる。ブッダゴーサはその危険を停止す

るために、「三蔵よりなる仏の言葉」を規定したのである。 

 

 

2. 3. 結 

 

 「古資料」が制作されていた時代（前 3 世紀から紀元後 4 世紀冒頭）と重なる『大毘婆沙

論』では、三蔵を規定している。その規定の内容を『長部註』と比較検討した結果、共通す

る規定の内容が『長部註』に見られた。この規定の内容がインド起源のソースとなる「古資

料の古層」の伝承になると考えたのである。この内容は、パーリ三蔵を解脱の味などといっ

た同一性と、法・律、五部などといった多様性とによって規定していくものであった。 

 さらに『長部註』のソースとなる「古資料の古層」では、「仏の言葉」という伝承に「過

去七仏」、「仏の言葉」を収録しうる「現実態としてのパーリ三蔵」、仏の心にもとづいた「可

能態としてのパーリ三蔵」とを関連させていった。 

 このような「古資料の古層」における規定を土台とし、『長部註』は以下のように規定し

ていった。 

『長部註』では、buddha に類似した概念が仏（単数形）と諸仏（複数形）という用例にな

る。vacana に類似した概念は kathA, sAsana などと多様に表記されている。この「仏の言葉」

に類似した概念が指し示す内容は、「表面的内容」「教理的内容」「実践的内容」「体系的内容」

からなり、「仏説」の多様なる表記である。 

 これらのなかで四諦や三相などの「教理的内容」と、戒の防護や止観などの「実践的内容」

は、とくに諸仏の説を示すものとされる。この諸仏の説が「古資料の古層」における規定と

関連することで、「仏説」としての「仏の言葉」が「諸仏の言葉」となる。『長部註』にお

ける「三蔵よりなる仏の言葉」（tepiTaka buddhavacana）という表記は、まさしく「三蔵より

なる諸仏の言葉」になるのである。 
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「口承」と「書承」が意図的に、無益な話や異教に関連した話に対して「仏説」に転換す

るために用いられたならば、無造作に「仏の言葉」が拡大する危険と、「仏説」を正しく示

す利点といった両者が起こってしまう。ブッダゴーサはその危険を停止すべく、「三蔵より

なる仏の言葉」の表記を規定したのである。 

南方上座部大寺派におけるこれらの規定の意義は、「古資料の古層」における規定にもと

づき、多様に表記された「仏説」の内容は「諸仏の説」となり、「仏の言葉」、「諸仏の言葉」

にもなる。ここから「パーリ三蔵」が「仏の言葉」と一致させられ、「三蔵よりなる仏の言

葉」という表記になり、その意味は「三蔵よりなる諸仏の言葉」となる。こうなることによ

って、「口承」と「書承」による意図的な偽作を一切容認しない「三蔵よりなる諸仏の言葉」

が確立されるに至ったのである。 
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3. 『長部註』における古資料の内容213 

 

3. 0. 序 

 

 『長部註』における古資料は、どのような内容であったのか。この「古資料」は、「古資

料の古層」となる。その内容を解明するために、南方上座部大寺派の『長部』における各経

の伝承を北伝資料の伝承と比較検討していく必要がある。そうすることで、その伝承の共通

する部分と相違する部分を抽出することができる。従来の研究では、その共通する部分の伝

承が部派分裂以前の古い伝承であり、相違する部分の伝承はその部派独自の付加部分であ

ると考えられていた214。しかし、さらにその北伝資料の相違する部分の伝承を『長部註』『長

部復註』の伝承と比較検討していくと、そこに共通する伝承の存在が明らかとなる。 

 その北伝資料と『長部註』とに共通する伝承は、「古資料の古層」における内容を示すも

のとなる。なぜなら、ここで使用する北伝資料の中心的役割を果たすものが法蔵部の『長阿

含経』（412~413 年頃）であり、ブッダゴーサの『長部註』以前の資料であることは明白で

あるからである。「古資料」が制作されていた時代（前 3 世紀から紀元後 4 世紀冒頭）とは

重ならないが、その内容は、「古資料」が制作されていた時代のインドに由来する内容をも

つ伝承と見てさしつかえない215。 

具体的な研究方法についてであるが、『長部』と、『長阿含経』を中心とする北伝資料とを

比較検討し、その伝承の共通する部分と相違する部分を明かしていく。そのさいに北伝資料

の相違する部分の伝承には下線部を引いていく。そして、その下線部の伝承を『長部註』『長

部復註』の伝承と比較検討し、「古資料の古層」の内容として共通する部分の伝承の内容を

明らかにする。いわゆる伝承の事例研究である。 

 

 

3. 1. 「戒蘊篇」関連資料と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 1. 1. 「梵網経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 1. 1. 1. 事例 1: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「梵網経」では、遊行者スッピヤとその内弟子のブラフマダッタ青年とが語って

いたことについて、比丘たちがアンバラッティカーにおける王宮のなかで以下のように述

                                                   
213 ここでは全体的に越後屋正行［2006, 2007, 2009, 2009a, 2009b, 2011, 2011a］を適宜

参照し、加筆修正して本論文の一助とした。 
214 パーリ正典と漢訳阿含との間に共通する部分の伝承と相違する部分の伝承とを抽出す

るための従来の方法について、岩井昌悟［2012a: 76］は、以下のように疑問を呈している。

「諸部派に共通する情報が古いという仮説が真であるためには、諸部派間に交流が皆無で

あったという前提は必要」としたうえで、「ある部派で作られた新しい要素が、別の部派に

も採用された場合」、「実は新しいそれを、古い情報とみなしてしまうであろう」と述べてい

る。 

 続けて岩井昌悟［2012a: 76］は、「情報の付加のみがあり、情報が削除されることはない

という前提も必要」としたうえで、「ある部派が自身の主張に不都合といった理由で、ある

情報を削除した場合、古い情報が一部派にのみ保存される」可能性も指摘している。 

 以上の問題提起は、従来のパーリ正典と漢訳阿含との比較研究に疑義を述べたものであ

る。この比較研究に関する疑義をふまえ、第三の資料として『長部註』を中心としたアッタ

カター文献や『長部復註』を中心としたティーカー文献を比較研究の対象に加えて、本論文

では考察していく。 
215 馬場紀寿［2008: 247. n144］を参照。 
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懐している。 

 

「友らよ、不思議なことである。友らよ、珍しいことである。かの知っておられる方、

見ておられる方であり、阿羅漢、正等覚者である世尊は、有情たちの種々の意向の状態

をこれほどまで善く知っておられる。なぜなら、この遊行者スッピヤは多くの理由で仏

を誹謗して語り、法を誹謗して語り、僧を誹謗して語るが、遊行者スッピヤの内弟子の

ブラフマダッタ青年は多くの理由で仏を称賛して語り、法を称賛して語り、僧を称賛し

て語る。以上のように、この師と内弟子の二人は相互に正反対の話をして、世尊と比丘

僧団の後ろからついて来たからである216」（DN: I. 2） 

 

ここでは、この師弟が三宝について誹謗と称賛している理由は、有情たちの種々の意向の

状態が結びついたものとして伝えられている。 

 対応する『長阿含経』「梵動経」では、 

 

「そこでこの善念梵志とその弟子梵摩達は、如来と比丘僧団につき従っている。善念梵

志は無数の手段で如来と法と僧団を誹謗している。弟子の梵摩達は無数の手段で如来

と法と僧団を称賛している。師弟の二人は、それぞれ異なった思いを懐いている。見解

や習慣や好みが異なっているからである217」（T1. 88b） 

 

と述べている。この下線部が『長阿含経』「梵動経」のみに見られる伝承である。その二人

が三宝について誹謗と称賛している理由を、より詳細に述べている。 

 『長部註』「梵網経註」では、「なぜなら、この」を註釈するなかで『相応部』（14・14）

の経文218を引用したのち、以下のように解説している。 

                                                   
216  acchariyaM, Avuso, abbhutaM, Avuso, yAvaJcidaM tena bhagavatA jAnatA passatA arahatA 

sammAsambuddhena sattAnaM nAnAdhimuttikatA suppaTividitA. ayaM hi suppiyo paribbAjako 

anekapariyAyena buddhassa avaNNaM bhAsati, dhammassa avaNNaM bhAsati, saGghassa avaNNaM 

bhAsati. suppiyassa pana paribbAjakassa antevAsI brahmadatto mANavo anekapariyAyena buddhassa 

vaNNaM bhAsati, dhammassa vaNNaM bhAsati, saGghassa vaNNaM bhAsati. itihame ubho AcariyantevAsI 

aJJamaJJassa ujuvipaccanIkavAdA bhagavantaM piTThito piTThito anubandhA honti bhikkhusaMghaJca. 

217 而此善念梵志、及其弟子梵摩達、随逐如来及比丘僧。而善念梵志、以無数方便、毀謗仏

法及与衆僧。弟子梵摩達、以無数方便、称讃如来及法衆僧。師徒二人、各懐異心。異見・異

習・異親近故。 

218 『長部註』「梵網経註」（DA: I. 44-45［44］）における『相応部』（14・14）の経文の

引用は以下のとおりである。 

 

  dhAtuso bhikkhave sattA saMsandanti samenti, hInAdhimuttikA hInAdhimuttikehi saddhiM 

saMsandanti samenti, kalyANAdhimuttikA kalyANAdhimuttikehi saddhiM saMsandanti samenti. 

「比丘たちよ、領域により有情たちは交流し、交際します。劣った意向の者たちは劣っ

た意向の者たちと交流し、交際します。善き意向の者たちは善き意向の者たちと交流し、

交際します」（SN: I. 368［II. 154-155］） 

 

 対応する『雑阿含経』巻 16（46）でも、 

 

  衆生常与界倶、与界和合。云何衆生。常与界倶。謂衆生行不善心時、与不善界倶。善心

時与善界倶。勝心時与勝界倶。鄙心時与鄙界倶。 

「衆生は常に領域と一緒で、領域と和合している。衆生とはどのようなものか。常に領

域と一緒である。衆生というものが不善の心になるとき、不善の領域と一緒になる。善

き心になるとき、善き領域と一緒になる。勝れた心になるとき、勝れた領域と一緒にな
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「このように有情たちには種々の意向の状態（nAnAdhimuttikatA）、種々の志向の状態

（nAnajjhAsayatA）、種々の見解の状態（nAnAdiTThikatA）、種々の信仰の状態（nAnAkhantitA）、

種々の愛好の状態（nAnArucitA）がある。ナーリ（nALi, 升目の単位）で計量しているよ

うに、秤で量っているように種々の志向の状態に対する智と一切知智によって〔世尊

が〕知られたという、そのことは〔世尊が〕善く知っておられる219」（DA: I. 45［44］） 

 

ここでは、師弟二人が有情という広義になっている。仏が有情たちのさまざまな意向や志

向や見解などを「種々の志向の状態に対する智」と「一切知智」とで知っていたという背景

が下線部で示されている。 

 一方、『ウパーイカー』でも、上記の『長部』「梵網経」の伝承と直接対応する部分ではな

いが、その少し前の部分に、 

 

「そのとき、そのおりに遊行者のスプリヤというものは、あれこれの仕方で仏の非難を

述べ、法と僧団の非難を述べていた。遊行者のスプリヤの共住者でブラフマダッタとい

うものは、あれこれの仕方で仏の称賛を述べ、法と僧団の称賛を述べていた。この師弟

の両者とも、見解が相容れず、意向と考えが異なり、話し合いながらも、世尊、如来、

正等覚者の背後につき従っていった220」（Pe. No. 5595 Tu 162b-163a）221 

 

という伝承がある。『ウパーイカー』でも、師弟が三宝を誹謗と称賛している理由が見解や

意向などと関連して述べられている。その内容は、『長部』「梵網経」の伝承（種々の意向の

状態だけ）よりも若干詳しいと言えよう。 

 以上の下線部におけるように、師弟や有情の意見が相違した理由は、異なる意向や志向や

見解などによるものであることが確認できた。これは師弟という登場人物と、その周囲の出

来事が関係した事例である。このような事例を「人物に関連した事例」と定義する。この事

例は、『長部』「梵網経」に確認できない「有情たちの異なる意向や志向や見解など」に関す

                                                   

る。卑しい心になるとき、卑しい領域と一緒になる」（T2. 115a） 

 

という記載があり、内容は概して一致している。『長部註』「梵網経註」の註釈内容は、こ

の『相応部』の伝承にもとづいたものということになる。 

 青野道彦［2005］は、ブッダゴーサが「大般涅槃経註」で「四種律」（catubbidhavinaya）

に関連して、suttAnuloma（聖典に順ずるもの）、AcariyavAda（阿闍梨の説: アッタカター）、

attanomati（自らの意見）を sutta（聖典: 三蔵）と常に照合すべきであると説いていること

を指摘している。この「四種律」は、「四大教法」（cattAro mahApadesA）とも関係し、その註

釈家における解釈の相違にも青野道彦［2005a, 2007］は注目している。 

したがって、アッタカター文献の伝承がパーリ三蔵の伝承にもとづいていることをアッ

タカター文献自身が明確に示しているのである。 
219 evaM sattAnaM nAnAdhimuttikatA, nAnajjhAsayatA, nAnAdiTThikatA, nAnAkhantitA, nAnArucitA, nALiyA 

minantena viya tulAya tulayantena viya ca nAnAdhimuttikataJANena sabbaJJutaJANena viditA, sA yAva 

suppaTividitA. 

220 de'i tshe de'i dus na kun tu rgyu rab dga' zhes by aba rnam grangs du mas sangs rgyas kyi bsngags 

pa ma yin pa brjad chos dge 'dun kyi bsngags pa ma yin pa brjad chos dang dge 'dun kyi hsngags pa 

ma yin pa brjod par byed do/ kun tu rgyu rab dag'i lhan cig gnas pa tshangs pas byin zhes bya ba rnam 

grangs du mas sangs rgyas kyi bsngags pa brjad/ chos dang dge 'dun gyi bsngags pa brjad de/ slob 

dpon dang nye bar gnas pa 'di gnyis ka yang lha ba gzhan dang gzhan du gyur cing/ 'dod pa dang blo 

tha par smra ba yang bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzags pa'i sangs 

rgyas kyi phyi bzhin du 'brang bar gyur ta/ / 

221 本庄良文［2014: 366］を参照。 
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る伝承が、『長部註』「梵網経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共

通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 1. 1. 2. 事例 2: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「梵網経」では、その師弟が三宝について誹謗と称賛しているという話題を比丘

たちが語っているとき、「そこで世尊は、その比丘たちのこの話題をお知りになり、周円堂

に近づかれた222」（DN: I. 2）と示している場面がある。 

 対応する『長阿含経』「梵動経」では、 

 

「そのとき、世尊は静かな部屋で人間の耳より勝れた天の浄らかな耳によって比丘た

ちがこのように論じあっているのを聞かれた。世尊は静かな部屋から立ち上がり、講堂

に至って比丘たちの前に坐られ、知りながらもわざとお尋ねになった223」（T1. 88b） 

 

という記述がある。この下線部が『長阿含経』「梵動経」のみに見られる伝承である。仏が

天の浄らかな耳によって比丘たちの話題を聞いたという状況が確認できる。 

 一方、対応する『ウパーイカー』でも、 

 

「王堂に集まり、坐っているその多くの比丘たちがこのように話しているのを、日中の

休息をしておられた世尊は、きわめて清浄で、超人的な天の耳によってお聞きなった224」

（Pe. No. 5595 Tu 163a）225 

 

と伝えているので、下線部のその内容は一致している。 

 『長部註』「梵網経註」では、「お知りになり」を註釈するかたちで『長部』や『相応部』

を引用しながら、以下のように解説している。 

 

「お知りになりとは、一切知智（sabbaJJutaJJANa）によってお知りになりということで

ある。なぜなら世尊は、ある場合には『世尊は、大きな木の集まりがガンジス川（gaGgA-

nadI）の流れによって運ばれているのを見られた226』云々とにおけるように肉眼

（maMsacakkhu）で見て、お知りになる。ある場合には『世尊は清浄で超人的な天眼

（dibbacakkhu）によって、その神々が千にもなり、パータリ村（PATaligAma）における

もろもろの土地を受けているのを見られた227』云々とにおけるように天眼で見て、お知

                                                   
222  atha kho bhagavA tesaM bhikkhUnaM imam saMkhiyadhammaM viditvA yena maNDalamALo 

tenupasaMkami. 

223 爾時世尊、於静室中、以天浄耳過於人耳、聞諸比丘有如是論。世尊於浄室起、詣講堂所、

大衆前坐。知而故問。 
224 dge slong rab tu mang ba rgyal pa bzhugs sa na 'dus par gyur ces 'dug dga' de lta bu'i gtam brjad 

pa/ bcom ldan 'das nyin par gyi gnas pas lha 'rna ba shin tu rnam par dag pa mi las 'das pas gsan ta/ 

225 本庄良文［2014: 366］を参照。 
226 引用文の出典は『相応部』（35・177）（SN: II. 386［IV. 178］）となる。対応する『雑阿

含経』巻 43（10）は以下のとおりである。 

 

爾時世尊観察水、見恒水中有一大樹。 

「そのとき世尊は水を観察され、この河の水のなかに一つの大きな木があるのを見ら

れた」（T2. 314b） 
227 引用文の出典は『長部』「大般涅槃経」（DN: II. 74［87］）となる。対応する『長阿含経』

「遊行経」は以下のとおりである。 
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りになる。ある場合には『世尊は、尊者アーナンダとスバッダ遊行者とのこの会話をお

聞きになった228』云々とにおけるように自然の耳（pakatisota）で聞き、お知りになる。

ある場合には『世尊は清浄で超人的な天耳界によってサンダーナ（sandhAna）居士とニ

グローダ（nigrodha）遊行者とのこの会話を聞かれた229』云々とにおけるように天の耳

（dibbasota）で聞き、お知りになる。ここでは一切知智で聞き、お知りになった230」（DA: 

I. 45［44-45］） 

 

ここでは、仏が知るときには一切知智、肉眼、天眼、自然の耳、天の耳（下線部）という

五つの認識手段が存在するという事実が明かされている。『長部註』「梵網経註」は、この『長

部』「梵網経」の伝承については一切知智による認識手段を採用している。 

 問題は、『長部註』「梵網経註」が採用している一切知智による認識手段についてである。

なぜ、『長部註』「梵網経註」は一切知智による認識手段を採用したのか。この「お知りにな

り」の註釈のなかに、 

  

「お知りになり、かのお方には、『この比丘たちは、私の一切知智に関する徳を語って

いる。この者たちに一切知智の作用は明らかなものではない。私には明らかなものであ

る。私が行ったならば、この者たちは自分の話をただちに告げるであろう。そこから私

は、彼らにその意義の生起を作り、三種の戒を分配しながら、六十二の根拠（六十二見）

に対して反転すべきことがない獅子吼をしながら、縁の相に結合し、諸仏の徳を明らか

なものにしよう。そして須弥山（sineru）を挙げているように、黄金の鎚で天空を打っ

ているように一万の世界が震動する「梵網経」を阿羅漢果の頂点（arahattanikUTa）によ

って完成させながら、教示しよう。その教説（desanA）は、私が般涅槃したときでも、

五千年間、有情たちに不死の大涅槃（amatamahAnibbAna）を得させるものになるであろ

                                                   

 

爾時世尊於後夜明相出時、至閑静処。天眼清徹見諸大天神各封宅地。 

「そのとき世尊は夜明け近くに朝焼けが現れるとき、静まった場所に行かれた。澄みき

った天の眼によって上位の神々がそれぞれに領地を与えられているのを見られた」（T1. 

12b） 
228 引用文の出典は『長部』「大般涅槃経」（DN: II. 124［150］）となる。対応する『長阿含

経』「遊行経」に該当部分はない。 
229 引用文の出典は『長部』「ウドゥンバリカ経」（DN: III. 31［38］）となる。対応する『長

阿含経』「散陀那経」は以下のとおりである。 

  

爾時世尊在閑静室、以天耳聞梵志居士有如是論。 

「そのとき世尊は静かな部屋におられ、天の耳で梵志と居士がこのように論じあって

いるのを聞かれた」（T1. 47b） 
230 viditvAti sabbaJJutaJJANena jAnitvA. bhagavA hi katthaci maMsacakkhunA disvA jAnAti, “addasA 

kho bhagavA mahantaM dArukkhandhaM gaGgAya nadiyA sotena vuyhamAnaM”tiAdIsu viya. katthaci 

dibbacakkhunA disvA jAnAti, “ addasA kho bhagavA dibbena cakkhunA visuddhena 

atikkantamAnusakena tA devatAyo sahassasseva PATaligAme vatthUni parigaGhantiyo”tiAdIsu viya. 

katthaci pakatisotena sutvA jAnAti, “ assosi kho bhagavA Ayasmato Anandassa subhaddena 

paribbAjakena saddhiM imaM kathAsallApan”tiAdIsu viya. katthaci dibbasotena sutvA jAnAti, “assosi 

kho bhagavA dibbAya sotadhAtuyA visuddhAya atikkantamAnusikAya sandhAnassa gahapatissa 

nigrodhena paribbAjakena saddhiM imaM kathAsallāpan”tiAdIsu viya. idha pana sabbaJJutaJJANena 

sutvA aJJAsi. 
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う』という、この思いがあられた231」（DA: I. 48） 

 

という解説がある。波線部におけるように、比丘たちの話題そのものが一切知智に関係した

ものであることが示されている。そして、『長部』「梵網経」の教説が諸仏の徳・縁の相（縁

起）・阿羅漢果の頂点・大涅槃などに関係したものであることとも明解にされている。『長部

註』「梵網経註」は、このように非常に重要な概念を『長部』「梵網経」に持たせている。し

たがって、ここでは天の耳よりもランクが高い一切知智による認識手段を採用したのでは

なかろうか。 

 この「一切知智」という言葉は四部に存在していない。『小部』「無碍解道」

（paTisambhidAmagga）では、「如来の一切知智は、どのようなものか？すべての有為と無為

を残すことなく知っているから一切知智である232」（PTs. 125［I. 130］）などと定義づけて

いる。このような波線部の定義にもとづいて、『長部註』「梵網経註」は、仏が知るために五

つの認識手段のうち、一切知智による認識手段を採用したのであろう。 

 ところで『雑阿含経』巻 45（10）では、悪魔波旬と尸利沙遮羅比丘尼との対話のなかで

尸利沙遮羅比丘尼が説いた偈で、 

 

「清浄ですべてのものより脱しておられる。道の眼であまねく観察しておられる。すべ

ての智によってことごとく知られる。最勝にしてもろもろの漏を離れておられる。かの

お方は、すなわち私の大師（世尊）です233」（T2. 329a） 

 

という伝承がある。この波線部が「一切知智」を示すものかどうかは不明である。しかしな

がら、仏と一切知智とが関係しているように見えなくはないであろう。四部には存在しない

「一切知智」の伝承が北伝四阿含にすでに伝わっていたという可能性は、一応注意しておく

必要がある。なぜなら、この「一切知智」の伝承の一点に限って言えば、四部よりも『雑阿

                                                   
231 JatvA ca panassa etadahosi, “ime bhikkhU mayhaM sabbaJJutaJJANaM Arabbha guNaM kathenti, 

etesaJca sabbaJJutaJJANakiccaM na pAkaTaM, mayhameva pAkaTaM. Mayi pana gate ete attano 

kathaM nirantaraM Arocessanti. tato nesaM ahaM taM aTThuppattiM katvA tividhaM sIlaM vibhajanto, 

dvAsatthiyA thAnesu appaTivattiyaM sIhanAdaM nadanto, paccayAkAraM sanodhAnetvA buddhaguNe 

pAkaTe katvA, sineruM ukkhipento viya suvaNNakUTena nabhaM paharanto viya ca 

dasasahassilokadhAtukampanaM BrahmajAlasuttantaM arahattanikUTena nitthApento desessAmi, sA me 

desanA parinibbutassApi paJcavassasahassAni sattAnaM amatamahAnibbAnaM sampApikA bhavissatI”
ti. 
232 katamaM tathAgatassa sabbaJJutaJJANaM? sabbaM saGkhatamasaGkhataM anavasesaM jAnAtIti 

sabbaJJutaJJANaM. 
233 清浄一切脱 道眼普観察 一切智悉知 最勝離諸漏 彼則我大師。 

 

対応するパーリ『相応部』（5・7）においてシースパチャーラー比丘尼が説く偈は以下の

とおりである。 

 
sabbattha mutto asito, sabbaM passati cakkhumA. 

sabbakammakkhayaM patto, vimutto upadhisaGkhaye. 

so mayhaM bhagavA satthA, tassa rocemi sAsananti. 

「すべての場所で脱し、独立しておられる。眼をそなえ、すべてのものをみておられる。

すべての業の滅尽を得られ、依著の滅尽において解脱しておられる。かのお方は私の世

尊で師です。かのお方の教えに喜びます」（SN: I. 135［133］） 

 

ここでは「一切知智」に該当する言葉は存在していないので、『雑阿含経』における「一

切知智」を連想させる言葉は付加されたものであろう。 
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含経』の方が新しい伝承を説いていることになるからである。 

 以上の下線部において、仏が知るための認識手段の共通事項として「天の耳」の存在を確

認した。それは『長部』「梵網経」に確認することができない。この場合も、仏という人物

に関する事例であるので、「人物に関連した事例」に当てはめる。ただし、『長部註』「梵網

経註」では、一切知智による認識手段を採用しているので、厳密にいえば下線部と一致しな

い。しかしながら、仏の認識手段の内容を示したという点では一致しているので、共通する

事例と考えた。この事例は、『長部』「梵網経」に確認できない「天の耳」に関連した伝承が、

『長部註』「梵網経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝

承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 1. 1. 3. 事例 3: 平俗的な事例 

 

 『長部』「梵網経」では、凡夫が如来を称賛しながら語っている。そこでは、些細で世間

的な戒しか語られていないと如来が断じている。その戒のうちの「小戒」（cULasIla）につい

て説明しているなかに、「沙門ゴータマは、田地を受けることから離れている234」（DN: I. 5）

という記述がある。 

対応する『長阿含経』「梵動経」では、「田んぼや住宅を蓄えて、五穀を発育していない235」

（T1. 89a）と述べている。一般的に五穀とは、米、麦、粟、黍（稗）、豆236である。この下

線部が『長阿含経』「梵動経」のみに見られる伝承である。 

『長部註』「梵網経註」では、「田地」を註釈するかたちで、「そのうち、田（khettaM）は、

前食（pubbaNNa）を生長する所である。地（vatthu）は、後食（aparaNNa）を生長する所であ

る237」（DA: I. 76［78］）と説明している。 

『小義釈』（culla-niddesa）によると、「前食とは、米、稲、大麦、小麦、稗、豆、穂であ

る。後食とは、スープである238」（CNd. 280［175］）と説かれている。下線部より判断する

と、食事の前半で食べるものが前食、食事の後半で食べるものが後食ということになろう。 

以上の下線部は、普通の一般的な伝承からなる。ここでは、このような伝承を「平俗的な

事例」と定義する。この「前食」と「五穀」とは一致する点が多い。この事例は、『長部』

「梵網経」に確認できない「前食と五穀」という伝承が、『長部註』「梵網経註」のソースと

なる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したもので

ある。 

 

 

3. 1. 1. 4. 事例 4: 同義語に関連した事例 

 

 『長部』「梵網経」では、凡夫が如来を称賛しながら語っている。そこでは、些細で世間

                                                   

234 khettavatthupaTiggahaNA paTivirato samaNo gotamo. 
235 不畜田宅種殖五穀。 
236 新村出（編）［2012: 998］を参照。 
237 tattha khettaM nAma yasmiM pubbaNNaM ruhati. vatthu nAma yasmiM aparaNNaM ruhati. 
238 pubbaNNaM nAma sAli vIhi yavo godhumo kaGgu varako kudrUsako. aparaNNaM nAma sUpeyyaM. 

 

ちなみに後代の『律註』では、「後食」が以下のように解説されている。 

 

muggamAsatilakulatthaalAbukumbhaNDAdibhedaJca aparaNNaM adhippetaM. 

「豆、そら豆、胡麻、豌豆、南瓜、冬瓜などの区分が後食と意趣された」（Vin-paciA. 

50［VA: IV. 784］） 
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的な戒しか語られていないと如来が断じている。その戒のうちの「大戒」（mahAsIla）につい

て説明しているなかに、 

 

「……上部の治療、下部の治療、頭痛の治療、耳への油、眼を暖かくすること、鼻の治

療、目薬、軟膏、眼科の学問、外科手術、小児治療、根薬を与えること、もろもろの薬

草の下剤239……」（DN: I. 11［12］） 

 

という記載がある。これは、さまざまな治療方法を伝えている伝承となる。 

 対応する『長阿含経』「梵動経」では、「あるいは医術や鍼灸や薬を扱って、多くの病気を

治す240」（T1.89c）と述べている。簡略な記述であるが、この「鍼灸」に着目すると、「針」

が連想されるであろう。この下線部が『長阿含経』「梵動経」のみに見られる伝承である。 

 『長部註』「梵網経註」では、「眼科の学問」を註釈するなかで、「眼科の学問とは、針の

医術（salAkavejjakamma）である241」（DA: I. 92［98］）と説いている。この下線部から、「針」

という共通の伝承が確認できるであろう。 

 この調査事例は、医療に使う針に関する同義語や言い換えの類であるといえる。漢訳資料

は翻訳されたものである以上、元の原語が特定できない。もしくは元の言語がパーリ語文献

資料の言語に同定できたとしても、そこに微妙な差異や解釈の相違が生まれるのは理の当

然であろう。 

森祖道［2000: 173］は、以下のように指摘している。 

 

「それぞれ 1~2 の同義語を以って言い換えて説明しているのがその主たる内容となっ

ている。これは言うまでもなく、アッタカターの一部によく見られる、いわゆる最初期

のアビダルマ的説明であり、この様な部分は恐らくシーハラ・ソースの中のインド起源

の古層に属するものと考えられる」 

 

 この指摘によれば、同義語を示していくことは、インド起源の「古資料の古層」における

手法の一種であることがわかる。ここでは、この医療に使う「針」や「鍼灸」のように同義

語や言い換えを中心とている事例を「同義語に関連した事例」と定義する。この事例は、『長

部』「梵網経」に確認できない「医療に使う針」という伝承が、『長部註』「梵網経註」のソ

ースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示した

ものである。 

 

 

3. 1. 1. 5. 事例 5: 同義語に関連した事例 

 

 『長部』「梵網経」では、仏が説法し終わったとき、アーナンダが「その教え（教法）の

名称をどのようにしますか」と質問している場面がある。その質問に対して仏は、以下のよ

うに解答している。 

 

「アーナンダよ、それゆえに、ここであなたはこの教法を『意義の網』（atthajAla）とし

て、それを受持しなさい。『法の網』（dhammajAla）として、それを受持しなさい。『梵

の網』（brahmajAla）として、それを受持しなさい。『見解の網』（diTThijAla）として、そ

                                                   
239  uddhamvirecanaM adhovirecanaM sIsavirecanaM kaNNatelaM nettatappanaM natthukammaM 

aJjanaM paccaJjanaM sAlAkiyaM sallakattiyaM dArakatikicchA mUlabhesajjAnaM anuppadAnaM 

osadhInaM paTimokkho. 
240 或為医方鍼灸薬石療治衆病。 
241 sAlAkiyanti salAkavejjakammaM. 
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れを受持しなさい。『無上の戦勝』（saNgAmavijaya）として、それを受持しなさい242」（DN: 

I. 43［46］） 

 

いわば仏が経名を決める経のクライマックスともいえる部分である。対応する『長阿含経』

「梵動経」では、「仏は阿難に、『まさしくこのお経を名づけるならば、意義の動き、法の動

き、見解の動き、悪魔の動き、梵の動きとしなさい』と述べられた243」（T1. 94a）と記載し

ている。この下線部が『長阿含経』「梵動経」のみに見られる伝承である。「悪魔の動き」と

いう特徴的な内容が示されている。 

この『長阿含経』「梵動経」の該当部分について丘山新・他（訳注）［2002: 6, 247. n122］

（担当・末木文美士）は、パーリ本とチベット本との翻訳を参照したうえで、この「動」（cAla）

はわかりにくく、「網」（jAla）の訳が適切であると指摘している。そして、その訳文を丘山

新・他（訳注）［2002: 67］（担当・末木文美士）は、「仏は「この経を義動・法動・見動・

魔動・梵動と名づけなさい」と阿難に告げられた」としている。ここでは、「義動・法動・

見動・魔動・梵動」が原文のまま翻訳しされており、意味が不明瞭である。 

 仮に「動」が「網」であるならば、「魔網」「梵網」となる。これらはおそらく『長部』「梵

網経」における「無上の戦勝」と「梵の網」とに対応する。意味をとって和訳するならば、

「悪魔のかかる網」（被動作主）と「梵天のかけた網」（動作主）となるであろう。しかし、

そこには被動作主と動作主とが合致しない。 

 この場合は二様に解釈できる「動」の内容が適切ではなかろうか。すなわち、「悪魔の動

き（動揺）」と「梵天の動き（行動）」という和訳である。この解釈を裏づけるものとして『長

部註』「梵網経註」では、「無上の戦勝」を註釈するなかで以下のように記している。 

 

「この教法を聞き、天子の悪魔（devaputtamAra）も、蘊の悪魔（khandhamAra）も、死の

悪魔（maccumAra）も、煩悩の悪魔（kilesamAra）も破壊すること（maddituM）ができる

から、それゆえに『無上の戦勝』として、それを受持しなさい244」（DA: I. 118-119［129］） 

 

 ここから「悪魔の破壊」が『長阿含経』「梵動経」に見られる「悪魔の動き（動揺）」と対

応していると理解した。ここでは、「動」という言い換えに関する事例であるので、「同義語

に関連した事例」に当てはめる。この事例は、『長部』「梵網経」に確認できない「悪魔の動

揺や破壊」という伝承が、『長部註』「梵網経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資

料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 1. 1. 6. 小結 

 

 以上、五つの事例を通して『長部註』「梵網経註」（南方上座部大寺派）と北伝資料とに共

通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「梵動経」（法蔵部）、『ウパ

ーイカー』（説一切有部系）である。 

この五つの事例は、『長部』「梵網経」に確認できない伝承が上記の北伝資料と『長部註』

「梵網経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から見たとき、これらの事例

は『長部註』「梵網経註」のソースとなる「古資料の古層」における内容となる。 

                                                   

242 tasmAtiha tvaM, Ananda, imaM dhammapariyAyaM atthajAlantipi naM dhArehi, dhammajAlantipi 

naM dhArehi, brahmajAlantipi naM dhArehi, diTThijAlantipi naM dhArehi, anuttaro saNgAmavijayotipi 

naM dhArehi. 
243 仏告阿難、「当名此経為義動・法動・見動・魔動・梵動」。 
244 yasmA pana imaM dhammapariyAyaM sutvA devaputtamArampi khandhamArampi maccumArampi 

kilesamArampi sakkA maddituM, tasmA, “anuttaro saNgAmavijayotipi naM dhArehI”ti. 
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そのなかで事例 4, 5 は、『長阿含経』が翻訳された漢訳資料であるので、その元の言語と

パーリ語との同定は難しい。そこでは微妙な差異や解釈の相違が生まれる。したがって、こ

れらの共通する事例は同義語や言い換えの類となっている。これらは、インド起源の「古資

料の古層」における手法の一種となる。 

南方上座部大寺派と法蔵部と説一切有部とは、部派分裂以前には同じ上座部系であった。

この三つの部派には共通する伝承があったという想定も成りたつであろう。この共通する

伝承は、部派間で流通や交流していく過程で微妙に変化や改編していったとも考えられる。 

 

 

3. 1. 2. 「沙門果経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 1. 2. 1. 事例 1: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「沙門果経」では、仏との対面を果たしたアジャータサットゥ王が比丘僧団と息

子のウダヤバッダ（udayabhadda）とを対比している。そして、アジャータサットゥ王は自

分の息子に思いを寄せながら、仏と対話する一場面がある。以下のような描写である。 

 

「一方に立ったマガダ国の王であり、ヴィデーヒーの子であるアジャータサットゥは、

澄んだ湖のように沈黙している比丘僧団を観察して、『今や比丘僧団は寂静をそなえて

いる。私の息子ウダヤバッダも、この寂静をそなえてほしい』という、感興の言葉を述

べた。 

『大王よ、あなたは愛情のままに寄せました』と。 

『尊師よ、私には愛する息子ウダヤバッダがおります。尊師よ、今や比丘僧団は寂静を

そなえています。私の息子ウダヤバッダも、この寂静をそなえてほしいのです』と245」

（DN: I. 47［50］） 

 

 ここでは、比丘僧団を観察して、息子のウダヤバッダにも寂静がそなわってほしいと願う

アジャータサットゥ王の親心が垣間見える。対応する『長阿含経』「沙門果経」では、 

 

  「〔阿闍世王が〕静かに四方を見回すと、歓喜の心を生じて口が勝手に、『今、この沙門

たちは、ひっそりと静まりかえり、心の静寂をそなえている。願わくは私の太子優婆耶

にも、これと異ならないほどの心の静寂が成就してほしい』という言葉を発した。 

  そのとき、世尊は阿闍世王に、『あなたは子のことを思っているからこそ、「願わくは私

の太子優婆耶にも、これと異ならないほどの心の静寂が成就してほしい」と、口が勝手

に言葉を発したのです』と言われた246」（T1. 108a） 

 

と記している。この下線部が『長阿含経』「沙門果経」のみに見られる伝承である。阿闍世

王（アジャータサットゥ王）が仏と対話しているなかで、「歓喜の心」が阿闍世王に生じた

                                                   

245  ekamantaM Thito kho rAjA mAgadho ajAtasattu Vedehiputto tuNhIbhUtaM tuNhIbhUtaM 

bhikkhusaGghaM anuviloketvA rahadamiva vippasannaM udAnaM udAnesi, “iminA me upasamena 

udayabhaddo kumAro samannAgato hotu, yenetarahi upasamena bhikkhusaGgho samannAgato”ti.  

“AgamA kho tvaM, mahArAja, yathApeman”ti.  

“piyo me, bhante, udayabhaddo kumAro. iminA me, bhante, upasamena udayabhaddo kumAro 

samannAgato hotu yenetarahi upasamena bhikkhusaGgho samannAgato”ti. 

246 黙然四顧、生歓喜心、口自発言、「今諸沙門寂然静黙止観具足。願使我太子優婆耶亦止観

成就与此無異」。 

爾時世尊告阿闍世王曰、「汝念子故口自発言。願使太子優婆耶亦止観成就与此無異」。 
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という伝承が確認できる。 

 『長部註』「沙門果経註」では、「大王よ、あなたは愛情のままに寄せました」を註釈する

なかで、「彼（アジャータサットゥ王）は喜悦を生じ（somanassajAta）、世尊に話しかけなが

ら、『尊師よ、私には愛する（ウダヤバッダ）』云々と言った247」（DA: I. 140［154］）という

記載がある。ここからも、アジャータサットゥ王が仏と対話しているなかで、アジャータサ

ットゥ王に喜悦が生まれたという共通の伝承を下線部より確認することができる。 

 一方、対応する『増一阿含経』巻 39（43・7）（所属は不明、訳出年代は 384-385 年、訳

者は曇摩難提・竺仏念・道安たち）でも、 

 

  「王はまた述べて、『私は今日、聖なる集団を観察しましたが、非常に静まりかえって

いました。私の優陀耶太子も、またこのような静けさや落ちつきを持ってほしいのです』

と言った。 

そのとき、王である阿闍世は、叉手して自らのことを述べて、『世尊よ、ただ願わくは、

まさに見て観察してください』と話しかけた。 

世尊は告げて、『大王よ、ようこそ来ました』と言われた。 

王は如来の言葉を聞いて、すばらしい歓喜を懐いた248」（T2. 763a） 

 

と述べている。ここでは、阿闍世王に歓喜が存在していたことを下線部が示している。 

同じく対応する『寂止果経』（所属は不明、訳出年代は東晋代、訳者は竺曇無蘭）でも、 

 

  「世尊に述べて、『仏の心は静まりかえり、微妙で迷いがありません。弟子もまた同じ

です。願わくは、私の心や意向も微妙になり、静まりの境地もこのようなものでありた

いです。一人の子どもがおり、名は帛賢と言います』と言った。 

  その王に述べて、『大王よ、願わくはこの行ないを得てください』と言われた。 

  王は仏に述べて、『わかりました、世尊よ。願わくは僧団に親しみ、その心は歓喜してお

ります』と言った249」（T1. 271b） 

 

という記述がある。ここでも、王に仏との対話から生まれた歓喜があることを下線部が明確

に示している。 

以上の下線部から見えてくることは、比丘僧団、ウダヤバッダ（優陀耶, 帛賢）、仏、アジ

ャータサットゥ王（阿闍世王）という「人物に関連した事例」であるということである。こ

の事例は、『長部』「沙門果経」に確認できない「アジャータサットゥ王に歓喜が生まれた」

という伝承が、『長部註』「沙門果経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにお

いて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

 

 

                                                   
247 so somanassajAto bhagavantaM Alapanto, “piyo me, bhante”tiAdimAha. 

248 王復告曰、「如我今日、観察聖衆、極為寂然。使我優陀耶太子、亦当如是寂然無為」。 

時王阿闍世、叉手自称説曰、「唯願世尊、当見観察」。 

世尊告曰、「善来大王」。 

王聞如来音響、極懐歓喜。 
249 白世尊言、「仏心寂然、微妙無念。弟子亦爾。願令我心志于微妙、隠定如是。有一童子。

名曰帛賢」。 

白其王言、「大王願欲、得是行耶」。 

王白仏言、「唯然世尊、願楽衆僧、其心歓悦」。 
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3. 1. 2. 2. 事例 2: 同義語に関連した事例 

 

 『長部』「沙門果経」では、仏がアジャータサットゥ王に「〔五〕蓋を捨てること」に関す

る教えを説いているなかで比喩が記載されている。以下のような伝承（Beの 222 節）とな

る。 

 

「大王よ、たとえば財産をもち、富をもつ人が、飢饉があり、恐怖がある荒野の道を進

むとします。彼は後の時期に、その荒野を超えて無事に、平穏な恐怖のない村の辺に到

着します250」（DN: I. 69［73］） 

 

伝承の内容は、大金持ちの人が危険な荒野を渡った結果、無事であったというものである。

本来、対応する北伝資料は『長阿含経』「沙門果経」（27 番目）となるが、ここではその伝

承が省略されている。この伝承が先で記載されているのが『長阿含経』「阿摩晝経」（20 番

目）である。 

対応する『長阿含経』「阿摩晝経」では、「また多くの人々が財宝をもち、大荒野を通過し

て、盗賊に遭遇せず、安心して通過することを得たようなものです251」（T1. 85b）と述べて

いる。この下線部が『長阿含経』「阿摩晝経」のみに見られる伝承である。これは、「荒野」

と「盗賊」とが関係していることを伝えたものである。 

 『長部註』「沙門果経註」では、上記の『長部』「沙門果経」の伝承と直接対応する部分で

はないが、Beの 223 節（DN: I. 69［73］）における「五蓋」のなかの「疑」を註釈するなか

で以下のように説明している。 

 

  「つぎに、たとえば荒野の道を進んでいる人は、盗賊（cora）たちが人々のものを掠奪

した場所と征服した場所を見て、杖の音にも、鳥の声にも『盗賊たちがやって来た』と

疑惧し、疑惑することになる252」（DA: I. 192［214］） 

 

以上の下線部は、「盗賊」という「同義語に関連した事例」に当てはまる。荒野の道には

「盗賊」の恐怖がつきものという内容が、『長部註』「沙門果経註」のソースとなる「古資料

の古層」の内容として共通している。 

 

 

3. 1. 2. 3. 事例 3: 平俗的な事例 

 

 『長部』「沙門果経」では、アジャータサットゥ王が仏の説法を聞き終わったとき、以下

のように帰依を宣言している（Beの 250 節）。 

 

「尊師よ、この私は世尊に、法に、比丘僧団に帰依をいたします。今日以降、一生涯、

世尊は私を帰依する男性信者としてお認めください。尊師よ、罪が愚かさのままに、昏

迷のままに、不善のままに私を犯しました。私は法を治め、法王なる父を、主権のため

に生命を奪いました。尊師よ、世尊はその私の罪を罪として、未来に防護するためにお

受けとめください253」（DN: I. 80［85］） 

                                                   
250 seyyathApi, mahArAja, puriso sadhano sabhogo kantAraddhAnamaggaM paTipajjeyya dubbhikkhaM 

sappaTibhayaM. so aparena samayena taM kantAraM nitthareyya sotthinA, gAmantaM anupApuNeyya 

khemaM appaTibhayaM. 
251 又如人多持財宝経大広野。不遭賊盜安隱得過。 
252  yathA pana kantAraddhAnamaggappaTipanno puriso corehi manussAnaM viluttokAsaM 

pahatokAsaJca disvA daNDakasaddenapi sakuGasaddenapi, “corA AgatA”ti ussaGkitaparisaGkitova hoti. 
253 esAhaM, bhante, bhagavantaM saraNaM gacchAmi dhammaJca bhikkhusaGghaJca. upAsakaM maM 
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 この帰依の宣言は、パーリ語文献資料でよく使用される定型句である。対応する『長阿含

経』「沙門果経」では、 

 

「私は今、仏に帰依し、法に帰依し、僧団に帰依いたします。私は正しい教えのなかに

おいて男性信者となることをお許しください。今より後、身体の寿命が尽きるまで、殺

さず、盗まず、婬欲せず、欺かず、飲酒しません254」（T1. 109b） 

 

という記述がある。この下線部が『長阿含経』「沙門果経」のみに見られる伝承である。こ

こでは「五戒」が述べられている。 

 『長部註』「沙門果経註」では、上記の『長部』「沙門果経」の伝承と直接対応する部分で

はないが、同じ Beの 250 節における「帰依の話」を註釈しているなかで以下のような解説

がある。 

 

「彼の戒とは何かとは、五の離（veramaNI）である。たとえば『マハーナーマ（mahAnAma）

よ、男性信者は殺生から離れています。偸盗から、諸欲における邪行から、妄語から、

放逸の原因になる穀酒・果酒から離れています。マハーナーマよ、これだけで、男性信

者は戒をそなえた者になります255』と言っているようなものである256」（DA: I. 209

［235］） 

 

 以上の下線部は、「平俗的な事例」に当てはまる。この事例は、『長部』「沙門果経」に確

認できない「帰依における五の離と五戒」という伝承が、『長部註』「沙門果経註」のソース

となる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したもの

である。 

 

 

3. 1. 2. 4. 事例 4: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「沙門果経」では、説法を聞き終わってその場を立ち去ったアジャータサットゥ

王のことについて、仏が比丘たちに、以下のように話しかけている。 

 

「そこで世尊は、マガダ国の王であり、ヴィデーヒーの子であるアジャータサットゥが

出発してまもなく、比丘たちに、『比丘たちよ、この王は掘りだされています。比丘た

                                                   
bhagavA dhAretu ajjatagge pANupetaM saraNaM gataM. accayo maM, bhante, accagamA yathAbAlaM 

yathAmULhaM yathAakusalaM, yohaM pitaraM dhammikaM dhammarAjAnaM issariyakAraNA jIvitA 

voropesiM. tassa me, bhante bhagavA accayaM accayato paTiggaNhAtu AyatiM saMvarAya. 

254 我今帰依仏・帰依法・帰依僧。聴我於正法中為優婆塞。自今已後尽形寿不殺・不盜・不

婬・不欺・不飮酒。 
255 引用文の出典は『増支部』（36・15）（AN: III. 56［IV. 220］）となる。対応する『雑阿

含経』巻 33（11）は以下のとおりである。 

 

仏告摩訶男、「優婆塞離殺生・不与取・邪婬・妄語・飲酒、不楽作。摩訶男、是名優婆

塞戒具足」。 

「仏は摩訶男に、『優婆寒は殺生・不与取・邪婬・妄語・飲酒を離れ、快楽のままにし

ません。摩訶男よ、これを優婆寒の戒の具足と名づけます』と言った」（T2. 236b） 

256 kimassa sIlaNti paJca veramaNiyo. yathAha, “yato kho, mahAnAma, upAsako pANAtipAtA paTivirato 

hoti, adinnAdAnA kAmesumicchAcArA musAvAdA surAmerayamajjapamAdaTThAnA paTivirato hoti, 

ettAvatA kho, mahAnAma, upAsako sIlavA hotI”ti. 
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ちよ、この王は破壊されています。比丘たちよ、もしこの王が法を治め、法王なる父の

生命を奪わなかったならば、この座席で塵を離れ、垢を離れた法の眼（dhammacakkhu）

を生じていたでしょう』と話しかけられた257」（DN: I. 81［85-86］） 

 

上記からは、アジャータサットゥ王に関する具体的な功徳が述べられていない。対応する

『長阿含経』「沙門果経」では、 
 

「仏は比丘たちに述べて、『この阿闍世王は過去の罪を損減し、自らの重い罪を抜きま

した。もし阿闍世王が父を殺さなかったならば、即座にこの座席で法の眼の浄化を得て

いたでしょう。阿闍世王は今、自ら懺悔し、罪過を損減して自らの重い罪を抜きました』

と言われた258」（T1. 109b-109c） 

 

という記載がある。この下線部が『長阿含経』「沙門果経」のみに見られる伝承である。こ

こでは、阿闍世王に関する具体的な功徳が説かれている。 

 『長部註』「沙門果経註」では、「法の眼を」を註釈するなかで以下のように記している。 

 

「しかしこの経を聞き、王は何らかの功徳を得たのか？大きな功徳を得た。なぜなら、

この者（アジャータサットゥ王）は父（ビンビサーラ王）を殺害した時より後、夜も、

日中も睡眠を得ることがなかった。しかし師に近づき、この甘美で甘露なる教説を聞い

た時より後、睡眠（niddA）を得たからである259」（DA: I. 212［238］） 

 

 以上の下線部から判断すると、アジャータサットゥ王（阿闍世王）という「人物に関連し

た事例」に当てはめられる。その功徳の内容は相違しているが、何らかの功徳の具体的にあ

ることを示している。この事例は、『長部』「沙門果経」に確認できない「アジャータサット

ゥ王における功徳」という伝承が、『長部註』「沙門果経註」のソースとなる「古資料の古層」

と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 1. 2. 5. 事例 5: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「沙門果経」では、アジャータサットゥ王が父ビンビサーラ王を殺害したときに

悪友デーヴァダッタ（devadatta）が関与していたことを説いてはいない。『長阿含経』「沙門

果経」も同様である。 

 “saMghabheda-vastu”（『破僧事』。所属は説一切有部、作成年代・編纂者は不明）260には、

「沙門果経」に相当する部分がある。そのなかに以下のような伝承がある。 

 

「比丘たちよ、マガダ国王で、ヴァィデーヒー妃の息子アジャータシャトルは悪友

                                                   

257 atha kho bhagavA acirapakkantassa raJJo mAgadhassa ajAtasattussa Vedehiputtassa bhikkhU 

Amantesi, “khatAyaM, bhikkhave, rAjA. upahatAyaM, bhikkhave, rAjA. sacAyaM, bhikkhave, rAjA 

pitaraM dhammikaM dhammarAjAnaM jīvitA na voropessatha, imasmiJJeva Asane virajaM vItamalaM 

dhammacakkhuM uppajjissathA”ti. 
258 仏告諸比丘言、「此阿闍世王、過罪損減已拔重咎。若阿闍世王、不殺父者、即当於此坐上

得法眼浄。而阿闍世王、今自悔過、罪咎損減已拔重咎」。 
259  idaM pana suttaM sutvA raJJA koci AnisaMso laddhoti? mahA-AnisaMso laddho. ayaJhi pitu 

mAritakAlato paTThAya neva rattiM na divA niddaM labhati, satthAraM pana upasaGkamitvA imAya 

madhurAya ojavantiyA dhammadesanAya sutakAlato paTThAya niddaM labhi. 
260 ギルギットの写本によるものである。和訳については梵文仏典研究会（共訳）［1994, 

1995］を適宜参照した。 
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（pApa-mitra）と交わり、悪友の言いなりになり、悪友に取り込まれて、徳の高い法王、

法を確立した大王である父の命を奪ってしまったために、傷つき、害されていました261」

（SBV: II. 252） 

 

この下線部が“saMghabheda-vastu”のみに見られる伝承である。この「悪友」は「デーヴ

ァダッタ」のことであり、共謀して父を殺し、悪業を犯したという伝承である。 

 このアジャータサットゥ王とデーヴァダッタとが関係していたことを説く伝承は、『長部

註』「沙門果経註」（DA: I. 124-127［135-139］）にある。そのなかから以下の伝承に注目す

る。この伝承の部分は、アジャータサットゥ王が仏と会うためにジーヴァカを同行させた。

そして、アジャータサットゥ王がジーヴァカに「世尊はどこにおられるのか」と尋ねたとい

う Beの 160 節（DN: I. 47［50］）に該当する。 

 

「友よ、どこにおられるのかとは、なぜ、尋ねたのか。 

まずある者たち（eke）は、『知っていることがない』と説く。『伝え聞くところでは、

この者は幼い時に父とともにやって来て、世尊とかつて会っている。後に悪友（pApamitta）

との交際によって父の殺害をし、盗賊たちを送り、ダナパーラ（dhanapAla, 象）を放さ

せ、大きな罪過が生じた。そして「世尊と対面することにかつてより達していない」と

知覚しないまま、彼は尋ねた』と。それは根拠のないものである262」（DA: I. 138［152］） 

 

ここでの議論は、アジャータサットゥ王が仏のことを知らなかったのでジーヴァカに尋

ねたと主張しているのが「ある者たち（eke）」である。それを否定しているのが南方上座部

大寺派の立場である。 

この「ある者たち」に着目すると、『長部復註』「沙門果経復註」では、「ある者たちとは、

北寺に住む者たち（uttaravihAravAsino）である263」（DAT: I. 217［280］）と解説している。

この北寺に住む者たちは、大寺派以外のアバヤギリに住む者たちを意味する264。 

この事実は、アジャータサットゥ王と悪友デーヴァダッタとに交際関係があったという

伝承を南方上座部大寺派・アバヤギリ派と説一切有部とが知っていたことを示している。こ

の両者が関連した事例であるので、「人物に関連した事例」に当てはめる。 

以上の下線部を総括すると、アジャータサットゥ王と悪友デーヴァダッタとが共謀して

父を殺し、悪業を犯したという伝承になっている。この事例は、『長部』「沙門果経」に確認

できない「アジャータサットゥ王とデーヴァダッタの父殺害」という伝承が、『長部註』「沙

門果経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になってい

ることを示したものである。 

 

 

 

                                                   

261  kSato bhikSavo rAjA mAgadho’jAtaCatrur VaidehIputraH upahato yena pApamitrasahAyena 

pApamitravaCaMgatena pApamitropagUDena pitA dhArmiko dharmarAjo dharmasthito mAhArAjo jIvitAd 

vyaparopitaH. 

262 kahaM pana sammAti kasmA pucchIti.  

eke tAva, “ajAnanto”ti vadanti. iminA kira daharakAle pitarA saddhiM Agamma bhagavA diTTpubbo, 

pacchA pana pApamittasaMaggena pitughAtaM katvA abhimAre pesetvA dhanapAlaM muJcApetvA 

mahAparAdho hutvA bhagavato sammukhIbhAvaM na upagatapubboti asaJjAnanto pucchatIti. taM 

akAraNaM. 

263 eketi uttaravihAravAsino. 

264 森祖道［1984: 681-689］を参照。 
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3. 1. 2. 6. 小結 

 

 以上、五つの事例を通して『長部註』「沙門果経註」（南方上座部大寺派）と北伝資料とに

共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「沙門果経」（法蔵部）、

“saMghabheda-vastu”（説一切有部系）、『寂止果経』、『増一阿含経』である。 

 この五つの事例は、『長部』「沙門果経」に確認できない伝承が上記の北伝資料と『長部註』

「沙門果経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から見たとき、これらの事

例は『長部註』「沙門果経註」のソースとなる「古資料の古層」における内容となる。その

内容は、人物に関連した伝承や平俗的な伝承といえる。そのなかで注目すべきことは、今回

使用した北伝資料の範囲は広く、南方上座部大寺派・アバヤギリ派と説一切有部と法蔵部と

にまで共通した伝承の範囲が広がった点である。 

 

 

3. 1. 3. 「アンバッタ経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 1. 3. 1. 事例 1: “kira”を有する事例 

 

 『長部』「アンバッタ経」では、「白癩」という言葉とそれに関連した伝承は存在していな

い。 

『長阿含経』「阿摩晝経」では、摩納（アンバッタ青年）が仏との対論を終えて沸伽羅娑

羅婆羅門（ポッカラサーティ・バラモン）のところに帰還した。そして、摩納と沸伽羅娑羅

婆羅門とが会話していたとき、摩納が仏を誹謗した果報で、仏によって二人とも地獄に堕ち

ると言われてしまった事実を沸伽羅娑羅婆羅門は知った。そして、沸伽羅娑羅婆羅門は以下

のような暴挙に出る。 

 

  「そこでその師（伽羅娑羅婆羅門）は怒りの心をもって即座に摩納を蹴り落とした。師

は自分で車に乗った。そのとき、その摩納は車より落ちたときに当たって、即座に白癩

を生じた265」（T1. 87c） 

 

 この下線部が『長阿含経』「阿摩晝経」のみに見られる伝承である。伽羅娑羅婆羅門の暴

行で摩納に白癩が生じたことが知られる。 

 この「白癩」という言葉に注目したとき、『長部註』「アンバッタ経註」では二か所で「白

癩」との関連性をもつ伝承が説かれている。 

 第一は、『長部』「アンバッタ経」の伝承（DN: I. 87-88［92-94］）（Beの 267 節）と、そ

れに対応する『長部註』「アンバッタ経註」の註釈部分（DA: I. 229-234［257-263］）であ

る。以下に内容をまとめよう。 

『長部』「アンバッタ経」は、仏がアンバッタ青年の釈迦族への卑俗な言説に対して、ア

ンバッタ青年に姓を尋ね、「カンハーヤナ〔族〕（kaNhAyana）」であることを聞きだした。そ

こで仏は往古の母父の名姓を随念し、釈迦族（祖先はオッカーカ王, okkAka）の女の奴隷デ

ィサー（disA）の子カンハ（KaNha）がカンハーヤナ族の祖先であったという歴史的事実を

伝えている。 

 この 267 節の伝承に対する註釈で『長部註』「アンバッタ経註」には、以下のような記載

がある。 

 

  「〔追放された〕彼らが子たちと娘たちによって養育されているうち、後の時期に〔オ

ッカーカ王の〕最年長の姉妹に癩病（kuTTharoga）が生じた。黒檀の花のような肢体に

                                                   
265 於是其師、懐忿結心。即蹴摩納令堕、師自乗車。時彼摩納、当堕車時、即生白癩。 
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なった。王の王子たちは『この女性と一緒に坐ること、住むこと、食べることなどをし

ているならば、後にこの病気が転移してしまう』と考え、一日目に庭園の遊戯に行って

いるように彼女を乗り物に上らせ、森に入った。そして地に蓮池を掘らせ、そこに硬食・

軟食とともに彼女を入れた。そして家を簡素にして上に床板を覆わせ、塵土を与え、出

発した。 

そのとき、ラーマ（rAma）というベナレスの王（BArANasirAjan）は癩病をもち、女性の

舞踏者たちと内宮たちに厭われながら、その驚怖によって最年長の子に王位を与え、森

に入った266」（DA: I. 232-233［260］） 

 

この下線部によってオッカーカ王の最年長の姉妹とベナレス王ラーマとは、国における

「癩病」の感染を防ぐためにヒマラヤ山の脇における蓮池の岸に追放された身であること

が明らかにされた。 

 さらに『長部註』「アンバッタ経註」は、 

 

  「そこで一日目、その早朝の時に火を点火して坐っているとき、王の娘（オッカーカ王

の最年長の姉妹）の身体の香りによって虎（byaggha）がやって来て、その場所におけ

る塵土を除去しているうちに、床板に裂け目を作った。その裂け目から彼女は虎を見て、

恐れ、悲鳴を発した。彼（ベナレス王ラーマ）は、その声を聞き、『これは女性の声で

ある』と観察して早朝にそこに行き、『ここに誰かいますか』と言った267」（DA: I. 233

［261］） 

 

と伝えている。ここでは、オッカーカ王の最年長の姉妹とベナレス王ラーマとの出会いのき

っかけを作ったのが「虎」の存在であったことを下線部が明らかにしている。 

以下、『長部註』「アンバッタ経註」の伝承が長文であるので、簡略にしてまとめる。 

 

  「癩病を持つもの同士（オッカーカ王の最年長の姉妹とベナレス王ラーマ）が一緒に住

むことで癩病を治し、三十二人の子を出産した。その両親と三十二人の子はヒマラヤ山

の脇に住みつづけ、棗の樹（kolarukkha）を除き、作られた『コーラナガラ（Kolanagara）』

（コーリヤ族（koLiyA）の生起）、虎の路（vyagghapatha）に作られた『ブヤッガパタ

（Vyagghapatha）』という二つの都市を築いた。そこで相互に嫁取り嫁やりをしたこと

で生まれを乱さずに過ごしていたので、オッカーカ王に『有能な者（sakya）である』

（釈迦族の生起）と評された」（DA: I. 232-234［260-262］） 

 

ここでは、kolarukkha と Kolanagara、vyagghapatha と Vyagghapatha、釈迦族（sakka）と有

能な者（sakya）という語源解釈を通して、「癩病」と「虎」とが釈迦族とコーリヤ族との誕

生に重要な役割を果たしたことが述べられている。 

                                                   
266 tesaM puttehi ca dhItAhi ca vaDDhamAnAnaM aparena samayena jeTThakabhaginiyA kuTTharogo 

udapādi, koviLArapupphasadisAni gattAni ahesuM. rAjakumArA imAya saddhiM ekato 

nisajjaTThAnabhojanAdIni karontAnampi upari ayaM rogo saGkamatIti cintetvA ekadivasaM 

uyyAnakILaM gacchantA viya taM yAne AropetvA araJJaM pavisitvA bhUmiyaM pokkharaNiM 

khaNApetvA tattha khAdanIyabhojanIyena saddhiM taM pakkhipitvA gharasaGkhepena upari padaraM 

paTicchAdetvA paMsuM datvA pakkamiMsu.  

tena ca samayena rAmo nAma BArANasirAjA kuTTharogo nATakitthIhi ca orodhehi ca jigucchiyamAno 

tena saMvegena jeTThaputtassa rajjaM datvA araJJaM pavisitvA. 
267 athekadivasaM tasmiM paccUsasamaye aggiM jAletvA nisinne rAjadhItAya sarIragandhena AgantvA 

byaggho tasmiM padese paMsuM viyUhanto padare vivaramakAsi, tena ca vivarena sA byagghaM disvA 

bhItA vissaramakAsi. so taM saddaM sutvA, “itthisaddo eso”ti ca sallakkhetvA pAtova tattha gantvA, 

“ko etthA”ti Aha. 
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 この一連の釈迦族とコーリヤ族との誕生に関する伝承は、“mahAvastu”（『大事』）（所属は

大衆部の説出世部、作成年代は紀元前～六世紀以降、編纂者は不明）268にも存在する。その

伝承の内容は、『長部註』「アンバッタ経註」のものと同工異曲である。該当する部分（Mv: 

I. 350-355）の和訳は平岡聡［2010a: 247-251］に譲る。以下、内容をまとめながら関連す

る部分の伝承を“mahAvastu”に見ていく。 
  

「そのとき、そこではシャーキャ族（CAkiya）のある長老に娘がいた。彼女は清楚で見

目麗しく、すばらしい容姿をし、最高の蓮華のような美をそなえていたが、その娘には

癩病（kuSThavyAdhi）が生じた269」（Mv: I. 352） 

 

 癩病に関連した人物を、『長部註』「アンバッタ経註」はオッカーカ王の最年長の姉妹とし、

“mahAvastu”はシャーキャ族のある長老の娘としている点が相違している。しかしながら、

娘や姉妹に癩病が発生したという伝承（下線部）だけは共通している。 

この癩病を患った娘は、ヒマラヤ山麓に連れていかれ、地下に幽閉される。その後に娘は

コーラ王仙（Kola-rAjaRSi）との出会いを果たすことになる。その出会いのきっかけを作った

のは、“mahAvastu”における「そのとき、その虎（vyAghra）はその人の臭いを嗅ぎつけた。

そのとき、かれ（虎）がその人の臭いを嗅ぎつけると、足でその大きな土の塊を掘り起こし

た270」（Mv: I. 353）という伝承であり、「虎」となる。 

 出会いのきっかけを、『長部註』「アンバッタ経註」はベナレス王ラーマとし、『マハーヴ

ァストゥ』はコーラ王仙としている点は相違している。この下線部から、「虎」が出会いの

きっかけとして存在していたことが知られる。 

以上、“mahAvastu”でも釈迦族とコーリヤ族との誕生に関する伝承のなかで「癩病」と「虎」

が重要な役割を果たしている。その「癩病」と「虎」が『長部註』「アンバッタ経註」の伝

承とも共通していることが確認できた。 

 第二は、『長部』「アンバッタ経」の伝承（DN: I. 97［103-104］）（Beの 283 節）と、それ

に対応する『長部註』「アンバッタ経註」の註釈部分（DA: I. 243［271-272］）である。以

下に内容をまとめていこう。 

『長部』「アンバッタ経」には、コーサラ国のパセーナディ（Pasenadi）王がポッカラサー

ティ・バラモンと対面するとき、直接の対面は認めず、天幕で仕切って会談していたという

伝承がある（DN: I. 97［103］）（Beの 283 節）。 

コーサラ国のパセーナディ王が天幕で仕切っていた理由を『長部註』「アンバッタ経註」

は、「伝え聞くところでは（kira）、彼（ポッカラサーティ・バラモン）は対面の誘惑（sammukhA-

                                                   
268 平岡聡［2002: 76］は、「Mv. は自ら大衆部の説出世部の律蔵に属する仏典であることを

表明している」としたうえで、 

 

「その中には確かに紀元前に遡り得る要素を含んではいるだろうが、しかし説話によ

っては明らかに六世紀以降の大乗仏典の影響を受けていると考えられる痕跡も残して

いる」 

 

と述べている。仏伝文学の一種として、大乗仏教との関連も深いとされている。和訳につい

ては平岡聡［2010a, b］を適宜参照した。 

269  tahiM dAni aparasya CAkiyasya mahattarasya dhItA prAsAdikA darCanIyA akSudrAvakACA 

paramapuSkaratayA samanvAgatA tasyA dArikAye kuSThavyAdhi utpaNNaH. 

270 so dAni vyAghro taM manuSyagandham upajighrati. tena dAni taM maNuSyaghandham upajighritvA 

taM mahApAMCurACiM pAdehi apakarSitaM. 



92 

 

AvaTTanI）という呪文（vijjA）を知っていた271」（DA: I. 243［271-272］）と解説している。 

この波線部における「伝え聞くところでは272」という用例は、そのように明言している以

上、その母体となる伝承の存在が想定できる。調査事例が北伝資料と共通したならば、その

母体となる伝承が北伝資料の伝承である可能性を指摘できる。一方で、「古資料の古層」の

伝承がその母体であった可能性も想定できよう。結論を述べると、北伝資料の伝承である可

能性は想定しない。「古資料の古層」の伝承であると想定する。このことは後に検討する。

このような“kira”の用例は、北伝資料とパーリ註釈文献とにわたって微妙に変化や改編し

ながら伝播していった伝承の一端を示したものである273。 

『長部註』「アンバッタ経註」では、この対面の誘惑の術を見破っていた大臣たちがパセ

ーナディ王とポッカラサーティ・バラモンとが直接対面しないようにするため、パセーナデ

ィ王に以下のように助言する。 

 

  「王よ、この〔ポッカラサーティ・〕バラモンの身体にはサンカパリタ癩病

（saGkhaphalitakuTTha）があります。あなたさまはこの者を見ると、抱擁して触れます

が、この癩病（kuTTha）は身体の接触によって従っていきます。このようにしてはいけ

ません274」（DA: I. 243［272］） 

 

 この下線部から、パセーナディ王とポッカラサーティ・バラモンとが関係していたという

事実をつなぐ役割のものが「癩病」であることが知られる。 

 以上の下線部を総括すると、「癩病」と「虎」とをキーワードとしてさまざまな伝承が変

化や改編している内容が明らかになった。このように“kira”の用例がある事例を「“kira”

を有する事例」と定義する。概してこの事例は、虎、ポッカラサーティ・バラモン、釈迦族、

コーリヤ族といった「人物に関連した事例」に当てはめられる。 

 『長部註』「アンバッタ経註」における「癩病」と「虎」とに関連した第一の伝承は、“mahAvastu”

の伝承と同工異曲である。この「癩病」と「虎」が釈迦族とコーリヤ族との誕生に重要な役

割を果たしている。 

『長部註』「アンバッタ経註」における「癩病」に関連した第二の伝承は、ポッカラサー

ティ・バラモンと関係してはいるが、釈迦族とコーリヤ族との誕生とは関係していない。『長

阿含経』「阿摩晝経」の伝承と近似しているとの指摘はできよう。 

この事例は、『長部』「アンバッタ経」に確認できない「癩病と虎」という伝承が、『長部

註』「アンバッタ経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝

承になっていることを示したものである。 

 

 

 

 

                                                   
271 so kira sammukhA AvaTTaniM nAma vijjaM jAnAti. 
272 『倶舎論』における kila は、世親が説一切有部に対する不信を主として経量部の立場か

ら述べたものであることが加藤純章［1973: 336］によって指摘されている。しかし今回取

り扱う事例の場合は、一般的な「伝え聞くところでは」といった用例がほとんどである。 
273 齋藤滋［2006］は、パーラーパリヤ（PArApariya）とパーラーサリヤ（PArAsariya）という

人物に注目し、その人物の伝承が口頭による伝承から注釈書（aTThakathA）に至って「別立

→混同→一致」していく過程を明かしている。パーリ仏教内部でも伝承の混乱が確認されて

いるので、ある同一起源の伝承がインド本土とスリランカに渡ったならば、変化や改編をと

もなうのは理の当然である。 

274 deva, etassa brAhmaNassa sarIre saGkhaphalitakuTThaM nAma atthi. tumhe etaM disvAva AliGgatha 

parAmasatha, idaJca kuTThaM nAma kAyasaMsaggavasena anugacchati, mA evaM karotha. 
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3. 1. 3. 2. 小結 

 

 以上、一つの事例を通して『長部註』「アンバッタ経註」（南方上座部大寺派）と北伝資料

とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「阿摩晝経」（法蔵部）、

“mahAvastu”（大衆部の説出世部）である。 

 この一つの事例は、『長部』「沙門果経」に確認できない伝承が上記の北伝資料と『長部註』

「アンバッタ経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から見たとき、これら

の事例は『長部註』「アンバッタ経註」のソースとなる「古資料の古層」における内容とな

る。その内容は、「癩病」と「虎」とをキーワードとしたさまざまな伝承が『長部註』「アン

バッタ経註」、『長阿含経』「阿摩晝経」、“mahAvastu”に変化や改編していったというもの

である。伝承の範囲が大衆部の説出世部にまで広がった点は注目すべきである。 

 そのなかでも『長部註』「アンバッタ経註」における「伝え聞くところでは（kira）」とい

う用例の意味するところは、その伝承を「伝え聞いた先」の存在が「古資料の古層」という

ことになる。 

 

 

3. 1. 4. 「ソーナダンダ経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 1. 4. 1. 事例 1: 人物に関連した事例 
 

 『長部』「ソーナダンダ経」には、ソーナダンダ・バラモンが仏とバラモンとなることの

五つの条件について対話していき、どの条件が必要か不必要かを議論して仕分けしていく

という伝承が存在する（DN: I. 112-116［119-123］）（Beの 309-316 節）。 

 その対話の結果、ソーナダンダ・バラモンは、「友らよ、ここで今や容色（vaNNa）が何に

なりましょうか。聖典（manta）が何になりましょうか。生まれ（jAti）が何になりましょう

か275」（DN: I. 116［123］）と述べる。そして、五つの条件のうちの前三者は不必要とし、

後二者（戒、智慧）が必要であるとの結論に至る。その途中、ソーナダンダ・バラモンに従

うバラモンたちが対話に入りこみ、ソーナダンダ・バラモンにたしなめられるという一場面

がある。そのときのバラモンたちの様子を伝える伝承は存在していない。 

 対応する『長阿含経』「種徳経」は、そのときの様子について「そのとき、五百人のバラ

モンは沈黙して答えなかった276」（T1. 96b）と述べている。この下線部が『長阿含経』「種

徳経」のみに見られる伝承である。対話の途中に入りこんだバラモンたちが種徳（ソーナダ

ンダ・バラモン）にたしなめられて沈黙した様子を伝えている。 

 『長部註』「ソーナダンダ経註」では、「容色が何になりましょうか」を註釈するなかで以

下のように解説している。 

 

  「なぜなら彼（バラモン）にそれ（戒）がないならば、バラモンであることとならない

から、容色などは迷妄だけのものである。このことを聞き、そのバラモンたちは、『師

は自性のことを言った。私たちは根拠がないので、不機嫌となろう』として沈黙した

（tuNhI ahesuM）277」（DA: I. 259［290］） 

 

 以上の下線部を見てみると、ソーナダンダ・バラモンとバラモンたちとに関した事例であ

るので、「人物に関連した事例」に当てはめる。バラモンたちが師であるソーナダンダ・バ

                                                   
275 ettha dAni, bho, kiM vaNNo karissati, kiM mantA, kiM jAti? 
276 時五百婆羅門黙然不対。 
277 tasmiM hissa asati brāhmaNabhāvo nāhosIti sammohamattaM vaNNādayo. idaM pana sutvā te 

brāhmaNA, “sabhāvaM ācariyo āha, akāraNāva mayaM ujjhāyimhā”ti tuNhI ahesuM. 
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ラモンにたしなめられた結果、都合が悪くなり沈黙していたという伝承である。この事例は、

『長部』「ソーナダンダ経」に確認できない「バラモンたちの沈黙」という伝承が、『長部註』

「ソーナダンダ経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承

になっていることを示したものである。 

 

 

3. 1. 4. 2. 小結 

 

 以上、一つの事例を通して『長部註』「ソーナダンダ経註」（南方上座部大寺派）と北伝資

料とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「種徳経」（法蔵部）

である。 

 この一つの事例は、『長部』「ソーナダンダ経」に確認できない伝承が『長阿含経』「種徳

経」と『長部註』「ソーナダンダ経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場か

ら見たとき、これらの事例は『長部註』「ソーナダンダ経註」のソースとなる「古資料の古

層」における内容となる。その内容は、人物に関連した伝承である。 

 

 

3. 1. 5. 「クータダンタ経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 1. 5. 1. 事例 1: “kira”を有する事例 

 

 『長部』「クータダンタ経」では、仏がクータダンタ・バラモンに「往古のマハーヴィジ

タ（mahAvijita）王の供犠（yaJJa）は犠牲獣などを使わず、強制することもなかった」と説

明する一場面がある。以下のとおりである。 

 

  「そこで望むならば、彼らは行ない、望まないならば、彼らは行ないませんでした。望

むならば、そのことを行ない、望まないならば、そのことを行ないませんでした。その

供犠はバター、油、生バター、ヨーグルト、蜂蜜、砂糖によって完成しました278」（DN: 

I. 135［141］） 

 

 ここでは、仏がクータダンタ・バラモンに昔の供犠に習うように説法しているのである。

対応する『長阿含経』「究羅檀頭経」では、 

 

「王は新しい建物に入って鹿の皮の衣をはおり、香水・バターの油を使ってその身体に

塗りつけました。また鹿の角を使ってこれを頭の上にのせて、牛糞を地面に塗り、その

上で坐って臥しました279」（T1. 99a） 

 

と伝えている。この下線部が『長阿含経』「究羅檀頭経」のみに見られる伝承である。王が

供犠のために「衣」と「香水」を使ったことが知られる。 

 『長部註』「クータダンタ経註」では、「その供犠はバター、油、生バター、ヨーグルト、

蜂蜜、砂糖によって完成しました」を註釈するなかで以下のように解説している。 

 

  「伝え聞くところでは、王は都市の外の四門と都市の内の中央という五ヶ所に大きな布

施堂（mahAdAnasAlA）を作らせて、一々の堂にそれぞれ十万〔金〕を作り、日々、五十

万〔金〕を出した。そして太陽が昇った後に、それぞれ適時に自分の手で黄金の匙を取

                                                   
278 atha kho ye icchiMsu, te akaMsu, ye na icchiMsu, na te akaMsu, yaM icchiMsu, taM akaMsu, yaM 

na icchiMsu, na taM akaMsu. sappitelanavanItadadhimadhuphANitena ceva so yaJJo 

niTThAnamagamAsi. 
279 王入新舍、被鹿皮衣、以香酥油、塗摩其身。又以鹿角、戴之頭上、牛屎塗地、坐臥其上。 
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り、適当な勝れたバター・油などを混合した粥・硬食・食事・副菜・飲み物などで多く

の人々を満足させた。容器を満たし、取りたいと望む者たちにはそのように施させた。

夕刻の時に衣服（vattha）・香料（gandha）・花飾りなどで供養した280」（DA: I. 269［301］） 

 

以上の下線部には、“kira”の用例があるので、「“kira”を有する事例」に当てはめる。マ

ハーヴィジタ王が供養や供犠のなかで「衣服」と「香水・香料」とを使用するという伝承で

ある。この事例は、『長部』「クータダンタ経」に確認できない「供犠における衣服と香水・

香料」という伝承が、『長部註』「クータダンタ経註」のソースとなる「古資料の古層」と北

伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 1. 5. 2. 事例 2: 平俗的な事例 

 

 『長部』「クータダンタ経」では、仏がクータダンタ・バラモンに、「バラモンの供犠より

も仏教の供犠の方が勝れている」と説法していくなかで以下のような伝承がある。 

 

  「バラモンよ、浄心となって殺生から離れること、倫盗から離れること、諸欲における

邪行から離れること、妄語から離れること、放逸の原因になる穀酒・果酒から離れるこ

とという、諸学処（sikkhApada）を受持します281」（DN: I. 139［146］） 

 

 ここでは、仏によって五戒の受持の重要性を説かれている。この直後に『長阿含経』「究

羅檀頭経」は、『長部』「クータダンタ経」には存在していない仏の説法の伝承を、「もし慈

しみの心をもってすべての有情たちを念じることができるならば、牛の乳を絞るころのよ

うに、その福徳がもっとも勝れています282」（T1. 100c）と伝えている。この下線部が『長

阿含経』「究羅檀頭経」のみに見られる伝承である。この伝承は「牛の乳」に関連する比喩

を述べている。 

 この下線部の「如搆牛乳頃」を丘山新・他（訳注）［2005: 366. n51］（担当・松村巧）は、

もろもろの漢訳文献を参照し、「短い時間の比喩的表現であろう」と解釈している。そして、

その訳文を丘山新・他（訳注）［2002: 119］（担当・菅野博史）は、「もし短い時間でも慈し

みの心ですべての生あるものを思いやれば、この福が最もすぐれている」としている。これ

によれば、「牛の乳」を短時間的比喩の表現と解釈されている。 

 もろもろの漢訳文献の用例から判断したこの解釈は、漢文の理解（訓読）における有効な

手段ではある。しかし、『長部註』「クータダンタ経註」を参照していくと、その限りではな

い。『長部註』「クータダンタ経註」では、「離れること」を註釈するなかで以下のように解

                                                   
280  rAjA kira bahinagarassa catUsu dvAresu antonagarassa ca majjheti paJcasu ThAnesu 

mahAdAnasAlAyo kArApetvA ekekissAya sAlAya satasahassaM satasahassaM katvA divase divase 

paJcasatasahassAni vissajjetvA sUriyuggamanato paTThAya tassa tassa kAlassa anurUpehi sahatthena 

suvaNNakaTacchuM gahetvA paNItehi sappitelAdisammisseheva 

yAgukhajjakabhattabyaJjanapAnakAdIhi mahAjanaM santappesi. bhAjanAni pUretvA gaNhitukAmAnaM 

tatheva dApesi. sAyaNhasamaye pana vatthagandhamAlAdIhi sampUjesi. 
281 yo kho, brAhmaNa, pasannacitto sikkhApadAni samAdiyati, pANAtipAtA veramaNiM, adinnAdAnA 

veramaNiM, kAmesumicchAcArA veramaNiM, musAvAdA veramaNiM, surAmerayamajjapamAdaTThAnA 

veramaNiM. 

 対応する『長阿含経』「究羅檀頭経」は、以下のとおりである。 

 

  若以歓喜心、受行五戒、尽形寿不殺・不盜・不婬・不欺・不飲酒、此福最勝。 

  「もしも歓喜の心があって、五戒を受けて実践し、命が尽きるまで殺さず、盗まず、婬

欲せず、欺かず、飲酒しないならば、この福徳はもっとも勝れています」（T1. 100c） 
282 若能以慈心、念一切衆生、如搆牛乳頃、其福最勝。 
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説している。 

 

  「なぜなら他の有（生存）でも、聖なる弟子は生命によって生物を殺さず、穀酒を飲ま

ないからである。もし彼が穀酒と牛乳（khIra）を混合し、口に含んでも牛乳だけが入り、

穀酒は〔入ら〕ない。たとえばどのようにか。 

鷺鳥が牛乳を混合した水において牛乳だけを入れ、水を〔入れ〕ない283」（DA: I. 273

［305］） 

 

 ここでは五戒について説明している。もし仏弟子があやまって穀酒を口に含んだならば、

どうなるのかを議論している。結果的には、仏弟子はあやまって穀酒を入れることはないと

する。 

以上の下線部から判断すると、この事例は、『長部』「クータダンタ経」に確認できない「牛

乳」に関連した伝承が、『長部註』「クータダンタ経註」のソースとなる「古資料の古層」と

北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。この事例は、「平

俗的な事例」に当てはめる。この伝承の内容が『長部註』「クータダンタ経註」（南方上座部

大寺派）と『長阿含経』「究羅檀頭経」（法蔵部）とで異なるのは、両系統に変化や改編し

て伝播していった結果である。偶然に「牛乳」に関連した内容の伝承が一致したとは考えが

たい。したがって短時間的比喩の表現とは解釈しなかったのである。 

 

 

3. 1. 5. 3. 小結 

 

 以上、二つの事例を通して『長部註』「クータダンタ経註」（南方上座部大寺派）と北伝資

料とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「究羅檀頭経」（法

蔵部）である。 

 この二つの事例は、『長部』「クータダンタ経」に確認できない伝承が『長阿含経』「究羅

檀頭経」と『長部註』「クータダンタ経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立

場から見たとき、これらの事例は『長部註』「クータダンタ経註」のソースとなる「古資料

の古層」における内容となる。その内容は、共通のキーワードをもつ伝承が南方上座部大寺

派と法蔵部との両系統に変化や改編して伝播していったものであることが判明した。 

そのなかで事例 2 は、もろもろの漢訳文献の用例から判断する訓読（漢文の理解）の手段

とは異なり、アッタカター文献の伝承から北伝資料を読解した。その結果、『長部註』「クー

タダンタ経註」のソースとなる「古資料の古層」の内容であると解釈したのである。 

 

 

3. 1. 6. 「大獅子吼経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 1. 6. 1. 事例 1: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大獅子吼経」では、仏が裸行者カッサパと「道」（magga）と「行道」（paTipadA）

とについて対話している。そして、仏が裸行者カッサパに聖八支道を説法すると、裸行者カ

ッサパが仏に応答してくるという一場面がある（Beの 393-394 節）。以下のような伝承であ

る。 

 

「このように言われると、裸行者カッサパは世尊にこのことを言った。『友ゴータマよ、

この沙門・バラモンたちのうちに沙門の法と名づけられ、バラモンの法と名づけられた、

                                                   
283 bhavantarepi hi ariyasAvako jIvitahetupi neva pANaM hanati na suraM pivati. sacepissa suraJca 

khIraJca missetvA mukhe pakkhipanti, khIrameva pavisati, na surA. yathA kiM? 

koJcasakuNAnaM khIramissake udake khIrameva pavisati na udakaM. 
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これらの苦行の着手があります。裸行者になります……』284」（DN: I. 157［165-166］） 

 

 裸行者カッサパは仏に、自説として「裸行者になります」などと言って、当時存在してい

た苦行の多様な様相を伝えている。対応する『長阿含経』「倮形梵志経」では、 

 

  「迦葉は、『瞿曇よ、ただこの道とこの跡があります。比丘がそのとおりに実践して、

「沙門瞿曇は適時に語り、真実を語り、意義を語り、法を語り、律を語る」と自ら見て

自ら知ります。しかし汚れた苦行をして、婆羅門の名を得ることもあれば、沙門の名を

得ることもあります。この汚れた苦行をして婆羅門の名を得ることもあれば、沙門の名

を得ることもあるとは、どのようなことでしょうか。瞿曇よ、服を脱いで裸になります

……』と言った285」（T1. 103b） 

 

と記述している。この下線部が『長阿含経』「倮形梵志経」のみに見られる伝承である。迦

葉（裸行者カッサパ）が「服を脱いで裸（裸行者）になります」などといった自説を語りだ

す前段階として、「裸行者が説く唯一の道と跡とがあります」ということを瞿曇に知らせよ

うとした決意の表現と解釈した。 

 この下線部の「唯有是道是迹」を丘山新・他（訳注）［2002: 296-297. n35］（担当・神塚

淑子）は、「是」を繋辞的用法として解釈している。そして、その訳文を丘山新・他（訳注）

［2002: 141］（担当・神塚淑子）は、「瞿曇よ。（あなたが説かれた）道と迹こそ」としてい

る。これは、仏が説かれた道と跡（迹）という解釈である。 

 しかし、後に迦葉が「服を脱いで裸になります」などといった自説を語りだす。したがっ

て、その迦葉の心情を考慮に入れていない点は問題である。仏が説く道と跡とに対抗して、

「私たちにも裸行者が説く唯一のこの道とこの跡だけがあります」という決意を迦葉が宣

言したと解釈したほうが自然ではなかろうか。 

 この解釈を裏づけるものとして『長部註』「大獅子吼経註」では、Beの 393 節に以下のよ

うな説明がある。 

 

  「今や道と行道の二種を一緒にして示しながら、『これは、聖』云々と言った。このこ

とを聞き、裸行者は『沙門ゴータマは、私たち（仏の教え）にのみ道と行道があり、他

者たち（裸行者の教え）にはないと考えている。さあ、私は彼に私たちの道を語ろう』

と考えた。そこから裸行者の行道を語った。それゆえに『このように言われると、裸行

者カッサパは世尊にこのことを言った……水浴の実践に従事して住みます』と言った

286」（DA: I. 291［II. 354］） 

 

 以上の下線部を総合して、裸行者カッサパという「人物に関連した事例」に当てはめる。

仏が説く道と行道とに対抗して裸行者カッサパは、「裸行者が説く道と行道」の存在を宣言

したという伝承である。この事例は、『長部』「大獅子吼経」に確認できない「裸行者におけ

                                                   

284 evaM vutte, acelo Kassapo bhagavantaM etadavoca, “imepi kho, Avuso gotama, tapopakkamA 

etesaM samaNabrAhmaNAnaM sAmaJJasaGkhAtA ca brahmaJJasaGkhAtA ca. acelako hoti……” 
285 迦葉言、「瞿曇、唯有是道是迹。比丘於中修行、自知自見、『沙門瞿曇、時説実説、義説、

法説、律説』。但苦行穢汚。有得婆羅門名、有得沙門名。何等是苦行穢汚、有得婆羅門名。

有得沙門名。瞿曇、離服倮形……」 
286 idAni taM duvidhaM maggaJca paTipadaJca ekato katvA dassento, “ayameva ariyo”tiAdimAha. 

idaM pana sutvA acelo cintesi, “samaNo gotamo mayhaMyeva maggo ca paTipadA ca atthi, aJJesaM 

natthIti maJJati, handassAhaM amhAkampi maggaM kathemI” ti. tato acelakapaTipadaM kathesi. 

TenAha, “evaM vutte acelo Kassapo bhagavantaM etadavoca pe udakorohanAnuyogamanuyutto 

viharatI”ti. 



98 

 

る道と行道」に関連した伝承が、『長部註』「大獅子吼経註」のソースとなる「古資料の古層」

と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 1. 6. 2. 事例 2: 人物に関連した事例 

 

『長部』「大獅子吼経」では、仏の説法に感化された裸行者カッサパが仏教に帰依し、仏

に入団の許可を願う。仏は入団のための条件として裸行者カッサパに別住（parivAsa）を言

いわたす。そのことに対する裸行者カッサパの応答は、以下のとおりである。 

 

「『尊師よ、もし以前に外道の者でこの法と律において出家を願い、入団を願い、四ヶ

月間別住し、四ヶ月を過ぎてから心を励ます比丘たちが出家させ、比丘であることのた

めに入団させてくれるならば、私は四年間、別住いたします。四年を過ぎてから、心を

励ます比丘たちが出家させ、比丘であることのために入団させてくれますように』と。

裸行者カッサパは世尊の面前で出家を許され、入団を許された。 

裸行者カッサパは世尊の面前で出家を許され、入団を許された。入団をしてまもなく、

尊者カッサパは……阿羅漢たちのうちの一人になった、と287」（DN: I. 165-166［176-

177］） 

 

 裸行者カッサパが出家して入団したのち、すぐに阿羅漢になったことは明白である。その

一方で四ヶ月か四年の別住を受けいれていることから判断すると、裸行者カッサパが出家

して入団したのが四ヶ月後なのか、四年後なのか、すぐ直後なのか、今一つ明確でない。こ

の伝承を「別住の定型句」と名づける。 

対応する『長阿含経』「倮形梵志経」では、 

 

  「迦葉は、『もし異なる学派の者がいて、仏教のなかに入ろうと望み、梵行を修行しよ

うとするならば、四か月間とどまらせて、僧団の意にかなうかどうか観察しなければな

らず、そののちに出家して受戒を受けるべきです。四年間、僧団の意にかなうかどうか

観察していただき、そののちに出家して受戒をしましょう』と言った。 

  仏は迦葉に、『私はすでに言ったことですが、ただその人を観察するだけです』と言わ

れた。 

  そのとき、迦葉は即座に仏の教えのなかで出家し、具足戒を授かった。ときに迦葉は受

戒してまもなく……即座に阿羅漢になった288」（T1. 104c） 

 

と伝えている。この下線部が『長阿含経』「倮形梵志経」のみに見られる伝承である。迦葉

が時間を隔てずに出家して受戒したことが確認できる。 

 『長部註』「大獅子吼経註」では、「裸行者カッサパは世尊の面前で出家を許され、入団を

許された」を註釈するなかで以下のように解説している。 

                                                   
287 “sace, bhante, aJJatitthiyapubbA imasmiM dhammavinaye ākaGkhanti pabbajjaM, AkaGkhanti 

upasampadaM, cattAro mAse parivasanti, catunnaM mAsAnaM accayena AraddhacittA bhikkhU 

pabbAjenti, upasampAdenti bhikkhubhAvAya. ahaM cattAri vassAni parivasissAmi, catunnaM vassAnaM 

accayena AraddhacittA bhikkhU pabbAjentu, upasampAdentu bhikkhubhAvAyA”ti. alattha kho acelo 

Kassapo bhagavato santike pabbajjaM, alattha upasampadaM. 

alattha kho acelo Kassapo bhagavato santike pabbajjaM, alattha upasampadaM. acirUpasampanno kho 

panAyasmA Kassapo pe arahataM ahosIti. 
288 迦葉言、「若有異学、欲来入仏法中、修梵行者、当留四月、観察称可衆意、然後当得出家

受戒。我今能於仏法中、四歳観察称可衆意、然後乃出家受戒」。 

仏告迦葉、「我已有言、但観其人耳」。 

爾時迦葉、即於仏法中出家、受具足戒。時迦葉受戒未久……即成阿羅漢。 
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  「そこで世尊は、彼（カッサパ）が強い意欲であることをお知りになり、『カッサパは

別住にふさわしくない』として、ある比丘に『比丘よ、行きなさい。カッサパを沐浴さ

せ、出家させて連れて来なさい』と話しかけられた。彼（比丘）はそのようにして彼（カ

ッサパ）を出家させ、世尊の面前に行った。世尊は彼（カッサパ）を会衆の中央に坐ら

せ、入団を授けた。それゆえに『裸行者カッサパは、世尊の面前で出家を許され、入団

を許された』と説かれた289」（DA: I. 299［II. 363］） 

 

 以上の下線部から判断すると、カッサパ（迦葉）が時間を隔てず、即座に出家したという

伝承が示されている。この事例は、『長部』「大獅子吼経」に確認できない「即座の出家」と

いう伝承が、『長部註』「大獅子吼経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにお

いて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 1. 6. 3. 小結 

 

 以上、二つの事例を通して『長部註』「大獅子吼経註」（南方上座部大寺派）と北伝資料と

に共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「倮形梵志経」（法蔵部）

である。 

 この二つの事例は、『長部』「大獅子吼経」に確認できない伝承が『長阿含経』「倮形梵志

経」と『長部註』「大獅子吼経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から見

たとき、これらの事例は『長部註』「大獅子吼経註」のソースとなる「古資料の古層」にお

ける内容となる。その内容は、人物に関連した伝承となる。 

 

 

3. 1. 7. 「大獅子吼経復註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 1. 7. 1. 事例 1: 同義語に関連した事例 

 

 『長部』「大獅子吼経」では、仏が裸行者カッサパの主張する当時存在した苦行の多様な

様相が無意味であると断じている。そして、仏は比丘が沙門ともバラモンとも呼ばれるため

の条件を提示する。以下のような伝承である。 

 

  「彼（苦行の実践者）にこの戒の成就（sIlasampadA）、心の成就（cittasampadA）、慧の成

就（paJJāsampadA）が修習されず、目の当たりにされないならば、そこで彼は沙門の法

（sAmaJJa）から遠く離れ、バラモンの法（brahmaJJa）から遠く離れています。カッサ

パよ、比丘は怨みがなく、瞋恚がない慈心を修習します。諸漏の滅尽により無漏の心の

解脱（cetovimutti）、慧の解脱（paJJAvimutti）を現法において自分でよく知り、目の当

たりにし、そなえて住みます。カッサパよ、この比丘は沙門ともバラモンとも言われま

す290」（DN: I. 158［167］） 

 

                                                   
289 atha kho bhagavA tassa tibbacchandataM viditvA, “na Kassapo parivAsaM arahatI”ti aJJataraM 

bhikkhuM Amantesi, “gaccha bhikkhu KassapaM nhApetvA pabbAjetvA AnehI”ti. so tathA katvA taM 

pabbAjetvA bhagavato santikaM AgamAsi. bhagavA taM gaNamajjhe nisIdApetvA upasampAdesi. tena 

vuttaM, “alattha kho acelo Kassapo bhagavato santike pabbajjaM, alattha upasampadan”ti. 
290 tassa cAyaM sIlasampadA cittasampadA paJJAsampadA abhAvitA hoti asacchikatA. atha kho so 

ArakAva sAmaJJA ArakAva brahmaJJA. yato kho, Kassapa, bhikkhu averaM abyApajjaM mettacittaM 

bhAveti, AsavAnaJca khayA anAsavaM cetovimuttiM paJJAvimuttiM diTTheva dhamme sayaM abhiJJA 

sacchikatvA upasampajja viharati. ayaM vuccati, Kassapa, bhikkhu samaNo itipi brAhmaNo itipi. 
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そのことに対して裸行者カッサパが仏に応答する一場面がある。『長部』「大獅子吼経」（Be

の 398 節）は、以下のように伝えている。 

 

  「このように言われると、裸行者カッサパは世尊に、『友ゴータマよ、沙門の法は行な

い難いものです。バラモンの法は行ない難いものです』という、このことを言った。 

『カッサパよ、「沙門の法は行ない難い、バラモンの法は行ない難い」という、このこ

とは世間における一般的なものです』291」（DN: I. 159［168］） 

 

 対応する『長阿含経』「倮形梵志経」では、「彼は戒を具足してなく、見解を具足してなく、

まじめに修行することができず、広めることができません292」（T1. 103c）と記載している。

『長部』「大獅子吼経」における条件の伝承よりもかなり簡略にされている。 

 そののち、『長阿含経』「倮形梵志経」では、仏がその条件を詳細に説明する。そして、迦

葉が仏と対話する一場面がある。以下のように伝えている。 

 

  「迦葉は、『瞿曇よ、戒を具足し、見解を具足し、もろもろの苦行よりすぐれて、微妙

で第一であるといいましても、沙門の法は難しく、婆羅門の法は難しいのです』と言っ

た。 

仏は、『①迦葉よ。それなるこれが世間と共通しない法です。②いわゆる沙門の法と婆

羅門の法は難しいということです』と言われた293」（T1. 103c） 

 

 そこから仏は、沙門と婆羅門の法が難しくない理由を展開していく（Beの 399 節）。この

下線部が『長阿含経』「倮形梵志経」のみに見られる伝承である。「共通しない」という特

徴的な表現がなされている。 

 下線部について丘山新・他（訳注）［2002: 302. n84］（担当・神塚淑子）は、『長部』「大

獅子吼経」の波線部の文章と対応した結果、「意味がちがう」（文章がおかしい）と指摘して

いる。①と②との文章を等置し、「迦葉よ、それなるこれが世間と共通する法です。いわゆ

る沙門の法と婆羅門の法は難しいということです」というのが本来の文意であると解釈し

ているようである。 

 しかし、この①と②との文章が独立したものと解釈してはどうであろうか。「①それなる

これ（仏の教え）が世間と共通しない法です」、「②（世間では）いわゆる沙門と婆羅門の法

は難しい（と言われています）」という解釈である。仏がその難しくない理由を展開してい

くにあたって、結論的に表現したという解釈である。 

 この解釈を裏づけるならば、『長部』「大獅子吼経」では、仏が裸行者カッサパに戒の成就、

心の成就、慧の成就、増上戒、増上厭離、増上慧、増上解脱などといった教えを展開してい

くなかに以下のような伝承がある（Beの 400-402 節）。 

 

「カッサパよ、この戒の成就、心の成就、慧の成就よりも他の優り、勝れた戒の成就、

心の成就、慧の成就はありません。 

カッサパよ、ある沙門・バラモンたちは戒を説く者です。彼らは多くの法門によって戒

を称賛して語ります。カッサパよ、聖なる最上の戒まで私は、そこに自分と同等な者を

見ることがなく、どうして勝れた者がいましょうか。そこでは私がそれについて、勝れ

                                                   

291  evaM vutte, acelo Kassapo bhagavantaM etadavoca, “dukkaraM, bho gotama, sAmaJJaM 

dukkaraM brahmaJJan”ti. 

“pakati kho esA, Kassapa, lokasmiM, “dukkaraM sāmaJJaM dukkaraM brahmaJJan”ti” 
292 彼戒不具足、見不具足、不能勤修、亦不広普。 
293 迦葉言、「瞿曇。雖曰戒具足・見具足、過諸苦行微妙第一。但沙門法難、婆羅門法難」。 

仏言、「迦葉、此是世間不共法。所謂沙門法・婆羅門法難」。 
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た者です。すなわち増上戒です……294」（DN: I. 163［174］） 

 

 『長部註』「大獅子吼経註」では、この「カッサパよ、ある沙門・バラモンたちは」につ

いて、「このように説き、今や無上の仏の獅子吼を295しながら、『カッサパよ、ある沙門・バ

ラモンたちは』云々と言った296」（DA: I. 295［II. 359］）と解説している。 

 『長部復註』「大獅子吼経復註」では、この「無上の仏の獅子吼をしながら」について、

「他と共通しない状態（anaJJasAdhAraNatA）、他と共通しない意味の対境であること

（anaJJasAdhAraNatthavisayatA）によって無上の仏の獅子吼をしながらということである297」

（DAT: I. 356［466］）と説明している。 

 この説明から解釈すると、仏が教えを語ることを獅子吼と同義にしている。その獅子吼が

「他と共通しない状態、他と共通しない意味の対境であること」（下線部）になる。この「共

通しない」という伝承の一点に限って以上の下線部を総括すると、仏の教えを勝れたもの、

他と共通しないものとする形容的表現をもった伝承になっている。この事例は、『長部』「大

獅子吼経」に確認できない「共通しない」という内容に関連した伝承が、『長部復註』「大獅

子吼経復註」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 1. 7. 2. 事例 2: 同義語に関連した事例 

 

 『長部』「大獅子吼経」では、仏が裸行者カッサパに獅子吼の様相を伝えている。以下の

ような伝承である。 

 

  「カッサパよ、外道の遊行者たちは、『沙門ゴータマは獅子吼をしている（sIhanAdaM 

nadati）。それは空屋においてしているが、会衆のうちでしていない』と、このように語

るであろうという、この道理が見出されます。彼らに『このようなことはありません』

と言うべきです。カッサパよ、『沙門ゴータマは獅子吼をしている。会衆のうちでして

いる』と、このように言うべきです298」（DN: I. 164［175］） 

 

この（1）「会衆のうちでしている」を皮切りに、（2）「自信をもってしている」、（3）「彼

らは彼に質問をしている」、（4）「彼らに質問をされて解答している」、（5）「質問に対する解

答で心を喜ばせている」、（6）「彼らはそのことを聞くべきものと考えている」、（7）「彼らは

聞いてそのことを信じている」、（8）「彼らは浄信した様相を作っている」、（9）「彼らは如実

                                                   
294  imAya ca, Kassapa, sIlasampadAya cittasampadAya paJJAsampadAya aJJA sIlasampadA 

cittasampadA paJJAsampadA uttaritarA vA paNItatarA vA natthi. 

santi, Kassapa, eke samaNabrAhmaNA sIlavAdA. te anekapariyAyena sIlassa vaNNaM bhAsanti. yAvatA, 

Kassapa, ariyaM paramaM sIlaM, nAhaM tattha attano samasamaM samanupassAmi, kuto bhiyyo. atha 

kho ahameva tattha bhiyyo, yadidaM adhisIlaM. 
295 底本である Beによれば、本来は「無上の大獅子吼を」（anuttaraM mahāsIhanādaM）とい

う読みになるが、今回は Reにおける「無上の仏の獅子吼を」（anuttaraM mahāsIhanādaM）の

読みを採用する。その理由は、『長部復註』「大獅子吼経復註」の読みと一致させるためであ

る。 
296  evaJca pana vatvA idAni anuttaraM mahAsIhanAdaM nadanto, “ santi Kassapa eke 

samaNabrAhmaNA”tiAdimAha. 
297 anaJJasAdhAraNatAya, anaJJasAdhAraNatthavisayatAya ca anuttaraM buddhasīhanādaM nadanto. 
298  ThAnaM kho panetaM, Kassapa, vijjati, yaM aJJatitthiyA paribbAjakA evaM vadeyyuM, 

“sIhanAdaM kho samaNo gotamo nadati, taJca kho suJJAgAre nadati, no parisAsU”ti. te, “mA hevan”

tissu vacanIyA. “sIhanAdaJca samaNo gotamo nadati, parisAsu ca nadatI”ti evamassu, Kassapa, 

vacanIyA. 
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に行道している」、（10）「行道して喜ばせている」という獅子吼の十の様相を説いている（DN: 

I. 164-165［175］）（Beの 403 節）。あくまで仏は、獅子のような咆哮（説法）をしているの

であり、「獅子」を「如来」と同義にする表現は確認できない。 

対応する『長阿含経』「倮形梵志経」では、（1）「勇敢無畏にする」、（2）「大衆のなかです

る」、（3）「よく説法をする」、（4）「聴衆は一心に聞く」、（5）「聴衆は歓喜信受する」、（6）

「聴衆は供養する」、（7）「聴衆は出家して道を修行する」、（8）「聴衆は無余涅槃に至る」と

いう師子吼の八つの様相を説いている（T1. 104b-c）。その直前に以下のような伝承がある。 

 

  「迦葉よ。いわゆる師子というこのことは如来、至真、等正覚のことです。如来は多く

の人々のなかで広く説法するとき、自在で畏れません。それゆえに師子と呼ばれます。 

（1）迦葉よ、どうでしょうか。あなたは如来が獅子吼するとき、勇敢でないと思いま

すか。この思いをなしてはいけません。如来は勇敢で畏れず、獅子吼します299」（T1. 

104b） 

 

 この下線部が『長阿含経』「倮形梵志経」のみに見られる伝承である。ここでは、師子を

如来と同義にしている。この伝承は、「師子吼の八つの様相」を説明するにあたって「師子」

の意義を解説する、註釈のような内容と言える。 

 『長部註』「大獅子吼経註」では、「会衆のうちで」を註釈するなかで以下のように説明し

ている。 

 

  「会衆のうちでとは、八つの会衆のうちでということである。このことが説かれた。 

『サーリプッタよ、如来にはこの四の無畏があります。無畏をそなえた如来は、牛王の

地位を自称します。会衆のうちで獅子吼をします300』という経が詳細にされるべきであ

る301」（DA: I. 296［II. 360］） 
 

 『長部復註』「大獅子吼経復註」では、「獅子吼をします」を註釈するなかで以下のように

解説している。 
 

  「獅子吼をしますとは、たとえば獣王は諸危難に耐えること（sahana）から、林の野牛・

狂象などを破壊すること（hanana）から『獅子』（sIha）と言われるように、このように

                                                   
299 迦葉、所謂師子者、是如来・至真・等正覚。如来於大衆中広説法時、自在無畏。故號師

子。 

云何迦葉。汝謂如来師子吼時不勇捍耶。勿造斯観。如来師子吼勇捍無畏。 
300 引用文の出典は『中部』「大獅子吼経」（MN: I. 103［71］）となる。対応する『増一阿含

経』巻 42（46・4）は以下のとおりである。 

 

得四無所畏、在大衆中作師子吼。 

「四つの無所畏を得て、多くの人々のなかで獅子吼をします」（T2. 776c） 

 

 同じく対応する『身毛喜豎経』（所属は不明、訳出年代は宋代、訳者は惟浄など）は以下

のとおりである。 

 

  成就四無所畏而悉能知聖所行処、於大衆中、作師子吼。 

  「四つの無所畏を成就し、すべての聖なる所行の範囲を知ることができ、多くの人々の

なかで獅子吼をします」（T17. 593b） 
301 parisAsu cAti aTThasu parisAsu. vuttampi cetaM. 

“cattArimAni, sAriputta, tathAgatassa vesArajjAni. yehi vesArajjehi samannAgato tathAgato AsabhaM 

ThAnaM paTijAnAti, parisAsu sIhanAdaM nadatI”ti suttaM vitthAretabbaM. 
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如来はもろもろの世間の法に耐えることから、もろもろの異論を破壊するから『獅子』

と言われる。このように説かれた獅子の咆哮が獅子吼である302」（DAT: I. 357［467］） 

 

この解説は、ダンマパーラがブッダゴーサの編纂からなる『中部註』「大獅子吼経註」な

どの伝承303にもとづいて増広したものであろう。以下のようなものである。 

 

  「獅子吼をしとは、最勝の咆哮、恐れのない咆哮をしということである。あるいは獅子

吼のような咆哮をしということである。この意味は『獅子吼経』（sIhanAdasutta）によっ

て説明されるべきである。たとえば獅子は耐えることから、破壊することから獅子と言

われるように、このように如来はもろもろの世間の法に耐えることから、もろもろの異

論を破壊するから、『獅子』と言われる。このように説かれた獅子の咆哮が獅子吼であ

る304」（MA: I. 331［II. 25］） 

 

ブッダゴーサの視点に立てば、『長部註』を編纂していた段階では、獅子を如来と同義に

する認識がなかった。『中部註』を編纂していた段階で認識した、もしくは認識していなが

らも何らかの理由で『長部註』に記さなかったということになる。ダンマパーラの視点に立

てば、アッタカター文献の伝承を参照しながら、ティーカー文献の伝承を編纂していったこ

とになる。 

『中部註』「大獅子吼経註」で、すでに獅子を如来と同義にする解釈があったことを前提

として、この事例をティーカー文献と北伝資料とに共通する伝承とする。そこで以上の下線

部を見ていくと、「獅子」と「師子」とを如来と同義にする「同義語に関連した事例」に当

てはめられる。この事例は、『長部』「大獅子吼経」に確認できない「獅子＝如来」という伝

承が、『長部復註』「大獅子吼経復註」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていること

を示したものである。 

 

 

3. 1. 7. 3. 小結 

 

 以上、二つの事例を通して『長部復註』「大獅子吼経復註」（南方上座部大寺派）と北伝資

料とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「倮形梵志経」（法

                                                   
302  sIhanAdaM nadatIti yathA migarAjA parissayAnaM sahanato, vanamahiMsamattavAraNAdInaM 

hananato ca, “sIho”ti vuccati, evaM tathAgato lokadhammAnaM sahanato, parappavAdAnaM hananato 

ca, “sIho”ti vuccati. evaM vuttassa sIhassa nAdaM sIhanAdaM. 

303 元となる『中部』「大獅子吼経」（mahAsIhanAda-sutta）の文章は以下のとおりである。ち

なみに対応する経である『身毛喜豎経』と『増一阿含経』巻 42（46・4）では、師子を如来

と同義にする伝承はない。関連する『中阿含経』「師子吼経」（所属は説一切有部、訳出年代

は 397-398 年、訳者は僧伽提婆）や『中部』「小獅子吼経」「大獅子吼経」にもそのような伝

承はない。 

 

dasa kho panimAni, sAriputta, tathAgatassa tathAgatabalAni yehi balehi samannAgato tathAgato 

AsabhaM ThAnaM paTijAnAti, parisAsu sIhanAdaM nadati, brahmacakkaM pavatteti. 

「サーリプッタよ、如来にはこの十の如来力があります。その力をそなえた如来は牛王

の地位を自称し、会衆のうちで獅子吼をし、梵の輪を転じます」（MN: I. 99［I. 69］） 
304  sIhanAdaM nadatIti seTThanAdaM abhItanAdaM nadati, sIhanAdasadisaM vA nAdaM nadati. 

ayamattho sIhanAdasuttena dIpetabbo. yathA vA sīho sahanato hananato ca sIhoti vuccati, evaM 

tathAgato lokadhammAnaM sahanato parappavAdAnaJca hananato sIhoti vuccati. evaM vuttassa 

sIhassa nAdaM sIhanAdaM. 
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蔵部）である。 

 この二つの事例は、『長部』「大獅子吼経」に確認できない伝承が『長阿含経』「倮形梵志

経」と『長部復註』「大獅子吼経復註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場か

ら見たとき、『長部復註』（ティーカー文献）を編纂した段階で付加された伝承となる。 

そのうち、事例 2 は同義語や言い換えの類である。ダンマパーラはブッダゴーサが編纂

した『中部註』における伝承を参照しながら、『長部復註』の伝承を編纂していったことが

判明した。 

 

 

3. 1. 8. 「ケーヴァッタ経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 1. 8. 1. 事例 1: 同義語に関連した事例 

 

 『長部』「ケーヴァッタ経」（kevaTTa-sutta）は、仏がナーランダーに近いパーヴァーリカ・

マンゴー林（pAvArikambavana）で、居士の子ケーヴァッタ（kevaTTa）に説法されたものであ

る。その内容は神通の神変（iddhi-pATihAriya）、記説の神変（AdesanA-pATihAriya）、教誡の神変

（anusAsanI-pATihAriya）について説法したものである。そして、昔のある比丘の心に「地界

（pathavI-dhAtu）、水界（Apo-dhAtu）、火界（tejo-dhAtu）、風界（vAyo-dhAtu）という、この四

大種（cattAro mahAbhUtA）が残らずにどこで滅するのか」という疑問が生じた。その比丘は

神々にその解答を求めたが解答を得られなかった。結局、仏のもとにその比丘が戻ってきた。

そして、仏は、「名色が識の滅尽によって滅する」と説かれたというものである。そのなか

で仏はその昔の比丘に、以下のような比喩をもって解答した。 

 

  「比丘よ、往古に海の商人たちは陸地を捜す鳥を連れて、船で海に入っていきました。

彼らは陸地が見えなくなると、船から陸地を探す鳥を放ちました305」（DN: I. 212［222］） 

 

ここでは、その鳥があらゆる方向に飛びいき、岸があれば船に戻ってこない。そして、岸

がなければ船に戻ってくるように、その比丘の行動も同じであると仏が諭す内容である。 

対応する『長阿含経』「堅固経」では、「比丘よ、そこで商人は鷹を臂にのせて海に入り、

海のなかで放ちます306」（T1. 102c）と述べている。この下線部が『長阿含経』「堅固経」

のみに見られる伝承である。鷹という具体的なものを説いている。 

『長部註』「ケーヴァッタ経註」では、「鳥を」について、「鳥をとは、鴉を、あるいは鷹

（kulala）をということである307」（DA: I. 325［II. 392］）と解説している。この解説による

と、鳥を鷹と同義にする「同義語に関連した事例」に当てはまる。この事例は、『長部』「ケ

ーヴァッタ経」に確認できない「鷹」に関連した伝承が、『長部註』「ケーヴァッタ経註」の

ソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示し

たものである。 

 

 

3. 1. 8. 2. 小結 

 

 以上、一つの事例を通して『長部註』「ケーヴァッタ経註」（南方上座部大寺派）と北伝資

料とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「堅固経」（法蔵部）

                                                   
305  bhUtapubbaM, bhikkhu, sAmuddikA vANijA tIradassiM sakuNaM gahetvA nAvAya samuddaM 

ajjhogAhanti. te atIradakkhiniyA nAvAya tIradassiM sakuNaM muJcanti. 
306 比丘猶如商人臂鷹入海、於海中放。 
307 sakuNanti kAkaM vA kulalaM vA. 
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である。 

 この一つの事例は、『長部』「ケーヴァッタ経」に確認できない伝承が『長阿含経』「堅固

経」と『長部註』「ケーヴァッタ経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場か

ら見たとき、これらの事例は『長部註』「ケーヴァッタ経註」のソースとなる「古資料の古

層」における内容となる。その内容は、同義語に関連した伝承である。 

 

 

3. 1. 9. 「ケーヴァッタ経復註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 1. 9. 1. 事例 1: “kira”を有する事例 

 

 『長部』「ケーヴァッタ経」では、仏が居士の子ケーヴァッタに、昔のある比丘がした四

大種についての質問の仕方308を教示している。仏は、それについての解答を説いている。そ

れは以下のような偈の形式である。 

 

  「それについて解答があります。『識は見られず、無辺ですべての場合の pabha である。

ここで水と地と、火と風は確立しない。ここで長と短、微細と粗大、浄と不浄は、ここ

で名と色は、残らずに滅する。識の滅尽によって、ここでこれが滅する』と309」（DN: 

I. 213［223］） 

 

この“pabha”は Beによるものであるが、Reでは“paha”となる。前者の“pabha, pabhA”

について Childers の辞書［306］（以下、DPL とする）と Rhys Davids の辞書［415］（以

下、PTSD とする）は、光（light）、光輝（radiance）、輝き（shine）としている。水野弘

元の辞典［203］（以下、水野辞典とする）と雲井昭善の辞典［562］（以下、雲井辞典とす

る）と村上真完の辞典［1171］（以下、村上辞典とする）は、この“pabha, pabhA”について

光、輝、光明、光照とし、pra-√bhA と解釈している。 

後者の“paha”について DPL ［317］は、捨てて（dismissing）としている。PTSD［448］

は、“paha”について、「水の中に降りていくための段々（flight of steps from which to step 

down into the water）」、「階段（a ghat）」としている。水野辞典［220］と雲井辞典［606］

は、“paha”について、浴津への階段としている。村上辞典［1246］は、“paha”について、

「水、捨てて、断じて、断ずると、輝いている」としている。 

 上記の辞書類における意味を大まかに分けると、①「光明」、②「階段（水）」、③「捨て

て」という三種になる。③は pajahati（pra-√hA）の現在分詞、男性、単数、主格という解釈

である。一方で pabha＝paha という解釈もなされ、両者が混合している。 

 翻訳について中村元［1971: 138］は、「認識作用（viJJANa）は不可見であり、無眼であり、

                                                   
308  evaJca kho eso, bhikkhu, paJho pucchitabbo. 

“kattha Apo ca pathavI, tejo vAyo na gAdhati. 

kattha dIghaJca rassaJca, aNuM thUlaM subhAsubhaM. 

kattha nAmaJca rUpaJca, asesaM uparujjhatI”ti. 

「比丘よ、この質問は、このようにすべきです。『どこで水と地と、火と風は確立しな

いのか。どこで長と短、微細と粗大、浄と不浄は、どこで名と色は、残らずに、滅する

のか』と」（DN: I. 213［223］） 

309 tatra veyyakaraNaM bhavati, 

“viJJANaM anidassanaM, anantaM sabbatopabhaM. 

ettha Apo ca pathavI, tejo vAyo na gAdhati. 

ettha dIghaJca rassaJca, aNuM thUlaM subhAsubhaM. 

ettha nAmaJca rUpaJca, asesaM uparujjhati. 

viJJANassa nirodhena, etthetaM uparujjhatI”ti. 
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至るところに輝く」としている。JANamoli, B & Bodhi, B［1995］は、「意識は明らかとなら

ず、無限で至るところで輝く（luminous all around）」としている。Walshe, M［1995: 179］

は、「意識は表われず、無限ですべてが輝く（all-luminous）ならば」としている。片山一良

［2003a: 361］は、「識は、見られず限られず、あらゆる場合の渡場である」としている。

中村元・他（訳）［2003: 511］（担当・橋本哲夫）は、「定義づけられない、限定のない意識

（識）を完全に捨てる場合」としている。村上辞典［1246］は、「例示されない無辺の識を

全て断ずるならば」としている。 

北伝資料とパーリ註釈文献とにおける pabha と paha との内容を確認していくと、対応す

る『長阿含経』「堅固経」は、偈の形式で、 

 

「まさに答えましょう。識は形がなく、無量で自ら光がある。これが滅すれば、四大〔種〕

も滅し、粗大も微細も、好も醜も滅する。ここで名と色は滅し、色が滅すれば残りもま

た滅する310」（T1. 102c） 

 

と伝えている。この下線部が『長阿含経』「堅固経」に見られる伝承である。①自ら光（光

明）の訳を採用している。 

『長部註』「ケーヴァッタ経註」では、“pabha”を註釈するなかで以下のように解説して

いる。 

 

「pabha とは、これは渡し場（tittha）の名前である。ここではそれを飲む（papanti）か

ら水（papa）である。pa の文字に bha の文字をつけた。それには完全な pabha があるか

ら、すべての場合の pabha である。伝え聞くところでは、涅槃に関して、たとえば大海

にそれぞれ入ろうと望むという、その渡し場がある。渡し場でないものはないように、

このように三十八の業処におけるそれぞれの入口によって涅槃に入ろうと望むという、

その渡し場がある。涅槃への渡し場でないもの（業処）はない。それゆえに『すべての

場合の pabha である』と説かれた311」（DA: I. 325［II. 393］） 

 

この解説は、papa を pabha とする語義釈を通して、涅槃という大海（果）に入ろうと望む

ならば、業処という渡し場（因）から入るべきという内容である。いわば三十八の業処（因）

から涅槃（果）に至るという構図である。③「捨てて」の解釈が涅槃（果）の状態を示して

いるならば正鵠を得ているが、ここでは修行となる業処（因）の状態となる。この解説に従

う限り、③の解釈は当てはまらない。波線部における②渡し場（階段）という解釈が採用さ

れている。 

『長部復註』「ケーヴァッタ経復註」では、「すべての場合の pabha」などを註釈するなか

で以下のように説明している。 

 

「『渡し場の名前』と説き、その場合の語源（nibbacana）を示すために、『ここでは飲む

から、水である』と説かれた。なぜなら、ここでは渡し場にある飲み物（pAnatittha）を

飲むからである。詞の仕方（niruttinaya）によって bha の字をつけた。あるいは（vA）

清浄（visuddha）の状態によってすべての場合の pabhaM である。何によっても汚され

                                                   
310 応答識無形 無量自有光 

此滅四大滅 麁細好醜滅 

於此名色滅 識滅余亦滅 
311 pabhanti panetaM kira titthassa nAmaM, taJhi papanti etthAti papaM, pakArassa pana bhakāro kato. 

sabbato pabhamassAti sabbatopabhaM. nibbAnassa kira yathA mahAsamuddassa yato yato otaritukAmA 

honti, taM tadeva titthaM, atitthaM nAma natthi. evameva aTThatiMsAya kammaTThAnesu yena yena 

mukhena nibbAnaM otaritukAmA honti, taM tadeva titthaM, nibbAnassa atitthaM nAma natthi. tena 

vuttaM, “sabbatopabhan”ti. 
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ない状態によってあまねく輝くもの（samantato pabhassaraM）という意味である312」

（DAT: I. 393-394［513］） 

 

この下線部では、①あまねく輝くもの（光明）という解釈を支持していることが判明する。

注意しておくべきことは、「あるいは」という表現を用いて別の解釈の一つとされている。

②渡し場（階段）という解釈自体は決して否定されていない。 

 この①光明という解釈は、以下の『増支部』（4・15）の伝承にもとづくものであろう。 

 

  「『比丘たちよ、これらの四つの光明（pabhA）があります。四つとはどのようなもので

しょうか。月の光明（pabhA）、太陽の光明（pabhA）、火の光明（pabhA）、慧の光明（pabhA）

です。比丘たちよ、これらの四の光明があります。比丘たちよ、これらの四の光明のう

ち、この第一は、すなわち慧の光明です』と313」（AN: I. 456［II. 139］） 

 

 ここから、pabhA が光明であることは明白である。遠藤敏一［2005: 36］は、この pabhA

がパーリ註釈文献における仏陀の身体的特徴の一つを示しているとして、以下のように述

べている。 

 

「このような身体的特徴の神格化は、人間として捉えて来た聖典的仏陀観とは逆方向

を示す事になるが、註釈文献はこの矛盾については何の解答も与えてはいない」 

 

ここでは、神格化の過程であらわれた表現の一つとされている。中村元［1971: 142. n6］

は、この pabha（光明）について、「顕著にウパニシャッド的な表現である」と評している。

一方、JANamoli, B & Bodhi, B［1995: 1249-1250. n513］は、空無辺処（業処）が関連して

いることを指摘し、阿羅漢が涅槃に関わる業処に向かっている間は、意識が輝く現象が慧の

光明として起きると述べている。 

 この「識は見られず、無辺ですべての場合の pabha である」という伝承は、『中部』「梵天

招待経」（Bramhanimantanika-sutta）などにも見られる。その内容は梵天界でバカ梵天（Baka-

brahmA）と梵天衆とに悪魔が憑依した。その悪魔が仏と対話しているなかに、その伝承が出

てくる（MN: I. 405［329］）。対応する『中阿含経』「梵天請仏経」にその伝承は存在してい

ない。 

 『中部註』「梵天招待経註」では、「すべての場合の pabha」を註釈するなかで以下のよう

に解説している。 

 

「すべての場合の pabha とは、全体で光明をそなえたもの（sabbaso pabhAsampannaM）

ということである。なぜなら涅槃より光明のある（sapabhatara）、あるいは光輝のある

（jotivantatara）、あるいは清浄な（parisuddhatara）、あるいは白い（paNDarataro）他の法

はないからである。あるいはすべての場所でそのように現われたものであり、どこにも

ないことはないから、すべての場合の pabha である。なぜなら東方などにおけるそのよ

うな方向に涅槃はないと言うべきではないからである314」（MA: II. 309［412］） 

                                                   
312 “titthassa nAman”ti vatvA tattha nibbacanaM dassetuM, “papanti etthAti papan”ti vuttaM. ettha 

hi papanti pAnatitthaM. bha-kāro kato niruttinayena. visuddhaTThena vA sabbatopabhaM, kenaci 

anupakkiliTThatAya samantato pabhassaranti attho. 
313  “catasso imA, bhikkhave, pabhA. katamA catasso? candappabhA, sUriyappabhA, aggippabhA, 

paJJApabhA. imA kho, bhikkhave, catasso pabhA. etadaggaM, bhikkhave, imAsaM catunnaM pabhAnaM 

yadidaM paJJApabhA”ti. 
314  sabbatopabhanti sabbaso pabhAsampannaM. nibbAnato hi aJJo dhammo sapabhataro vA 

jotivantataro vA parisuddhataro vA paNDarataro vA natthi. sabbato vA tathA pabhUtameva, na katthaci 

natthIti sabbatopabhaM. puratthimadisAdIsu hi asukadisAya nAma nibbānaM natthIti na vattabbaM. 
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 この直後には、上記の『長部註』「ケーヴァッタ経註」における、②階段（pabha）とする

解説文が記載されている。『中部註』では、この pabha について、①光明と②階段という二

様の解釈があることを示している。 

以上をまとめて図にすると、以下のようになる。 

 

 ①光明（pabha） ②階段（pabha） ③捨てて（pabha） 

『長部註』「ケーヴァッタ経」 × 〇 × 

『長部復註』「ケーヴァッタ経復註」 〇 〇 × 

『増支部』（4・15） 〇 × × 

『中部註』「梵天招待経註」 〇 〇 × 

『長阿含経』「堅固経」 〇 × × 

『中阿含経』「梵天請仏経」    

※〇×＝解釈の有無. 

 

 上図から判断すると、ブッダゴーサが『長部註』を編纂していた段階では、①pabha を光

明と解釈する認識がなかった。『中部註』を編纂していた段階で認識したと想定できる。そ

の場合、ブッダゴーサは『増支部』（ニカーヤ文献）の伝承か、『長阿含経』「堅固経」の伝

承（後者）にもとづいて、その①の解釈を認識したことになる。 

『増支部』の伝承の場合、『中部註』を編纂している段階までにブッダゴーサがニカーヤ

文献を読破していなかったことになる。しかし、これは考え難いであろう。森祖道［1984: 

529］は、ブッダゴーサについて「そこでサンガは彼の思想傾向、教義理解、パーリ語学力

等を正確に知る為に彼をテストし、そのテストに合格した彼は……」と述べ、「彼がそこで

最初に著わしたのは、彼の主著と目されるマハーヴィハーラ派の教理集成綱要書たる

Visuddhimagga であり、それが完成したのは 429 年かそれ以前の事であった」と提言してい

る。『中部註』の編纂以前にブッダゴーサがパーリ三蔵（『増支部』）を通読していなかった

ことはあり得ない。 

「堅固経」の伝承の場合、ブッダゴーサが『中部註』を編纂した段階で初めて『長阿含経』

「堅固経」の伝承を知ったならば、『中部註』で初めて①の解釈が採用されたことも説明が

つく。しかし、ブッダゴーサが『長部註』を編纂した段階で『長部』に関連する『長阿含経』

の伝承を参照せず、『中部註』を編纂していた段階で『中部』と関連しない『長阿含経』の

伝承を参照したことになる。したがって、この可能性もあり得ない。 

そこで別の想定をすべきである。それは、①の解釈を認識していながらも何らかの理由で

『長部註』に記さなかったというものである。おそらくはブッダゴーサは、『長部註』「ケー

ヴァッタ経註」のソースとなる「古資料の古層」を参照したさい、①の解釈がなかった。し

かし、『中部註』のソースとなる「古資料の古層」には、その解釈があった。『長部註』と『中

部註』とにおいては、それらの「古資料」の内容の形態がそのまま反映された結果であると

考える。 

ダンマパーラは、これらのアッタカター文献の伝承にもとづいて、『長部復註』「ケーヴァ

ッタ経復註」に①②の解釈を併記したのであろう。 

本論文では、②pabha を階段とする解釈ではなく、①pabha を光明とする解釈を採用する。

なぜなら、夜に渡し場や階段に船が寄る場合、光が必要であったことは容易に想像できるか

らである。その光が渡し場や階段への目印になると想定することで、光明と、渡し場や階段

に付属した光明といった二様に解釈ができる。 

 『中部註』「梵天招待経註」において、すでに pabha を光明とする解釈があったことを前

提とし、この事例をティーカー文献と北伝資料とに共通する伝承とする。以上の下線部を総

括すると、“kira”の用例があるので、「“kira”を有する事例」に当てはめる。この事例は、

『長部』「ケーヴァッタ経」において明瞭でない「pabha＝光明」に関連した伝承が、『長部

復註』「ケーヴァッタ経復註」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示し

たものである。 
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3. 1. 9. 2. 小結 

 

 以上、一つの事例を通して『長部註』「ケーヴァッタ経註」「ケーヴァッタ経復註」（南方

上座部大寺派）と北伝資料とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含

経』「堅固経」（法蔵部）、『中阿含経』「梵天請仏経」（説一切有部系）である。 

 この一つの事例は、『長部』「ケーヴァッタ経」において明瞭でない伝承が上記の北伝資料

と『長部復註』「ケーヴァッタ経復註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場か

ら見たとき、『長部復註』を編纂した段階で付加された伝承となる。 

『長部註』『中部註』において、pabha を「光明」と「階段」とする解釈は「古資料」にも

とづいたものである。『長部復註』「ケーヴァッタ経復註」では、pabha を「光明」と「階段」

と解釈するアッタカター文献の伝承にもとづいて付加したものとなる。 

 

 

3. 1. 10. 「ローヒッチャ経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 1. 10. 1. 事例 1: “kira”を有する事例 
 

 『長部』「ローヒッチャ経」（lohicca-sutta）は、仏がコーサラ国におけるサーラヴァティ

カー（sAlavatikA）で、ローヒッチャ・バラモン（lohicca-brAhmaNa）に説法されたものであ

る。その内容は仏がローヒッチャ・バラモンに起きた悪しき見解を除くために、「叱責にふ

さわしい三人の師」の教えを通して三学を説いたものである。その経の冒頭でコーサラ国の

パセーナディ王からローヒッチャ・バラモンが拝領したサーラヴァティカーに仏が入った

ことが記されている（Beの 502 節）。 

 

  「ちょうどそのとき、ローヒッチャ・バラモンに、『ここで沙門、あるいはバラモンは

善法を得ることができるであろう。善法を得ても他者に告げることができないであろ

う。他者が他者のために何をすることができようか。たとえば古い束縛を切って、他の

新しい束縛を作るように、このようにこれと同じような悪い貪欲の法であると言いた

い。他者が他者のために何をすることができようか』という、このような悪しき見解が

起こっていた315」（DN: I. 214［224］） 

 

ここでは、ローヒッチャ・バラモンが仏に食事の布施をしたいと思い、仏に対して理髪師

ローシカー（rosikA）を使いに出した。翌日に食事の用意ができたので、理髪師ローシカー

を迎えに出した。その道中で、 

 

  「尊師よ、ローヒッチャ・バラモンに……このような悪しき見解が起こっています。尊

師よ、どうか世尊は、ローヒッチャ・バラモンをこの悪しき見解から離れさせてくださ

い316」（DN: I. 216［226］） 

 

と仏に懇願する一場面がある（Beの 504-508 節）。ここでは、ローヒッチャ・バラモンから

                                                   

315 tena kho pana samayena lohiccassa brAhmaNassa evarUpaM pApakaM diTThigataM uppannaM hoti, 

“idha samaNo vA brAhmaNo vA kusalaM dhammaM adhigaccheyya, kusalaM dhammaM adhigantvA 

na parassa Aroceyya, kiJhi paro parassa karissati. seyyathApi nAma purANaM bandhanaM chinditvA 

aJJaM navaM bandhanaM kareyya, evaMsampadamidaM pApakaM lobhadhammaM vadAmi, kiJhi 

paro parassa karissatI”ti. 

316 lohiccassa, bhante, brAhmaNassa evarUpaM pApakaM diTThigataM uppannaM……sAdhu, bhante, 

bhagavA lohiccaM brAhmaNaM etasmA pApakA diTThigatA vivecetU”ti. 
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理髪師ローシカーに、どのようにローヒッチャ・バラモンが有する悪しき見解が伝わったの

かという伝達手段が明確に記されていない。 

 『長阿含経』「露遮経」では、仏が尸舎婆林にいることを知った露遮婆羅門は仏のもとに

向かい、食事に招待する。 

 

  「そのとき、世尊は沈黙して招待を受け入れ、かの婆羅門は仏が沈黙されているのを見

て、承諾されたことを知り、即座に座席より立ち上がって、仏のまわりをめぐって立ち

去った。仏より離れて遠くないところで、このような悪しき見解を起こして、『沙門や

婆羅門たちは多くの善法を知り、多くのことを悟っていても、他人のために説くべきこ

とがない。ただ自分で知っているだけにとどめなさい。他人のために説いてどうなるの

か。たとえば、ある人が古い牢獄を壊し終わったのに、あらためて新しい牢獄を造るよ

うなものである。これこそが悪しき不善の法である』と言った317」（T1. 113a） 

 

そののち、剃頭師が仏に、露遮婆羅門が有する悪しき見解を除くように懇願するという内

容は、『長部』「ローヒッチャ経」と同じである。『長部』「ローヒッチャ経」では、悪しき見

解を起こした時期が明白でない。『長阿含経』「露遮経」では、釈尊を招待した直後に悪しき

見解を起こして言ったというこの下線部が『長阿含経』「露遮経」のみに見られる伝承であ

る。 

この下線部の「便起悪見言」を丘山新・他（訳）［2002: 344. n32］（担当・丘山新）は、

「また、「言」は「言う」の意ではなく、以下の文が考えた内容であることを示す、引用符

号のようなもの」と解釈している、そして、その訳文を丘山新・他（訳）［2002: 220］（担

当・丘山新）は、「次のような悪しき見解をおこした」としている。しかし、露遮婆羅門か

ら剃頭師に、どのように露遮婆羅門が有する悪しき見解が伝わったのかという伝達手段が

記されていない。ここでは、「言った」を訳すほうが妥当と考える。 

この解釈を裏づけるものとして『長部註』「ローヒッチャ経註」では、「起こっていた」を

註釈するなかで以下のような記載がある。 

 

  「起こっていたとは、生起していた（jAta）ということである。単に心に生起していた

だけではない。伝え聞くところでは、彼はそのことによって会衆の中央でもこのように

語っていた（bhAsati）318」（DA: I. 327［II. 395］） 

 

この記載は、伝承が微妙に変化や改編しながら伝播していった「古資料の古層」の内容を

示す“kira”の用例があるので、「“kira”を有する事例」に当てはめる。以上の下線部をまと

めると、ローヒッチャ・バラモン（露遮婆羅門）は悪しき見解を起こしたのちに、ローシカ

ー（剃頭師）にその見解を「口承」で伝達していたという伝承である。この事例は、『長部』

「ローヒッチャ経」に確認できない「見解の伝達手段」に関連した伝承が、『長部註』「ロー

ヒッチャ経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっ

ていることを示したものである。 

 

 

3. 1. 10. 2. 小結 

 

 以上、一つの事例を通して『長部註』「ローヒッチャ経註」（南方上座部大寺派）と北伝資

                                                   
317 爾時世尊黙然受請、彼婆羅門見仏黙然、知已許可、即従坐起、遶仏而去。去仏不遠、便

起悪見言、「諸沙門婆羅門多知善法、多所証成、不応為他人説。但自知休、与他説為。譬如

有人壊故獄已、更造新獄。斯是貪悪不善法耳」。 
318 uppannaM hotIti jAtaM hoti, na kevalaJca citte jAtamattameva. so kira tassa vasena parisamajjhepi 

evaM bhAsatiyeva. 
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料とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「露遮経」（法蔵部）

である。 

 この一つの事例は、『長部』「ローヒッチャ経」に確認できない伝承が『長阿含経』「露遮

経」と『長部註』「ローヒッチャ経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場か

ら見たとき、これらの事例は『長部註』「ローヒッチャ経註」のソースとなる「古資料の古

層」における内容となる。その内容は、人物に関連し、“kira”の用例をもつ伝承である。 

 

 

3. 1. 11. 資料数と事例数との関係 

 

 今回取り上げた二十一の事例のなかで、北伝資料と共通する伝承がない「戒蘊篇」の資料

は、『長部註』が「マハーリ経註」「ジャーリヤ経註」「ポッタパーダ経註」「スバ経註」「三

明経註」である。 

北伝資料と共通する伝承がない「戒蘊篇」の資料は、『長部復註』が「梵網経復註」「沙門

果経復註」「アンバッタ経復註」「ソーナダンダ経復註」「クータダンタ経復註」「マハーリ経

復註」「ジャーリヤ経復註」「ポッタパーダ経復註」「スバ経復註」「ローヒッチャ経復註」「三

明経復註」である。 

これらのうち、『長部註』「マハーリ経註」「ジャーリヤ経註」「スバ経註」と『長部復註』

「マハーリ経復註」「ジャーリヤ経復註」「スバ経復註」には、比較検討すべき北伝資料がな

い。したがって、北伝資料と共通する伝承は存在しない。 

上記以外の『長部註』『長部復註』「戒蘊篇」の資料に北伝資料と共通する伝承が存在する

ことを証左したものが今回取り上げた二十一の事例である。この二十一の事例を分析する

と、『長部註』の事例数は十八（資料数は八）、『長部復註』の事例数は三（資料数は二）で

ある。 

『長部註』「戒蘊篇」における資料数と事例数との相互関係は、註釈（ページ数）の分量
319に比例したものである。『長部註』「梵網経註」「沙門果経註」における事例数が多くなっ

たのは、そのページ数が多いからである。『長部註』「梵網経註」「沙門果経註」が「このよ

うに私は聞いた（evaM me sutaM）」（DA: I. 27-32［26-31］）や「如来（tathAgata）」（DA: I. 

59-67［59-68］）や「帰依（saraNa）」（DA: I. 205-210［230-235］）などといった経の定型句

や初出の伝承を詳細に註釈している。したがって、その註釈の分量も多くなった。そこから、

北伝資料と共通する伝承も多くなったのであろう。 

 その他の六つの資料には比較的均等に事例数が分布しているので、事例数の多少は問題

にならない。『長部註』「ポッタパーダ経註」「三明経註」に北伝資料と共通する「古資料の

古層」の内容が存在しなかったのは偶然であろう。資料数の有無もそれほど大きな問題では

ないと考える。 

『長部註』「戒蘊篇」と比例したとき、『長部復註』「戒蘊篇」における資料数と事例数と

の少なさは問題である。今回比較検討した事例に限ると、アッタカター文献の伝承を参照し

ながらティーカー文献の伝承をダンマパーラが編纂した結果となる。したがって、事実上は

アッタカター文献の用例となる。 

ブッダゴーサは「古資料」が制作されていた時代（前 3 世紀から紀元後 4 世紀冒頭）のイ

ンドに由来する内容をもつ「古資料の古層」の内容を『長部註』に転用していたので、その

資料数と事例数とが多くなった。しかし、ダンマパーラは「古資料」を参照せず、当時普及

していたアッタカター文献などのパーリ註釈文献を利用して『長部復註』を編纂していたの

で、その資料数と事例数とが少なくなったのであろう。 

                                                   

319 『長部註』「梵網経註」（DA: I. 27-121［26-131］）、「沙門果経註」（DA: I. 122-212［132-

238］）、「アンバッタ経註」（DA: I. 213-248［239-278］）のページ数の対比からも明らかで

ある。 
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『長部復註』は、『長部』に対する直接の註釈書ではないから、北伝資料と共通する伝承

も少なくなったということも、大きな理由の一つとなろう。 
 

 

3. 1. 12. 結 

 

 以上、二十一の事例を取り上げて『長部註』『長部復註』「戒蘊篇」の資料（南方上座部大

寺派）と北伝資料とを比較検討してきた。この二十一の事例は、『長部』「戒蘊篇」における

各経に存在しない伝承が北伝資料と『長部註』『長部復註』「戒蘊篇」の資料とに共通して見

られたものである。『長部註』「戒蘊篇」の資料に限ると、これらの事例は『長部註』「戒蘊

篇」のソースとなる「古資料の古層」の内容として示されている。 

 今回使用した北伝資料は『長阿含経』（法蔵部）、『中阿含経』と『ウパーイカー』と

“saMghabheda-vastu”（説一切有部系）、“mahAvastu”（大衆部の説出世部）、『寂止果経』、

『増一阿含経』である。とくに『長阿含経』と『長部註』とに共通する事例が多いのは特筆

すべき点である。 

 事例全体としては、同義語と言い換えの類や人物に関連した一般的で平俗的な「古資料の

古層」の内容が多い。そのなかでも「伝え聞くところでは（kira）」という用例は、北伝資料

とパーリ註釈文献とにわたって微妙に変化や改編しながら伝播していった伝承の一端を示

したものである。そして、その伝承を「伝え聞いた先」の存在が「古資料の古層」になる。 

ダンマパーラは、アッタカター文献の伝承を参照しながら、『長部復註』「戒蘊篇」の伝承

を編纂していったのである。 

 ある特定の伝承が南方上座部大寺派・アバヤギリ派と法蔵部と説一切有部と大衆部の説

出世部などとに変化や改編しながら伝播していった結果、『長部註』『長部復註』「戒蘊篇」

の資料と北伝資料との間に共通する伝承が部分的に生まれたのである。 
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3. 2. 「大篇」関連資料と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 2. 1. 「大譬喩経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 2. 1. 1. 事例 1: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大譬喩経」では、仏が比丘たちに、過去七仏に関する宿住（過去の生存）に関

係した法の話（pubbenivAsa-paTisaMyutta-dhammIkathA）の概要を語る。そして、仏は一端、そ

の場を立ち去るという一場面がある（Beの 13 節）。その法の話について比丘たちが談話し

ているなかに、比丘たちが以下のような言葉を述べる。 

 

  「〔如来は諸仏を〕生まれからも随念され、名からも随念され、姓からも随念され、寿

命の量からも随念され、両弟子からも随念され、弟子の集団からも随念されています320」

（DN: II. 7［8］） 

 

ここでは、比丘たちが過去七仏の事蹟の概要について確認しあっていることが知られる。

『長阿含経』「大本経」では、仏が一端、その場を立ち去るという場面は存在していない。

比丘たちの談話として以下の伝承がある。 

 

「さらにかの諸仏がどれほど前の劫に現れたのか。名称と氏姓は何なのか。どのような

種族に生まれたのか。何を飲食したのか。どれほどの寿命であるのか。どのような苦楽

を受けたのかを知っておられる321」（T1. 1b） 

 

この下線部が『長阿含経』「大本経」のみに見られる伝承である。ここでは、過去七仏に

おける「飲食」と「寿命」が述べられている。 

『長部註』「大譬喩経註」では、上記の『長部』「大譬喩経」の伝承と直接対応する部分で

はないが、ゴータマ仏の寿命について、「それは百年か、あるいは少し多い程度です」（DN: 

II. 3［4］）（Beの 6 節）という伝承を註釈しているなかで以下の説明がある。 

 

「以上のようにすべての諸仏は一阿僧祗の寿命（Ayuka）である。かのお方たちはなぜ、

一阿僧祗の間、とどまらなかったのか？ 

時節（utu）と食（bhojana）の欠損からである。なぜなら時節と食によって寿命（Ayu）

は衰退も増大もするからである322」（DA: II. 7［413］） 

 

 以上の下線部から、諸仏という「人物に関連した事例」に当てはめられる。この事例は、

『長部』「大譬喩経」に確認できない「諸仏における寿命と食」に関連した伝承が、『長部註』

「大譬喩経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっ

ていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 1. 2. 事例 2: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大譬喩経」では、過去七仏が「光」と関連している伝承は存在していない。 

 『長阿含経』「大本経」では、仏が比丘たちに、過去七仏の正覚について説法している。

                                                   
320  jAtitopi anussarissati, nAmatopi anussarissati, gottatopi anussarissati, AyuppamANatopi 

anussarissati, sAvakayugatopi anussarissati, sAvakasannipAtatopi anussarissati. 
321 又知彼仏劫数多少、名号姓字、所生種族、其所飲食、寿命脩短、所更苦楽。 
322 iti sabbe buddhA asaGkhyeyyAyukA. te kasmA asaGkhyeyyaM na aTThaMsu? utubhojanavipattiyA. 

utubhojanavasena hi Ayu hAyatipi vaDDhatipi. 
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最後に偈の形式で、「七仏には精進の力があり、光を放って暗黒を滅ぼしている。それぞれ

が樹々のもとに坐り、そこで正覚を完成しました323」（T1. 2b）とまとめている。 

 この下線部が『長阿含経』「大本経」のみに見られる伝承である。過去七仏が「光」と関

連したことが説かれている。精進の力という光で煩悩である暗黒を滅ぼすという内容であ

る。そこでは、過去七仏の光に相違は認められていない。 

 『長部註』「大譬喩経註」（Beの 12 節）では、過去七仏が「光」と関連していることにつ

いて、「すべての諸仏には寿命の相違、量の相違、家の相違、精勤の相違、光線の相違

（rasmivematta）という五の相違がある324」（DA: II. 17［424］）と述べている。この「光線

の相違」を以下のように解説している。 

 

  「光線の相違とは、マンガラ（maGgala）世尊の身体の光線（sarIrarasmi）は、一万の世

界の量であった。私たちの世尊は、あまねく一尋の量である。そのうち、光線の相違は

意向（ajjhAsaya）に結ばれたものである。望むならば、かのお方にはそれだけの身体の

光明が拡がる。マンガラには『常に一万の世界に拡がりなさい』という意向が生じた。

しかし証得された諸徳のうち、いかなるものについても相違はない325」（DA: II. 18［424-

425］） 

 

 この解説は、過去七仏に光線の量の相違があることを認めている。しかし、その光線の量

の相違は意向の相違だけであり、諸仏の徳からはいかなる相違もないと示している。本質的

には過去七仏に光線の量の相違はないことになる。以上の下線部をまとめると、過去七仏と

いう「人物に関連した事例」となる。この事例は、『長部』「大譬喩経」に確認できない「過

去七仏における光線」に関連した伝承が、『長部註』「大譬喩経註」のソースとなる「古資料

の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 1. 3. 事例 3: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大譬喩経」では、過去七仏の子（putta）に関する伝承は存在していない。 

 『長阿含経』「大本経」では、偈の形式で過去七仏の子に関する伝承を以下のように語っ

ている。 

 

「仏はそのとき、偈頌を語られた。方膺と無量という子、妙覚と上勝、導師と集軍、羅

睺羅を第七とする者がいます。この者たちは勝れた貴き子であり、諸仏の家柄を継承す

る者です。法を愛し、施し恵むことを好み、聖法に畏れることはありません326」（T1. 3b） 

 

 この下線部が『長阿含経』「大本経」のみに見られる伝承である。ここでは、過去七仏の

子の存在と名前とが明らかにされている。 

“mahAvadAna-sUtra”（We, Waldschmidt 版）（所属は説一切有部系（?）、作成年代・編纂

                                                   
323 七仏精進力、放光滅闇冥、各各坐諸樹、於中成正覚。 
324  sabbabuddhAnaJca AyuvemattaM, pamANavemattaM, kulavemattaM, padhAnavemattaM, 

rasmivemattanti paJca vemattAni honti. 

325 rasmivemattaM nAma maGgalassa bhagavato sarIrarasmi dasasahassilokadhātuppamANA ahosi. 

amhAkaM bhagavato samantA byAmamattA. tatra rasmivemattaM ajjhAsayappaTibaddhaM, yo yattakaM 

icchati, tassa tattakaM sarIrappabhA pharati. maGgalassa pana niccampi dasasahassilokadhAtuM 

pharatUti ajjhAsayo ahosi. paTividdhaguNesu pana kassaci vemattaM nAma natthi. 

326 仏時頌曰、「方膺、無量子、妙覚、及上勝、導師、集軍等、羅睺羅第七。此諸豪貴子、紹

継諸仏種、愛法好施恵、於聖法無畏」。 
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者は不明）327にも以下のような伝承がある。基本的に『長阿含経』「大本経」における過去

七仏の子の名前とすべて対応している。 

 

「スサンブリッタスカンダ（susaMvRttaskandha）、アトゥラ（atula）、スプラブッダ

（suprabuddha）、プラターパナ（PratApana）、サールタヴァーハ（sArthavAha）、ヴィジタ

セーナ（Vijitasena）、ラーフラ（rAhula）が第七です。大師たちにおけるこれらの子は

身体の最後を保持する者にして、すべての漏を尽きた者であり、かのお方たちに再有は

ありません328」（Mav. 79） 

 

 『長部註』「大譬喩経註」でも、過去七仏の子の存在と名前とについて、以下のように伝

えている。 

 

「『サマヴァッタカンダ（samavattakkhandha）、アトゥラ（atula）、スッパブッダ

（suppabuddha）、ウッタラ（uttara）、サッタヴァーハ（satthavāha）、ヴィジタセーナ

（Vijitasena）、ラーフラ（rāhula）が第七である』と、まずは七人の菩薩の次第によっ

て、この七人の子が知られるべきである329」（DA: II. 15［422］） 

 

 以上の下線部は、過去七仏の子という「人物に関連した事例」に当てはまる。これらの名

前は微妙に相違しているが、過去七仏の子の存在と名前とを伝えている伝承になっている。

この事例は、『長部』「大譬喩経」に確認できない「過去七仏の子の存在と名前」に関連した

伝承が、『長部註』「大譬喩経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共

通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 1. 4. 事例 4: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大譬喩経」では、過去七仏の菩薩の時代に起こった数々の「菩薩の法性、法則」

について述べられている。その初めには、「比丘たちよ、そこでヴィパッシー（VipassI）菩

薩は兜率天（tusita）から没したあと、正念と正知をもち、母胎に入りました。これがこの場

合の法性（dhammatA）です330」（DN: II. 10［12］）（Beの 17 節）という伝承がある。 

                                                   
327 吹田隆道［1985］は、 

 

  「一九八五年、E. Waldschmidt が中央アジア出土梵本より、パーリ本「大本経」及び

諸漢訳との比較研究に基づいて復元校訂し公表した。しかし、断片類を他部派の諸異本

と校合し、復元することにはおのずとその限界があり、細部に亘っては問題が生じてく

る」 

 

と問題点も指摘している。草間法照［1973: 383-388］によると、説一切有部系の可能性が

高いことを指摘している。 

328  susaMvRttaskandho atulaH suprabuddhaH PratApanaH, sArthavAho Vijitaseno rAhulo bhavati 

saptamaH. ete putrA mahAtmAnaH CarIrAntimadhAriNaH, sarveSAM AsravAH kSINA nAsti teSAM 

punarbhavaH. 

329 samavattakkhandho atulo, suppabuddho ca uttaro, 

satthavAho Vijitaseno, rAhulo bhavati sattamoti. 

ete tAva sattannampi bodhisattAnaM anukkameneva satta puttA veditabbA. 
330 atha kho, bhikkhave, VipassI bodhisatto tusitA kAyA cavitvA sato sampajAno mAtukucchiM okkami. 

ayamettha dhammatA. 
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 対応する『長阿含経』「大本経」では、「毗婆尸菩薩は兜率天より魂を母胎に降ろすために、

右脇から入って正念があって乱れませんでした331」（T1. 3c）と述べている。この下線部が

『長阿含経』「大本経」のみに見られる伝承である。菩薩が入胎するとき、右脇から入った

ことを伝えている。 

 『長部註』「大譬喩経註」では、この Beの 17 節の伝承を一通り註釈したうえで、「入胎

の次第（okkamanakkama）はない。そのこと（入胎の次第）はアッタカター（aTThakathA）に

出てきたから、それゆえに、このように知られるべきである332」（DA: II. 20［427］）と述べ

ている。 

 この「アッタカター」は、森祖道［1984: 207-222］が該当部分のページ数を提示して、

「単数形の aTThakathA」であると指摘している333。『長部註』「大譬喩経註」では、この「古

資料」としての単数形のアッタカターの伝承のなかに以下のような説明がある。 

 

  「そこで〔ヴィパッシー〕菩薩は高貴な白象（setavaravAraNa）になった。そして、そこ

から遠くない所に一の金山がある。そこに行き、そこから下りて銀山に登り、黄金の宮

殿に入った。そして母に右回りをし、右脇（dakkhiNapassa）を裂き、胎に入ったように

                                                   
331 毗婆尸菩薩従兜率天降神母胎、従右脇入、正念不乱。 
332 na okkamanakkamo. so pana yasmA aTThakathaM ArULho, tasmA evaM veditabbo. 
333 この該当部分のアッタカターの源泉については二つの可能性が指摘できる。第一は『本

生註』である。後に引用する『長部註』「大譬喩経註」の伝承の平行文が『本生註』におけ

る「ニダーナカター」（nidAnakathA）のなかに存在するが、その内容は増広されている。後

に引用する『長部註』「大譬喩経註」の伝承と比較し、『本生註』で増広されている部分を下

線部で示すと、以下のようになる。 

 

  atha bodhisatto setavaravAraNo hutvA tato avidUre eko suvaNNapabbato atthi, tattha vicaritvA tato 

oruyha rajatapabbataM abhiruhitvA uttaradisato Agamma rajatadAmavaNNAya soNDAya 

setapadumaM gahetvA koJcanAdaM naditvA kanakavimAnaM pavisitvA mAtusayanaM tikkhattuM 

padakkhiNaM katvA dakkhiNapassaM phAletvā kucchiM paviTThasadiso ahosi. 

そこで菩薩は高貴な白象になった。そして、そこから遠くない所に一の金山がある。そ

こに行き、そこから下りて銀山に登り、北の方角から近づいて、銀の鎖の色のある鼻で

白い蓮華を取った。そして象の叫びをあげて黄金の宮殿に入った。そして母の臥床に右

回りをし、右脇を裂き、胎に入ったようになった。（JA: I. 59［50］） 

 

 この『本生註』は、森祖道［1984: 192-193］によると、アッタカター文献史上における

位置づけが明確でない。前田惠學［1964: 738］は、ブッダゴーサ作も疑われていると指摘

している。v. Hinüber, O［1996: §260］も、ブッダゴーサの註釈書が『本生義註』（jAtaka-

atthavaNNanA）に戻って参照することはないと述べている。これらによると、『本生註』の引

用と即断することはできない。 

第二は、この「ニダーナカター」について藤田宏達［1981: 198］は、 

 

「『ニダーナカター』は、初めから『ジャータカ注』に含められていたものであり、し

かも現行の所伝は、シンハラ語で書かれていた古い『ジャータカ注』を、各種の古資料

と比較検討しつつパーリ語に還訳し再構成したものと推定される」 

 

と述べている。これによれば、アッタカター文献の古資料が「ニダーナカター」のソースで

あった可能性が指摘されている。現段階では第一の可能性は疑義が多いため、森祖道が指摘

する「古資料」としての「単数形の aTThakathA」の用例として扱う。 
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なった334」（DA: II. 24［431］） 

 

 この説明から、菩薩は白象となり、母の右脇から入胎したことが明らかにされている。 

 この「右脇」と「入胎」との関係性については、西村実則［2002: 32-35］が詳細に説明

している。その説明を参照し、そのなかから梵文が回収しやすい以下の三つの北伝資料を取

り上げる。 

 『普曜経』（所属は不明、訳出年代は西晋代、訳者は竺法護。仏伝文学の一種）では、「〔菩

薩は〕皇后の右脇にあって、坐っている場所は綺麗な宝の高閣のようであった335」（T3. 492a）

という記載がある。ここで注意すべきことは、上記の『長部註』「大譬喩経註」と『長阿含

経』「大本経」との伝承では、右脇から入胎する状況を説いている。この仏伝文学である『普

曜経』では、母の右脇に坐っていた状況を伝えている。これらに共通する点は、母の右脇が

関係していたということである。 

 “lalita-vistara”（所属は大乗（大衆部）系仏伝、作成年代は 150-500，600 年頃、編纂者

は不明）336においては、「菩薩はマーヤー（mAyA）妃の胎のなかに入っているとき、右脇に

（dakSiNe pArCve）結跏趺坐して坐られた（paryaGkam Abhujya niSaNNas abhUt）337」（Lv: I. 59-

60）と伝えている。ここでも母の右脇に結珈趺坐して坐っていた状況が説かれている。 

 “mahAvastu”は、「実にそのとき、胎内で結跏趺坐して、右脇に（dakSiNe pArCve）おられ

たのである338」（Mv: II. 16）と述べている。菩薩の滞在状況については“lalita-vistara”と

酷似している。 

 以上の下線部から判断すると、菩薩と母とに関した事例であるので、「人物に関連した事

例」に当てはめる。南方上座部大寺派と法蔵部との伝承では、母の右脇から入胎した状況を

説いている。仏伝文学系の伝承では、母の右脇に坐り、結珈趺坐していた状況を説いている

ので、状況は相違している。この事例は、『長部』「大譬喩経」に確認できない「菩薩と母の

右脇」に関連した伝承が、『長部註』「大譬喩経註」のソースとなる「古資料としての単数形

のアッタカター」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものであ

る。 

 

 

3. 2. 1. 5. 事例 5: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大譬喩経」では、過去七仏の菩薩の時代に起こった数々の「菩薩の法性」につ

いて述べられている。菩薩が母胎にいるときの状況の一端として、「四天子（devaputta）が

                                                   
334 atha bodhisatto setavaravAraNo hutvA tato avidUre eko suvaNNapabbato, tattha caritvA tato oruyha 

rajatapabbataM abhiruhitvA kanakavimAnaM pavisitvA mAtaraM padakkhiNaM katvA dakkhiNapassaM 

phAletvA kucchiM paviTThasadiso ahosi. 
335 処妙后右脇、所坐宝浄棚閣。 
336 外薗幸一［1994: 82-116］によると、大乗経典に属する仏伝で確かな作成年代は不明と

しながらも、おおよそ 150-500，600 年頃としている。著者については不明であるが、BhANaka、

あるいは dharma-bhANaka と呼ばれた人々によって編纂された可能性を指摘している。 

岡野潔［1990: (71)-(72)］は、ある段階において“lalita-vistara”には仏伝となり得る阿含

文献のほとんどが編入され、その阿含文献は大衆部の一系統のものではないかと述べてい

る。 

この大衆部系阿含を編入した点が重要であり、原語の回収に資するので、使用していく。

和訳については外薗幸一［1994］を適宜参照した。 

337 abhyantaragataCca bodhisattvo mAyAdevyAH kukSau dakSiNe pArCve paryaGkam Abhujya niSaNNo 

‘bhUt. 

338 atha khalu dakSiNe pArCve paryaGkam AbhuJjitvA tiSThati. 
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彼（菩薩）を四方より守護するために近づきます339」（DN: II. 11［12］）と伝えている。こ

の状況は、神々が菩薩や菩薩の母を何者も害することがないように配慮して守護している

ことを示している。 

 対応する『長阿含経』「大本経」では、「四の天子がおり、戈矛を取ってその人（菩薩）を

守護した。人と非人は害することができなかった340」（T1. 4a）と説いている。 

 この下線部が『長阿含経』「大本経」のみに見られる伝承である。ここでは、武器を手に

した神々が守護していることを述べている。 

 『長部註』「大譬喩経註」では、「四」を註釈するかたちで以下のように解説している。 

 

  「四天子が彼を四方より守護するために近づきますというこのうち、四とは、四大王

（mahArAjan）によって説かれた。一万の鉄囲山（cakkavALa）を四づつにし、四万にな

る。そのうち、この鉄囲山では剣を手にした〔四〕大王たち（mahArAjAno khaggahatthA）

が菩薩を守護するために近づき、寝室に入った。他者たちは内室の門から始め、追放し

た泥の鬼などの夜叉の集まりを退かせ、鉄囲山まで守護を取った341」（DA: II. 27［434］） 

 

 ここから広範囲にわたって四大王（神々）が剣（武器）を手にして菩薩を守護していた状

況がわかる。 

 『ウパーイカー』でも、「住処の四方には手に武器を持った神々が〔菩薩を〕守護するた

めに所狭しとひしめいていた342」（Pe. No. 5595 Tu 101b）343と述べている。ここでも武器

を手にした多くの神々が菩薩を守護していた状況が知られる。 

 以上の下線部をまとめると、四大王（神々）と菩薩という「人物に関連した事例」に当て

はまる。この事例は、『長部』「大譬喩経」に確認できない「剣を手にした四大王が菩薩を守

護する」という伝承が、『長部註』「大譬喩経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資

料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 1. 6. 事例 6: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大譬喩経」では、ヴィパッシー王子（菩薩）の父であるバンドゥマー（bandhumA）

王が王子を思い、相を占うバラモンたちにこの王子を見てもらう。その結果、相を占うバラ

モンたちから王に、王子が三十二種の大人相をそなえていることが告げられる。それらの大

人相のなかに以下の伝承（Beの 35 節）がある。 

 

  「陛下、この王子の下の足の裏には（pAdatalesu）千の輻があり、外輪があり、轂がある、

すべての相を満たした輪が生じています。陛下、この王子の下の足の裏には千の輻があ

り、外輪があり、轂がある、すべての相を満たした輪が生じているという、これがかの

                                                   
339 cattAro naM devaputtA catuddisaM rakkhAya upagacchanti. 
340 有四天子、執戈矛、侍護其人。人興非人不得侵嬈。 
341  cattAro naM devaputtA cAtuddisaM rakkhAya upagacchantIti ettha cattAroti catunnaM 

mahArAjAnaM vasena vuttaM. dasasahassacakkavALesu pana cattAro cattAro katvA cattAlIsasahassAni 

honti. tattha imasmiM cakkavALe mahArAjAno khaggahatthA bodhisattassa ArakkhatthAya upagantvA 

sirigabbhaM paviTThA, itare gabbhadvArato paTThAya avaruddhake paMsupisAcakAdiyakkhagaNe 

paTikkamApetvA yAva cakkavALA ArakkhaM gaNhiMsu. 
342 khyim gyi phyogs bzhir lag na mtshon thogs pa'i/ / lha rnams bsrung ba'i don du khyab cing gnas 

zhes bya'a/ / 

343 本庄良文［2014: 247］を参照。 
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大人の大人相です344」（DN: II. 14-15［17］） 

 

この伝承では、王子の両足の裏にすべての相を満たした輪がそなわっていることを述べ

ている。 

『長部註』「大譬喩経註」では、この Beの 35 節の伝承を一通り註釈したうえで以下のよ

うに詳説している。 

 

  「まずはこれがパーリ（PALi）で述べられたものである。しかし多くの章（sambahulavAra）

が述べられていない。それは、このように見られるべきである。 

小刀、①吉祥の子牛（sirivaccha）、②ナンディ（nandi）、③卍字（sovattika）、④耳飾

（vaTaMsaka）、⑤万字の字（vaDDhamAnaka）、⑥双魚宮（macchayugaLa）、籐の椅子、⑦

鉤（aGkusaka）345、高閣、城門、⑧白傘（setacchattaM）、⑨剣（khagga）、扇、孔雀の毛

の扇、払子、王冠、⑩宝石（maNi）、鉢、ジャスミンの花環346、⑪青蓮華（nIluppala）、

⑫赤蓮華（rattuppala）、⑬白蓮華（setuppala）、⑭蓮華（paduma）、⑮白蓮（puNDarIka）、

満ちた瓶、満ちた鉢、海、鉄囲山、ヒマラヤ山、シネール、⑯月・太陽（candimasUriya）、

星、四大州、二千の小州、乃至（antamaso）、転輪王の会衆を取り、すべてのものが輪の

相（cakkalakkhaNa）に従うものである347」（DA: II. 37［445-446］） 

 

 上記の波線部における「多くの章」という用例に注目する。仏が比丘たちに過去七仏の事

蹟の概要を語り、精舎に入っていったことを伝える『長部』「大譬喩経」の伝承がある（Be

の 13 節）。それに対して『長部註』「大譬喩経註」は、以下のように説明している。 

 

  「世尊がこの経典（tanti）を語られた場合、そこでは劫の限定、生まれの限定、姓の限

定、寿命の限定、菩提樹の限定、双璧の弟子の限定、弟子の集団の限定、侍者の限定、

父の限定というこの九章（vAra）が述べられた。多くの章は述べられていない。導き、

説明されるべきである。 

  すべての菩薩には……348」（DA: II. 14-15［421-422］ 
 

 この「九章」は、実際に『長部』「大譬喩経」で説かれているものである。それ以外の過

                                                   
344 imassa, deva, kumArassa heTThA pAdatalesu cakkAni jAtAni sahassArAni sanemikAni sanAbhikAni 

sabbAkAraparipUrAni. yampi, imassa deva, kumArassa heTThA pAdatalesu cakkAni jAtAni sahassArAni 

sanemikAni sanAbhikAni sabbAkAraparipUrAni, idampissa mahApurisassa mahApurisalakkhaNaM 

bhavati. 

345 『中部註』「ブラフマーユ経註」では、「鉤、槍（tomaro）」とする（MA: III. 257［374］）。 
346 『中部註』「ブラフマーユ経註」では、「鉢、宝石、花の環（kusumadAma）」とする（MA: 

III. 257［374］）。『長部註』と『中部註』におけるこれらの相違は、ブッダゴーサが参照し

た「古資料」の相違によるものであろう。 
347 idaM tAva PALiyaM Agatameva. sambahulavAro pana anAgato, so evaM daTThabbo. 

satti, sirivaccho, nandi, sovattiko, vaTaMsako, vaDDhamAnakaM, macchayugaLaM, bhaddapIThaM, 

aGkusako, pAsAdo, toraNaM, setacchattaM, khaggo, tAlavaNTaM, morahatthako, vALabIjanI, uNhIsaM, 

maNi, patto, sumanadAmaM, nIluppalaM, rattuppalaM, setuppalaM, padumaM, puNDarIkaM, 

puNNaghaTo, puNNapAti, samuddo, cakkavALo, himavA, sineru, candimasUriyA, nakkhattAni, cattAro 

mahAdIpA, dviparittadIpasahassAni, antamaso cakkavattiraJJo parisaM upAdAya sabbo 

cakkalakkhaNasseva parivAro. 
348  yaJcetaM bhagavA tantiM kathesi, tattha kappaparicchedo, jAtiparicchedo, gottaparicchedo, 

Ayuparicchedo, bodhiparicchedo, sAvakayugaparicchedo, sAvakasannipAtaparicchedo, 

upaTThAkaparicchedo, pitiparicchedoti navime vArA AgatA, sambahulavAro anAgato, AnetvA pana 

dIpetabbo. 

sabbabodhisattānaJhi…… 
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去七仏のさまざまな事蹟が、本来は「多くの章」として存在していた。それらを『長部註』

「大譬喩経註」で説明していこうという趣旨である。『長部復註』「大譬喩経復註」では、こ

の伝承（Beの 13 節）を以下のように註釈している。 

 

  「経典をとは、法の経典（dhammatanti）ということである。聖典（pariyatti）をという

意味である。子・子の母・乗り物・精舎の財・精舎を施す者などの多くの意味の説明

（vibhāvana）によって起こされた章が多くの章である。 

確かにこのことはパーリで（pALiyaM）述べられていないとはいえ、しかし諸アッタカタ

ーで（aTThakathAsu）述べられたことから、導き、説明されるべきであるというそのこと

を説明しながら、『すべての菩薩には』云々と言った349」（DAT: II. 14-15［17-18］） 
 

 以上の波線部を総括すると、「多くの章」というのは、パーリでは述べられていない内容

であるが、複数形の aTThakathA（諸アッタカター）350で述べられた内容ということになる。

これも「古資料」の内容となる。 

 このように上述した『長部註』「大譬喩経註」における「両足の裏のすべての相を満たし

た二の輪」に関した種々の様相は、「古資料」としての複数形のアッタカターから構成され

た「多くの章」で詳説された内容となる。その文中には「乃至」とあるので、その様相がも

っと多く存在していたと想定できる。 

『長部註』「大譬喩経註」などにおけるこのような三十二大人相に関する種々の様相は、

パーリ三蔵には確認できない。非常に特徴的な内容である。これらの種々の様相のうち、下

線部の様相に注目して北伝資料を参照していく。 

『長阿含経』「大本経」では、三十二大人相を説いているなかで、「十六は胸に万字がある
351」（T1.5b）という伝承を述べている。「胸における万字」の用例を説いているが、この「万

字」の原語が何かはわからない。 

“lalita-vistara”は、八十種好をもつ髪（keCa）の様相について「①吉祥の子牛（CrIvatsa）、

③卍字（svastika）、②卍（nandyAvarta）、⑤万字の字（vardhamAna）352」（Lv: I. 107）と述べ

ている。この①吉祥の子牛（CrIvatsa）は、ヒンドゥー教の影響を受けた概念とされる353。こ

のような八十種好に関する伝承は、南方上座部大寺派では 13 世紀初頭か中葉の『ミリンダ

復註』354に至るまで確立していないものである。 

この“lalita-vistara”の記述から、『長部註』「大譬喩経註」で説かれた種々の様相と対応

する部分があることがわかる。しかし、その順番は相違している。“nandi”と“nandyAvarta”

とに関係があるのかも不明である。 

『ウパーイカー』は、カシミール（KaCimIr）の論師の所説とする八十種好の様相を紹介し

ている。それらのなかで、以下の十の様相に着目する。 

 

  「⑧傘（gdugs: chattra）、⑦鉄鉤（lcags kyu）、①吉祥の子牛（dpal gyi be'u: CrIvatsa）、⑥

魚（nya: matsya）、⑨剣（ral gri）、⑩宝石（nor bu: maNi）、⑯太陽（nyi ma: sUrya）、②万

                                                   
349  tantinti dhammatanti, pariyattinti attho. puttaputtamAtuyAnavihAradhanavihAradAyakAdInaM 

ambahulAnaM atthAnaM vibhAvanavasena pavattavAro sambahulavAro. 

kAmaJcAyaM PALiyaM anAgato, aTThakathAsu AgatattA pana AnetvA dIpetabboti taM dIpento, 

“sabbabodhisattAānaJhI”tiAdimAha. 
350 森祖道［1984: 223-228］を参照。 
351 十六胸有万字。 
352 CrIvatsa-svastika-nandyAvarta-vardhamAna. 

353 関稔［1985: 49-50］によると、『マハーバーラタ』では、ナラとナーラーヤナの身体的

特徴として卍（CrIvatsalakSaNa）を記していると指摘している。 

354 MilT introd. p. XIIII を参照。八十種好は MilT. 17-18 で説かれている。 
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字（g-yung drung 'khyil pa: nandyAvarta）、⑭蓮華（pa dma: padma）、④耳飾（rna cha）」

（Pe. No. 5595 Tu 141b-142a）355 
 

 上述からカシミールの説一切有部において述べられた八十種好の様相が確認できる。そ

の様相の伝承は、『長部註』「大譬喩経註」で説かれた伝承とも部分的に言語が対応している。

⑥魚（matsya）が『長部註』「大譬喩経註」における⑥双魚宮（macchayugaLa）と対応してい

るかは不明である。 

 さらに『ウパーイカー』は、「聖二万五千頌般若経」の所説とし、八十種好をもつ手のひ

らと足の裏の様相について、「③卍字（g-yung drung: svastika）」（Pe. No.5595 Tu 144b）356が

存在していることも伝えている。 

 『長部註』「大譬喩経註」で説かれた伝承は三十二大人相と関連している。上記の『ウパ

ーイカー』で説かれた伝承は八十種好と関連している。 

 “abhisamayAlaMkArAlokA PrajJApAramitAvyAkhyA”（以下、『現観荘厳論』とする）（所属は大

乗仏教、作成時代は 5 世紀後半、編纂者は弥勒とされる）は、八十種好をもつ手足の表面に

ついて、以下のように記載している。 

 

「すべての点で輝きが起こされるべきであることによって①吉祥の子牛（CrIvatsa）・③

卍字（svastika）・②卍（nandyAvarta）で優美になった手足の表面の状態がある、と357」

（As. 922） 

 

 “lalita-vistara”と『現観荘厳論』のような大乗仏教系では、①→③→②（→⑤）という

順番が定着している。 

“arthaviniCcaya-sUtra & its commentary”（以下、『決定義経』とする）（所属・作成年代・

編纂者のすべてが不明）は、八十種好をもつ仏の足の裏について、以下のような伝承を述べ

ている。 

 

「仏、世尊たちは①吉祥の子牛（CrIvatsa）、③卍字（svastika）、②卍（nandyAvarta）、輪、

金剛杵、⑭蓮華（padma）、⑥魚（matsya）などの印が手足の表面にある358」（Ad. 66） 

 

 この文中に「など」とあることから、より多くの八十種好の様相が説かれていたと想像で

きる。この伝承における①→③→②という順番は、大乗仏教系のものと共通している。 

 ①→③→②→⑤という順番と原語については、北伝資料ではおおよそ共通している。南方

上座部大寺派では、そのような順番と原語ではない。『長部註』「大譬喩経註」における②

“nandi”の訳語について、DPL［259］と PTSD［346］は、歓喜（joy）、喜び（enjoyment）、

愉快（pleasure）、大喜び（delight in）としている。水野辞典［165］と雲井辞典［444-445］

と村上辞典［975-976］は、“nandi”について歓喜、悦意、喜、喜びとしている。 

 しかし、この「歓喜」といった類の意味は、足の裏（大人相）の様相としては理解しがた

い。むしろ北伝資料における卍（nandyAvarta）の方が理解しやすい。南方上座部大寺派にお

いて八十種好の様相が成立するのは、『ミリンダ復註』が制作された 13 世紀初頭か中葉の

ことである。この時代になれば、北伝資料における三十二大人相と八十種好との様相に関す

る情報を豊富に持っていたと推測できる。 

それらの様相は、「古資料としての複数のアッタカター」に伝播していった過程で、“Avarta: 

Avatta”が抜け落ちた。あるいは省略されて“nandi”になった。そして、それらの様相の順

                                                   
355 本庄良文［2014: 323］を参照。 
356 本庄良文［2014: 327］を参照。 
357 sarvathA Cobha-saMvartanIyatvena CrIvatsa-svastika-nandyAvarta-lalitapANipAda- talatA ceti. 

358 CrIvatsa-svastika-nandyAvarta-cakra-vajra-padma-matsyAdilaMchana-pANipAda- talAC ca buddhA 

bhagavantaH bhavanti. 
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番も相違していったと考える。魚（matsya）の様相も、その過程において何らかの理由で

“yugaLa”が加わり、“macchayugaLa”になったのではなかろうか。 

 以上の下線部を総合すると、三十二大人相八十種好をそなえた仏という人物に関連した

事例であるので、この事例を「人物に関連した事例」に当てはめる。この事例は、「三十二

大人相八十種好の様相」に関する伝承が変化や改編をこうむりながら南方上座部大寺派の

「古資料としての複数形のアッタカター」と北伝資料とに伝播していった結果、それらの間

における内容が部分的に共通したのである。 

 

 

3. 2. 1. 7. 事例 7: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大譬喩経」では、相を占うバラモンたちからバンドゥマー王に、ヴィパッシー

王子が三十二種の大人相をそなえていることが告げられる。それらの大人相のなかに以下

のような伝承がある。 

 

  「陛下、この王子の眉の間に白く柔らかい綿のような白毫（uNNA）がはえています。陛

下、この王子の眉の間に白く、柔らかい綿のような白毫がはえているという、これがか

の大人の大人相です359」（DN: II. 16［18-19］） 

 

ここでは、仏にそなわる三十二大人相のうち、眉の間の白毫について説かれている。対応

する『長阿含経』「大本経」では、 

 

「三十一は眉間に白い毛があります。柔軟な細い艶があります。①引っ張ると②一尋の

長さ（およそ両腕を広げた長さ）があります。③放つと④右旋して真珠のように渦巻い

ています360」（T1. 5b） 

 

と記している。この下線部が『長阿含経』「大本経」のみに見られる伝承である。「白毫」

が「長さ」「右旋（右回り）」と関連していることがわかる。 

 『長部註』「大譬喩経註」では、「綿のような」を註釈するかたちで以下のように解説して

いる。 

 

  「綿のようなとは、シンバリ樹（simbali）の綿・蔓の綿に等しく、これはそれ（白毫）

が白であること（odAtatA）に関する喩えである。それなるこれは①端を取り、引かれて

いるならば（AkaDDhuyamAnA）、②腕半分の量（upaddhabAhuppamANA）となる。③放たれ

たならば（vissaTThA）、④右の渦巻き（dakkhiNAvaTTa）によって転じ高くなり、とどまる

361」（DA: II. 42-43［451］） 

 

 この解説における①→②→③→④という順番は、『長阿含経』「大本経」の順番と一致して

いる。その白毫の長さだけが相違している。 

 『中阿含経』「三十二相経」では、三十二大人相のうちの一つの様相として、 

 

                                                   
359 imassa, deva, kumArassa uNNA bhamukantare jAtA odAtA mudutAlasannibhA. yampi imassa deva 

kumArassa uNNA bhamukantare jAtA odAtA mudutUlasannibhA, idampimassa mahApurisassa 

mahApurisalakkhaNaM bhavati. 
360 三十一眉間白毫、柔軟細沢、引長一尋、放則右旋、螺如真珠。 

361 tUlasannibhAti simbalitUlalatAtUlasamAnA, ayamassa odAtatAya upamA. sA panesA koTiyaM gahetvA 

AkaDDhuyamAnA upaddhabAhuppamANA hoti, vissaTThA dakkhiNAvaTTavasena AvaTTitvA uddhaggA hutvA 

santiTThati. 
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「またつぎに、大人には一々の毛があります。一々の毛は、身体の一つの孔から一本の

毛としてはえています。色は若々しい青で④渦巻のように右回りです。これがいわゆる

大人の大人の相です362」（T1. 494a） 

 

と説かれている。『中阿含経』「梵摩経」（T1. 686c）にも、ほぼ同様の伝承が存在している。

ここでは、大人の毛の特徴として④「渦巻のように右回り」だけを記されている。 

 “mahAvadAna-sUtra”（We）は、三十二大人相のうちの一つの様相として、 

 

「陛下よ、このお方には両方の眉毛の中間に白い白毫（UrNA）があります。この王子に

は、眉毛の中間における白毫が螺貝のようなもので、④右回り（pradakSiNAvarta）とな

り、白く柔らかい綿のようになっています。これが大人の大人相です363」（Mav. 110） 

 

と述べている。さらに“mahAvadAna-sUtra”（Fe, Fukita 版）（所属は説一切有部、作成年代・

編纂者は不明）364も、「このお方には両方の眉毛の中間に白い白毫があり、螺貝のように④

右回りになっています。これが大人の大人相です365」（Mav-s. 84）と述べている。ここでは、

大人相の一つの様相として伝えられている。 

 これらの説一切有部における三十二大人相に関連した伝承は、「白毫」が「右回り」とだ

け関連したものである。南方上座部大寺派や法蔵部の伝承よりも簡略になっている。 

 このように「白毫」が「右回り」とだけ関連した三十二大人相の伝承は、以下の三つがあ

る。三十二大人相における「右回り」に注目すると、「毛、臍、髪」などが関連している用

例も確認できるが366、ここでは触れない。 

 『坐禅三昧経』（所属は不明、訳出年代は 402-407 年、訳者は鳩摩羅什）は、「三十二は眉

間に白い毛があり、長くて美しく、④右回りである367」（T15. 276b）と述べている。 

 『ウパーイカー』は、「法螺貝のように④右巻きの白毫が生じている368」（Pe. No. 5595 Tu 

139a-b）369と記している。 

 “arthaviniCcaya-sUtra & its commentary”（以下、『決定義経註』とする）（所属・作成年代・

編纂者のすべてが不明）では、「眉間に純白の毫毛があるとは、世尊には顔の両眉の間に水

晶の珠のような右巻きの、月光のように白い毫毛が生えている370」（Ad. 303）という記載が

ある。 

 これらの三つの伝承に対し、『大智度論』は、「三十二は白い毛の相である。白い毛は眉の

間よりはえて、高くもなく低くもない。白く清浄で④右に回っており、①伸ばすと②長さは

五尺（およそ 150cm）となる371」（T25. 91a）と記述している。その内容は少し詳細になっ

ている。『長阿含経』「大本経」と『長部註』「大譬喩経註」とにおける順番は相違している

                                                   
362 復次大人一一毛。一一毛者、身一孔一毛生。色若紺青如螺右旋。是謂大人大人之相。 
363  UrNA cAsya bhruvor madhye CvetA imassa deva kumArassa uNNA bhamukantare CaGkhanibhA 

pradakSiNAvartA jAtA odAtA mudutUlasannibhA imam mahApuruSasya mahApuruSalakSaNaM. 

364 北トルキスタンで発見された写本にもとづいて校訂した最新版となる。 
365  UrNA cAsya bhruvor madhye CvetA CaGkhanibhA pradakSiNAvartA idam mahApuruSasya 

mahApuruSalakSaNaM. 

366 『長阿含経』「大本経」（T1. 5b）、『中阿含経』「梵摩経」（T1. 686b, c）、『普曜経』（T3. 

496a）などがある 
367 三十二者眉間白毛、長好右旋。 
368 mdzad sbu dkar po dung lta bu g-yas phyogs su 'khyil pa/ 
369 本庄良文［2014: 318］を参照。 
370 suCukla-bhrUmukhAntarorNAlalATateti. bhruvor mukhe yadantarAle bhagavatas sphaTikaguDikeva 

pradakSiNAvartA mRgAGkakarAvadAtorNA jAtA. 

371 三十二者白毛相。白毛眉間生、不高不下。白浄右旋、舒長五尺。 
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が、長さは近似している。 

 以上の下線部を総括すると、三十二大人相八十種好をそなえた仏という人物に関連した

事例であるので、この事例を「人物に関連した事例」に当てはめる。この事例は、『長部』

「大譬喩経」に確認できない「白毫の長さと右回り」に関連した伝承が、『長部註』「大譬

喩経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっている

ことを示したものである。 

 

 

3. 2. 1. 8. 事例 8: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大譬喩経」では、バンドゥマー王が誕生したヴィパッシー王子のことを大切に

思い、以下のような対処をしている。 

 

「比丘たちよ、生まれたヴィパッシー王子のために『彼を寒さも、あるいは暑さも、あ

るいは草も、あるいは塵も、あるいは露も悩ましてはいけない』と、日中も夜も白傘を

掲げました372」（DN: II. 17［19］） 

 

 ここでは白傘を掲げたことが明かされているが、誰が掲げているのかは明白でない。対応

する『長阿含経』「大本経」では、 

 

「仏は比丘に告げた。『毗婆尸菩薩が生まれたとき、諸天は上に存在していました。虚

空において手に白傘と宝の扇とを持っていました。それによって寒さと暑さ、風と雨、

塵と土を防ぎました373』」（T1.5c） 

 

と記載している。この下線部が『長阿含経』「大本経」のみに見られる伝承である。天が傘

を持っていたという点が特徴的である。 

『長部註』「大譬喩経註」では、「白傘を」について、「白傘をとは、天の白傘（dibbasetacchatta）

をということである374」（DA: II. 43［452］）と註釈している。 

以上の下線部から、神々と王子という人物に関連した事例であるので、この事例を「人物

に関連した事例」に当てはめる。この事例は、『長部』「大譬喩経」に確認できない「天が

白傘を掲げていた」という伝承が、『長部註』「大譬喩経註」のソースとなる「古資料の古

層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 3. 9. 事例 9: 人物に関連した事例375 

 

 『長部』「大譬喩経」では、ヴィパッシー菩薩が出家して静かな場所で独り坐っていたと

き、無明と諸行を除く十支縁起を観察したと記している（DN: II. 26-30［30-35］）（Beの 58

節）。その一部を示すと、以下のようなものである。 

 

                                                   
372 JAtassa kho pana, bhikkhave, Vipassissa kumArassa setacchattaM dhArayittha divA ceva rattiJca, 

“mA naM sItaM vA uNhaM vA tiNaM vA rajo vA ussAvo vA bAdhayitthA”ti. 
373 仏告比丘、「毗婆尸菩薩生時、諸天在上。於虚空中、手執白蓋宝扇。以障寒暑・風雨・塵

土」。 
374 setacchattanti dibbasetacchattaM. 
375 この事例については馬場紀寿［2003: (196)-(198)］が『相応部』、『雑阿含経』『増一阿含

経』なども比較検討して詳説しているので、詳細な説明は譲り、本論文では『長部』「大譬

喩経」、『長阿含経』「大本経」、『長部註』「大譬喩経註」のみを扱う。 
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  「比丘たちよ、そこでヴィパッシー菩薩には『この識は名色から戻り、さらに進むこと

はない。これだけで生まれ、老い、死に、没し、再生する。すなわち名色を縁として識

が生じる。識を縁として名色が生じる。名色を縁として六処が生じる。六処を縁として

触が生じる。触を縁として受が生じる。受を縁として愛が生じる。愛を縁として取が生

じる。取を縁として有が生じる。有を縁として生が生じる。生を縁として老・死、愁・

悲・苦・憂・悩が生じる。このようにして、この全体の苦蘊の集が生じる』という、こ

の思いがありました376」（DN: II. 27-28［32-33］） 

 

 対応する『長阿含経』「大本経」では、 

 

  「以上が愚かさ（無明）によって行があり、行によって識があり、識によって名色があ

り、名色によって六入があり、六入によって触があり、触によって受があり、受によっ

て愛があり、愛によって取があり、取によって有があり、有によって生があり、生によ

って老・病・死・憂・悲・苦・悩がある。苦の満ちた集まりは生によって存在する。こ

れが苦の集である377」（T1. 7b） 

 

と記載している。この下線部が『長阿含経』「大本経」のみに見られる伝承である。無明と

行を加えた十二支縁起がその観察内容となっている。 

 『長部註』「大譬喩経註」では、上記の『長部』「大譬喩経」の伝承と直接対応する部分で

はないが、Beの 57 節（DN: II. 26-27［30-32］）における「名色があるとき、識が生じる」

を註釈するかたちで以下のように説明している。 

 

  「名色があるとき、識が生じるというこのうち、諸行があるとき、識が生じるというこ

とと、無明があるとき、諸行が生じると説かれるべきであろうが、その両者とも捉えら

れない。なぜか？ 

なぜなら無明・諸行は過去の有（atIta-bhava）であるからである。それらとともにこの

観（vipassanA）は結ばれない。大人は現在によって専心した、と。無明・諸行が見られ

ていないならば、仏となることができないではないか、と。 

真実である。できない。しかしこのお方は、それら（無明・諸行）を有・取・愛によっ

て見られた、と378」（DA: II. 51［459］） 
 

 この説明から現在の「有・取・愛」によって過去の有である「無明・諸行」も観察したこ

とが明らかにされている。以上の下線部から、ヴィパッシー菩薩に関連した事例であるので、

この事例を「人物に関連した事例」に当てはめる。この事例は、『長部』「大譬喩経」に確

                                                   
376 atha kho, bhikkhave, Vipassissa bodhisattassa etadahosi, “paccudAvattati kho idaM viJJANaM 

nAmarUpamhA, nAparaM gacchati. ettAvatA jAyetha vA jiyyetha vA miyyetha vA cavetha vA upapajjetha 

vA, yadidaM nAmarUpapaccayA viJJANaM, viJJANapaccayA nAmarUpaM, nAmarUpapaccayA 

saLAyatanaM, saLAyatanapaccayA phasso, phassapaccayA vedanA, vedanApaccayA taNhA, taNhApaccayA 

upAdAnaM, upAdAnapaccayA bhavo, bhavapaccayA jAti, jAtipaccayA jarAmaraNaM 

sokaparidevadukkhadomanassupAyAsA sambhavanti. evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 

samudayo hoti”. 
377 是為縁癡有行、縁行有識、縁識有名色、縁名色有六入、縁六入有触、縁触有受、縁受有

愛、縁愛有取、縁取有有、縁有有生、縁生有老・病・死・憂・悲・苦・悩。此苦盛陰縁生而

有、是為苦集。 
378 nAmarUpe kho sati viJJANanti ettha pana saGkhAresu sati viJJANanti ca, avijjAya sati saGkhArAti ca 

vattabbaM bhaveyya, tadubhayampi na gahitaM. kasmā? 

avijjAsaGkhArA hi atIto bhavo tehi saddhiM ayaM vipassanA na ghaTiyati. MahApuriso hi 

paccuppannavasena abhiniviTThoti. nanu ca avijjAsaGkhArehi adiTThehi na sakkA buddhena bhavitunti. 

saccaM na sakkA, iminA pana te bhavaupAdAnataNhAvaseneva diTThAti. 
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認できない「ヴィパッシー菩薩の観察内容が十二支縁起」とする伝承が、『長部註』「大譬

喩経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっている

ことを示したものである。 

 

3. 2. 1. 10. 事例 10: 平俗的な事例 

 

 『長部』「大譬喩経」では、ヴィパッシー仏が梵天勧請によって説法の決意をした。そし

て、仏の眼（buddha-cakkhu）によって世界を観察しているとき、有情にあらゆる種類がいる

ことを、以下のような蓮の比喩を用いて述べている。 

 

「たとえば蓮池、あるいは紅蓮の池、あるいは白蓮の池においてある蓮華（uppala）、あ

るいは紅蓮華（paduma）、あるいは白蓮華（puNDarIka）は水のなかに生じ、水のなかで

生長し、水面に上がらず、内に沈んだまま育ちます……水の中に生じ、水の中で生長し、

水面の所でとどまります……水の中に生じ、水の中で生長し、水面から上がって、水が

付着しないで立つように……379」（DN: II. 33［38］） 

 

 ここでは蓮華、紅蓮華、白蓮華という三種類の蓮が伝えられている。対応する『長阿含経』

「大本経」では、 

 

「たとえば優缽羅花、缽頭摩華、鳩勿頭華、分陀利華がある場合、始めて汚泥から出た

ばかりでまだ水面に至らないものもあり、すでに水面と同じ高さにまで至っているも

のもあり、水面から外に出ても花が開いていないものもあるが、しかしどれもすべて水

の汚れに染められることはなく、容易に花を開くことができるように……380」（T1. 8c） 

 

と述べている。この下線部が『長阿含経』「大本経」のみに見られる伝承である。ここでは

優缽羅花、缽頭摩華、鳩勿頭華、分陀利華という四種類の蓮が説かれている。 

 『長部註』「大譬喩経註」では、「水面から上って、立つ」を註釈するなかで以下のように

解説している。 

 

  「魚・亀が食するものになるであろうという、それらはパーリ（PALi）に出てこない。

取り出して、説明されるべきであると説明された。たとえば、それらは四種の花（puppha）

であるように、このように略説によって知る者（ugghaTitaJJU）、広説によって知る者

（vipaJcitaJJU）、導かれる者（neyya）、語句を最上とする者（padaparama）という四の

人（puggala）がいる381」（DA: II. 59［469］） 

 

ここではパーリに出てこない「魚・亀が食するものになるであろう」という補足の説明が

あることを示している。そして、実質的には四種類の花があるように、略説によって知る者、

広説によって知る者、導かれる者、語句を最上とする者という四の人が存在すると述べてい

る。 

                                                   
379 seyyathApi nAma uppaliniyaM vA paduminiyaM vA puNDarIkiniyaM vA appekaccAni uppalAni vA 

padumAni vA puNDarIkAni vA udake jAtAni udake saMvaDDhAni udakAnuggatAni anto nimuggaposIni…

…udake jAtAni udake saMvaDDhAni samodakaM ThitAni……udake jAtAni udake saMvaDDhAni udakA 

accuggamma ThitAni anupalittAni udakena…… 
380 譬如優缽羅花・缽頭摩華・鳩勿頭華・分陀利華、或有始出汙泥未至水者、或有已出与水

平者、或有出水未敷開者、然皆不為水所染着、易可開敷…… 
381 yAni neva pupphissanti, macchakacchapabhakkhAneva bhavissanti, tAni PALiM nArULhAni. AharitvA 

pana dIpetabbAnIti dIpitAni. yatheva hi tAni catubbidhAni pupphAni, evameva ugghaTitaJJU, 

vipaJcitaJJU, neyyo, padaparamoti cattAro puggalA. 
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以上の下線部から判断すると、この事例は一般的な内容であるので、「平俗的な事例」に

当てはめられる。この事例は、『長部』「大譬喩経」に確認できない「四種類の花や蓮」に

関連した伝承が、『長部註』「大譬喩経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料と

において共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 1. 11. 小結 

 

 以上、十の事例を通して『長部註』「大譬喩経註」（南方上座部大寺派）と北伝資料とに共

通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「大本経」（法蔵部）、

“mahAvadAna-sUtra”（We, Fe）と『中阿含経』「三十二相経」と『ウパーイカー』（説一切

有部系）、『普曜経』と“lalita-vistara”（大乗（大衆部）系仏伝）、『マハーヴァストゥ』

（大衆部の説出世部）、「聖二万五千頌般若経」と『現観荘厳論』と『大智度論』（大乗仏

教系）、『決定義経』、『決定義経註』、『坐禅三昧経』である。 

 この十の事例は、『長部』「大譬喩経註」に確認できない伝承が上記の北伝資料と『長部註』

「大譬喩経註註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から見たとき、これらの

事例は『長部註』「大譬喩経註」のソースとなる「古資料の古層」における内容となる。そ

の内容は、ほとんどがヴィパッシー菩薩と七仏とに関連したものであり、子の名前や三十二

大人相の様相などといった多様な伝承となっている。対応する北伝資料も非常に広範囲に

わたり、大乗系仏伝や大乗仏教に関連する資料の上記における内容が、『長部註』「大譬喩経

註」のソースとなる「古資料の古層」の内容として共通している。 
 

 

3. 2. 2. 「大因縁経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 2. 2. 1. 事例 1: 人物に関連した事例382 

 

 『長部』「大因縁経」の冒頭（Be の 95 節）では、アーナンダが仏のところに近づいて以

下のような言葉を述べている。 

 

「尊師よ、不思議なことです。尊師よ、珍しいことです。尊師よ、この縁起

（paTiccasamuppāda）は深遠（gambhIra）であり、深遠な姿（gambhIrAvabhAsa）ですが、

しかしそこで私には順々に明瞭なもののように見えます383」（DN: II. 47［55］） 

 

ここでは、アーナンダによって縁起が明確になったことが伝えられている。対応する『長

阿含経』「大縁方便経」では、「きわめて不思議です。きわめて特異です。世尊が説かれたと

いう十二因縁の法の光明は、きわめて理解しがたいものです384」（T1. 60b）と述べている。

この下線部が『長阿含経』「大縁方便経」のみに見られる伝承である。これによれば、「十二

支縁起」が「光明」と結びついている。 

                                                   
382 この事例については馬場紀寿［2003: (194)-(196)］が①十二支縁起がアーナンダに明瞭

に現れる、②アーナンダが質問前に坐禅し思惟する、③夕方にアーナンダが質問に行くとい

う『長阿含経』「大縁方便経」と『中阿含経』「大因経」における三つの内容が、すべて『長

部註』「大譬喩経註」に確認できることを指摘している。 

 本論文ではこの指摘もふまえたうえで、馬場紀寿の指摘と相違する部分の伝承に着目す

る。 
383  acchariyaM, bhante, abbhutaM, bhante. yAva gambhIro cAyaM, bhante, paTiccasamuppādo 

gambhIrAvabhAso ca, atha ca pana me uttAnakuttAnako viya khAyati. 
384 甚奇甚特、世尊所説十二因縁法之光明、甚深難解。 
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 『長部註』「大因縁経註」では、「深遠な姿」を註釈するかたちで、「深遠な姿とは、深遠

なものになり、輝く（avabhAsati）ということである。見られるという意味である385」（DA: 

II. 76［485］）と解説している。 

 『長部』「大因縁経」では、無明・諸行・六処を欠いた九支縁起を説いている（DN: II. 47-

48［55-56］）（Beの 96 節）。しかし、『長部註』「大因縁経註」（Beの 95 節）を確認してみ

ると、 

 

「彼（アーナンダ）は『無明を縁として諸行が生じる』という初めより後、終辺に、終

辺以後、初めに、両辺以後、中間に、中間以後、両辺に達しながら三回、十二の語句

（dvAdasapada）、縁の相（paccayAkAra）を思惟した386」（DA: II. 75［484］） 

 

と記している。ここからアーナンダが十二支縁起を思惟していたという伝承の存在が認め

られる。 

 以上の下線部から、アーナンダという「人物に関連した事例」に当てはめる。この事例は、

『長部』「大因縁経」に確認できない「十二支縁起における輝きと光明」に関連した伝承が、

『長部註』「大因縁経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する

伝承になっていることを示したものである。 
 

 

3. 2. 2. 2. 小結 

 

 以上、一つの事例を通して『長部註』「大因縁経註」（南方上座部大寺派）と北伝資料とに

共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「大縁方便経」（法蔵部）

である。 

 この一つの事例は、『長部』「大因縁経」に確認できない伝承が『長阿含経』「大縁方便

経」と『長部註』「ローヒッチャ経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場か

ら見たとき、これらの事例は『長部註』「大因縁経註」のソースとなる「古資料の古層」に

おける内容となる。その内容は、人物の観察内容の縁起に関連した伝承である。 

 

 

3. 2. 3. 「大般涅槃経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 2. 3. 1. 事例 1: 同義語に関連した事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、アジャータサットゥ王がヴァッジ族（VajjI）を征服しよう

と思い、マガダ国の大臣ヴァッサカーラ・バラモン（vassakAra-brAhmaNa）を仏のもとに使

わせた。そして、ヴァッジ族を征服できるかどうかを仏に尋ねた。仏はヴァッサカーラ・バ

ラモンに質問されると、仏は側にいたアーナンダに以下のように尋ねた。 

 

「ヴァッジ族は、ヴァッジ族のその内と外にあるヴァッジ族の塔廟（cetiya）であると

いう、それらを恭敬し、尊重をし、尊敬し、供養し、それらのためにかつて施され、か

つて行なわれていた如法な供祭（bali）を失っていませんか387」（DN: II. 63［74］） 

 

                                                   
385 gambhIrAvabhAsoti gambhIrova hutvA avabhAsati, dissatIti attho. 
386 “avijjApaccayA saGkhArA”tiAdito paTThAya antaM, antato paTThAya AdiM, ubhayantato paTThAya 

majjhaM, majjhato paTThAya ubho ante pApento tikkhattuM dvAdasapadaM paccayAkAraM sammasi. 
387  VajjI yAni tAni VajjInaM VajjicetiyAni abbhantarAni ceva bAhirAni ca, tAni sakkaronti garuM 

karonti mAnenti pUjenti, tesaJca dinnapubbaM katapubbaM dhammikaM baliM no parihApenti. 
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対応する『長阿含経』「遊行経」では、「阿難よ、あなたは跋祇国の人々が祖先を祭る場所

を大切にし、祖霊を敬うと聞いていますか388」（T1. 11b）と記載している。この下線部が『長

阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。ここでは、鬼神（祖霊）を大切にすべきこ

とを述べられている。 

『長部註』「大般涅槃経註」では、「ヴァッジ族の、ヴァッジ族の塔廟」について、「ヴァ

ッジ族の、ヴァッジ族の塔廟とは、ヴァッジ王たちがヴァッジ王国で尊重された状態によっ

て塔廟（cetiya）という名前を得た夜叉（yakkha）のいる場所である389」（DA: II. 110［520］）

と註釈している。 

 以上の下線部は、この鬼神が夜叉と同義とする事例であるので、この事例を「同義語に関

連した事例」に当てはめる。この事例は、『長部』「大般涅槃経」に確認できない「鬼神・

祖霊と夜叉」に関連した伝承が、『長部註』「大般涅槃経註」のソースとなる「古資料の古

層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 3. 2. 事例 2: 同義語に関連した事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、仏がアーナンダに、比丘が衰退しないための諸法を説いて

いる。そのなかの一つに以下のような伝承がある。 

 

  「比丘たちよ、比丘たちは信（saddhA）がある限り……慚の心（hirimanA）がある……愧

がある（ottappI）……多聞（bahussutA）である……励み精進する（AraddhavIriyA）……念

を現前する（upaTThitassatI）……慧がある（paJJavanto）〔限り〕、比丘たちよ、比丘たち

には繁栄のみが期待されるべきであり、衰退はありません390」（DN: II. 66-67［78-79］） 

 

 ここでは、比丘が衰退しないためには①信、②慚、③愧、④多聞、⑤勤精進、⑥念現前、

⑦慧という七法が必要であることを伝えられている。対応する『長阿含経』「遊行経」では、 

 

「③三には内の恥を知り、悪しき行いをなすことを恥じます……⑦七には智慧を修習

して、生滅の法を知り、聖なる解脱へと向い、もろもろの苦の根本を滅尽します。この

ような七法があれば、法が増大し、衰退することがありません391」（T1. 11c） 

 

と記述している。この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。③悪行

を避けることと、⑦生滅の法を知ることが必要であることを説いている。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、「慚がある」について、「愧があるとは、悪の厭離

（pApajigucchana）を相とする慚と相応した心があるということである392」（DA: II. 529［119］）

と説明している。「慧がある」について、「慧があるとは、五蘊の生滅を把握する慧

                                                   
388 阿難、汝聞跋祇国人恭於宗廟、致敬鬼神不。 

389  VajjInaM vajjicetiyAnIti vajjirAjUnaM vajjiraTThe cittIkataTThena cetiyAnIti laddhanAmAni 

yakkhaTThAnAni. 
390  yAvakIvaJca, bhikkhave, bhikkhU saddhA bhavissanti pe hirimanA bhavissanti pe ottappI 

bhavissanti pe bahussutA bhavissanti pe AraddhavIriyA bhavissanti pe upaTThitassatI bhavissanti pe 

paJJavanto bhavissanti, vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhUnaM pATikaGkhA, no parihAni. yAvakIvaJca, 

bhikkhave, ime satta aparihAniyA dhammA bhikkhUsu Thassanti, imesu ca sattasu aparihAniyesu 

dhammesu bhikkhU sandississanti, vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhUnaM pATikaGkhA, no parihAni. 
391 三者知愧、羞為悪行……七者修習智慧、知生滅法、趣賢聖要、尽諸苦本。如是七法、則

法増長、無有損耗。 
392 hirImanAti pApajigucchanalakkhaNAya hiriyA yuttacittA. 
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（udayabbayapariggAhikA-paJJA）をそなえたということである393」（DA: II. 530［120］）と解

説している。 

以上の下線部を総括すると、慚・内の恥が悪・悪行の厭離と関係し、慧・智慧が五蘊の生

滅の法を把握することと関係した伝承になっている。この事例は、『長部』「大般涅槃経」

に確認できない「慚・内の恥と悪・悪行の厭離、慧・智慧と五蘊の生滅の法を把握すること」

に関連した伝承が、『長部註』「大般涅槃経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資

料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。これらの伝承の内容が

同義として共通しているので、「同義語に関連した事例」に当てはめる。 

 

 

3. 2. 3. 3. 事例 3: 平俗的な事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、仏がナーティカ（nAtika）における煉瓦堂（giJjakAvasatha）

でアーナンダにナーティカで亡くなった者の行方と来世とを授記している。そのなかの一

つに、 

 

「アーナンダよ、スジャーター（sujAtA）女性信者は三結の滅尽により預流者となり、

不退転の法をもち（avinipAtadhamma）、決定して正覚（sambodhi）に至る者になります

394」（DN: II. 78［92］） 

 

という伝承（Be の 156 節）がある。ここでは、スジャーターが預流者になることを仏が授

記している。 

 直接対応する部分ではないが、同じ授記の伝承を説いている『長阿含経』「遊行経」では、

「五百人の命の尽きた者は三結を断絶して須陀洹を得て、悪趣に落ちることなく、必ず決ま

って成道します。七生を往復して苦の終極を滅尽します395」（T1. 13a）と記載している。こ

の下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。ここでは、預流者が悪趣に

落ちないことが述べられている。 

『長部註』「大般涅槃経註」では、「不退転の法をもち」を註釈するかたちで以下のように

解説している。 

 

「不退転の法をもちというこのうち、破滅は退転である。彼には退転の法がないから、

不退転の法をもちということである。四の悪道（apAya）における不退転の法、四の悪

道における不退転の自性をもちという意味である396」（DA: II. 134［544］） 

 

 以上の下線部は、四の悪道・悪趣に退転し、落ちることがないという伝承であり、この事

例を「平俗的な事例」に当てはめる。この事例は、『長部』「大般涅槃経」に確認できない

「鬼神・祖霊と夜叉」に関連した伝承が、『長部註』「大般涅槃経註」のソースとなる「古

資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

 

                                                   
393 paJJavantoti paJcannaM khandhAnaM udayabbayapariggAhikAya paJJAya samannAgatA. 

394 sujAtA, Ananda, upAsikA tiNNaM saMyojanAnaM parikkhayA sotApannA avinipAtadhammA niyatA 

sambodhiparAyaNA. 
395 五百人命終者、断除三結、得須陀洹、不墮悪趣、必定成道。往来七生、尽於苦際。 
396  avinipAtadhammoti ettha vinipatanaM vinipAto, nAssa vinipAto dhammoti avinipAtadhammo. 

catUsu apAyesu avinipAtadhammo catUsu apAyesu avinipAtasabhAvoti attho. 
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3. 2. 3. 4. 事例 4: 平俗的な事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、ヴェーサーリー（VesAlI）に住むリッチャヴィ族（licchavI）

が仏に会うためにアンバパーリー林（ambapAlI-vana）に向かったときの乗り物について、以

下のように描写している。 

 

「そこで、そのリッチャヴィ族はもろもろのそれぞれに吉祥な乗り物を用意させて、そ

れぞれに吉祥な乗り物に乗って、もろもろのそれぞれに吉祥な乗り物とともにヴェー

サーリーから出発した。 

そのうち、あるリッチャヴィ族は青色にし、青い容色、青い衣服、青い荘身具（nIlAlaGkAra）

にしていた397」（DN: II. 82［96］） 

 

 ここでは、乗り物を引く動物を具体的には伝えていない。『長阿含経』「遊行経」では、「あ

るいは青い車や青い馬に乗って、衣も傘も幢幡も従者たちもすべて青色であった398」（T1. 

13c）と記している。この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。乗り

物を引く青い馬の存在を具体的に説いている。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、「青い荘身具」を註釈するかたちで以下のように説明し

ている。 
 

  「青い荘身具とは、青の宝石、青の華によって飾られたものである。車も彼らの青の宝

石によって散りばめられたもの、青の布によって囲まれたものであり、青の旗をもち、

青の武装、青の荘身具、青い馬（nIla-assa）で結ばれるもの（yutta）である399」 
 

 以上の下線部をまとめて、この事例を「平俗的な事例」に当てはめる。この事例は、『長

部』「大般涅槃経」に確認できない「乗り物を引く青い馬」に関連した伝承が、『長部註』

「大般涅槃経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承にな

っていることを示したものである。 
 

 

3. 2. 3. 5. 事例 5: 平俗的な事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、仏が大比丘僧団とともにベールヴァ村（veLuva-gAmaka）に

入って住んでいたとき、以下のような言葉を比丘たちに告げている。 

 

  「さあ比丘たちよ、あなたたちはヴェーサーリーを全域として友を頼り、知人を頼り、

友人を頼って雨安居（vassa）に入りなさい。私はこのままベールヴァ村で雨安居に入り

ます400」（DN: II. 84［98］） 

 

 ここでは、ヴェーサーリーやベールヴァ村の当時の事情や背景は述べられていない。対応

する『長阿含経』「遊行経」では、「そのとき、その土地は穀物が乾き、飢饉があって乞食す

                                                   

397 atha kho te licchavI bhaddAni bhaddAni yAnAni yojApetvA bhaddaM bhaddaM yAnaM abhiruhitvA 

bhaddehi bhaddehi yAnehi VesAliyA niyyiMsu. 

tatra ekacce licchavI nIlA honti nIlavaNNA nIlavatthA nIlAlaGkArA. 
398 或乗青車青馬、衣蓋幢幡官属皆青。 
399  nIlAlaGkArAti nIlamaNIhi nIlapupphehi alaGkatA, rathApi tesaM nIlamaNikhacitA 

nIlavatthaparikkhittA nIladdhajA nIlavammikehi nIlAbharaNehi nIla-assehi yuttA. 
400 etha tumhe, bhikkhave, samantA VesAliM yathAmittaM yathAsandiTThaM yathAsambhattaM vassaM 

upetha. ahaM pana idheva VeLuvagAmake vassaM upagacchAmi. 
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ることも難しかった401」（T1. 15a）という背景を記している。そして、仏が比丘たちに、以

下のような言葉を述べている。 

 

  「この土地は飢饉で乞食しても得がたいのです。あなたたちはそれぞれが分かれて知り

合いのところをたより、毘舍離や越祇国に行き、そこで安居しなさい。そうすれば欠乏

することがないでしょう。私と阿難だけはここで安居しましょう。その理由は、おそら

く（乞食する分が）足りないからです402」（T1. 15a） 

 

この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。ここでは、飢饉で乞食

するにも苦労するという事情や背景を示しているのが特徴的である。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、「友人」を註釈するなかで以下のように説明している。 

 

 「なぜ、〔仏は〕このように言われたのか？ 

彼ら（比丘たち）の安楽な住まい（phAsuvihAra）のためである。なぜならベールヴァ村

において彼らに臥具はできず、施食（bhikkhA）もわずかなもの（mandA）であるからで

ある。ヴェーサーリーの周囲は多くの臥具がある。施食も得易い。それゆえにこのよう

に言われた403」（DA: II. 136［546］） 

 

 以上の下線部から判断すると、当時の一般的な事情や背景を示した事例であるので、「平

俗的な事例」に当てはめる。この事例は、『長部』「大般涅槃経」に確認できない「飢饉に

おける施食の困難さ」に関連した伝承が、『長部註』「大般涅槃経註」のソースとなる「古

資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 3. 6. 事例 6: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、仏と悪魔とが対話するなかで、以前に悪魔が仏に般涅槃を

要請したという事情は明示されていない（DN: II. 87-89［104-106］）（Beの 168 節）。 

 『長阿含経』「遊行経」では、 

 

「そのとき、悪魔波旬は世尊に『仏は昔、鬱鞞羅の尼連禅川の辺の阿遊波尼倶律樹のも

とで初めて正覚を覚りましたが、私はそのとき、世尊の所に行って「如来は般涅槃すべ

きです。今やまさにそのときです。速やかに入滅すべきです」と勧請しました』と言っ

た404」（T1. 15c） 

 

と記載している。この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。ここで

は、悪魔が阿遊波尼倶律の樹下で正覚した直後の仏に般涅槃を要請したという事情を示し

ている。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、『長部』「大般涅槃経」における伝承（Beの 168 節）を

註釈するなかで以下のように説明している。 

 

                                                   
401 此土飢饉乞求難得。 
402 此土飢饉、乞求難得。汝等宜各分部、随所知識、詣毘舍離及越祇国、於彼安居、可以無

乏。吾独与阿難於此安居。所以然者、恐有短乏。 
403 kasmA evamAha? 

tesaM phAsuvihAratthAya. tesaJhi VeLuvagAmake senAsanaM nappahoti, bhikkhApi mandA. SamantA 

VesAliyA pana bahUni senAsanAni, bhikkhApi sulabhA, tasmA evamAha. 
404 時魔波旬復白仏言、「仏昔於鬱鞞羅尼連禅水辺、阿遊波尼倶律樹下、初成正覚、我時至世

尊所勧請。如来可般涅槃、今正是時。宜速滅度」。 
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「このことは世尊の正覚の獲得から第八の七日目に（aTThame sattAhe）菩提道場

（bodhimaNDa）に〔悪魔は〕やって来て、『世尊よ、あなたさまは諸波羅蜜を（pAramiyo）

満たしたために、あなたさまにはその目的が得られました。一切知智（sabbaJJutaJJANa）

が通達されました。あなたの世界の考察が何になりましょうか』と言い、たとえば、今

日にするように、このように『尊師よ、今や、世尊は般涅槃してください』と乞うた405」

（DA: II. 145-146［555-556］） 

 

 この成道の直後に悪魔が仏に般涅槃を要請するという伝承は、『経集』（Sn.427-451［425-

449］）にもとづくものである。 

『長部復註』「大般涅槃経復註」では、「第八の七日目に」を註釈するかたちで以下のよう

に解説している。 

 

「第七の七日目以後、七日間に関して『第八の七日目に』と言い、珈趺の七日間などの

ように、務めを決定した第八の七日間を得ることからではない。なぜなら第七の七日目

以後、〔悪魔は〕アジャパーラ・ニグローダ樹のもと（ajapAlanigrodhamUla）で大梵天と

サッカ天王に対して説法を知らせた世尊を知り、『今や有情たちに対する説法によって

私の対境（visaya）を超過するであろう』という憂いを生じることになった。そしてと

どまり、『さあ、今や私は彼を方便（upAya）によって般涅槃させよう。このように彼の

適意は変異に至るであろう。私の適意が成就するであろう』と考えたからである。この

ように考えて世尊に近づき、一方に立って、『尊師よ、今や、世尊は般涅槃してくださ

い』云々とによって般涅槃を乞うた。そのことに関して、『第八の七日目に』云々と説

かれた406」（DAT: II. 150［193］） 

 

 この『長部復註』「大般涅槃経復註」では、第八の七日目（50-56 日目）に「アジャパー

ラ・ニグローダ樹」に仏がいたということが明かされている。これらの成道の直後に関する

伝承は『律蔵』「大品」（Vin-m. 1-10［1-7］）で詳説されている。「第八の七日目」が「アジ

ャパーラ・ニグローダ樹」を意味していることは既知の事実であるので、この事例は『長部

註』「大般涅槃経註」の用例として扱う。 

 以上の下線部を総括すると、仏と悪魔という人物が関係しているので、この事例を「人物

に関連した事例」に当てはめる。ここでは、正覚の獲得から第八の七日目（56 日目）にア

ジャパーラ・ニグローダ樹（阿遊波尼倶律の樹）のもとで悪魔が仏に般涅槃を要請したとい

う伝承になっている。この事例は、『長部』「大般涅槃経」に確認できない「悪魔の般涅槃

の要請」に関連した伝承が、『長部註』「大般涅槃経註」のソースとなる「古資料の古層」

と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

 

                                                   
405  ayaJhi bhagavato sambodhipattiyA aTThame sattAhe bodhimaNDeyeva AgantvA, “ bhagavA 

yadatthaM tumhehi pAramiyo pUritA, so vo attho anuppatto, paTividdhaM sabbaJJutaJJANaM, kiM te 

lokavicAraNenA”ti vatvA, yathA ajja, evameva, “parinibbAtu dAni, bhante, bhagavA”ti yAci. 
406 sattamasattAhato paraM satta ahAni sandhAyAha, “aTThame sattAhe”ti na pana pallaGkasattAhAdi 

viya niyatakiccassa aTThamasattAhassa nAma labbhanato. sattamasattAhassa hi parato 

ajapAlanigrodhamUle mahAbrahmuno, sakkassa ca devaraJJo paTiJJAtadhammadesanaM 

bhagavantaM JatvA, “ idAni satte dhammadesanAya mama visayaM atikkamApessatI ” ti 

saJjAtadomanasso hutvA Thito cintesi, “handa dAnAhaM naM upAyena parinibbApessAmi, evamassa 

manoratho aJJathattaM gamissati, mama ca manoratho ijjhissatI”ti. evaM pana cintetvA bhagavantaM 

upasaGkamitvA ekaM antaM Thito, “parinibbAtu dAni bhante bhagavA”tiAdinA parinibbAnaM yAci, taM 

sandhAya vuttaM, “aTThame sattAhe”tiAdi. 
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3. 2. 3. 7. 事例 7: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、仏がアーナンダに、八つの会衆（parisA）407と仏が以前に一

緒に坐り、対話し、議論したさいの様相について、「そこで彼ら（八つの会衆）の容色（vaNNa）

のとおりに、私の容色はそのとおりになりました。彼らの声（sara）のとおりに、私の声は

そのとおりになりました408」（DN: II. 92［109］）と告げている。 

 ここでは、仏の容色や声が八つの会衆のような様相になったことを伝えているが、その優

劣は述べられていない。対応する『長阿含経』「遊行経」では、 

 

「彼ら（八つの会衆）に美しい色があっても、私の色は彼らに勝ります。彼らに美しい

声があっても、私の声は彼らに勝ります。彼らは私に譲って退きましたが、私は彼らに

対して退きませんでした。彼らの説くことのできるものは、私もまた説くことができま

す。彼らの説くことのできないものも、私はまた説くことができます409」（T1. 16b） 

 

と記載している。この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。仏が八

つの会衆よりも色や声や説法で勝れていることを明確にしている。 

 丘山新・他（訳注）［1995: 531. n11］（担当・丘山新）では、この勝れているという表現

について、「ところが、本経だけが、彼（刹利のこと）よりも我（仏のこと）がすぐれてい

ることが強調されている。おそらく本経の潤色であろう」と述べている。しかし、このよう

な潤色は『長阿含経』「遊行経」のみに特徴的な表現ではない。 

 この解釈を裏づけるものとして『長部註』「大般涅槃経註」では、「彼らの容色のとおりに」

などを註釈するかたちで以下のように解説している。 

 

「彼らの容色のとおりにとは、彼らが白でも、黒でも、金色の皮膚であっても、師は黄

金の色（suvaNNavaNNa）である。しかしこのことは形相（saNThAna）によって語られた。

形相も単に彼らに知られるだけである。世尊は蛮民のような者ではない。宝石の耳輪を

飾った者でもない。仏の装い（buddhavesa）によって坐られた。しかし、彼らは自分に

等しい形相を見る。彼らの声のとおりにとは、彼らは切れた声でも、アヒルの泣声でも、

鴉の声であっても、師は梵音（brahmassara）である。しかしこのことは他の言語

（bhAsantara）に関して語られた410」（DA: II. 150［560］） 

 

 この解説では、仏が八つの会衆のような容色や声であっても、実際には黄金の色や梵音な

のであり、はるかに勝れたものであることを述べている。 

 以上の下線部によって容色・色や声・説法などの見た目は八つの会衆と同様であっても、

実際には仏の方が勝れているという伝承であり、仏という「人物に関連した事例」に当ては

める。この事例は、『長部』「大般涅槃経」に確認できない「仏が勝れていること」に関連

した伝承が、『長部註』「大般涅槃経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とに

                                                   
407 王族の会衆、バラモンの会衆、居士の会衆、沙門の会衆、四大王天の会衆、三十三天の

会衆、悪魔の会衆、梵天の会衆のこと。 
408 tattha yAdisako tesaM vaNNo hoti, tAdisako mayhaM vaNNo hoti. yAdisako tesaM saro hoti, tAdisako 

mayhaM saro hoti. 
409 彼有好色、我色勝彼。彼有妙声、我声勝彼。彼辞我退、我不辞彼。彼所能説、我亦能説。

彼所不能、我亦能説。 
410 yAdisako tesaM vaNNoti te odAtApi honti kALApi maGguracchavIpi, satthA suvaNNavaNNova. idaM 

pana saNThAnaM paTicca kathitaM. saNThAnampi ca kevalaM tesaM paJJAyatiyeva, na pana bhagavA 

milakkhusadiso hoti, nApi AmuttamaNikuNDalo, buddhaveseneva nisIdati. te pana attano 

samAnasaNThAnameva passanti. yAdisako tesaM saroti te chinnassarApi honti gaggarassarApi 

kAkassarāpi, satthA brahmassarova. idaM pana bhAsantaraM sandhAya kathitaM. 
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おいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 3. 8. 事例 8: 平俗的な事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、仏がアーナンダに、まさにこれから般涅槃するであろうと

いう決意を告げている。以下のような伝承である。 

 

  「アーナンダよ、この寿行（jIvitasaGkhAra）は如来によって捨てられ、排除され、放た

れ、断たれ、離され、除去されました。『まもなく如来の般涅槃が起こります。これよ

り三ヶ月を過ぎてから、如来は般涅槃するでしょう』という、絶対的に語られた言葉が

あります。如来が生命のためにそれを再び戻すであろうという、この道理は見出されま

せん411」（DN: II. 99［118-119］） 

 

ここでは、如来が命乞いをすることはなく、三ヶ月後に般涅槃することを宣言している。

対応する『長阿含経』「遊行経」では、 

 

「私はすでに生命を捨てました。すでに捨てて、すでに吐きました。如来が自分で言葉

を違わせようと望んでいても、この道理はありません。たとえば、権勢をもつ高貴な長

者が食物を地に吐き、どうしてまたその食物をとって食べるでしょうか412」（T1. 17b） 

 

と記述している。この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。ここで

は、吐いた食物を食べ戻すことは決してないことを伝える比喩が特徴的である。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、「再び戻すであろう」について、 

 

「再び戻すであろうとは、捨てられたもの（catta）、吐かれたもの（vanta）であるとい

う、それを実に再び食べ戻すであろう（puna paTikhAdissati）という意味である413」（DA: 

II. 154［564］） 

 

と註釈している。おおよそ比喩の内容と註釈の内容が一致している。 

 この内容について本庄良文［1988: 51］は、ジャイナ経典『ウッタラッジャーヤー』第二

十二章に「あなたに災いあれ、王族の人よ。生きんがために〔一度〕吐き出したものを〔再

び〕飲み込みたいと望むとは」という伝承が存在することを指摘している。 

以上の下線部を総合すると、この事例は「平俗的な事例」に当てはめられる。生きようと

して吐いたものを戻すことはないという比喩をもつ伝承である。この事例は、『長部』「大

般涅槃経」に確認できない「吐いたものは戻さない」という比喩を示す伝承が、『長部註』

「大般涅槃経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料と『ウッタラッジャーヤー』

とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

 

                                                   

411 yaM kho panetaM, Ananda, tathAgatena cattaM vantaM muttaM pahInaM paTinissaTThaM ossaTTho 

AyusaGkhAro, ekaMsena vAcA bhAsitA, “na ciraM tathAgatassa parinibbAnaM bhavissati. ito tiNNaM 

mAsAnaM accayena tathAgato parinibbAyissatI”ti. taJca tathAgato jIvitahetu puna paccAvamissatIti 

netaM ThAnaM vijjati. 
412 吾已捨性命、已棄已吐。欲使如来自違言者、無有是処。譬如豪貴長者、吐食於地、寧当

復有肯還取食不。 
413 puna paccAvamissatIti yaM cattaM vantaM, taM vata puna paTikhAdissatIti attho. 
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3. 2. 3. 9. 事例 9: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、マッラ族（malla）の子プックサ（Pukkusa）が仏の説法に感

化され、金色の一対の美しい衣を仏とアーナンダとに施すという一場面がある。そのなかに

以下のような伝承がある。 

 

「そこで尊者アーナンダは、マッラ族の子プックサが出発してまもなく、その着用され

ている金色の一対の美しい衣（siGgIvaNNaM yugamaTThaM）を世尊の身体に渡した。それ

が世尊の身体に手渡されると、光を消失したように見えた。そこで尊者アーナンダは世

尊に『尊師よ、不思議なことです。尊師よ、珍しいことです。尊師よ、如来の皮膚の色

は浄められ、浄化されています。尊師よ、この着用されている金色の一対の美しい衣が

世尊の身体に渡されると、光（accikA）を消失したように見えます』というこのことを

申しあげた。 

『アーナンダよ、これはそのとおりです。アーナンダよ、これはそのとおりです。二の

時（kAla）において如来の身体はきわめて浄められ、皮膚の色（chavivaNNa）は浄化され

ます』414」（DN: II. 111［133-134］） 

 

 ここでは、金色の一対の美しい衣よりも仏の皮膚の色が勝っていることを記している。対

応する『長阿含経』「遊行経」では、 

 

「彼は立ち去ってからまもなく、阿難は黄金の織布を如来に奉じた。如来は阿難を憐れ

み、ただちにそれを受け取り、自分の体にはおった。そのとき、世尊は面持ちがゆった

りとし、威光は極めて輝き、諸根は清浄であり、顔の様子は穏やかに喜んでいた……如

来の光がいつもと異なるのは、二つの理由があります415」（T1. 19b-c） 

 

と記述している。この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。「諸根

の清浄」を説いている点が特徴的である。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、「アーナンダよ、この二の時において」を註釈するかた

ちで以下のように説明している。 

 

  「アーナンダよ、この二の時においてとは、なぜ、この二の時においてこのようになる

のか？ 

  食の殊勝（AhAravisesa）と強い喜悦（balavasomanassa）によってである。この二の時に

全体の鉄囲山における神々が食（AhAra）に滋養素（ojA）を含める。その勝れた食べ物

を腹に入れると、明浄な色を現前させる。食による現前の色が明浄であることから、意

を第六とする諸根（manacchaTThAni indriyAni）がきわめて輝く（virocanti）416」（DA: II. 

                                                   

414  atha kho AyasmA Anando acirapakkante Pukkuse mallaputte taM siGgIvaNNaM yugamaTThaM 

dhAraNIyaM bhagavato kAyaM upanAmesi. taM bhagavato kAyaM upanAmitaM hataccikaM viya khAyati. 

atha kho AyasmA Anando bhagavantaM etadavoca, “acchariyaM, bhante, abbhutaM, bhante, yAva 

parisuddho, bhante, tathAgatassa chavivaNNo pariyodAto. idaM, bhante, siGgIvaNNaM yugamaTThaM 

dhAraNIyaM bhagavato kAyaM upanAmitaM hataccikaM viya khAyatI”ti. 

“evametaM, Ananda, evametaM, Ananda dvIsu kAlesu ativiya tathAgatassa kAyo parisuddho hoti 

chavivaNNo pariyodAto”. 
415 其去未久、阿難尋以黄畳奉上如来。如来哀愍、即為受之、被於身上。爾時、世尊顏貌縦

容、威光熾盛、諸根清浄、面色和悦……有二因縁、如来光色有殊於常。 

416 imesu kho, Ananda, dvIsupi kAlesUti kasmA imesu dvIsu kAlesu evaM hoti? 

AhAravisesena ceva balavasomanassena ca. etesu hi dvIsu kAlesu sakalacakkavALe devatA AhAre ojaM 
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161［570］） 

 

以上の下線部をまとめると、仏という「人物に関連した事例」になる。この事例は、『長

部』「大般涅槃経」に確認できない「仏の輝きにおける六根の輝き・清浄の存在」に関連し

た伝承が、『長部註』「大般涅槃経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにお

いて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 3. 10. 事例 10: “kira”を有する事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、仏の般涅槃が近いときのサーラ双樹（yamaka-sAla）におけ

る出来事の一つを以下のように述べている。 

 

「ちょうどそのとき、尊者ウパヴァーナ（upavANo）が世尊の前に立って、世尊を扇い

でいた。そこで世尊は尊者ウパヴァーナを『比丘よ、離れなさい。私の前に立ってはい

けません』と去らせられた417」（DN: II. 114［138］） 

 

アーナンダは、仏がウパヴァーナを去らせた理由を仏に尋ねている。仏は以下のように答

えている。 

 

「アーナンダよ、神々は『実に私たちは如来にお会いするために遠くからやって来た。

阿羅漢、正等覚者である如来たちが世界にお生まれになるのは、いつであろうか。今日、

夜、最後の時に如来の般涅槃が起こるであろう。この大きな威力をもつ比丘（ウパヴァ

ーナ）が世尊の前に立ち、妨げている。私たちは最後の時に如来にお会いすることがで

きない』と、不機嫌になっています418」（DN: II. 115［139］） 

 

仏の解答は、般涅槃が間近であるときにウパヴァーナがいるため、神々が仏と会うことが

できなくなって不機嫌となっている。したがって、ウパヴァーナを去らせたという理由であ

る。対応する『長阿含経』「遊行経」では、上記の『長部』「大般涅槃経」（Beの 200 節）と

ほぼ同じ伝承を記したのち、以下のような展開を描写している。 

 

「阿難は仏に、『この尊い比丘（梵摩那）はもともとどのような徳を積み、どのような

行いを修めて今、これほどの大きな威徳があるようになったのですか』と申しあげた。 

仏は阿難に、『はるか過去、久遠の九十一劫前の時、世に仏がおり、毗婆尸と言われた。

そのとき、この比丘は歓喜心を持って手に草の松明を取って、その塔を照らした。この

因縁によって今、この比丘の威光は上方の二十八天を貫いており、諸天の神々の光が及

ぶことができないのである』と言われた419」（T1. 21b） 

                                                   
pakkhipanti, taM paNItabhojanaM kucchiM pavisitvA pasannarUpaM samuTThApeti. 

AhArasamuTThAnarUpassa pasannattA manacchaTThAni indriyAni ativiya virocanti. 

417 tena kho pana samayena AyasmA upavANo bhagavato purato Thito hoti bhagavantaM bIjayamAno. 

atha kho bhagavA AyasmantaM upavANaM apasAresi, “apehi, bhikkhu, mA me purato aTThasI”ti. 

418 devatA Ananda, ujjhAyanti, “dUrA ca vatamha AgatA tathAgataM dassanAya. kadAci karahaci 

tathAgatA loke uppajjanti arahanto sammAsambuddhA. ajjeva rattiyA pacchime yAme tathAgatassa 

parinibbAnaM bhavissati. ayaJca mahesakkho bhikkhu bhagavato purato Thito ovArento. na mayaM 

labhAma pacchime kAle tathAgataM dassanAyA”ti. 

419 阿難白仏、「此尊比丘、本積何徳、修何行業、今者威徳乃如是乎」。 

仏告阿難、「乃往過去、久遠九十一劫時、世有仏。名毗婆尸。時此比丘以歓喜心、手執草炬、

以照彼塔。由此因縁、使今威光上徹二十八天。諸天神光、所不能及」。 
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 この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。梵摩那（ウパヴァーナ

長老）の「過去世の物語」が記されている。そのなかで「松明」というキーワードに注意し

ておこう。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、「如来にお会いすることが」を註釈するなかに以下のよ

うな伝承を述べている。 

 

「〔ウパヴァーナ長老の過去世は〕カッサパ仏（Kassapabuddha）の塔廟（cetiya）におけ

る守護神（ArakkhadevatA）であったからである。伝え聞くところでは、ヴィパッシー

（VipassI）正等覚者が般涅槃されたとき、一塊の黄金の集まりのような仏舎利

（dhAtusarIra）にするために一つの塔廟を作った。長命の諸仏のために一つの塔廟が現

れた。それ（塔廟）に人々は一ラタナの長さをもち、手尺の広さをもち、二本の指の厚

さをもつ黄金の煉瓦と雄黄の鶏冠石によって粘土の務めを、胡麻油によって水の務め

を完成させて、一ヨージャナの量の〔塔廟に〕起こし上げた。そこから地の神々は一ヨ

ージャナの量の〔塔廟に〕、そこから空に住む神、そこから熱雲神、そこから闇雲神、

そこから四大王天、そこから三十三天は一ヨージャナの量の〔塔廟に〕起こし上げたと、

このように七ヨージャナの塔廟が現れた。人々が花飾り・香料・衣服などを持ち、やっ

て来ると、守護神が受けとり、彼らが見ているなかで塔廟に供養した。そのとき、この

〔ウパヴァーナ〕長老はバラモンの大家長（brAhmaNamahAsAla）となり、一つの黄色の

衣服（pItaka-vattha）を持って行った。神々は彼の手から衣服を受けとり、塔廟に供養し

た420」（DA: II. 171［580］） 

 

 『長部註』「大般涅槃経註」におけるその伝承の内容は詳細である。上記の『長阿含経』

「遊行経」の伝承と比較すると、「ヴィパッシー仏の登場」と「ウパヴァーナ長老の塔廟へ

の供養」という伝承が共通している。ここでは、「黄色の衣服」というキーワードに着目し

ておこう。 

『根本説一切有部毘奈耶雑事』（所属は根本説一切有部、訳出年代は唐代（710 年）、訳

者は義浄）では、ウパヴァーナの過去世について、以下のような記載をしている。 
 

「そのとき、鄔波摩那自身が出家した。そのとき、比丘たちは衣を着て鉢を持って城に

入って乞食した。この人は順番で寺を守っていた。そのとき、激しい風があって、暴雨

がにわかに起こった。すでに仲間たちはすごい寒さにあっている。彼には『梵行者たち

はこの寒い苦しみに遭っている。衣服はすべて濡れながら、今まさに来ようとしている。

私は今、まさに厳かに備えて迎えるべきである』というこの思いが生じた。 

この思いをなし終えて、浴室のなかに入り、火を燃やして湯を暖め、寝台と席を設置し

ておいた。その廊下に衣服を掛けるために縄を繋いだ。寺の門の先に行き、比丘たちを

待っていた。彼らはすでに到着していて、屈みながら部屋のなかに入った。その濡れた

衣服を受けとり、綺麗に洗濯し終わって棚の上に置いておいた421」（T24. 394c） 

                                                   
420  yasmA Kassapabuddhassa cetiye ArakkhadevatA ahosi. Vipassimhi kira sammAsambuddhe 

parinibbute ekagghanasuvaNNakkhandhasadisassa dhAtusarIrassa ekameva cetiyaM akaMsu, 

dIghAyukabuddhAnaJhi ekameva cetiyaM hoti. taM manussA ratanAyAmAhi vidatthivitthatAhi 

dvaGgulabahalAhi suvaNNiTThakAhi haritAlena ca manosilAya ca mattikAkiccaM tilateleneva 

udakakiccaM sAdhetvA yojanappamANaM uTThapesuM. tato bhummA devatA yojanappamANaM, tato 

AkAsaTThakadevatA, tato uNhavalAhakadevatA, tato abbhavalAhakadevatA, tato cAtumahArAjikA devatA, 

tato tAvatiMsA devatA yojanappamANaM uTThapesunti evaM sattayojanikaM cetiyaM ahosi. manussesu 

mAlAgandhavatthAdIni gahetvA Agatesu ArakkhadevatA gahetvA tesaM passantAnamyeva cetiyaM pUresi. 

tadA ayaM thero brAhmaNamahAsAlo hutvA ekaM pItakaM vatthaM AdAya gato. devatA tassa hatthato 

vatthaM gahetvA cetiyaM pUjesi. 
421 時鄔波摩那身為出家。時諸苾芻著衣持鉢、入城乞食。此人次當守寺。時有黒風暴雨卒起。
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ここでは、「衣服」と「火」というキーワードに注目する。以上の下線部をまとめて、ウ

パヴァーナ（梵摩那, 鄔波摩那）に関連する伝承のキーワードを図にすると、以下のような

ものになる。 

 
 ウパヴァーナの過去世 供養物・関連物 供養の対象 

『長部』「大譬喩経」    

『長阿含』「遊行経」 比丘 松明 塔 

『長部註』「大譬喩経註」 バラモンの大家長 黄色の衣服 塔廟 

『根本説一切有部毘奈耶雑事』 比丘 衣服・火  

 

 上図を見ていくと、「松明」が「火」と関連している。「黄色の衣服」のうちの「黄色」に

注目すると、「松明」と「火」の色となる赤や黄と関連しているかもしれない。ここでは、

“kira”の用例があるので、この事例を「“kira”を有する事例」に当てはめる。この事例は、

「ウパヴァーナ」に関する伝承が変化や改編をこうむりながら南方上座部大寺派の『長部註』

「大般涅槃経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とに伝播していった結果、そ

れらの間における内容が部分的に共通したのである。 

 

 

3. 2. 3. 11. 事例 11: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、アーナンダが仏の遺体をどのように対処すべきかという質

問を仏にする。仏は以下のように答えている。 

 

「アーナンダよ、転輪王の遺体（sarIra）を新しい布で包みます。新しい布で包んだあ

と、打たれた木綿で包みます。打たれた木綿で包んだあと、新しい布で包みます。この

方法によって五百重により転輪王の遺体を包んだあと、鉄（Ayasa）の油槽に入れて、他

の鉄の槽で覆います。そしてすべての薫香のうちに火葬の薪を作り、転輪王の遺体を火

葬させます。四大路に転輪王の塔を作ります。アーナンダよ、転輪王の遺体に対してこ

のように行動します422」（DN: II. 117［141-142］） 

 

ここでは、仏の遺体を鉄の槽で覆うべきことが伝えられている。対応する『長阿含経』「遊

行経」では、 

 

  「転輪聖王の葬儀の方法は、まず香湯でその体を洗い、新しい木綿の布で周囲に体全体

をつつみ、五百枚の織布で次々とつつみます。体を金の棺に入れて麻の油を注ぎ終えま

す。金の棺を持ち上げて、二番目の大きな鉄の槨の中に置き、栴檀香の槨をその外側に

重ねます。多くのすばらしい香りを積み重ね、その上を厚くおおい、荼毘にふしてから

舎利を拾います。四方に通じる道に塔廟を立てて、徳を示す石柱に絹をかかげ、国の通

行人たちすべてが法王の塔を見て、正しい教えを思いだし、多くの利益を受けさせるよ

                                                   

既属厳寒、彼作是念、『諸梵行者遭此寒苦。衣服皆湿将欲来至。我今宜応厳辦相待』。 

作此念已、入浴室中。然火煖湯、敷設床席。於其廊下繋縄為架。詣寺門首望諸苾芻。彼既至

已屈入室中。取其湿衣浄浣濯已、安在架上。 

422  raJJo, Ananda, cakkavattissa sarIraM ahatena vatthena veThenti, ahatena vatthena veThetvA 

vihatena kappAsena veThenti, vihatena kappAsena veThetvA ahatena vatthena veThenti. etenupAyena 

paJcahi yugasatehi raJJo cakkavattissa sarIraM veThetvA AyasAya teladoNiyA pakkhipitvA aJJissA 

AyasAya doNiyA paTikujjitvA sabbagandhAnaM citakaM karitvA raJJo cakkavattissa sarIraM jhApenti. 

cAtumahApathe raJJo cakkavattissa thUpaM karonti. evaM kho, Ananda, raJJo cakkavattissa sarīre 

paTipajjanti. 
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うにします423」（T1. 20a-b） 

 

この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。「金の棺」となっている

のが特徴的である。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、「鉄の」について、「鉄のとは、黄金（sovaNNa）のとい

うことである。なぜなら黄金は、ここでは『鉄』と意趣されたからである424」（DA: II. 175

［583］）と註釈している。ここでは、「鉄」を「黄金」と同義にしていることが知られる。 

 『般泥洹経』では、「体を金の棺に入れて、麻の油を注いでうるおわせることを終え、金

の棺を持ち上げて、二番目の大きな鉄の槨の中に置きます425」（T1. 186c）と記している。 

『大般洹槃経』426は、以下のように述べている。 

 

「金の棺の中に〔体を〕入れ、また銀の棺を作り、金の棺における器として、また銅の

棺を作り、銀の棺における器にして、また鉄の棺を作り、銅の棺における器とします427」

（T1. 200a） 

 

以上の下線部を総括して、仏という「人物に関連した事例」に当てはめる。この事例は、

『長部』「大般涅槃経」に確認できない「仏の遺体を金の棺に入れる」という伝承が、『長

部註』「大般涅槃経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝

承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 3. 12. 事例 12: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、仏の最後の直弟子となったスバッダ（subhadda）に対して、

仏は「別住の定型句」を言い渡した。そして、「彼は世尊の最後の直弟子（pacchima-

sakkhisAvaka）になった、と428」と伝えられている（DN: II. 125-126［152-153）。スバッダ

が出家して入団したのち、すぐに阿羅漢になったことは明白である。しかし、その別住時期

は上述の事例のように明白でない（Beの 215 節）。 

 対応する『長阿含経』「遊行経」では、「その（出家した）とき、夜がまだふけないうちに

阿羅漢となった。この者（須跋）は如来の最後の弟子となった。先に滅度して、仏の方が後

に〔般涅槃と〕なった429」（T1. 25b）と述べている。この下線部が『長阿含経』「遊行経」

のみに見られる伝承である。仏が在世していたときに須跋（スバッダ）が滅度していたこと

が確認できる。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、「彼は、世尊の最後の直弟子になった」を註釈するかた

ちで以下の伝承を説いている。 

 

「彼は世尊の最後の直弟子になったとは、結集の作者（saGgItikAraka）たちの言葉であ

る。そのうち、世尊が存続しているときに（bhagavati dharamAne）出家して（pabbajitvA）、

                                                   
423 聖王葬法、先以香湯洗浴其体、以新劫貝周遍纒身、以五百張畳次如纒之。内身金棺、灌

以麻油畢、挙金棺置於第二大鉄槨中、栴檀香槨次重於外。積衆名香、厚衣其上、而闍維之訖、

收舍利。於四衛道起立塔廟、表刹懸繒、使国行人皆見法王塔、思慕正化、多所饒益。 

424 AyasAyAti sovaNNAya. sovaNNaJhi idha, “ayasaM”ti adhippetaM. 
425 内身金棺、灌以麻油沢膏畢、挙金棺、置於第二大鉄槨中。 
426 所属は不明、訳出年代は東晋代、訳者は法顕か求那跋陀羅。 
427 内金棺中、又作銀棺、盛於金棺、又作銅棺、盛於銀棺、又作鉄棺、盛於銅棺。 
428 so bhagavato pacchimo sakkhisAvako ahosIti. 
429 時夜未久即成羅漢、是為如来最後弟子。便先滅度而仏後焉。 
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後の時分において授戒（upasampadA）を得て業処を理解し、阿羅漢果を得た。あるいは

入団を受持しているとき、〔授戒を〕得て、後の時分において業処を理解し、阿羅漢果

を得た。あるいは業処を受持しているとき、〔授戒を〕得て、後の時分において阿羅漢

果を得たという、そのすべてが最後の直弟子である。この者（スバッダ）は、世尊が存

続しているときに出家し、授戒して業処を理解し、阿羅漢果を得た、と430」（DA: II. 182

［590-591］） 

 

 以上の下線部から、スバッダ（須跋）という「人物に関連した事例」に当てはめる。ここ

では、スバッダが仏の在世中に出家して阿羅漢果も得たという伝承になっている。この事例

は、『長部』「大般涅槃経」に確認できない「スバッダ」に関連した伝承が、『長部註』「大

般涅槃経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になって

いることを示したものである。 

 

 

3. 2. 3. 13. 事例 13: “kira”を有する事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、仏が般涅槃したのちに神々とクシナーラーのマッラ族とが

仏の遺体を移送するときの伝承について、以下のように描写されている。 

 

「そこで神々とクシナーラーのマッラ族は、世尊の遺体を天と人の踊りによって、歌に

よって、音楽によって、花飾りによって、香料によって尊敬し、尊重をし、崇拝し、供

養しながら都市の北を通って北に運び、北の門を通って都市に入れ、都市の中央を通っ

て中央に運び、東の門を通って出て、都市の東からマクタ・バンダナ（makuTabandhana）

というマッラ族の塔廟というここに世尊の遺体を置いた431」（DN: II. 132［160-161］） 

 

 『長阿含経』「遊行経」では、上記に対応する末羅族（マッラ族）の仏の遺体に対する供

養の伝承について、以下のように記載している。 

 

  「そのとき、路夷という末羅族の女性がおり、篤く仏道を信じていた。手に車輪のよう

な金の花を捧げて舍利を供養した。そのとき、一人の老母がいた。声を挙げて称賛し、

『このもろもろの末羅族は、このために大きな利得を得るでしょう。如来は末後にここ

で滅度されました。国のあらゆる人々がこぞって快く供養することができます』と言っ

た432」（T1. 28a） 

 

この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。路夷と老婆という二人

の女性が登場人物となり、「車輪のような金の花」（供養の品物）と「老婆の称賛」（供養の

                                                   
430 so ca bhagavato pacchimo sakkhisAvako ahosIti saGgItikArakAnaM vacanaM. tattha yo bhagavati 

dharamAne pabbajitvA aparabhAge upasampadaM labhitvA kammaTThAnaM gahetvA arahattaM pApuNAti, 

upasampadampi vA dharamAneyeva labhitvA aparabhAge kammaTThAnaM gahetvA arahattaM pApuNAti, 

kammaTThAnampi vA dharamAneyeva gahetvA aparabhAge arahattameva pApuNAti, sabbopi so 

pacchimo sakkhisAvako. ayaM pana dharamAneyeva bhagavati pabbajito ca upasampanno ca 

kammaTThAnaJca gahetvA arahattaM pattoti. 

431 atha kho devatA ca KosinArakA ca mallA bhagavato sarIraM dibbehi ca mAnusakehi ca naccehi 

gItehi vAditehi mAlehi gandhehi sakkarontA garuM karontA mAnentA pUjentA uttarena uttaraM 

nagarassa haritvA uttarena dvArena nagaraM pavesetvA majjhena majjhaM nagarassa haritvA 

puratthimena dvArena nikkhamitvA puratthimato nagarassa makuTabandhanaM nAma mallAnaM 

cetiyaM ettha ca bhagavato sarIraM nikkhipiMsu. 
432 時有路夷末羅女。篤信仏道。手擎金花大如車輪、供養舍利。時有一老母。挙声讃曰、「此

諸末羅、為得大利。如来末後於此滅度。挙国士民、快得供養」。 
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事柄）というキーワードが特徴的である。後述するが、阿難が迦葉に質問されて回想するシ

ーンがあり、そこで老婆が涙を落としたことを阿難が証言している（T1. 28c-29a）。「老婆

の涙」（付着の事柄）もキーワードとして取り扱う。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、「都市の中央を通って中央に運び」を註釈するかたちで

以下のような伝承を述べている。 

 

  「都市の中央を通って中央に運びとは、このように世尊の遺体が運ばれているとき、マ

ッラ族の将軍バンドゥラ（Bandhula）の妻マッリカー（mallikA）は『彼等が世尊の遺体

を運んでいる』と聞き、自分の主人が亡くなって以後、受用せずに置いておいたヴィサ

ーカー（VisAkhA）の荘身具に等しい、大きな蔓のような荘身具（mahAlatApasAdhanaM）

を取り出させた。そして『私はこれで師を供養しよう』と、それを清めさせ、香水で洗

浄し、門に立っていた。伝え聞くところでは、その荘身具はその二人の女性と盗賊デー

ヴァダーニヤ（devadAniya）の家という三ヶ所にあった。彼女は師の遺体が門に到着し

たとき、『親愛なるお方たちよ、師の遺体を降ろしてください』と言った。そしてその

荘身具を師の身体に放った433」（DA: II. 189［597］） 
 

 この伝承から窺えることは、「マッリカーとヴィサーカーという二人の女性の登場人物」

と「女性の舎利供養」という内容が、『長阿含経』「遊行経」におけるそれらの内容と共通し

ている。二人の女性のうち、ヴィサーカーが仏の舎利移送時にはいないことと、「大きな蔓

のような荘身具」（供養の品物）というキーワードとに注意すべきである。 

『長部』「大般涅槃経」の伝承と直接対応する部分（Be の 229 節）ではないが、『般泥洹

経』では、迦葉によって仏の遺体の足に異なる色がある理由を尋ねられた阿難は、「弱った

お婆さんがいました。仏の足を敬礼すると、その上の涙を落としました434」（T1. 189c）と

答えている。ここでは、弱ったお婆さんと涙（付着の事柄）というキーワードに着目する。 

 同じく直接対応する部分ではないが、『大般洹槃経』では、迦葉によって仏の遺体の足に

汗（付着の事柄）がある理由を尋ねられた阿難は回想し、以下のように答えている。 

 

「女性たちは力にとぼしかったので、前に進むことができませんでした。そこで先に比

丘尼と女性信者たちに如来が到着した場所で礼拝させ、供養させることを認めました。

そのとき、独りの貧しい優婆夷がいました。年は百歳です。婆羅門、および王族・長者・

居士は見ようとしましたが、マッラ族の妻・女性・年老いた女性・幼い女性・大人の女

性・少女に、美しい香水・花で様々に供養させました435」（T1. 207a） 

 

この伝承では、男性が女性を先に供養させたという形式にもとづき、百歳の貧しい優婆夷

と多数の女性との存在を示している。香水と花（供養の品物）というキーワードが特徴的で

ある。 

以上の下線部を総合すると、以下のような図になる。 

                                                   
433  majjhena majjhaM nagarassa haritvAti evaM hariyamAne bhagavato sarIre 

BandhulamallasenApatibhariyA mallikA nAma, “bhagavato sarIraM AharantI”ti sutvA attano sAmikassa 

kAlaM kiriyato paTThAya aparibhuJjitvA ThapitaM VisAkhAya pasAdhanasadisaM mahAlatApasAdhanaM 

nIharApetvA, “iminA satthAraM pūjessAmI”ti taM majjApetvA gandhodakena dhovitvA dvAre ThitA. taM 

kira pasAdhanaM tAsaJca dvinnaM itthInaM, devadAniyacorassa geheti tIsuyeva ThAnesu ahosi. sA ca 

satthu sarIre dvAraM sampatte, “otAretha, tAtA, satthusarIran”ti vatvA taM pasAdhanaM satthusarIre 

paTimuJci. 
434 有羸老母、稽首仏足、墮涙其上。 
435 女人羸弱、不必得前。即便先聴諸比丘尼及優婆夷到如来所礼拝供養。爾時有一貧窮優婆

夷、年一百歳。見諸婆羅門、及以刹利長者居士、力士妻女、長幼大小、以妙香華種種供養。 
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 登場人物 舎利供養 供養（付着）の品物（事柄） 

『長部』「大般涅槃経」 マッラ族 ○ 踊り・歌・音楽・花飾り・香料 

『長阿含経』「遊行経」 

路夷（末羅族の女性） ○ 車輪のような金の花 

老母 × 称賛・涙 

『長部註』 

「大般涅槃経註」 

マッリカー ○ 大きな蔓のような荘身具 

ヴィサーカー × × 

『般泥洹経』 弱ったお婆さん ○ 涙 

『大般洹槃経』 

独りの貧しい優婆夷（百歳） 

○ 香水・花・汗 
多数の女性 

※〇×＝供養の有無. 

 

いずれの伝承においても、前後の文脈でマッラ族が如来の舎利を供養している状況は確

認できる。『長阿含経』「遊行経」、『長部註』「大般涅槃経註」、『般泥洹経』『大般洹槃経』で

は、すべての伝承に女性が登場している。そのなかでも『長阿含経』「遊行経」、『長部註』

「大般涅槃経註」では、女性二人という数は一致している。そのうちの一人は仏の舎利移送

時にはいないことと、もう一人が供養の品物を差し出したということが共通している。『大

般洹槃経』でも二種類の女性が登場している。しかしながら、「多数の女性」は抽象的な表

現なので除外した。 

『長阿含経』「遊行経」と『般泥洹経』と『大般洹槃経』では、迦葉によって質問された

阿難が答えるという形式のもと、「弱く、貧しい女性、老母、優婆夷」が仏の遺体に涙や汗

を落としたと説かれた伝承が共通している。 

ここでは、“kira”の用例があるので、この事例を「“kira”を有する事例」に当てはめる。

この事例は、「女性や舎利供養や供養の品物」などに関連した多様な伝承が変化や改編をこ

うむりながら南方上座部大寺派の『長部註』「大般涅槃経註」のソースとなる「古資料の古

層」と北伝資料とに伝播していった結果、それらの間における内容が部分的に共通したので

ある。 

 

 

3. 2. 3. 14. 事例 14: “kira”を有する事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、仏の遺体を火葬しようとしていたとき、マハーカッサパ

（mahAkassapo）が遅れて到着する場面がある。以下のとおりである。 

 

「そこで尊者マハーカッサパは、クシナーラーにあるマクタ・バンダナというマッラ族

の塔廟にある世尊の火葬の薪に近づいた。近づいて衣を一肩にして、合掌を向けて三度、

火葬の薪を右回りし、世尊の足に頭で礼拝した436」（DN: II. 134［163］） 

 

 対応する『長阿含経』「遊行経」では、 

 

                                                   

436 atha kho AyasmA mahAkassapo yena KusinArA makuTabandhanaM nAma mallAnaM cetiyaM, yena 

bhagavato citako tenupasaGkami, upasaGkamitvA ekaMsaM cIvaraM katvA aJjaliM paNAmetvA 

tikkhattuM citakaM padakkhiNaM katvA bhagavato pAde sirasA vandi. 
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「そのとき、大迦葉はちょうど香水をかけた薪の集積の方に向かった。そのとき、仏の

身体が何重もの棺のうちより両足を二本とも出したとき、足に異なった色があった。迦

葉は見て怪しみ、阿難に『仏身は金色であるのに、どうして異なった色があるのですか』

と尋ねた。 

阿難は答えて、『先ほど一人の老母がいました。悲哀しながら進み、手で仏足を撫でた

とき、涙がその上に落ちました。それゆえに色が異なっただけです』と言った。 

迦葉は聞いて非常に悲しみ、香水をかけた薪の集積の方に向かい、仏舎利を礼拝した。

そのとき、四部の会衆と上方の神々も一緒に礼拝した。そこで仏足は、たちまちうちに

消えた。そのとき、大迦葉は薪の集積の周りを三度、回った437」（T1. 28c-29a） 

 

と記述している。この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。「自然

に仏足が出現すること」と「天人の礼拝」と「自然に仏足が消えること」を述べている点が

特徴的である。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、「そこで尊者マハーカッサパは、クシナーラーにある…

…頭で礼拝した」を註釈するかたちで以下のような伝承を記載している。 

 

  「そこで尊者マハーカッサパは、クシナーラーにある……頭で礼拝したとは、伝え聞く

ところでは、長老は……決意した。決意の心（adhiTThAnacitta）とともに、その五百重の

布地は二様になり、雲の間の満月のように足が出てきた。長老は開花した赤蓮華のよう

な手を伸ばし、黄金色の師の足における踝まで堅く持ち、自分の高貴な頭にとどめさせ

た。それゆえに、『世尊の足に頭で礼拝した』と説かれた。 

多くの人々はその不思議なことを見て、一斉に大歓声があがった。香料・花飾りなどで

供養し、好むままに礼拝した…… 

すべてのものが場所のままにとどまった。昇り、月が没したときのように、太陽が〔没

したときの〕ように如来の足が消えたとき、多くの人々は大号糾をして悲泣した。般涅

槃の時よりまさった悲心が生じた438」（DA: II. 195［603］） 

 

 ここでは、「自然に仏足が出現すること」と「人々の礼拝」と「自然に仏足が消えること」

が述べられている。このような内容の表現を便宜上、（1）のケースとする。 

 “mahAparinirvANa-sUtra”（所属は説一切有部系（?）、作成年代・編纂者は不明）439には、

                                                   
437 時大迦葉、適向香潸。於時仏身、従重槨内、双出両足、足有異色。迦葉見已、怪問阿難、

「仏身金色。是何故異」。 

阿難報曰、「向者有一老母、悲哀而前、手撫仏足、涙墮其上。故色異耳」。 

迦葉聞已、又大不悦、即向香潸、礼仏舍利。時四部衆及上諸天、同時倶礼。於是仏足忽然不

現。大迦葉繞潸三匝。 

438 atha kho AyasmA mahAkassapo yena KusinArA pe sirasA vandIti thero kira……adhiTThAsi. saha 

adhiTThAnacittena tAni paJca dussayugasatAni dvedhA katvA valAhakantarA puNNacando viya pAdA 

nikkhamiMsu. thero vikasitarattapadumasadise hatthe pasAretvA suvaNNavaNNe satthupAde yAva 

gopphakA daLhaM gahetvA attano siravare patiTThapesi. tena vuttaM, “bhagavato pAde sirasA vandI”ti.

…… 

mahAjano taM acchariyaM disvA ekappahAreneva mahAnAdaM nadi, gandhamAlAdIhi pUjetvA yathAruci 

vandi……sabbaM yathAThAne Thitameva ahosi. uTThahitvA pana atthaGgate cande viya sUriye viya ca 

tathAgatassa pAdesu antarahitesu mahAjano mahAkanditaM kandi. parinibbAnakAlato adhikataraM 

kAruJJaM ahosi. 
439 E. Waldschmidt が中央アジアのトルファンより出土した梵本の断片を『根本説一切有

部毘奈耶雑事』と“Hdul ba phran tshegs kyi gshi”とによって対照し、校訂出版したものであ

る。 
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以下のような記載がある。 

 

「〔マハーカーシュヤパは〕近づき、油が満ちた鉄槽（ayodroNI）を開き、五百の軛を開

き、打たれた綿を開いた。打たれた綿を開き、世尊の遺体を開くことなく礼拝した…… 

そこで尊者マハーカーシュヤパには、『私は自分で世尊の遺体への供養に熱心になって

はどうであろうか』というこの思いがあった。そこで尊者マハーカーシヤパは他の打た

れた綿と他の五百の軛を集め、世尊の身体を打たれた綿で包み、五百の軛で包み、油が

満ちた鉄槽のなかに置き、鉄槽を覆い、すべての香木で積まれたものを積み、一方に近

づいた440」（Mp. 428, 430） 

 

 この伝承では、「棺を開くこと」と「それを元に戻すこと」を現実的に描写している。こ

のような内容の表現を便宜上、（2）のケースとする。 

 他の諸本に目を転じると、『仏般泥洹経』では、「仏はその声に応じ、両足が出てきた。迦

葉は頭の額を仏の足につけた441」（T1. 174a）、「天神・鬼・龍、帝王・民衆のすべてが仏の

足に礼拝した。会衆が礼拝し終わると、足は棺のなかに戻った442」（T1. 174b）と記してい

るので、（1）のケースとなる。 

 『般泥洹経』では、「その仏の遺体について重い棺の裏より両足が出てきた443」（T1. 189c）、

「比丘、比丘尼、男性信者、女性信者、天・龍・鬼・神、王天楽神、質諒神、金翅鳥神、愛

欲神、蛇軀神たちが各自進んで、仏の足を恭しく礼した444」（T1. 190a）と記載しているの

で、（1）のケースとなる。 

『大般洹槃経』では、「そのとき、如来については宝の棺のうちより両足が出てきた445」

（T1. 206c）、「香水、花をもって仏の棺を供養し、礼拝して讃嘆し、すべての者たちがなし

終えると、ここで両足が自然に入り込んだ446」（T1. 207a）と記述しているので、（1）のケ

ースとなる。 

『根本説一切有部毘奈耶雑事』では、「香木を除去して大きな金の棺を開き、たくさんた

たみ込んだ綿が開きおわると、尊きお顔を見て、頭の額で足に礼拝した447」（T24. 401b）と

述べているので、（2）のケースとなる。 

以上の下線部を比較すると、（1）と（2）とのケースに分類される二種類の伝承の方向性

が見えてくる。（1）のケースは、『長阿含経』「遊行経」（法蔵部）、『長部註』「大譬喩経註」

（南方上座部大寺派）、『仏般泥洹経』『般泥洹経』『大般洹槃経』における「自然に仏足が出

現すること」「天人の礼拝」「自然に仏足が消えること」という伝承である。 

（2）のケースは、『根本説一切有部毘奈耶雑事』と“mahAparinirvANa-sUtra”（説一切有部

系）とにおける「棺を開くこと」と「それを元に戻すこと」という伝承である。 

                                                   
440  upetya tailapUrNAm ayodroNiM vigopatati paJcayugaCatAni vigopayati vihatAni karpAsAni 

vigopayati vihatAni karpAsAni vigopayitvA bhagavataH CarIram avigopitaM vandate……athAyuSmato 

mahAkACya etad abhavad. yannu ahaM svayaM eva bhagavataH CarIpapUjAyAm autsukyam Apadyeya. 

athAyuSmAn mahAkACyapo ‘nyAni vihatAni karpAsAni anyAni paJcayugaCatAni samudAnIya bhagavataH 

CarIraM vihataiH karpAsair veSTayitvA paJcabhir yugaCatair veStayitvA tailapUrNAyAm ayodroNyAm 

prakSipyAnya yAyodroNyA pracchAdya sarvagandhakASThaiC citAM citvaikAnte ‘pakrAntaH. 

441 仏便応声双出両足。迦葉即以頭面著仏足。 
442 天神鬼龍、帝王黎民、皆礼仏足。衆礼訖畢、足還入棺。 
443 於是仏尸従重棺裏双出両足。 
444 諸比丘・比丘尼、清信士・清信女、天・龍・鬼神・王天楽神、質諒神、金翅鳥神、愛欲

神、蛇躯神、各前稽首仏足。 
445 爾時如来於宝棺内、而出双足。 
446 即以香華、供養仏棺、礼拝讃歎。皆悉畢已、於是双足、自然還入。 
447 除去香木啓大金棺、千畳及絮並開解已、瞻仰尊容頭面礼足。 
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『長部』「大般涅槃経」の伝承は、この二種類の方向性がない最も簡素な形式となってい

る。以上の下線部をまとめると、この事例は“kira”の用例があるので、この事例を「“kira”

を有する事例」に当てはめる。この事例は、「仏の棺の周辺で起きた出来事」を示した伝承

が変化や改編をこうむりながら南方上座部大寺派の『長部註』「大般涅槃経註」のソースと

なる「古資料の古層」と北伝資料とに伝播していった結果、大きく（1）と（2）とのケース

に分かれ、それらの間における内容が部分的に共通したのである。 
 

 

3. 2. 3. 15. 事例 15: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」（Be の 236 節）では、各王国や部族が仏の舎利を祭って塔を作ろ

うと望み、クシナーラーのマッラ族のもとに使者を送りつけている。そのことについて、「そ

こでパーヴァーのマッラ族は、クシナーラーのマッラ族に使者（dUta）を送った448」（DN: II. 

136［165］）という伝承がある。 

 対応する『長阿含経』「遊行経」では、 

 

「そのとき、波婆国のもろもろの末羅族はすぐに国中に命令し、四種の兵である象兵・

馬兵・車兵・歩兵を整えて拘尸城に至り、使者を派遣して言った449」（T1. 29b） 

 

と記している。この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。象兵・馬

兵・車兵・歩兵といった「四種の兵」の派兵と使者の派遣とを示している点が特徴的である。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、上記の『長部』「大般涅槃経」の伝承と直接対応する部

分ではないが、同じ Beの 236 節においてアジャータサットゥ王が「使者を送った」を註釈

するかたちで以下のように解説している。 

 

「そのうち、使者を送ったとは、使者と手紙を送ったということである。送り、『もし

〔仏の舎利が〕見られるならば、よいことである。もし見られないならば、私は運用す

る方法で運びだそう』と、四の支分をもつ軍勢（sena）を武装し、自分（アジャータサ

ットゥ王）も出て行った450」（DA: II. 199［607］） 

 

 以上の下線部から判断すると、四種の軍勢・兵と使者という「人物に関連した事例」とな

る。ここでは、軍勢の派兵による脅迫を手段として使者を派遣したという伝承になっている。

この事例は、『長部』「大般涅槃経」に確認できない「軍勢の派兵と使者の派遣」という伝

承が、『長部註』「大般涅槃経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて

共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 3. 16. 事例 16: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、ドーナ・バラモン（doNa-brāhmaNa）が各王国や部族を説得

して、仏舎利を平等に八分割するという一場面がある。以下のような伝承である。 

 

「『友らよ、わかりました』と、ドーナ・バラモンはその集団、会衆に答えた。そして、

世尊のもろもろの舎利を八種に平等によく分配して分けて、その集団、会衆に『友らよ、

                                                   

448 atha kho PAveyyakA mallA KosinArakAnaM mallAnaM dUtaM pAhesuM. 

449 時波婆国諸末羅、即下国中、厳四種兵象兵・馬兵・車兵・歩兵、到拘尸城、遣使者言。 
450 tattha dUtaM pAhesIti dUtaJca paNNaJca pesesi. pesetvA ca pana, “sace dassanti, sundaraM. no ce 

dassanti, AharaNupAyena AharissAmI”ti caturaGginiM senaM sannayhitvA sayampi nikkhantoyeva. 
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この壷（tumba）を私に与えてください。私も壷のために塔を〔作り〕、祭を行ないます』

というこのことを言った451」（DN: II. 137［166］） 

 

 対応する『長阿含経』「遊行経」では、 

 

「そのときに香姓は、もろもろの王の言葉を聞き、直ちに舍利の所に行き、頭を大地に

つけて礼拝すると、ゆっくりと前に進み、仏の上顎の骨を取り、別の一面に置いた。直

ぐに使者を遣わして、仏の上顎の骨を持ち、『阿闍世王の所に行きなさい』〔と言った〕
452」（T1. 29c） 

 

と記載している。この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。香姓（ド

ーナ・バラモン）が「仏の上顎の骨（上牙）」を阿闍世王（アジャータサットゥ王）に送っ

たことを示している。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、「世尊のもろもろの舎利を八種に平等によく分配して分

けて」を註釈するなかで以下のような伝承を記述している。 

 

「バラモンは、そのときに彼等が放逸であることを知り、〔仏の〕右の歯（dakkhiNadAThA）

を取って、巻き物の内部（veThantara）に置いた。そこで後に八様に平等によく分別して

分けた。すべての舎利は、普通のナーリによっては十六ナーリとなった。一々の都市に

住む者たちは、それぞれが二ナーリのものを得た。バラモンが舎利を分別しているとき、

神々の主サッカ（sakka）は『天をふくむ世界の疑惑を切断するために、四諦の話の縁

となる世尊の右の歯は誰が取ったのか』と観察しているうちに、『バラモンが取った』

と見た。そして『バラモンは歯によって適当な恭敬をすることはできないであろう。私

がそれを取ろう』と〔考え〕、巻き物の内部から取り、黄金の箱（suvaNNacaGkoTaka）に

置いて天界に持っていき、小さな宝石の塔廟を確立させた453」（DA: II. 201［609］） 

 

 以上の下線部を総括すると、この事例は、複数の登場人物がいるので、「人物に関連した

事例」に当てはめる。この事例は、「仏の歯」に関する伝承が変化や改編をこうむりながら

南方上座部大寺派の『長部註』「大般涅槃経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資

料とに伝播していった結果、『長部註』「大般涅槃経註」は「仏の右の歯」となり、所有者

がドーナ・バラモンからサッカという構図になる。北伝資料は「仏の上顎の骨」となり、所

有者が香姓から阿闍世王という構図になる。それらの伝承から、『長部註』「大般涅槃経註」

と北伝資料との間に共通する伝承が部分的に生まれたのである。 

 

 

                                                   

451 “evaM, bho”ti kho doNo brAhmaNo tesaM saGghAnaM gaNAnaM paTissutvA bhagavato sarIrAni 

aTThadhA samaM suvibhattaM vibhajitvA te saGghe gaNe etadavoca, “imaM me bhonto tumbaM 

dadantu ahampi tumbassa thUpaJca mahaJca karissAmI”ti. 

452 於時香姓、聞諸王語已、即詣舍利所、頭面礼畢、徐前取仏上牙、別置一面。尋遣使者、

齎仏上牙、「詣阿闍世王所」。 
453 brAhmaNopi tasmiM samaye tesaM pamattabhAvaM JatvA dakkhiNadAThaM gahetvA veThantare 

Thapesi, atha pacchA aTThadhA samaM suvibhattaM vibhaji, sabbApi dhAtuyo pAkatikanALiyA soLasa 

nALiyo ahesuM, ekekanagaravAsino dve dve nALiyo labhiMsu. BrAhmaNassa pana dhAtuyo 

vibhajantasseva sakko devAnamindo, “kena nu kho sadevakassa lokassa kaGkhacchedanatthAya 

catusaccakathAya paccayabhUtA bhagavato dakkhiNadAThA gahitA”ti olokento, “brAhmaNena gahitA”

ti disvA, “brAhmaNopi dAThAya anucchavikaM sakkAraM kAtuM na sakkhissati, gaNhAmi nan” ti 

veThantarato gahetvA suvaNNacaGkoTake ThapetvA devalokaM netvA cULAmaNicetiye patiTThapesi. 
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3. 2. 3. 17. 小結 

 

 以上、十六の事例を通して『長部註』「大般涅槃経註」（南方上座部大寺派）と北伝資料

とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含』「遊行経」（法蔵

部）、ジャイナ経典『ウッタラッジャーヤー』、『根本説一切有部毘奈耶雑事』と

“mahAparinirvANa-sUtra”（説一切有部系）、『般泥洹経』『大般洹槃経』『仏般泥洹経』

である。 

 この一つの事例は、『長部』「大般涅槃経」に確認できない伝承が上記の北伝資料と

『長部註』「大般涅槃経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から見たと

き、これらの事例は『長部註』「大般涅槃経註」のソースとなる「古資料の古層」におけ

る内容となる。その内容は、仏に関連した伝承が主となり、多様な伝承となっている。 

 対応する北伝資料も非常に広範囲にわたる。ジャイナ教の資料の内容と『長部註』「大般

涅槃経註」のソースとなる「古資料の古層」の内容が共通していることも確認できた。 

 

 

3. 2. 4. 「大般涅槃経復註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 2. 4. 1. 事例 1: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、アジャータサットゥ王がヴァッジ族を征服しようと思い、

マガダ国の大臣ヴァッサカーラ・バラモンを仏のもとに使わせる。そして、ヴァッジ族を征

服できるかどうかを仏に尋ねた。仏はヴァッサカーラ・バラモンに質問されると、仏は側に

いたアーナンダに以下のように尋ねた。 

 

「ヴァッジ族は、ヴァッジ族のうちのそのヴァッジ族の高齢者であるという彼等を恭

敬し、尊重をし、尊敬し、供養し、彼等のことを聞くべきものと考えていますか454」（DN: 

II. 63［74］） 

 

 対応する『長阿含経』「遊行経」には、「阿難よ、あなたは跋祇国の人々が父母に善く仕え、

尊者を敬っていると聞いていますか455」（T1. 11b）という記述がある。この下線部が『長阿

含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。ここでは、「父母」を大切にすべきことが説か

れている。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、「供養し」について、「供養しとは、五体投地（nipaccakAra）

を示しということである456」（DA: II. 109［519］）と註釈している。 

 『長部復註』「大般涅槃経復註」では、「示し」について、「示しとは、『この者たちは私た

ちの祖父（pitAmahA）、祖母（mAtAmahA）である』云々とによって心の低い者になり、重要の

心の様相を示しということである457」（DAT: II. 124［161］）と説明している。 

 『根本説一切有部毘奈耶雑事』でも、「その国の民衆は、その父母や師匠のところで恭敬

し、供養して、説かれた教えに随順し、誠意をもって違犯することはありません458」と述べ

ている。 

以上の下線部を総括すると、両親と親族が中心となるので、「人物に関連した事例」に当

                                                   
454  VajjI ye te VajjInaM vajjimahallakA, te sakkaronti garuM karonti mAnenti pUjenti, tesaJca 

sotabbaM maJJanti. 
455 阿難、汝聞跋祇国人孝事父母、敬順師長不。 
456 pUjentIti nipaccakAraM dassenti. 
457 dassentīti “ime amhAkaM pitAmahA, mAtAmahA”tiAdinA nIcacittA hutvA garucittAkAraM dassenti. 
458 彼国人衆、於其父母師長之処、恭敬供養、随順言教、情無違悩。 
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てはめる。この事例は、『長部』「大般涅槃経」に確認できない「両親と親族を大切にすべ

きこと」を示した伝承が、『長部復註』「大般涅槃経復註」と北伝資料とにおいて共通する

伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 4. 2. 事例 2: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「大般涅槃経」では、仏の遺体が焼けた直後について、以下のような伝承を述べ

ている。 

 

「世尊の遺体が焼かれると、虚空から水流（udakadhArA）が現われ、世尊の火葬の薪

（citakA）を消した。水をもつサーラ樹（udakasAla）からも〔水流が〕出て、世尊の火葬

の薪を消した。クシナーラーのマッラ族は、すべての香水をもって世尊の火葬の薪を消

した459」（DN: II. 135［164］） 

 

 対応する『長阿含経』「遊行経」では、「そのとき、仏の薪の集積の側に娑羅樹の神がおり、

篤く仏道を信じていた。間もなく神力によって仏の薪の集積の火を消した460」（T1. 29a）と

記述している。この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。「神力」に

よって火が消されているのが特徴的である。 

 『長部註』「大般涅槃経註」では、「水をもつサーラ樹から」を註釈するかたちで以下のよ

うに解説している。 

 

「水をもつサーラ樹からとは、囲み、立ったサーラ樹に関してこのことが説かれた。な

ぜなら、それらの幹の内部、枝の内部から水流が出て、消したからである461」（DA: II. 

196［604］） 

 

 『長部復註』「大般涅槃経復註」では、「水流が出て、消した」について、「水流が出て、

消したとは、神々の威力（devatAnubhAva）によるものである462」（DAT: II. 189［242］）と

註釈している。 

 以上の下線部から判断して、神々という「人物に関連した事例」に当てはめる。ここでは、

神々の威力・神力によって薪の火を消したという伝承になっている。この事例は、『長部』

「大般涅槃経」に確認できない「神力による薪の火の消去」を示した伝承が、『長部復註』

「大般涅槃経復註」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したもので

ある。 

 

 

3. 2. 4. 3. 小結 

 

 以上、二つの事例を通して『長部復註』「大般涅槃経復註」（南方上座部大寺派）と北伝資

料とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「遊行経」（法蔵部）、

『根本説一切有部毘奈耶雑事』（説一切有部系）である。 

                                                   
459 daDDhe ca kho pana bhagavato sarIre antalikkhA udakadhArA pAtubhavitvA bhagavato citakaM 

nibbApesi. udakasAlatopi abbhunnamitvA bhagavato citakaM nibbApesi. KosinArakApi mallA 

sabbagandhodakena bhagavato citakaM nibbApesuM. 

460 時仏潸側、有娑羅樹神、篤信仏道、尋以神力、滅仏潸火。 
461  udakasAlatoti parivAretvA ThitasAlarukkhe sandhAyetaM vuttaM, tesampi hi 

khandhantaraviTapantarehi udakadhArA nikkhamitvA nibbApesuM. 
462 udakadhArA nikkhamitvA nibbApesunti devatAnubhAvena. 
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 この一つの事例は、『長部』「大般涅槃経」に確認できない伝承が上記の北伝資料と『長

部復註』「大般涅槃経復註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から見たとき、

『長部復註』を編纂した段階で付加された伝承となる。その内容は、人物に関連した伝承で

ある。 

 

 

3. 2. 5. 「マハースダッサナ経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 2. 5. 1. 事例 1: “kira”を有する事例 

 

 『長部』「マハースダッサナ経」（mahAsudassana-sutta）は、仏がクシナーラーに近いウパ

ヴァッタナというマッラ族のサーラ林のうちのサーラ双樹の間で、アーナンダに説法され

たものである。その内容はマハースダッサナ王（mahAsudassana, 仏の前世）の本生話の形式

で転輪王の栄華（七宝463）と別離とを中心に説かれたものである。本経は独立した一経であ

るが、『長阿含経』の場合は「遊行経」のなかに組み込まれている。ここでは、この『長阿

含経』「遊行経」を中心に使用していく。 

 『長部』「マハースダッサナ経」では、仏がアーナンダに昔のマハースダッサナ王が七宝

をそなえていたことを教えている。その輪宝について以下のような伝承がある。 

 

「アーナンダよ、ここでマハースダッサナ王がその日、十五日の布薩に（uposathe 

pannarase）頭を洗浄し、斎戒のために最上の高閣に上ったとき、千の輻があり、外輪が

あり、轂がある、すべての様相を満たした天の輪宝（dibba-cakkaratana）が現われまし

た464」（DN: II. 141［172］） 

 

 対応する『長阿含経』「遊行経」では、 

 

「王は常に十五日の満月の時に香湯で沐浴し、侍女たちに取り囲まれて、正法殿に上が

ったとき、自然に輪宝が自ずと出現して前にあった。輪には千本の輻があり、輝きと色

をそなえ、天の大工が造ったものであり、この世にあるものではありません465」（T1. 

21c） 

 

と記載している。この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。「香湯」

で沐浴する点が特徴的である。 

 『長部註』「マハースダッサナ経註」では、「最上の高閣に上ったとき」を註釈するかたち

で以下のように解説している。 

 

「最上の高閣に上ったときとは、最上の高閣の上に行ったことでよき食べ物を食べ、最

上の高閣の上の大きな表面上における寝室に入り、諸戒に傾心しているときというこ

とである。伝え聞くところでは、そのとき早朝に王は十万〔金〕を分与し、大いなる布

施を施し、十六種の香水瓶（gandhodakaghaTa）で頭を洗浄し、朝食をして清浄な上衣を

一肩にした。そして高閣の上の吉祥の臥具で結跏趺坐をして坐り、自分の布施などから

                                                   
463 輪宝・象宝・馬宝・宝石宝・女性宝・居士宝・将軍宝のこと。 

464  idhAnanda, raJJo mahAsudassanassa tadahuposathe pannarase sIsaMnhAtassa uposathikassa 

uparipAsAdavaragatassa dibbaM cakkaratanaM pAturahosi sahassAraM sanemikaM sanAbhikaM 

sabbAkAraparipUraM. 

465 王常以十五日月満時、沐浴香湯、昇高殿上婇女圍遶、自然輪宝忽現在前。輪有千輻光色

具足、天匠所造非世所有。 
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なる福徳の全体に傾心しながら、坐っていた。これがすべての転輪王の法性である466」

（DA: II. 209［617］） 

 

 以上の下線部から判断すると、この事例は“kira”の用例があるので、「“kira”を有する事

例」に当てはめる。この事例は、『長部』「マハースダッサナ経」に確認できない「マハー

スダッサナ王が香水瓶や香湯で頭を洗浄・沐浴したこと」を示した伝承が、『長部註』「マ

ハースダッサナ経復註」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したも

のである。 

 

 

3. 2. 5. 2. 事例 2: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「マハースダッサナ経」（Be の 244 節）では、仏がアーナンダに説法しているな

かで、転輪王の輪宝が東方に転じたときの状況について、以下のように描写している。 

 

「アーナンダよ、東方の敵王であるという彼等はマハースダッサナ王に近づいて、『大

王よ、ようこそ。大王よ、あなたさまはよく来られました。大王よ、自分はあなたさま

のものです。大王よ、訓戒してください』と、このように言いました467」（DN: II. 141

［173］） 

 

ここでは、マハースダッサナ王に敵王たちが服従した様子が描かれている。対応する『長

阿含経』「遊行経」では、 

 

「そのとき、東方のもろもろの小国の王たちは大王が到着したのを見て、金の鉢で銀の

粒を盛り、銀の鉢には金の粒を盛り、進んで王の所に赴き、頭を下げて、『大王よ、よ

うこそいらっしやいました。今、この東方の土地は栄え、人民は盛んにして楽しんでお

ります。志向は和んでおり、慈悲深く従順です。聖王よ、ただ願わくはここを統治して

ください。私たちはつかえ、すべてのことを受け入れます』と申しあげた468」（T1. 21c-

22a） 

 

と説いている。この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。「転輪王

に贈物をすること」と「転輪王に頭を下げること」が特徴的なシーンである。 

 『長部註』「マハースダッサナ経註」では、上記の『長部』「マハースダッサナ経」の伝承

と直接対応する部分ではないが、同じ Beの 244 節に以下のような伝承がある。 

 

「それゆえにそのすべての王たちは各自の王国の吉祥、富にふさわしい贈物を持ち、そ

の王に近づき頭を下げ、自分の灌頂のための宝石の光明をもつ王冠で彼に足の供養を

しながら、『大王よ、ようこそ』云々という言葉で彼が何をするにも同意することにし

                                                   
466  uparipAsAdavaragatassAti pAsAdavarassa upari gatassa, subhojanaM bhuJjitvA pAsAdavarassa 

uparimahAtale sirigabbhaM pavisitvA sIlAni Avajjantassa. tadA kira rAjA pAtova satasahassaM vissajjetvA 

mahAdAnaM datvA soLasahi gandhodakaghaTehi sIsaM nahAyitvA katapAtarAso suddhaM uttarAsaGgaM 

ekaMsaM karitvA uparipAsAdassa sirisayane pallaGkaM AbhujitvA nisinno attano dAnAdimayaM 

puJJasamudAyaM Avajjanto nisIdi. ayaM sabbacakkavattInaM dhammatA. 

467 ye kho panAnanda, puratthimAya disAya paTirAjAno, te rAjAnaM mahAsudassanaM upasaGkamitvA 

evamAhaMsu, “ehi kho mahArAja, svAgataM te mahArAja, sakaM te mahArAja, anusAsa mahArAjA”ti. 
468 爾時東方諸小国王、見大王至。以金鉢盛銀粟、銀鉢盛金粟。来趣王所拝首白言、「善来大

王、今此東方土地豊楽人民熾盛。志性仁和慈孝中順。唯願聖王、於此治政。我等当給使左右

承受所宜」。 
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た。マハースダッサナもそのようにした。それゆえに『アーナンダよ、東方の……大王

よ、訓戒してください』と説かれた469」（DA: II. 214［622］） 

 

 ここでも「転輪王に贈物をすること」と「転輪王に頭を下げること」という伝承が上記の

『長阿含経』「遊行経」の伝承と共通している。 

 他の諸本に目を移すと、『大楼炭経』（所属は不明、訳出年代は西晋代、訳者は法立と法炬）

では、「金の鉢で銀の粒をたくさん盛り、銀の鉢には金の粒をたくさん盛り、そこに進んで

いき、転輪王の所に到着して申しあげた470」（T1. 281a）と述べている。 

 『起世経』（所属は不明、訳出年代は隋代、訳者は闍那崛多など）では、以下のように説

いている。 

 

「各自が金の器を持って銀の粉をたくさん盛り、また銀の器に金の粉をたくさん盛り、

すでに用意し終わってすべての者たちが一緒に持っていき、転輪王の前に進んで申し

上げた471」（T1. 317b） 

 

 『起世因本経』（所属は不明、訳出年代は隋代、訳者は達磨笈多）には、以下のような記

述がある。 

 

「各自が金の器を持って銀の粉をたくさん盛り、あるいは銀の器に金の粉をたくさん

盛り、このように用意し終わってすべての者たちが進んで転輪王の所に行き、到着し終

わると転輪王に申し上げた472」（T1. 372c） 

 

“lalita-vistara”は、以下のように記載している。 

 

「そこで東方において、その一国を支配する王たちであるという、彼らは金の粉

（suvarNacUrNa）に満ちた銀の鉢（rUpyapAtrI）を取り、あるいは銀の粉（rUpyacUrNa）に

満ちた金の鉢（svarNapAtrI）を取って転輪聖王に会うために立ちました473」（Lv: I. 15） 

 

 以上の下線部をまとめると、転輪王という「人物に関連した事例」に当てはまる。この事

例は、「転輪王に贈物をすること」という内容に関連した伝承が変化や改編をこうむりなが

ら南方上座部大寺派の『長部註』「マハースダッサナ経註」のソースとなる「古資料の古層」

と北伝資料とに伝播していった結果、その贈物の内容が『長部註』「マハースダッサナ経註」

は「宝石のような王冠」になった。北伝資料は「金・銀の器と金・銀の粒」になった。それ

らの伝承から、『長部註』「マハースダッサナ経註」と北伝資料との間に共通する伝承が部

分的に生まれたのである。 
 

 

 

                                                   
469 tasmA sabbepi te rAjAno attano attano rajjasirivibhavAnurUpaM pAbhataM gahetvA taM rAjAnaM 

upagamma onatasirA attano moLimaNippabhAbhisekena tassa pAdapUjaM karontA, “ehi kho, mahArAjA”

tiAdIhi vacanehi tassa kiMkArapaTisAvitaM Apajjanti. mahAsudassanassApi tatheva akaMsu. tena vuttaM, 

“ye kho, panAnanda, puratthimAya disAya pe anusAsa, mahArAjA”ti. 

470 以金鉢盛満銀粟、銀鉢盛満金粟、其往至転輪王所白言。 
471 各取金器盛満銀粟、又取銀器盛満金粟。既辦具已、皆共持詣転輪王前啓言。 
472 各取金器盛満銀粟、或以銀器盛満金粟。如是具已、皆前詣向転輪王所、到已啓白転輪王

言。 
473 atha ye te bhavanti pUrvasyAM diCi rAjAnas maNDalinas te rUpyapAtrIM vA suvarNacUrNaparipUrNAM 

AdAya svarNapAtrIM vA rUpyacUrNaparipUrNAm AdAya rAjAnaM cakravartinaM pratyuttiSThanti. 
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3. 2. 5. 3. 事例 3: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「マハースダッサナ経」（Be の 269 節）では、仏がアーナンダに説法しているな

かでマハースダッサナ王が亡くなった状況を、以下のように伝えている。 

 

「アーナンダよ、そこでマハースダッサナ王はまもなく亡くなりました。アーナンダよ、

たとえば美食を食べ終わった居士、あるいは居士の子に飽食が起こるように、アーナン

ダよ、このようにマハースダッサナ王には死に際の感受（mAraNantikA-vedanA）が起こり

ました。アーナンダよ、亡くなったマハースダッサナ王は善趣（sugati）である梵天界

（brahma-loka）に生まれました474」（DN: II. 159［195-196］） 

 

 ここでは七宝の行方について触れることはない。対応する『長阿含経』「遊行経」では、 

 

「霊魂は上り、第七の梵天〔界〕に往生した。その王である善見が亡くなって七日後に

輪宝と珠宝は自然に現れなくなった。象宝・馬宝・王女宝・居士宝・主兵宝もその日に

亡くなった。城と池と殿堂と楼閣と宝飾と金でできた隣接する庭園は、すべてが変化し

て土木となってしまった475」（T1. 24b） 

 

と記載している。この下線部が『長阿含経』「遊行経」のみに見られる伝承である。ここで

は、善見王（マハースダッサナ王）の死と同時に七宝のすべてが滅亡する過程を示している。 

 『長部註』「マハースダッサナ経註」では、上記の『長部』「マハースダッサナ経」の伝承

と直接対応する部分ではないが、Be の 272 節における「遺体を置くであろう（sarIraM 

nikkhipeyya）」（DN: II. 161［198］）を註釈するなかに以下のような伝承がある。 

 

「このことを説き、再び〔世尊はアーナンダ〕長老に、『転輪王の威力は王の出家の第

七日目に消えました。マハースダッサナの臨終から第七日目に七宝の城壁、七宝のター

ラ樹、八万四千の蓮池、ダンマ高閣、ダンマ蓮池、輪宝（cakka-ratana）というこのすべ

てが消えました』と話しかけた。象などについてもこの法性があり、寿命が尽きたこと

と一緒に亡くなる。寿命の残りがあるとき、象宝（hatthi-ratana）はウポーサタ家

（uposathakula）に行く。馬宝（assa-ratana）はヴァラーハカ家（ValAhakakula）に〔行

く〕。宝石宝（maNi-ratana）はヴェープッラ山（Vepullapabbata）に行く。女性宝（itthi-

ratana）の威力は消える。居士宝（gahapatiratana）の眼は自然なものになる。将軍宝

（pariNAyakaratana）の聡明は滅ぶ476」（DA: II. 228-229［635-636］） 

 

                                                   

474 atha kho, Ananda, rAjA mahAsudassano nacirasseva kAlamakAsi. seyyathApi, Ananda, gahapatissa 

vA gahapatiputtassa vA manuJJaM bhojanaM bhuttAvissa bhattasammado hoti, evameva kho, Ananda, 

raJJo mahAsudassanassa mAraNantikA vedanA ahosi. kAlaGkato ca, Ananda, rAjA mahAsudassano 

sugatiM brahmalokaM upapajji. 

475 魂神上生第七梵天。其王善見死七日後、輪宝・珠宝自然不現。象宝・馬宝・玉女宝・居

士宝・主兵宝同日命終。城池法殿桜観宝飾金多隣園、皆変為土木。 
476  idaM pana vatvA puna theraM Amantesi, “cakkavattino AnubhAvo nAma raJJo pabbajitassa 

sattame divase antaradhAyati. mahAsudassanassa pana kAlaGkiriyato sattameva divase 

sattaratanapAkArA sattaratanatAlA caturAsIti pokkharaNIsahassAni dhammapAsAdo dhammapokkharaNI 

cakkaratananti sabbametaM antaradhAyI”ti. hatthiAdIsu pana ayaM dhammatA khINAyukA saheva 

kAlaGkaronti. Ayusese sati hatthiratanaM uposathakulaM gacchati, assaratanaM ValAhakakulaM, 

maNiratanaM Vepullapabbatameva gacchati. itthiratanassa AnubhAvo antaradhAyati. gahapatiratanassa 

cakkhu pAkatikameva hoti. pariNAyakaratanassa veyyattiyaM nassati. 
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 この伝承において注目すべきことは、輪宝を除く六宝はマハースダッサナ王の死後七日

目に同時に消えることはないという点である。寿命が残っている場合は普通に戻ってとど

まるとし、六宝の主体性を認めている。 

 以上の下線部を総合すると、マハースダッサナ（善見）王という「人物に関連した事例」

に当てはまる。この事例は、「マハースダッサナ王の死後七日目に七宝の繁栄が消える」と

いう伝承が変化や改編をこうむりながら南方上座部大寺派の『長部註』「マハースダッサナ

経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とに伝播していった結果、『長部註』「マ

ハースダッサナ経註」は七日目に滅亡する輪宝を除く六宝に主体性を認めた。北伝資料は七

宝のすべてが七日目に滅亡するとしている。それらの伝承から、『長部註』「マハースダッ

サナ経註」と北伝資料との間に共通する伝承が部分的に生まれたのである。 

 
 

3. 2. 5. 4. 小結 

 

 以上、三つの事例を通して『長部註』「マハースダッサナ経註」（南方上座部大寺派）と北

伝資料とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「遊行経」（法

蔵部）、“lalita-vistara”（大乗（大衆部）系仏伝）、『大楼炭経』、『起世経』、『起世因本

経』である。 

 この三つの事例は、『長部』「マハースダッサナ経」に確認できない伝承が上記の北伝資

料と『長部註』「マハースダッサナ経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場

から見たとき、これらの事例は『長部註』「マハースダッサナ経註」のソースとなる「古資

料の古層」における内容となる。その内容は、転輪王に関連する伝承である。 

 そのなかで事例 2, 3 は、転輪王への贈物の内容や、転輪王の死後七日目における七宝の

主体性と滅亡について、『長部註』「マハースダッサナ経註」と北伝資料との間に見解の相違

があるのは注目すべきであろう。 

 

 

3. 2. 6. 「ジャナヴァサバ経復註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 2. 6. 1. 事例 1: 平俗的な事例 

 

 『長部』「ジャナヴァサバ経」（janavasabha-sutta）は、仏がナーティカにおける煉瓦堂で、

アーナンダに説法されたものである。その内容はアーナンダが仏に、「マガダ国などで亡く

なった信者に授記を与えてほしい」と願い出た。そして、仏がジャナヴァサバ夜叉

（janavasabha-yakkha）と天の集会（スダンマー会堂）における出来事に関して対話してい

る。その対話のなかで、法や梵行や四不壊浄などによれば、死後、善趣に生まれるか、預流

者、一来者、不還者になることを仏がジャナヴァサバ夜叉に告げる。その教えは神々や四衆

に伝わっていったというものである。そのなかで梵天サナンクマーラ（sanaGkumAra）が三

十三天の神々に、仏が楽を証得するためによく覚っている三種の機会の証得（okAsAdhigamo）

の三番目について、以下のように語りかけている。 

 

「このように知り、このように見ている彼には無明（avijjA）が捨てられ、明（vijjA）が

生じます。無明を離れ、明を生じることから、彼には楽（sukha）が生じ、楽よりさらに

喜悦（somanassa）が生じます477」（DN: II. 174［215］） 

 

                                                   
477 tassa evaM jAnato evaM passato avijjA pahIyati, vijjA uppajjati. tassa avijjAvirAgA vijjuppAdA 

uppajjati sukhaM, sukhA bhiyyo somanassaM. 
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 ここでは、無明を捨てて明を生じることで楽や喜悦も生じることを伝えている。対応する

『長阿含経』「闍尼沙経」では、 

 

「その人が後に善き友人に出会い、法にかなった言葉を聞くことができ、それぞれの法

を成就し、善と不善を識別し、よく如実に苦と集（習）と滅（尽）と道を知り、不善の

行ない（不善行）を捨てて、歓喜の心を生じ、安らかに楽しみ、さらにその楽しみにお

いて大いなる喜びを生じます478」（T1. 36b） 

 

と記している。この下線部が『長阿含経』「闍尼沙経」のみに見られる伝承である。ここで

は、「四諦」について説かれている。 

 『長部註』「ジャナヴァサバ経註」では、「無明が捨てられ」を註釈するかたちで、「無明

が捨てられとは、輪転（vaTTa）で覆う無明が捨断されということである479」（DA: II. 237［644］）

と解説している。 

 『長部復註』「ジャナヴァサバ経復註」では、「輪転で覆う無明が捨断され」を註釈するか

たちで、「四聖諦（ariyasacca）を正しく通達するから、輪転で覆う無明が捨断されというこ

とである480」（DAt: II. 213［272］）と説明している。 

 以上の下線部をまとめると、この事例は「平俗的な事例」に当てはめられる。無明や不善

などを離れて、捨てるために「四聖諦」の通達が必要であることを示した伝承である。この

事例は、『長部』「ジャナヴァサバ経」に確認できない「四聖諦の通達」に関連した伝承が、

『長部復註』「ジャナヴァサバ経復註」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっているこ

とを示したものである。 

 

 

3. 2. 6. 2. 小結 

 

 以上、一つの事例を通して『長部復註』「ジャナヴァサバ経復註」（南方上座部大寺派）と

北伝資料とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「闍尼沙経」

（法蔵部）である。 

 この一つの事例は、『長部』「ジャナヴァサバ経」に確認できない伝承が『長阿含経』「闍

尼沙経」と『長部註』「ジャナヴァサバ経復註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派

の立場から見たとき、『長部復註』を編纂した段階で付加された伝承となる。その内容は、

「四聖諦」という教理に関連した伝承である。 
 

 

3. 2. 7. 「マハーゴーヴィンダ経註」と北伝資料とに共通する伝承 
 

3. 2. 7. 1. 事例 1: 同義語に関連した事例 

 

 『長部』「マハーゴーヴィンダ経」（mahAgovinda-sutta）は、仏がラージャガハに近い鷲峰

山で、ガンダッバの子パンチャシカに説法されたものである。その内容は仏とパンチャシカ

との対話を通して、仏によってマハーゴーヴィンダ・バラモン（mahAgovinda-brAhmaNa, 仏

の前世）の本生話が語られている。そこでは、梵天と会うための努力（四梵住の実践）や出

家などが語られ、八正道が説かれる。そのなかでマハーゴーヴィンダ・バラモン

（mahAgovinda-brAhmaNa）がバラモンたちよりかつて聞いたことがあるという伝承について、

                                                   
478 其人於後遇善知識、得聞法言、法法成就、識善不善、能如実知苦習尽道、捨不善行、生

歓喜心、恬然快楽、又於楽中復生大喜。 
479 avijjA pahIyatIti vaTTapaTicchAdikA avijjA pahIyati. 

480 vaTTapaTicchAdikA avijjA pahIyati catunnaM ariyasaccAnaM sammadeva paTivijjhanato. 
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「雨安居における四ヶ月間、独坐し悲の禅（karuNa-jhAna）を行なうという彼は梵天を見て、

梵天と会話し、語り、話しかける481」（DN: II. 191［237］）（Beの 312 節）と記載している。 

 対応する『長阿含経』「典尊経」には、「夏の四か月間に静かな場所で過ごし、四無量を修

行すれば、梵天が即座に下りてきて、一緒にあいまみえることができる482」（T1. 32b）とい

う記述がある。この下線部が『長阿含経』「典尊経」のみに見られる伝承である。ここでは、

梵天と会うための必要条件として、慈・悲・喜・捨からなる「四無量483」が必要であること

を明確にしている。 

 『長部註』「マハーゴーヴィンダ経註」では、上記の『長部』「マハーゴーヴィンダ経」の

伝承と直接対応する部分ではないが、Beの 317 節における「悲の禅を行ない」（DN: II. 193

［239］）を註釈するかたちで以下のように解説している。 

 

「悲の禅を行ないとは、悲によって三法（tika）と四法（catukka）の禅を行ないという

ことである。ここでは悲を入口として残りの三の梵住（brahmavihAra, 慈・喜・捨）も捉

えられた484」（DA: II. 257［663］） 

 

 以上の下線部をまとめると、「悲の禅」を四梵住と同義にしているので、「同義語に関連し

た事例」に当てはめる。ここでは、梵天と会うために四梵住や四無量心が必要条件であるこ

とを示した伝承である。この事例は、『長部』「マハーゴーヴィンダ経」に確認できない「四

梵住や四無量心」に関連した伝承が、『長部註』「マハーゴーヴィンダ経註」のソースとな

る「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものであ

る。 

 

 

3. 2. 7. 2. 事例 2: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「マハーゴーヴィンダ経」では、マハーゴーヴィンダ・バラモンが梵天との対面

を果たした。そして、マハーゴーヴィンダ・バラモンとの対話を終えた場面で梵天は、「今

や友ゴーヴィンダは時をお知りください485」（DN: II. 195［243］）と述べている。そのあと

の梵天の消息は伝えられていない。 

 対応する『長阿含経』「典尊経」では、「ここにおいて梵天は突然に消えました486」（T1. 

33a）と記載している。この下線部が『長阿含経』「典尊経」のみに見られる伝承である。梵

天がいなくなった状況を克明に記している。 

 『長部註』「マハーゴーヴィンダ経註」では、「今や、友ゴーヴィンダは時をお知りくださ

い」を註釈するかたちで以下のように説明している。 

 

  「今や、友ゴーヴィンダは時をお知りくださいとは、『友ゴーヴィンダが出家のための

時を知るという、このことはしてください。このようにするならば、私があなたの面前

に来ることは、よく来るものになるでしょう。語った法話は、よく語ったものになるで

しょう。親愛なる者よ、あなたは全体の閻浮提における第一人者であり、若者であり、

                                                   
481 yo vassike cattAro mAse paTisallIyati, karuNaM jhAnaM jhAyati, so brahmAnaM passati brahmunA 

sAkaccheti brahmunA sallapati brahmunA manteti. 

482 於夏四月閑居静処修四無量者、梵天則下与共相見。 
483 四無量と四梵住については片山一良［2007］を参照。 
484 karuNaM jhAnaM jhAyIti karuNAya tikacatukkajjhAnaM jhAyi, karuNAmukhena panettha avasesApi 

tayo brahmavihArA gahitAva. 

485 yassadAni bhavaM govindo kAlaM maJJati. 

486 於是梵童子忽然不現。 
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第一の年代にとどまっています。このような偉大な成就、吉祥、優美を捨てて、あなた

の出家は、香象が鉄の結縛を切って行くことのように、きわめて偉大です。これは仏の

伝統（buddhatanti）です』と、大人のために強調（daLhIkamma）をして、梵天サナンク

マーラは梵天界に行った（brahmalokameva gato）487」（DA: II. 259-260［666］） 

 

 ここでは、梵天サナンクマーラが梵天界に帰還したという消息を伝えられている。 

『大堅固婆羅門縁起経』（所属は不明、訳出年代は宋代、訳者は施護）でも、以下のよう

な消息を記している。 

 

「大梵天王は『あなたが望むところのように、今はまさにそのときです』と言った。そ

のとき、空中に現われていた大梵天王はこの言葉を述べ終わると、隠れて消えてしまっ

た488」（T1. 211c-212a） 

 

 以上の下線部から、梵天という「人物に関連した事例」に当てはめる。この事例は、『長

部』「マハーゴーヴィンダ経」に確認できない「梵天サナンクマーラが梵天界に帰還したこ

と」を示す伝承が、『長部註』「マハーゴーヴィンダ経註」のソースとなる「古資料の古層」

と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 7. 3. 小結 
 

 以上、二つの事例を通して『長部註』「マハーゴーヴィンダ経註」（南方上座部大寺派）と

北伝資料とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「典尊経」（法

蔵部）、『大堅固婆羅門縁起経』である。 

 この二つの事例は、『長部』「マハーゴーヴィンダ経」に確認できない伝承が上記の北伝

資料と『長部註』「マハーゴーヴィンダ経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の

立場から見たとき、これらの事例は『長部註』「マハーゴーヴィンダ経註」のソースとなる

「古資料の古層」における内容となる。その内容は、同義語や人物に関連した伝承である。 

 

 

3. 2. 8. 「大集会経註」と北伝資料とに共通する伝承 
 

3. 2. 8. 1. 事例 1: “kira”を有する事例 

 

 『長部』「大集会経」（mahAsamaya-sutta）の冒頭では、神々のほとんどが仏と比丘僧団と

に会うために十方の世界489から集合していることが明らかにされている。その神々が仏に

偈を聞いてもらいたいと思っている状況を、以下のように伝えている。 
 

「そこで四浄居身の神々には『この世尊は、サッカ国（sakka）におけるカピラヴァッ

トゥ（Kapilavatthu）に近い大林（mahAbana）にすべてが阿羅漢である五百人の大比丘

                                                   

487 yassa dAni bhavaM govindo kAlaM maJJatIti “yassA pabbajjAya bhavaM govindo kAlaM maJJati, 

ayameva hotu, evaM sati mayhampi tava santike AgamanaM svAgamanaM bhavissati, 

kathitadhammakathA sukathitA bhavissati, tvaM tAta sakalajambudIpe aggapuriso daharo paThamavaye 

Thito, evaM mahantaM nAma sampattisirivilAsaM pahAya tava pabbajanaM nAma gandhahatthino 

ayabandhanaM chinditvA gamanaM viya atiuLAraM buddhatanti nAmesA ” ti mahApurisassa 

daLhIkammaM katvA brahmA sanaGkumAro brahmalokameva gato. 
488 大梵天王言、「如汝所欲、今正是時」。爾時空中所現大梵天王作是言已、隠而不現。 
489 一万鉄囲山のこと。岩井昌悟［2011, 2012］は、世界と仏と仏の遺骨とに着目し、アッ

タカター文献と北伝資料とを精査して、それらの変遷や展開（一か多か）を明かしている。 
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僧団とともに住んでおられる。神々は、ほとんどが世尊と比丘僧団に会うために十〔方〕

の世界から集合している。私たちも世尊がおられるところに近づこう。近づいて、世尊

の面前で各自の偈を語ってはどうであろうか』というこの思いがあった490」（DN: II. 

203［253］） 

 

 対応する『長阿含経』「大会経」では、 

 

「そこで四浄居天は、各自が思い、『今や世尊は、大比丘僧団の五百人とともに釈翅提

迦維林のなかにおられます。滅尽を得た阿羅漢となっておられます。また十方の神妙な

神々がすべて集会にやって来て、如来と比丘の僧団に礼拝しています。私たちも今や一

緒に世尊のおられる所におもむくべきでしょう。各々が如来を偈で称賛すべきでしょ

う』と言った491」（T1. 79b） 

 

と記述している。この下線部が『長阿含経』「大会経」のみに見られる伝承である。神々に

は、如来を称賛するために偈を語るという具体的な目標設定がある。 

 『長部註』「大衆会経註」では、「この思いがあった」を註釈するかたちで以下のような伝

承を記している。 

 

「この思いがあったとは、なぜ、思いがあったのか？伝え聞くところでは、その梵天た

ちは等至（samApatti）に入定し、限定に従って出定し、梵天の都城を観察しながら食後

における食堂のように空性を見た。そこから『梵天たちはどこに行ったのか』と傾心し

ているうちに大きな来集を知り、『この来集は大きい。私たちは後に残されている。後

に残された者たちに場所は得難い。それゆえに行っているとき、空手にならずに各自の

偈を形成して行きましょう。そのことによって大きな来集に自分がやって来た状態を

知らせましょう。十力（dasabala）の称賛（vaNNa）を語りましょう』と、以上のように

彼らが等至より出定し、傾心したからこのような思いがあった492」（DA: II. 272［679］） 

 

 ここでは、この事例に“kira”の用例があるので、「“kira”を有する事例」に当てはめる。

上記の下線部は、四浄居身の神々が十力の称賛を語る理由は、他の梵天たちがすでに仏のも

とに行ってしまい、自分たちの場所は得られがたい。したがって、その場所を得るための手

段として神々が如来を称賛したという伝承を示している。この事例は、『長部』「大集会経」

に確認できない「偈による称賛」に関連した伝承が、『長部註』「大集会経註」のソースと

なる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したもので

                                                   

490 atha kho catunnaM suddhAvAsakAyikAnaM devatAnaM etadahosi, “ayaM kho bhagavA sakkesu 

viharati KapilavatthusmiM mahAvane mahatA bhikkhusaGghena saddhiM paJcamattehi bhikkhusatehi 

sabbeheva arahantehi, dasahi ca lokadhAtUhi devatA yebhuyyena sannipatitA honti bhagavantaM 

dassanAya bhikkhusaGghaJca. yaMnUna mayampi yena bhagavA tenupasaGkameyyAma, 

upasaGkamitvA bhagavato santike paccekaM gAthaM bhAseyyAmA”ti. 

491 時四浄居天、即於天上各自念言、「今者世尊。在釈翅提迦維林中、与大比丘衆五百人倶。

尽得阿羅漢、復有十方諸神妙天皆来集会。礼敬如来及比丘僧、我等今者亦可往共詣世尊所、

各當以偈称賛如来」。 
492 etadahosIti kasmA ahosi? te kira brahmAno samApattiM samApajjitvA yathAparicchedena vuTThitA 

brahmabhavanaM olokentA pacchAbhatte bhattagehaM viya suJJataM addasaMsu. tato, “kuhiM 

brahmAno gatA” ti AvajjantA mahAsamAgamaM JatvA, “ayaM samAgamo mahA, mayaM ohInA, 

ohInakAnaM okAso dullabho hoti, tasmA gacchantA atucchahatthA hutvA ekekaM gAthaM 

abhisaGkharitvA gacchAma. tAya mahAsamAgame ca attano AgatabhAvaM jAnApessAma, dasabalassa ca 

vaNNaM bhAsissAmA”ti. iti tesaM samApattito vuTThAya AvajjitattA etadahosi. 
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ある。 

 

 

3. 2. 8. 2. 事例 2: 平俗的な事例 

 

 『長部』「大集会経」では、神々が仏に偈を語っているなかに、「柱を切り、閂を破り、境

界の柱（indakhIla）を引き出して不動となる、かの清浄で垢のない者たちは、眼のある者に

よく調御された若い象のように行動する493」（DN: II. 203［254］）という伝承がある。 

 対応する『長阿含経』「大会経」では、「刺を断絶し愛の坑を平にし、更に無明の塹壕を埋

めて、独り清浄の場所に遊ぶ、善き象の調御されたように494」（T1. 79b）と記述している。

この下線部が『長阿含経』「大会経」のみに見られる伝承である。「渇愛」というキーワード

が記されている。 

 『長部註』「大衆会経註」では、「引き出して不動となる」を註釈するかたちで、「引き出

して不動となるとは、渇愛（taNhA）という動きがないことによって不動であるこの比丘た

ちは境界の柱を引き出し、除去してということである495」（DA: II. 274［681］）と解説して

いる。 

 以上の下線部より、この事例を「平俗的な事例」に当てはめる。この事例は、『長部』「大

集会経」に確認できない「渇愛の除去」に関連した伝承が、『長部註』「大集会経註」のソ

ースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示した

ものである。 
 

 

3. 2. 8. 3. 事例 3: “kira”を有する事例 

 

 『長部』「大集会経」の最後の部分（Beの 343 節）では、神々の消息に触れることはない。 

『長阿含経』「大会経」では、「仏がこの法を説かれたとき、八万四千の神々は塵を遠ざけ、

垢を離れ、法眼の清浄を得た496」（T1. 81c）と伝えている。この下線部が『長阿含経』「大

会経」のみに見られる伝承である。八万四千の神々が預流者になったことを明かしている。 

上述してはいるが、『長部註』「大集会経註」では、その最後の部分に以下のような伝承が

ある。 

 

「この『大集会経』は神々に愛され、適意なものである。それゆえに吉祥（maGgala）

を語っているとき、新しい場所ではこの経が説かれるべきである。伝え聞くところでは、

神々は『私たちはこの経を聞こう』と傾聴して行動する。教説の終わりには十万億の

神々が阿羅漢果を得た。預流者などには数がない497」（DA: II. 287-288［694-695］） 

 

 ここでは、十万億の神々が阿羅漢果を得たこと、預流者になった神々は無数であったこと

を示している。 

以上の下線部をまとめると、“kira”の用例があるので、「“kira”を有する事例」に当ては

める。この事例は、「神々の功徳」に関する伝承が変化や改編をこうむりながら南方上座部

                                                   
493 chetvA khIlaM chetvA palighaM, indakhIlaM Uhacca manejA. te caranti suddhA vimalA, cakkhumatA 

sudantA susunAgA. 
494 断刺平愛坑 及填無明塹 独遊清浄場 如善象調御。 
495 Uhacca manejAti ete taNhA-ejAya abhAvena anejA bhikkhU indakhIlaM Uhacca samUhanitvA. 

496 仏説此法時八万四千諸天、遠塵離垢得法眼浄。 

497 idaM pana mahAsamayasuttaM nAma devatAnaM piyaM manApaM, tasmA maGgalaM vadantena 

abhinavaTThAnesu idameva suttaM vattabbaM. devatA kira “imaM suttaM suNissAmA”ti ohitasotA 

vicaranti. desanApariyosAne panassa koTisatasahassadevatA arahattaM pattA, sotApannAdInaM gaNanA 

natthi. 
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大寺派の『長部註』「大集会経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とに伝播し

ていった結果、『長部註』「大集会経註」は阿羅漢果を得た神々が十万億とし、預流者を得た

神々は無数とする。北伝資料は預流者を得た神々が八万四千とする。それらの伝承から、『長

部註』「大集会経註」と北伝資料との間に共通する伝承が部分的に生まれたのである。 
 

 

3. 2. 8. 4. 小結 

 

 以上、三つの事例を通して『長部註』「大集会経註」（南方上座部大寺派）と北伝資料とに

共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「大会経」（法蔵部）であ

る。 

 この三つの事例は、『長部』「大集会経」に確認できない伝承が『長阿含経』「大会経」

と『長部註』「大集会経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から見たとき、

これらの事例は『長部註』「大集会経註」のソースとなる「古資料の古層」における内容と

なる。その内容は、神々に関連した伝承である。 

 

 

3. 2. 9. 「帝釈天問経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 2. 9. 1. 事例 1: “kira”を有する事例 

 

 『長部』「帝釈天問経」（sakkapaJha-sutta）の冒頭には、「ちょうどそのとき、神々の主サ

ッカには世尊にお会いするための熱心（ussukka）が生じた498」（DN: II. 211［263］）という

伝承がある（Beの 344 節）。 

 直接対応する部分ではないが、『長阿含経』「釈提桓因聞経」では、帝釈（サッカ）が仏に

質問されたとき、昔の出来事を回想し、以下のように述べている。 

 

「如来が世界に出現しておられるのを知らず、それぞれが宮殿に戻って五欲に楽しん

でいました。世尊よ、私はまた後の時に、もろもろの大神天が自ら五欲を欲しいままに

し、やがてそれぞれ〔の大神天たち〕が命終するのを見ました。世尊よ、そのときに私

は大いなる恐怖を懐き、身の毛も弥立つほどでした499」（T1. 65a） 

 

この下線部が『長阿含経』「釈提桓因聞経」のみに見られる伝承である。帝釈が神々の命

終を見ることで恐怖を懐くという内容である。 

 『長部註』「帝釈天問経註」では、「熱心が生じた」を註釈するかたちで以下のように解説

している。 

 

「熱心が生じたとは、如法な勇猛が生じたということである。この者（サッカ）は世尊

に引続いて会うことがあったではないか。彼は神々の集合がなかったのか。この者がか

つてやって来ていないところで、サッカと同じ不放逸の住まいをもつ天子はいないの

か。そこでなぜ、かつてやって来ていない者が仏に会うことのように彼に熱心が生じた

のか、と。 

死の恐怖（maraNabhaya）によって脅かされていたからである。伝え聞くところでは、

そのときに彼の寿命が滅尽し、彼は五つの前兆（pubbanimitta）500を見て、『今や私の寿

                                                   

498 tena kho pana samayena sakkassa devānamindassa ussukkaM udapādi bhagavantaM dassanāya. 

499 不見如来出現干世、各自還宮、五欲娯楽。世尊、我復於後時、見諸大神天、自恣五欲已、

漸各命終。時我世尊、懐大恐怖、衣毛為豎。 
500 ①花飾りが萎む。②衣服が汚れる。③脇より汗が出る。④身体に悪い色が現われる。⑤
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命は滅尽している』と知った。天子たちに死の相（maraNanimitt）が明瞭になるという

彼らのうち、わずかな福業によって天界に生まれたならば、彼らは『今や、私たちはど

こに生まれるのであろうか』という恐怖（bhaya）、戦慄（santAsa）が起こる501」（DA: II. 

290［III. 697-698］） 

 

以上の下線部から判断すると、“kira”の用例があるので、「“kira”を有する事例」に当て

はめる。この事例は、『長部』「帝釈天問経」に確認できない「サッカが神々の死を見ること

で恐怖を懐く」という伝承が、『長部註』「帝釈天問経註」のソースとなる「古資料の古層」

と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 2. 9. 2. 小結 

 

 以上、一つの事例を通して『長部註』「帝釈天問経註」（南方上座部大寺派）と北伝資料と

に共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「釈提桓因聞経」（法蔵

部）である。 

 この一つの事例は、『長部』「帝釈天問経」に確認できない伝承が『長阿含経』「釈提桓

因聞経」と『長部註』「帝釈天問経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場か

ら見たとき、これらの事例は『長部註』「帝釈天問経註」のソースとなる「古資料の古層」

における内容となる。その内容は、“kira”の用例を有したサッカ（帝釈）に関連する伝承

である。 

3. 1. 10. 資料数と事例数との関係 

 

 今回取り上げた三十九の事例のなかで、北伝資料と共通する伝承がない「大篇」の資料は、

『長部註』が「ジャナヴァサバ経註」「大念処経註」「パーヤーシ経註」である。 

北伝資料と共通する伝承がない「大篇」の資料は、『長部復註』が「大譬喩経復註」「大因

縁経復註」「マハースダッサナ経復註」「マハーゴーヴィンダ経復註」「大集会経復註」「帝釈

天問経復註」「大念処経復註」「パーヤーシ経復註」である。 

これらのうち、『長部註』「大念処経註」と『長部復註』「大念処経復註」には、比較検討

すべき北伝資料がない。したがって、北伝資料と共通する伝承は存在しない。 

上記以外の『長部註』『長部復註』「大篇」の資料に北伝資料と共通する伝承が存在するこ

とを証左したものが今回取り上げた三十九の事例である。この三十九の事例を分析すると、

『長部註』の事例数は三十六（資料数は七）、『長部復註』の事例数は三（資料数は二）であ

る。 

『長部註』「大篇」における事例数について注目すべきは、『長部註』「大譬喩経註」（事例

数 10）と「大般涅槃経註」（事例数 16）とにおける事例数の圧倒的な多さである。その理

由は、註釈（ページ数）の分量に比例して事例数が多くなったことが挙げられる。もう一つ

は、『長部』「大譬喩経」が過去七仏の事績を扱い、『長部』「大般涅槃経」が仏の涅槃を扱っ

ている。両経典は非常に有名で、人気があった経とされている。その証拠として、両経典と

                                                   

神が神の座席で安定しないという五つの前兆。 
501 ussukkaM udapAdIti dhammiko ussAho uppajji. nanu ca esa abhiNhadassAvI bhagavato, na so 

devatAsannipAto nAma atthi, yatthAyaM na Agatapubbo, sakkena sadiso appamAdavihArI devaputto 

nAma natthi. atha kasmA buddhadassanaM anAgatapubbassa viya assa ussAho udapAdIti? 

maraNabhayena santajjitattA. tasmiM kirassa samaye Ayu parikkhINo, so paJca pubbanimittAni disvA, 

“parikkhINo dAni me AyU”ti aJJAsi. yesaJca devaputtAnaM maraNanimittAni Avi bhavanti, tesu ye 

parittakena puJJakammena devaloke nibbattA, te “kuhiM nu kho idAni nibbattissAmA”ti bhayaM 

santAsaM Apajjanti. 
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も広範囲にわたって流布し、非常に多くの写本や断片が発見されているからである502。その

ため、インド本土において両経典に関連した新たな伝承が南方上座部大寺派における「古資

料の古層」に伝播していった結果、『長部註』「大譬喩経註」「大般涅槃経註」における事例

数が多くなったのであろう。 

 その他の五つの資料には比較的均等に事例数が分布しているので、事例数の多少は問題

にならない。『長部註』「ジャナヴァサバ経註」「パーヤーシ経註」に北伝資料と共通する伝

承が存在しなかったのは偶然である。資料数の有無もそれほど大きな問題とはならないで

あろう。 

 『長部註』「大篇」と比例したときの『長部復註』「大篇」における資料数と事例数とが少

ないことの理由は、上述したとおりである。まとめて示すと、ブッダゴーサは「古資料」を

使用していたが、ダンマパーラは「古資料」を使用していなかった。『長部復註』は、『長

部』に対する直接の註釈書ではないという二点によるものと考えたのである。 
 

 

3. 1. 11. 結 

 

 以上、三十九の事例を取り上げて『長部註』『長部復註』「大篇」の資料（南方上座部大寺

派）と北伝資料とを比較検討してきた。この三十九の事例は、『長部』「大篇」における各経

に存在しない伝承が北伝資料と『長部註』『長部復註』「大篇」の資料とに共通して見られた

ものである。『長部註』「大篇」の資料に限ると、これらの事例は『長部註』「大篇」のソー

スとなる「古資料の古層」の内容として示されている。 

 今回使用した北伝資料は『長阿含経』（法蔵部）、“mahAvadAna-sUtra”（We, Fe）と

“mahAparinirvANa-sUtra”と『ウパーイカー』と『中阿含経』と『根本説一切有部毘奈耶雑事』

（説一切有部系）、『普曜経』と“lalita-vistara”（大乗（大衆部）系仏伝）、「聖二万五千

頌般若経」と『現観荘厳論』と『大智度論』（大乗仏教系）、“mahAvastu”（大衆部の説出

世部）、『ウッタラッジャーヤー』（ジャイナ教）、『決定義経』、『決定義経註』、『坐

禅三昧経』、『般泥洹経』、『大般洹槃経』、『仏般泥洹経』、『大楼炭経』、『起世経』、

『起世因本経』、『大堅固婆羅門縁起経』である。 

 『長部註』「大譬喩経註」「大般涅槃経註」における事例数は多く、対応する北伝資料も非

常に広範囲にわたっている。その他の事例は、一般的で平俗的なものが多い。ダンマパーラ

については、アッタカター文献の伝承を参照しながら、『長部復註』「大篇」の伝承を編纂し

た可能性が高いと考えた。 

 ある特定の伝承が南方上座部大寺派と法蔵部と説一切有部と大乗（大衆部）系仏伝と大乗

仏教とジャイナ教などとに変化や改編しながら伝播していった結果、『長部註』『長部復註』

「大篇」の資料と北伝資料との間に共通する伝承が部分的に生まれたのである。 

 

 

 

 

 

                                                   
502 山田龍城［1959: (41)-(46)］、岩松浅夫［1990: (128)-(133)］などを参照。もちろん、『長

部』「大般涅槃経」や『長阿含経』「遊行経」などを基盤として、大乗経典『大般涅槃経』

（mahAparinirvAna-sUtra）が形成されていった事実を考慮すると、人気のみならず重要視され

た経典であったことは間違いない。大乗経典『大般涅槃経』については下田正弘［1997］を

参照。 
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3. 3. 「パーティカ篇」関連資料と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 3. 1. 「パーティカ経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 3. 1. 1. 事例 1: “kira”を有する事例 

 

 『長部』「パーティカ経」（pAthika-sutta）は、マッラ国に近いアヌピヤ（anupiya）という

マッラ国の町で、バッガヴァ姓の遊行者に説法されたものである。その内容は仏とバッガヴ

ァ姓の遊行者との対話からなる。その対話から、コーラッカッティヤ、カラーラマッタカ、

パーティカプッタという三人の裸行者が起こした神通の神変（iddhi-pATihAriya）に魅せられ

たリッチャヴィ族の子スナッカッタのことが語られている。そこでは、世界の起源（aggaJJa）

の内容や浄解脱が説かれている。そのなかで仏がスナッカッタに対し、コーラッカッティヤ

に予言していた内容を以下のように明かしている（Beの 7 節）。 

 

「スナッカッタよ、しかし〔あなたは〕この裸行者コーラッカッティヤのことを、『こ

の沙門は端正（sAdhurUpa）である』と考えていますが、彼は七日目に満腹によって死ぬ

でしょう。死ぬとカーラカンチカ（KAlakaJcikA）という阿修羅の最も低い阿修羅の身

（asurakAya）となり、そこに再生するでしょう。死んだ彼をビーラナ薮（BIraNatthambaka）

における墓地（susAna）に捨てるでしょう503」（DN: III. 5［7］） 

 

 対応する『長阿含経』「阿捻夷経」では、 

 

「あなたは今や愚かな人です。究羅帝のことを真の阿羅漢であると言っていますが、こ

の者は七日後に腹が膨れて死に、屍を起こす鬼として生まれ、常に飢えに苦しむでしょ

う。死んだ後は葦の網で繋がれて墓地に引かれるでしょう504」（T1. 67b） 

 

と記載している。この下線部が『長阿含経』「阿捻夷経」のみに見られる伝承である。究羅

帝（コーラッカッティヤ）の死体を繋いで墓地に引いていったことが述べられている。 

 丘山新・他（訳注）［2001: 212-213. n79］（担当・辛嶋静志）では、「以葦索繋」の表現に

ついて、 

 

  「「究羅帝」が「起屍餓鬼」という鬼になる所から、漢訳者は「以葦索繋」という脚色

を施したのではあるまいか。インドには、このような風習があるのかは未聞」 

 

と述べている。しかしこの表現には、その伝承の背景が存在している。この解釈を裏づける

ものとして『長部註』「パーティカ経註」では、上記の『長部』「パーティカ経」の伝承と直

接対応する部分ではないが、Be の 8 節における「ビーラナ藪における」を註釈するかたち

で以下のような伝承を記述している。 

 

「ビーラナ薮におけるとは、伝え聞くところでは、外道たち（titthiyA）は『コーラッカ

ッティヤが死んだ』と聞き、まず日々を数え、この真実（sacca）が生じた。『今や彼を

他の場所に捨てて、私たちは妄語（musAvAda）によって沙門ゴータマを叱責しよう』と

して行き、彼の遺体を蔓草（vallI）で縛り、引きながら、『ここに捨てよう。ここに捨て

                                                   

503 yaM kho panetaM, sunakkhatta, maJJasi acelaM KorakkhattiyaM, “sAdhurUpo ayaM samaNo”
ti. so sattamaM divasaM alasakena kAlaGkarissati. kAlaGkato ca KAlakaJcikA nAma asurA sabbanihIno 

asurakAyo, tatra upapajjissati. kAlaGkataJca naM BIraNatthambake susAne chaDDessanti. 

504 汝今愚人。謂究羅帝真阿羅漢、此人却後七日、当腹脹命終、生起屍餓鬼中、常苦飢餓。

其命終後、以葦索繋、櫟於塚間。 
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よう』として行った。それぞれの行った場所が空地であった。彼らは引きながらビーラ

ナ薮の墓地に行き、墓地であることを知り、『他の場所に捨てよう』と引いた。そこで

それらの蔓草が切れた。後ろに動かすことができなかった。彼らはそこから出発した。

それゆえに『ビーラナ薮における墓地に捨てました』と説かれた505」（DA: III. 6［821-

822］） 

 

 ここでは、外道たちが仏の予言を失敗に終わらせようと企んだ。そして、外道たちがコー

ラッカッティヤの遺体を蔓草で縛って引っぱっていき、墓地に捨てていったという背景が

明らかにされている。 

 以上の下線部をまとめると、“kira”の用例があるので、「“kira”を有する事例」に当ては

める。ここでは、コーラッカッティヤ（究羅帝）の遺体を外道たちが繋いで墓地まで引いて

いき、捨てていったという伝承になっている。この事例は、『長部』「パーティカ経」に確

認できない「死体の処理」に関連した伝承が、『長部註』「パーティカ経註」のソースとな

る「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものであ

る。 
 

 

3. 3. 1. 2. 事例 2: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「パーティカ経」では、仏がスナッカッタに対し、パーティカプッタに予言して

いた内容を以下のように明かしている。 

 

「もし彼（裸行者パーティカプッタ）に『私がその言葉を捨てず、その心を捨てず、そ

の見を離れずして沙門ゴータマの対面に行くことができる』というこのような思いが

あるならば、彼の頭（muddha）は落ちるでしょう506」（DN: III. 10［13］） 

 

 対応する『長阿含経』「阿捻夷経」では、 

 

「もし彼（波梨子）が『私はこの語を捨てることなく、この見を捨てることなく、この

慢を捨てることなく、沙門瞿曇の所に行くであろう』というこの思いになるならば、彼

の頭は破壊して七分となるでしょう507」（T1. 68a） 

 

と記載している。この下線部が『長阿含経』「阿捻夷経」のみに見られる伝承である。波梨

子（パーティカプッタ）の頭が七分割になることが明かされている。 

 『長部註』「パーティカ経註」では、「落ちるでしょう」を註釈するかたちで以下のように

解説している。 

 

「落ちるでしょうとは、結節から離れたターラ〔樹〕（tAla）の熟した果実のように首

から落ちるでしょうということである。あるいは七種に（sattadhA）裂けてしまうでし

                                                   
505 BIraNatthambaketi titthiyA kira “kAlaGkato Korakkhattiyo”ti sutvA divasAni gaNetvA idaM tAva 

saccaM jAtaM, idAni naM aJJattha chaDDetvA, “musAvAdena samaNaM gotamaM niggaNhissAmA”ti 

gantvA tassa sarIraM valliyA bandhitvA AkaDDhantA, “ettha chaDDessAma, ettha chaDDessAmA”ti 

gacchanti. gatagataTThAnaM aGgaNameva hoti. te kaDDhamAnA BIraNaatthambakasusAnaMyeva gantvA 

susAnabhAvaM JatvA, “aJJattha chaDDessAmA”ti AkaDDhiMsu. atha nesaM valli chijjittha, pacchA 

cAletuM nAsakkhiMsu. te tatova pakkantA. tena vuttaM “BIraNatthambake susAne chaDDesun”ti. 
506  sacepissa evamassa “ ahaM taM vAcaM appahAya taM cittaM appahAya taM diTThiM 

appaTinissajjitvA samaNassa gotamassa sammukhIbhAvaM gaccheyyanti” muddhApi tassa vipateyya. 

507 若彼作是念、「我不捨此語、不捨此見、不捨此慢而至沙門瞿曇所者」。彼頭即当破為七分。 
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ょうということである508」（DA: III. 9［824］） 

 

 以上の下線部から、パーティカ（波梨子）という「人物に関連した事例」に当てはめる。

この事例は、『長部』「パーティカ経」に確認できない「パーティカの頭が七種に破裂する

こと」を示した伝承が、『長部註』「パーティカ経註」のソースとなる「古資料の古層」と

北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 3. 1. 3. 小結 

 

 以上、二つの事例を通して『長部註』「パーティカ経註」（南方上座部大寺派）と北伝資料

とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「阿捻夷経」（法蔵部）

である。 

 この二つの事例は、『長部』「パーティカ経」に確認できない伝承が『長阿含経』「阿捻夷

経」と『長部註』「パーティカ経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から

見たとき、これらの事例は『長部註』「パーティカ経註」のソースとなる「古資料の古層」

における内容となる。その内容は、仏の予言と人物とに関連した伝承である。 

 

 

3. 3. 2. 「パーティカ経復註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 3. 2. 1. 事例 1: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「パーティカ経」では、スナッカッタが仏に対するパーティカプッタの予言につ

いて、「尊師よ、裸行者パーティカプッタが異様な姿（virUparUpa）で世尊の面前に来ること

ができれば、それは世尊の虚妄になります509」（DN: III. 10［14］）と伝えて、仏のことを心

配している。 

 対応する『長阿含経』「阿捻夷経」では、「かの波梨子は大きな威神力、大いなる徳による

力があります。もし〔波梨子が〕来たならば、世尊の嘘が明らかになるのではありませんか
510」（T1. 68a）と述べている。この下線部が『長阿含経』「阿捻夷経」のみに見られる伝承

である。波梨子（パーティカプッタ）が大きな威神力や徳の力を有していたことを伝えてい

る。 

 『長部註』「パーティカ経註」では、「異様な姿で」を註釈するかたちで以下のように解説

している。 

 

「異様な姿でとは、様子（rUpa）が消失し、自性（sabhAva）が消失した姿で自分の色を

捨てて、見られない身体でということである。あるいは獅子・虎などの種々の姿で対面

にやって来てもということである511」（DA: III. 9［825］） 

 

 『長部復註』「パーティカ経復註」では、「様子が消失し」などを註釈するなかで以下のよ

うに説明している。 

 

「様子が消失しとは、自性より離れということである。それゆえに『自性が消失した』

                                                   
508 vipateyyAti bandhanA muttatAlapakkaM viya gIvato pateyya, sattadhA vA pana phaleyya. 

509 acelo ca, bhante, pAthikaputto virUparUpena bhagavato sammukhIbhAvaM Agaccheyya, tadassa 

bhagavato musA. 

510 彼波梨子、有大威神、有大徳力。脱当来者、将無現世尊虚耶。 
511  virUparUpenAti vigatarUpena vigacchitasabhAvena rUpena attano rUpaM pahAya adissamAnena 

kAyena. sIhabyagghAdivasena vA vividharUpena sammukhIbhAvaM Agaccheyya. 
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と言った。神通の威力（iddhAnubhAva）で自分の状態が除かれたということである512」

（DAT: III. 8［10］） 

 

以上の下線部から判断すると、この事例はパーティカプッタ（波梨子）という「人物に関

連した事例」に当てはめられる。この事例は、『長部』「パーティカ経」に確認できない「パ

ーティカプッタが神通の威力や徳の力をそなえていた人物」とみなす伝承が、『長部復註』

「パーティカ経復註」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したもの

である。 

 

 

3. 3. 2. 2. 小結 

 

 以上、一つの事例を通して『長部復註』「パーティカ経復註」（南方上座部大寺派）と北伝

資料とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「阿捻夷経」（法

蔵部）である。 

 この一つの事例は、『長部』「パーティカ経」に確認できない伝承が『長阿含経』「阿捻
夷経」と『長部註』「パーティカ経復註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場

から見たとき、『長部復註』を編纂した段階で付加された伝承となる。その内容は、人物に

関連した伝承となる。 
 

 

3. 3. 3. 「ウドゥンバリカ経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 3. 3. 1. 事例 1: 同義語に関連した事例 

 

 『長部』「ウドゥンバリカ経」は、仏がラージャガハに近いウドゥンバリカー遊行者

（udumbarikA-paribbAjaka）の園林で、三千人の遊行者と住むニグローダ遊行者に説法された

ものである。その内容はサンダーナ居士とニグローダ遊行者との会話を聞いた仏がスマー

ガダー〔池〕（sumAgadhA）の岸における孔雀餌食園（moranivApa）に行った。そして、仏は

ニグローダ遊行者に苦行の厭離、随煩悩、清浄な皮苔・皮材・軟材・心材、梵行の完結と現

証などを説いていくというものである。そのなかでニグローダ遊行者は仏に、以下のように

質問しようとしていた。 

 

「尊師よ、世尊が弟子たちを導き、世尊によって導かれ、安息を得た弟子たちが意向を

もつ初梵行（Adibrahmacariya）を認めるという、その世尊の法とは何でしょうか513」（DN: 

III. 32［39］） 

 

 しかし仏は、質問の内容を以下のようにすべきであると指摘する。 

 

「さあニグローダよ、あなたは私に自分の師の古伝である増上厭離（Acariyaka-

adhijeguccha）について、『尊師よ、苦行の厭離（tapojigucchA）はどのように完全なもの

（paripuNNa）になるのですか。どのように不完全なもの（aparipuNNa）になるのですか』

と質問をしなさい514」（DN: III. 33［40］） 

                                                   
512  vigatarUpenAti apagatasabhAvena. tenAha, “ vigacchitasabhAvenA ” ti, iddhAnubhAvena 

apanItasakabhAvena. 

513 ko nAma so, bhante, bhagavato dhammo, yena bhagavA sAvake vineti, yena bhagavatA sAvakA 

vinItA assAsappattA paTijAnanti ajjhAsayaM AdibrahmacariyaM. 

514 iGgha tvaM maM, nigrodha, sake Acariyake adhijegucche paJhaM puccha, “kathaM santA nu kho, 

bhante, tapojigucchA paripuNNA hoti, kathaM aparipuNNA”ti. 
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 対応する『長阿含経』「散陀那経」では、仏がその内容を語るというかたちで以下のよう

な記述がある。 

 

「更に梵志に、『たとえあなたの師、あるいはあなたの弟子の修行の仕方に清浄なもの、

あるいは清浄でないものがあっても、私はすべてのことを説くことができます』と告げ

た515」（T1. 47c） 

 

この下線部が『長阿含経』「散陀那経」のみに見られる伝承である。ここでは、修行の仕

方（苦行の厭離）に「清浄なもの」と「清浄でないもの」という分別があることを明かされ

ている。 

 『長部註』「ウドゥンバリカ経註」では、「完全なもの」などについて以下のように解説し

ている。 

 

「完全なものとは、清浄なもの（parisuddha）である。どのように不完全なものとは、

『どのように不清浄なもの（aparisuddha）になるのですか』と、このように尋ねる516」

（DA: III. 19［835-836］） 

 

この下線部によると、「清浄」と「完全」という同義に関するものであるので、「同義語に

関連した事例」に当てはめる。ここでは、苦行の厭離や修行の仕方についての「完全」と「清

浄」と、「不完全」と「不清浄」とを示す伝承となっている。この事例は、『長部』「ウドゥ

ンバリカ経」に確認できない「修行の清浄・完全と不清浄・不完全」を示した伝承が、『長

部註』「ウドゥンバリカ経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通

する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 3. 3. 2. 事例 2: 平俗的な事例 

 

 『長部』「ウドゥンバリカ経」では、仏がニグローダ遊行者に、苦行の厭離について説法

しているなかで、以下のように注意をうながしている（Beの 76 節）。 

 

「ニグローダよ、かの賢く老大であるあなたには『仏であるかの世尊は菩提（bodha）

のために法を教示する。調御したかの世尊は調御のために法を教示する。寂静したかの

世尊は止のために法を教示する。度脱したかの世尊は度脱のために法を教示する。寂滅

したかの世尊は般涅槃のために法を教示する』という、この思いがありませんでしたか
517」（DN: III. 45［54-55］） 

 

 直接対応する部分ではないが、『中阿含経』「優曇婆邏経」では、無恚（ニグローダ）が仏

に梵行について質問する。そして、仏がその質問に対して以下のように答えている。 

 

「欲を離れ、悪や不善の法を離れています。悟りを得て第四禅を成就し楽しんでいます。

彼はすでにこのような定の心を清浄にして汚れがなく、煩悩がありません。柔軟によく

住み、不動の心を得ています。漏を尽すに至り、作証をよく知っています。彼はこの苦

                                                   
515 又告梵志、「正使汝師及汝弟子、所行道法、有浄不浄、我尽能説」。 
516 paripuNNAti parisuddhA. kathaM aparipuNNAti kathaM aparisuddhA hotIti evaM pucchAti. 

517 tassa te, nigrodha, viJJussa sato mahallakassa na etadahosi, “buddho so bhagavA bodhAya 

dhammaM deseti, danto so bhagavA damathAya dhammaM deseti, santo so bhagavA samathAya 

dhammaM deseti, tiNNo so bhagavA taraNAya dhammaM deseti, parinibbuto so bhagavA parinibbAnAya 

dhammaM desetI”ti. 
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の真実を知り、この苦の原因を知り、この苦の滅を知り、この苦の滅を知っています518」

（T1. 595a） 

 

『長部』「ウドゥンバリカ経」で対応する部分は、Beの 78 節（DN: III. 46-47［56-57］）

である。仏がその梵行の内容を語るというかたちになっている。この下線部が『中阿含経』

「優曇婆邏経」のみに見られる伝承である。「欲・悪・不善の法から離れること」が「四諦」

と関連している点が特徴的である。このように四諦が関連した伝承は、『長部』「ウドゥンバ

リカ経」に存在していない。 

 『長部註』「ウドゥンバリカ経註」では、「仏であるかの世尊は菩提のために」などを註釈

するかたちで以下のように解説している。 

 

  「仏であるかの世尊は菩提のためにとは、自分で仏となり、有情たちの四諦の菩提

（catusaccabodha）のために法を教示される。調御したとは、眼からも調御した……意

からも調御したということである。調御のためにとは、他者たちの調御のためにである。

説のためにではない。寂静したとは、貪の寂静性によって寂静したということである。

瞋・痴の寂静性、すべての不善（akusala）・すべての行作（abhisaGkhAra）の寂静性によ

って寂静したということである519」（DA: III. 26［824］） 

 

以上の下線部から判断すると、この事例は「平俗的な事例」に当てはめられる。「不善か

ら離れること、寂静にすること」が「四諦」と関連した伝承になっている。この事例は、『長

部』「ウドゥンバリカ経」に確認できない「不善からの離と四諦」に関連した伝承が、『長

部註』「ウドゥンバリカ経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通

する伝承になっていることを示したものである。 
 

 

3. 3. 3. 3. 事例 3: “kira”を有する事例 

 

 『長部』「ウドゥンバリカ経」では、仏が説法し終わったあとのニグローダ遊行者とその

遊行者たちの状況について、以下のように描写している。 

 

「このように言われると、その遊行者たちは、たとえばそれは悪魔（mAra）に縛られた

心のように沈黙し、赤面し、落胆し、顔を下にし、消沈したまま弁才もなく坐っていた。 

そこで世尊には『このすべての愚かな人たちは波旬（pApimant）に触れられている。実

に一人さえも「さあ、私たちは知るためにも沙門ゴータマのもとで梵行を行なおう。七

日間が何になろうか」と、このように思うことがないであろう』というこの思いを起こ

された520」（DN: III. 47［57］） 

 

 ここでは、悪魔の具体的な思考について記述されていない。対応する『長阿含経』「散陀

                                                   
518 離欲離悪不善之法、至得第四禅成就遊。彼已如是定心清浄無穢無煩。柔軟善住得不動心。

趣向漏尽智通作証。彼知此苦如真知此苦習知此苦滅。 
519 buddho so bhagavA bodhAyAti sayaM buddho sattAnampi catusaccabodhatthAya dhammaM deseti. 

dantoti cakkhutopi danto pe manatopi danto. damathAyAti aJJesampi damanatthAya eva, na 

vAdatthAya. santoti rAgasantatAya santo, dosamohasantatAya sabba akusalasabbAbhisaGkhArasantatAya 

santo. 

520  evaM vutte, te paribbAjakA tuNhIbhUtA maGkubhUtA pattakkhandhA adhomukhA pajjhAyantA 

appaTibhAnA nisIdiMsu yathA taM mArena pariyuTThitacittA. 

atha kho bhagavato etadahosi, “sabbe pime moghapurisA phuTThA pApimatA. yatra hi nAma ekassapi 

na evaM bhavissati, “handa mayaM aJJANatthampi samaNe gotame brahmacariyaM carAma, kiM 

karissati sattAho””ti. 
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那経」では、 

 

「そのとき、悪魔波旬はこのように思い、『この五百人の梵志の弟子たちは心をきちん

とし、意を正して仏より法を聞いている。私は今、彼等の心を破壊するために行きたい

ものである』と言った。そのとき、悪魔はすぐに自らの力で彼等の意を乱した。 

そのとき、世尊は散陀那に『この五百人の梵志の弟子たちは心をきちんとし、意を正し

て私より法を聞こうとしていましたが、悪魔波旬がその意を乱しました。今や私は帰ろ

うと思います。あなたも一緒に去るべきでしょう』と言った521」（T1. 49b） 
 

という記述がある。この下線部が『長阿含経』「散陀那経」のみに見られる伝承である。悪

魔波旬が五百人の梵志（ニグローダ）の弟子たちの意を乱すに至った過程が明記されている。 

 『長部註』「ウドゥンバリカ経註」では、「たとえばそれは悪魔に」を註釈するかたちで以

下のような伝承を説いている。 

 

  「たとえば、それは悪魔にとは、たとえば悪魔によって纏の心となり、坐るように、沈

黙し……弁才もなく坐っていた。 

伝え聞くところでは、悪魔は『師がきわめて語りながら仏の力を説明し、この遊行者た

ちに法を教示している。いつか法の領解（dhammAbhisamaya）が生じるであろう。さあ、

私は纏わりつこう』と〔考え〕、彼（悪魔）は彼ら（遊行者たち）の心に纏わりついた。

なぜなら顛倒（vipallAsa）が捨断されていない者たちの心は、悪魔の望みどおりに行わ

れるべきものとなるからである。彼らも悪魔によって纏の心となり、堅い肢体のように

沈黙し、弁才もなく坐っていた522」（DA: III. 27［843］） 

 

 以上の下線部は、“kira”の用例があるので、「“kira”を有する事例」に当てはめる。ここ

では、遊行者たちの心に悪魔が纏わりつくに至った過程を示す伝承になっている。この事例

は、『長部』「ウドゥンバリカ経」に確認できない「悪魔の心への纏わり」を示した伝承が、

『長部註』「ウドゥンバリカ経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて

共通する伝承になっていることを示したものである。 
 

 

3. 3. 3. 4. 小結 

 

 以上、三つの事例を通して『長部註』「ウドゥンバリカ経註」（南方上座部大寺派）と北伝

資料とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「散陀那経」（法

蔵部）、『中阿含経』「優曇婆邏経」（説一切有部系）である。 

 この三つの事例は、『長部』「ウドゥンバリカ経」に確認できない伝承が上記の北伝資料

と『長部註』「ウドゥンバリカ経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から

見たとき、これらの事例は『長部註』「ウドゥンバリカ経註」のソースとなる「古資料の古

層」における内容となる。その内容は、同義語に関連した伝承、平俗的な伝承、“kira”を有

する伝承からなる。 

                                                   
521 時魔波旬作此念言、「此五百梵志弟子、端心正意、従仏聴法。我今寧可往壊其意」。爾時

悪魔即以己力壊乱其意。 

爾時世尊告散陀那曰、「此五百梵志子、端心正意従我聴法。天魔波旬壊乱其意。今吾欲還、

汝可倶去」。 
522 yathA taM mArenAti yathA mArena pariyuTThitacittA nisUdanti evameva tuNhIbhUtA pe appaTibhAnA 

nisinnA. 

mAro kira satthA ativiya gajjanto buddhabalaM dIpetvA imesaM paribbAjakAnaM dhammaM deseti, 

kadAci dhammAbhisamayo bhaveyya, handAhaM pariyuTThAmIti so tesaM cittAni pariyuTThAsi. 

appahInavipallAsAnaJhi cittaM mArassa yathAkAmakaraNIyaM hoti. tepi mArena pariyuTThitacittA 

thaddhaGgapaccaGgA viya tuNhI appaTibhAnA nisIdiMsu. 
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3. 3. 4. 「転輪王経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 3. 4. 1. 事例 1 

 

 『長部』「転輪王経」（cakkavatti-sutta）は、仏がマガダ国におけるマートゥラー（mAtulA）

で、比丘たちに説法されたものである。その内容は「自燈明・法燈明」と四念処とを説いた

ものである。そして、ダラネーミ（daLhanemi）を初めとする七人の転輪王の務め、寿命が

十歳まで衰退したのちに八万歳まで増大する過程の話、サンカ（saGkha）王とメッテッヤ

（metteyya, 弥勒）仏の出現などが詳説されている。そのなかで人々の行為によって寿命が

十歳にまで落ち込むときの状況を、以下のように描写している。 

 

  「比丘たちよ、十歳の寿命の人々のうちで七日間、刀の中劫（satthantarakappa）が起こ

るでしょう。彼等は相互に野獣の想い（migasaJJA）を獲得するでしょう。彼等の両手に

は鋭利な刀（sattha）が現われるでしょう。彼等は鋭利な刀で『これは野獣である。こ

れは野獣である』と、相互に生命を奪います523」（DN: III. 60-61［73］） 

 

対応する『長阿含経』「転輪聖王修行経」では、「そのとき、刀兵の劫が起こり、草や木を

手に取り、すべてを鉾にして七日間、相互に傷つけあいます524」（T1. 41a）と述べている。

この下線部が『長阿含経』「転輪聖王修行経」のみに見られる伝承である。「草」（以下、草

類とする）、「木」（以下、木類とする）が鉾（武器）に変化してしまうという描写が特徴的

である。 

『長部註』「転輪王経註」では、「両手には鋭利な刀が現われるでしょう」を註釈するかた

ちで以下のように説明している。 

 

「両手には鋭利な刀が現われるでしょうとは、伝え聞くところでは、彼らの手に触れた

だけのいかなるものも（hatthena phuTThamattaM yaMkiJci）、ついには草や葉（tiNapaNNa）

も取ったならば、武器（Avudha）となるでしょうということである525」（DA: III. 38［854］） 

 

 この説明では、「武器」に変化しえるものとして、「手に触れただけのいかなるもの」（以

下、手触とする）と「草や葉」（草類）という二つの伝承がある。そのうちの草類の伝承は、

上述した『長阿含経』「転輪聖王修行経」の伝承と共通している。 

他の諸本を参照すると、『大楼炭経』では、 

 

「このように刀剣の劫の時代には人民が互いに見ると、ただ互いに襲い害しようと望

みます。手に草や木、瓦や石を取ってしまうと、すべてが変化して刀や剣となります。

相互に殺しあいます526」（T1. 302b） 

 

と記している。ここでは、「刀や剣」（武器）に変化しえるものとして、「草」（草類）と「木」

（木類）と「瓦や石」（以下、石類とする）という三点を述べている。 

 『起世経』では、以下のように記述している。 

 

                                                   
523 dasavassAyukesu, bhikkhave, manussesu sattAhaM satthantarakappo bhavissati. te aJJamaJJamhi 

migasaJJaM paTilabhissanti. tesaM tiNhAni satthAni hatthesu pAtubhavissanti. te tiNhena satthena “esa 

migo esa migo”ti aJJamaJJaM jIvitA voropessanti. 

524 爾時当有刀兵劫起、手執草木、皆成戈鉾、於七日中展転相害。 
525 tiNhAni satthAni hatthesu pAtubhavissantIti tesaM kira hatthena phuTThamattaM yaMkiJci antamaso 

tiNapaNNaM upAdAya Avudhameva bhavissati. 

526 如是刀剣劫時、人民相見但欲相賊害。手捉取草木瓦石、皆化為刀剣。展転相殺。 
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「まさにその時代、中劫の末期において七日のうちにすべての人民が手に触れたとこ

ろのものも、もしくは草や木、土の塊や瓦、石もすべて刀になってしまいます。その刃

先はきわめて鋭利で、人の造ったものより勝っています。各々が競って持ち、相互に害

しあいます527」（T1. 353c） 

 

 この記述から「刀」（武器）に変化しえるものとして、「手に触れたところのもの」（手触）、

「草」（草類）、「木」（木類）、「土の塊」（以下、土類）、「瓦、石」（石類）という五点が存在

することを示している。 

 『起世因本経』では、以下のような伝承を述べている。 

 

「まさにその時代、中劫の末期において七日のうちにその手のなかでまさに触れたと

ころのものも、もしくは草や木、土の塊や瓦、石というそれらもすべてが刀杖になって

しまいます。その刃先はきわめて鋭利で、人の造ったものより勝っています。七日のう

ちに各々が競って持ち、相互に害しあい、すべてが互いに殺します528」（T1. 408c） 

 

 この伝承で「刀杖」（武器）に変化しえるものは、「手のなかでまさに触れたところのもの」

（手触）、「草」（草類）、「木」（木類）、「土の塊」（土類）、「瓦、石」（石類）という五点とな

る。 

『中阿含経』「転輪王経」では、 

 

「人の寿命が十歳の時代に、まさに七日の刀兵の劫があります。彼がもし草を持ったな

らば、即座に刀になってしまいます。もし樵木を持ったならば、またも刀になってしま

います。彼はこの刀をもって、各々が殺しあいます529」（T1. 523b） 

 

と記載している。ここでは、「刀」（武器）に変化しえるものを「草」（草類）、「樵木」（木類）

としている。 

『立世阿毘曇論』（所属は正量部、訳出年代は 559 年、訳者は真諦三蔵）530は、以下のよ

うに説いている。 

 

「この時代の劫の最後、残り七日があり、七日のなかで手に草や木を持つと、即座に刀

杖となり、この武器によって相互に害しあい、恐怖によって困り死んでしまいます531」

（T32. 218a） 

 

 ここで「刀杖」（武器）に変化しえるものは、「草」（草類）、「木」（木類）となる。 

“abhidharma-koCa”（所属は説一切有部、訳出年代は五世紀ごろ、編纂者は世親）には、 

 

「彼らの瞋意が激しいものに至り、相互に有情を見ると、強い怒りの心と破壊の心が現

前してしまいます。そのことはたとえば今、猟師が森林にいる獣に対するように、彼ら

はそれぞれの木（kASTha）、あるいは土塊（loSTa）を取るならば、それは彼等にとって鋭

                                                   
527 当於彼時、中劫将末、七日之内、一切人民、手所当触、若草若木、土塊瓦石、悉成刀仗。

其鋒甚利、勝人所造。各各競捉、共相屠害。 
528 当彼之時、中劫将末、七日之内、於其手中、所当触者、若草若木、土塊瓦石、彼等一切、

皆為刀杖。其鋒甚利、勝人所造。七日之中、各各競捉、共相屠害、一切相殺。 
529 人寿十歳時、当有七日刀兵劫。彼若捉草、即化成刀。若捉樵木、亦化成刀。彼以此刀、

各各相殺。 
530 岡野潔［1998: 55-91］を参照。 
531 是時劫末、余七日在、於七日中、手執草木即成刀杖、由此器仗、互相残害怖畏困死。 
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い刀（Castra）として現われます532」（Akbh. 188） 

 

という記述がある。この記述から「刀（Castra）」（武器）に変化しえるものは「木」（木類）、

「土塊」（土類）であることが判明する。 

『倶舎論』（所属は説一切有部、訳出年代は 651-654 年、訳者は玄奘三蔵）には、以下の

ような伝承がある。 

 

「今や猟師が野にいる禽獣を見るように、手に従って取ったところのものは、すべてが

鋭利な刀になってしまいます。各自がきわめて凶暴に狂いあい、相互に害しあいます533」

（T29. 66a） 

 

 この伝承によって「刀」（武器）に変化しえるものは、「手に従って取ったところのもの」

（手触）であることが知られる。 

『世間施設』（所属は説一切有部、訳出年代は不明、編纂者はインド・チベット伝では目

乾連（maudgalyAyana）、中国伝では大迦多衍那（mahAkAtyAyana）とされる）534では、「寿命

十歳の人々については、もろもろの住処に七日の間、刀兵〔劫〕を生起します。彼等は木、

あるいは小石、あるいは瓦も刀となります535」（Pe. No.5588 Khu 56a）536と記している。

ここから「刀」（武器）に変化しえるものは「木」（木類）、「小石、瓦」（石類）であること

がわかる。 

“mahAsaMvartanIkathA”（『大いなる帰滅の物語』）（所属は正量部、作成年代は 12 世紀、

編纂者はサルヴァラクシタ）537は、「切られているような、悪業によって起こった、草など

によって二、三人でも相互に殺すでしょう。善の側面を〔破壊しあう〕ように538」（Msk. 4. 

3. 17）539と記載している。この記載から「切られているようなもの」（武器）に変化しえる

ものは「草」（草類）となる。 

『有為無為決択』（所属は正量部、作成年代・編纂者は不明）540には、「悪業より生じるこ

とから、草などに触れることによって刀となり、二・三人、あるいは五・六人であっても互

                                                   
532 teSAM vyApAdaH utkarSaM gato’nyonyaM sattvaM dRSTvA tIbraM AghAtacittaM badhakacittaM ca 

pratyutsthitas bhavati. tadyathA idAnIm mRgalugdhakasya AraNyakaM mRgaM te yadyadeva gRhNanti 

kASThaM vA loSTaM vA tad teSAM tIkSNaM CastraM prAdurbhavati. 

533 如今猟師見野禽獣、随手所執皆成利刀。各逞兇狂、互相残害。 

534 福田琢（編）［1999: (19)-(20)］によると、チベット大蔵経には「世間施設」（lokaprajJApti）、

「因施設」（KAraNaprajJApti）、「業施設」（KarmaprajJApti）の三部門から成る『施設論』（PrajJApti）

が残されている。説一切有部の六足論の一つであることからも有部の教理史における重要

性を指摘している。しかしこの『施設論』がインド原典の翻訳であるかどうかについては疑

問視している。 

535 tshe la bcu pa'i mi rnams kyi gnas rnams su zhag bdum du mtshon 'byung bar 'gyur te. de dag gis 

shing ngam/ gsegs ma'm. gyama 'ang rung ste/ 

536 福田琢（編）［2000: 53］を参照。 

537 岡野潔［2004: 2］によると、東インドの小乗仏教正量部（sAMmitIya）に所属する仏教

詩人サルヴァラクシタ（sarvarakSita）によって 12 世紀に書かれた梵語の散文文献であると

いうことが指摘されている。 

538 CastrAyamAna-saMsparCaiH kukarmottais tRNAdibhiH, dvi-trA api haniSyanti mithaH kuCala-pakSavat. 

539 岡野潔［2008: 12］を参照。 
540 岡野潔［1998a: (136)］によると、チベット大蔵経テンギュル部の『有為無為決択』（東

北 No. 3897, 大谷 No. 5856）の第八章にある正量部文献の一引用から成る部分で、内容的

には『大いなる帰滅の物語』と類似した仏教的宇宙観が説かれている。引用された文献の作

品名、作者名は不明であると指摘されている。 
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いに斬り合うでしょう541」（Pe. No. 5865 Jo 33b）542という記述がある。この記述では、「刀」

（武器）に変化しえるものを「草」（草類）としている。 

“lokapaJJatti”（所属は南方上座部大寺派、作成年代は 11~12 世紀頃、編纂者は不明）543

には、以下のような伝承がある。 

 

「その七日間において、それぞれの草、あるいは木に触れるならば、すべてが刀として

起こります。彼らはそれによって相互に殺し、切断し、打ちつけ、不幸と損失を起こし

ます544」（Loka-p: I. 184）545 

 

 この伝承によれば、「刀」（武器）に変化しえるものとしては「草」（草類）、「木」（木類）

という二点を示している。 

上記のうち、“mahAsaMvartanIkathA”と『有為無為決択』は、「草など」となっている。こ

の「など」から判断すると、武器に変化しえるものとして草類以外の手触や木類や土類や石

類もふくまれている可能性もあるので、注意しておく。 

以上の下線部を総括して表にすると、以下のようになる。 

 

 手触 草類 木類 土類 石類 

『長部』「転輪王経」 × × × × × 

『長阿含経』「転輪聖王修行経」 × ○ ○ × × 

『長部註』「転輪王経註」 ○ ○ × × × 

『大楼炭経』 × ○ ○ × ○ 

『起世経』 ○ ○ ○ ○ ○ 

『起世因本経』 ○ ○ ○ ○ ○ 

『中阿含経』「転輪王経」 × ○ ○ × × 

『立世阿毘曇論』 × ○ ○ × × 

“abhidharma-koCa” × × ○ ○ × 

『倶舎論』 ○ × × × × 

『世間施設』 × × ○ × ○ 

“mahAsaMvartanIkathA” △ ○ △ △ △ 

『有為無為決択』 △ ○ △ △ △ 

“lokapaJJatti” × ○ ○ × × 

※○×は伝承の有無を、△は伝承が存在する可能性を示す。 

 

 上表から確認できることは、これらの武器に変化しえるものに関した伝承が『長部註』「転

                                                   
541 las mgan pa las skyes pas rtswa la sags pa la reg pas mtshon du 'gyur pa na gnyis gsum 'am lnga 

drug yang phan tshun snan par 'gyur ra/ 

542 岡野潔［2008: 12］を参照。 
543 桜部建［1982］は、以下のように述べている。 

 

「『ローカパンニャッティ』は、漢訳の立世阿毘曇論の原本あるいはそれに近い内容の

ものを主な素材とし、現存 chagatidIpanI などに近い内容のものをそれに合誦してでき

上がったもので、もとサンスクリット語で書かれ、北方の所伝に由来し、パーリ語化さ

れたのは 11~12 世紀頃のビルマではないか」 

544  tamhi sattAhe yaM yaM parAmasati tiNaM vA kaTThaM vA sabbaM satthaM pavattati. te tena 

aJJamaJJaM hananti saJchindanti nipphoTenti anayabyasanaM ApAdenti. 

545 岡野潔［2008: 27］を参照。 
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輪王経註」と“lokapaJJatti”（南方上座部大寺派）、『長阿含経』「転輪聖王修行経」（法蔵部）、 

“abhidharma-koCa”と『倶舎論』と『世間施設』（説一切有部系）、『立世阿毘曇論』と『有

為無為決択』と“mahAsaMvartanIkathA”（正量部）、『大楼炭経』、『起世経』、『起世因本経』

などの多くの部派や教団にわたって伝承され、展開されているということである。インド本

土で広範囲に流布していた伝承と言える。南方上座部大寺派の伝承がインド本土の部派や

教団（説一切有部, 法蔵部, 正量部）に伝搬したと考えるよりは、インド本土より南方上座

部大寺派が取り入れた伝承とするのが妥当であろう。 

 上表の分類を見ていくと、法蔵部は武器に変化しえるものとして「草類・木類」だけを伝

えている。説一切有部は五つの伝承すべてを別々に伝持している。正量部はすべての伝承を

そなえていた可能性がある。南方上座部大寺派は後代の“lokapaJJatti”になると、新たに

「木類」が追加されている。『長部註』「転輪王経註」は「手触・草類」だけが伝持されてい

る。『大楼炭経』から『起世経』『起世因本経』に至ると、武器に変化しえるものとして五つ

の伝承のすべてがそなえられた。 

 「草類・木類」と「土類・石類」という二つに分類すると、阿含系（『長阿含経』「転輪聖

王修行経」と『中阿含経』「転輪王経」）は前者のみを伝えている。おそらくは前者の方が古

い伝承であり、後者の方が新しい伝承ということになるのであろう。 

以上の下線部を総括すると、“kira”の用例があるので、「“kira”を有する事例」に当ては

める。この事例は、「人々の業によって寿命の増減があること」を示した伝承が変化や改編

をこうむりながら南方上座部大寺派の『長部註』「転輪王経註」のソースとなる「古資料の

古層」と北伝資料とに伝播していった結果、相互に戦いあう武器の原型が「手触」「草類」

「木類」「土類」「石類」に分類された。それらの伝承から、『長部註』「転輪王経註」と北伝

資料との間に共通する伝承が部分的に生まれたのである。 

 

 

3. 3. 4. 2. 事例 2: “kira”を有する事例 

 

 『長部』「転輪王経」では、仏が比丘たちに寿命の増減について説法しているなかで、人々

の寿命が八万歳となったときにメッテッヤ仏が出現することを説いている。そのときに現

われるサンカ王の状況について、以下のように説明している。 

 

「比丘たちよ、そこでサンカという王はマハーパナーダ（mahApanAda）王が宮殿（yUpa）

を作らせたという、その宮殿を上げさせて住むでしょう。そしてそれを施し、与え、沙

門・バラモン・貧困の者・浮浪者・乞求する者・乞食に布施を施すでしょう。そして阿

羅漢、正等覚者であるメッテッヤ世尊の面前で髪と髭を剃り、袈裟衣（kAsAya-vattha）

をまとい、家を捨てて出家するでしょう546」（DN: III. 63-64［76］） 

 

 対応する『長阿含経』「転輪聖王修行経」では、 

 

「そのとき、聖王は大きな宝の幢を建てるでしょう。周囲は十六尋あり、上は千尋の高

さがあり、千種の色でその幢を荘厳しています。幢には百本の稜角があり、稜角には百

本の枝があり、宝石の糸で織り成し、多くの宝が散りばめられています。そこで聖王は

この幢を壊しおわると、沙門や婆羅門、国中の貧しい者たちに施します。そののちに鬚

                                                   

546 atha kho, bhikkhave, saGkho nAma rAjA yo so yUpo raJJA mahApanAdena kArApito. taM yUpaM 

ussApetvA ajjhAvasitvA taM datvA vissajjitvA samaNabrAhmaNakapaNaddhikavaNibbakayAcakAnaM 

dAnaM datvA metteyyassa Bhagavato arahato sammAsambuddhassa santike kesamassuM ohAretvA 

kAsAyAni vatthAni acchAdetvA agArasmA anagAriyaM pabbajissati. 
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と髮を剃り落とし、三種の法衣を着て出家し、道を修めて、無上の行を修めます547」

（T1. 42a） 

 

と説いている。この下線部が『長阿含経』「転輪聖王修行経」のみに見られる伝承である。

ここでは、旗の具体的内装と規模を示している点と、聖王が旗を壊して施すという点が特徴

的な記載となっている。 

『長部註』「転輪王経註」では、「マハーパダーナ王が作らせた」を註釈するなかで、前世

でマハーパダーナ王が作った宮殿に関する伝承について、『ジャータカ』「マハーパナーダ･

ジャータカ」（mahApanAda-jAtaka, JA: II. 302［J: II. 334］）を引用して、以下のように伝え

ている。 

 

「そのことに関して、『ジャータカ』に説かれた。『「パナーダという彼の王がおり、宮

殿は黄金であり、横は十六の高さで上は千様である」と、言う。千の部分、百の玉をも

ち、旗（dhaja）で飾られ、黄金からなり、そこで六千人のガンダッバが七回も踊った。

バッダジよ、たとえばあなたが語ったように、このようにこの者はそのときにいた。そ

のとき私はサッカであり、あなたの執事人（veyyAvaccakara）であった』と548」（DA: III. 

40［856］） 

 

 続けて『長部註』「転輪王経註」は、「それを施し、与え」について以下のように説明して

いる。 

 

「しかしどのように彼（サンカ王）は、一つの宮殿を多くの者たちに与えるのか、と。 

伝え聞くところでは、彼には『この宮殿は分散しなさい』というこのような心が生じる

であろう。それ（宮殿）はそれぞれの断片に分散することになる。彼はそれに執着する

ことなくして、『望む限り、それだけのものを彼は持っていきなさい』と、布施するこ

とによって与える549」（DA: III. 41［857］） 

 

 ここでは、宮殿の具体的内装と規模が示されている。そして、サンカ王が宮殿を分割して

施すという伝承になっている。 

 以上の下線部を総合すると、“kira”の用例があるので、「“kira”を有する事例」に当ては

める。この事例は、「サンカ王が華麗な内装をもつ何らかのものを分割して施すこと」に関

連した伝承が変化や改編をこうむりながら南方上座部大寺派の『長部註』「転輪王経註」の

ソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とに伝播していった結果、『長部註』「転輪王経

註」は「宮殿」となった。北伝資料は「旗」となった。それらの規模の数量は一致する点が

多い。それらの伝承から、『長部註』「転輪王経註」と北伝資料との間に共通する伝承が部分

的に生まれたのである。 

 

 

                                                   
547 爾時聖王建大宝幢。圍十六尋、上高千尋。千種雑色厳飾其幢。幢有百觚。觚有百枝。宝

縷織成衆宝間厠。於是聖王壊此幢已、以施沙門婆羅門国中貧者。然後剃除鬚髮、服三法衣出

家修道修無上行。 

548  yaM sandhAya jAtake vuttaM. “ PanAdo nAma so rAjA, yassa yUpo suvaNNayo, tiriyaM 

soLasubbedho, uddhamAhu sahassadhA. sahassakaNDo satageNDu, dhajAlu haritAmayo, AnaccuM tattha 

gandhabbA, cha sahassAni sattadhA. evametaM tadA Asi, yathA bhAsasi bhaddaji, sakko ahaM tadA AsiM, 

veyyAvaccakaro tavA”ti. 
549 kathaM pana so ekaM pAsAdaM bahUnaM dassatIti? 

evaM kirassa cittaM uppajjissati, “ayaM pAsAdo vippakiriyatU”ti. so khaNDakhaNDaso vippakirissati. 

so taM alaggamAnova hutvA, “yo yattakaM icchati, so tattakaM gaNhatU”ti dAnavasena vissajjissati. 
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3. 3. 4. 3. 事例 3: 平俗的な事例 

 

 『長部』「転輪王経」では、仏が比丘たちに、比丘の寿命・容色・安楽・財・力について

説法したのちに以下のような伝承を述べている。 

 

「比丘たちよ、私はこのように征服され難い（duppasaha）という、一つの力を他に見る

ことがありません。比丘たちよ、たとえばこれは悪魔の力（mArabala）のようなもので

す550」（DN: III. 65［78］） 

 

 対応する『長阿含経』「転輪聖王修行経」では、「私は今、すべての力ある者たちを観察し

てみても悪魔の力に勝るものはありません。しかし漏尽の比丘の力は彼（悪魔）に勝ってい

ます551」（T1. 42b）という記載がある。この下線部が『長阿含経』「転輪聖王修行経」のみ

に見られる伝承である。ここでは、悪魔の力よりも漏尽の比丘の力が勝っているという力関

係が明確に示されている。 

 『長部註』「転輪王経註」では、「比丘たちよ、たとえばこれは悪魔の力のようなものです」

を註釈するかたちで以下のように説明している。 

 

  「比丘たちよ、たとえばこれは悪魔の力のようなものですとは、たとえばこの天子の悪

魔（devaputtamAra）、死の悪魔（maccumAra）、煩悩の悪魔（kilesamAra）の力は征服し難

く、制圧し難いものであるように、このような一つの力を世間において他に見ることが

ありません。その（悪魔の）力をこの阿羅漢果が征服し、制圧し、覆います。それゆえ

に、ここで実践（yoga）がなされるべきであるということを示す552」（DA: III. 42［858］） 

 

 以上の下線部から、この事例を「平俗的な事例」に当てはめる。阿羅漢果や漏尽の比丘の

力が悪魔の力よりも勝っているという伝承である。この事例は、『長部』「転輪王経」に確

認できない「悪魔より漏尽の比丘の力が勝っていること」を示した伝承が、『長部註』「転

輪王経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になってい

ることを示したものである。 

 
 

3. 3. 4. 4. 小結 

 

 以上、三つの事例を通して『長部註』「転輪王経註」と“lokapaJJatti”（南方上座部大寺

派）と北伝資料とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「転輪

聖王修行経」（法蔵部）、『中阿含経』「転輪王経」と “abhidharma-koCa”と『倶舎論』と

『世間施設』（説一切有部系）、『立世阿毘曇論』と『有為無為決択』と“mahAsaMvartanIkathA”

（正量部）、『大楼炭経』、『起世経』、『起世因本経』である。 

 この三つの事例は、『長部』「転輪王経」に確認できない伝承が上記の北伝資料と『長部

註』「転輪王経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から見たとき、これら

の事例は『長部註』「転輪王経註」のソースとなる「古資料の古層」における内容となる。

その内容は、平俗的な伝承となる。その一方で対応する北伝資料は非常に広範囲にわたった。

正量部関連の資料の伝承と共通した点は着目できる。 
 

                                                   
550  nAhaM, bhikkhave, aJJaM ekabalampi samanupassAmi yaM evaM duppasahaM, yathayidaM, 

bhikkhave, mArabalaM. 

551 我今遍観諸有力者、無過魔力。然漏尽比丘力能勝彼。 
552 yathayidaM, bhikkhave, mArabalanti yathA idaM devaputtamAramaccumArakilesamArAnaM balaM 

duppasahaM durabhisambhavaM, evaM aJJaM loke ekabalampi na samanupassAmi. tampi balaM 

idameva arahattaphalaM pasahati abhibhavati ajjhottharati. tasmA ettheva yogo karaNIyoti dasseti. 
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3. 3. 5. 「転輪王経復註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 3. 5. 1. 事例 1: 平俗的な事例 

 

 『長部』「転輪王経」では、ダラネーミ転輪王が自分の子たちに対して、以下のように教

誡したことを伝えている。 

 

「親愛なる者よ、あなたの領土において沙門・バラモンたちが驕慢（mada）・放逸（pamAda）

を離れ、忍辱（khanti）・柔和（soracca）を確立し、自分を一つに（ekamattAnaM）調御

し、自分を一つに集合し、自分を一つに寂滅させるという彼らにときどき近づき、質問

して理解しなさい553」（DN: III. 50［61］） 

 

対応する『長阿含経』「転輪聖王修行経」では、 

 

「更に子に『更にあなたの領土にいる沙門・婆羅門で清浄にして真実なことを行い、功

徳をそなえ、精進して怠ることなく、驕慢を離れ、忍辱と慈愛があり、一人静かに修行

し、独りで止息し、一人で涅槃に到り、自ら貪欲を除き、他者を教化して貪欲を除き、

自ら瞋恚を除き、他者を教化して瞋恚を除き、自ら愚癡を除き、他者を教化して愚癡を

除き……このような人がいるならば、あなたはしばしば訪問して、必要な時に質問すべ

きです』と言った554」（T1. 39c） 
 

という記述がある。この下線部が『長阿含経』「転輪聖王修行経」のみに見られる伝承であ

る。質問すべき沙門・婆羅門の特質として、「自他の貪・瞋・痴（三毒）の除去」を必要条

件として示しているのが特徴的である。 

 下線部について丘山新・他（訳注）［1997: 304. n46］（担当・辛嶋静志）は、「自除貪欲化

彼除貪 以下、「持鉢乞食以福衆生」まで、パーリ本に対応箇所なし」と指摘している。しか

し、パーリ註釈文献を確認していくと、その限りではない。 

 『長部註』「転輪王経註」では、「自分を一つに」を註釈するかたちで、「自分を一つにと

は、自分の貪（rAga）などを調御することなどによって自分を一つに調御する、集合する、

寂滅させると説かれる555」（DA: III. 34［851］）と解説している。 

 『長部復註』「転輪王経復註」では、「貪などを」を註釈するかたちで、「貪などをとは、

貪・瞋（dosa）・痴（moha）・慢（mAna）などをということである556」（DAT: III. 28［36］）

と説明している。 

 以上の下線部を総合して、この事例を「平俗的な事例」に当てはめる。ここでは、転輪王

が子たちに教えた質問すべき沙門・バラモンの特質として、三毒の調御や除去を必要条件と

することを示した伝承となっている。この事例は、『長部』「転輪王経」に確認できない「三

毒の調御と除去」に関連した伝承が、『長部復註』「転輪王経復註」と北伝資料とにおいて

共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

                                                   
553  ye ca te, tAta, vijite samaNabrAhmaNA madappamAdA paTiviratA khantisoracce niviTThA 

ekamattAnaM damenti, ekamattAnaM samenti, ekamattAnaM parinibbApenti, te kAlena kAlaM 

upasaGkamitvA paripuccheyyAsi pariggaNheyyAsi. 
554 又告子曰、「又汝土境所有沙門婆羅門履行清真、功徳具足、精進不懈、去離峽慢、忍辱仁

愛、閑独自修、独自止息、独到涅槃、自除貪欲、化彼除貪、自除瞋恚、化彼除瞋、自除愚癡、

化彼除癡……有如是人者、汝当数詣、隨時諮問」。 
555  ekamattAnanti attano rAgAdInaM damanAdIhi ekamattAnaM damenti samenti parinibbApentIti 

vuccanti. 

556 rAgAdInanti rAgadosamohamAnAdInaM. 
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3. 3. 5. 2. 小結 

 

 以上、一つの事例を通して『長部復註』「転輪王経復註」（南方上座部大寺派）と北伝資料

とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「転輪聖王修行経」（法

蔵部）である。 

 この一つの事例は、『長部』「転輪王経」に確認できない伝承が『長阿含経』「転輪聖王

修行経」と『長部註』「転輪王経復註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場か

ら見たとき、『長部復註』を編纂した段階で付加された伝承となる。その内容は、平俗的な

伝承である。 

 

 

3. 3. 6. 「世起経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 3. 6. 1. 事例 1: 人物に関連した事例 

 

 『長部』「世起経」（aggaJJa-sutta）は、サーヴァッティに近い東園（pubbArAma）におけ

るミガーラマーター講堂（migAramAtupAsAda, 鹿母講堂）で、沙弥であるヴァーセッタ

（vAseTTha）とヴァーラドヴァージャ（bhAradvAja）とに説法されたものである。その内容は

世界の起源をテーマとしたものであり、四姓に差別がなく業によると説かれたものである。

その世界が破壊したのちに味地（rasa-pathavI）、月・太陽、地苔（bhUmi-pappaTaka）、パダー

蔓（PadAlatA）、サーリ米（sAli）、女性・男性の相などが出現する。この女性・男性の相の出

現によって淫法の行為が起きる。そこから、サーリ米の配分を通してマハーサンマタ王

（mahAsammata-rAjan）が登場し、四姓と沙門の群が生まれるというものである。その経の最

後において、「ヴァーセッタとヴァーラドヴァージャは適意になり、世尊が語られたことに

歓喜した557」（DN: III. 81［98］）という伝承がある。 

 対応する『長阿含経』「小縁経」では、「婆悉吒と婆羅墮は無漏の心となり、解脱して、仏

が説かれたことを聞き、歓喜して受けとり実践した558」（T1. 39a）と述べている。この下線

部が『長阿含経』「小縁経」のみに見られる伝承である。「無漏の心の解脱」を説いている点

が特徴的である。 

 下線部について丘山新・他（訳注）［1997: 294. n142］（担当・辛嶋静志）は、「無漏心解

脱 本経のパーリ文には対応句はない」と指摘している。しかし、パーリ註釈文献を確認し

ていくと、その限りではない。 

 『長部註』「世起経註」では、「ヴァーセッタとヴァーラドヴァージャは適意になり」を註

釈するかたちで以下のように解説している。 

 

「ヴァーセッタとヴァーラドヴァージャは適意になりとは、ヴァーセッタとヴァーラ

ドヴァージャは沙弥でありながらも、自分の意は満足した意となり、『よいことです。

よいことです』と、世尊に語られたことに歓喜した。この経に傾向し、触れつづけなが

ら諸無碍解（paTisambhidA）とともに阿羅漢果（arahatta）を得た、と559」（DA: III. 56

［872］） 

 

 以上の下線部から、この事例はヴァーセッタ（婆悉吒）とヴァーラドヴァージャ（婆羅墮）

                                                   
557 attamanA VAseTTha-BhAradvAjA bhagavato bhAsitaM abhinandunti. 
558 婆悉吒・婆羅墮無漏心解脱、聞仏所説歓喜奉行。 
559  attamanA VAseTTha-BhAradvAjAti VAseTTha-BhAradvAjA sAmaNerApi hi sakamanA tuTThamanA, 

“sAdhu, sAdhU”ti bhagavato bhAsitaM abhinandiMsu. idameva suttantaM AvajjantA anumajjantA saha 

paTisambhidAhi arahattaM pApuNiMsUti. 
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という「人物に関連した事例」に当てはめる。この阿羅漢果が「無漏心解脱」と同義560であ

ることは明白である。この事例は、『長部』「世起経」に確認できない「ヴァーセッタとヴ

ァーラドヴァージャとが阿羅漢になったこと」を示した伝承が、『長部註』「世起経註」の

ソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示し

たものである。 

 

 

3. 3. 6. 2. 小結 

 

 以上、一つの事例を通して『長部註』「世起経註」（南方上座部大寺派）と北伝資料とに共

通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「小縁経」（法蔵部）である。 

 この一つの事例は、『長部』「世起経」に確認できない伝承が上記の北伝資料と『長部註』

「世起経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から見たとき、これらの事例

は『長部註』「世起経註」のソースとなる「古資料の古層」における内容となる。その内容

は、人物に関連した伝承である。 

 

 

3. 3. 7. 「歓喜経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 3. 7. 1. 事例 1: 同義語に関連した事例 

 

 『長部』「歓喜経」（sampasAdanIya-sutta）は、仏がナーランダーに近いパーヴァーリカ・

マンゴー林で、サーリプッタに説法されたものである。その説法の全体はサーリプッタによ

って行われ、仏が最後に認可したという形式である。その内容はサーリプッタが仏に対する

浄信を獅子吼する。そして、善法、処の施設、入胎、記説、見定、人の施設、精勤、行道、

言語の正行、人の戒の正行、教誡、他の人の解脱智、常住論、宿住随念智、死生智、種々の

神変などの法の分析からなる教説を示したものである。そのなかでサーリプッタが仏に話

した「入胎の教説」（gabbhAvakkanti-desanA）の第一説は、以下のような内容である。 

 

「尊師よ、この四の入胎があります。尊師よ、ここである者は知らないまま母胎

（mAtukucchi）に入胎します。知らないまま母胎にとどまります。知らないまま母胎か

ら出ます。これが第一の入胎です561」（DN: III. 85［103］） 

                                                   
560  『長部』「浄信経」では、チュンダ新学沙門に対する説法のなかで、安楽の実践

（sukhallikAnuyoga）のなかに四つの果と功徳とがあることを示す。その第四の果と功徳（阿

羅漢果）について以下のように記しているから、同義であることは明白である。 

 

puna caparaM, Avuso, bhikkhu AsavAnaM khayA anAsavaM cetovimuttiM paJJAvimuttiM diTTheva 

dhamme sayaM abhiJJA sacchikatvA upasampajja viharati. idaM catutthaM phalaM catuttho 

AnisaMso. 

  「友らよ、さらにまた比丘は諸漏の滅尽により、無漏の心の解脱、慧の解脱を現法にお

いて自分でよく知り、目の当たりにし、そなえて住みます。これが第四（阿羅漢）の果、

第四の功徳です」（DN: III. 109［132］） 
561 catasso imA, bhante, gabbhAvakkantiyo. idha, bhante, ekacco asampajAno mAtukucchiM okkamati, 

asampajAno mAtukucchismiM ThAti, asampajAno mAtukucchimhA nikkhamati. ayaM paThamA 

gabbhAvakkanti. 

 

 なお第二・三・四説は以下のようになる。 

 

puna caparaM, bhante, idhekacco sampajAno mAtukucchiM okkamati, asampajAno 

mAtukucchismiM ThAti, asampajAno mAtukucchimhA nikkhamati. ayaM dutiyA gabbhAvakkanti. 
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 対応する『長阿含経』「自歓喜経」では、「第一には乱れて胎に入り、乱れて住み、乱れて

出ます562」（T1. 77a）と記述している。この下線部が『長阿含経』「自歓喜経」のみに見ら

れる伝承である。ここでは、母胎における過程で「乱れる」という内容が特徴的である。 

 『長部註』「歓喜経註」では、「知らないまま」などを註釈するかたちで以下のように解説

している。 

 

「そのうち、知らないままとは、知らないまま混迷した者（sammULha）になりというこ

とである。母胎に入胎しますとは、結生（paTisandhi）によって入りますということであ

る。とどまりますとは、住みますということである。出ますとは、出ているとき、知ら

ないまま、混迷した者のまま出ますということである563」（DA: III. 69［885］） 

 

 以上の下線部における「乱れる」と「昏迷」は同義であるので、「同義語に関連した事例」

に当てはめる。この事例は、『長部』「歓喜経」に確認できない「母胎において乱れて、混

迷する過程」を示した伝承が、『長部註』「歓喜経註」のソースとなる「古資料の古層」と

北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 3. 7. 2. 小結 

 

 以上、一つの事例を通して『長部註』「歓喜経註」（南方上座部大寺派）と北伝資料とに共

通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「自歓喜経」（法蔵部）であ

る。 

 この一つの事例は、『長部』「転輪王経」に確認できない伝承が『長阿含経』「自歓喜経」

と『長部註』「転輪王経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から見たとき、

これらの事例は『長部註』「転輪王経註」のソースとなる「古資料の古層」における内容と

なる。その内容は、入胎の教説という教理に関連した伝承である。 

 

 

                                                   
puna caparaM, bhante, idhekacco sampajAno mAtukucchiM okkamati, sampajAno 

mAtukucchismiM ThAti, asampajAno mAtukucchimhA nikkhamati. ayaM tatiyA gabbhAvakkanti. 

puna caparaM, bhante, idhekacco sampajAno mAtukucchiM okkamati, sampajAno 

mAtukucchismiM ThAti, sampajAno mAtukucchimhA nikkhamati. ayaM catutthA gabbhAvakkanti. 

etadAnuttariyaM, bhante, gabbhAvakkantIsu. 

「尊師よ、さらにまた、ここである者は知りながら母胎に入胎します。知らないまま母

胎にとどまります。知らないまま母胎から出ます。これが第二の入胎です。 

尊師よ、さらにまた、ここである者は知りながら母胎に入胎します。知りながら母胎に

とどまります。知らないまま母胎から出ます。これが第三の入胎です。 

尊師よ、さらにまた、ここである者は知りながら母胎に入胎します。知りながら母胎に

とどまります。知りながら母胎から出ます。これが第四の入胎です」（DN: III. 85［103］） 
562 一謂乱入胎、乱住、乱出。 

 

 なお第二・三・四説は以下のようになる。 

 

  二者不乱入、乱住、乱出。三者不乱入、不乱住而乱出。四者不乱入、不乱住、不乱出。 

  「第二には乱れて入ることはないが、乱れて住み、乱れて出ます。第三には乱れて入る

ことなく、乱れて住むことはないが、乱れて出ます。第四には乱れて入ることなく、乱

れて住むことなく、乱れて出ることがありません」（T1. 77a） 
563  tattha asampajAnoti ajAnanto sammULho hutvA. mAtukucchiM okkamatIti paTisandhivasena 

pavisati. ThAtIti vasati. nikkhamatIti nikkhamantopi asampajAno sammULhova nikkhamati. 
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3. 3. 8. 「歓喜経復註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 3. 8. 1. 事例 1: 平俗的な事例 

 

 『長部』「歓喜経」では、サーリプッタが仏に話した「見定の教説」（dassanasamāpatti-desanA）

の第三・四説は、以下のような内容である。 

 

  「尊師よ、さらにまたここである沙門、あるいはバラモンは……人の皮膚、肉、血を過

ぎて骨を観察します。人の識の流れ（viJJANasota）は両方から切断されずにこの世界

（idha-loka）でも確立し、他の世界（paraloka）でも確立したと知ります。これが第三の

見定です。 

尊師よ、さらにまたここである沙門、あるいはバラモンは……人の皮膚、肉、血を過ぎ

て、骨を観察します。人の識の流れは両方から切断されずにこの世界でも確立せず、他

の世界でも確立していなかったと知ります。これが第四の見定です564」（DN: III. 86-87

［104-105］） 

 

 ここでは、沙門やバラモンが人の身体と識とを観察した結果、識がこの世界と他の世界と

に確立したと知ることが第三説である。識がこの世界と他の世界とに確立していないと知

ることが第四説である。 

 対応する『長阿含経』「自歓喜経」では、この「見定」について五説を主張している。第

三・四・五説は、以下のような内容である。 

 

  「沙門・婆羅門がさまざまな方便で心の三昧に入定し、三昧の心にしたがって皮や肉な

どのもろもろの外的な不浄なものと白骨を除き、ただ心識だけを観察し、どこにとどま

るのか、今世なのか、後世なのかと考え、今世において断たれることはなく後世におい

ても断たれることがなく、今世で解脱せず後世でも解脱しないと観察します。これが第

三の見定です。 

  沙門・婆羅門がさまざまな方便で心の三昧に入定し、三昧の心にしたがって皮や肉など

のもろもろの外的な不浄なものと白骨を除き、そのうえで重ねて心識を観察し、心識は

後世に存在するが今世に存在せず、今世において断たれるが後世においては断たれず、

今世で解脱し後世で解脱しないと観察します。これが第四の見定です。 

  沙門・婆羅門がさまざまな方便で心の三昧に入定し、三昧の心にしたがって皮や肉など

のもろもろの外的な不浄なものと白骨を除き、そのうえで重ねて心識を観察し、今世に

存在せず後世にも存在せず、今世でも後世でも一緒に断たれ、一緒に解脱すると観察し

ます。これが第五の見定です565」（T1. 77b-c） 

 

ここでは、第三説が『長部』「歓喜経」の第三説に、第五説が『長部』「歓喜経」の第四説

                                                   
564  puna caparaM, bhante, idhekacco samaNo vA brAhmaNo … … atikkamma ca purisassa 

chavimaMsalohitaM aTThiM paccavekkhati. purisassa ca viJJANasotaM pajAnAti, ubhayato 

abbocchinnaM idha loke patiTThitaJca paraloke patiTThitaJca. ayaM tatiyA dassanasamApatti. 

puna caparaM, bhante, idhekacco samaNo vA brAhmaNo … … atikkamma ca purisassa 

chavimaMsalohitaM aTThiM paccavekkhati. purisassa ca viJJANasotaM pajAnAti, ubhayato 

abbocchinnaM idha loke appatiTThitaJca paraloke appatiTThitaJca. ayaM catutthA dassanasamApatti. 
565 諸沙門婆羅門、種種方便入定意三昧、随三昧心除去皮肉外諸不浄及白骨、唯観心識在何

処住、為在今世、為在後世、今世不断後世不断、今世不解脱後世不解脱。是為三見定。 

諸沙門婆羅門、種種方便入定意三昧、随三昧心除去皮肉外諸不浄及除白骨、復重観識、識在

後世不在今世、今世断後世不断、今世解脱後世不解脱。是為四見定。 

諸有沙門婆羅門種種方便入定意三昧、随三昧心除去皮肉外諸不浄及除白骨、復重観識、不在

今世不在後世、二倶断二倶解脱。是為五見定。 
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に基本的に対応する。この下線部における「第四の見定」が『長阿含経』「自歓喜経」のみ

に見られる伝承である。沙門や婆羅門が身体と心識とを観察した結果、「心識は今世（この

世界）に存在せず、後世（他の世界）に存在する」と観察するという内容である。上記を図

にして示すと、以下のようになる。 

 
 この世界 他の世界 

『長部』「歓喜経」第三の見定・『長阿含経』「自歓喜経」第三の見定 ○ ○ 

『長阿含経』「自歓喜経」第四の見定 × ○ 

『長部』「歓喜経」第四の見定・『長阿含経』「自歓喜経」第五の見定 × × 

※○は識（心識）が確立（存在）した状態、×は識（心識）が確立（存在）していない状態を示す。 

 

 『長部註』「歓喜経註」では、「第三の見定」における「この世界でも確立し」を註釈する

かたちで以下のように解説している。 

 

「この世界でも確立しとは、欲貪（chandarAga）によってこの世界でも確立しというこ

とである。第二の（他の世界でも確立しているという）語句についてもこの仕方がある。

あるいは業が業として近づいているとき、この世界で確立したと言われる。業有

（kammabhava）を引いているとき、他の世界で確立したと言われる566」（DA: III. 72

［888］） 

 

『長部復註』「歓喜経復註」では、「他の世界で確立したと言われる」を註釈するかたちで

以下のように説明している。 

 

「その結生の生起ができることによって、そこで自分の果を確立させることによって

他の世界で確立したと言われる。ある者たち（keci）は『行作の識（abhisaGkhAraviJJANa）

は他〔の世界〕として異熟（vipAka）を与えることができず、この世界で確立したと言

われる。しかし〔他の世界として異熟を〕与えることができるならば、他の世界でも確

立したと言われる』と説く。そのことは『両方から切断されずに』と説かれたから、彼

らの意見だけのもの（matimatta）である。彼らによって『他の世界でも確立した』と説

かれたという、そのことはこの世界でも確立した。なぜなら、それにはこの世界におけ

る確立の状態を除き、他の世界における確立の状態は生起しないからである567」（DAT: 

III. 70-71［89-90］） 

 

この下線部における議論は、『長部』「歓喜経」における「第三・第四の見定」では、「人

の識の流れは両方（この世界と他の世界）から切断されずに」と説かれている。ここから、

（1）この世界において行作の識が確立したならば、他の世界でも確立する。（2）この世界

において行作の識が確立しなかったならば、他の世界でも確立しないという二点のみを南

方上座部大寺派は認めている。つまり南方上座部大寺派は、この世界と他の世界とがつなが

っているもの、表裏一体の関係のものとして認知している。その根拠は自派のパーリ三蔵の

伝承によるものとしている。それ以外の見解は当然、否定される結果になる。 

                                                   
566 idha loke patiTThitaJcAti chandarAgavasena imasmiJca loke patiTThitaM. dutiyapadepi eseva nayo. 

kammaM vA kammato upagacchantaM idha loke patiTThitaM nAma. kammabhavaM AkaDDhantaM 

paraloke patiTThitaM nAma. 

567  teneva paTisandhinibbattanasAmatthiyena paraloke patiTThitaM nAma attano phalassa tattha 

patiTThApanena. keci pana “abhisaGkhAraviJJANaM parato vipAkaM dAtuM asamatthaM idhaloke 

patiTThitaM nAma, dAtuM samatthaM pana paraloke patiTThitaM nAmA ” ti vadanti, taM tesaM 

matimattaM, “ubhayato abbocchinnan”ti vuttattA. yaJca tehi “paraloke patiTThitan”ti vuttaM, taM 

idhalokepi patiTThitameva. na hi tassa idhaloke patiTThitabhAvena vinA paraloke patiTThitabhAvo 

sambhavati. 
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その否定の対象である「ある者たち」と「彼等の意見だけのもの」という表現を分析する

と、この世界で確立した行作の識が異熟を与えない場合、他の世界では確立しない。しかし

異熟を与える場合、他の世界でも確立するという二つの内容を同時に有した説である。上記

を図に示すと、以下のようになる。 

 

 この世界 他の世界 

南方上座部大寺派が否定する説の内容 

○ ×（異熟なし） 

○ ○（異熟あり） 

※○は識（心識）が確立（存在）した状態、×は識（心識）が確立（存在）していない状態を示す。 

 

 要点をまとめると、南方上座部大寺派は、この世界（現世）でなした業が他の世界（未来）

に継続されないのは間違っていると主張している。因果の道理を歴然として認めている南

方上座部大寺派にとっては受け入れられない説となる。 

 この南方上座部大寺派の主張によれば、当然、法蔵部における見定の第四説は否定される

べき対象となる。ダンマパーラがこのような法蔵部の説を知っていたと想定することもで

きよう568。 

 以上の下線部を総括すると、法蔵部における第四の見定の見解のように因果の道理を無

視した伝承は、南方上座部大寺派の因果の道理を重視する立場からは否定されるべきもの

となる。この事例は「平俗的な事例」に当てはめる。 

 

 

3. 3. 8. 2. 小結 

 

 以上、一つの事例を通して『長部復註』「歓喜経復註」（南方上座部大寺派）と北伝資料と

に共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「自歓喜経」（法蔵部）

である。 

 この一つの事例は、『長部』「歓喜経」に確認できない伝承が『長阿含経』「自歓喜経」

と『長部註』「転輪王経復註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から見たと

き、『長部復註』を編纂した段階で付加された伝承となる。その内容は、南方上座部大寺派

の立場から否定される見解となる。 
 

 

3. 3. 9. 「シンガーラ経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 3. 9. 1. 事例 1: 同義語に関連した事例 

 

 『長部』「シンガーラ経」では、仏が居士の子シンガーラカに「六方の保護」

（chaddisApaTicchAdana）について説法した。そのなかで上方について、「上方（uparima）は

                                                   
568 たとえば、『長部復註』における「他の部〔派〕（nikAyAntara）の意見による混乱（laddhisaGkara）

がないもの」（DAT: I. 18［22］）という伝承は、まさしく他の部派の意見を意図したもので

あるから、ダンマパーラが他の部派の見解を知っていても不思議なことではない。この

“nikAyAntara”は、ブッダゴーサが編纂した『清浄道論』（Vis: I. 213［220］）においてすで

に出ている用例である。水野弘元（訳）［1937: 435］によれば、この場合の“nikAyAntara”

は説一切有部としている。 

 この“nikAyAntara”は、Skilling, P［2009: 81. n4］によると、サンスクリットテキストで

も使用されている用例であるが、南方上座部大寺派以外の部派のみならず、他の宗教や実践

における相互影響も通して研究されるべきものであると指摘している。 



184 

 

沙門・バラモンとして知られるべきです569」（DN: III. 154［189］）と説明している。 

 対応する『長阿含経』「善生経」では、「沙門や婆羅門の高尚な実践を行なう者は上方とな

ります570」（T1. 71c）と語っている。この下線部が『長阿含経』「善生経」のみに見られる

伝承である。ここでは、沙門や婆羅門が高尚であることを伝えた内容となっている。 

 『長部註』「シンガーラ経註」では、「沙門・バラモン」と「上方」を註釈するかたちで、

「沙門・バラモンは諸徳（guNa）で上に（upari）置かれた状態によって上方と知られるべき

である571」（DA: III. 135［952］）と解説している。 

 この解説によれば、沙門やバラモンの徳を「上位」、「高尚」とする同義であるので、この

事例を「同義語に関連した事例」に当てはめる。この事例は、『長部』「シンガーラ経」に

確認できない「沙門・バラモンが上位・高尚であること」を示した伝承が、『長部註』「シ

ンガーラ経註」のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっ

ていることを示したものである。 

 

 

3. 3. 9. 2. 事例 2: 人物に関連した事例 

 

『長部』「シンガーラ経」では、仏が居士の子シンガーラカに説法したなかで、西方であ

る妻が主人に仕えるべき態度を以下のように説明している。 

 

「居士の子よ、（1）尊敬、（2）軽蔑しないこと、（3）姦通しないこと、（4）主権の放棄

（issariyavossagga）、（5）荘身具を与えることという五の根拠によって主人に西方

（pacchimA disA）である妻（bhariyA）は仕えるべきです572」（DN: III. 154［190］） 

 

 対応する『長阿含経』「善生経」には、 

 

「第一に敬って相互に待遇します。第二に威厳をもってなれなれしくしません。第三に

時に応じて衣食を与えます。第四に必要な時に荘厳します。第五に家のなかのことは任

せます573」（T1. 71c） 

 

という記述がある。この下線部が『長阿含経』「善生経」のみに見られる伝承である。ここ

では、妻が家のなかでは委任されるべきことを強調しているのが特徴的である。 

 『長部註』「シンガーラ経註」では、「主権の放棄によって」を註釈するかたちで以下のよ

うに説明している。 

 

「主権の放棄によってとは、なぜなら女性たちは、大きな蔓のような荘身具を得ても食

事を監督することを（vicAretuM）得ていないならば、怒るからである。匙（kaTacchu）

を手に置き、『あなたの好みのままにしなさい』と、台所（bhattageha）が解放されたと

き、すべての主権が放棄されたと言われる。このようにすることによってという意味で

ある574」（DA: III. 138［955］） 

 

                                                   
569 uparimA disA samaNabrAhmaNA veditabbA. 

570 沙門婆羅門諸高行者為上方。 
571 samaNabrAhmaNA guNehi upari ThitabhAvena uparimA disAti veditabbā. 

572  paJcahi kho, gahapatiputta, ThAnehi sAmikena pacchimA disA bhariyA paccupaTThAtabbA, 

sammAnanAya anavamAnanAya anaticariyAya issariyavossaggena alaGkArAnuppadAnena. 

573 一者相待以礼。二者威厳不媟。三者衣食随時。四者荘厳以時。五者委付家内。 
574  issariyavossaggenAti itthiyo hi mahAlatAsadisampi AbharaNaM labhitvA bhattaM vicAretuM 

alabhamAnA kujjhanti, kaTacchuM hatthe ThapetvA tava ruciyA karohIti bhattagehe vissaTThe sabbaM 

issariyaM vissaTThaM nAma hoti, evaM karaNenAti attho. 
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ここでは、妻に対する委任の場所として台所が説かれている。対応する『中阿含経』「善

生経」には、以下のような伝承がある。 

 

「第一に妻と子を思い、憐れみます。第二に軽んじて傲慢にしてはなりません。第三に

アクセサリーをつけて荘厳します。第四に家のなかでは自由なることを得させます。第

五に妻や親に親しくします575」（T1. 641a） 

 

 この伝承によれば、妻に対する家での委任が述べられている。以上の下線部をまとめると、

妻という「人物に関連した事例」に当てはまる。この事例は、「妻に対する委任」に関した

伝承が変化や改編をこうむりながら南方上座部大寺派の『長部註』「転輪王経註」のソース

となる「古資料の古層」と北伝資料とに伝播していった結果、『長部註』「転輪王経註」に

おける委任場所は「台所」となった。北伝資料における委任場所は「家」となった。それら

の伝承から、『長部註』「転輪王経註」と北伝資料との間に共通する伝承が部分的に生まれた

のである。 

 

 

3. 3. 9. 3. 小結 

 

 以上、二つの事例を通して『長部註』「シンガーラ経註」（南方上座部大寺派）と北伝資料

とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「善生経」（法蔵部）、

『中阿含経』「善生経」（説一切有部系）である。 

 この二つの事例は、『長部』「シンガーラ経」に確認できない伝承が上記の北伝資料と『長

部註』「シンガーラ経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から見たとき、

これらの事例は『長部註』「シンガーラ経註」のソースとなる「古資料の古層」における内

容となる。その内容は、同義語と人物とに関連した伝承である。 

 

 

3. 3. 10. 「アーターナーティヤ経復註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 3. 10. 1. 事例 1: 平俗的な事例 

 

 『長部』「アーターナーティヤ経」では、ヴェッサヴァナ大王が仏に「アーターナーター

の守護」を語るなかに、以下のような伝承がある。 

 

「ウッタラクル（uttarakuru, 北倶盧洲）と称し、大須弥（mahAneru）は美しい。そこに

人々は生まれ、我執はなく、執着もない。彼らは種を撒かず、鍬も持っていかない。耕

作せずに調理したこの米を人々は受用する。籾糠がなく、籾殻がなく、純粋で、よい香

りの稲の実を鍋で炊いたあと、彼らはそこから食べ物（bhojana）を受用する576」（DN: 

III. 161-162［199-200］） 

 

この後にもウッタラクルの状況を描写する記述が続く。しかしながら、とくに注目すべき

伝承はない。『長部註』「アーターナーティヤ経註」では、「そこから食べ物を受用する」を

註釈するかたちで以下のように解説している。 

 

                                                   
575 一者憐念妻子。二者不軽慢。三者為作瓔珞厳具。四者於家中得自在。五者念妻親親。 

576 yena uttarakuruvho, mahAneru sudassano. manussA tattha jAyanti, amamA apariggahA. na te bIjaM 

pavapanti, napi nIyanti naGgalA. AkaTThapAkimaM sAliM, paribhuJjanti mAnusA. AkaNaM athusaM 

suddhaM, sugandhaM taNDulapphalaM. tuNDikIre pacitvāna, tato bhuJjanti bhojanaM. 
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「そこから食べ物を受用するとは、その鍋から食べ物のみを受用するということであ

る。他のスープ、あるいは副菜は生じることがない。食べている者たちに心に随順する

ものが、それの味となる。彼らはその場所に到着した者たちにも与える。物惜しみの心

（macchariyacitta）は生じない。仏・独覚（paccekabuddha）などの大きな神力の者もそ

こ（ウッタラクル）に行き、托鉢食（piNDapAta）を取った577」（DA: III. 147［965］） 
 

この前後においてもウッタラクルの状況を描写する記述が存在している。これについて

も、その様相は一般的なものであり、とくに注目すべきものではない。 

 『長部復註』「アーターナーティヤ経復註」では、「物惜しみの心は生じない」を註釈する

なかに、ウッタラクルの状況を描写する詳細な伝承が存在する（DAT: III. 156-158［201-

204］）。このように詳細な状況を描写する伝承は、「アーターナーティヤ経」と「アーターナ

ーティヤ経註」には存在していない。それらのなかから、いくつかの特徴的な伝承を見てい

く。 

 

「そこでは寒さ、暑さ、虻、蚊、風、熱、蛇、猛獣などの危難（parissaya）がない。た

とえば、ここでは夏季（gimha）の最後の月における早朝の時に等しい寒暑の時節

（sItuNhautu）となるように、このように常に等しい寒暑の時節となる。彼らには誰にも

害されること、あるいは困惑が生じることがない。耕作せずに調理したこのサーリ米で

糠がなく、籾殻がなく、よき香りの米の実を受用している彼らには癩病、腫物、白癩、

肺病、咳、喘息、癲癇、熱病などという、このようないかなる病気（roga）も生じない

578」（DAT: III. 156［202］） 

 

このような伝承と共通する部分が『ウパーイカー』にあるので、比較検討してく。『ウパ

ーイカー』では、「彼らには病気がない。彼には寒暑がない。彼らは姿形とも十分である。

それは前世の布施の果報である579」（Pe. No. 5595 Tu 208b）580と述べている。その様相は

簡略であるが、「寒暑がない」と「病気がない」という伝承が共通している。 

『長部復註』「アーターナーティヤ経復註」は、以下のように記述している。 

 

「母は子、あるいは娘を出産し（vijAyitvA）、彼らを遊歩する地域に置き、期待せず思い

のままに行く（anapekkhA yathAruci gacchati）。そこで臥している彼らを男性、あるいは

女性たちが見るならば、彼らは自分の指（aGguli）を差し出し、彼らの業の力（kammabala）

によってそこから乳（khIra）が出る。そのことによって子たちは生存する581」（DAT: III. 

157［203］） 

 

                                                   
577 tato bhuJjanti bhojananti tato ukkhalito bhojanameva bhuJjanti, aJJo sUpo vA byaJjanaM vA na 

hoti, bhuJjantAnaM cittAnukUloyevassa raso hoti. te taM ThAnaM sampattAnaM dentiyeva, 

macchariyacittaM nAma na hoti. buddhapaccekabuddhAdayopi mahiddhikA tattha gantvA piNDapAtaM 

gaNhanti. 

578  na ca tattha sItuNhaDaMsamakasavAtAtapasarIsapavALAdiparissayo atthi. yathA nAmettha 

gimhAnaM pacchime mAse paccUsavelAyaM samasItuNhautu hoti, evameva sabbakAlaM 

samasItuNhova utu hoti, na ca tesaM koci upaghAto, vihesA vA uppajjati. AkaTThapAkimameva sAliM 

akaNaM athusaM sugandhaM taNDulaphalaM paribhuJjantAnaM nesaM kuTThaM, gaNDo, kilAso, soso, 

kAso, sAso, apamAro, jaroti evamAdiko na koci rogo uppajjati. 
579 de dag rnams la nad med cing/ / de na grang dang dro ba med/ / gzugs dang kha dog phun sum 

tshogs/ / de ni sngon gyi sbyin pa'i 'bras/ / 

580 本庄良文［2014: 452］を参照。 
581 mAtA pana puttaM vA dhItaraM vA vijAyitvA tesaM vicaraNappadese ThapetvA anapekkhA yathAruci 

gacchati. tesaM tattha sayitAnaM ye passanti purisA, itthiyo vA, te attano aGguliyo upanAmenti, tesaM 

kammabalena tato khIraM pavattati, tena dArakA yApenti. 
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ここでは、母が子や娘を出産したならば、子や娘を期待せず放置したままにする。その子

や娘は男性や女性によって指が差し出されると、男性や女性の業の力で乳が出てくる。子や

娘はその乳を飲んで、勝手に生存するという伝承である。 

対応する『ウパーイカー』は、以下のように記載している。 

 

「彼らに所有物はなく、母は息子の顔も知らない。憂いはなく観楽するだけである。そ

れは前世の果報である。母は人気のない道に生まれた赤ん坊を捨て去ると、指の先から

乳が出る。それは前世の果報である582」（Pe. No. 5595 Tu 209a）583 

 

この内容は酷似している。異なる伝承の部分を指摘するならば、指先から乳が出る原因を

『長部復註』「アーターナーティヤ経復註」は「業の力」とする。『ウパーイカー』は「前世

の果報」とする。 

『長部復註』「アーターナーティヤ経復註」は、以下のように説いている。 

 

「彼らには、それぞれの場所でカッパ樹（Kapparukkha）から衣服（vattha）と荘身具

（AbharaNa）が現われる。なぜなら汚れがなく、種々に飾られた色があり、繊細で柔ら

かく、快適な肌触りをもつ衣服がそれぞれの場所において好ましく、カッパ樹にかかり

ながら、とどまるからである。種々の光線、光をもち、輝き、種々の色の宝が散りばめ

られ、多種類の花飾りの製品・葛の製品・壁の製品で飾られ、頭に属し、首に属し、手

に属し、腰に属し、足に属する、黄金からなる荘身具はカッパ樹より垂れさがる。その

ように琵琶、小鼓、銅鼓、銅鑼、鐃、法螺貝、竹の笛、シンバル、リュート、琵琶を始

めとする種々の楽器（tUriya）や品々（bhaNDa）もそれぞれのもの（カッパ樹）から垂れ

さがる584」（DAT: III. 157［203］） 

 

対応する『ウパーイカー』は、以下のように述べている。 

 

「音楽を奏でる木々によって彼らは常に観楽し、常に心は和んでいる。それは前世の果

報である。音楽の木は美しく、衣服の木は数が多く、香木は満ち足りている。それは前

世の果報である。音楽、香り、花、衣服を望めば、そのとおりに現われる585」（Pe. No. 

5595 Tu 208b）586 
 

『長部復註』「アーターナーティヤ経復註」の伝承は詳細である。これらの間で共通する

伝承の内容は、「木（カッパ樹）」から「音楽・衣服・荘身具」などが意のままに、自由に出

                                                   
582 de dag yongs su 'dzin med de/ / ma yis bu yang ngo mi shes/ / mya ngan med cing dga' ba ste. de 

ni sngon gyi sbyin pa'i 'bras/ / ma yis lam stong dag tu ni. bskur nas 'gro bar byed pa na/ / 'dzub ma'i 

rtse las 'o ma 'dzag/ / de ni sngon gyi sbyin pa'i 'bras/ / 

583 本庄良文［2014: 453］を参照。 
584 Kapparukkhato eva ca tesaM tattha tattha vatthAbharaNAni nippajjanti. nAnAvirAgavaNNavicittAni 

hi sukhumAni mudusukhasamphassAni vatthAni tattha tattha Kapparukkhesu olambantAni iTThanti. 

nAnAvidharaMsijAlasamujjalavividhavaNNaratanavinaddhAni 

anekavidhamAlAkammalatAkammabhittikammavicittAni 

sIsUpagagIvUpagahatthUpagakaTUpagapAdUpagAni sovaNNamayAni AbharaNAni ca Kapparukkhato 

olambanti. tathA vINAmudiGgapaNavasammatALasaGkhavaMsavetALaparivAnivallakIpabhutikA 

tUriyabhaNDApi tato tato olambanti. 

585 glu gar dag gi shing rnams kyis/ / de dag rtag tu dga' bar byed. rtag tu yid ni bde byed pa/ / de ni 

sngon sbyin pa'i 'bras/ / glu gar shing gis rab mdzes shing/ / gos kyi shing dag po dang/ / spos shing 

phun sum tshogs pa dag/ de ni sngon gyi sbyin pa'i 'bras/ / glu gar dri dang me tog dang/ / chos gos 

rnams la rtag tu ni/ / gang dang 'dra ba 'dod pa dag/ de dag de dang 'dra bar 'gyur/ / 

586 本庄良文［2014: 452］を参照。 
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てくるというものである。 

さらに『長部復註』「アーターナーティヤ経復註」は、以下のように伝えている。 

 

「死んだ有情たちを見て嘆くことはない。悲しむことがない。彼を飾り、置く。ただち

に彼らのためにふさわしい鳥たち（sakuNa）が近づき、死者を他の島に導く。それゆえ

に墓、あるいは不浄の場所はそこにはない。そこから死者たちは地獄、あるいは畜生界、

あるいは餓鬼界に生まれることはない。『法性（dhammatA）を成就した五戒の威力

（paJcasIla-AnubhAva）によって、彼らは天界（devaloka）に生まれる』と説く。彼らに

は常に千年の寿命がある。彼らのこのすべてのことは、五戒のように法性を成就したも

のであると知られるべきである587」（DAT: III. 157-158［204］） 

 

 ここでは人々の寿命が千年もあり、誰かが死んでも悲しまない。死んだ場合、その死体を

鳥が処理するとしている。いわば、鳥葬的な伝承が述べられている。 

対応する『ウパーイカー』は、以下のように記している。 

 

「誰かが死んでも、彼等は号泣せずに捨てて去る。〔北倶盧〕洲を〔鳥が〕嘴で綺麗に

する。それは前世の布施の果報である。よく防御され、歌舞によって観楽し、遊戯する。

それは前世の布施の果報である。人々は千年の寿命を尽くし途中で死なない。それは前

世の布施の果報である。人間の身体の利益と莫大な富とに身を委ね、天に再生する。そ

れは前世の布施の果報である588」（Pe. No. 5595 Tu 209a）589 

 

 この伝承は『長部復註』「アーターナーティヤ経復註」の伝承と大同小異である。異なる

伝承の部分を指摘するならば、天界への再生の原因を『長部復註』「アーターナーティヤ経

復註」は「五戒」とする。『ウパーイカー』は「前世の布施の果報」とする590。 

 以上の下線部を総合して、この事例を「平俗的な事例」に当てはめる。この事例は、「ウ

ッタラクルの荘厳」に関連した多様な伝承が変化や改編をこうむりながら南方上座部大寺

派の『長部復註』「アーターナーティヤ経復註」と北伝資料とに伝播していった結果、それ

らの間における内容が部分的に共通したのである。 

 遠藤敏一［2005: (46)-(47)］は、ダンマパーラがサンスクリット文献に精通していた可能

性を指摘している。これによれば、ダンマパーラは、この説一切有部系の阿含など591を参照

し、その伝承を増広させた結果、『長部復註』「アーターナーティヤ経復註」におけるこのウ

                                                   
587 mate ca satte disvA na rodanti, na socanti, taJca maNDayitvA nikkhipanti. tAvadeva ca nesaM 

tathArUpA sakuNA upagantvA mataM dIpantaraM nenti. tasmA susAnaM vA asuciTThAnaM vA tattha natthi. 

na ca tato matA nirayaM vA tiracchAnayoniM vA pettivisayaM vA upapajjanti. “dhammatAsiddhassa 

paJcasIlassa AnubhAvena te devaloke nibbattantI”ti vadanti. vassasahassameva ca nesaM sabbakAlaM 

AyuppamANaM. sabbametaM tesaM paJcasIlaM viya dhammatAsiddhaM evAti veditabbaM. 

588 'ga' zhig shi na de dag rnams/ / ngu bar mi byed bsgyur te 'gro gling dag kha yis gtsang byed pa/ / 

de ni sngon byin pa'i 'bras/ / zhin tu yongs su bsrungs pa ste/ / glu dang gar gyi dga' bar byed/ / rtsed 

'jo dga' bar byed pa dag/ de ni sngon gyi byin pa'i 'bras/ / mi rnams kyi ni tshe lo dag/ stong phrag rab 

tu zad pa na/ gzhan dag tu ni 'chi byed pa/ / de ni sngon gyi sbyin pa'i 'bras/ / mi yi lus kyi phan pa 

dang/ / long spyod rgya chen la brten nas/ / lha yi nang du skye ba dag/ de ni sngon gyi byin pa'i 'bras/ 

/ 

589 本庄良文［2014: 453］を参照。 
590 次第説法は、いわゆる施論→戒論→生天論からなっているが、『長部復註』「アーターナ

ーティヤ経復註」における「五戒」（戒論）は「施論」を欠き、『ウパーイカー』における「布

施」（施論）は「戒論」を欠いている点は注意しておく必要がある。 
591 もしくは、本庄良文［1999c］によれば、このウッタラクルは浄土思想の核となる「極楽

の観念」とも密接な関係がある。この「浄土思想」が関係しているのかもしれない。 
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ッタラクルに関する伝承が生まれたのではなかろうか。 

ダンマパーラの時代には、南方上座部大寺派がインド本土の多様な資料を自由に参照で

きる状況にあったことを証左した事例とも言える。 

 

 

3. 3. 10. 2. 小結 

 

 以上、一つの事例を通して『長部復註』「アーターナーティヤ経復註」（南方上座部大寺派）

と北伝資料とに共通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『ウパーイカー』（説一

切有部系）である。 

 この一つの事例は、『長部』「アーターナーティヤ経」に確認できない伝承が『ウパーイ

カー』と『長部註』「アーターナーティヤ経復註」とに共通して見られる。南方上座部大寺

派の立場から見たとき、『長部復註』を編纂した段階で付加された伝承となる。その内容は、

おそらくダンマパーラが北伝資料を参照して生みだされたウッタラクルに関する伝承であ

る。 

 

 

3. 3. 11. 「結集経註」と北伝資料とに共通する伝承 

 

3. 3. 11. 1. 事例 1: 平俗的な事例 

 

 『長部』「結集経」では、サーリプッタが比丘たちに「四法」を説法している。そのなか

で、「四聖種（ariyavaMsa）」の第四について以下のように述べている（Beの 309 節）。 

 

  「友らよ、さらにまた比丘は捨断（pahAna）を喜び（ArAma）、捨断を楽しみ、修習を喜

び、修習（bhAvanA）を楽しみます。その捨断を喜ぶこと、捨断を楽しむこと、修習を喜

ぶこと、修習を楽しむことで、自分を称賛することもなく他者を謗ることもありません。

友らよ、なぜなら、それについて巧みで怠惰でなく、正知、億念があるならば、この比

丘は『往古の、起源となる聖種にとどまった者』と言われるからです592」（DN: III. 188

［225］） 

 

この四聖種は、①衣（cIvara）、②托鉢食（piNDapAta）、③臥具（senAsana）に満足すること、

④捨断と修習に楽しむことという内容である（DN: III. 188［224-225］）。 

対応する『長阿含経』「衆集経」では、 

 

  「昔から今に至るまで、常に悩まされることがなく、神々・悪魔・梵天・沙門・婆羅門・

神々および世の人々で非難できる者はいません。飯食、坐具寝具、病気の医薬について

すべての満足を知っていることは、また同様です593」（T1. 51a） 

 

と記載している。この下線部が『長阿含経』「衆集経」のみに見られる伝承である。ここで

は、『長部』「結集経」における④「捨断と修習に楽しむこと」が「病気の医薬」となってい

る。 

                                                   
592 puna caparaM, Avuso, bhikkhu pahAnArAmo hoti pahAnarato, bhAvanArAmo hoti bhAvanArato, tAya 

ca pana pahAnArAmatAya pahAnaratiyA bhAvanArAmatAya bhAvanAratiyA nevattAnukkaMseti na paraM 

vambheti. yo hi tattha dakkho analaso sampajāno paTissato ayaM vuccatAvuso, “bhikkhu porANe 

aggaJJe ariyavaMse Thito”. 

593 従本至今、未常悩乱、諸天・魔・梵・沙門・婆羅門・天及世間人、無能毀罵。飯食・牀

臥具・病痩医薬、皆悉知足、亦復如是。 



190 

 

 この四聖種について森祖道［1989: (227)-(229)］は、「四聖種」の第四を医薬とするのを

A タイプ、捨断と修習に楽しむことを B タイプとし、前者は『長阿含経』や『毘尼母経』、

後者は『中阿含経』、『集異門足論』、『法蘊足論』、『品類足論』、『大毘婆沙論』、『甘露味論』、

『倶舎論』、『順正理論』において説かれ、パーリ三蔵においても AB の両者のタイプが説か

れていることを指摘している。 

 対応する『長部註』「結集経註」では、この Beの 309 節における「四聖種」を註釈するな

かに、「病人の資具（gilAnapaccaya）は托鉢食のうちに入れられた594」（DA: III. 199［1016］）

という解説がある。ここでは、病人の資具が②托鉢食にふくめられる。「④捨断と修習に楽

しむこと」と「④病人の資具」という両者が「四聖種」にふくめられ、まとめられている。 

 このことについて森祖道［1989: (230)-(231)］は、 

 

  「なお、DA（及び AA）のこの註釈部分では次の一節も看過出来ないであろう。即ち、

この場合の四聖種はBタイプであるから、第四聖種として医薬品は挙げられていない。

しかし「四依」（四資具）の内容よりすれば、ここには当然、医薬品が挙げられなけれ

ばならず、この点に疑問を感じた古註釈の作者は、被註釈文献には全く現われない医薬

品についてわざわざ言及して、「医薬は食物の中に含まれる」（gilAnapaccayo pana 

piNDapAte yeva paviTTho.）と述べているのである。しかしながら、医薬も食物も共に口中

に入れる物ではあっても、医薬はあく迄も医薬であって決して食物ではない。従って上

記の解説によってもなお四依中の医薬が欠落している難点は本当には解決されない。

そこで後に論ずるような「五聖種」を立てる「大聖種」が説かれるようになったのであ

ろう」 

 

と説明している。続けて森祖道［1989: (238)-(239)］は結論において、この ariyavaMsa は

「シーハラ・ソース」と看做すべきと指摘している。 

 以上の下線部から、この事例は「平俗的な事例」に当てはめる。この事例は、『長部』「結

集経」における「四聖種」に関連した伝承が、『長部註』「結集経註」のソースとなる“ariyavaMsa”

と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 3. 11. 2. 事例 2: 同義語に関連した事例 

 

 『長部』「結集経」では、サーリプッタが比丘たちに「五法」を説法している。そのなか

で、「五の物惜しみ（macchariya）」について、「五の物惜しみがあります。住所の物惜しみ、

家の物惜しみ、利得の物惜しみ、称賛（vaNNa）の物惜しみ、法の物惜しみです595」（DN: III. 

195［234］）と述べている。 

 対応する『長阿含経』「衆集経」では、 

 

「五つの憎み妬むことです。住処について憎み妬むこと、檀越について憎み妬むこと、

利得について憎み妬むこと、容色について憎み妬むこと、法について憎み妬むことです
596」（T1.51b） 

 

と記している。この下線部が『長阿含経』「衆集経」のみに見られる伝承である。ここでは、

容色についての嫉妬が説かれている。 

 『長部註』「結集経註」では、「称賛の物惜しみ」を註釈するかたちで、「称賛における物

                                                   
594 gilAnapaccayo pana piNDapAteyeva paviTTho. 

595  paJca macchariyAni, AvAsamacchariyaM, kulamacchariyaM, lAbhamacchariyaM, 

vaNNamacchariyaM, dhammamacchariyaM. 

596 謂五憎嫉。住処憎嫉、檀越憎嫉、利養憎嫉、色憎嫉、法憎嫉。 
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惜しみが称賛の物惜しみである。称賛というこの場合、身体の色（vaNNa）も徳の称賛も知

られるべきである597」（DA: III. 210［1027］）と解説している。 

 この解説について丘山新・他（訳注）［1997: 389. n145］（担当・末木文美士）は、「P. vaNNa

（S. varNa）は容貌と名声・賞賛の二義を含む（DA.,『門論』）。『門論』の「色讃」は両義を

含めた訳」と指摘している。ここでは、『集異門足論』の用例も比較検討している。 

 以上をまとめると、“vaNNa”が称賛や容色と同義になっているので、この事例を「同義語

に関連した事例」に当てはめる。この事例は、『長部』「結集経」に確認できない「称賛や

容色に対する物惜しみや嫉妬」を示した伝承が、『長部註』「結集経註」のソースとなる「古

資料の古層」と北伝資料とにおいて共通する伝承になっていることを示したものである。 

 

 

3. 3. 11. 3. 小結 

 

 以上、二つの事例を通して『長部註』「結集経註」（南方上座部大寺派）と北伝資料とに共

通する伝承を見てきた。今回使用した北伝資料は『長阿含経』「衆集経」（法蔵部）である。 

 この二つの事例は、『長部』「結集経」に確認できない伝承が『長阿含経』「衆集経」と『長

部註』「結集経註」とに共通して見られる。南方上座部大寺派の立場から見たとき、これら

の事例は『長部註』「結集経註」のソースとなる「古資料の古層」における内容となる。そ

の内容は、「四聖種」という教理と同義語とに関連した伝承である。 

 

 

3. 3. 12. 資料数と事例数との関係 

 

 今回取り上げた十八の事例のなかで、北伝資料と共通する伝承がない「パーティカ篇」の

資料は、『長部註』が「浄信経註」「相経註」「アーターナーティヤ経註」「十増経註」である。 

北伝資料と共通する伝承がない「パーティカ篇」の資料は、『長部復註』が「ウドゥンバ

リカ経復註」「世記経復註」「浄信経復註」「相経復註」「シンガーラ経復註」「結集経復註」

「十増経復註」である。 

これらのうち、『長部註』「アーターナーティヤ経註」と『長部復註』「アーターナーティ

ヤ経復註」には、比較検討すべき北伝資料がない。したがって、北伝資料と共通する伝承は

存在しない。 

上記以外の『長部註』『長部復註』「パーティカ篇」の資料に北伝資料と共通する伝承が存

在することを証左したものが今回取り上げた二十一の事例である。この十八の事例を分析

すると、『長部註』の事例数は十四（資料数は七）、『長部復註』の事例数は四（資料数は四）

である。 

『長部註』「パーティカ篇」の資料には比較的均等に事例数が分布しているので、事例数

の多少は問題にならない。『長部註』「相経註」「十増経註」に北伝資料と共通する伝承が存

在しなかったのは偶然である。資料数の有無もそれほど大きな問題ではない。 

 『長部註』『長部復註』における資料数と事例数との関係をまとめると、『長部註』「梵網

経註」「沙門果経註」「大譬喩経註」「大般涅槃経註」は註釈（ページ数）の分量に比例して

事例数が多くなったと言える。 

その他の資料については資料数も事例数も比較的均等に分布しているので、問題点はな

い。『長部復註』における資料数も事例数が少ないのは、ブッダゴーサは「古資料」を使用

していたが、ダンマパーラは「古資料」を使用していなかった。『長部復註』は、『長部』

に対する直接の註釈書ではないという二点に尽きるであろう。 

 
 

                                                   
597 vaNNe macchariyaM vaNNamacchariyaM. vaNNoti cettha sarIravaNNopi guNavaNNopi veditabbo. 
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3. 3. 13. 事例の分析 

 

 以上の七十八の事例を分析すると、これらの事例はいくつかに分類することができる。こ

こでは、「古資料の古層」の記述であるのかを見分けるための基準の参考としての覚書を以

下に示しておく。 

 第一は、同義語や言い換えの類となる「同義語に関連した事例」（事例数は計十四）であ

る。これは最初期のアビダルマ的説明で、シーハラ・ソースの中のインド起源の古層に属す

る古資料の様相となる。 

 第二は、「人物に関連した事例」（事例数は計三十四）である。この人物は仏や神々や悪魔

などの多彩な登場人物、およびその登場人物に関する出来事を含んだものであるので、非常

に多様な概念である。これらの登場人物に関する伝承は、「古資料の古層」に由来するもの

と考える。 

 第三は、「“kira”を有する事例」（事例数は計十五）である。第二についても、その“kira”

の用例が多く確認できるので、関係性が深いと言える。この「伝え聞いた先」の伝承の存在

は、「古資料の古層」に由来すると考える。 

 第四は、普通の一般的な伝承や背景や事情、および教理的な内容もふくんだ「平俗的な事

例」（事例数は計十五）である。これについての基準は明確にし難い。概して言えば、およ

そ新鮮味がない、簡素で質素な内容のものが中心である。教理についても、その簡素で質素

な傾向が強いと言える。 

 非常に曖昧で大雑把な分類であるが、これらの四つの分類に該当する事例の伝承がアッ

タカター文献に見られる場合、「古資料の古層」の伝承である可能性があると言えよう。こ

れらの分類に留意して北伝資料を蒐集し、比較検討すべきであるという一応の提言はでき

よう。 

 上述してきた「古資料の古層」の伝承が果たしてブッダゴーサ以前のインドに由来する伝

承と対応一致するのかの検討は差し置いてきたので、この点を以下に論じる。 

『長部註』と、ブッダゴーサ以前の北伝資料との伝承が共通した場合、どのように考える

べきか。以下の四つの可能性がある。 

 第一は、『長部註』が北伝資料の伝承を参照して取り入れた（以下、「越後屋①」とする）。 

 第二は、『長部註』のソースとなる「古資料の古層」が北伝資料の伝承を参照して取り入

れた（以下、「越後屋②」とする）。 

 第三は、北伝資料が『長部註』のソースとなる「古資料の古層」の伝承を参照して取り入

れた（以下、「越後屋③」とする）。 

 第四は、部派分裂以前の各部派に共通した伝承があり、その伝承が部派分裂後も南方上座

部大寺派の資料と北伝資料との両系統に共有化され、変化や改編していった（以下、「越後

屋④」とする）。 

 この筆者が提示した可能性と、馬場紀寿が提示した可能性について述べる。馬場紀寿

［2008: 203］の可能性の要点をまとめると、第一は四阿含の情報がパーリ文献（後期正典、

準正典、註釈文献）に伝わった可能性（以下、「馬場①」とする）、第二はパーリ文献の情

報が四阿含に伝わった可能性（以下、「馬場②」とする）、第三は特定の新たな伝承が両系

統に伝播した可能性（以下、「馬場③」）となる。 

 馬場紀寿が提示する「パーリ文献」と「四阿含」は、本論文では「古資料」と「北伝資料」

となっている点が相違している。越後屋②が馬場①、越後屋③が馬場②におおよそ対応する

であろう。 

 馬場③の「特定の新たな伝承」という表現は、その伝承の発生源が考察されていない。非

常に曖昧な表現である。この伝承の発生源を、越後屋②では北伝資料（インド本土）、越後

屋③では「古資料」、越後屋④では部派分裂以前の各部派に共通した伝承と考えた次第であ

る。 

越後屋①は、ブッダゴーサが当時のインドの言語、おそらくサンスクリット語で書かれて
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いた北伝資料を参照していたことを前提としたものである。今回使用した『長部註』と北伝

資料は現存する資料である。そこから判断すると、それらの間における伝承が共通したこと

ならば、最も可能性が高いように思えてしまう。しかし、ブッダゴーサの「一般的学識」に

ついて森祖道［1984: 505］は、以下のように述べている。 

 

「言う迄もなく、アッタカター制作の目的は、マハーヴィハーラ派の「正統的教説」自

身の顕揚にあり、従ってブッダゴーサの「一般的学識」を誇示する事ではなかった事は

勿論、他部派・他教の教説を論難批判する事が主でもなかった」 

「以上の事実によって、マハーヴィハーラ派の関心が仏教以外の他教に対しては勿論

の事、インド本土の仏教諸派に対しても積極的に向けられていなかった事は明らかで

ある」 

 

ブッダゴーサが当時のインドの言語の資料までも自由に通読し、それらの伝承を『長部註』

に取り入れたという可能性は甚だ疑問を抱かざるをえない。したがって越後屋①は想定し

ない。 

 越後屋②は、今回取り上げた事例の伝承範囲が法蔵部、説一切有部系、大衆部の説出世部、

大乗（大衆部）系仏伝、正量部、ジャイナ教などの多様な北伝資料からなるものである。い

わば、インド本土で広範囲にわたって流通していた伝承となる。『長部註』のソースとなる

「古資料の古層」が、それらのインド本土に由来する伝承を参照して取り入れたという可能

性は十分あり得る。しかし、その逆の可能性となる越後屋③は、必ずしも排除すべきもので

はないであろう。したがって、ここでは両者の相互依存を想定すべきである。『長部註』の

ソースとなる「古資料の古層」と北伝資料とが相互に交流して影響しあったとするのが最も

妥当であると考える。 

 越後屋④は、各部派に共通していた発生源となる伝承が部派分裂後、南方上座部大寺派に

はパーリ三蔵と古資料という両系統に分かれて変化や改編しながら伝播していった598。イ

ンド本土には各北伝資料に変化や改編しながら伝播していった599という一連の過程が想定

できよう。この越後屋④は、とくに問題はないと考える。 

 以上の議論をまとめると、部派分裂以前の各部派に共通していた伝承は、「古資料の古層」

と北伝資料という両系統に分かれて変化や改編しながら伝播していった。もしくは、両系統

が相互に交流して影響しあった。その結果、「古資料の古層」と「北伝資料」との間に共通

する伝承が生まれるに至ったと結論する。「古資料の古層」の内容は、ブッダゴーサ以前の

インド本土に由来した伝承がその「古資料の古層」の一端を構成している。それがインドを

                                                   
598 ここでの問題点は、南方上座部大寺派では「仏の言葉」として認められた伝承がパーリ

三蔵に、認められなかった伝承が「古資料」に分かれていった。逆に『長阿含経』（法蔵部）

では、その南方上座部大寺派で認められた伝承も認められていない伝承も、「仏の言葉」で

ある三蔵に組み込まれたという事実である。 

 南方上座部大寺派において、「仏の言葉」として認められるか認められないかの選択肢は、

非常に重大なことであるように感じる。しかし、パーリ三蔵とアッタカター文献（註釈書）

との境界線が非常に曖昧（同一のようなもの）であることは、下田正弘［2000: 335-336］

や青野道彦［2005a: 50. n13］が指摘している。 

 この選択肢の基準は、おそらく「四大教法」や「経の配置」（suttanikkhepa）などが運用

されたのであろう。上述した「古資料の古層」の記述であるのかを見分けるための基準の参

考は、経における本質的な部分でなく、付属的で平俗的な伝承に過ぎないという感を受ける

のも事実である。「仏の言葉」として認められる選択肢の基準から外れていったという推測

もできるであろう。 
599 この点において、馬場紀寿［2008: 196-203］が提言する「北伝四阿含の改編」という結

論に筆者は同意する。 
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起源とする「古資料の古層」の内容となる。 

 

 

3. 3. 14. 結 

 

 以上、十八の事例を取り上げて『長部註』『長部復註』「パーティカ篇」の資料（南方上座

部大寺派）と北伝資料とを比較検討してきた。この十八の事例は、『長部』「パーティカ篇」

における各経に存在しない伝承が北伝資料と『長部註』『長部復註』「パーティカ篇」の資料

とに共通して見られたものである。『長部註』「パーティカ篇」の資料に限ると、これらの事

例は『長部註』「パーティカ篇」のソースとなる「古資料の古層」の内容として示されてい

る。 

 今回使用した北伝資料は『長阿含経』（法蔵部）、『中阿含経』と“abhidharma-koCa”と

『倶舎論』と『世間施設』と『ウパーイカー』（説一切有部系）、『立世阿毘曇論』と『有

為無為決択』と“mahAsaMvartanIkathA”（正量部）、『大楼炭経』、『起世経』、『起世因

本経』である。 

 事例全体としては平俗的で一般的な伝承が多い。ダンマパーラが北伝資料を参照してい

た可能性を指摘した。 

 ある特定の伝承が南方上座部大寺派と法蔵部と説一切有部と正量部などとに変化や改編

しながら伝播していった結果、『長部註』『長部復註』「パーティカ篇」の資料と北伝資料と

の間に共通する伝承が部分的に生まれたのである。 

 さらに、上記においては『長部註』『長部復註』における七十八の事例全体についても検

討した。『長部註』『長部復註』における資料数と事例数との関係をまとめると、一部の膨大

な『長部註』「梵網経註」「沙門果経註」「大譬喩経註」「大般涅槃経註」を除き、『長部註』

では「古資料の古層」が参照されて転用された結果、資料数も事例数も比較的均等に分布し

ている。『長部復註』において資料数と事例数が少ない理由は、ダンマパーラは「古資料」

を使用していなかった。『長部復註』は、『長部』に対する直接の註釈書ではないという二

点にまとめられる。 

「古資料の古層」の記述であるのかを見分けるための基準の参考として、同義語や言い換

えの類の事例、人物に関連した事例、“kira”の用例を有する事例、平俗的で一般的な伝承の

事例という四点には留意すべきことを提言した。 

 『長部註』と、ブッダゴーサ以前の北伝資料との伝承が共通した理由は、部派分裂以前の

各部派に共通していた伝承が「古資料の古層」と北伝資料という両系統に分かれて変化や改

編しながら伝播していった。もしくは、両系統が相互に交流して影響しあった。その結果、

『長部註』のソースとなる「古資料の古層」と「北伝資料」との間に共通する伝承が生まれ

るに至ったと結論した。 

 ブッダゴーサ以前のインド本土に由来した伝承は、このインドを起源とする「古資料の古

層」の一端を構成しているのである。 
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3. 4. ブッダゴーサの註釈の方針 

 

3. 4. 0. 序 

 

 森祖道［1984: 492-493］は、ブッダゴーサの出身地を論じたコーサンビの説に対するニ

ャーナモーリの反論を、以下のように引用して紹介している。 

 

「（一）ブッダゴーサは、彼自身の個人的な知識・経験・見解を表明するよりはむしろ、

彼に提供された源泉資料を編纂し翻訳する形で著述したのであるから、若し彼の著作

に何らかの誤りがあるならば、それは彼のミスではなく、その源泉資料のミスに外なら

ず、その様なミスはむしろ彼が大変正確で良心的な編者であった事を物語っているに

過ぎない」 

 

そして、それに対する自身の意見を以下のように述べている。 

 

「そして、ニャーナモーリの（一）の主張も原則として妥当なものであり、一般論とし

ては筆者も全く同感である」 

「確かにブッダゴーサは、マハーヴィハーラに伝持秘蔵されていたこの派の源泉資料

に基づき、これを忠実に翻訳再構成するという基本的態度を堅持したであろう」 

「彼が若し原資料のミスや不備を発見出来れば、むしろそれを正し、或いは補足して自

己の客観的知識を活用する事こそ望ましい事ではなかったろうか」 

 

 これによれば、「源泉資料」には何らかのミスがあり得る。しかし、そのミスは「源泉資

料」によるものとなる。一方でブッダゴーサは、そのミスや不備を正していったということ

になる。ここから想定できることは、「古資料」が「未整理の内容」であったということで

ある。ブッダゴーサが、このように「未整理の内容」からなる「古資料」を編纂していった

ならば、そこに何らかの註釈の方針があってもおかしくないであろう。そして、その註釈の

方針から外れて、『長部註』においてそのようなミスや不備の存在が明らかになれば、逆に

「古資料」の内容が反映されたものと考えられる。 

 ここでは、ブッダゴーサが「古資料」を参照して『長部註』を編纂していくさいに適用し

た「註釈の方針」について論じる。この註釈の方針が明らかになり、さらに『長部註』にお

けるミスや不備が明らかになれば、「古資料」の内容の一端が解明できるであろう。 

 ここでは、このような問題意識を設定し、『長部註』におけるミスや不備を示す具体的な

事例を提示しながら、「古資料」の内容の一端を解明することを目的とする。 

 

 

3. 4. 1. 1. 『清浄道論』における註釈の方針 

 

 『長部註』に先行する『清浄道論』600の序文の偈は、以下のように述べている。 

 

                                                   

600 『清浄道論』の代表的な翻訳として水野弘元（訳）［1937, 1938, 1940］、JANamoli, B［1956］

がある。 

このような翻訳の成果にもとづき、森祖道［1982］は業処（kammaTThAna）の数が『解脱

道論』（vimuttimagga, Vim）では 38 とするのに対し、『清浄道論』では 40 とする相違を指

摘している。さらに他のアッタカター文献で業処数 38 を採用している事例があることを報

告している。ここから、『清浄道論』と『解脱道論』との比較研究が有用であること述べて

いる。 
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  「彼ら（瑜伽行者）のための喜悦となり、きわめて清浄に決定し、大寺（mahāvihāra）

に住む者たちの教説の方法（desanAnaya）に依った清浄道〔論〕（Visuddhimagga）を、

私（ブッダゴーサ）は語るであろう。そのことを私が恭しく語っているとき、清浄を望

むすべての善人たちは傾聴しなさい601」（Vis: I. 2［2］） 
 

 この下線部から、『清浄道論』は南方上座部大寺派の教説の方法と異なることがないとい

う註釈の方針がブッダゴーサにあったことがわかる。跋文の偈には、以下のような記載があ

る。 

 

  「その戒などの区分のある意味を決定し、五部（nikAya）に対するアッタカターの方針

（aTThakathānaya）で説かれたという、そのすべてのもの（古資料）をほとんど集めて

（samAharitvA）、すべての混乱や過失（saGkaradosa）を脱し、決定（sanicchaya）が説か

れたからである602」（Vis: II. 354［711］） 

 

 この下線部より判明することは、ブッダゴーサが五部に対するアッタカターの方針が説

かれている「古資料」を蒐集し、その「古資料」における混乱や過失をなくして決定してい

ることになる。つまり、内容を見やすいものにしながら、『清浄道論』が編纂されたという

ことになる。「古資料」を蒐集し、整理して決定するということが、ブッダゴーサの註釈の

方針の一つであったと見てよい。このような註釈の方針を「古資料の整理」と定義する。 

続けて『清浄道論』では、①「不明瞭な語句に対する註釈」（anuttAnapada-vaNNanA）、②「順

次の語句に対する註釈」（anupubbapada-vaNNanA）という二種類の具体的な註釈の方針が示さ

れている。①の方針は、不明瞭な語句に対して註釈していくという方針である。②の方針は、

順番どおりに語句に対して註釈していくという方針である。その二種類の註釈の方針の用

例は三ヶ所で確認できる。 

 『清浄道論』「定の説明」では、四界（地界・水界・火界・風界）を確定するための修習

を説明しているなかで、『中部』「大象喩経」（mahAhatthipAdopama-sutta, MN: I. 242［185］）

を引用している。この①の方針は、その引用文を註釈しようとする冒頭に出てくる。以下の

ような形式となっている。 

 

  「「大象喩〔経〕」において、『友らよ、内の地界（ajjhattikA-pathavIdhAtu）とはどのよう

なものでしょうか。内の各自の粗く、堅くなり、執受されたものである……内の風界

（vAyodhAtU）である』と。このようにきわめて鋭い慧ではない界を業処する者によって

詳細に述べられた。たとえばここ（大象喩経）のように、「ラーフラ教誡〔経〕」

（rAhulovAda）、「界分別〔経〕」（dhAtuvibhaGga）についても同様である。 

  それについて、この不明瞭な語句に対する註釈（anuttAnapadavaNNanA）がある。まず、

内の各自とは、この両者とも自己の同義語（adhivacana）である……603」（Vis: I. 343-

                                                   
601 tesaM pAmojjakaraNaM, suvisuddhavinicchayaM, 

mahAvihAravAsInaM, desanAnayanissitaM. 

VisuddhimaggaM bhAsissaM, taM me sakkacca bhAsato, 

visuddhikAmA sabbepi, nisAmayatha sAdhavoti. 
602 tesaM sIlAdibhedAnaM, atthAnaM yo vinicchayo, 

paJcannampi nikAyAnaM, vutto aTThakathAnaye. 

samAharitvA taM sabbaM, yebhuyyena sanicchayo, 

sabbasaGkaradosehi, mutto yasmA pakAsito. 

603 mahAhatthipadUpame pana, “katamA cAvuso, ajjhattikA pathavIdhAtu? yaM ajjhattaM paccattaM 

kakkhaLaM kharigataM upAdinnaM …… ajjhattikA vAyodhAtU “ ti ca. evaM nAtitikkhapaJJassa 

dhAtukammaTThAnikassa vasena vitthArato AgataM. yathA cettha, evaM rAhulovAdadhAtuvibhaGgesupi. 

tatrAyaM anuttAnapadavaNNanA. ajjhattaM paccattanti idaM tAva ubhayampi niyakassa adhivacanaM
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344［348-349］） 

 

この下線部は、すべてが『中部』「大象喩経」の引用文となる。波線部は、この引用文の

伝承を註釈したかたちになっている。この形式から知られることは、その引用文の不明瞭な

語句に対して註釈していくという方針である。この註釈内容は、概して上記した「同義語に

関連した事例」や「平俗的な事例」の内容である。ブッダゴーサは「古資料」を参照しなが

ら、①の方針を適用して、その註釈を記述していったと考える。 

 『清浄道論』「戒の説明」は、戒の種類について一法、二法、三法、四法、五法の区分を

示している。そのうち、第四の四法（別解脱律儀戒・根律儀戒・活命清浄戒・資具依止戒）

について説明しているなかで、『長部』「転輪王経」（DN: III. 64-65［77-78］）などを引用し

ている。この②の方針は、その引用文（下線部）を註釈しようとする冒頭に出てくる。以下

のような形式となっている。 

 

  「第四の四法について、世尊によって『ここで比丘は、別解脱律儀によって防護されて

（pAtimokkhasaMvarasaMvuta）、正しい行ないと行動範囲をそなえて住みます。わずかな

罪にも怖畏を見て、諸学処を受持して学びます』と説かれた戒であるという、これが別

解脱律儀と言われる……資具依止戒（paccayasannissitasIla）と言われる。 

それ（第四の四法）については初めより後、順次の語句に対する註釈

（anupubbapadavaNNanA）とともにこの決定の論（vinicchayakathA）がある。 

ここでとは、この教え（sAsana）でということである。比丘とは、輪廻における恐怖（bhaya）

を見る状態（ikkhaNatā）によって、あるいは破れた布を着ることなどによってこのよう

な通称を得て、信によって出家した善男子である……604」（Vis: I. 15［15-16］） 

 

 この形式は上記の形式と完全に一致する。異なるのは②の方針という点である。これは、

『長部』「転輪王経」などの引用文の語句を順次に註釈していくという方針である。波線部

におけるこの註釈内容は、「比丘」に関する語義釈などである。この場合も概して「同義語

に関連した事例」や「平俗的な事例」である。ブッダゴーサは「古資料」を参照しながら、

②の方針を適用して、その註釈を記述していったのであろう。 

 『清浄道論』「随念業処の説明」では、安般念（AnApAnasati）を説明しているなかで『無碍

解道』（PTs: I. 182-183［184-186］）を引用している。この②の方針は、その引用文（下線

部）を註釈しようとする冒頭に出てくる。以下のような形式となっている。 

 

  「『無碍解道』において、それの非難の浄化（codanAsodhanA）とともにこのような意味

が説かれた。『どのようにして……それゆえに身において身を随観する念処の修習と言

われる』と。 

  これについて、まずは身随観によって説かれたこの第一の四法605の順次の語句に対す

                                                   

…… 
604  catutthacatukke yaM bhagavatA “ idha bhikkhu pAtimokkhasaMvarasaMvuto viharati 

AcAragocarasampanno aNumattesu vajjesu bhayadassAvI samAdAya sikkhati sikkhApadesU”ti yaM 

vuttaM sIlaM, idaM pAtimokkhasaMvarasIlaM nAma……paccayasannissitasIlaM nAma. 

tatrAyaM Adito paTThAya anupubbapadavaNNanAya saddhiM vinicchayakathA. 

idhAti imasmiM sAsane. bhikkhUti saMsAre bhayaM ikkhaNatAya vA bhinnapaTadharAditAya vA evaM 

laddhavohAro saddhApabbajito kulaputto…… 
605 この第一の四法というのは、①「長く出息しているとき、『私は長く出息する』と知りま

す。あるいは長く入息しているとき、『私は長く入息する』と知ります」、②「あるいは短く

出息しているとき、『私は短く出息する』と知ります。あるいは短く入息しているとき、『私

は短く入息する』と知ります、③「『私は全身を感受して出息しよう』と学び、『私は全身を

感受して入息しよう』と学びます」、④「『私は身行を安静にさせながら、出息しよう』と学
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る註釈がある606」（Vis: I. 268［276-277］） 

 

 この形式は、下線部における『無碍解道』の引用文を註釈（vaNNanA）の内容としている。

ここから、パーリ三蔵の引用も註釈の方針にふくまれることになる。 

 この『清浄道論』における①②の方針に関連した三つの用例は、ブッダゴーサが『清浄道

論』を編纂するさいに底本とした『解脱道論』607に、それらの方針や用例を確認することが

できなかった。おそらく、ブッダゴーサが適用した註釈の方針であると考えられよう。これ

らの註釈の方針が適用される範囲は、その引用文の範囲に限られていることが明らかにな

った。 

 以上の『清浄道論』における用例をまとめると、①“anuttAnapada-vaNNanA”と②

“anupubbapada-vaNNanA”は、下線部が被註釈資料であるパーリ三蔵の伝承（引用文）を意

味する。波線部がパーリ三蔵や「古資料」などを参照して註釈していくことを意味する。こ

の下線部と波線部とを合わせたものが、ブッダゴーサの註釈の方針となる。 

 以下は、この『清浄道論』における註釈の方針を前提として、パーリ註釈文献を参照しな

がら、『長部註』における註釈の方針を見ていく。 

 

 

3. 4. 1. 2. 『長部註』の序文における註釈の方針 

 

『長部註』の序文の偈は、以下のように記述している。 

 

「以上のように思念が浄らかになった私（ブッダゴーサ）に、三宝への礼拝からなる福

徳があり、それの威力によって、障碍をよく破ったので、長く、長い経を標識とし、微

妙で、仏と従って覚った者（anubuddha, 声聞）が註解し、信をもたらす徳をもつ最上の

阿含の意味を明らかにするために、アッタカターは初め（第一結集）から五百人の自在

者によって結集された。後（第二・第三結集）にもくり返し結集された608」（DA: I. 1） 

                                                   

び、『私は身行を安静にさせながら、入息しよう』と学びます」という四つの認識方法であ

る。 
606 PaTisambhidAyaM panassa saddhiM codanAsodhanAhi evamattho vutto. “kathaM……tena vuccati 

kAye kAyAnupassanA satipaTThAnabhAvanA”ti. 

ayaM tAvettha kAyAnupassanAvasena vuttassa paThamacatukkassa anupubbapadavaNNanA. 

607 この『解脱道論』は、ウパティッサ（upatissa, 優波底沙）が南インドで著した祇多林寺

派の教理綱要書で扶南出身の僧伽婆羅が 515 年に漢訳したものである。この『解脱道論』

の所属の問題点については、林隆嗣［2008: 181-182. n6］の詳述を参照してまとめると、

Vim のアバヤギリ派所属を疑う Norman, K. R［1983: 113, 1991: 43-44］、および Crosby, 

K［1999］の見解に対して森祖道［2006a: (169). n4］は「新しい対応が必要である」と述

べている。林隆嗣［2008: 182. n6］は詳論したうえで、「わざわざ新たな対応をする必要が

あるとは思えない」と結論づけている。 

佐々木閑［1997, 1998, 1999］、および山極伸之・佐々木閑［1997］は、Vim, Vis, DhsA, 

VA などを比較検討し、制作者の問題やその関係性を論じている。 

Skilling, P［1987, 1993, 1994, 1999］の一連の研究、および林隆嗣［2008, 2010, 2010a］

の一連の研究は、有為と無為とをめぐる説一切有部、聖上座部、正量部、大乗仏教の教説を

引用紹介している蔵文 saMskRtAsaMskRta-viniCcaya （Sav）の第 13~15 章とアバヤギリ派の

ものとされる『解脱道論』とに共通関係があることを指摘し、Sav, Vim, Vis との教説の関

係性、およびアバヤギリ派と大寺派との関係性を論究している。 

これらの研究成果は、アッタカター文献とチベット仏教（チベット大蔵経）とが同じ土俵

に立ったことを意味する画期的なものである。 
608 iti me pasannamatino, ratanattayavandanAmayaM puJJaM, 
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 これに対応する『長部復註』は、以下のように詳説している。 

 

「諸仏の諦の通達に随順して、諦を通達した第一の弟子（aggasAvaka）などが聖者（ariya）

である。彼ら（聖者たち）による意味の註解（atthasaMvaNNanA）によって、徳の註解

（guNasaMvaNNanA）によって註解したもの（長阿含）の（saMvaNNitassa）ということで

ある。あるいはまた覚った者たちと、従って覚った者たちが仏と従って覚った者と解説

されるべきである。なぜなら、正等覚者によって三蔵に対する意味の註釈（atthavaNNanA）

の次第が語られたからである609」（DAT: I. 15［18-19］） 
 

  「これによって意味（attha）が語られる（kathIyati）からアッタカター（atthakathA）で

あり、それは、たとえば『苦には圧迫の意味（aTTha）がある610』というように、ttha の

文字を TTha の文字にして、アッタカターである611」（DAT: I. 16［19］） 

 

以上の下線部を総合すると、アッタカターは、仏と声聞たちが『長部』を意味と徳とで註

解することによって明らかにされ、語られたものである。このアッタカターは、五百人の自

在者からなる第一結集で編纂された。そして、後代の第二・第三結集でも編纂されつづけて

いたということになる。 

ここで注目すべきことは、第一結集における五百人の自在者が起点となり、第二・第三結

集でも編纂されてきたアッタカターの伝統は、仏や正等覚者にまでフィードバックされて

いる点である。上記した「三蔵よりなる仏の言葉」で確認してきた「現実態」としてのアッ

タカターと、「可能態」としての諸仏の存在という手法が取り入れられている。いわば、紀

元前三世紀ごろにスリランカに仏教を伝えたマヒンダ長老からブッダゴーサの時代までの

およそ 700 年間のアッタカターの伝統は、仏に帰すべき内容ということになる。 

続けてブッダゴーサは、『長部』を註釈していくにあたり、以下のような註釈の方針を述

べている。 

 

  「ときに自在者であるマハーマヒンダによって、シーハラ島に〔アッタカターが〕将来

された。島に住む者たちのために、シーハラ語（sIhaLabhāsa）で置かれた。私（ブッダ

ゴーサ）はそれ（アッタカター）よりシーハラ語を除き、適意な言語（マーガダ語, 

mAgadha-bhAsA）を、経典の仕方（tantinaya）に相応しいものを、過失を消したものを示

しながら、教義に反論していることがなく、長老の伝統の灯明をもち、よき微妙な決定

をもち、大寺（mahAvihAra）に居住している長老たちのために、善き人々を満足させる

ために、法を久住させるために、くり返し述べられた意味を除いてから（hitvā 

punappunāgatamatthaM）、私は意味を明らかにしよう（atthaM pakāsayissāmi）612」（DA: I. 

                                                   
yaM suvihatantarAyo, hutvA tassAnubhAvena. 

dIghassa dIghasuttaGkitassa, nipuNassa Agamavarassa, 

buddhAnubuddhasaMvaNNitassa, saddhAvahaguNassa. 

atthappakAsanatthaM, aTThakathA Adito vasisatehi, 

paJcahi yA saGgItA, anusaGgItA ca pacchApi. 

609  buddhAnaM saccapaTivedhaM anugamma paTividdhasaccA aggasAvakAdayo ariyA. tehi 

atthasaMvaNNanAvasena, guNasaMvaNNanAvasena ca saMvaNNitassa. atha vA buddhA ca anubuddhA ca 

buddhAnubuddhAti yojetabbaM. sammAsambuddheneva hi tiNNampi piTakAnaM atthavaNNanAkkamo 

bhAsito. 
610 引用文の出典は『無碍解道』（PTs. 103［I. 19］）となる。 
611  attho kathIyati etAyAti atthakathA, sA eva aTThakathA, ttha-kArassa TTha-kAraM katvA, yathA, 

“dukkhassa pILanaTTho”ti. 

612 sIhaLadIpaM pana AbhatAtha, vasinA mahAmahindena, 
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1-2［1］） 

 

ここから、さまざまな事情が知られる。マハーマヒンダ長老がシーハラ（セイロン）島に

アッタカターをもたらし、それはシーハラ語で著わされた。ブッダゴーサはそれを〔古代〕

マガダ語に転換し、正しい教義にした。そして、ブッダゴーサは大寺派の長老や善き人々を

満足させ、法を久住させるために意味を重複させることなく、『長部』の意味を明らかにし

ていこうという註釈の方針を述べている。 

この下線部を見てみると、「私は意味を明らかにしよう（pakāsayissāmi）」という一文は未

来形である。ここから、これより編纂しようとする『長部註』の意味を明らかにしようとい

う註釈の方針が明確である。 

「くり返し述べられた意味を除いて」という一文は、「述べられた」（Agata）が過去形であ

る。ここから『長部註』以前の資料を示していると考えられる。具体的には『清浄道論』と

「古資料」などが示されているのであろう。 

ブッダゴーサは、『長部註』において『清浄道論』の取り扱いを、以下のように説明して

いる。 

 

  「以上のように、すべては『清浄道論』で私（ブッダゴーサ）が極めて清浄に説いたか

ら、それゆえにさらに多く、ここ（『長部註』）ではそれを考察しないであろう613」（DA: 

I. 2） 

 

ここから、『長部註』は『清浄道論』の教説を支持すること、註釈の重複はしないことと

いう註釈の方針が明らかである614。 

                                                   

ThapitA sIhaLabhAsAya, dīpavAsInamatthAya. 

apanetvAna tatohaM, sIhaLabhAsaM manoramaM bhAsaM,  

tantinayAnucchavikaM, Aropento vigatadosaM.  

samayaM avilomento, therAnaM theravaMsapadIpAnaM,  

sunipuNavinicchayAnaM, mahAvihAre nivAsInaM.  

hitvA punappunAgatamatthaM, atthaM pakAsayissAmi,  

sujanassa ca tuTThatthaM, ciraTThitatthaJca dhammassa. 
613 iti pana sabbaM yasmA, Visuddhimagge mayA suparisuddhaM, 

vuttaM tasmA bhiyyo, na taM idha vicArayissAmi. 
 

 ここで、この「考察しないであろう」を『長部復註』では、以下のように説明している。 

 

  yaM atthavaNNanaM kattukAmo, tassA mahattaM pariharituM, “sIlakathA”tiAdi vuttaM. tenevAha, 

“na taM idha vicārayissAmI”ti. 

「意味の註釈を行なおうと望むならば、それの膨大さを回避するために、『戒の話』云々

（『清浄道論』の内容）と説かれた。それゆえに『ここではそれを考察しないであろう』

と言った」（DAT: I. 17［21］） 

 
na vicArayissAmi, punaruttibhAvatoti adhippAyo. 

「同音の反復であることから、考察しないであろうという意趣である」（DAT: I. 18［22］） 
614 馬場紀寿［2008: 16-19］は、①作者であることの自称、②註釈対象の同一性、③教説の

全面的支持と反復の回避、という三点から判断して、「四部註は、『清浄道論』と教理的に一

貫した作品群を形成しているのである」と述べている。 

 森祖道［1984: 94-95, 100］は、『長部註』が『清浄道論』を引用している回数は 73 回に

及ぶと指摘している。 

以上のことから判断すると、註釈の重複を回避しようとする立場は明らかである。 
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この「くり返し述べられた意味を除いて」という用例からは、上述したように『清浄道論』

における註釈の方針の一つが「古資料の整理」であったことを考慮すると、「古資料」が「意

味がくり返し述べられていたもの」であったという推測が成りたつ。『長部註』では、『清浄

道論』で説かれた意味をくり返さないとする註釈の方針は、ブッダゴーサが註釈の重複をナ

ンセンスとして理解していたと考えることができよう。 

『長部註』以前に編纂された『律註』615にも、註釈の重複を回避する方針が以下のように

述べられている。 

 

  「あらゆる以前に説かれたという、そのすべてのものを回避して（vajjetvA）、以前にな

いものを後々に私たちは註釈していこう（vaNNayissAma）。もし、それぞれの説かれた仕

方のものであるという、そのことを再び註釈していくならば、いつ、註釈（vaNNanA）

の終わりに至るのであろうか。それゆえに、それぞれの以前に説かれたという、そのす

べてのことをよく観察して、それぞれについての意味（attha）と構成（yojanA）が知ら

れるべきである。以前になく（apubba）、どうしても不明瞭な意味（anuttAnattha）であ

るという、そのすべてのものを私たちは註釈していこう616」（Vin-pajaA: I. 258［VA: I. 

298］） 

 

ここでも註釈の重複がナンセンスであるという方針は同様である。以前にない語句と不

明瞭な意味の語句とに註釈していくことに、その註釈の意義が見出されている。 

以上を総括すると、「くり返し述べられた意味を除いてから、意味を明らかにしよう」と

いうブッダゴーサの註釈の方針は、（1）「古資料の整理」（古資料を蒐集して整理すること）、

（2）『長部註』は『清浄道論』の教説を支持し、註釈の重複を回避するという二点にまとめ

られる。 

ブッダゴーサが『長部註』で『長部』の意味を明らかにするために註釈していく目的は、

註釈の重複が大寺派の長老や善き人々の満足のために、法の久住のために役立たず、必要な

かったと判断したことからである。 

 

 

                                                   

一例を『長部註』「梵網経註」に求めると、古聖たち（porANA）が説いた世尊の語義に関す

る偈を提示したのち、以下のように記して重複を回避している。 

 

  imissA gAthAya vasenassa padassa vitthAra-attho veditabbo. so ca Visuddhimagge 

BuddhAnussatiniddese vuttoyeva. 

「この偈によって、その語句の詳細な意味が知られるべきである。それは『清浄道論』

「仏の随念の説明」において説かれた」（DA: I. 35［34］） 
615 森祖道［1984: 486-488, 528-529］によると、『律註』は 429-430 年にかけて編纂された

としている。v. Hinüber, O［1996: §209］は、以下のように述べて、『律註』がブッダゴー

サの真作であるかどうかに疑義を提示している。 

 

  「著者の名前はここ（サマンタパーサーディカー）でも、『善見律毘婆沙』でも見いだ

されない。その結果、Finot［1924: 83］は、サンガバドラ（僧伽跋陀羅）が 489 年に

それ（善見律毘婆沙）を翻訳したときには、『サマンタパーサーディカー』がまだ匿名

のテキストであったという、魅力的な選択肢を提唱している。我々が名前について見る

ことができる限り、ブッダゴーサは『ヴァジラブッディ』（律のティーカー文献）によ

って初めて『サマンタパーサーディカー』と結びつけられるのである」 
616 yaM yaM pubbe vuttaM, taM taM sabbaM vajjetvA uparUpari apubbameva vaNNayissAma. yadi hi 

yaM yaM vuttanayaM, taM taM punapi vaNNayissAma, kadA vaNNanAya antaM gamissAma. tasmA yaM 

yaM pubbe vuttaM, taM taM sabbaM sAdhukaM upasallakkhetvA tattha tattha attho ca yojanA ca 

veditabbA. apubbaM pana yaMkiJci anuttAnatthaM, taM sabbaM mayameva vaNNayissAma. 
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3. 4. 1. 3. 『長部註』の経註における註釈の方針 

 

 『長部註』では、基本的に各経に対して註釈していくことを、経註の冒頭において述べて

いる。そこでは、三種類の註釈の方針が述べられている。「基本的に」と述べたのは、『長部

註』「梵網経註」を除く 33 経註の冒頭において、これらの註釈の方針が記されているからで

ある。以下のような内容である。 

   

  「このように私は聞いた……サーヴァッティに近いとは、「スバ経」である。それ（ス

バ経）について、この①不明瞭な語句に対する註釈（anuttAnapadavaNNanA）がある617」

（DA: I. 317［384］） 

 

  「このように私は聞いたとは、「大般涅槃経」である。それ（大般涅槃経）について、

この②順次の語句に対する註釈（anupubbapadavaNNanA）がある618」（DA: II. 106［516］） 

 

「このように、私は聞いた……ラージャガハに近いとは、「沙門果経」である。それ（沙

門果経）について、この③以前にない語句に対する註釈（apubbapadavaNNanA）がある619」

（DA: I. 122［132］） 

 

ここで新たに示された註釈の方針は、③「以前にない語句に対する註釈」

（apubbapadavaNNanA）となる。③の方針は、以前にない語句に対して註釈していくという方

針である。上記した『清浄道論』における註釈の方針の適用範囲は、その引用文の範囲に限

られている。ここから判断すると、これらの①②③の方針は、1 註に対して 1 経が註釈の方

針の適用範囲となるであろう。 

例外となる『長部註』「梵網経註」では、Beの 1~7 節で註釈の方針は述べられていない。

『長部』「梵網経」における「小戒」（Beの 8 節）には、「比丘たちよ、以上のように」（DN: 

I. 4）という伝承がある。『長部註』「梵網経註」では、その伝承を註釈しているなかに、以

下のような解説がある。 

 

「これがこの場合のその意趣（adhippAya）であり、意味の註釈（atthavaNNanA）である。

この後、私たちは以前にない語句だけを註釈していこう（apubbapadameva vaNNayissAma）。 

偸盗を捨ててというこのうち、与えられていないものを取ることが偸盗である620」（DA: 

I. 70［71］） 

 

厳密に言えば、③の方針の字面と合致しない。しかしながら、内容から判断して③の方針

に当てはまるものと判断した。この用例からわかることは、「私たちは註釈していこう」と

いう未来形である。この Beの 8 節から、まさしく③の方針が適用されたことになる。この

用例は、①②③のすべてに当てはまるであろう。この Beの 8 節の用例を（1a）とし、8 節

以降に③の方針が適用されたと考える。 

 『長部』「梵網経」における「中戒」（Beの 11 節）では、「たとえば、ある尊い」（DN: I. 

6［5］）という伝承がある。『長部註』「梵網経註」では、その伝承を註釈しているなかに、

「今や中戒を詳細にしながら、『たとえば、ある尊い』云々と言った。それについて、これ

は不明瞭な語句に対する註釈である621」（DA: I. 79［81］）という説明がある。この Beの 11

                                                   

617 evaM me sutaM pe sAvatthiyanti subhasuttaM. tatrAyaM anuttAnapadavaNNanA. 

618 evaM me sutanti mahAparinibbAnasuttaM. tatrAyamanupubbapadavaNNanA. 

619 evaM me sutaM pe rAjagaheti sAmaJJaphalasuttaM. tatrAyaM apubbapadavaNNanA. 
620 ayamettha sAdhippAyA atthavaNNanA. ito paraM pana apubbapadameva vaNNayissAma. 

AdinnAdAnaM pahAyAti ettha adinnassa AdAnaM adinnAdAnaM. 
621  idAni majjhimasIlaM vitthArento, “ yathA vA paneke bhonto ” tiAdimAha. tatrAyaM 
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節から、①の方針が適用されたことになる。この用例を（1b）とする。 

 ここで、『長部註』の経註における（冒頭での）、これらの①②③の方針の適用状況を示す

と、以下のようになる。（ ）内の数字は、『長部註』の経註の順番を示した数字である。 

 

①……(1b), (10), (12), (13), (15), (18), (19), (21), (26)~(31)  

②……(16) 

③……(1a)～(9), (11), (14), (17), (20), (22)~(25), (32)~(34) 
 

『長部註』の 34 経註のすべてに、これらの①②③の方針が見られる。これらの①②③の

方針について、An, Y［2003］、Masefield, P［2008, 2009］、村上真完, 及川真介［2013, 2014, 

2015］などを参照したが、とくに注目されてはいないようである。①「不明瞭な語句に対す

る註釈」の方針については、『長部復註』「転輪王経復註」が以下のように解説している。 

 

  「明瞭は明らかなもの（pAkaTa）と説かれる。その反対として明瞭でない、明らかでな

い（apAkaTa）、覆われた、満ちていない、知られ難い（duviJJeyya）ということである。

明瞭でないもろもろの語句に対する註釈が、②明瞭でない語句に対する註釈である。明

瞭な語句に対する註釈の目的（payojana）がないから、明瞭でないという表現がある622」

（DAT: III. 24［30］） 

 

この解説からわかることは、意味が不明瞭であると判断したならば、註釈していくという

方針である。また明瞭な語句への註釈には目的がない、ナンセンスであるということも表明

されている。 

②「順次の語句に対する註釈」の方針については、Reによる異読情報（DA: II. 106［516］, 

シンハラ系写本）によると、“apubbapadavaNNanA”、すなわち③の読みがあると明記されてい

る。『戒蘊篇新復註』（sIlakkhandhavagga-abhinavaTIkA）623では、 

 

  「そのうち、順次の語句に対する註釈とは、順次に（anukkamena）語句を註釈すること、

それぞれの語句に対して順次に註釈することと説かれる。以前に説かれた、あるいは明

瞭な語句を除いて註釈することも、『順次の語句に対する註釈』と説かれる。このよう

にして、『以前にない語句に対する註釈』という読みもあり（paThanti）、以前に註釈され

ていない語句に対する註釈（pubbe avaNNitapadavaNNanA）という意味である624」（SIlakAT: 

II. 1） 

 

と解説されている。ここから②の方針と③の方針とが混同されていた状況が垣間見える。お

そらくは、「書承」されていった過程で両者に書き違えや読み違えが起こり、混同されたの

であろう。②③の方針が同義であった可能性も考慮すべきであろう。②の方針は、語句の順

番どおりに註釈していく、いわば逐語的註釈という方針になる。 

③「以前にない語句に対する註釈」の方針については、『長部復註』「アンバッタ経復註」

が以下のように説明している。 

                                                   
anuttAnapadavaNNanA. 

622  uttAnaM vuccati pAkaTaM, tappaTikkhepena anuttAnaM apAkaTaM, paTicchannaM, apacuraM, 

duviJJeyyaJca. anuttAnAnaM padAnaM vaNNanA anuttAnapadavaNNanA. uttAnapadavaNNanAya 

payojanAbhAvato anuttAnaggahaNaM. 

623 Tsai, C［2002: (243)］によると、18 世紀末のミャンマーで智種（JANAbhivaMsa）によ

って編纂された「戒蘊篇」（sIlakkhadhavagga）への新しい復註（abhinavatIkA）である。 
624  tattha anupubbapadavaNNanAti anukkamena padavaNNanA, padaM padaM pati anukkamena 

vaNNanAti vuttaM hoti. pubbe vuttaJhi, uttAnaM vA padamaJJatra vaNNanApi, “anupubbapadavaNNanA” 

tveva vuccati. evaJca katvA, “apubbapadavaNNanA”tipi paThanti, pubbe avaNNitapadavaNNanAti attho. 
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  「以前にない語句に対する註釈とは、意味の註解（atthasaMvaNNanA）によって先に捉え

ていない（aggahita）状態から、新しい（apubba）語句に対する註釈、意味の解釈

（atthavibhajanA）である。なぜなら、『くり返し述べられた意味を除いてから』と説か

れたからである625」（DAT: I. 286［372］） 

 

この説明によれば、上記した『長部註』の序文の偈を引用して、註釈の重複を回避するこ

とを明記している。これは、新しい語句に註釈していくという方針であることが判明する。

註釈の重複を回避するという方針は、①の方針と完全に一致している。 

 これらの①②③の方針は、『長部註』の 34 経註のすべてにおいて確認でき、原則として 1

註に対して 1 経が註釈の方針の適用範囲となる。これらの方針の内容は、『長部』の 34 経

における①不明瞭な語句、②順次に出てきた語句、③以前にない語句に対して、パーリ三蔵

の引用と「古資料の整理」をとおして釈していくというものである。 
 

 

3. 4. 1. 4. 他の経註における註釈の方針 

 

 『清浄道論』と『長部註』とを除き、ブッダゴーサが他に編纂した『中部註』『相応部註』

『増支部註』の経註において、三種類の註釈の方針はどのように使用されているのか。 

『中部註』の本文中において①の方針が記されているのは、第九「正見経註」（MA: I. 210

［206］）である。 

『中部註』の冒頭において②の方針が記されているのは、第十一「小獅子吼経註」（MA: 

I. 306［302］）626である。 

 『中部註』の冒頭において③の方針が記されているのは、第二「一切漏経註」（MA: I. 61

［59］）、第三「法相続経註」（MA: I. 91［87］）627、第四「恐怖経註」（MA: I. 113［109］）

である。本文中おいて③の方針が記されているのは、第一「根本法門経註」である。これに

よれば、「ここで以前にない語句に対する註釈をし、語句の構成（pada-yojanA）によって私

たちは意味の結論（atthanigamana）をしていこう628」（MA: I. 56［53］）と説かれている。 

『中部註』では、第五「無垢経註」の冒頭と第九「正見経註」の本文中において、これら

の①③の方針が混同されている用例を確認することができる。以下のような内容である。 

                                                   
625 apubbapadavaNNanAti atthasaMvaNNanAvasena heTThA aggahitatAya apubbassa padassa vaNNanA 

atthavibhajanA. “hitvA punappunAgatamatthan”ti hi vuttaM. 
626 『長部註』で見られた用例とは異なり、以下のように冒頭で記している。 

 

evaM me sutanti cULasIhanAdasuttaM. yasmA panassa atthuppattiko nikkhepo, tasmA taM 

dassetvA cassa anupubbapadavaNNanaM karissAma. 

「このようにわたしは聞いたとは、「小獅子吼経」である。それ（小獅子吼経）の意義

を生起する配置であるから、それゆえにそのこと（意義を生起する配置）を示して、私

たちはそれ（小獅子吼経）の以前にない語句に対する註釈をしていこう」（MA: I. 306

［302］） 
627 『長部註』で見られた用例とは異なり、以下のように冒頭で記している。 

 

evaM me sutanti dhammadAyAdasuttaM. yasmA panassa aTThuppattiko nikkhepo, tasmA taM 

dassetvA vassa apubbapadavaNNanaM karissAma. 

「このようにわたしは聞いたとは、「法相続経」である。それ（法相続経）の意義を生

起する配置であるから、それゆえにそのこと（意義を生起する配置）を示して、私たち

はそれ（法相続経）の以前にない語句に対する註釈をしていこう」（MA: I. 91［87］） 

628 ettha apubbapadavaNNanaM katvA padayojanAya atthanigamanaM karissAma. 
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  「このように私は聞いた……尊者サーリプッタはとは、「無垢経」（anaGgaNasutta）であ

る。それ（無垢経）について、この明瞭でない語句に対する註釈がある。たとえば、こ

こ（無垢経）でのように、このようにすべての経について〔明瞭でない語句に対する註

釈がある〕。それゆえにこれ以後、私たちはこれ（明瞭でない語句に対する註釈）だけ

を言わず、以前にない語句に対する註釈だけをしていこう629」（MA: I. 141［137］） 
 

  「ここで、この簡略と詳細の教説（saMkhittavitthAradesanA）における考察が明らかにさ

れたという、そのことはすべての章で、ここで説かれた仕方によって知られるべきであ

る。これ以後、私たちは以前になく明瞭でない語句に対する註釈だけ

（apubbAnuttAnapadavaNNanAmatta）をしていこう630」（MA: I. 201［197］） 

 

 ここでは、第五「無垢経註」では、これ以後の経に対して①③の方針を同時にしていくこ

とが明言されている。第九「正見経註」においても、この方針が再び提言されている。①③

の方針に区別がなくなっていった過程が示されている。 

 第六「希望経註」、第七「布経註」、第八「削減経註」、第十「念処経註」と、第十二「大

獅子吼経註」から第百五十二「根修習経註」までの経註（計 145 経註）においては、これら

の三種類の註釈の方針が確認できない。この 145 経に対しては、①③の方針が同時に適用

されていると解釈できよう。 

 ここで、『中部註』の経註における（冒頭での）、これらの①②③の方針の適用状況を示す

と、以下のようになる。（ ）内の数字は、『中部註』の経註の順番を示した数字である。 

 

①……(5)～(152)  

②……(11) 

③……(1)～(152) 
 

 ここから①と③との方針に区別がなくなりつつあることがわかる。第十一「小獅子吼経註」

では、第十一「小獅子吼経」に対して①②③のすべての方針が適用されたことになる。ブッ

ダゴーサは、『中部註』を編纂していった過程において、①②③の方針を厳密に区分する必

要が徐々になくなっていったのではなかろうか。実際のところ、①②③の方針に明確な区別

はつけ難い。基本的には、「順番に新しい不明瞭な語句に対して註釈していく」、つまり、内

容を整理しながら註釈していくという方針で意味が完全に合致しているからである。まさ

しく、これらの方針は総じて「古資料の整理」という内容になる。 

『相応部註』における三種類の註釈の方針は、四ヶ所で見られる。第二「解脱経註」（1・

2）では、 

 

「今や第二経（解脱経）より後、第一〔経〕（度暴流経）で述べられた〔意味〕と明瞭

な意味を除き、あらゆる明瞭でないという、そのこと（意味）を私たちは註釈していこ

う631」（SA: I. 19［20］） 

 

と記載している。ここから『相応部註』の第一「度暴流経註」（1・1）を除いたそれ以外の

経註のすべてに①の方針が適用されたことになる。「奮起経註」（9・2）の本文中のおいても、

                                                   

629 evaM me sutaM pe AyasmA sAriputtoti anaGgaNasuttaM. tatrAyaM anuttAnapadavaNNanA. yathA 

cettha, evaM sabbasuttesu. tasmA ito paraM ettakampi avatvA apubbapadavaNNanaMyeva karissAma. 
630 yA cAyaM idha saMkhittavitthAradesanAsu vicAraNA AvikatA, sA sabbavAresu idha vuttanayeneva 

veditabbA. apubbAnuttAnapadavaNNanAmattameva hi ito paraM karissAma. 
631 idAni dutiyasuttato paTThAya paThamamAgataJca uttAnatthaJca pahAya yaM yaM anuttAnaM, taM 

tadeva vaNNayissAma. 
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この①の方針が確認できる（SA: I. 264［289］）。 

 ②の方針については、『相応部註』「縁起経註」（12・1）の冒頭（SA: II. 1）と「子肉喩経

註」（12・63）の冒頭（SA: II. 93［101］）632において説かれている。 

 ここで、『相応部註』の経註における（冒頭での）、これらの①②③の方針の適用状況を示

すと、以下のようになる。（ ）内の数字は、『相応部註』の経註の順番を示した数字である。 

 

①……(1・2)～(56・131)  

②……(12・1), (12・63) 

③……なし 

 

 ここでは③の方針がなくなっている。①の方針が中心となっている。これらの三種類の註

釈の方針は『増支部註』になると、一切確認することができなくなる。 

 ブッダゴーサ以外の註釈家たちは、これらの三種類の註釈の方針を積極的に用いること

がない。その註釈家たちが編纂したアッタカター文献では、散見される程度である633。それ

らの註釈の方針の用例は、今まで検討してきた用例の内容と異なることがない。まして、『長

部註』のようにおおよそ全体の経註（の冒頭）に記している例は皆無である。ブッダゴーサ

以降の南方上座部大寺派では、この三種類の註釈の方針が厳密に区別され、適用されるとい

う必要が薄れていったのではなかろうか。おそらく註釈の方針としても三種類は混同され

ていき、慣用的な表現にしか過ぎなくなっていったのであろう。 

 

 

3. 4. 1. 5. 註釈の方針と「古資料」との関係 

 

 森祖道［1984: 92-104］は、相互の引用関係から判断して『清浄道論』→『長部註』→『中

部註』→『相応部註』→『増支部註』という順番でアッタカター文献が作成されてきたこと

を解明している。ブッダゴーサは、『長部註』→『中部註』→『相応部註』→『増支部註』

と編纂していくにつれて、三種類の註釈の方針が混同されている。徐々に適用もされなくな

っていった。逆に言うと、『長部註』では、これらの三種類の註釈の方針が、ほとんどその

冒頭で厳密に適用されている。 

                                                   
632 tatiye cattArome, bhikkhave, AhArAtiAdi vuttanayameva. yasmA panassa aTThuppattiko nikkhepo, 

tasmA taM dassetvAvettha anupubbapadavaNNanaM karissAmi. 

「第三（子肉喩経）において、比丘たちよ、これらの四の食があります云々は、説かれた仕

方のものである。それ（子肉喩経）の意義を生起する配置であるから、それゆえにそのこと

（意義を生起する配置）を示して、私はここ（子肉喩経）で順次の語句に対する註釈をして

いこう」（SA: II. 93［101］） 

 

 ここで注目すべきは、上述してきた用例では、「私たちは〔註釈を〕していこう」（karissAma）

という√kR の一人称・複数・未来形で共有の概念を有していた。しかしここでは、「私は〔註

釈を〕していこう」（karissAmi）という一人称・単数・未来形になっている。おそらく、その

共有の概念も薄れていったのであろう。 

633 ①の方針……『経集註』（SnA: II. 4, 157［I. 300, II. 434］）、『如是語註』（ItA. 42［I. 

45］）、『法集論註』（DhsA. 199, 234［155, 189］）など、他多数。 

②の方針……『経集註』（SnA: II. 266［II. 551］）、『本生註』（JA: III. 359［380］）、『律

註』（Vin-pajaA: I. 101, 160, 191, 193, 211, II. 119［VA: I. 129, 193, 226, 

228, 247, III. 532］）など、他多数。 

③の方針……『経集註』（SnA: II. 9［I. 300］）、『無碍解道註』（PTsA: II. 93［493］）、『律

註』（Vin-pajaA: II. 20［415］）、『分別論註』（VibhA. 298, 301, 303［313, 

316, 317］）など、他多数。 
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 その理由は、ブッダゴーサと「古資料」との距離感にあったと考える。つまり、ブッダゴ

ーサが四部註の最初となる『長部註』を編纂した過程では、「古資料」をふんだんに参照し

て編纂する必要があった。そこから①②③の方針が厳密に適用されていた。それが『中部註』

を編纂する過程では、先行資料となった『長部註』を転用することが可能になり、徐々に「古

資料」を参照する必要が薄れていった。このようにして『増支部註』が編纂されていった過

程では、「古資料」を参照する必要がより一層、希薄になっていったのであろう。ブッダゴ

ーサと「古資料」との距離感が離れていった結果であると考える。 

 森祖道［1984: 126-127, 152, 208, 223, 241-242, 274-275, 286］は、「或る人々」の説は

DA が 42 回、MA が 42 回、SA が 21 回、AA が 11 回引用していると述べている。以下、

mahA-aTThakathA は DA に 12 回、MA に 6 回、SA に 5 回、AA に 7 回見られる。単数形の

アッタカターは DA に 3 回、MA に 3 回、SA に 3 回、AA に 2 回見られる。複数形のアッ

タカターは DA に 2 回、AA に 1 回見られる。PorANA（古人達）は DA に 12 回、MA に 18

回、SA に 8 回、AA に 9 回見られる。BhANakA（誦出者）は DA に 8 回、MA に 5 回、SA

に 1 回、AA に 9 回見られる。aTThakathAcariyA は DA に 2 回、MA に 4 回、SA に 5 回、AA

に 2 回見られると指摘している。 

 これらによると、概して『長部註』と「古資料」との関係は深いと言える。後の編纂にな

るにつれて、古資料との関係が離れている傾向を見ることができる。この傾向は、上記した

ブッダゴーサと「古資料」との距離感に起因すると考えるのが妥当であろう。その結果、こ

れらの三種類の註釈の方針は、他の註釈家たちにとっては慣用的な表現にとどまっていっ

たのではなかろうか。 

 これらの三種類の註釈の方針が先行資料である「古資料」に適用されていたならば、「古

資料」の内容が以下のようなものであったと考えられる。 

 「古資料」は、①意味が明瞭な語句に対しても註釈していた。②語句の順番に関係なく註

釈していた。③くり返し註釈していた。このような「未整理の内容」であった「古資料」に

対して、『長部註』では①「不明瞭な語句に対する註釈」、②「順次の語句に対する註釈」、

③「以前にない語句に対する註釈」という三種類の註釈の方針が適用されたと考える。 

 

 

3. 4. 1. 6. 小結 

 

 ブッダゴーサは『清浄道論』を編纂する過程において、南方上座部大寺派の教説と異なる

註釈はしない。「古資料」の内容を整理して註釈していくという方針を立てた。そして、『長

部註』の 34 経註において、①「不明瞭な語句に対する註釈」（anuttAnapadavaNNanA）、②「順

次の語句に対する註釈」（anupubbapadavaNNanA）、③「以前にない語句に対する註釈」

（apubbapadavaNNanA）という三種類の註釈の方針が適用された。 

 しかし、これらの三種類の註釈の方針は、『長部註』→『中部註』→『相応部註』→『増

支部註』と編纂していく過程で混同されていき、厳密に適用されなくなっていった。その理

由は、『清浄道論』→『長部註』→『中部註』→『相応部註』→『増支部註』という自著が

徐々に完成していったことで、そこから註釈の転用が可能となる。ブッダゴーサは自著の完

成にともない、徐々に「古資料」を参照する必要が薄れていったからであると考える。 

 

 

3. 4. 2. 『長部』に対する二様の別な解釈の事例 

 

 ここでは、「古資料」の内容が「未整理の内容」であったことの解明にあたり、その研究

方法を示す。上記したように 1 註に対して 1 経が註釈の方針の適用範囲となるので、まず

はこの視点にもとづく。上記した三種類の註釈の方針は徐々に混同され、同義にもなってい

った。実際のところ、これらすべての註釈の方針の内容は、「古資料の整理」という目的で

完全に一致している。 
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『長部註』の経註は、原則として「逐語的註釈」634の形式となっている。この「逐語的註

釈」とは、原則として経に初出した伝承を一々註釈し、後にくり返し同じ註釈はしないとい

うものである。たとえば、『長部』第一「梵網経」における「このように私は聞いた（evaM 

me sutaM）」（DN: I. 1）という伝承は、『長部註』「梵網経註」（DA: I. 27-32［26-31］）が詳

解し、後の経註でくり返し同じ註釈はしない。『長部』第四「ソーナダンダ経」において、

『長部』内で初出となる「アンガ国を（aGgesu）」という地名の伝承は、『長部註』「ソーナ

ダンダ経註」（DA: I. 249［279］）が詳解し、後の経註でくり返し同じ註釈はしないような

ものである。 

今回取り上げていく事例は、原則として理路整然と註釈されている「逐語的註釈」の例外

とも言うべきものである。『長部註』が『長部』に対して適用したこの理路整然とした「逐

語的註釈」は、①「不明瞭な語句に対する註釈」、②「順次の語句に対する註釈」、③「以前

にない語句に対する註釈」という三種類の註釈の方針が総合的に適用された結果であろう。

もう一つの視点は、『長部』全体に対するこれらの三種類の註釈の方針の総合的な適用とい

うものである。 

ここでは、1 註に対する 1 経の註釈の方針の適用は、「1 註 1 経の原則」と定義する。『長

部』全体の 34 経に対するこれらの三種類の註釈の方針の総合的な適用は、「3 方針の原則」

と定義する。以下、「逐語的註釈」の例外となる事例を取り上げる。 

 

 

3. 4. 2. 1. 事例 1: 「梵網経註」の事例 

 

 『長部』において「如来」（tathAgata）という語句は、多数の経で見られる635。『長部註』

                                                   
634 この逐語的註釈の傾向は、『大智度論』について船山徹［2013: 82］が、 

 

  「中国人はむしろ簡潔な文を好むがゆえに、中国人の性格にあわせて原典に省略を施し

たとする。ちなみに同序の中で僧叡は、序品すなわち現在本の巻一～三十四まではイン

ド語の原典の逐語的な訳を保存し、第二品以下を大幅にカットしたことを明記してい

る」 

 

と述べているように、逐語的に説明や註釈していく傾向は、ブッダゴーサ以前からある共通

の註釈方法である。 

635 各経における「如来」という語句の初出を示すと、第一「梵網経」（DN: I. 3）、第二「沙

門果経」（DN: I. 58［62］）、第三「アンバッタ経」（DN: I. 89［95］）、第四「ソーナダンダ

経」（DN: I. 117［124］）、第五「クータダンタ経」（DN: I. 140［147］）、第六「マハーリ経」

（DN: I. 149［157］）、第七「ジャーリヤ経」（DN: I. 151［159］）、第八「大獅子吼経」（DN: 

I. 162［171］）、第九「ポッタパーダ経」（DN: I. 169［181］）、第十「スバ経」（DN: I. 190

［206］）、第十一「ケーヴァッタ経」（DN: I. 208［214］）、第十二「ローヒッチャ経」（DN: 

I. 218［229］）、第十三「三明経」（DN: I. 233［249］）、第十四「大譬喩経」（DN: II. 7［8］）、

第十六「大般涅槃経」（DN: II. 61［72］）、第十七「マハースダッサナ経」（DN: II. 139［169］）、

第十八「ジャナヴァサバ経」（DN: II. 168［208］）、第十九「マハーゴーヴィンダ経」（DN: 

II. 179［221］）、第二十「大集会経」（DN: II. 204［255］）、第二十一「帝釈天問経」（DN: 

II. 212［265］）、第二十四「パーティカ経」（DN: III. 6［8］）、第二十五「ウドゥンバリカ経」

（DN: III. 36［45］）、第二十七「世起経」（DN: III. 69［84］）、第二十八「歓喜経」（DN: III. 

95［115］）、第二十九「浄信経」（DN: III. 111［134］）、第三十「相経」（DN: III. 119［145］）、
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第一「梵網経註」（Beの 7 節）では、この「如来」を「仏・世尊」の意味で採り、八つの語

義釈から詳説している（DA: I. 59-67［60-68］）636。この『長部註』第一「梵網経註」の該

当部分には、註釈の方針が存在していない。 

 同じ『長部註』第一「梵網経註」（Beの 65 節）では、詭弁論者（amarAvikkhepa-vAdin）が

使用する「タターガタ」（tathAgata）の用例について、「タターガタは生じるのか云々とのう

ち、有情（satta）が『タターガタ』と意趣された637」（DA: I. 108［118］）と説明している。

ここでは、「タターガタ」が「有情」と同義にされている。この同義について森章司［2005: 

(13)］は、 

 

「以上のように無記説の中の「如来」が「衆生」を意味するということはありえない。

無記説は輪廻を解脱した「如来」についての死後の有無を問われたときに無記をもって

答えたのであって、「衆生」の死後は明確にある、衆生は明確に「輪廻」すると説いて

いるわけである」 

 

と指摘し、疑義を示している。この指摘によれば、ブッダゴーサが誤解を記したか、「古資

料」からの転用の結果によるものということになろう。この『長部註』第一「梵網経註」の

該当部分は、①の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部註』第一「梵

網経註」では、『長部』第一「梵網経」内の不明瞭な如来の語句に対して註釈したことにな

る。ここに問題点はない。 

この『長部註』第一「梵網経註」の構造は、『長部』第一「梵網経」における「如来」と

いう語句に対する註釈が二様にされ、別の解釈が記されている。このような構造を、「『長部』

に対する二様の別な解釈」と名づける。 

「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部註』では、この“tathAgata”をめぐる二様

の解釈が混同されていない。しかし後代の『無碍解道註』では、「タターガタとは、有情で

ある。『阿羅漢である（arahan）』と、ある者たち（eke）は〔説く〕638」（PTsA: II. 57［452］）

と説明している。ここから、本来は相反する有情と阿羅漢とが併記されてしまうに至る。 

この問題点については、森章司［2001: (69)-(70)］は、 

 

  「現存している原始仏教文献を見るかぎり、「在家性」と「阿羅漢性」は相反するので、

たとい在家者が阿羅漢果を得ることができたとしても、直ちに出家するか死ぬしかし

なければならない」 

 

と述べている。ここでは、「有情」が「在家性」となり、「阿羅漢」が「阿羅漢性」となる。

これは、「在家阿羅漢」が関連したものであることを指摘している。本来、これらは混同し

                                                   

第三十三「結集経」（DN: III. 182［217］）、第三十四「十増経」（DN: III. 228［273］）に確

認できる。 
636 これらの八つの語義釈は、①そのように来られたから如来（tathA Agatoti tathAgato）、②そ

のように行かれたから如来（ tathA gatoti tathAgato）、③真実の相に来られたから如来

（tathAlakkhaNa Agatoti tathAgato）、④もろもろの真実の法を十分に正等覚されたから如来

（tathadhamme yAthAvato abhisambuddhoti tathAgato）、⑤真実を見られたことによって如来

（tathadassitAya tathAgato）、⑥真実を語られたことによって如来（tathavAditAya tathAgato）、⑦

そのように行なわれたことによって如来（tathAkAritAya tathAgato）、⑧勝利の状態によって如

来（abhibhavanaTThena tathAgato）というものである。 

 これらの語義釈については、南方上座部大寺派における註釈家の tathAgata の語義解釈の

相違とともに詳説している勝本華蓮［2003: 73-86］を参照。 
637 hoti tathAgatotiAdIsu satto “tathAgato”ti adhippeto. 
638 tathAgatoti satto, arahanti eke. 
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ない概念なのである。 

 以上をまとめると、『長部註』における「『長部』に対する二様の別な解釈」が、後代のア

ッタカター文献を混同させた用例となる。 

 

 

3. 4. 2. 2. 事例 2: 「梵網経註」と「沙門果経註」との事例 

 

 『長部』第一「梵網経」（Be の 29 節）では、仏が比丘たちに、ある沙門・バラモンたち

が前辺に関連した思想を主張していると説法している。そのなかで、「沙門」と「バラモン」

とが並列して記された伝承がある。『長部註』第一「梵網経註」も併せて示すと、以下のよ

うになる。 

 

  「比丘たちよ、ある沙門・バラモンたちは、前辺を考え……639」（DN: I. 12） 

 

  「沙門・バラモンたちとは、出家生活（pabbajjA）に到達した状態によって沙門である。

生まれ（jAti）によってバラモンである。あるいは世間で『沙門』と、『バラモン』と、

このように尊敬された者たちである640」（DA: I. 95［102］） 

 

この註釈内容は一般的な解説である。この「沙門」と「バラモン」を並列する伝承は、『長

部』の多くの経で確認できる641。この『長部註』第一「梵網経註」の該当部分は、①の方針

を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部註』第一「梵網経註」では、『長部』

                                                   
639 santi, bhikkhave, eke samaNabrAhmaNA pubbantakappikA…… 
 

 対応する『長阿含経』第二十一「梵動経」は、以下のように述べている。 

 

  諸有沙門・婆羅門、於本劫本見…… 

  「あらゆる沙門や婆羅門は、過去の劫に関する説……」（T1. 89c） 
640  samaNabrAhmaNAti pabbajjUpagatabhAvena samaNA, jAtiyA brAhmaNA. lokena vA samaNAti ca 

brAhmaNAti ca evaM sammatA. 

641 各経における「沙門・バラモン」の並列語の初出を示すと、第一「梵網経」（DN: I. 6［5］）、

第二「沙門果経」（DN: I. 44［47］）、第三「アンバッタ経」（DN: I. 82［87］）、第四「ソー

ナダンダ経」（DN: I. 104［111］）、第五「クータダンタ経」（DN: I. 120［128］）、第六「マ

ハーリ経」（DN: I. 143［150］）、第七「ジャーリヤ経」（DN: I. 151［159］）、第八「大獅子

吼経」（DN: I. 154［162］）、第九「ポッタパーダ経」（DN: I. 168［179］）、第十「スバ経」

（DN: I. 190［206］）、第十一「ケーヴァッタ経」（DN: I. 208［214］）、第十二「ローヒッ

チャ経」（DN: I. 214［224］）、第十三「三明経」（DN: I. 234［250］）、第十四「大譬喩経」

（DN: II. 10［12］）、第十六「大般涅槃経」（DN: II. 90［108］）、第十七「マハースダッサ

ナ経」（DN: II. 151［185］）、第十八「ジャナヴァサバ経」（DN: II. 172［213］）、第二十一

「帝釈天問経」（DN: II. 225［282］）、第二十三「パーヤーシ経」（DN: II. 254［318］）、第

二十四「パーティカ経」（DN: III. 13［16］）、第二十五「ウドゥンバリカ経」（DN: III. 36

［44］）、第二十六「転輪王経」（DN: III. 50［61］）、第二十七「世起経」（DN: III. 69［84］）、

第二十八「歓喜経」（DN: III. 84［103］）、第二十九「浄信経」（DN: III. 111［135］）、第三

十「相経」（DN: III. 123［150］）、第三十一「シンガーラ経」（DN: III. 154［189］）、第三

十三「結集経」（DN: III. 175［207］）、第三十四「十増経」（DN: III. 249［287］）に確認で

きる。 
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第一「梵網経」内の不明瞭な「沙門」と「バラモン」という語句に対して註釈したことにな

る。ここに問題点はない。 

続けて『長部註』第二「沙門果経註」（Beの 150 節）には、「沙門、あるいはバラモンを

とは、悪が静止した状態（samitapApatA）によって沙門である。悪を除いた状態（bAhitapApatA）

によってバラモンである642」（DA: I. 129［141］）という解説がある。ここでは、「沙門」と

「バラモン」とに関する語義釈が述べられている。 

この『長部註』第二「沙門果経註」は、③の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当て

はめると、『長部』第二「沙門果経」内で以前にない「沙門」と「バラモン」という語句に

対して註釈したことになる。ここに問題点はない。 

「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、この「『長部』に対する二様の別な解釈」は、『長

部註』第一「梵網経註」で明瞭になった「沙門」と「バラモン」という語句に対する註釈を、

『長部註』第二「沙門果経註」で再び別の解釈で註釈するという構造になる。後半の註釈で

ある『長部註』第二「沙門果経註」は、『長部註』第一「梵網経註」の直後に註釈がなされ

ている。この第一と第二との間に註釈の記載の間隙はない。第一と第二とが連続している。 

 

 

3. 4. 2. 3. 事例 3: 「梵網経註」と「沙門果経註」との事例 
 

 『長部』第一「梵網経」（Be の 95 節）では、仏が比丘たちに、ある沙門・バラモンたち

が主張する六十二見のうちの五種の現法涅槃論（diTThadhammanibbAna）の二番目について、

以下のように説法している。 

 

  「友よ、この我は諸欲を離れ、もろもろの不善の法を離れ、有尋・有伺の、遠離より生

じた喜・楽のある第一禅（paThama-jhAna）に到達して住む。友よ、これだけで、この我

は最上の現法涅槃を得ている643」（DN: I. 33-34［37］） 

 

 ここでは、ある沙門・バラモンたちが第一禅の内容を現法涅槃の境地とみなしていたこと

が示されている。この後に第二禅、第三禅、第四禅の内容も述べられている。この色界四禅

に関連した伝承は、『長部』の多くの経で確認できる644。 

                                                   
642 samaNaM vā brāhmaNaM vāti samitapāpatāya samaNaM. bāhitapāpatāya brāhmaNaM. 
643 yato kho, bho, ayaM attA vivicceva kAmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaM savicAraM 

vivekajaM pItisukhaM paThamaM jhAnaM upasampajja viharati, ettAvatA kho, bho, ayaM attA 

paramadiTThadhammanibbAnaM patto hoti. 

 

 対応する『長阿含経』第二十一「梵動経」は、以下のように記している。 

 

  如我去欲悪不善法、有覚有観、離生喜楽、入初禅、此名現在泥洹。 

  「我が欲悪で不善の法を離れ、覚と観があり、離れることから喜楽が生じ、初禅に入る

ならば、これを現在の涅槃と名づける」（T1. 93b） 

644 各経における色界四禅の初出を示すと、第二「沙門果経」（DN: I. 69-72［73-76］）、第

三「アンバッタ経」（DN: I. 94［100］）、第四「ソーナダンダ経」（DN: I. 117［124］）、第五

「クータダンタ経」（DN: I. 140［147］）、第六「マハーリ経」（DN: I. 149［157-158］）、第

七「ジャーリヤ経」（DN: I. 151［159-160］）、第八「大獅子吼経」（DN: I. 163［173］）、第

九「ポッタパーダ経」（DN: I. 169-170［182-183］）、第十「スバ経」（DN: I. 195-197［207-

208］）、第十一「ケーヴァッタ経」（DN: I. 208［215］）、第十二「ローヒッチャ経」（DN: I. 

221［232-233］）、第十七「マハースダッサナ経」（DN: II. 152［186］）、第二十二「大念処

経」（DN: II. 250-251［313］）、第二十六「転輪王経」（DN: III. 65［78］）、第二十九「浄信
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 対応する『長部註』第一「梵網経註」では、「『諸欲を離れ』云々とに関する意味は、『清

浄道論』において説かれた645」（DA: I. 112［121］）と説明している。ここでは、色界四禅

の詳説は『清浄道論』を参照すべきとしている。この『長部註』第一「梵網経註」の該当部

分は、①の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部』第一「梵網経」

内の不明瞭な色界四禅に対する註釈の内容は『清浄道論』に譲り、色界四禅の内容が明瞭に

なったという立場である。ここに問題点はない。 

 『長部註』第二「沙門果経註」（Beの 226-233 節）では、この色界四禅について、 

 

  「彼は諸欲を離れ……第一禅に到達して住みます云々とは、近行の定によって心が入定

したならば、上位の殊勝を示すために、安止の定（appanAsamAdhi）によって心が入定し

たならば、その定の区分を示すために説かれたと知られるべきである646」（DA: I. 194

［217］） 

 

という内容を述べている。そして、この後に非常に実践的な内容を示した詳細な註釈が続い

ていく（DA: I. 194-196［217-219］）。この『長部註』第二「沙門果経註」は、③の方針を

適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部』第二「沙門果経」内で以前にない色

界四禅の内容に対して註釈したことになる。ここに問題点はない。 

 「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、この「『長部』に対する二様の別な解釈」は、『長

部註』第一「梵網経註」で明瞭になった「色界四禅」に対する註釈を、『長部註』第二「沙

門果経註」で再び別の解釈で註釈するという構造になる。後半の註釈である『長部註』第二

「沙門果経註」は、『長部註』第一「梵網経註」の直後に註釈がなされている。この第一と

第二との間に註釈の記載の間隙はない。第一と第二とが連続している。 

 

 

3. 4. 2. 4. 事例 4: 「梵網経註」と「大般涅槃経註」との事例 

 

 『長部』第一「梵網経」（Beの 1 節）の冒頭では、仏と大比丘僧団（mahant-bhikkhusaGgha）

が登場し、「あるとき、世尊はラージャガハとナーランダーの間の道路を、五百人の比丘か

らなる大比丘僧団とともに進んでおられた647」（DN: I. 1）と伝えられている。この「大比丘

僧団」という語句は、『長部』の多くの経で確認できる648。 

 対応する『長部註』第一「梵網経註」は、以下のように解説している。 

                                                   

経」（DN: III. 108-109［131-132］）、第三十三「結集経」（DN: III. 185-186, 220-221［222, 

265］）、第三十四「十増経」（DN: III. 254-255［290］）に見られる。 
645 vivicceva kAmehItiAdInamattho Visuddhimagge vutto. 
646 so vivicceva kAmehi pe paThamaM jhAnaM upasampajja viharatItiAdi pana upacArasamAdhinA 

samAhite citte uparivisesadassanatthaM appanAsamAdhinA samAhite citte tassa samAdhino 

pabhedadassanatthaM vuttanti veditabbaM. 

647 ekaM samayaM bhagavA antarA ca rAjagahaM antarA ca nALandaM addhAnamaggappaTipanno hoti 

mahatA bhikkhusaGghena saddhiM paJcamattehi bhikkhusatehi. 

648 各経における大比丘僧団の初出を示すと、第二「沙門果経」（DN: I. 44［47］）、第三「ア

ンバッタ経」（DN: I. 82［87］）、第四「ソーナダンダ経」（DN: I. 104［111］）、第五「クー

タダンタ経」（DN: I. 120［127］）、第十二「ローヒッチャ経」（DN: I. 214［224］）、第十三

「三明経」（DN: I. 222［235］）、第十四「大譬喩経」（DN: II. 39［45］）、第十六「大般涅槃

経」（DN: II. 69［81］）、第二十「大集会経」（DN: II. 203［253］）、第二十三「パーヤーシ

経」（DN: II. 253［316］）、第三十三「結集経」（DN: III. 175［207］）、第三十四「十増経」

（DN: III. 227［272］）に見られる。 
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  「大比丘僧団とともにという大とは、偉大な徳によっても mahatA であり、大きな数に

よっても mahatA である。なぜなら、その比丘僧団は諸徳によっても、少欲（appicchatA）

などの徳をそなえたことから、大である。数によっても五百人の数であるから大である。

比丘たちの僧団が比丘僧団であり、その比丘僧団とともにということである。見解と戒

の共通の集合と名づけられた沙門の会衆とともにという意味である。ともにとは、一緒

にということである649」（DA: I. 36［35］） 

 

この解説は、比丘僧団は数だけでなく、徳によっても偉大であることを示している。この

『長部註』第一「梵網経註」の該当部分には、註釈の方針が存在していない。 

『長部註』第十六「大般涅槃経註」は、以下のように説明している。 

 

  「大比丘僧団とともにとは、ここで比丘たちの数の限定（gaNanapariccheda）はない。ヴ

ェールヴァ村で受を鎮伏して以後、『まもなく、世尊は般涅槃するであろう』と聞き、

それぞれの所からやって来た比丘たちのうち、一人の比丘でさえも出発することがな

かった。それゆえに、僧団は数を超過していた650」（DA: II. 163［572］） 

 

 この説明は、無数という意味での大ということになる。この『長部註』第十六「大般涅槃

経註」は、②の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」を当てはめると、『長部』第十六「大

般涅槃経」内の順次の語句である「大比丘僧団」の内容を註釈したことになる。ここに問題

点はない。 

「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、この「『長部』に対する二様の別な解釈」は、『長

部註』第一「梵網経註」で説かれた「比丘僧団」という語句に対する註釈を、『長部註』第

十六「大般涅槃経註」で再び別の解釈で註釈するという構造になる。後半の註釈である『長

部註』第十六「大般涅槃経註」と、前半の註釈である『長部註』第一「梵網経註」との間に

ある『長部註』第三「アンバッタ経註」を初めとして第十四「大譬喩経註」までに、この『長

部註』第十六「大般涅槃経註」で示された内容の註釈の記載はない。ここから、註釈の記載

に間隙があることがわかる。第一と第十六とが連続していない。この「『長部』に対する二

様の別な解釈」には、註釈を記載する決まった順番が存在していないことになる。 

 

 

3. 4. 2. 5. 事例 5: 「沙門果経註」と「大念処経註」との事例 

 

 『長部』第二「沙門果経」（Beの 242 節）では、仏がアジャータサットゥ王に、さまざま

な沙門の果報があることを説法している。そのなかで他心智（cetopatiyaJANa）の内容として、

他者の「十六心」を知ることが必要であるとして、以下のように示している。 

 

「貪のある心を『貪のある心である』と知ります。あるいは貪を離れた心を……瞋のあ

る心を……瞋を離れた心を……痴のある心を……痴を離れた心を……萎縮した心を…

…散乱した心を……大なる心を……大ならざる心を……有上の心を……無上の心を…

…入定した心を……入定していない心を……解脱した心を……あるいは解脱していな

                                                   
649 mahatA bhikkhusaGghena saddhinti “mahatA”ti guNamahattenapi mahatA, saGkhyAmahattenapi 

mahatA. so hi bhikkhusaGgho guNehipi mahA ahosi, appicchatAdiguNasamannAgatattA. saGkhyAyapi 

mahA, paJcasatasaGkhyattA. bhikkhUnaM saGgho “ bhikkhusaGgho ” , tena bhikkhusaGghena. 

diTThisIlasAmaJJasaGghAtasaGkhAtena samaNagaNenAti attho. saddhinti ekato. 
650  mahatA bhikkhusaGghena saddhinti idha bhikkhUnaM gaNanaparicchedo natthi. VeLuvagAme 

vedanAvikkhambhanato paTThAya hi “na cirena bhagavA parinibbAyissatI”’ti sutvA tato tato Agatesu 

bhikkhUsu ekabhikkhupi pakkanto nAma natthi. tasmA gaNanavItivatto saGgho ahosi. 
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い心を『解脱していない心である』と知ります651」（DN: I. 75［79-80］） 

 

 この後に男性か女性が鏡で顔を見て、ほくろがあるかないかを知るようなものが他心智

であると述べている。ここでは、「ほくろの比喩」が説かれている。この「十六心」に関連

した伝承は、『長部』の多くの経で確認できる652。 

対応する『長部註』第二「沙門果経註」では、この「ほくろの比喩」の内容を簡略に説明

したのちに、「このように他心智のために心を向け、坐った比丘には他者たちの十六種の心

が明瞭になると知られるべきである653」（DA: I. 199［223］）とだけ解説している。この『長

部註』第二「沙門果経註」は、③の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、

『長部註』第二「沙門果経註」では、『長部』第二「沙門果経」内の以前にない「十六心」

の内容に対して註釈したことになる。ここに問題点はない。 

『長部註』第二十二「大念処経註」（Beの 381 節）では、この「十六心」について、 

 

 「そのうち、貪のあるとは、八種の貪をともなったということである。貪を離れたとは、

世間の善と無記（abyAkata）である。この思惟は法の結合ではないから、それゆえに、

ここでは一の語句においても出世間（lokuttara）は得られない。残りの四の不善の心は

前の語句（貪のあるという語句）と後の語句（貪を離れたという語句）に分別しない654」

（DA: II. 366［776］） 

 

という内容を述べている。そして、この後に教理的に詳説された註釈が続いていく（DA: II. 

366-367［776］）。この『長部註』第二十二「大念処経註」は、③の方針を適用する。「1 註

                                                   
651 sarAgaM vA cittaM “sarāgaM cittan”ti pajAnAti, vItarAgaM vA cittaM……sadosaM vA cittaM…

…vItadosaM vA cittaM……samohaM vA cittaM……vItamohaM vA cittaM……saGkhittaM vA cittaM

……vikkhittaM vA cittaM……mahaggataM vA cittaM…… amahaggataM vA cittaM……sauttaraM vA 

cittaM……anuttaraM vA cittaM…… samAhitaM vA cittaM……asamAhitaM vA cittaM……vimuttaM 

vA cittaM…… avimuttaM vA cittaM “avimuttaM cittan”ti pajAnAti. 

 

 対応する『長阿含経』第二十七「沙門果経」の該当部分は省略されているので、『長阿含

経』第二十「阿摩晝経」で補足すると、以下のようになる。 

 

  彼知他心、有欲・無欲、有垢・無垢、有癡・無癡、広心・狭心、小心・大心、定心・乱

心、縛心・解心、上心・下心、至無上心、皆悉知之。 

  「彼は他者の心を知っています。欲があるかないか、汚れがあるかないか、無知がある

かないか、心が広いか狭いか、心が小さいか大きいか、心が安定しているか乱れている

か、心が縛られているか解放されているか、心が勝れているか劣っているか、無上の心

であるかに至るまで、すべてのこのことを知っています」（T1. 86a） 

652 各経における十六心の初出を示すと、第三「アンバッタ経」（DN: I. 94［100］）、第四「ソ

ーナダンダ経」（DN: I. 117［124］）、第五「クータダンタ経」（DN: I. 140［147］）、第六「マ

ハーリ経」（DN: I. 150［158］）、第七「ジャーリヤ経」（DN: I. 152［160］）、第八「大獅子

吼経」（DN: I. 163［174］）、第十「スバ経」（DN: I. 200-201［209］）、第十一「ケーヴァッ

タ経」（DN: I. 208［215］）、第十二「ローヒッチャ経」（DN: I. 221［233］）、第二十二「大

念処経」（DN: II. 237［299］）、第三十四「十増経」（DN: III. 240［281］）に見られる。 
653 evaM cetopariyaJANAya cittaM abhinIharitvA nisinnassa bhikkhuno paresaM soLasavidhaM cittaM 

pAkaTaM hotIti veditabbaM. 
654 tattha sarAganti aTThavidhalobhasahagataM. vItarAganti lokiyakusalAbyAkataM. idaM pana yasmA 

sammasanaM na dhammasamodhAnaM tasmA idha ekapadepi lokuttaraM na labbhati. sesAni cattAri 

akusalacittAni neva purimapadaM na pacchimapadaM bhajanti. 
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1 経の原則」に当てはめると、『長部』第二十二「大念処経」内で以前にない「十六心」の

内容に対して註釈したことになる。ここに問題点はない。 

「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、この「『長部』に対する二様の別な解釈」は、『長

部註』第二「沙門果経註」で説かれた「十六心」という語句に対する註釈を、『長部註』第

二十二「大念処経註」で再び別の解釈で註釈するという構造になる。後半の註釈である『長

部註』第二十二「大念処経註」と、前半の註釈である『長部註』第二「沙門果経註」との間

にある『長部註』第三「アンバッタ経註」を初めとして第十二「ローヒッチャ経註」までに、

この『長部註』第二十二「大念処経註」で示された内容の註釈の記載はない。ここから、註

釈の記載に間隙があることがわかる。第二と第二十二とが連続していない。この「『長部』

に対する二様の別な解釈」には、註釈を記載する決まった順番が存在していないことになる。 

 

 

3. 4. 2. 6. 事例 6: 「アンバッタ経註」と「大譬喩経註」との事例 

 

 『長部』第三「アンバッタ経」（Beの 298 節）では、仏がポッカラサーティ・バラモンの

ための「次第説法」（anupubbI-kathA）を以下のように説いている。 

 

  「一方に坐ったポッカラサーティ・バラモンに、世尊は次第説法を語られました。すな

わち布施の話、戒の話、生天の話、諸欲の危難、卑劣、汚れ、出離における功徳を説明

されました。世尊は従順な心、柔軟な心、蓋を離れた心、歓喜した心、浄心になったこ

とをお知りになりました。そこで諸仏の最勝の説法（dhammadesanA）という、その苦

（dukkha）、集（samudaya）、滅（nirodha）、道（magga）を説明されました655」（DN: I. 

102［109-110］） 

 

 この「次第説法」に関連した伝承は、『長部』第五「クータダンタ経」（DN: I. 141［148］）、

第十四「大譬喩経」（DN: II. 35, 37, 38［41, 43, 44］）に確認できる。 

対応する『長部註』第三「アンバッタ経註」では、この伝承を以下のように解説している。 

 

  「次第説法をとは、次第の話（anupaTipATikathA）をということである。次第説法とは、

布施（dAna）の直後に戒（sIla）、戒の直後に天（sagga）、天の直後に道というこれらの

意味を説明する話である。それゆえに『すなわち、布施の話』云々と言った。卑劣とは、

加害、劣悪な状態である。最勝のものとは、自分で称揚するもの、自分で上げ、取った

                                                   
655 ekamantaM nisinnassa kho brAhmaNassa PokkharasAtissa bhagavA anupubbiM kathaM kathesi, 

seyyathidaM, dAnakathaM sIlakathaM saggakathaM kAmAnaM AdInavaM okAraM saMkilesaM 

nekkhamme AnisaMsaM pakAsesi. yadA bhagavA aJJAsi kallacitte muducitte vinIvaraNacitte 

udaggacitte pasannacitte, atha yA buddhAnaM sAmukkaMsikA dhammadesanA, taM pakAsesi dukkhaM 

samudayaM nirodhaM maggaM.  

 

対応する『長阿含経』第二十「阿摩晝経」は、以下のように説いている。 

 

世尊即為婆羅門説法、示教利喜。施論・戒論・生天之論、欲為穢汙、上漏為患、出離為

上演布清浄。爾時世尊知婆羅門心已調柔、清浄無垢、堪受道教。如諸仏常法、説苦聖諦・

集聖諦・苦滅聖諦・苦出要諦。 

「世尊は即座に婆羅門のために法を説き、教え示して利益を与え喜ばせました。布施の

論、戒の論、生天の論であり、欲望を穢れとし、上位の漏をわざわいとし、出離を上位

とし、清浄を説き明かしました。そのとき、世尊は婆羅門の心が調えられ、柔軟になり、

清浄で垢がなく、道の教えを受けるのに堪えることを知られた。諸仏の常住の法のよう

に、苦聖諦と集聖諦と苦滅聖諦と苦出要諦を説きました」（T1. 88a） 
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ものである。自存者の智によって見たもの、他者たちと共通しないものという意味であ

る。しかし、それは何か。 

聖諦の教説（ariyasaccadesanA）である。それゆえに『苦、集、滅、道』と言った656」（DA: 

I. 248［277-278］） 
 

 この『長部註』第三「アンバッタ経註」は、③の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に

当てはめると、『長部』第三「アンバッタ経」内の以前にない「次第説法」の内容に対して

註釈したことになる。ここに問題点はない。 

『長部註』第十四「大譬喩経註」（Beの 75 節）では、この「次第説法」について、 

 

  「次第説法をとは、布施の話、布施の直後に戒、戒の直後に天、天の直後に道というこ

のような次第の話を語られました。そのうち、布施の話というこの布施とは、諸安楽の

因縁である。諸成就の根本である。諸受用の依止である。不正に達した者の救護所（tANa）、

避難所（leNa）、行方（gati）、拠り所（parAyaNa）である。この世界・他の世界において、

布施のような依拠（avassayo）、依止（patiTThA）、所縁（ArammaNa）、救護所、避難所、行

方、拠り所はない…… 

残りのものは「アンバッタ経註」で説かれた仕方のものと明瞭な意味のもの（uttānattha）

である657」（DA: II. 62-64［471-473］） 

 

という内容を述べている。そして、この後にも全体に対して詳細な註釈が続いていく（DA: 

II. 62-64［471-473］）。この『長部註』第十四「大譬喩経註」は、③の方針を適用する。「1

註 1 経の原則」に当てはめると、「『長部』第十四「大譬喩経」内で以前にない次第説法の内

容に対して註釈したことになる。ここに問題点はない。 

 「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、この「『長部』に対する二様の別な解釈」は、『長

部註』第三「アンバッタ経註」で説かれた「次第説法」の内容に対する註釈を、『長部註』

第十四「大譬喩経註」で再び別の解釈で註釈するという構造になる。後半の註釈である『長

部註』第十四「大譬喩経註」と、前半の註釈である『長部註』第三「アンバッタ経註」との

間にある『長部註』第五「クータダンタ経註」に、この『長部註』第十四「大譬喩経註」で

示された内容の註釈の記載はない。ここから、註釈の記載に間隙があることがわかる。第三

と第十四とが連続していない。この「『長部』に対する二様の別な解釈」には、註釈を記載

する決まった順番が存在していないことになる。 

しかも、上記の下線部の用例から判断すると、ブッダゴーサは『長部註』第十四「大譬喩

経註」を編纂する過程において、『長部註』第三「アンバッタ経註」に、「次第説法」の内容

に註釈していたことが認知されている。ブッダゴーサは、この「『長部』に対する二様の別

な解釈」に問題がある、不備であると認識してはいないようである。むしろ二様の別な解釈

が肯定されていると言える。 

 

                                                   
656 anupubbiM kathanti anupaTipATikathaM. anupubbikathA nAma dAnAnantaraM sIlaM, sIlAnantaraM 

saggo, saggAnantaraM maggoti etesaM atthAnaM dIpanakathA. Teneva, “seyyathidaM dAnakathan”
tiAdimAha. okAranti avakAraM lAmakabhAvaM. sAmukkaMsikAti sAmaM ukkaMsikA, attanAyeva 

uddharitvA gahitA, sayambhUJANena diTThA, asAdhAraNA aJJesanti attho. kA pana sAti? 

ariyasaccadesanA. tenevAha, “dukkhaM, samudayaM, nirodhaM, maggan”ti. 
657  anupubbiM kathanti dAnakathaM, dAnAnantaraM sIlaM, sIlAnantaraM saggaM, saggAnantaraM 

magganti evaM anupaTipATikathaM kathesi. tattha dAnakathanti idaM dAnaM nAma sukhAnaM nidAnaM, 

sampattInaṃ mUlaM, bhogAnaM patiTThA, visamagatassa tANaM leNaM gati parAyaNaM, 

idhalokaparalokesu dAnasadiso avassayo patiTThA ArammaNaM tANaM leNaM gati parAyaNaM natthi…

… 

sesaM ambaTThasuttavaNNanAyaM vuttanayaJceva uttAnatthaJca. 



217 

 

 

3. 4. 2. 7. 事例 7: 「大般涅槃経註」と「歓喜経註」との事例 

 

 『長部』第十六「大般涅槃経」（Be の 184 節）では、仏が比丘たちに「すなわち四念処、

四正勤、四神足、五根、五力、七覚支、聖八支道です658」（DN: II. 100［120］）という「三

十七菩提分法」（bodhipakkhiya-dhamma）を説法している。この「三十七菩提分法」に関連し

た伝承は、『長部』第二十八「歓喜経」（DN: III. 84［102］）、第二十九「浄信経」（DN: III. 

105［127-128］）で確認できる。 

 対応する『長部註』第十六「大般涅槃経註」では、「四念処」を註釈するかたちで以下の

ように解説している。 

 

  「四念処云々というすべてのことは、世間（lokiya）と出世間（lokuttara）によって語ら

れた。これらの菩提分法の決定は、すべての様相により『清浄道論』「行道の智見の清

浄の説明」において説かれた。ここで残りのもの（四正勤・四神足・五根・五力・七覚

支・聖八支道）は明瞭なもの（uttAna）である、と659」（DA: II. 154［564］） 

 

ここでは、この三十七菩提分法の内容は基本的に『清浄道論』を参照すべきとしている。

『長部註』第十六「大般涅槃経註」は、②の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当ては

めると、『長部』第十六「大般涅槃経」内の順次の語句である「三十七菩提分法」に対する

註釈の内容は『清浄道論』に譲り、「三十七菩提分法」の内容が明瞭になったという立場で

ある。ここに問題点はない。 

 『長部註』第二十八「歓喜経註」（Beの 145 節）では、この三十七菩提分法について、 

 

  「四念処とは、十四種による身随観の念処、九種による受随観の念処、十六種による心

随観の念処、五種による法随観の念処という、このような種々の仕方によって分別し、

止（samatha）・観（vipassanA）・道（magga）によって世間と出世間の混合の四念処が教

示された。ここで果の念処（phalasatipaTThAna）は意趣されていない660」（DA: III. 67［883-

884］） 

 

という内容を述べている。そして、この後にも世間と出世間との区分による分析的な註釈が

続いていく（DA: III. 67-68［883-884］）。この『長部註』第二十八「歓喜経註」は、①の方

針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部』第二十八「歓喜経」内の不明

瞭な「三十七菩提分法」の内容に対して註釈したことになる。ここに問題点はない。 

 「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、この「『長部』に対する二様の別な解釈」は、『長

                                                   
658 seyyathidaM, cattAro satipaTThAnA cattAro sammappadhAnA cattAro iddhipAdA paJcindriyAni paJca 

balAni satta bojjhaGgA ariyo aTThaGgiko maggo. 

 

対応する『長阿含経』第二「遊行経」は、以下のように記載している。 

 

謂四念処・四意断・四神足・四禅・五根・五力・七覚意・賢聖八道。 

「いわゆる四念処、四意断、四神足、四禅、五根、五力、七覚意、賢聖八道です」（T1. 

16c） 
659  cattAro satipaTThAnAtiAdi sabbaM lokiyalokuttaravaseneva kathitaM. etesaM pana 

bodhipakkhiyAnaM dhammAnaM vinicchayo sabbAkArena Visuddhimagge 

PaTipadAJANadassanavisuddhiniddese vutto. sesamettha uttAnamevAti. 
660  cattAro satipaTThAnAti cuddasavidhena kAyAnupassanAsatipaTThAnaM, navavidhena 

vedanAnupassanAsatipaTThAnaM, soLasavidhena cittAnupassanAsatipaTThAnaM, paJcavidhena 

dhammAnupassanAsatipaTThAnanti evaM nAnAnayehi vibhajitvA samathavipassanAmaggavasena 

lokiyalokuttaramissakA cattAro satipaTThAnA desitA. phalasatipaTThAnaM pana idha anadhippetaM. 
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部註』第十六「大般涅槃経註」で説かれた「色界四禅」に対する註釈を、『長部註』第二十

八「歓喜経註」で再び別の解釈で註釈するという構造になる。後半の註釈である『長部註』

第二十八「歓喜経註」は、『長部註』第十六「大般涅槃経註」の直後に註釈がなされている。

この第十六と第二十八との間に註釈の記載の間隙はない。第十六と第二十八とが連続して

いる。 

 

 

3. 4. 2. 8. 事例の分析 

 

 以上、「『長部』に対する二様の別な解釈」について、七つの事例を通して確認してきた。

「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、前半の註釈と後半の註釈との間に、註釈の記載の

間隙がある場合とない場合がある。ここから、ブッダゴーサが註釈を記載するさいに、その

註釈の順番が規則的に、法則的になされていたとは言えない。適宜に註釈がなされている。

しかもブッダゴーサは、後半の註釈を記載していくさいに、前半の註釈が記載されていたこ

とを認知している。いわばブッダゴーサは認知しながら、「『長部』に対する二様の別な解釈」

をしている。上述したように、ブッダゴーサがこの「『長部』に対する二様の別な解釈」を

不備と認知していないので、「『長部』に対する二様の別な解釈」に問題点はなく、むしろ

肯定されている。 

これらの七つの事例は、おおよそ前半の註釈において不明瞭（anuttAna）な語句が明瞭

（uttAna）になり、後半の註釈では、その明瞭になった註釈内容をさらに明瞭にするという

構造であると考えられる。「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、これらの七つの事例は、

①「不明瞭な語句に対する註釈の方針」に相当するであろう。 

 問題は、この「『長部』に対する二様の別な解釈」がブッダゴーサの意図的なものか、「古

資料」から転用した結果によるものかという点である。 

 前者の場合、上述したように、この「『長部』に対する二様の別な解釈」の順番が規則的

に、法則的になされていたとは言えない。なぜ、「『長部』に対する二様の別な解釈」のうち

の後半の註釈の順番がバラバラであるのかという理由が判然としない。この点を解決する

のは後者の理由であろう。ブッダゴーサは、「古資料」が「『長部』に対する二様の別な解釈」

を記載する「未整理の内容」であることを認知していたので、『長部註』において、二様の

別な解釈が可能となる①「不明瞭な語句に対する註釈の方針」を適用した。そのような未整

理の「古資料」の内容が転用された結果、『長部註』において「『長部』に対する二様の別な

解釈」の事例が起こったと考えるのが妥当であろう。 

 

 

3. 4. 2. 9. 小結 

 

 ブッダゴーサが『長部註』において、二様の別な解釈が可能となる①「不明瞭な語句に対

する註釈の方針」を適用した理由は、「古資料」が「『長部』に対する二様の別な解釈」を記

載する「未整理の内容」であることを認知していたからである。このような未整理の「古資

料」の内容が転用された結果、『長部註』において「『長部』に対する二様の別な解釈」の事

例が起こったと考える。 
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3. 4. 3. 『長部』における初出の語句に註釈していない事例 

 

3. 4. 3. 1. 事例 1: 「梵網経註」の事例 

 

 『長部』では、「バラモン」という語句が多くの経で確認できる661。それらのなかでの初

出は、『長部』第一「梵網経」（Beの 11 節）における「たとえば、ある尊い沙門・バラモン

たちは信者が施した食べ物を食べながら……662」（DN: I. 6［5］）という内容である。対応

する『長部註』第一「梵網経註」（Beの 11 節）は、何も説明していない。この該当部分は、

③の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、本来は以前にない語句である「バ

ラモン」の内容を註釈すべきであろう。ここに問題点がある。 

 『長部註』第一「梵網経註」（Beの 29 節）では、この語句を以下のように解説している。

この該当部分は、①の方針を適用する。 

 

  「沙門・バラモンたちとは、出家生活に到達した状態によって沙門である。生まれによ

ってバラモンである。あるいは世間で『沙門』と、『バラモン』と、このように尊敬さ

れた者たちである663」（DA: I. 95［102］） 

 

 「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部』第一「梵網経」内の不明瞭な語句である「バ

ラモン」の内容を註釈したことになる。ここに問題点はない。このように初出の語句に註釈

せず、逐語的に註釈していない事例を、「『長部』における初出の語句に註釈していない事例」

と名づける。 

 『長部復註』第一「梵網経復註」（Beの 11 節）を確認すると、「何らかの出家生活に到達

した者たちが沙門たちである。生まれだけによってバラモンたちである664」（DAT: I. 125

［161］）と解説している。この解説は、『長部註』第一「梵網経註」（Beの 11 節）において

「バラモン」という語句に何も説明されていないことを不備と認識したダンマパーラが『長

部復註』において説明したものであろう。その註釈内容は、『長部註』第一「梵網経註」（Be

                                                   
661 各経におけるバラモンという語句の初出を示すと、第一「梵網経」（DN: I. 6［5］）、第

二「沙門果経」（DN: I. 44［47］）、第三「アンバッタ経」（DN: I. 82［87］）、第四「ソーナ

ダンダ経」（DN: I. 104［111］）、第五「クータダンタ経」（DN: I. 120［127］）、第六「マハ

ーリ経」（DN: I. 143［150］）、第八「大獅子吼経」（DN: I. 154［162］）、第九「ポッタパー

ダ経」（DN: I. 168［179］）、第十「スバ経」（DN: I. 190［206］）、第十二「ローヒッチャ経」

（DN: I. 214［224］）、第十三「三明経」（DN: I. 222［235］）、第十四「大譬喩経」（DN: II. 

2［3］）、第十六「大般涅槃経」（DN: II. 61［72］）、第十七「マハースダッサナ経」（DN: II. 

139［169］）、第十八「ジャナヴァサバ経」（DN: II. 163［202］）、第十九「マハーゴーヴィ

ンダ経」（DN: II. 186［230］）、第二十一「帝釈天問経」（DN: II. 225［282］）、第二十三「パ

ーヤーシ経」（DN: II. 253［317］）、第二十四「パーティカ経」（DN: III. 13［16］）、第二十

五「ウドゥンバリカ経」（DN: III. 36［44］）、第二十六「転輪王経」（DN: III. 50［61］）、第

二十七「世起経」（DN: III. 66［81］）、第二十八「歓喜経」（DN: III. 82［99］）、第二十九

「浄信経」（DN: III. 111［135］）、第三十「相経」（DN: III. 119［145］）、第三十一「シンガ

ーラ経」（DN: III. 154［189］）、第三十二「アーターナーティヤ経註」（DN: III. 159［196］）、

第三十三「結集経」（DN: III. 175［207］）、第三十四「十増経」（DN: III. 249［287］）に見

られる。 
662 yathA vA paneke bhonto samaNabrAhmaNA saddhAdeyyAni bhojanAni bhuJjitvA…… 
663  samaNabrAhmaNAti pabbajjUpagatabhAvena samaNA, jAtiyA brAhmaNA. lokena vA samaNAti ca 

brAhmaNAti ca evaM sammatA. 
664 yaM kiJci pabbajjaM upagatA samaNA. JAtimattena brAhmaNA. 
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の 29 節）の解説とほぼ一致する。 

 このような用例は、ダンマパーラが『長部復註』を編纂した時代になると、この「『長部』

における初出の語句に註釈していない事例」が不備と認識されており、おそらくは『長部註』

でそのような事例が起きている理由が把握されていなかったことを示しているのであろう。 

 

 

3. 4. 3. 2. 事例 2: 「大般涅槃経註」の事例 

 

 『長部』では、「バラモンの大家長」（brAhmaNa-mahAsAlA）という語句が第五「クータダン

タ経」（DN: I. 129［136］）、第十三「三明経」（DN: I. 222［235］）、第十六「大般涅槃経」

（DN: II. 121［146］）に登場する。 

 それらのなかで「バラモンの大家長」という語句は、『長部註』第十六「大般涅槃経註」

において、「バラモンの大家長とは、八十億の財が貯蔵されている。一日の費用として一個

の壷分の貨幣を得る。夕方には一台の車分が入る665」（DA: II. 178［586］）と説明されてい

る。『長部註』第十六「大般涅槃経註」は、②の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当て

はめると、『長部』第十六「大般涅槃経」内の順次の語句である「バラモンの大家長」の内

容を註釈したことになる。ここに問題点はない。 

 「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部註』第五「クータダンタ経註」と第十三

「三明経註」とにおいて「バラモンの大家長」という語句に註釈することがないので、問題

となる。いわば、「逐語的註釈」の方針を逸脱した事例となる。 

 

 

3. 4. 3. 3. 事例 3: 「マハーゴーヴィンダ経註」の事例 

 

 『長部』では、以下のような「四大王」に関連した伝承が第十八「ジャナヴァサバ経」（DN: 

II. 168［207-208］）、第十九「マハーゴーヴィンダ経」（DN: II. 178［220-221］）に登場し

ている。 

 

  「東方にはダタラッタ（dhataraTTha）大王が神々を前にし、西に向って坐っていました。

南方にはヴィルーラカ（VirULhaka）大王が神々を前にし、北に向かって坐っていました。

西方にはヴィルーパッカ（VirUpakkha）大王が神々を前にし、東に向って坐っていまし

た。北方にはヴェッサヴァナ（VessavaNa）大王が神々を前にし、南に向って坐っていま

した666」 

 

 それらのなかで、この「四大王」に関連した伝承を『長部註』第十九「マハーゴーヴィン

ダ経註」が以下のように説明している。 

 

「ダタラッタ云々とのうち、ダタラッタは、ガンダッバ王（gandhabbarAjA）であり、十

万億によるガンダッバの神々に囲まれ、十万億の黄金からなる盾と黄金の剣を持たせ、

東方で西に向かい、二の天界における神々を前にし、坐っていた667」（DA: II. 241［648］） 

                                                   
665  brAhmaNamahAsAlA nAma yesaM asItikoTidhanaM nihitaM hoti, divasaparibbayo eko 

kahApaNakumbho nigacchati, sAyaM ekasakaTaM pavisati. 

666 puratthimAya disAya dhataraTTho mahArAjA pacchimAbhimukho nisinno hoti deve purakkhatvA. 

dakkhiNAya disAya VirULhako mahArAjA uttarAbhimukho nisinno hoti deve purakkhatvA. pacchimAya 

disAya VirUpakkho mahArAjA puratthAbhimukho nisinno hoti deve purakkhatvA. uttarAya disAya 

VessavaNo mahArAjA dakkhiNAbhimukho nisinno hoti deve purakkhatvA. 

667 dhataraTThotiAdIsu dhataraTTho gandhabbarAjA gandhabbadevatAnaM koTisatasahassena parivuto 

koTisatasahassasuvaNNamayAni phalakAni ca suvaNNasattiyo ca gAhApetvA puratthimAya disAya 
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ここでは、さらに続けてヴィルーラカ天王、ヴィルーパッカ天王、ヴェッサヴァナ天王に

ついても解説されている（DA: II. 241［648］）668。『長部註』第十九「マハーゴーヴィンダ

経註」は、①の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部註』第十九「マ

ハーゴーヴィンダ経註」内の不明瞭な語句である「四大王」に関連した内容を註釈したこと

になる。ここに問題点はない。 

 「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部註』第十八「ジャナヴァサバ経註」にお

いて「四大王」に関連した内容を註釈することがないので、問題となる。これも「逐語的註

釈」の方針を逸脱した事例となる。 
 

 

3. 4. 3. 4. 事例 4: 「転輪王経註」の事例 

 

 『長部』では、第二「沙門果経」（DN: I. 56［60］）、第四「ソーナダンダ経」（DN: I. 108

［115］）、第五「クータダンタ経」（DN: I. 124［131］）、第十「スバ経」（DN: I. 190［206］）、

第十四「大譬喩経」（DN: II. 25［29］）、第十九「マハーゴーヴィンダ経」（DN: II. 194［241］）、

第二十六「転輪王経」（DN: III. 49［60］）において、出家者になるときの状況に関して、「髪

と髭（kesamassu）を剃り」という伝承がある。 

 それらのなかで、この伝承を『長部註』第二十六「転輪王経註」が以下のように説明して

いる。 

 

  「髪と髭をとは、苦行者の出家生活（tApasapabbajjA）をして出家しているときも、第一

に髪と髭を剃る。それ以後、生長した髪を結んで行動した。それゆえに『髪と髭を剃り』

と説かれた669」（DA: III. 33［849］） 

 

 『長部註』第二十六「転輪王経註」は、①の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当て

はめると、『長部註』第二十六「転輪王経註」内の不明瞭な語句である「髪と髭に関連した

伝承」の内容を註釈したことになる。ここに問題点はない。 

 「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部註』第二「沙門果経註」、第四「ソーナダ

                                                   
pacchimAbhimukho dvIsu devalokesu devatA purato katvA nisinno. 

668  VirULhako KumbhaNDarAjA KumbhaNDadevatAnaM koTisatasahassena parivuto 

koTisatasahassarajatamayAni phalakAni ca suvaNNasattiyo ca gAhApetvA dakkhiNAya disAya 

uttarAbhimukho dvIsu devalokesu devatA purato katvA nisinno. 

VirUpakkho nAgarAjA nAgAnaM koTisatasahassena parivuto koTisatasahassamaNimayAni 

mahAphalakAni ca suvaNNasattiyo ca gAhApetvA pacchimAya disAya puratthimAbhimukho dvIsu 

devalokesu devatA purato katvA nisinno. 

VessavaNo yakkharAjA yakkhAnaM koTisatasahassena parivuto koTisatasahassapavALamayAni 

mahAphalakAni ca suvaNNasattiyo ca gAhApetvA uttarAya disAya dakkhiNAbhimukho dvIsu devalokesu 

devatA purato katvA nisinnoti veditabbo. 

「ヴィルーラカは、クンバンダ王であり、十万億によるクンバンダの神々に囲まれ、十万億

の銀からなる盾と黄金の剣を持たせ、南方で北に向かい、二の天界における神々を前にし、

坐っていた。 

ヴィルーパッカは、龍王であり、十万億による龍たちに囲まれ、十万億の宝石からなる大盾

と黄金の剣を持たせ、西方で東に向かい、二の天界における神々を前にし、坐っていた。 

ヴェッサヴァナは、夜叉の王であり、十万億による夜叉たちに囲まれ、十万億の珊瑚からな

る大盾と黄金の剣を持たせ、北方で南に向かい、二の天界における神々を前にし、坐ってい

たと知られるべきである」 
669 kesamassunti tApasapabbajjaM pabbajantApi hi paThamaM kesamassuM ohArenti. tato paTThAya 

parULhakese bandhitvA vicaranti. tena vuttaM, “kesamassuM ohAretvA”ti. 



222 

 

ンダ経註」、第五「クータダンタ経註」、第十「スバ経註」、第十四「大譬喩経註」、第十九「マ

ハーゴーヴィンダ経註」において「髪と髭に関連した伝承」の内容を註釈することがないの

で、問題となる。これも「逐語的註釈」の方針を逸脱した事例となる。 

 

 

3. 4. 3. 5. 事例 5: 「歓喜経註」の事例 

 

 『長部』では、第十九「マハーゴーヴィンダ経」（DN: II. 181［225］）、第二十八「歓喜

経」（DN: III. 95［114］）において、一世界に二人の正等覚者が生まれるかという疑問に関

連して、「前後なく」（apubbaM acarimaM）という語句がある。 

 それらのなかで、この「前後なく」という語句を『長部註』第二十八「歓喜経註」が以下

のように詳説している。 

 

「前後なくとは、前でもなく、後でもなく、一緒に生まれることがなくということであ

る。前、あるいは後に生まれると説かれた。そのうち、菩提の座席（bodhipallaGka）に

おいて『菩提を得ないならば、私は立ち上がらない』と、坐った時より後、母胎に結生

（paTisandhi）を取るまでが前でもと知られるべきではない。なぜなら菩薩には、結生を

取ることにおける一万の鉄囲山の震動によって国土の把握がなされたからである。他

の仏（aJJa-buddha）の生起も妨げられた。般涅槃以後、芥子ほどの舎利がとどまる限り、

後でもと知られるべきではない。なぜなら、もろもろの舎利がとどまったとき、諸仏も

とどまったからである。それゆえに、この中間では他の仏の生起も妨げられた。舎利の

般涅槃（dhAtuparinibbAna）が生まれたとき、他の仏の生起は妨げられていない670」（DA: 

III. 81-82［898］） 

 

 ここでは、一世界に二人の仏が同時に生まれないということを説明されている。『長部註』

第二十八「歓喜経註」は、①の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部

註』第二十八「歓喜経註」内の不明瞭な語句である「前後なく」に関連した内容を註釈した

ことになる。ここに問題点はない。 

 「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部註』第十九「マハーゴーヴィンダ経註」

において「前後なく」に関連した語句を註釈することがないので、問題となる。これも「逐

語的註釈」の方針を逸脱した事例となる。 
 

 

3. 4. 3. 6. 事例 6: 「シンガーラ経註」の事例 

 

 『長部』では、第五「クータダンタ経」（DN: I. 139［146］）、第八「大獅子吼経」（DN: I. 

157［166］）、第十四「大譬喩経」（DN: II. 11［13］）、第二十三「パーヤーシ経」（DN: II. 

260［326］）、第二十五「ウドゥンバリカ経」（DN: III. 33［41］）、第三十一「シンガーラ経」

（DN: III. 148［182］）、第三十二「アーターナーティヤ経」（DN: III. 158［195］）、第三十

三「結集経」（DN: III. 196［235］）において、「穀酒」（surA）と「果酒」（meraya）とを並列

した語句がある。 

                                                   
670 apubbaM acarimanti apure apacchA ekato nuppajjanti, pure vA pacchA vA uppajjantIti vuttaM hoti. 

tattha bodhipallaGke “ bodhiṃ apatvA na uTThahissAmI ” ti nisinnakAlato paTThAya yAva 

mAtukucchismiM paTisandhiggahaNaM, tAva pubbeti na veditabbaM. bodhisattassa hi 

paTisandhiggahaNe dasasahassacakkavALakampaneneva khettapariggaho kato. aJJassa buddhassa 

uppattipi nivAritA hoti. parinibbAnato paTThAya ca yAva sAsapamattApi dhAtuyo tiTThanti, tAva pacchAti 

na veditabbaM. dhAtUsu hi ThitAsu buddhApi ThitAva honti. tasmA etthantare aJJassa buddhassa uppatti 

nivAritAva hoti. dhAtuparinibbAne pana jAte aJJassa buddhassa uppatti na nivAritA. 
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 それらのなかで、この「穀酒」と「果酒」とを並列した語句を『長部註』第三十一「シン

ガーラ経註」が以下のように解説している。 

 

「穀酒とは、小麦酒（piTThasurA）、餅酒（pUvasurA）、米酒（odanasurA）、酵母酒

（kiNNapakkhittA）、合酒（sambhArasaMyuttA）という五の穀酒である。果酒とは、花酒

（pupphAsava）、果酒（phalAsava）、蜜酒（madhvAsava）、糖酒（guLAsava）、合酒

（sambhArasaMyutta）という五の酒である671」（DA: III. 127［944］） 

 

 『長部註』第三十一「シンガーラ経註」は、①の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に

当てはめると、『長部註』第三十一「シンガーラ経註」内の不明瞭な語句である「穀酒と果

酒」の内容を註釈したことになる。ここに問題点はない。 

 「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部註』第五「クータダンタ経註」、第八「大

獅子吼経註」、第十四「大譬喩経註」、第二十三「パーヤーシ経註」、第二十五「ウドゥンバ

リカ経註」、第三十二「アーターナーティヤ経註」、第三十三「結集経註」において「穀酒と

果酒」に関連した語句を註釈することがないので、問題となる。これも「逐語的註釈」の方

針を逸脱した事例となる。 
 

 

3. 4. 3. 7. 事例 7: 「結集経註」の事例 

 

 『長部』では、第十六「大般涅槃経」（DN: II. 72［85］）、第三十三「結集経」（DN: III. 

176［208-209］）において、「西の壁の近くに東に向かって、世尊のみを前にして坐った672」

という伝承がある。 

 それらのなかで、この伝承を『長部註』第三十三「結集経註」が「世尊のみを前にしてと

は、世尊を前にして（purato katvA）ということである673」（DA: III. 154［972］）と説明して

いる。『長部註』第三十三「結集経註」は、③の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当て

はめると、『長部註』第三十三「結集経註」内の以前にない語句である「世尊のみを前にし

て」という内容を註釈したことになる。ここに問題点はない。 

 「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部註』第十六「大般涅槃経註」において「世

尊のみを前にして」という内容を註釈することがないので、問題となる。これも「逐語的註

釈」の方針を逸脱した事例となる。 
 

 

3. 4. 3. 8. 事例の分析 

 

 以上、「『長部』における初出の語句に註釈していない事例」について、七つの事例を通し

て確認してきた。「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部』における初出の語句に

註釈せず、後の経註で註釈している。言い換えれば、順番を飛ばして逐語的でない註釈をし

ている。しかもダンマパーラの時代になると、逐語的でない註釈は不備と認知され、補足説

明する対象になっていた。 

 なぜ、初出の語句に註釈されなかったのか。一つ想定できることは、ブッダゴーサが『長

部註』を編纂していたときに見ていた『長部』に、その対象となる伝承がなかった。そこか

ら註釈しようにもされることがなかった。後代になると、その伝承が『長部』に加わったと

いうものである。 

榎本文雄［1988: 100-116］は、第一結集で『長部』の名称は知られているが、それを構

                                                   
671 surAti piTThasurA pUvasurA odanasurA kiNNapakkhittA sambhArasaMyuttAti paJca surA. merayanti 

pupphAsavo phalAsavo madhvAsavo guLAsavo sambhArasaMyuttoti paJca AsavA. 

672 pacchimaM bhittiM nissAya puratthAbhimukho nisIdi bhagavantameva purakkhatvA. 
673 bhagavantaMyeva purakkhatvAti bhagavantaM purato katvA. 
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成している経名は、部分的にアショーカ王の碑文などで知られるだけで、全体像は不明であ

ると指摘している。『長部』と『長阿含』とを構成している経名とその内容とが歴史的史実

として知られるのは、『長部註』の編纂時代（431~434 年頃）と法蔵部の『長阿含』の訳出

年代（412～413 年頃）まで待たなくてはいけない。 

馬場紀寿［2008: 218］は、「ブッダゴーサ作品は、「ブッダの言葉」が増広可能だった時

代の情報と、それが不可能になった時代の情報との両方を含んでいる」と指摘している。そ

うであるならば、ブッダゴーサに至るまでは南方上座部大寺派の三蔵とその内容とが確定

していなかったことになる。ブッダゴーサ以前には三蔵の内容を改変する余地があったと

言えよう。 

 ブッダゴーサ以降に三蔵の内容が変容していたことについては、片山一良［2008: 196, 

222-223, 277-278, 284, 303, 317, 329-330, 343-344］を参照してまとめると、以下のように

なる。 

 

  ・『相応部』は、伝統の諸註釈によれば総計 7762 経。現行の Reは 2854 経、Beは 2889

経。 

・『増支部』は、伝統の諸註釈によれば総計 9557 経。現行の Reは 2308 経や 2363 経、

Beは 7236 経。 

・『自説』は、現行のものは 80 経。ダンマパーラの『自説註』によれば 81 の結論（随

結）、ブッダゴーサの『長部註』によれば 82 経。 

・『如是語』は、現行のものは 112 経。ブッダゴーサの『長部註』によれば 110 経。 

・『天宮事』は、現行の Beは 1289 偈。ダンマパーラの註釈によれば 1500 偈。 

・『長老偈』は、現行の Reは 1279 偈、Beは 1288 偈。ダンマパーラの『長老偈註』に

よれば 1360 偈。 

・『長老尼偈』は、現行の Reは 522 偈、Beは 524 偈。ダンマパーラの『長老偈註』に

よれば 526 偈。 

・『本生』は、現行のものは 547 話。『長部註』などによれば 550 話。 

 

 以上を総合すると、『長部』と『長阿含』とを構成している経名は、5 世紀前半には確定

していた。しかしながら、その経を構成している伝承単位から見てみると、今現存する『長

部』にまで至るその伝承の変遷史は、まったく不明である。この『長部』への新たな伝承の

付加という想定はあり得ることではある。しかし、なぜ、『長部』とその経に新たな伝承が

付加されたのかという問題を解決することはできないであろう。 

 この問題を解決するには、「古資料」からの転用を想定すべきである。「34 経 3 方針の原

則」に当てはめると、これらの七つの事例は、②「順次の語句に対する註釈」の方針に相当

するであろう。ブッダゴーサは、「古資料」が「『長部』における初出の語句に註釈していな

い内容」、もしくは「註釈の順番を飛ばして解説する内容」を記載する「未整理の内容」で

あることを認知していたので、『長部註』において、②「順次の語句に対する註釈」を適用

した。その適用理由は、註釈の順番を整えていくためである。そのような未整理の「古資料」

の内容が転用された結果、『長部註』において「『長部』における初出の語句に註釈していな

い内容」の事例が起こったと考える。もしくは、ブッダゴーサが「古資料」の内容を整理し

ながら転用していった過程で、「『長部』における初出の語句に註釈していない内容」の註釈

が整理しきれず、痕跡となって残ってしまったとも考えられる。 

 いずれにしても、ブッダゴーサが「『長部』における初出の語句に註釈していない内容」

の註釈を起こした理由は、ブッダゴーサの意図的なもの、あるいは『長部』への新たな伝承

の付加であると想定すべきではない。「古資料」からの転用が影響したと考えるのが妥当で

ある。 
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3. 4. 3. 9. 小結 

 

 ブッダゴーサが『長部註』において、②「順次の語句に対する註釈の方針」を適用した理

由は、「古資料」が「『長部』における初出の語句に註釈していない内容」、もしくは「註釈

の順番を飛ばして解説する内容」を記載する「未整理の内容」であることを認知していたか

らである。このような未整理の「古資料」の内容が転用された結果、『長部註』において「『長

部』における初出の語句に註釈していない内容」の事例が起こったと考える。 

 

 

3. 4. 4. 『長部』に対する註釈の重複 

 

3. 4. 4. 1. 事例 1: 「梵網経註」の事例 

 

 『長部』では、「正等覚者」（sammAsambuddha）という語句が多くの経で確認できる674。

それらのなかで初出となる『長部』第一「梵網経」（Be の 3 節）は、以下のように説いて

いる。 

 

「友らよ、不思議なことである。友らよ、珍しいことである。かの知っておられる方、

見ておられる方であり、阿羅漢、正等覚者である世尊は、有情たちの種々の意向の状態

をこれほどまで善く知っておられる675」（DN: I. 2） 

 

 対応する『長部註』「梵網経註」は、以下のように解説している。 

 

  「諸敵が殺されたから、資具などに値するから阿羅漢はということである。正しく

                                                   
674 各経における正等覚者という語句の初出を示すと、第一「梵網経」（DN: I. 2）、第二「沙

門果経」（DN: I. 46［49］）、第三「アンバッタ経」（DN: I. 82［87］）、第四「ソーナダンダ

経」（DN: I. 104［111］）、第五「クータダンタ経」（DN: I. 120［128］）、第六「マハーリ経」

（DN: I. 143［150］）、第七「ジャーリヤ経」（DN: I. 151［159］）、第八「大獅子吼経」（DN: 

I. 162［171］）、第九「ポッタパーダ経」（DN: I. 168［179］）、第十「スバ経」（DN: I. 190

［206］）、第十一「ケーヴァッタ経」（DN: I. 208［214］）、第十二「ローヒッチャ経」（DN: 

I. 214［224］）、第十三「三明経」（DN: I. 222［236］）、第十四「大譬喩経」（DN: II. 2）、

第十六「大般涅槃経」（DN: II. 70［82］）、第十八「ジャナヴァサバ経」（DN: II. 172［213］）、

第十九「マハーゴーヴィンダ経」（DN: II. 181［224］）、第二十「大集会経」（DN: II. 204

［255］）、第二十一「帝釈天問経」（DN: II. 211［263］）、第二十四「パーティカ経」（DN: 

III. 3［5］）、第二十五「ウドゥンバリカ経」（DN: III. 44［53］）、第二十六「転輪王経」（DN: 

III. 63［76］）、第二十七「世起経」（DN: III. 66［81］）、第二十八「歓喜経」（DN: III. 82

［99］）、第二十九「浄信経」（DN: III. 97［118］）、第三十「相経」（DN: III. 117［142］）、

第三十三「結集経」（DN: III. 177［210］）、第三十四「十増経」（DN: III. 232［277］）に見

られる。 
675  acchariyaM, Avuso, abbhutaM, Avuso, yAvaJcidaM tena bhagavatA jAnatA passatA arahatA 

sammAsambuddhena sattAnaM nAnAdhimuttikatA suppaTividitA. 

 

 対応する『長阿含経』「梵動経」は、以下のように記している。 

 

  甚奇甚特。世尊有大神力、威徳具足、尽知衆生志意所趣。 

  「非常に不思議で得難いことです。世尊には偉大な神力があり、おごそかな徳をそなえ、

衆生の心の志向をすべて知っておられるとは」（T1. 88b） 



226 

 

（ sammA）自分で（ sAmaM）すべての法を覚られた（buddha）から正等覚者は

（sammAsambuddhena）ということである。あるいはもろもろの障碍の法を知っておら

れる方はということである。もろもろの出離の法を見ておられる方はということであ

る。煩悩という敵が殺されたから阿羅漢はということである。正しく自分ですべての法

を覚られたから正等覚者はと、このように四の無畏によって、四の様相によって、称賛

したことによって、有情たちの種々の意向の状態、種々の志向の状態が善く覚知されて

おられる、善く知っておられるということである676」（DA: I. 44［43-44］） 

 

 この解説は、「正等覚者」という語句に対する語義釈である。この『長部註』第一「梵網

経註」の該当部分に註釈の方針は存在していない。 

ここでの問題点は、この『長部註』第一「梵網経註」において、「正等覚者」という語句

に対する註釈内容（下線部）が完全に一致している。さらにこの場合、註釈の重複箇所が非

常に近接している。このように註釈の内容が基本的に一致している事例を、「『長部』に対す

る註釈の重複」と名づける。 

「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部註』第一「梵網経註」において「正等覚

者」という語句の註釈が重複しているので、問題となる。 
 

 

3. 4. 4. 2. 事例 2: 「梵網経註」と「大因縁経註」との事例 

 

 『長部』第一「梵網経」（Be の 144 節）では、前辺と後辺とによって六十二見が起こる

根拠は触から老死までの七支縁起が根源であると、仏が説法している（DN: I. 41［45］）677。 

対応する『長部註』第一「梵網経註」では、「生」を註釈するかたちで以下のように説明

している。 

                                                   
676 arInaM hatattA paccayAdInaJca arahattA arahatA. sammA sAmaJca sabbadhammAnaM buddhattA 

sammAsambuddhena. antarAyikadhamme vA jAnatA, niyyAnikadhamme passatA, kilesArInaM hatattA 

arahatA. sammA sAmaJca sabbadhammAnaM buddhattA sammAsambuddhenAti evaM 

catUvesArajjavasena catUhAkArehi thomitena sattAnaM nAnAdhimuttikatA nAnajjhAsayatA suppaTividitA 

yAva ca suTThu paTividitA. 
677  sabbe te chahi phassAyatanehi phussa phussa paTisaMvedenti tesaM vedanApaccayA taNhA, 

taNhApaccayA upAdAnaM, upAdAnapaccayA bhavo, bhavapaccayA jAti, jAtipaccayA jarAmaraNaM 

sokaparidevadukkhadomanassupAyAsA sambhavanti. 

「そのすべての者は六触処によって、つぎつぎと触れてから感受します。それらの受を

縁として愛が生じ、愛を縁として取が生じ、取を縁として有が生じ、有を縁として生が

生じ、生を縁として老・死、愁・悲・苦・憂・悩が生じます」 

 

対応する『長阿含経』「梵動経」は、触・受・愛という三支縁起を中心として、以下のよ

うに記載している。 

 

諸有沙門婆羅門生常論言、世間是常彼因受縁起愛、生愛而不自各知。染著於愛、為愛所

伏。乃至現在泥洹、亦復如是。 

諸有沙門婆羅門、於本劫本見生常論言、世間是常。彼因触縁故、若離触縁而立論者、無

有是処。乃至現在泥洹亦復如是。 

「多くの沙門と婆羅門は常住論を立て、世間は常住であると言う。その人は受を縁とし

て愛を生じ、愛を生じていても自分で気づくことがない。愛にとらわれ、愛に征服され

ている。以下、現世の涅槃説に至るまで同様である。 

多くの沙門と婆羅門は過去の劫に関する説について常住説を立て、世間は常住である

と言う。その人は接触を縁としているから、接触という縁を離れてこれらの説をなすと

いうことはあることがない。以下、現世の涅槃説に至るまで同様である」（T1. 93c） 
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  「なぜなら世尊は、輪転の論（vaTTakathA）を語りながら、『比丘たちよ、前の終辺は無

明によって知られることがありません。比丘たちよ、「これ以前に無明は生じなかった。

そこで後に生じた」と、このように、このことが説かれます。そこで「これを縁として

無明が生じる」と知られます』678、『比丘たちよ、このように無明を先として、前の終

辺は有愛によって知られることがありません……「これを縁として有愛が生じる」と』
679、『比丘たちよ、このように渇愛を先として、前の終辺は有見によって知られること

がありません……「これを縁として有見が生じる」と』と、このように見解を先として

語られたからである。ここでは見解を先として語りながら、受の貪りによって生じてい

るもろもろの見解を語り、受を根本とする縁起（paTiccasamuppAda）を語られる680」（DA: 

I. 115-116［126］） 

 

この説明は、輪転の論について引用文を挙げながら詳述されたものである。この『長部註』

第一「梵網経註」の該当部分は、①の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、

『長部註』第一「梵網経註」内の不明瞭な語句である「輪転の話」の内容を註釈したことに

なる。ここに問題点はない。 

『長部』第十五「大因縁経」（Be の 125 節）は、仏がアーナンダと、受と我との関係に

ついて対話している（DN: II. 58［67-68］）681。対応する『長部註』第十五「大因縁経註」

                                                   
678 引用文の出典は『増支部』（10・61）（AN: III. 346［V. 113］）となる。 
679 引用文の出典は『増支部』（10・62）（AN: III. 348［V. 116］）となる。 
680 bhagavA hi vaTTakathaM kathento, “purimA, bhikkhave, koTi na paJJAyati avijjAya, “ito pubbe 

avijjA nAhosi, atha pacchA samabhavI”ti evaJcetaM, bhikkhave, vuccati, atha ca pana paJJAyati, 

“idappaccayA avijjA”ti evaM avijjAsIsena vA, “purimA, bhikkhave, koTi na paJJAyati bhavataNhAya 

pe “idappaccayA bhavataNhA”ti evaM taNhAsIsena vA, “purimA, bhikkhave, koTi na paJJAyati 

bhavadiTThiyA pe “idappaccayA bhavadiTThI”ti evaM diTThisIsena vA kathesi. idha pana diTThisIsena 

kathento vedanArAgena uppajjamAnA diTThiyo kathetvA vedanAmUlakaM paTiccasamuppAdaM kathesi. 
681 “tatrAnanda, yo so evamAha, “na heva kho me vedanA attA, nopi appaTisaMvedano me attA, attA 

me vediyati, vedanAdhammo hi me attA”ti. so evamassa vacanIyo, vedanA ca hi, Avuso, sabbena 

sabbaM sabbathA sabbaM aparisesA nirujjheyyuM. sabbaso vedanAya asati vedanAnirodhA api nu 

kho tattha “ayamahamasmI”ti siyA”ti?  

“no hetaM, bhante”  

“tasmAtihAnanda, etena petaM nakkhamati, “na heva kho me vedanA attA, nopi appaTisaMvedano 

me attA, attA me vediyati, vedanAdhammo hi me attA”ti samanupassituM” 

「『アーナンダよ、そのうち、彼が「受は私の我ではない。私の我は感受しないもので

はない。私の我は感受する。なぜなら私の我は受の法であるからである」と、このよう

に言ったならば、彼は「友よ、受がすべてによってすべてに、あらゆる方法ですべてに

残りなく滅するならば、完全に受がない場合、受の滅尽からそれについて、『これが私

である』という思いはあるのですか」と、このように言われるべきです』と。 

『尊師よ、これはそうではありません』 

『アーナンダよ、それゆえにここでは、これによって「受は私の我ではない。私の我は

感受しないものではない。私の我は感受する。なぜなら私の我は受の法であるからであ

る」と認めるという、このことはふさわしくありません』」 

 

対応する『長阿含経』「大縁方便経」は、以下のように記述している。 

 

阿難、彼計我者作此説、受非我・我非受、受法是我、当語彼言。一切無受、汝云何言有

受法、汝是受法耶。 

対曰「非是」。 
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は、「尊師よ、これはそうではありません」という伝承を註釈するかたちで以下のように解

説している。 

 

「これだけで何が語られたのか？輪転の論が語られた。なぜなら世尊は、輪転の論を語

りながら、無明を先として語られたからである。あるときには渇愛を先として〔語られ

る〕。あるときには見解を先として〔語られる〕。そのうち、『比丘たちよ、前の終辺は

無明によって知られることがありません。比丘たちよ、「これ以前に無明は生じなかっ

た。そこで後に生じた」と、このように、このことが説かれます。そこで「これを縁と

して無明が生じる」と知られます』と、このように無明を先として語られた。『比丘た

ちよ、前の終辺は有愛によって知られることがありません。比丘たちよ、「これ以前に

有愛は生じなかった。そこで後に生じた」と、このようにこのことが説かれます。そこ

で、「これを縁として有愛が生じる」と知られます』と、このように渇愛を先として語

られた。『比丘たちよ、このように前の終辺は有見によって知られることがありません。

比丘たちよ、「これ以前に有見は生じなかった。そこで後に生じた」、このように、この

ことが説かれます。そこで、「これを縁として有見が生じる」と知られます』と、この

ように見解を先として語られた682」（DA: II. 97［507］） 

 

 上記の『長部註』第一「梵網経註」の内容と比較すると、引用文が中略されずに挙げられ

ている点は相違している。「輪転の論」を示している点は共通している。この『長部註』第

十五「大因縁経註」は、①の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部

註』第十五「大因縁経註」内の不明瞭な語句である「輪転の話」の内容を註釈したことにな

る。ここに問題点はない。 

「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部註』第一「梵網経註」と『長部註』第十

五「大因縁経註」とにおいて「輪転の話」の内容の註釈が重複しているので、問題となる。 

 

 

3. 4. 4. 3. 事例 3: 「梵網経註」と「歓喜経註」との事例 

 

 『長部』第一「梵網経」（Beの 21 節）では、凡夫が如来を称賛しながら語っている。そ

こでは、些細で世間的な戒しか語られていないと如来が断じている。その戒のうちの「大戒」

                                                   

是故阿難、彼計我者言受非我・我非受、受法是我、彼則為非。 

「阿難よ、彼が『我を推量して、受は我ではなく、我は受ではなく、受の法が我である』

と説くならば、彼にこのように語るべきである。『すべてのものに感受がないならば、

あなたはどうして受の法があり、あなたが受の法であるとなりますか』 

『そうではありません』と答えるでしょう。 

阿難よ、それゆえに、『我を推量して、受は我ではなく、我は受ではなく、受の法が我

である』と説くならば、彼は誤りになります」（T1. 61c-62a） 

 
682 ettAvatA kiM kathitaM hoti? vaTTakathA kathitA hoti. bhagavA hi vaTTakathaM kathento katthaci 

avijjAsIsena kathesi, katthaci taNhAsIsena, katthaci diTThisIsena. tattha “purimA, bhikkhave, koṭi 

nappaJJAyati avijjAya, “ito pubbe avijjA nAhosi, atha pacchA samabhavIti. evaJcidaM, bhikkhave, 

vuccati. atha ca pana paJJAyati idappaccayA avijjA”ti evaM avijjAsIsena kathitA. “purimA, bhikkhave, 

koTi nappaJJAyati bhavataNhAya, “ ito pubbe bhavataNhA nAhosi, atha pacchA samabhavI” ti. 

evaJcidaM, bhikkhave, vuccati. atha ca pana paJJAyati idappaccayA bhavataNhA”ti evaM taNhAsIsena 

kathitA. “purimA, bhikkhave, koTi nappaJJAyati bhavadiTThiyA, “ito pubbe bhavadiTThi nAhosi, atha 

pacchA samabhavI”ti, evaJcidaM, bhikkhave, vuccati. atha ca pana paJJAyati idappaccayA bhavadiTThI”
ti evaM diTThisIsena kathitA. idhApi diTThisIseneva kathitA. 
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について説明しているなかに、「手足の判断、前兆（nimitta）、天変地異の判断……683」（DN: 

I. 9）という記載がある。 

この“nimitta”という語句は、『長部』では第二「沙門果経」（DN: I. 63［67］）、第十「ス

バ経」（DN: I. 192［207］）、第十一「ケーヴァッタ経」（DN: I. 211［220］）、第十五「大因

縁経」（DN: II. 53［62］）、第十六「大般涅槃経」（DN: II. 85［100］）、第十八「ジャナヴァ

サバ経」（DN: II. 169［209］）、第十九「マハーゴーヴィンダ経」（DN: II. 182［225］）、第

二十八「歓喜経」（DN: III. 85［103］）、第三十「相経」（DN: III. 123［151］）、第三十三「結

集経」（DN: III. 179［213］）、第三十四「十増経」（DN: III. 232［278］）に確認できる。 

対応する『長部註』第一「梵網経註」では、“nimitta”を註釈するかたちで以下のように

説明している。 

 

  「前兆とは、前兆の学問である。伝え聞くところでは、パンドゥ王（PaNDurAjA）は三つ

の真珠（muttA）を拳（muTThi）の中にして、占い師（nemittika）に『私の手には何があ

りますか』と尋ねた。彼はあちこちを観察した。そのときに家のトカゲが蝿（makkhikA）

を捕まえていたが、解放された（muttA）。彼は『真珠です』と言った。さらに『いくつ

ですか』と尋ねられたとき、三回、雛が鳴いていたので、声を聞き、『三個です』と言

った684」（DA: I. 87［92］） 

 

 この説明は、「解放された」と「真珠」という語義釈である。そして、雛が三回鳴いた声

で、「真珠が三個である」という結論に至ったという前兆や暗示（nimitta）を読みとる学問

の内容を示している。このパンドゥ王は、『本生註』（JA: V. 457［426］）から判断すると、

古代のインドの王となる。この『長部註』第一「梵網経註」の該当部分は、①の方針を適用

する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部註』第一「梵網経註」内の不明瞭な語句

である“nimitta”の内容を註釈したことになる。ここに問題点はない。 

 『長部』第二十八「歓喜経」（Beの 148 節）では、記説を用いて、相（nimitta）によって

相手の意を読みとって予言するという内容が示されている（DN: III. 85［103］）685。対応

                                                   
683 aGgaM nimittaM uppAtaM…… 

 

 対応する『長阿含経』「梵動経」は、以下のとおりである。 

 

  或相手面、或誦天文書。 

  「あるいは手相や人相を占い、あるいは天文に関する書物を読誦する」（T1. 89c） 

684 nimittanti nimittasatthaM. PaNDurAjA kira tisso muttAyo muTThiyaM katvA nemittikaM pucchi, 

“kiM me hatthe”ti? so ito cito ca vilokesi, tasmiJca samaye gharagolikAya makkhikA gayhantI muttA, 

so “muttA”ti āha. puna “katI”ti puTTho kukkuTassa tikkhattuM ravantassa saddaM sutvA, “tisso”
ti Aha. 

685 idha, bhante, ekacco nimittena Adisati, “evampi te mano, itthampi te mano, itipi te cittan”ti. 

so bahuM cepi Adisati, tatheva taM hoti, no aJJathA. 

「尊師よ、ここで、ある者は相によって、『あなたの意は、このようなものである。あ

なたの意は、こうである。あなたの心は、以上のとおりである』と告げます」 

 

 対応する『長阿含経』「自歓喜経」は、以下のように記載している。 

 

  観察者、謂有沙門・婆羅門以想觀察、他心爾趣、此心爾趣。彼心作是想時、或虚或実。 

「観察とは、沙門と婆羅門が想いによって観察し、他者の心はこのようであり、この者

の心はこのようであると考える。彼らが心でこのように思いをめぐらすとき、ある場合

は虚偽であり、ある場合は真実である」（T1. 77c） 
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する『長部註』第二十八「歓喜経註」は、以下のように解説している。 

 

  「相（nimitta）によって告げますとは、来た相によって、行った相によって、とどまっ

た相によって『このことが起こるでしょう』と語る。 

  それについてこの物語がある。ある王は三つの真珠を持ち、司祭（purohita）に『師よ、

私の手の中に何がありますか』と尋ねた。彼はあちこちを観察した。そのときに一匹の

トカゲが『蝿を捕まえよう』と、飛び込んできた。捕まるときに蝿は逃亡した。彼は蝿

より脱した（muttattA）から、『大王よ、真珠（muttA）です』と言った。 

『まずは真珠であるが、真珠はいくつですか』と。 

彼は再び、相を観察した。そこで、近くで雛が三度、声を出した。バラモンは『大王よ、

三個です』と言った686」（DA: III. 70［886］） 

 

 ここで上記の『長部註』第一「梵網経註」の内容と比較すると、王の名前が不明になり、

占い師が司祭になっている。このような相違は、「古資料」の内容に由来し、それが転用さ

れた結果であると考える。「古資料」における伝承過程で、王の名前などが忘れられていっ

たのであろう。上記したように『清浄道論』では、蒐集した「古資料の整理」を通して註釈

の説を決定している。ここから推測すると、現存する『長部註』に見られる註釈の内容は、

このようにもろもろの「古資料」の異なる内容の中からブッダゴーサが決定して記載された

ものであると考えられよう。以下、註釈の重複における相違点には、とくに注目していく。 

 『長部註』第二十八「歓喜経註」は、①の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当ては

めると、『長部註』第一「梵網経註」内の不明瞭な語句である“nimitta”の内容を註釈した

ことになる。ここに問題点はない。 

 「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部註』第一「梵網経註」と『長部註』第二

十八「歓喜経註」とにおいて“nimitta”の内容の註釈が重複しているので、問題となる。前

半の『長部註』第一「梵網経註」と後半の『長部註』第二十八「歓喜経註」との間にある『長

部註』第二「沙門果経註」を初めとして第十九「マハーゴーヴィンダ経註」までに、この『長

部註』第二十八「歓喜経註」で示された内容の註釈の記載はない。ここから、註釈の記載に

間隙があることがわかる。第一と第二十八とが連続していない。この「『長部』に対する註

釈の重複」には、註釈を記載する決まった順番が存在していないことになる。 

 

 

3. 4. 4. 4. 事例 4: 「梵網経註」と「歓喜経註」との事例 

 

 『長部』では、“paNDita”（賢い・賢者）という語句が第一「梵網経」（DN: I. 25［26］）、

第二「沙門果経」（DN: I. 50［54］）、第三「アンバッタ経」（DN: I. 88［93］）、第四「ソー

ナダンダ経」（DN: I. 113［120］）、第八「大獅子吼経」（DN: I. 154［162］）、第十四「大譬

喩経」（DN: II. 31［36］）、第十六「大般涅槃経」（DN: II. 70［83］）、第十七「マハースダ

ッサナ経」（DN: II. 144［177］）、第十九「マハーゴーヴィンダ経」（DN: II. 186［231］）、

第二十「大集会経」（DN: II. 203［254］）、第二十三「パーヤーシ経」（DN: II. 253［317］）、

第二十八「歓喜経」（DN: III. 83［101］）、第三十一「シンガーラ経」（DN: III. 147［182］）

                                                   
686 nimittena AdisatIti Agatanimittena gatanimittena Thitanimittena vA idaM nAma bhavissatIti katheti. 

tatridaM vatthu. eko rAjA tisso muttA gahetvA purohitaM pucchi, “kiM me, Acariya, hatthe”ti? so ito 

cito ca olokesi. tena ca samayena ekA sarabU “makkhikaM gahessAmI”ti pakkhandi, gahaNakAle 

makkhikA palAtA, so makkhikAya muttattA, “muttA mahArAjA”ti Aha. 

muttA tAva hotu, kati muttAti? 

so puna nimittaM olokesi. atha avidUre kukkuTo tikkhattuM saddaM nicchAresi. brAhmaNo “tisso 

mahArAjA”ti Aha. 
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に確認できる。 

 それらのなかで、この語句を『長部註』第一「梵網経註」（Beの 64 節）が「賢く（paNDitA）

とは、聡明をそなえということである687」（DA: I. 108［117］）と解説している。この『長

部註』第一「梵網経註」は、①の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長

部註』第一「梵網経註」内の不明瞭な語句である“paNDita”の内容を註釈したことになる。

ここに問題点はない。 

 『長部註』第二十八「歓喜経註」では、この“paNDita”を註釈するかたちで、「賢く（paNDito）

とは、聡明をそなえということである688」（DA: III. 64［880］）と説明している。 

 『長部註』第二十八「歓喜経註」は、①の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当ては

めると、『長部』第二十八「歓喜経」内の不明瞭な語句である“paNDita”の内容に註釈した

ことになる。ここに問題点はない。 

 「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部註』第一「梵網経註」と『長部註』第二

十八「歓喜経註」とにおいて“paNDita”の内容の註釈が重複しているので、問題となる。前

半の『長部註』第一「梵網経註」と後半の『長部註』第二十八「歓喜経註」との間にある『長

部註』第二「沙門果経註」を初めとして第二十三「パーヤーシ経註」までに、この『長部註』

第二十八「歓喜経註」で示された内容の註釈の記載はない。ここから、註釈の記載に間隙が

あることがわかる。第一と第二十八とが連続していない。この「『長部』に対する註釈の重

複」には、註釈を記載する決まった順番が存在していないことになる。 

 

 

3. 4. 4. 5. 事例 5: 「梵網経註」と「浄信経註」との事例 

 

上述したように、『長部註』第一「梵網経註」（Be の 65 節）では、詭弁論者が使用する

「タターガタ」（tathAgata）の用例について、「タターガタは生じるのか云々とのうち、有情

（satta）が『タターガタ』と意趣された689」（DA: I. 108［118］）と説明されている。ここ

では、「タターガタ」が「有情」と同義にされている。この異教徒たちによる「タターガタ」

の用例は、『長部』では第二「沙門果経」（DN: I. 55［58-59］）、第九「ポッタパーダ経」（DN: 

I. 174-177［188-191］）、第十五「大因縁経」（DN: II. 58［68］）、第二十九「浄信経」（DN: 

III. 112［135-136］）に確認できる。この『長部註』第一「梵網経註」の該当部分は、①の

方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部註』第一「梵網経註」内の不

明瞭な語句である「タターガタ」の内容に註釈したことになる。ここに問題点はない。 

 『長部』第二十九「浄信経」（Be の 189 節）では、仏がチュンダ沙弥に説法した「仏に

よって解答されていない道理」の一項目が、以下のように伝えられている。 

 

  「チュンダよ、外道の遊行者たちが『友らよ、タターガタは死後に生じますか。これだ

けが真実であり、他は虚妄ですか』と、このように言うであろうという、この道理が見

出されます690」（DN: III. 112［135］） 

                                                   
687 paNDitAti paNDiccena samannAgatA. 
688 paNDitoti paNDiccena samannAgato. 
689 hoti tathAgatotiAdIsu satto “tathAgato”ti adhippeto. 

690 ThAnaM kho panetaM, cunda, vijjati yaM aJJatitthiyA paribbAjakA evaM vadeyyuM, “kiM nu kho, 

Avuso, hoti tathAgato paraM maraNA, idameva saccaM moghamaJJan”ti.  

 

対応する『長阿含経』「清浄経」は、以下のように伝えている。 

 

或復有言、如来不終此実余虚。 

「ある者たちはまた、『如来には終わりがない。これが真実であり、他は嘘である』と
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 対応する『長部註』第二十九「浄信経註」では、この「タターガタ」について、「そのう

ち、タターガタとは、有情である691」（DA: III. 99［915］）と註釈している。この『長部註』

第二十九「浄信経註」は、①の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長

部註』第二十九「浄信経註」内の不明瞭な語句である「タターガタ」の内容に註釈したこと

になる。ここに問題点はない。 

 「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部註』第一「梵網経註」と『長部註』第二

十九「浄信経註」とにおいて「タターガタ」の内容の註釈が重複しているので、問題となる。

前半の『長部註』第一「梵網経註」と後半の『長部註』第二十九「浄信経註」との間にある

『長部註』第九「ポッタパーダ経註」と第十五「大因縁経註」に、『長部註』第二十九「浄

信経註」で示された内容の註釈の記載はない。ここから、註釈の記載に間隙があることがわ

かる。第一と第二十九とが連続していない。この「『長部』に対する註釈の重複」には、註

釈を記載する決まった順番が存在していないことになる。 

 

 

3. 4. 4. 6. 事例 6: 「梵網経註」と「結集経註」との事例 

 

 『長部』では、“anta”（辺）という語句が多くの経で確認できる692。それらのなかで、こ

の語句を『長部註』第一「梵網経註」（Be の 29 節）が以下のように引用文を挙げながら解

説している。 

 

  「そのうち、anta というこの語は、腸（anta）、内（abbhantara）、端（mariyAda）、劣悪

（lAmaka）、後の部分（parabhAga）、部分（koTThAsa）について見られる。『腸（anta）に

充満し、胃に充満しています』693云々における anta の語は腸についてである。『世間に

                                                   

言うことがあります」（T1. 75c） 
691 tattha tathAgatoti satto. 

692 各経における“anta”という語句の初出を示すと、第一「梵網経」（DN: I. 12）、第二「沙

門果経」（DN: I. 47［50］）、第三「アンバッタ経」（DN: I. 83［88］）、第四「ソーナダンダ

経」（DN: I. 111［118］）、第五「クータダンタ経」（DN: I. 127［134］）、第六「マハーリ経」

（DN: I. 143［151］）、第七「ジャーリヤ経」（DN: I. 151［159］）、第八「大獅子吼経」（DN: 

I. 153［161］）、第九「ポッタパーダ経」（DN: I. 168［179］）、第十「スバ経」（DN: I. 188

［204］）、第十一「ケーヴァッタ経」（DN: I. 205［211］）、第十二「ローヒッチャ経」（DN: 

I. 215［225］）、第十三「三明経」（DN: I. 223［236］）、第十四「大譬喩経」（DN: II. 14［16］）、

第十五「大因縁経」（DN: II. 47［55］）、第十六「大般涅槃経」（DN: II. 62［73］）、第十七

「マハースダッサナ経」（DN: II. 139［169］）、第十八「ジャナヴァサバ経」（DN: II. 162

［200］）、第十九「マハーゴーヴィンダ経」（DN: II. 178［220］）、第二十「大集会経」（DN: 

II. 203［253］）、第二十一「帝釈天問経」（DN: II. 212［265］）、第二十二「大念処経」（DN: 

II. 212［265］）、第二十三「パーヤーシ経」（DN: II. 255［319］）、第二十四「パーティカ経」

（DN: III. 1［2］）、第二十五「ウドゥンバリカ経」（DN: III. 31［37］）、第二十六「転輪王

経」（DN: III. 48［59］）、第二十八「歓喜経」（DN: III. 82［89］）、第二十九「浄信経」（DN: 

III. 97［118］）、第三十「相経」（DN: III. 117［142］）、第三十二「アーターナーティヤ経註」

（DN: III. 158［194］）、第三十三「結集経」（DN: III. 175［207］）、第三十四「十増経」（DN: 

III. 227［272］）に見られる。 
693 引用文の出典は『経集』（Sn.197［195］）となる。 
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おいて内（anta）に不浄をもち、外を綺麗にしながら、従者に囲まれて、歩きます』694

云々とにおいては内についてである。『腰帯の端（anta）が亡びます』695、『それは野菜

の端（anta）に、あるいは道路の端に、あるいは岩の端に、あるいは水の端に』696云々

においては端についてである。『比丘たちよ、もろもろの生活のうち、すなわち、乞食

という、このことは終わりです（anta）』697云々とにおいては劣悪についてである。『こ

れだけが苦の終わり（anta）です』698云々とにおいては後の部分についてである。なぜ

なら、すべての縁の滅尽は苦の後の部分、終辺であると説かれるからである。『友よ、

有身は一の部分（anta）です』699云々とにおいては部分についてである700」（DA: I. 96

［103］） 

 

 この解説は、引用文を挙げながら“anta”という語句に腸、内、端、劣悪、後の部分、部

分という六つの意味があることを例証したものである。この『長部註』第一「梵網経註」の

該当部分は、①の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部註』第二十

九「浄信経註」内の不明瞭な語句である“anta”の内容に註釈したことになる。ここに問題

点はない。 

                                                   
694 引用文の出典は『相応部』（3・21）（SN: I. 79）となる。対応する『雑阿含経』巻 42（4）

は以下のとおりである。 

 

内懐鄙雑心 外現聖威儀 遊行諸国土 

「内に卑しく乱雑な心をもち、外は素晴らしい威儀をあらわして、もろもろの国土を闊

歩している（T2. 306a） 
695 引用文の出典は『律』「小品」（Vin-c. 277［Vin: II. 136］）となる。 
696 引用文の出典は『中部』「大象跡喩経」（MN: I. 246［188］）となる。対応する『中阿含

経』「象跡喩経」は以下のとおりである。 

 

起已焼村邑城郭山林広野。 

「すでに村里、城郭、山林、広野が焼かれることになった」（T1. 465c） 
697 引用文の出典は『相応部』（22・80）（SN: II. 76［III. 93］）となる。対応する『雑阿含

経』巻 10（17）は以下のとおりである。 

 

出家之人卑下活命。 

「出家の人は、へりくだって生活している」（T2. 72a） 
698 引用文の出典は『相応部』（35・71）（SN: II. 270［IV. 43］）となる。対応する『雑阿含

経』巻 8（29）は以下のとおりである。 

 

  断其根本。 

  「その根本を断絶する」（T2. 52a） 
699 引用文の出典は『増支部』（4・61）（AN: II. 351［III. 401］）となる。対応する『増一

阿含経』巻 43（1）は以下のとおりである。 

 

身者是一邊。 

「身体は一辺である」（T2. 310c） 
700  tattha antoti ayaM saddo anta-abbhantara-mariyAda-lAmaka-parabhAga-koTThAsesu dissati. 

“antapUro udarapUro”tiAdIsu hi ante antasaddo. “caranti loke parivArachannA anto asuddhA bahi 

sobhamAnA”tiAdIsu abbhantare. “kAyabandhanassa anto jIrati”. “sA haritantaM vA panthantaM vA 

selantaM vA udakantaM vA”tiAdIsu mariyAdAyaM. “antamidaM, bhikkhave, jIvikAnaM yadidaM 

piNDolyan”tiAdIsu lAmake. “esevanto dukkhassA”tiAdIsu parabhAge. sabbapaccayasaGkhayo hi 

dukkhassa parabhAgo koTIti vuccati. “sakkAyo kho, Avuso, eko anto”tiAdIsu koTThAse. 
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 『長部註』第三十三「結集経註」（Be の 305 節）では、「三の辺」を註釈するかたちで以

下のように説明している。 

 

「三の辺とは、三の部分である。『腰帯の端が亡びます』云々とについては端が辺であ

る。『これだけが苦の終わりです』云々とにおいては後の部分が辺である。『比丘たちよ、

もろもろの生活のうち、これは終わりです』云々というこの場合、劣悪の状態が辺であ

る。『友よ、有身は第一の辺です701』云々とにおいては部分が辺である702」（DA: III. 174

［991］） 

 

 ここで上記の『長部註』第一「梵網経註」の内容と比較すると、腸と内という意味が欠落

している。これらの意味の順番も相違している。上述したように、このような相違は、「古

資料」の内容に由来し、それが転用された結果であるなのであろう。 

この『長部註』第三十三「結集経註」は、③の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当

てはめると、「『長部』第十四「結集経」内で以前にない“anta”の内容に対して註釈したこ

とになる。ここに問題点はない。 

「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部註』第一「梵網経註」と『長部註』第三

十三「結集経註」とにおいて“anta”の内容の註釈が重複しているので、問題となる。前半

の『長部註』第一「梵網経註」と後半の『長部註』第三十三「結集経註」との間にある『長

部註』第二「沙門果経註」を初めとして第三十二「アーターナーティヤ経註」までに、『長

部註』第三十三「結集経註」で示された内容の註釈の記載はない。ここから、註釈の記載に

間隙があることがわかる。第一と第三十三とが連続していない。この「『長部』に対する註

釈の重複」には、註釈を記載する決まった順番が存在していないことになる。 

 

 

3. 4. 4. 7. 事例 7: 「沙門果経註」と「ソーナダンダ経註」との事例 

 

 『長部』では、「経験を積み（addhagata）、高齢となったお方（vayoanuppatta）」という伝

承が第二「沙門果経」（DN: I. 44［47］）、第四「ソーナダンダ経」（DN: I. 107［114］）、第

五「クータダンタ経」（DN: I. 123［130］）、第十六「大般涅槃経」（DN: II. 85［100］）、第

十九「マハーゴーヴィンダ経」（DN: II. 187［233］）、第二十九「浄信経」（DN: III. 101［123］）

に確認できる。 

 それらのなかで、この伝承を『長部註』第二「沙門果経註」（Beの 151 節）が以下のよう

に説明している。 

 

  「経験を積みとは、長時に達しということである。二、三の王のとりまきを過ごしとい

う意趣である。高齢となったお方とは、後年（pacchimavaya）に達したお方である。こ

の両者のことも、『若者の話は信頼すべきものではない』というこのことに関して説か

れた703」（DA: I. 131［143］） 

 

 この『長部註』第二「沙門果経註」は、③の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当て

                                                   
701 この引用文は、上記の『増支部』（4・61）（AN: II. 351［III. 401］）と『雑阿含経』巻

43（1）のものと全同ではないが、意味としては同一のものであろう。 
702 tayo antAti tayo koTThAsA. “kAyabandhanassa anto jIratI”tiAdIsu hi antoyeva anto. “esevanto 

dukkhassA”tiAdIsu parabhAgo anto. “antamidaM, bhikkhave, jIvikAnan”ti ettha lAmakabhAvo anto. 

“sakkAyo kho, Avuso, paThamo anto”tiAdIsu koTThAso anto. 
703  addhagatoti addhAnaM gato, dve tayo rAjaparivaTTe atItoti adhippAyo. vayoanuppattoti 

pacchimavayaM anuppatto. idaM ubhayampi, “daharassa kathA okappanIyA na hotI”ti etaM sandhAya 

vuttaM. 
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はめると、『長部註』第二「沙門果経註」内の以前にない語句である「経験を積み、高齢と

なったお方」という内容を註釈したことになる。ここに問題点はない。 

『長部註』第四「ソーナダンダ経註」（Beの 303 節）は、以下のように解説している。 

 

  「経験を積みとは、長時に達しということである。二、三の王のとりまきを過ごしとい

う意趣である。高齢となったお方とは、後年に達したお方である。後年とは、百年のう

ちの最後の第三の部分である704」（DA: I. 252［283］） 

 

この『長部註』第四「ソーナダンダ経註」は、③の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」

に当てはめると、『長部註』第四「ソーナダンダ経註」内の以前にない語句である「経験を

積み、高齢となったお方」という内容を註釈したことになる。ここに問題点はない。 

「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、『長部註』第二「沙門果経註」と『長部註』第

四「ソーナダンダ経註」とにおいて「経験を積み、高齢となったお方」の内容の註釈が重複

しているので、問題となる。後半の註釈である『長部註』第四「ソーナダンダ経註」は、『長

部註』第二「沙門果経註」の直後に註釈がなされている。この第二と第四との間に註釈の記

載の間隙はない。第二と第四とが連続している。 

 
 

3. 4. 4. 8. 事例 8: 「沙門果経註」などの事例 

 

 上記したように『長部』では、「沙門」と「バラモン」を並列して記す伝承が数多くの経

で確認できる。 

 それらのなかで、『長部註』第一「梵網経註」（Be の 8 節）は、「沙門とは、世尊であり、

悪が静止した状態（samitapApatA）によって名称を得た者である705」（DA: I. 69［70］）と解

説している。この『長部註』第一「梵網経註」の該当部分には、註釈の方針が存在していな

い。 

『長部註』第二「沙門果経註」（Beの 150 節）には、「沙門、あるいはバラモンをとは、

悪が静止した状態（samitapApatA）によって沙門である。悪を除いた状態（bAhitapApatA）に

よってバラモンである706」（DA: I. 129［141］）という説明がある。続けて『長部註』第二

「沙門果経註」（Beの 190 節）は、以下のように説明している。 

 

  「沙門・バラモンをふくむ（sassamaNabrAhmaNI）の言葉によって、教えに対して怨敵・

敵となる沙門・バラモンの表現と、悪が静止し、悪を除いた沙門・バラモンの表現が〔知

られるべきである〕707」（DA: I. 157［174］） 

 

これらの説明は、「沙門」と「バラモン」とに関する語義釈である。この語義釈は、『中部』

「大アッサプラ経」（MN: I. 347-348［280］）や『法句』（Dhp. 265）などのパーリ三蔵で

もよく知られていた内容である。この『長部註』第二「沙門果経註」は、③の方針を適用す

る。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部註』第二「沙門果経註」内の以前にない語句

である「沙門とバラモン」という内容を二回註釈したことになる。この『長部註』第二「沙

門果経註」内で註釈の重複が起きているので、問題点がある。 

 『長部註』第三「アンバッタ経註」（Beの 255 節）は、以下のように記載している。 

 

                                                   
704  addhagatoti addhAnaM gato, dve tayo rAjaparivaTTe atItoti adhippAyo. vayoanuppattoti 

pacchimavayaM sampatto, pacchimavayo nAma vassasatassa pacchimo tatiyabhAgo. 
705 samaNoti bhagavA samitapApatAya laddhavohAro. 
706 samaNaM vā brāhmaNaM vāti samitapāpatāya samaNaM. bāhitapāpatāya brāhmaNaM. 
707  sassamaNabrAhmaNIvacanena sAsanassa paccatthikapaccAmittasamaNa- brAhmaNaggahaNaM, 

samitapApabAhitapApasamaNabrAhmaNaggahaNaJca. 
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  「聖者たちは悪を除いたことから、バラモンと説かれる708」（DA: I. 217［244］） 

  「そのうち、悪を静止したことから、沙門と知られるべきである。なぜなら、『彼には

もろもろの悪しき不善の法が静止されました709』云々というこのことが説かれたから

である。世尊は無上の聖道によって悪を静止されたお方である710」（DA: I. 219［246］） 

 

この『長部註』第三「アンバッタ経註」は、③の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に

当てはめると、『長部註』第三「アンバッタ経註」内の以前にない語句である「沙門とバラ

モン」という内容を註釈したことになる。ここに問題点はない。 

『長部註』第四「クータダンタ経註」（Beの 340 節）は、以下のように記述している。 

 

  「沙門・バラモン・貧困の者・浮浪者・乞求する者・乞食のためにというこのうち、沙

門たちは悪を静止した者である。バラモンたちは悪を除いた者である711」（DA: I. 266

［298］） 

 

この『長部註』第四「クータダンタ経註」は、③の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」

に当てはめると、『長部註』第四「クータダンタ経註」内の以前にない語句である「沙門と

バラモン」という内容を註釈したことになる。ここに問題点はない。 

 『長部註』第十四「大譬喩経註」（Be の 90 節）は、「『諸悪を静止したことから、沙門と

言われる』712というこれが沙門の相である713」（DA: II. 69［479］）と記している。この『長

部註』第十四「大譬喩経註」は、③の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、

『長部註』第十四「大譬喩経註」内の以前にない語句である「沙門とバラモン」という内容

を註釈したことになる。ここに問題点はない。 

 『長部註』第二十六「転輪王経註」（Beの 84 節）は、「悪を静止し、悪を除いた沙門・バ

ラモンたちは、沙門の資具を与えることによって尊敬されるべきである714」（DA: III. 34

［850］）と説明している。さらに、「沙門・バラモンたちとは、悪を静止し、悪を除いた者

たちである715」（DA: III. 34［850］）とも説明している。この『長部註』第二十六「転輪王

経註」は、①の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部註』第二十六「転

輪王経註」内の不明瞭な語句である「沙門・バラモン」という内容を二回註釈したことにな

る。ほぼ同一の註釈はナンセンスであろう。 

『長部註』第三十「相経註」（Beの 216 節）は、「沙門にとは、悪を静止した状態によっ

て沙門にということである。バラモンにとは、悪を除いた状態によってバラモンにというこ

とである716」（DA: III. 113［931］）と述べている。この『長部註』第三十「相経註」は、①

                                                   
708 ariyA pana bAhitapApattA brAhmaNAti vuccanti. 
709 引用文の出典は『中部』「大アッサプラ経」（MN: I. 347-348［280］）となる。対応する

『中阿含経』「馬邑経」は以下のとおりである。 

 

  云何沙門。謂息止諸悪不善之法・諸漏穢汚。 

  「沙門はどのようなものでしょうか。いわゆるもろもろの悪しき不善の法ともろもろの

漏による汚れを止息しています」（T1. 725c） 
710 tattha samitapApattA samaNoti veditabbo. vuttaJhetaM, “samitAssa honti pApakA akusalA dhammA”
tiAdi. bhagavA ca anuttarena ariyamaggena samitapApo. 
711  samaNabrAhmaNakapaNaddhikavaNibbakayAcakAnanti ettha samitapApA samaNA, bAhitapApA 

brAhmaNA. 
712 引用文の出典は『法句』（Dhp. 265）となる。 
713 “samitattA hi pApAnaM, samaNoti pavuccatI”ti idaJhi samaNalakkhaNaM. 
714 samitapApabAhitapApA samaNabrAhmaNA samaNaparikkhArasampadAnena sakkAtabbA. 
715 samaNabrAhmaNAti samitapApabAhitapApA. 
716 samaNaM vAti samitapApaTThena samaNaM. brAhmaNaM vAti bAhitapApaTThena brAhmaNaM. 
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の方針を適用する。「1 註 1 経の原則」に当てはめると、『長部註』第三十「相経註」内の不

明瞭な語句である「沙門とバラモン」の内容に註釈したことになる。ここに問題点はない。 

 以上の下線部は、その註釈内容が概して一致している。「34 経 3 方針の原則」に当ては

めると、註釈の重複が非常に多い。「1 註 1 経の原則」から見ても、上記した『長部註』第

二「沙門果経註」内で同一の註釈内容の重複があるので、非常に問題点がある。その註釈の

順番が規則的に、法則的になされていたとは言えない状況である。 

 

 

3. 4. 4. 9. 事例 9: 「アンバッタ経註」の事例 

 

 『長部』第三「アンバッタ経」（Beの 255 節）の冒頭では、ポッカラサーティ・バラモン

に関する伝承を以下のように紹介している。 

 

  「ちょうどそのとき、ポッカラサーティ・バラモンは人々で繁栄し、草・木・水があり、

穀物をもち、王の領地で、コーサラ国のパセーナディ王が与えた王からの拝領地で、最

勝の施し（brahmadeyya）であるウッカッター（ukkaTThA）に住んでいた717」（DN: I. 82

［87］） 

 

 この「最勝の施し」という語句は、『長部』では第四「ソーナダンダ経」（DN: I. 104［111］）、

第五「クータダンタ経」（DN: I. 120［127］）、第十二「ローヒッチャ経」（DN: I. 214［224］）、

第二十三「パーヤーシ経」（DN: II. 253［316］）に確認できる。 

 対応する『長部註』第三「アンバッタ経註」では、この伝承全体を註釈するかたちで以下

のように解説している。 

 

  「王に得られた財産が王の領地である。誰によって施されたのかとして、コーサラ国の

パセーナディ王によって施されたものである。王からの拝領地とは、王の施与となるも

のである。家督という意味である。最勝の施しとは、最勝の施物（seTThadeyya）である。

傘を掲げ、王の省略によって受用されるべきものという意味である。 

あるいはまた王の領地とは、すべての拷問と破壊を訓戒しながら、河・渡し場・山など

で税金を取っていることによって白傘を掲げ、王によるものになり、受用すべきもので

ある。コーサラ国のパセーナディ王によって施された王からの拝領地というこの場合、

その都市が王によって施されたから、王からの拝領地である。施す王を説明するために、

パセーナディ王が与えたというこのことが説かれた。最勝の施しとは、最勝の施物であ

る。たとえば施されたものは、再び取られるべきことがなく、捨てられたもの、放棄さ

れたものであるように、このように施されたものという意味である718」（DA: I. 219

                                                   

717  tena kho pana samayena brAhmaNo PokkharasAti ukkaTThaM ajjhAvasati sattussadaM 

satiNakaTThodakaM sadhaJJaM rAjabhoggaM raJJA PasenadinA Kosalena dinnaM rAjadAyaM 

brahmadeyyaM. 

 

 対応する『長阿含経』「阿摩晝経」は以下のとおりである。 

 

  時有沸伽羅娑羅婆羅門、止郁伽羅村。其村豊楽、人民熾盛。波斯匿王即封此村与沸伽羅

娑羅婆羅門、以為梵分。 

「そのとき、沸伽羅娑羅婆羅門は郁伽羅村に滞在していた。その村は豊かで人々は繁栄

していた。波斯匿王は領土としてこの村を沸伽羅娑羅婆羅門に与え、婆羅門のための領

分とした」（T1. 82a） 
718 rAjato laddhaM bhoggaM rAjabhoggaM. kena dinnanti ce? raJJA PasenadinA Kosalena dinnaM. 

rAjadAyanti raJJo dAyabhUtaM, dAyajjanti attho. brahmadeyyanti seTThadeyyaM, chattaM ussApetvA 

rAjasaGkhepena bhuJjitabbanti attho. 
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［245-246］） 

 

 下線部を見ると、同一ページで、この註釈内容が完全に一致している。註釈の重複箇所も

非常に近接している。『長部註』第三「アンバッタ経註」は、③の方針を適用する。「1 註 1

経の原則」に当てはめると、『長部註』第三「アンバッタ経註」内の以前にない語句である

「最勝の施し」という内容を二回註釈したことになる。この『長部註』第三「アンバッタ経

註」内で註釈の重複が起きているので、問題点がある。 

上記のすべての「註釈の重複」は、「34 経 3 方針の原則」から見ると、すべてが註釈の

方針を逸脱する問題部分となる。 

 

 

3. 4. 4. 10. 事例の分析 

 

 以上、「『長部』に対する註釈の重複」について、九つの事例を通して確認してきた。「34

経 3 方針の原則」に当てはめると、この註釈の重複は、初出の語句に註釈したにも関わら

ず、後の経註でもほぼ同じ内容の註釈をくり返している。 

 問題は、この「『長部』に対する註釈の重複」がブッダゴーサの意図的なものか、「古資料」

から転用した結果によるものかという点である。 

前者の場合、註釈の重複の順番が規則的に、法則的になされていない。なぜ、「『長部』に

対する註釈の重複」のうちの後半の註釈が、その経註でなされたのかという理由が判然とし

ない。この点を解決するのは後者の理由である。「34 経 3 方針の原則」に当てはめると、

これらの九つの事例は、③「以前にない語句に対する註釈」の方針に相当するであろう。ブ

ッダゴーサは、「古資料」が「『長部』に対する註釈の重複」がある内容を記載する「未整理

の内容」であることを認知していたので、『長部註』において、③「以前にない語句に対す

る註釈」を適用した。その適用理由は、註釈の重複をなくすためである。そのような未整理

の「古資料」の内容が転用された結果、『長部註』において「『長部』に対する註釈の重複」

の事例が起こったと考える。もしくは、ブッダゴーサが「古資料」の内容を整理しながら転

用していった過程で、「『長部』に対する註釈の重複」がある内容の註釈が整理しきれず、痕

跡となって残ってしまったとも考えられる。 

 いずれにしても、ブッダゴーサが「『長部』に対する註釈の重複」がある内容の註釈を起

こした理由は、ブッダゴーサの意図的なものと想定すべきではない。「古資料」からの転用

が影響したと考えるべきである。 

 

 

3. 4. 4. 11. 小結 

 

 ブッダゴーサが『長部註』において、③「以前にない語句に対する註釈の方針」を適用し

た理由は、「古資料」が「『長部』に対する註釈の重複」を記載する「未整理の内容」である

ことを認知していたからである。このような未整理の「古資料」の内容が転用された結果、

『長部註』において「『長部』に対する註釈の重複」の事例が起こったと考える。 

 
 

 

 

                                                   
atha vA rAjabhogganti sabbaM chejjabhejjaM anusAsantena nadItitthapabbatAdIsu suGkaM gaNhantena 

setacchattaM ussApetvA raJJA hutvA bhuJjitabbaM. raJJA PasenadinA Kosalena dinnaM rAjadAyanti 

ettha taM nagaraM raJJA dinnattA rAjadAyaM dAyakarAjadIpanatthaM panassa “raJJA PasenadinA 

Kosalena dinnan”ti idaM vuttaM. brahmadeyyanti seTThadeyyaM. yathA dinnaM na puna gahetabbaM 

hoti, nissaTThaM pariccattaM. evaM dinnanti attho. 
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3. 4. 5. 結 

 

 ブッダゴーサは「古資料」を参照して、『長部註』を編纂していった。そこでは、南方上

座部大寺派の教説と異なる註釈はしない。「古資料」の内容を整理して註釈するという方針

が前提にあった。そして、①「不明瞭な語句に対する註釈」、②「順次の語句に対する註釈」、

③「以前にない語句に対する註釈の方針」という三種類の註釈の方針が「古資料」に適用さ

れた。これらの三種類の註釈の方針は明確に区別し難く、「古資料の整理」という一点で完

全に合致している。 

 ブッダゴーサは、『清浄道論』→『長部註』→『中部註』→『相応部註』→『増支部註』

と編纂し、自著が完成していくと、その自著からの註釈内容の転用が可能になっていった。

自著の完成にともない、徐々に古資料を参照する必要が希薄になっていったのである。他の

註釈家たちにとっても、これらの三種類の註釈の方針は慣用的な表現でしかない。 

 上記では、この「古資料」の内容を解明すべく、①「『長部』に対する二様の別な解釈」

の事例を七つ、②「『長部』における初出の語句に註釈していない事例」を七つ、③「『長部』

に対する註釈の重複」の事例を九つ取り上げてきた。①は、『長部註』では『長部』の語句

に対して別な解説を二回しているという事例である。②は、『長部註』では『長部』で初め

て出てきた語句に何も解説せず、後の経註で解説しているという事例である。③は、『長部

註』では『長部』の語句に同じ内容の解説をくり返しているという事例である。これらの事

例は、「古資料」から転用された結果、起きたものと判断した。ここから、この「古資料」

の内容が未整理であったと考えた。このように「古資料」の内容が未整理でなければ、上記

した①②③の方針は、適用される必要がまったくないからである。ブッダゴーサは、「古資

料」が「未整理の内容」であることを認知していたからこそ、『長部註』において厳密にこ

れらの三種類の註釈の方針が適用されたのである。上述したように、伝承の過程で王の名前

が忘れられているなどの異なる内容からなり、註釈の重複などがなされている「未整理の古

資料」を参照し、その内容をまとめて註釈の記載を決定していったブッダゴーサは、非常に

「古資料」に忠実だったのである。 
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結論 

 

 本論における三篇の内容をまとめると、以下のような結論となる。 

 

 第一篇では、「『長部註』による『長部』の規定」という標題にもとづき、ブッダゴーサが

編纂した『長部註』によって『長部』は、どのように規定されたのかの解明を試みた。 

 南方上座部大寺派の資料と北伝資料とを比較検討していくにあたり、原則としてブッダ

ゴーサ以前の北伝資料を本論文では使用した。そのなかでも、「古資料」が制作されていた

時代（前 3 世紀から紀元後 4 世紀冒頭）と重なる『仏般泥洹経』『般泥洹経』（西晋代頃に

訳出）を『長部註』と比較し、それらに共通する規定の抽出を目指した。その理由は、それ

らに共通する規定がインドを起源とする「古資料の古層」の内容となる可能性が極めて高い

からである。その『長部註』のソースとなる「古資料の古層」に見いだされた内容は、『長

部』と「梵網経」とに対して、「煩悩類を消すためのもの」という内容によって規定したも

のとなる。 

このような「古資料の古層」における規定を土台とし、『長部註』は以下のように規定し

ていった。 

『長部註』では、『長部』に所属する数経に対して異教を中道などで一網打尽にする。戒

を根幹とする三学の優越性を示す。三宝などを“mahA”（大・偉大）とするものと規定して

いる。 

 『長部註』では、『長部』「戒蘊篇」に対して異教を分類して仏の教えの優越性を示すもの

と規定している。「大篇」に対しては、“mahA”と関連させて内容を示すものとして規定して

いる。「パーティカ篇」に対しては、明確化できる「内容による規定」はない。 

 『長部註』では、「概略」「内容」による規定から『長部』をまとめていこうとする傾向は

ほとんどない。「数量」による規定からは、『長部』が三篇と三十四経からなる大きな長い経

の集成として定められるだけである。 

 ダンマパーラが編纂した『長部復註』に至ると、これは『長部』全体に対して、新たに「数

量」「概略」「内容」による規定から定めて、まとめている。その新たな規定の内容は、信仰

の重要性、教理体系や修行体系の構築などである。『長部復註』には、六十二見や六師外道

などの異教に対して対抗し、一網打尽にしようとする内容もある。『長部復註』において、

それらの新たな規定を加えることは、『長部』全体に対して波及していった。 

 南方上座部大寺派におけるこれらの規定の意義は、「古資料の古層」における規定にもと

づき、『長部註』において三篇と三十四経とからなる『長部』の構成に対して、「数量」「概

略」「内容」による規定から定めて、まとめていくことにある。こうすることで、『長部』全

体の構成や内容をわかりやすく、南方上座部大寺派の正典の立場を本質的に提示できるこ

とになるからである。 

 

 第二篇では、「『長部註』によるパーリ三蔵の規定」という標題にもとづき、ブッダゴーサ

が編纂した『長部註』によってパーリ三蔵は、どのように規定されたのかの解明を試みた。 

 ここでもインドを起源とする「古資料の古層」の内容を明らかにするために、「古資料」

が制作されていた時代（前 3 世紀から紀元後 4 世紀冒頭）と重なる『大毘婆沙論』（内容は

3 世紀ごろのもの）などを中心として、北伝資料と『長部註』とを比較し、それらに共通す

る規定の抽出を目指した。その『長部註』のソースとなる「古資料の古層」から見いだされ

た内容は、解脱の味などによる同一性と、法・律、五部などによる多様性とによってパーリ

三蔵を規定していくものである。 

 『長部註』のソースとなる「古資料の古層」では、「仏の言葉」（buddha-vacana）という

伝承に「過去七仏」、「仏の言葉」を収録しうる「現実態としてのパーリ三蔵」、仏の心にも

とづいた「可能態としてのパーリ三蔵」とを関連させていった。 

 このような「古資料の古層」における規定を土台とし、『長部註』は以下のように規定し
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ていった。 

『長部註』では、「仏説」が多様に表記されている。この「仏説」の表記をまとめると、

buddha に類似した概念が仏（単数形）と諸仏（複数形）という用例になる。vacana に類似し

た概念は kathA, sAsana などと多様に表記されている。この「仏の言葉」に類似した概念が指

し示す内容は、一般的な内容を示した「表面的内容」、四諦や三相などの「教理的内容」、戒

の防護や止観などの「実践的内容」、勝義と世俗などの「体系的内容」からなる。 

 これらのなかで「教理的内容」と「実践的内容」は、とくに諸仏の説を示すものとされる。

この諸仏の説が上記した「古資料の古層」における規定と関連することで、「仏説」として

の「仏の言葉」が「諸仏の言葉」となる。『長部註』における「三蔵よりなる仏の言葉」（tepiTaka 

buddhavacana）という表記は、まさしく「三蔵よりなる諸仏の言葉」になるのである。 

「口承」と「書承」が意図的に、無益な話や異教に対して「仏説」に転換するために用い

られたならば、無造作に「仏の言葉」が拡大する危険が生まれる。それと同時に「仏説」を

正しく示すという利点も起こる。ブッダゴーサはその危険を停止すべく、「三蔵よりなる仏

の言葉」の表記を規定したのである。 

南方上座部大寺派におけるこれらの規定の意義は、「古資料の古層」における規定にもと

づき、多様に表記された「仏説」の内容は「諸仏の説」となり、「仏の言葉」、「諸仏の言葉」

にもなる。ここから「パーリ三蔵」が「仏の言葉」と一致させられ、「三蔵よりなる仏の言

葉」という表記の意味が「三蔵よりなる諸仏の言葉」になる。こうすることで、「口承」と

「書承」による意図的な偽作を一切容認しない「三蔵よりなる諸仏の言葉」が確立されたの

である。 

 

 第三篇では、「『長部註』における古資料の内容」という標題にもとづき、ブッダゴーサが

編纂した『長部註』における古資料は、どのような内容であったのかの解明を試みた。 

 この「古資料」の内容には、大きく分けて二つの側面がある。第一は、『長部註』と北伝

資料とに共通する伝承があり、その伝承がインドを起源とする「古資料の古層」によるもの

と判断できる側面である。第二は、その「古資料」が「未整理の内容」であったという側面

である。 

 前者は、言語の言い換えや同義の言葉からなる「同義語に関連した事例」、人物とその周

囲の出来事に関連した「人物に関連した事例」、「伝え聞くところでは」（kira）という伝承

をもつ「“kira”を有する事例」、一般的な内容や教理的な内容などからなる「平俗的な事

例」といったあらゆる伝承が、『長部註』『長部復註』と北伝資料とにおいて共通することを、

第三篇で取り上げた七十八の事例によって明らかにしてきた。「古資料の古層」の伝承と判

断できるのは、『長部註』と北伝資料との比較から生まれた共通の伝承だけである。『長部復

註』と北伝資料とを比較して生まれた共通の伝承は、おおよそダンマパーラに先行するアッ

タカター文献からの引用によるものか、北伝資料からの引用によるものかに分けられる。 

『長部註』のソースとなる「古資料の古層」と北伝資料との間に生まれた共通の伝承は、

部派分裂以前の各部派に共通していた伝承であり、その伝承が「古資料の古層」と北伝資料

という両系統に分かれて変化や改編しながら伝播していった。もしくは、両系統が相互に交

流して影響しあった。その結果、「古資料の古層」と「北伝資料」との間に共通する伝承が

生まれるに至ったと結論した。 

 後者は、「古資料」が「未整理の内容」であったことの解明にあたり、ブッダゴーサが「古

資料」に対して適用した註釈の方針を明らかにした。その註釈の方針は、南方上座部大寺派

の教説と異なる註釈はしない。「古資料」の内容を整理して註釈するという内容のものであ

る。そして、『長部註』では、①「不明瞭な語句に対する註釈」、②「順次の語句に対する註

釈」、③「以前にない語句に対する註釈の方針」という三種類の註釈の方針が「古資料」に

厳密に適用された。これらの三種類の註釈の方針は明確に区別し難く、「古資料の整理」と

いう一点で完全に合致した内容である。 

 ブッダゴーサは、『清浄道論』→『長部註』→『中部註』→『相応部註』→『増支部註』
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と編纂し、自著が完成していくと、その自著からの註釈内容の転用が可能になっていった。

自著の完成にともない、徐々に「古資料」を参照する必要が希薄になっていった。ブッダゴ

ーサ以外の註釈家たちにとっても、これらの三種類の註釈の方針は慣用的な表現でしかな

い。 

 上記したように、『長部註』では『長部』の語句に対して別な解説を二回しているという

①「『長部』に対する二様の別な解釈」の事例を七つ、『長部註』では『長部』で初めて出

てきた語句に何も解説せず、後の経註で解説しているという②「『長部』における初出の語

句に註釈していない事例」を七つ、『長部註』では『長部』の語句に同じ内容の解説をくり

返しているという③「『長部』に対する註釈の重複」の事例を九つ取り上げてきた。これら

の事例は、「古資料」から転用された結果、起きたものと判断した。ここから、この「古資

料」の内容が未整理であったと考える。このように「古資料」の内容が未整理でなければ、

上記した①②③の方針は、適用される必要がまったくないからである。ブッダゴーサは、「古

資料」が「未整理の内容」であることを認知していたからこそ、『長部註』において厳密に

これらの三種類の註釈の方針が適用されたのである。異なる内容からなり、註釈の重複など

がなされている「未整理の古資料」を参照し、その内容をまとめて註釈の記載を決定してい

ったブッダゴーサは、非常に「古資料」に忠実だったのである。 
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〈略号〉 
 

Be ＝ ビルマ第六結集版（-eは edition を示す） 

C ＝ スリランカ・ブッダジャヤンティ版 

CST4 ＝ chaTThasaGgAyana tipiTaka 4（VRI の電子版〈ローマ字版〉） 

De ＝ インド・ナーランダー版 

DP ＝ A Dictionary of PAli, Part I（a-kh）（Cone, Margaret, Oxford: PTS, 2001） 

DPL ＝ A Dictionary of the Pali Language（Childers, R. C,  London, 1875） 

Fe ＝ Fukita 版 

JPTS ＝ Journal of the Pali Text Society（London, 1882-1927） 

Pe ＝ 『北京版西蔵大蔵経』 

PTS ＝ Pali Text Society 

PTSD ＝ The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary（Rhys Davids, T. W & Stede, 

W（ed.）, Oxford: PTS, 1921-1925） 

Re ＝ ロンドン・PTS 版 

Se ＝ タイ王室版 

T ＝ 『大正新脩大蔵経』 

VRI ＝ Vipassana Research Institute Edition（Dhammagiri, India ＝CST4） 

We ＝ Waldschmidt 版 

 

雲井辞典 ＝ 雲井昭善『新版 パーリ語佛教辞典』（山喜房仏書林, 2008）. 

水野辞典 ＝ 水野弘元『増補改訂 パーリ語辞典』（春秋社, 2005）. 

村上辞典 ＝ 村上真完, 及川真介『パーリ仏教辞典』（春秋社, 2009）. 
 

AA ＝ aGguttaraTThakathA（manorathapUraNI） 

AAT ＝ aGguttaraTThakathATIkA 

Abhs ＝ abhidhammatthasaGgaha（JPTS 1884） 

Abhv ＝ abhidhammatthavibhAvinI 

Ad ＝ arthaviniCcaya-sUtra & its commentary（nibandhana）, O. H. Samtani, Patna 1971. 

Akbh ＝abhidharmakoCabhASya of Vasubandhu, P. Pradhan（ed.）, Patna: K. P. Jayaswal 

Research Institute, 1967. 

AN ＝ aGguttaranikAya 

ApA ＝ apadAnaTThakathA（VisuddhajanavilAsinI） 

As ＝ abhisamayAlaMkArAlokA PrajJApAramitAvyAkhyA, U. Wogihara, Tokyo 1932（Reprint 

1973） 

Bv ＝ BuddhavaMsa 

BvA ＝ BuddhavaMsaTThakathA（madhuratthavilAsinI） 

CNd ＝ culla-niddesa 

Cp ＝ cariyApiTaka 

CpA ＝ cariyApiTakaTThakathA（Pd） 

Cv ＝ cULavaMsa 

DA ＝ dIghaTThakathA（sumaGgalavilAsinI） 

DAT ＝ dIghaTThakathATIkA（lInatthavaNNanA） 

DhkA ＝ dhAtukathA-aTThakathA（PcpA） 
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Dhp ＝ dhammapada 

DhpA ＝ dhammapadaTThakathA 

DhsA ＝ dhammasaGganI-aTThakathA（atthasAlinI） 

Dpv ＝ dIpavaMsa 

DN ＝ dIghanikAya 

Gv ＝ gandhavaMsa（JPTS 1887） 

ItA ＝ itivuttakaTThakathA（Pd） 

J ＝ jAtaka 

JA ＝ jAtakaTTHakathA 

KhdN ＝ KhuddakanikAya 

KhpA ＝ khuddakapAThaTThakathA（paramattajotikA） 

KGkh ＝ kaGkhAvitAraNI（mAtikaTThakathA） 

KvA ＝ KathAvatthu-aTThakathA（JPTS 1889） 

Loka-p ＝La Lokapannatti et les idees cosmologiques du bouddhisme ancient, Eugene 

Denis, Lille, 1977. 

Lv ＝ “Lalita vistara”, Leben und Lehre des CAkya-Buddha. S. Lefmann（ed.）, Halle, 

1902. 

MA ＝ majjhimaTThakathA（PapaJcasUdanI） 

MAT ＝ majjhimaTThakathATIkA 

Mav ＝ “mahAvadAnasUtra”, Das mahAvadAnasUtra II : E. Waldschmidt, Berlin, 1956. 

Mav-s ＝ “the mahAvadAnasUtra”, A New Edition on Manuscripts Discovered in Northern 

Turkestan Edited by Takamichi Fukita. Vandenhoeck, 2003. 

Mil ＝ milindapaJhA 

MilT ＝ milindaTIkA 

MN ＝ majjhimanikAya 

MNdA ＝ mahA-niddesaTThakathA（saddhammapajjotikA） 

Mp ＝ “mahAparinirvANa-sUtra”, Das mahAparinirvANa-sUtra, 3Bd. : E. Waldschmidt, Berlin, 

1950-1951. 

Msk ＝ Sarvaraksitas Mahasamvartanikatha: ein Sanskrit-Kavya uber die Kosmologie 

der Sammitiya-Schule des Hinayana-Buddhismus. Kiyoshi Okano, Sendai, 

Seminer of Indology, Tohoku University, 1998. 

Mv ＝ “Le mahAvastu”, E. Senart（ed.）, vol. I-III, Paris: Inprimerie nationale, 1882-

1897. 

NdA ＝ niddesaTThakathA（Sdj） 

Net ＝ nettipakaraNa 

PA ＝ PaTThAnaTThakathA（PcpA） 

PcpA ＝ PaJcapakaraNaTThakathA（DhkA, PugA, PvA, YA, PA） 

Pd ＝ paramatthadIpanI（UdA, ItA, VvA, PvA, ThagA, ThIgA, CpA） 

PeT ＝ peTakopadesa 

Pj ＝ paramatthajotikA（KhpA, SnA） 

PTs ＝ PaTisambhidAmagga 

PTsA ＝ PaTisambhidAmaggaTThakathA（Sdk） 

PugA ＝ PuggalapaJJatti-aTThakathA（PcpA） 
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Pv ＝ Petavatthu 

PvA ＝ Petavatthu-aTThakathA（Pd） 

SA ＝ saMyuttaTThakathA（sAratthappakAsinI） 

Sads ＝ saddhammasaGgaha（JPTS 1890） 

SAs ＝ sAsanavaMsa 

SAT ＝ saMyuttaTThakathATIkA 

Sav ＝ saMskRtAsaMskRta-viniCcaya（Pe. No. 5865） 

SBV ＝ Reniero Gnoli, The Gilgit Manuscripts of the saMghabheda-vastu, Being the 17th 

and Last section of the Vinaya of the mUlasarvAstivAdin, Part II, Roma 1978. 

Sdk ＝ saddhammapakAsinI（PTsA） 

Sdj ＝ saddhammapajjoTikA（NdA） 

SIlakAT ＝sIlakkhandhavagga-abhinavaTIkA 

Smp ＝ samantapAsAdikA（VA） 

SN ＝ saMyuttanikAya 

SnA ＝ suttanipAtaTThakathA（Pj） 

ThagA ＝ theragAthA-aTThakathA（Pd） 

ThIgA ＝ therIgAthA-aTThakathA（Pd） 

UdA ＝ udAnaTThakathA（Pd） 

VA ＝ vinayaTThakathA（Smp） 

Vibh ＝ vibhaGga 

VibhA ＝ vibhaGgaTThakathA（sammohavinodanI） 

VibhMT ＝ vibhaGga-mUlaTIkA 

Vim ＝ 『解脱道論』（vimuttimagga/vimuktimArga） 

Vin ＝ Vinaya 

Vin-c ＝ Vinaya-cULavagga（Re: Vin: II） 

Vin-m ＝ Vinaya-mahAvagga（Re: Vin: I） 

Vin-paciA ＝ Vinaya-pAcittiya-aTThakathA（Re: VA: IV） 

Vin-pajaA ＝ Vinaya-pArAjilakaNDa-aTThakathA（Re: VA: I, II, III） 

Vis ＝ Visuddhimagga 

VvA ＝ VimAnavatthu-aTThakathA（Pd） 

YA ＝ yamakaTThakathA（PcpA） 
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あとがき 

 

 本論文が成るにあたり、さまざまな方からお力をいただいた。東洋大学の渡辺章悟先生と

岩井昌悟先生には、非常に熱く論文のご指導を賜った。心より感謝申し上げます。森祖道先

生には、私事にわたってさまざまや助言と論文のご指導を賜った。心よりお礼申し上げます。

片山一良先生には、まさしくパーリ語の基礎をご指導していただいた。改めて感謝の意をお

伝えします。また東洋大学と駒澤大学の学友たちからは、さまざまな点でご協力いただき、

励ましをいただいた。どうもありがとうございました。 

 本論文が完成するまでに長い年月を要してしまった。この間に、私事にわたるさまざまな

ことがあった。その中で明記しておきたいことは、母と師匠の死である。生存中にこの論文

を見せることができなかったのは、痛恨の極みである。自分の力不足が悔やまれるばかりで

ある。他にも示したい私事はたくさんある。しかし、これらのことを記していったならば、

本論文以上の分量になりかねないので、自分の心に留めおく。 

 さまざまな学縁と仏縁と友縁によって、今日の私がいる。縁によって結ばれた方々に、改

めて感謝の意を申し上げて、あとがきの言葉としたい。 

 

 

 

願わくはこの功徳をもって、あまねく一切に及ぼし、 

我らと衆生とみな共に仏道を成ぜんことを。 

 

 

十方三世一切仏 

諸尊菩薩摩訶薩 

摩訶般若波羅蜜 

 

 

 

越後屋 正行   九拝 
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